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土木工事現場必携の利用にあたって

 この土木工事現場必携（以下「必携」という。）は、愛知県建設局・都市･交通局が発

注した土木工事（維持作業を含む）の適正な施行と施行手続き等の統一的な運用を目的

に、現場実務に携わる全ての者を対象とした手引き書として、土木工事標準仕様書、各

種要領等の関係資料をもとに、施行手続きの作成例を合わせ、取りまとめたものである。 

本必携の内容と利用にあたっての留意事項を以下に示す。

 第１章の一般事項では、この必携の目的を明確にするとともに、土木工事の施行に関

する、手順、体制、監督についてのあらましを説明した。また、土木工事の請負契約の

内容及び契約変更までの流れのあらましを説明した。

 第２章の書類関係では、監督の流れ、書類作成方法について説明した。監督の流れで

は、各施工段階における注意事項、参照する資料について記載してある。また、書類作

成方法では、監督の流れにある書類番号により記載例が整理してある。

 第３章の施工関係では、土木工事の施工に必要な施工管理、安全管理についての実務

の内容と方法を、具体的に説明した。中でも、施工管理表は、土木工事等を適切に施工

するうえで、主な工種の施工段階における、施工計画・施工管理等の主なポイントを系

統的に網羅し、収録したものである。現場実務の手引きとして、各施工段階において、

確認するよう習慣づけていただきたい。

 第４章の検査関係は、工事検査の分類と要領、事務手続き及び検査に関する留意事項

について説明したもので、十分に把握していただきたい。

 第５章の各種様式は、契約関係、建設リサイクル法関係、施工関係、出来形・品質管

理関係及び検査関係の、主な様式を収録したもので現場実務において利用していただき

たい。

 第６章の資料は、土木工事の現場実務に必要な各種資料を収録したもので、適宜利用

していただきたい。

 なお、この必携に記載の作成例は、標準的なものを示したものであり、作成方法を拘

束するものではないことに留意していただきたい。
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第１章 １－１ 目 的 

1－1 

第１章 一般事項 

１－１ 目 的 

この土木工事現場必携（以下「必携」という｡）は、愛知県建設局・都市･交通局が施行する

土木工事等の現場実務の手引きとして、工事等の適正な施行の確保を図ることを目的とし、作

成した。 

１－２ 用 語 

この必携で使用される用語（略語）の定義は、下表のとおりとする。 

用語（略語） 用語（略語）の定義 

工事等 土木工事及び維持作業 

仕様書 土木工事標準仕様書及び特記仕様書 

標準仕様書 土木工事標準仕様書 

施工管理基準 土木工事標準仕様書のうち土木工事施工管理基準 

写真管理基準 土木工事標準仕様書のうち写真管理基準 

特仕 特記仕様書 

監督員 総括監督員、主任監督員及び専任監督員 

設計図書 設計書、図面、仕様書及び現場説明書等 

契約書 契約書（愛知県公共工事請負契約約款を含む） 

契約図書 契約書及び設計図書 

設計変更 設計図書の変更 

入

札

契

約

施　工 完了検査 引渡し

現 場 実 務

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.6



第１章 １－３ 契 約 関 係 

1－2 

１－３ 契約関係 

(１) 概 説

工事等の請負契約は、建設業法 第 18条に定める「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等

な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければな

らない。」という原則に基づき実施されている。 

契約方式には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約が定められている。 

契約方式 契約書

一般競争入札

指名競争入札請負契約

総価契約

単価契約

随意契約
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 第１章 １－３ 契 約 関 係 

1－3 

(２) 請負契約の内容 

請負契約は、契約書及び設計図書からなり、その内容は以下のとおりである。 

 (ｱ) 契約書 

区分 総価契約 

契約書

の内容 

１ 工事名    ３ 工事場所  ５ 請負代金額        

２ 路線等の名称 ４ 工 期   ６ 契約保証金                 

約款の 

条項 

第１条 総則 第２条 関連工事の調整 

第３条 請負代金内訳書及び工程表 第４条 契約の保証 

第５条 権利義務の譲渡等 第６条 下請負の制限等 

第７条 下請負人の通知 第７条の２ 下請負人の健康保険等加入義

務等 

第８条 下請負人の育成、指導 第９条 特許権等の使用 

第 10 条 監督員 第 11 条 現場代理人及び主任技術者等 

第 12 条 履行報告 第 13 条 工事関係者に対する措置請求 

第 14 条 工事材料の品質及び検査等 第 15 条 監督員の立会い及び工事記録

の整備等 

第 16 条 支給材料 第 17 条 工事用地の確保等 

第 18 条 設計図書不適合の場合の改

造義務及び破壊検査等 

第 19 条 条件変更等 

第 20 条 設計図書の変更 第 21 条 工事の中止 

第 21 条の 2 著しく短い工期の禁止 第 22 条 請負者の請求による工期の延長 

第 23 条 発注者の請求による工期の

短縮等 

第 24 条 工期の変更方法 

第 25 条 請負代金額の変更方法等 第 26 条 賃金又は物価の変動に基づく

請負代金額の変更 

第 27 条 臨機の措置 第 28 条 一般的損害 

第 29 条 第三者に及ぼした損害 第 30 条 不可抗力による損害 

第 31 条 請負代金額の変更に代える

設計図書の変更 

第 32 条 中間検査 

第 33 条 完了検査及び引渡し 第 34 条 請負代金の支払い 

第 35 条 部分使用 第 36 条 前金払及び中間前金払 

第 37 条 前払金の使用等 第 38 条 部分払 

第 39 条 部分引渡し 第 40 条 前払金等の不払に対する工事

の中止 

第 41 条 契約不適合責任 第 42 条 履行遅滞の場合における申出 

第 43 条 発注者の任意解除権 第 44 条 発注者の催告による解除権 

第 45 条 発注者の催告によらない解

除権 

第 46 条 暴力団等排除に係る解除 

第 47 条 談合その他不正行為に係る

解除 

第 48 条 発注者の責めに帰すべき事由

による場合の解除の制限 

第 49 条 請負者の催告による解除権 第 50 条 請負者の催告によらない解除権 

第 51 条 請負者の責めに帰すべき事

由による場合の解除の制限 

第 52 条 解除に伴う措置 

第 53 条 発注者の損害賠償請求等 第 54 条 談合その他不正行為に係る賠

償金の支払い 

第 55 条 請負者の損害賠償請求等 第 56 条 契約不適合責任期間等 

第 57 条 火災保険等 第 58 条 妨害等に対する報告義務等 

第 59 条 あっせん又は調停 第 60 条 仲裁 

第 61 条 補則   
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 第１章 １－３ 契 約 関 係 
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(ｲ) 設計図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 契約関係書類 

 
様式

番号 
様 式 名 

様式

番号 
様 式 名 

20 

21 

22 

23 

23－2 

23－3 

23－4 

24 

 

26 

27 

28 

32 

－ 

－ 

35 

38 

53 

53-2 

53-3 

53-4 

監督員任命通知書 

工程表 

請負代金内訳書 

現場代理人等通知書 

現場代理人兼務届 

主任技術者兼務届 

監理技術者兼務届 

工期延長請求書 

(請負者の請求による場合) 

工期延長協議書 

工期変更承諾書 

工期不変更承諾書 

工期延長[短縮]協議書 

条件変更確認請求通知(工事打合簿) 

条件変更確認(工事打合簿) 

設計変更通知書 

契約変更協議書 

工事の一時中止について(通知) 

工事の一時中止の延長について（通知） 

工事の再開について（通知） 

工事の一時中止に伴う増加費用の請求について 

55 

58 

60 

62 

63 

65 

66 

70 

78 

79 

83 

84 

85 

86 

88 

89 

92 

93 

 

契約解除通知書 

契約解除精算通知書 

工事譲渡(承継)承諾申出書 

工事譲渡(承継)通知書 

名称等変更届 

部分使用協議書 

部分使用同意書 

指定部分完了届 

完了届 

修補補正完了届 

前払金請求書 

中間前払金請求予定書 

中間前払金支払認定請求書 

中間前払金認定(否認定)通知書 

中間前払金請求書 

出来形検査請求書 

部分払請求書 

請求書 

 

備考)  各様式は第５章 各種様式 5-1 契約関係様式 参照 

 

設計図書

設 計 書

図 面

仕 様 書

位置図、平面図、縦横断図、詳細図等

土木工事標準仕様書

特記仕様書

土木工事標準仕様書(本文)

写真管理基準

土木工事施工管理基準
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(４) 契約変更までの流れ 

(ｱ) 契約変更の手続き 

設計図書の変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定め、事務の簡素化と合

理化を図ることを目的に、「愛知県建設局・都市･交通局・建築局設計変更事務取扱要領」及び「工

事請負契約における設計変更ガイドライン（統合版）」（愛知県建設局）が定められている。 

条件変更及び設計変更を行う場合は、この要領によることを「土木工事標準仕様書」で明示した。 

条件変更、設計変更及び契約変更の手続きの概要は、次頁のとおりである。なお、様式は土木工

事現場必携 p.5-19 及び建設企画課ホームページを参照のこと。 

（建設企画課ホームページ：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku） 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.10



 第１章 １－３ 契 約 関 係 

1－6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務フロー
経理担当者 監督員 請負業者 備考

設計
図書
照査

標準仕様書1-1-3

(設計図書の照査)

設計変更ガイドライン

条
件
変
更
確
認
請
求
通
知

契約約款第19条

(条件変更等)

事務取扱要領第26条

(内容の変更)

設計変更事務取扱要領第5

(設計変更の手続)

設計変更ガイドライン

条
件
変
更
確
認
通
知

契約約款第19条

(条件変更等)

事務取扱要領第26条

(内容の変更)

設計変更事務取扱要領第5

(設計変更の手続)

設計変更ガイドライン

設
計
変
更
通
知
書

契約約款第20条

(設計図書の変更)

事務取扱要領第26条

(内容の変更)

設計変更事務取扱要領第5

(設計変更の手続)

設計変更ガイドライン

変
更
契
約

契約約款第25条

(請負代金の変更方法等)

事務取扱要領第26条

(内容の変更)

設計変更事務取扱要領第6

(契約変更の手続)

設計変更ガイドライン

受 理

条件変更確認通知
(工事打合簿)

を調査結果により作成

総括監督員(主任監督員)

まで決裁

条件変更確認請求の通知又は自ら事実を発見した内容に基づき、直ちに調査（約款第19条第2項）

総括監督員まで決裁
（主任監督員）

受 理

受 理

軽微な変更に
該当するか？

(変更事務取扱要領第6)

工事施工後に
変更契約

変更設計図書の作成
及び

所長まで決裁
（経理担当、事業管理担当含む）

経理担当に送付

事務所契約工事である

契約書
（契約約款第25条第1項に

基づく契約変更協議書含む）

作成及び決裁

事業課に送付

契 約

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

●ＰＯＩＮＴ●
今までも、軽微な変更の
み工期末に変更可能で
あったが、設計変更通知
書で明確化することによ
り、軽微な変更以外は遅
延なく契約変更となる。

受け取り

現場立会等により自ら
変更に関わる事実を発見

条件変更確認請求
(工事打合簿)通知
（約款第19条1項）

設計図書照査の結果を
報告

請負業者に送付
（調査後14日以内）
（約款第19条3項）

請負業者に送付
※ 本庁契約工事の場合は、写しを事業課に送付 受 理

設計変更通知書を作成（約款第20条）

条件変更確認通知を添付(決済時のみ)

所長（課長）まで決裁
（経理担当、事業管理担当含む）

メールによる報告も可
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(ｲ) 設計変更資料の作成

(ⅰ) 図面の変更 

元設計と変更設計の対照図面は、元設計と変更設計が判読しやすいよう、設計値については元

設計を［ ］書きで表示し、変更設計を下段に記入する。また、設計変更で廃止される部分(設

計値は除く)を黄色、追加もしくは変更される部分(設計値は除く)は赤色で表示する。 

変更設計を別図とした場合は、元設計図を添付する。 

図面が変更のない場合は、添付を要しない。 

(ⅱ) 数量計算書の変更 

図面の変更に準じて作成する。 

[55.0] 元 

58.0m 変更 

赤 
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 第１章 １－３ 契 約 関 係 
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(５) 工期変更 

工期は工事施行に際し変更の必要を生じないように設定されていることは言うまでもないが、土

木工事の性格上不確定な条件が多く、予測し得ない工期変更が発生する。 

このため、工期変更の手続きについて契約書及び標準仕様書に必要な事項が定められている。 

工期変更の手続きの概要は、下図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注) 建設工事施行に関する事務取扱要領の様式による(第５章 5-1 契約関係様式 参照) 

備考)「③工期変更の協議書提出」は､複数の「②工期変更の事前協議」を対象に、一括して行うことができる。 

④工期変更協議

・請負者から監督員へ提出
・変更工程表などを添付

・様式第24 工期延長請求書(請負者の請求による場合)

・様式第26 工期延長協議書
・様式第27 工期変更承諾書

・様式第28 工期不変更承諾書

①工期の変更事由 発生

②工期変更の事前協議 「④工期変更協議」の対象であるか否かの確認

③工期変更の協議書 提出

「④工期変更協議」の
対象であることを確認

「④工期変更協議」の
対象でないことを確認

工 事 完 了

原工期末

変更工期末

工 事 完 了

標準仕様書第1編1-1-17 第2～4項

標準仕様書第1編1-1-17 第1項

注)

工期変更

監督員から請負者への確認結果 
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 第１章 １－４ 工事等の施行 
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１－４ 工事等の施行 

土木工事等の施行は、発注者と請負者との双務契約に基づき実施される。その実施形態につい

ては、次のとおりである。 

なお、現場責任者を配置する工事は、現場代理人を現場責任者と読み替える。 

 

(１) 施行手順 

施　　　　工

（
落
札
者
決
定

）

入
　
　
札

建
設

リ

サ
イ

ク

ル
法

に

基

づ

く
書

類

提
出

（落札者）

契
　
約

工
事
完
了

完
了
検
査

検
査
結
果
通
知

引
き
渡
し

（
検

査
合

格

日

）

工
事
着
手

建設リサイクル法の内容に変更があ

る場合は、同法の書類提出

設計変更

変更契約

（
落

札

者

）

 

 

注) 「建設リサイクル法に基づく書類提出」は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 12 条第１項の

規定による｢説明書｣の提出（同法第 13 条の規定により工事請負契約書に記載すべき｢特記事項｣を含む） 

 

 

 

(２) 施行体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 注 者 監 督 員
総括監督員
主任監督員
専任監督員

工
事
現
場

請 負 者

請負契約

現場代理人等 現場代理人

主任技術者
監理技術者
監理技術者補佐
専門技術者

(発注者)

(請負者)

届

出

通

知

権
限
の
行
使

契
約
履
行
に
関
し

工事等の監督

工事等の運営管理

任 命

選 任
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(３) 監 督 

(ｱ) 監 督 

契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認、把握等を

行い、契約の適正な履行を確保することをいう。 

 

(ｲ) 監督員と監督業務の分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

監督員 監 督 業 務 の 分 担 内 容 

専
任
監
督
員 

１ 契約の履行についての請負者又は現場代理人に対する指示、承諾、又は

協議 

２ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負

者が作成した詳細図等の承諾 

３ 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の検査又は工事材

料の試験若しくは検査（確認を含む。） 

４ 関連する２以上の工事が施工上密接に関連する場合における施工の調整 

５ 上記１から４に関する事項(軽易と判断される事項を除く。)及び設計図

書の変更、工事の中止又は工期変更の必要があると認められる事項の主

任監督員への報告 

６ 工事検査に必要な工事関係書類の整備 

主
任
監
督
員 

１ 重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変更の

必要があると認められる事項の総括監督員への報告 

２ 専任監督員の指導監督 

３ 総括監督員を置かない工事において、特に重要と判断される事項及び設

計図書の変更、工事の中止又は工期変更の必要があると認められる事項

の所長への報告及び監督業務のとりまとめ 

総
括
監
督
員 

１ 特に重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変

更の必要があると認められる事項の所長(本庁施行工事においては、建設

局長又は都市･交通局長。)への報告 

２ 主任監督員及び専任監督員の指導監督ならびに監督業務のとりまとめ 
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 第１章 １－４ 工事等の施行 
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(ｳ) 監督の方法 

注） 電子メールによる報告、通知、連絡については、「電子メールを活用した情報共有実施要領」

及び「愛知県情報共有運用ガイドライン」によること 

 

 

監督の方法 内        容 摘  要 

指 示 契約図書の定めに基づき、監督員が請負者に対し、工事の施工

上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。 

標準仕様書 

第１編 1-1-2 

第 14 項 

承 諾 契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員また

は請負者が書面により同意することをいう。 

同 上 

第 15 項 

協 議 書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員

と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

同 上 

第 16 項 

提 出 監督員が請負者に対し、または請負者が監督員または検査員に

対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明のうえ差し出

し、受理されることをいう。 

同 上 

第 17 項 

提 示 監督員が請負者に対し、または請負者が監督員または検査員に

対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明するこ

とをいう。 

同 上 

第 18 項 

報 告 請負者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面等

により知らせることをいう。 

同 上 

第 19 項 

通 知 発注者または監督員と請負者または現場代理人の間で、工事の

施工に関する事項について、書面等により互いに知らせること

をいう。 

同 上 

第 20 項 

連 絡 監督員と請負者または現場代理人の間で、契約書第1 9条に該当

しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファ

クシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。

なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 

同 上 

第 21 項 

受 理 契約図書に基づき、請負者、監督員が、相互に提出された書面

を受け取り、内容を把握することをいう。 

同 上 

第 22 項 

書 面 工事打合せ簿等の伝達物をいい、情報共有システムを用いて作 

成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたもの 

を有効とする。ただし、やむを得ず、情報共有システムを用い 

ない場合は、発行年月日を記載し、記名したものを有効とする。 

同 上  

第 23 項 

確 認 契約図書に示された事項について、監督員、検査員または請負

者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書

との適合を確かめることをいう。 

同 上 

第 24 項 

立 会 契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その

内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

同 上 

第 25 項 

段階確認 設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、

出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 

同 上 

第 26 項 

把 握 監督員が臨場または提出もしくは提示を受けた資料により施工

状況、使用材料、提出資料の内容等について、契約図書との適

合を自ら認識しておくことをいう。 

－ 

調 整 監督員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障が

ないよう協議し、必要事項を請負者に対し指示することをいう。 

－ 
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(ｴ) 要領 

「土木工事監督要領」 

（第６章 資料 6-4 土木工事監督要領 参照） 

 

(４) 施工体制の点検 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」において発注者は、施工技術者の設置

の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、工事現場の施工体制が施工体制台帳

の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講ずることが、義務付けられている。 

このため、「工事現場における適正な施工体制の確保等について」により、工事現場等における

施工体制の点検要領を定め、土木工事監督要領「施工プロセスのチェックリスト」により、点検を

実施している。 

また、国土交通省が進める「施工体制に関する全国一斉点検」に選定された工事は、前述の点検

に加え、国土交通省が定めた「一斉点検要領」により点検を実施している。 

（第６章 資料 6-5 工事現場における適正な施工体制の確保等について 参照） 
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(５) 建設業法等による工事現場への掲示 

建設業法等により、工事現場への掲示が必要な許可票等には、下表のものがある。 

 

掲示するもの 掲示場所 対象工事等 摘        要 

建設業の許可票 

(元請のみ) 

公衆の見やすい場所 全ての工事 建設業法第 40 条 

同法施行規則第 25 条 

施工体系図 工事関係者の見やす

い場所及び公衆の見

やすい場所 

下請負契約を締結し

た場合 

建設業法第 24 条の８ 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

第 15 条 

標準仕様書第１編 1-1-12 第２項 

再下請負通知書の

提出案内 注) 

工事現場の下請負人

の見やすい場所 

施工体制台帳作成対

象の工事 

建設業法施行規則第 14 条の３第１項 

 

建設リサイクル法

通知済ステッカー 

工事現場の標識など

公衆の見やすい場所 

同ステッカーを監督

員から受領した工事 

標準仕様書第 1 編 1-1-21 第７項 

 

再生資源利用 

計画書 

再生資源利用促進 

計画書 

再生資源利用促進

計画の作成に伴う

結果確認表 

公衆の見やすい場所 一定規模以上の指定 

副産物を搬出、および 

建設資材を搬入する 

工事  

第２章 2－2  

7－2（12）参照 

資源の有効な利用の促進に関する法律  

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関す

る判断の基準となるべき事項を定める省令第９条第 4項

建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生

資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項

を定める省令第８条第８項 

労災保険関係成立票 労働者の見やすい場

所 

全ての工事 労働者災害補償保険法施行規則第 49 条 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第 77

条 

「建設業退職金共

済制度適用事業主

工事現場」の標識 

工事現場または事業

場内 

建設業退職金共済制

度に該当する工事 

標準仕様書第 1 編 1-1-49 第６項 

作業主任者一覧表 関係労働者の見やす

い箇所 

作業主任者を選任し

なければならない工

事 

労働安全衛生規則第 18 条 

作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を記載 

解体等工事の事前

調査結果 

工事関係者の見やす

い場所及び公衆の見

やすい場所 

建築物等の解体、改

築、補修作業を伴う工

事 

大気汚染防止法第 18 条の 15 

石綿障害予防規則第３条 

 

注) 工事現場への掲示文例 

 

 

 

 

 

 

 
注１）提出すべき場所を明確に記載すること 

この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を

営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内建設ステーション／△△

営業所注 1）まで、建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 14 条の４

に規定する再下請負通知書を提出して下さい。一度通知した事項や書類に変

更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてくださ

い。 

 

○○建設㈱ 
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第２章 書類関係 
 

２－１ 監督の流れ 
ここでは、一般的な工事における、監督員の仕事の流れについて示す。それぞれの項目での

マークの意味は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 設計図書の作成 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マークの説明 

Check！ 

・ 協議結果の確認 

 例） 用地交渉時の地元条件、他機関協議結果の条件 

・ 設計と現地の確認 

 例） 地質調査結果（地下水位等）、施工方法の検討結果、構造設計 

① 詳細設計の確認 

・ 特記仕様書を使用し、施工条件を明示する。 

  また、特記仕様書追加記載例を参考に、工事に必要な施工条件を追加する。 

② 積算条件の確認 

図面の作成及び確認 

特記仕様書の作成及び確認 

･･･監督員の権限で決めてよい項目。 

･･･事務所長又は知事の権限で決まる項目。但し、書類などの提出先は監督員となる。

（書類によっては、直接経理担当に提出する場合もあり。各事務所で異なるので確認

すること！） 

･･･提出又は提示する様式、通知書等。 

･･･提出又は提示する際に工事打合せ簿の添付が必要となる書類。 

※ 各書類名の前に添付した番号は、2－2 書類作成の手引きの番号と対応している。 

･･･その様式は□□（提出、提示等）が必要であり、誰から誰に行うの

かを表示している。 

 

□□：○○→○○ 
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Ⅱ 工事着手まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check! 

・ 特記仕様書記載事項が、設計書に正しく反映されているかを確認 

・ 整理した積算条件により設計書を作成 

・ 設計書、仕様書、図面等の不一致が無いかを確認 

① 設計図書の作成 

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（建設リサイクル法）第 9 条に規定する対象

工事（土木工事は、請負代金 500 万円以上）においては、特定建設資材（①コンクリート②コ

ンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート）を現場で分別し、再

資源化することが義務づけられている。 

詳しくは公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領(第 6 章 6-24 へ) 

② 建設リサイクル法に関する手続き 

落札者決定 

請負者決定（契約の締結） 

Check! 

・ 技術者は必要か←建設業法外の工事であれば、技術者は不要（建設業法第 2 条 1） 

・ 技術者に専任制が求められるか←請負金額 4,000 万円以上で現場に専任（建設業法第

26 条） 

・ 監理技術者が必要か←下請総額 4,500 万円以上で必要。資格等詳しくは監理技術者制

度運用マニュアル（第 6 章 6-1）へ 

・ コリンズシステムによる「登録のためのお願い」を確認する（標準仕様書第 1 編 1-1-7） 

③－１ 配置技術者の把握 監督開始 

Check! 

・ 配置するのは現場代理人か、現場責任者か←建設業法以外の工事、請負金額が 500 万

円未満の工事は現場責任者を配置。 

・ 現場代理人と現場責任者を兼務しているか。兼務している場合は、安全管理体制につい

て確認する。 

③－２ 現場代理人・責任者の把握 

１．現場代理人等通知書（p．2－11 へ） 

提出：請負者→発注者 

２．監督員はコリンズからの登録確認メールにより登録内容の確認を行う。 

  （p．2－16 へ） 
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Check! 

・ 特記仕様書に記載のある貸与物を渡す 

   例） 既設構造物・障害物、事業損失防止物件、工事区域用地等 

⑤着手前の打合せ 

Check! 

・ 「工事請負契約における設計変更ガイドライン」の「Ⅰ 設計変更ガイドライン 10 設計

図書の照査について」の内照査要領（案）に基づき、設計照査を行う 

・ 照査結果を、発注者に報告 

・ 照査に関して、詳しくは p．2－24 を参照のこと 

⑥－１ 設計図書の照査 

６．条件変更確認請求の通知（p．2－28 へ） 

通知：請負者→発注者 

・｢工事現場における現場代理人の常駐の運用について｣のうち、運用の２による双方が建

設局・都市･交通局発注工事の場合以外で、現場代理人等が兼務する場合や専任の主

任技術者が他工事と兼務する場合は、「現場代理人等通知書」に兼務届及び工程表の

添付が必要。また、監理技術者が監理技術者補佐を配置し兼務する場合は、兼務届の

添付が必要。（p．2-12～15） 

 このほか、複数の工事を同一の工事とみなして、同一の監理技術者等が兼務する場合

は、契約前に全ての注文者から承諾を得る必要がある。（各工事の発注者は同一又は

別々のいずれでも可）（様式は第５章 p．5－50、51 へ） 

③－３ 兼務届・工程表の確認 

兼務届・工程表（様式は第 5 章 5-1p．5－6、5－10 へ） 

・請負代金内訳書を受理し、法定福利費が適切か確認 

 (p．2－21 参照、標準仕様書第１編 1-1-4) 

④法定福利費の確認 

請負代金内訳書（様式は第 5 章 5-1p．5－7、5－8 へ） 

提出：請負者→監督員 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.22



第２章 ２－１ 監督の流れ 

2－4 

Ⅲ 工事施工中 

⑥－２ 条件変更確認の通知

６．条件変更確認の通知（p．2－30 へ） 
通知：発注者→請負者 

Check!

・ 安全管理について、適正に書かれているか。

・ 省略可能な項目があるか。（標準仕様書第 1 編 1-1-6 による。）

⑦ 施工計画書の受理

７．施工計画書（p．2－41 へ） 

提出：請負者→監督員 

・ 設計図書において、監督員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料の品

質規格を確認する。（約款第 14 条、標準仕様書第 2 編第 1 章第 2 節）

① 指定材料の確認

１１．材料確認書（p．2－92 へ）  
提出：請負者→監督員 

１０－２．材料カタログ、品質証明書等（p．2－80 へ） 

提出：請負者→監督員 

・ 照査結果を踏まえ、調査後 14 日以内に回答（標準仕様書第 1 編 1-1-3）

現地調査は、契約変更に関わる事項

となる可能性が高いため、専任監督

員・主任監督員の 2 人で行うことを原

則とする。 
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・ 設計図書に監督員の立会のうえ施工するものと指定された工事については立会を受け

て施工する。 

・ 設計図書に示された施工段階において、臨場等により段階確認を行う（p．3－21 へ） 

・ 主要な工種について、適宜臨場等により施工状況を把握する。（p．3－24 へ） 

Check! 

・ 工事は重点監督の対象工事か。（標準仕様書第１編 1-1-22） 

・ 段階確認、施工状況は、工事完了後、記載内容を確認の上で報告書に押印、または署

名。 

② 立会、段階確認、施工状況把握 

・現場経験の少ない専任監督員の立会については、できるだけ現場経験の多い職員と 2 人で行い、

経験の少ない職員に対しアドバイスを行うよう努める。 

・特殊な工法を用いている現場のみでなく、全ての現場の立会について、経験の少ない職員等を随

行させることにより、現場知識の共有を図るよう努める。 

１２．段階確認報告書、施工状況把握報告書を施工計画書へ添付する。         

（p．2－93 へ） 

Check! 

・ 条件変更の確認請求を工事打合簿により通知を受けたときは、調査後 14 日以内に請

負者へ条件変更確認を工事打合簿により通知。 

・ 軽微な変更等でない場合、設計変更をする。詳しくは第 1 章 1－3(4)契約変更までの流

れへ。 

④ 条件変更・設計変更 

１４．履行報告（p．2－96 へ） 

６．条件変更確認請求の通知（p．2－28 へ） 通知：請負者→発注者 

６．条件変更確認の通知（p．2－30 へ） 通知：発注者→請負者 

・ 実施工程表により、工事の進捗状況を確認する。 

Check! 

・ 毎月 5 日までに、前月の工程表を請負者から報告してもらう。必要に応じて、工事促進

の指示を行う。 

③ 履行報告の受理 

報告：請負者→監督員 

現地調査は、契約変更に関わる

事項となる可能性が高いため、

専任監督員・主任監督員の２人

で行うことを原則とする。 
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・ 工事の施工部分が設計図書に適合しない事実を発見し、必要があると認められる場合

は、改善の指示または改造請求を行う。（約款第 18 条） 

⑤ 改造請求      

・ 設計変更を行った後は、速やかに契約変更を行う。詳しくは第１章１－３(4)へ 

④－１ 契約変更 

契約内容の変更について（協議）（p．5－25 へ） 提出：発注者→請負者 

・ 設計図書に定められた支給材料について、その品名、数量、品質、規格または性能を

設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。（約款第 16 条、標準仕様書第 1 編 1-1-19） 

・ 工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について指示

する。（標準仕様書第 1 編 1-1-20） 

⑥ 支給材料の確認、引渡し現場発生品の処理 

１５．支給品受領書、支給品精算書 

（ p．2－97、p．5－67、p．5－68 へ） 

提出：請負者→発注者 

・ 関連する工事との調整を行う。必要に応じて、請負者に指示を行う。（約款第 2 条） 

・ 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行う。 

・ 工事に関して、関係機関（市役所等）との協議・調整等における必要な措置を行う。 

⑧ 対外調整 

・ 分割発注工事等において、労働安全衛生法第30条第2項の規定に基づく請負者の指

名を行う。（標準仕様書第 1 編 1-1-33） 

・ 発注者としての工事事故防止の観点から、分割発注工事等の工事全体の災害防止協

議会の設置の指導、及び、運搬車両過積載の点検等を行う。 

⑨ 災害防止協議会等 

・ 災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し、臨機

の措置を求める。（約款第 27 条、標準仕様書第 1 編 1-1-50） 

⑩ 臨機の措置 

・ 工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検等の、施

工体制の把握を行う。（入契適正化法第 16 条、入契適正化指針第 2 5．(5)、H28．6．10

付け28建企第160号 工事現場における適正な施工体制の確保等について）詳しくは第

6 章 6-5 へ。 

⑦ 施工体制の把握 

指示で済む場合      変更契約が必要な場合   
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Ⅳ 工事完了まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 工期の延長について、詳しくは第１章 1-3 (5)工期変更 p．1－8 へ 

⑬ 工期の変更 

・ 事故等が発生した時は、速やかに状況を把握する。（標準仕様書第 1 編 1-1-36） 

・ 事故報告の手続き等、詳しくは p．2－98 及び、第 3 章 3－2(4) 事故報告 p．3－19 を参

照のこと。 

⑪ 事故等に対する措置 

１６．事故発生報告書（p．2－99 へ） 
提出：請負者→監督員 

・ 第三者に及ぼした損害の調査及び報告 

・ 部分使用の報告 

・ 中間前払金請求時の確認及び報告 

・ 工事関係者に対する措置請求に関する報告 

・ 契約解除に関する報告 

① 契約の履行に係る対応及び報告 

・ 工事完了時までに提出の必要な工事関係書類を確認して、検査に必要な工事関係書

類を整備する。（第 4 章 p．4－1 へ） 

・ 工事の完了を報告する。 

② 完了の報告 

工期延長請求書等（発注者から発議する場合と請負

者から発議する場合がある。詳しくは第 1 章 1-3(5) 工期

変更 p．1－8 へ） 

提出：請負者→発注者 

提出：発注者→請負者 

・ 工事を一時中止する必要が生じた場合について、詳しくは「工事請負契約における設

計変更ガイドライン（統合版）」の「Ⅱ 工事一時中止に係るガイドライン」を参照のこと。 

⑫ 工事の一時中止 

工事一時中止決定書等（様式は第５章 p．5－26～29 へ） 
通知：発注者→請負者 

提出：請負者→発注者 
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・ 建設工事成績評定要領（第 6 章）に基づき工事成績の評定を行う。 

③ 工事成績評定 

・ 検査日を請負者に対して通知する。（標準仕様書第 1 編 1-1-25） 

④ 完了検査の立会 

２３．完了届等（p．2－107 へ） 

提出：請負者→発注者 

検査結果の検討 

検査結果合格通知書 

工事成績評定結果通知書 

通知：発注者→請負者 

⑤ 工事目的物の引き渡し 工事完了 
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１．現場代理人等通知書(様式第 23) 

 (１) 請負者から発注者へ提出 

 (２) 建設業法第 19条の２、契約約款第 11条、標準仕様書第１編 1－1－51に基づく。 

 (３) 契約後５日以内に提出。また、変更が生じた場合、その都度提出する。 

 

注意事項 

 (１) 配置するのは現場責任者か、現場代理人か？ 

   → 以下の①又は②のいずれかに該当する工事で、かつ特記仕様書で工事現場への常駐が必要

であることが明示されていない工事は、現場責任者を配置する。 

①建設工事に該当しない工事（草刈り、溝浚い等） 

 ②建設工事に該当する工種の当初請負代金額が 500万円未満の工事 

※②の工事で、工事施工後に行う契約変更により、請負代金額が 500 万円以上となった

場合には、現場代理人への変更を行う必要はない。 

 (２) 主任技術者(監理技術者)が必要な工事か？ 

   → 建設業法に該当しない工事であれば、配置の必要はない。（草刈、溝浚い工事、下水道の

メンテナンス工事等） 

 (３) 監理技術者が必要な工事か？ 

   → 下請負金額の総額が 4,500万円を超える場合は、監理技術者が必要となる。第 6章 6-6 施

工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)へ 

 (４) 恒常的な雇用関係を示す書類等が添付されているか？ 

   → 具体的にどのような書類かは、第 6章 6-6 施工体制の適正化に向けての現場点検の手引

き(案)へ 

 (５) 現場代理人同士、又は現場代理人と現場責任者の兼務をする場合、条件を満たしているかど

うか検討する。（同一建設事務所管内、請負代金額の制約等）（標準仕様書第 1編 1－1－51） 

   → 詳しくは第 6章 6-2 工事現場における現場代理人の常駐の取扱いへ 

※ 稼働中の工事現場にあって、契約変更により請負代金額が 4,000 万円以上（建築一式工事

は 8,000 万円以上）となる場合は、新たな現場代理人を配置すること。ただし、工事現場

が完成し、完了検査を残すのみの場合は、契約変更による現場代理人変更の必要はない。 

 (６)  ｢工事現場における現場代理人の常駐の取扱い｣のうち、運用の２による双方が建設局・都

市･交通局発注工事の場合以外で、現場代理人と他工事の現場代理人を兼務させる場合は双方

の工事へ、現場代理人と現場責任者を兼務させる場合は現場代理人をおく工事へ兼務届を提出

する。 

 (７) 専任の主任技術者が他工事を兼務する場合、条件を満たしているかどうか検討する。 

   → 詳しくは第６章 6-6 施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)へ 

 (８) 主任技術者及び監理技術者が他工事を兼務する場合、双方の工事へ兼務届を提出する。 

 (９) 兼務届の提出方法は、新たに契約する工事では現場代理人等通知書に兼務届(様式第 23－2

～4)及び該当工事の関連性が把握できる工程表(様式第 21（監理技術者の兼務の場合は除く）)

を添付。また、既発注工事においては、請負者名等記載のある兼務届（様式第 23－2～4）に

該当工事の関連性が把握できる工程表（様式第 21）を添付。 → 記載例は p.2－12～15へ 
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様式第２３―２ 

注１ 現場代理人又は現場責任者が現場を離れる場合の施工連絡体制を添付すること。（様式は任意） 

２ 施工中の工事と新たに契約した工事との関係を示す工程表を添付すること。 

３ 現場代理人等通知書に添付して提出する場合は、宛先、請負者名などは省略する。 

 

現 場 代 理 人 兼 務 届  

年   月  日 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県  所長］ 

請負者 住  所 

（所在地） 

氏  名 

（名 称 及 び代表者氏名） 

 

 工事の現場代理人について、下記のとおり兼務します。 

記 

現場代理人の氏名  

施
工
中
の
工
事  

発 注 機 関 名  

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額  

工 期   年  月  日から      年  月  日まで 

新
た
に
契
約
し
た
工
事 

発 注 機 関 名  

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額  

工 期   年  月  日から      年  月  日まで 

兼 務 の 理 由  

新しく請け負う工事で兼務届を提出する場合は「現場代理人等
通知書」に添付することとしたため、宛先、請負者名などは省
略する。 
既発注工事では、｢現場代理人等通知書｣はすでに提出されてい
るため、兼務届には、宛先、請負者名などを記載する。 
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様式第２３―３ 

主 任 技 術 者 兼 務 届  

年   月  日 

愛 知 県 知 事 殿 

[愛知県  所長] 

請負者 住  所 

  （所在地） 

   氏  名 

   （名称及び代表者氏名） 

 

 工事の主任技術者について、下記のとおり兼務します。 

 

記 

主任技術者の氏名  

施
工
中
の
工
事 

発 注 機 関 名  

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額  

工 期 年  月  日から      年  月  日まで 

新
た
に
契
約
し
た
工
事 

発 注 機 関 名  

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額  

工 期 年  月  日から      年  月  日まで 

兼 務 の 理 由  

（添付書類） 
各工事の施工場所を記入した地図（縮尺 1/100,000 以上、工事現場間の距離を記したもの） 

注１ 専任を要しない技術者どうしの兼務については、届出を要しない。  

２ 施工中の工事と新たに契約した工事との関係を示す工程表を添付すること。 

３ 現場代理人等通知書に添付して提出する場合は、宛先、請負者名などは省略する。 

 

新しく請け負う工事で兼務届を提出する場合は「現場代理人等
通知書」に添付することとしたため、宛先、請負者名などは省
略する。 
既発注工事では、｢現場代理人等通知書｣はすでに提出されてい
るため、兼務届には、宛先、請負者名などを記載する。 
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様式第２１ 

工   程   表 

日 程 

工種別 

  
 

既発注工事 
   

 準備工 
 

 
 

 ○○工 
 

 
 

兼務工事 
 

 
 

 準備工 
 

 
 

 ○○工  
  

備 考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

 

 

新たに契約する工事と兼務する工事
（既発注）の作業工程の関係が分かる
ように作成する。 

既発注工事契約工期 

新たに契約する工事契約工期 
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様式第２３―４ 

監 理 技 術 者 兼 務 届

年 月  日 

愛 知 県 知 事 殿 

[愛知県  所長] 

請負者 住  所 

（所在地） 

氏  名 

（名称及び代表者氏名） 

下記のとおり、監理技術者補佐を配置することにより監理技術者について兼務します。 

記 

監 理 技 術 者 の 氏 名 

施
工
中
の
工
事 

発 注 機 関 名 

工 事 名 

路 線 等 の 名 称 

工 事 場 所 

当 初 請 負 代 金 額 

監理技術者補佐の氏名 

工 期 年  月  日から 年  月  日まで 

新
た
に
契
約
し
た
工
事

発 注 機 関 名 

工 事 名 

路 線 等 の 名 称 

工 事 場 所 

当 初 請 負 代 金 額 

監理技術者補佐の氏名 

工 期 年  月  日から 年  月  日まで 

（添付書類） 
・各工事の施工場所を記入した地図（縮尺 1/100,000 以上、各工事が同一建設事務所管内でない場合
は工事現場間の距離を記したもの）

・各工事の CORINS の写し等
・監理技術者の職務を適正に遂行できることが確認できる書類
・監理技術者補佐が担う業務等を記載した書類

注１ 現場代理人等通知書に添付して提出する場合は、宛先、請負者名などは省略する。 

２ 現に施工中の工事について新たに監理技術者補佐を配置する場合は、当該監理技術者補佐の経歴

書を添付すること。その場合の経歴書の取扱いについては、現場代理人等通知書の例による。 

３ 監理技術者の職務を適正に遂行できることが確認できる書類は、監理技術者の施工における主要

な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立ち会い等及び監理技術者と監理技術者補佐との間

の連絡体制について示したものであること。（様式は任意） 

新しく請け負う工事で兼務届を提出する場合は「現場代理人等
通知書」に添付することとしたため、宛先、請負者名などは省
略する。 
既発注工事では、｢現場代理人等通知書｣はすでに提出されてい
るため、兼務届には、宛先、請負者名などを記載する。 
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２．コリンズ登録 
 

工事実績情報システム（CORINS）への登録は、標準仕様書第 1編 1－1－7に基づき、請負者が行

う。主な書類については、以下のとおりである。 

 

２－１．登録のための内容確認 

(１) 請負者はコリンズから監督員へメール送信にて通知。監督員は、原則として登録内容確認シ

ステムで内容を確認し、結果を登録する。 

(２) 請負者は、コリンズ入力システム登録の手引きによりデータ作成を行う。 

 

２－２．登録内容確認書 

(１) 監督員は、コリンズからの登録確認メールにより確認を行う。 

(２) 契約後土曜、日曜、祝日を除き、10日以内に登録が完了しているかを確認し、「施工プロセ

スのチェックリスト」に確認日を記載する。 

(３) 請負者は、検査時に検査員から求められた場合は提示する。 

 

注意事項 

(１) 請負代金額が 500万円以上の建設工事が対象。 

(２) 請負者は工事の受注、変更、完成、訂正時に登録。なお、登録内容の変更時とは、工期、現

場代理人及び監理技術者等の変更を指す。ただし、技術者の専任制に伴う請負代金額が 4,000

万円未満から 4,000万円以上、4,000万円以上から 4,000万円未満及び建設工事の対象となる

請負代金額が 500 万円未満から 500万円以上、500万円以上から 500 万円未満に請負代金額が

変更となった場合は、変更時登録する。 

(３) 監督員は、コリンズ入力システム登録の手引きにより内容を確認するが、「工種、工法・型

式」は、表２－１  一覧表より最大５つまで選択が可能な事に注意すること。 

(４) 請負者は、コリンズ登録時に「件名」欄の文字数制限により「工事名」が入力できない場合

は、文字数制限まで正式な「工事名」を入力し、「工事名」の末尾を省略する。その場合、「工

事概要」欄に「件名：〇〇〇」として正式な「工事名」を入力する。 
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３．請負代金内訳書（様式第 22） 

 
(１) 請負者から発注者へ提出 

(２) 契約約款第３条、標準仕様書第１編 1-1-4に基づく 

(３) 契約後 14日以内に提出 

 

注意事項 

(１) 法定福利費額が想定と乖離していないか確認 

「請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払いのための取組

の改定について」（令和５年３月 31日付け ４建総第 1383号・４建企第 522号 建設局長通知）

参照 
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様式第２２（別紙）
金額　　　（単位：円）

＊＊工事価格計＊＊

消費税相当額

＊＊合計＊＊

      円）

監督員確認欄

備　考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

工種・種別

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担額
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４．協議資料 
４－１．関係官公庁協議資料（標準仕様書第 1編 1－1－43） 

４－２．近隣協議資料（標準仕様書第 1編 1－1－43） 

 

特に決まった様式等は無い。 

 

注意事項 

  (１) 関係官公庁協議資料は、監督員への事前の報告は不要。 

諸手続にかかる許可、承諾を受けた場合は、監督員にその書面を提示。なお、監督員か

ら請求があった場合は写しを提出。 

(２) 前項の許可承諾内容が、設計図書の記載事項と異なる場合は、資料を添付のうえ、条件変

更確認請求で通知。 

(３) 近隣協議は、交渉に先立ち、監督員へ事前に連絡する。また、交渉状況を随時監督員へ報

告し、その指示に従う。 
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５．設計図書の照査(ガイドラインの記載例は、p.2－25 へ) 

 
 (１) 請負者から発注者へ報告 

 (２) 標準仕様書第１編 1－1－3 

 (３) 工事着手前の報告 

   （照査要領(案)により、全ての項目について照査を行う。） 

 

注意事項 

 (１) 請負者が行う設計照査は、「設計変更ガイドライン」の「10 設計図書の照査について」の内

照査要領（案）に沿って行う。 

(２) 発注者は、請負者から条件変更の確認請求を工事打合簿により通知を受けたときは、請負者

立会の上、直ちに現地調査を行う。条件変更確認請求通知に対する回答は、現地調査後 14 日

以内に工事打合簿により通知する。 

 (３) 請負者は、設計照査を行い、該当する事実が無い場合は、工事打合簿に照査項目一覧表（チ

ェックリスト）を添付して報告する。該当する事実がある場合は、工事打合簿に「通知事項等」

（条件変更確認請求）・チェックリスト及び事実が確認できる資料を添付して通知する。 
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照査ガイドライン 
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６．条件変更・設計変更 
 

 契約変更までの流れは、第 1章 1－3(4)契約変更までの流れを参照のこと。 

 

６－１．条件変更確認請求通知(記載例は p.2－31、2－36へ) 

 

 ○ 請負者は、設計図書照査の結果、約款 19 条第１項第１号から第５号に該当する事実を発見し

た時、「条件変更確認請求」を発注者へ通知（標準仕様書第 1編 1－1－3） 

○ 請負者は、施工途中に、約款 19 条第１項第１号から第５号に該当する事実を発見した場合に

ついても、「条件変更確認請求」を発注者へ通知（標準仕様書第 1編 1－1－3） 

 

注意事項 

 （１）条件変更確認請求において、通知する事項とは？ 

   → 設計図書の条件確認事項は全て該当する。表 6－1に、主な事項を示す。 

 （２）どのタイミングで提出すればよいか？ 

   → ① 工事着手前。（照査要領(案)による照査後） 

② 施工途中、設計条件が変わる場合。その場合、該当工種の施工前に通知する。ただし、

臨機の措置として、現場で口頭指示をした事項は、施工後速やかに請負者から受理す

る。 

 （３）どの様に記載すればよいか？ 

→ 設計照査後に通知する場合の記載例は p.2－31、施工途中に通知する場合の記載例は 

p.2－36 を参照のこと。なお、条件変更確認通知、設計変更通知書の記載例も同様に掲載す

る。 
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表 6-1 条件変更確認請求通知の事例 

１ 工事着手前に出す事例 

① 工程関係 ・現地に支障となる占用物件があるが、移転時期等協議結果の明

示が無い。 

・地元及び地権者との調整結果の明示が無い。 

② 用地関係 ・工事用仮設道路の図面があるが、借地契約についての明示が無い。 

・県が借地した土地を残土仮置き場とする指示があるが、土地の

使用条件及び復旧方法の明示が無い。 

③ 安全対策関係 ・交通誘導警備員の配置場所、公安委員会との協議結果等の明示

が無い。 

④ 工事用道路関係 ・一般道の使用に関する条件明示が無い。 

⑤ 施工関係 ・水替工が計上されているが、水位等の明示が無い。 

・擁壁構造図に土質データが無い。 

・横断図に推定岩盤線の表示があるが、地質調査位置の明示がない。 

⑥ 数量関係 

特記仕様書Ⅶその他に

記載された内容は除く 

ア 施工してみないと数量が確定できないもの 

(※施工後に数量が確定することを、該当工事着手前に条件変更

の確認請求(工事打合簿)に記入して通知。) 

・推定岩盤線に基づく掘削土量 

・区画線消去 

・構造物取り壊し 

イ 図面と数量計算書の数値が一致しないもの 

２ 工事途中に出される事例（対象工事の施工前） 

現地の状況と図面及び施工条件が一致しない 

・水替工で想定した地下水位が、実際と違う。 

・掘削したところ、構造物の支持地盤が出てこない。 

・法面から湧水がある。 

３ 工事途中に出される事例（対象工事の施工後） 

臨機の措置により、施工を行う場合 

・大雨により、掘削の裏面が崩れたため、大型土のうを施工。 

・掘削したところ、使用していないヒューム管が現れたので、撤去し、速やかに交通開放

を行った。 
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６－２．条件変更確認通知(記載例は p.2－33、2－38へ) 
 

 ○ 発注者は、請負者から条件変更の内容について、工事打合簿により提出された場合、請負者

立会のうえ現地調査を実施（標準仕様書第１編 1－1－3） 

 ○ 発注者は、調査終了後 14日以内に調査結果を工事打合簿により請負者へ通知 

 

注意事項 

（１）全ての条件変更確認項目への回答がまとまってから通知するのではなく、工程上重要な事項

から速やかに通知する。 

 

 

６－３．設計変更通知書(様式第 35)(記載例は、p.2－35、2－40へ) 

 
 ○ 発注者は、設計図書変更の必要が生じた都度、設計変更内容を「設計変更通知書」により請負

者へ通知（標準仕様書第１編 1－1－16） 

 ○ 設計変更事務取扱要領第６の「軽微な変更等」を通知する場合は、概算金額を別途打合簿（記

載例 p.2－82）で通知 

 

注意事項 

 （１）どのタイミングで通知すればよいか？ 

   → 設計変更の必要が生じた都度、該当工事施工前までに通知する。ただし、以下のいずれか

の条件を満たす変更は、工事施工後に行うことができる。 

     ① 工事施工前に数量が定まらないもの 

     ② 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの 

     ③ 請負者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの（第三者への影響

があるもの） 
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【工事着手前に通知する場合の記載例】 

工  事  打  合  簿 

発 議 者 □発注者 ■請負者 発議年月日 令和 3年 8月 4日 

発 議 事 項 □指示 □協議 ■通知  □承諾 □報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 ○○○工事

（内容） 

愛知県公共工事請負契約約款第 19条第 1項に基づき通知します。 

通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり 

添付図 葉、その他添付図書 

処

理 

・ 

回

答 

発

注 

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（         ） 

令和  年  月  日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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委
託

成
果

に
関

す
る

貸
与

等
の

条
件

明
示

が
な

い
。

P
U

3
型

側
溝

に
つ

い
て

、
図

面
N

o
1
2
で

は
L
=
1
2
5
m

と
な

っ
て

い
る

が
、

数
量

計
算

書
で

は
L
=
1
1
5
m

と
な

っ
て

い
る

。
ど

ち
ら

を
設

計
数

量
と

す
れ

ば
よ

い
か

。
鉄

筋
挿

入
工

に
お

い
て

、
足

場
工

が
計

上
さ

れ
て

い
な

い
。

事
前

測
量

と
設

計
図

面
と

の
差

異
は

、
別

添
「
事

前
測

量
対

比
図

（
設

計
図

面
に

赤
書

き
明

示
）
」
の

と
お

り
。

設
計

変
更

要
領

　
第

5
（
1
）
及

び
第

6
（
1
）
に

該
当

す
る

工
事

施
工

前
に

数
量

が
定

ま
ら

な
い

も
の

は
次

の
工

種
と

な
る

。
・
法

面
工

＿
法

枠
工

/
ア

ン
カ

ー
工

（
法

面
積

の
変

更
に

よ
る

）
・
擁

壁
工

＿
規

制
杭

工
（
支

持
層

の
確

認
に

よ
る

）
※

　
請

負
者

は
、

条
件

確
認

す
べ

き
事

項
を

A
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

ま
た

、
当

該
「
通

知
事

項
等

」
を

電
子

デ
ー

タ
で

送
付

す
る

こ
と

。
※

　
発

注
者

は
、

受
理

し
た

デ
ー

タ
を

活
用

し
、

条
件

確
認

に
対

す
る

回
答

事
項

を
B

欄
に

記
入

し
、

打
合

せ
簿

に
添

付
し

通
知

す
る

こ
と

。

工
事

施
工

関
係

工
事

用
道

路

Ⅰ 工 法 関 係
品

質
管

理
関

係

Ⅱ 工 程 関 係

Ⅴ
建

設
副

産
物

Ⅲ
用

地
関

係
用

地
関

係

安
全

対
策

関
係

建
設

副
産

物

設
計

図
書

設
計

図
書

の
確

認

Ⅳ
安

全
対

策

○
号

橋
脚

工
の

土
留

工
に

つ
い

て
、

構
造

図
に

記
載

し
て

あ
る

地
質

調
査

デ
ー

タ
が

、
土

留
計

算
に

反
映

さ
れ

て
い

な
い

が
。

現
地

調
査

し
た

と
こ

ろ
、

別
添

図
面

１
の

と
お

り
電

柱
が

支
障

と
な

り
ま

す
が

、
占

用
者

と
の

協
議

は
ど

こ
ま

で
終

了
し

て
い

ま
す

か
。

現
在

N
o
2
0
付

近
に

お
い

て
○

市
が

河
川

工
事

を
行

っ
て

い
ま

す
が

、
特

記
仕

様
書

に
記

載
し

て
あ

る
工

程
が

、
現

地
を

見
る

限
り

か
な

り
遅

れ
て

い
る

よ
う

で
す

が
、

再
調

整
は

ど
う

な
っ

て
い

ま
す

か
。

残
土

処
理

の
受

け
入

れ
先

の
条

件
が

明
示

さ
れ

て
い

ま
せ

ん
が

、
仮

置
場

の
確

保
は

必
要

で
は

あ
り

ま
せ

ん
か

。

図
面

Ｎ
o
2
5
の

仮
設

道
路

の
用

地
に

関
す

る
資

料
が

あ
り

ま
せ

ん
。

ま
た

、
農

地
転

用
の

手
続

き
は

、
ど

う
な

っ
て

い
ま

す
か

。

関
連

工
事

関
係

機
関

協
議
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【工事着手前に通知する場合の記載例】 

 

 
工  事  打  合  簿 

発 議 者 ■発注者  □請負者 発議年月日 令和 3年 8月 11日 

発 議 事 項  □指示 □協議 ■通知  □承諾 □報告 □提出 

□その他（                             ） 

工 事 名 ○○○工事 

（内容） 

  愛知県公共工事請負契約約款第 19条第 3項に基づき通知します。 

 

   通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図    葉、その他添付図書 

 

 

処

理 

・ 

回

答 

発

注 

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

 □その他（         ） 

 

 

 令和  年  月  日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・■受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

                      令和△△年△△月○○日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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様
式

「
通

知
事

項
等

」

確
認
請
求
通
知
事
項
【
請
負
者
】
（
A
）

確
認
通
知
事
項
【
発
注
者
】
（
B
）

備
考

○
号

橋
脚

工
の

杭
の

施
工

ヤ
ー

ド
が

、
不

足
し

ま
す

。
施

工
ヤ

ー
ド

の
確

認
を

し
ま

し
た

。
設

計
図

面
の

と
お

り
施

工
し

て
く
だ

さ
い

。
△

号
ブ

ロ
ッ

ク
積

工
の

取
り

付
け

が
、

現
地

と
整

合
し

ま
せ

ん
。

現
地

を
確

認
し

ま
し

た
。

現
地

に
合

う
よ

う
設

計
図

面
を

作
成

し
ま

す
。

一
般

道
路

の
使

用
に

つ
い

て
条

件
明

示
が

無
い

が
、

工
事

現
場

へ
の

資
材

等
は

、
○

○
交

差
点

よ
り

市
道

△
△

線
を

通
っ

て
搬

入
し

て
良

い
か

。
工

事
用

道
路

に
つ

い
て

は
、

1
日

1
0
0
台

程
度

以
内

で
あ

れ
ば

、
特

に
制

約
は

あ
り

ま
せ

ん
。

こ
の

こ
と

は
、

地
元

協
議

済
み

で
す

。

そ
の

他

工
事

説
明

会
の

開
催

は
、

必
要

で
す

か
。

ど
こ

ま
で

、
地

元
に

説
明

が
し

て
あ

り
ま

す
か

。

工
事

説
明

会
は

、
開

催
し

て
く
だ

さ
い

。
同

席
し

ま
す

。
ま

た
、

乗
り

入
れ

口
の

構
造

は
別

添
資

料
の

と
お

り
説

明
済

み
で

す
が

、
位

置
に

つ
い

て
は

、
個

別
に

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

N
o
3
0
付

近
の

市
管

理
水

路
の

付
替

え
工

事
に

つ
い

て
、

市
と

の
立

会
は

必
要

あ
り

ま
せ

ん
か

。
ま

た
、

付
け

替
え

時
期

に
つ

い
て

の
制

約
条

件
は

ど
う

で
う

す
か

。
丁

張
り

が
か

か
っ

た
段

階
で

、
立

会
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

付
け

替
え

時
期

は
、

地
元

農
業

委
員

会
と

調
整

が
必

要
で

す
。

そ
の

他

交
通

誘
導

員
の

配
置

図
が

あ
り

ま
せ

ん
。

別
添

資
料

の
と

お
り

で
す

。

掘
削

土
の

仮
置

き
場

が
あ

り
ま

せ
ん

。
現

地
を

確
認

し
ま

し
た

。
仮

置
き

場
は

、
設

計
変

更
通

知
書

で
通

知
し

ま
す

。

資
料

の
確

認
資

料
の

確
認

地
質

調
査

報
告

書
、

測
量

成
果

簿
、

用
地

境
界

杭
の

確
認

資
料

、
測

量
基

準
点

の
確

認
資

料
、

地
下

埋
設

物
の

確
認

資
料

及
び

設
計

委
託

成
果

に
関

す
る

貸
与

等
の

条
件

明
示

が
な

い
。

全
て

貸
与

し
ま

す
。

P
U

3
型

側
溝

に
つ

い
て

、
図

面
N

o
1
2
で

は
L
=
1
2
5
m

と
な

っ
て

い
る

が
、

数
量

計
算

書
で

は
L
=
1
1
5
m

と
な

っ
て

い
る

。
ど

ち
ら

を
設

計
数

量
と

す
れ

ば
よ

い
か

。
図

面
N

o
1
2
の

Ｌ
＝

1
2
5
m

で
す

。

鉄
筋

挿
入

工
に

お
い

て
、

足
場

工
が

計
上

さ
れ

て
い

な
い

。
足

場
工

を
計

上
し

ま
す

。
事

前
測

量
と

設
計

図
面

と
の

差
異

は
、

別
添

「
事

前
測

量
対

比
図

（
設

計
図

面
に

赤
書

き
明

示
）
」
の

と
お

り
。

確
認

し
ま

し
た

。

設
計

変
更

要
領

　
第

5
（
1
）
及

び
第

6
（
1
）
に

該
当

す
る

工
事

施
工

前
に

数
量

が
定

ま
ら

な
い

も
の

は
次

の
工

種
と

な
る

。
・
法

面
工

＿
法

枠
工

/
ア

ン
カ

ー
工

（
法

面
積

の
変

更
に

よ
る

）
・
擁

壁
工

＿
規

制
杭

工
（
支

持
層

の
確

認
に

よ
る

）

確
認

し
ま

し
た

。

※
　

請
負

者
は

、
条

件
確

認
す

べ
き

事
項

を
A
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

ま
た

、
当

該
「
通

知
事

項
等

」
を

電
子

デ
ー

タ
で

送
付

す
る

こ
と

。
※

　
発

注
者

は
、

受
理

し
た

デ
ー

タ
を

活
用

し
、

条
件

確
認

に
対

す
る

回
答

事
項

を
B

欄
に

記
入

し
、

打
合

せ
簿

に
添

付
し

通
知

す
る

こ
と

。

残
土

受
入

先
の

条
件

は
、

添
付

資
料

の
と

お
り

で
す

。
直

接
搬

出
が

可
能

で
す

の
で

、
仮

置
き

場
は

必
要

あ
り

ま
せ

ん
。

構
造

図
に

記
載

し
て

あ
る

地
質

調
査

デ
ー

タ
で

土
留

工
の

再
計

算
を

行
い

、
設

計
図

面
の

作
成

を
行

い
ま

す
。

6
月

上
旬

の
大

雨
に

よ
り

、
関

連
す

る
工

事
進

捗
が

遅
れ

て
い

ま
す

。
再

調
整

結
果

に
つ

い
て

は
、

添
付

資
料

の
と

お
り

で
す

。

支
障

物
件

移
転

に
つ

い
て

の
事

務
的

な
調

整
は

終
了

し
て

い
ま

す
。

具
体

的
に

移
設

予
定

日
を

決
め

て
く
だ

さ
い

。

借
地

に
つ

い
て

の
同

意
は

、
別

添
資

料
の

と
お

り
で

す
。

農
地

の
一

時
転

用
は

、
請

負
者

で
行

っ
て

下
さ

い
。

○
号

橋
脚

工
の

土
留

工
に

つ
い

て
、

構
造

図
に

記
載

し
て

あ
る

地
質

調
査

デ
ー

タ
が

、
土

留
計

算
に

反
映

さ
れ

て
い

な
い

が
。

現
地

調
査

し
た

と
こ

ろ
、

別
添

図
面

１
の

と
お

り
電

柱
が

支
障

と
な

り
ま

す
が

、
占

用
者

と
の

協
議

は
ど

こ
ま

で
終

了
し

て
い

ま
す

か
。

現
在

N
o
2
0
付

近
に

お
い

て
○

市
が

河
川

工
事

を
行

っ
て

い
ま

す
が

、
特

記
仕

様
書

に
記

載
し

て
あ

る
工

程
が

、
現

地
を

見
る

限
り

か
な

り
遅

れ
て

い
る

よ
う

で
す

が
、

再
調

整
は

ど
う

な
っ

て
い

ま
す

か
。

残
土

処
理

の
受

け
入

れ
先

の
条

件
が

明
示

さ
れ

て
い

ま
せ

ん
が

、
仮

置
場

の
確

保
は

必
要

で
は

あ
り

ま
せ

ん
か

。

図
面

Ｎ
o
2
5
の

仮
設

道
路

の
用

地
に

関
す

る
資

料
が

あ
り

ま
せ

ん
。

ま
た

、
農

地
転

用
の

手
続

き
は

、
ど

う
な

っ
て

い
ま

す
か

。

関
係

機
関

協
議

Ⅴ
建

設
副

産
物

Ⅲ
用

地
関

係
用

地
関

係

安
全

対
策

関
係

建
設

副
産

物

設
計

図
書

設
計

図
書

の
確

認

Ⅳ
安

全
対

策

工
事

施
工

関
係

工
事

用
道

路

Ⅰ 工 法 関 係
品

質
管

理
関

係

Ⅱ 工 程 関 係

関
連

工
事
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様式第 35 

 

 

様式第３５（乙）（その１）

　　　令和　3年　8月　19日

　○○建設株式会社　様
　　代表者　○○○○

　　　愛　知　県　知　事
　　　（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

該当項目
（要領第３）

（２）ケ

通知事項等

変　更
事　項

１．○号橋脚工の土留工は別添図面No30のとおり施工すること。
軽　微
な変更
等事項 ３．掘削土の仮置き場は、図面No45のとおりとする。

４．ＰＵ３型側溝工は、Ｌ＝１１５ｍから１２５ｍに増工する。

５．鉄筋挿入工の単管足場をＡ＝２４０掛ｍ２設計計上する。

※　軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。

第１回設計変更通知書

設計変更
理　　由

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

別紙のとおり

　令和3年7月17日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１９条第４
項・第２０条）に基づき通知します。

記

○○工事 ○○

２．△号ブロック積工は、Ａ＝１５６ｍ２からＡ＝１７４ｍ２に増工する。別添図面No40
のとおり施工すること。

○○地内

条件変更に（請負者発議）よるものは、第１９条第４項を選択。
発注者発議によるものは、第２０条を選択。
同時に、上記２つの内容を含む場合は両方を選択。
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【施工途中に通知する場合の記載例】 

 

 
工  事  打  合  簿 

発 議 者 □発注者  ■請負者 発議年月日 令和 3年 10月 20日 

発 議 事 項  □指示 □協議 ■通知  □承諾 □報告 □提出 

□その他（                             ） 

工 事 名 ○○○工事 

（内容） 

  愛知県公共工事請負契約約款第 19条第 1項に基づき通知します。 

 

   通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図    葉、その他添付図書 

 

 

処

理 

・ 

回

答 

発

注 

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

 □その他（         ） 

 

 

 令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

                      令和  年  月  日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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様
式

「
通

知
事

項
等

」
【
施

工
途

中
に

通
知

す
る

場
合

の
記

載
例

】

確
認
請
求
通
知
事
項
【
請
負
者
】
（
A
）

確
認
通
知
事
項
【
発
注
者
】
（
B
）

備
考

そ
の

他

そ
の

他

資
料

の
確

認
資

料
の

確
認

※
　

請
負

者
は

、
条

件
確

認
す

べ
き

事
項

を
A
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

ま
た

、
当

該
「
通

知
事

項
等

」
を

電
子

デ
ー

タ
で

送
付

す
る

こ
と

。
※

　
発

注
者

は
、

受
理

し
た

デ
ー

タ
を

活
用

し
、

条
件

確
認

に
対

す
る

回
答

事
項

を
B

欄
に

記
入

し
、

打
合

せ
簿

に
添

付
し

通
知

す
る

こ
と

。

関
連

工
事

関
係

機
関

協
議

Ⅰ 工 法 関 係

工
事

施
工

関
係

工
事

用
道

路

品
質

管
理

関
係

　
重

力
式

擁
壁

工
施

工
の

た
め

、
掘

削
し

ま
し

た
が

、
図

面
N

o
.□

に
示

さ
れ

た
支

持
地

盤
が

確
認

で
き

ま
せ

ん
。

設
計

図
書

設
計

図
書

の
確

認

用
地

関
係

安
全

対
策

関
係

建
設

副
産

物

Ⅲ
用

地
関

係

Ⅳ
安

全
対

策

Ⅴ
建

設
副

産
物

Ⅱ 工 程 関 係
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【施工途中に通知する場合の記載例】 

 

 
工  事  打  合  簿 

発 議 者 ■発注者  □請負者 発議年月日 令和 3年 10月 22日 

発 議 事 項  □指示 □協議 ■通知  □承諾 □報告 □提出 

□その他（                             ） 

工 事 名 ○○○工事 

（内容） 

  愛知県公共工事請負契約約款第 19条第 3項に基づき通知します。 

 

   通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図    葉、その他添付図書 

 

 

処

理 

・ 

回

答 

発

注 

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

 □その他（         ） 

 

 

 令和  年  月  日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・■受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

                      令和△△年△△月○○日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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様
式

「
通

知
事

項
等

」
【
施

工
途

中
に

通
知

す
る

場
合

の
記

載
例

】

確
認
請
求
通
知
事
項
【
請
負
者
】
（
A
）

確
認
通
知
事
項
【
発
注
者
】
（
B
）

備
考

そ
の

他

そ
の

他

資
料

の
確

認
資

料
の

確
認

※
請

負
者

は
、

条
件

確
認

す
べ

き
事

項
を

A
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

ま
た

、
当

該
「
通

知
事

項
等

」
を

電
子

デ
ー

タ
で

送
付

す
る

こ
と

。
※

発
注

者
は

、
受

理
し

た
デ

ー
タ

を
活

用
し

、
条

件
確

認
に

対
す

る
回

答
事

項
を

B
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

　
現

場
の

状
況

は
把

握
し

ま
し

た
。

設
計

変
更

通
知

書
に

て
回

答
し

ま
す

。
　

重
力

式
擁

壁
工

施
工

の
た

め
、

掘
削

し
ま

し
た

が
、

図
面

N
o
.□

に
示

さ
れ

た
支

持
地

盤
が

確
認

で
き

ま
せ

ん
。

設
計

図
書

設
計

図
書

の
確

認

用
地

関
係

安
全

対
策

関
係

建
設

副
産

物

Ⅲ
用

地
関

係

Ⅳ
安

全
対

策

Ⅴ
建

設
副

産
物

工
事

施
工

関
係

工
事

用
道

路

品
質

管
理

関
係

Ⅱ 工 程 関 係

関
連

工
事

関
係

機
関

協
議

Ⅰ 工 法 関 係
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様式第 35、2回 
様式第３５（乙）（その１）【施工途中に通知する場合の記載例】

　令和　3年　10月　29日

○○建設株式会社　様
代表者　○○○○

愛　知　県　知　事
（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

該当項目
（要領第３）

(2)イ

通知事項等

変　更 １．別添図面（１）の重力式擁壁工の施工は一時中止する。
事　項 ２．別添図面（２）に示す位置で、平板載荷試験を新規計上する。

軽　微
な変更
等事項

※ 軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。

第２回設計変更通知書

設計変更
理　　由

内 容

当初、支持地盤の確認は目視で行い、重力式擁壁工を施工する予定であった。
掘削したところ、想定した支持地盤が確認できないため、擁壁タイプの再検討
が必要となった。このため、重力式擁壁工の施工を一時中止し、平板載荷試験
を新規計上する。

　令和3年7月17日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１９条第４
項・第２０条）に基づき通知します。

記

○○工事 ○○

○○地内

条件変更に（請負者発議）よるものは、第１９条第４項を選択。
発注者発議によるものは、第２０条を選択。
同時に、上記２つの内容を含む場合は両方を選択。
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７．施工計画書 
 

７－１． 施工計画書の内容 

施工計画書は、標準仕様書 第１編 1－1－6 において「請負者は、工事着手前又は施工方法が

確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員

に提出しなければならない。」と規定しており、記載内容は、表 7-1のとおりである。 

また、特記仕様書において施工計画書に記載するよう指定されている事項についても記載する。 

なお、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に

変更に関する事項について、変更施工計画書を作成し提出する。ただし、重要な変更とは、新規

工種の追加及び安全管理方法の変更に係わるものをいう。 
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表 7-1 施工計画書の記載内容 

項 目 

工事等の区分と記載項目 ※ 

摘 要 

一般建設工事 

（当初請負代

金額が 4,000

万円以上） 

当初請負代金額が 

4,000万円未満の工事 

 

 

緊急維持修

繕工事 もしくは単

価契約工事 

指示票によ

る工事 

(1) 実施工程表 ○ ○ ― ―  

(2) 現場組織表 ○ ― ― ―  

(3) 安全管理 ○ ○ ○ ○  

(4) 

指定機械及び

主要機械（船

舶） 

○ ― ― ― 

 

(5) 主要資材 ○ ― ― ―  

(6) 

施工方法 

（主要機械、仮

設備計画、工事

用地等を含む） 

○ ― ― ― 

主要な工種について、作

業フロー図を記載する

とともに、図面等を活用

して簡潔に記述する。 

(7) 施工管理計画 ○ ― ― ― 

 

8) 
緊急時の体制

及び対応 
○ ○ ○ ○ 

 

(9) 交通管理 ○ ○ ○ ○  

(10) 環境対策 ○ ― ― ― 
 

(11) 
現場作業環境

の整備 
○ ― ― ― 

現場環境改善について、

対象工事の場合に記載

する。 

(12) 

再生資源の利

用の促進と建

設副産物の適

正処理方法 

○ ○ ○ ― 

 

(13) 

法定休日・所定

休日（週休二日

の導入） 

○ ○ ― ― 
対象工事の場合に記載

する。 

(14) その他 ○ ○ ○ ― 
 

※ 「○」の項目：記載する 

「―」の項目：設計図書に記載指示のある場合を除き、記載を省略する。 

注 1）つり足場を使用する工事においては、請負代金額に関わらず(6)施工方法を記載する。 

注 2）緊急維持修繕工事について、協定を締結している業者は一般事項として、(3)、(8)、(9)を記載

した施工計画書を年度当初に担当者へ提出する。 

注 3）単価契約工事は除く。 

 

注 2） 

注 1） 

注 3） 
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７－２． 施工計画書の作成例 

施 工 計 画 書 

工 事 名  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事

路線等の名称  二 級 河 川  ○ ○ ○ ○ 川

工 事 場 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地 内

工 期  ○年○月○日 ～ ○年○月○日

請負代金額  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 円(消費税を含む)

目  次 

(1) 実施工程表………………………………………………………………… 

(2) 現場組織表………………………………………………………………… 

(3) 安全管理 ………………………………………………………………… 

(4) 指定機械及び主要機械  ………………………………………………… 

(5) 主要資材…………………………………………………………………… 

(6) 施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）…………… 

(7) 施工管理計画……………………………………………………………… 

(8) 緊急時の体制及び対応…………………………………………………… 

(9) 交通管理 ………………………………………………………………… 

(10) 環境対策…………………………………………………………………… 

(11) 現場作業環境の整備……………………………………………………… 

(12) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法………………… 

(13) 法定休日・所定休日（週休二日の導入）  …………………………… 

(14) その他  …………………………………………………………………… 

請  負  者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 会 社

住 所 △△市△△町△△△△ 電  話(△△△△) △△-△△△△

○ ○現場作業所

住 所 ○○市○○町○○○  電  話(○○○○) ○○-○○○○

発 注 者 ○ ○ 建設事務所(担当課○○○課) 電  話(○○○○) ○○-○○○○
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【(１) 実施工程表】 

契約書の工期に基づき、バーチャート、曲線式工程表、ネットワーク式工程表など工事内

容に適した工程表で示す。各工種について作業の始めと終わりが判るように作成するととも

に、気象、特に降雨、気温等によって施工に影響の大きい工種については、過去のデータ等

を十分調査し、工程計画に反映させる。 

実施工程表の記事欄には、変更契約及び工程に関わる事項が発生した日に、その内容を記

載する。（例：条件変更確認通知、変更通知書、変更契約、工期延期、工程見直し（20%の差

違）） 
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【(２) 現場組織表】 

現場代理人、主任(監理)技術者の他、施工管理担当者、安全巡視員等の現場施工に必要な責任者（担

当者）を定め現場組織表を作成する。責任者は夜間・休日の連絡先を記載する。 

また現場組織表は、現場における組織の編成及び命令系統ならびに業務分担が判るよう記載し、専

門技術者、品質証明員を置く工事については、これを記載する。 

 

〈作成例〉 

(2) 現場組織表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現場代理人、監督員のメールアドレスを記載すること 

 

注 1) 品質証明員は、特記仕様書で品質証明の対象工事と明示された場合に配置 

(標準仕様書 第 1編 1-1-24品質証明 参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設計図書の照査 ○○○○

工程管理 ○○○○

出来形管理 ○○○○

測 量 ○○○○

写真管理 ○○○○

品質管理 ○○○○

重機管理 ○○○○

機械器具管理 ○○○○

事務管理 ○○○○

労務管理 ○○○○

資材管理 ○○○○

安全巡視員 ○○○○

施工管理

機械管理

事務管理

主任(監理)技術者
○○○○○
℡○○○○

夜間℡○○○○

現場代理人
○○○○○
℡○○○○

夜間℡○○○○

品質証明員
○○○○○
℡○○○○

専門技術者
(担当工事内容○○○)

○○○○○
℡○○○○

建設副産物管理 ○○○○

安全管理 交通安全管理 ○○○○

労務安全管理 ○○○○

監理技術者補佐
○○○○○
℡○○○○

夜間℡○○○○

注 1) 
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【(３) 安全管理】 

安全委員会の構成又は安全管理の組織表を作成し、安全活動の方針、安全対策、事故発生時の措置

（連絡方法等）及び安全訓練等の実施について記載する。 

安全管理について必要なそれぞれの責任者及び組織、安全活動の方針について以下の事項を参考に

記載する。 

また、万が一の事故発生時における救急指定病院、関係機関及び被災者宅等への連絡方法を記載する。 

なお、労働安全衛生法と安全管理のしくみ等については、国土交通省中部地方整備局企画部編集「安

全サポートマニュアル」を参照する。（同局のホームページで公表） 

(ｱ) 工事安全管理対策 

① 安全委員会の構成又は安全管理の組織 

② 作業主任者一覧表の掲示 

③ 危険物を使用する場合は、その保管及び取り扱い 

④ その他必要事項(労働基準監督署への届出等に際しての監督員への報告等) 

(ｲ) 第三者施設安全対策 

① 家屋、商店街等の第三者施設と近接して工事を行う場合の安全対策 

② 水道、ガス、電気、電話等の占用物件と近接して工事を行う場合の安全対策 

③ 鉄道、他の管理者の施設(橋脚等)と近接して工事を行う場合の安全対策 

(ｳ) 安全教育･安全訓練等を始めとした安全活動の計画 

① 安全活動の実施内容、参加者、頻度等 

② 安全教育・安全訓練等の具体的な計画を工事の内容に応じた次の各号の事項 

 (１) 工事期間中の月別安全・訓練等実施全体計画 

 (２) 全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。 

  １) 月別の安全・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目 

  ２) 資機材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法 

  ３) 現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法 

  ４) ＫＹ及び新規入場者教育の方法 

  ５) 場内整理整頓の実施 

(ｴ) 現場管理 

現場の管理方法、保安施設の設置計画、建設機械の災害防止 

(ｵ) 安全管理組織表 

作成時は、第６章 6-6「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き（案）」を参考とし、各衛

生管理者等を選任する。 

現場作業員が常時 10 人以上いない場合は、準ずる者 注２）の選任の必要はないが、安全衛生

に関する措置について作業員の多少は関係なく、常時 10～49 人の場合の体制に準ずることが望ま

しい。 
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〈作成例〉 

 (ｱ) 工事現場内の安全管理については、作業員の労働災害の防止及び疾病を予防するとともに、

第三者に対する公衆災害を防止するため、安全管理の組織を下図のとおりとする。 

また、作業主任者一覧表を、工事現場の関係労働者が見やすい箇所に掲示する。注 1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１) 作業主任者一覧表には、労働安全衛生規則第 18 条の規定により、作業主任者の氏名及びそ

の者に行なわせる事項を記載する。 

注２) 「に準ずる者」は、現場で作業する者が、常時 10～49人の場合、配置する。詳しくは、｢中

規模建設工事現場における安全衛生管理指針｣(平成５年３月 31日付け基発第 209号 労働省

労働基準局長 中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について)による。 

注３) ①店社安全衛生管理者を選任する場合には、元方事業者の現場にいる担当者（現場代理人等）

を記載する。統括安全衛生責任者は、事業の実施を統括管理する者を選任すること。元方安

全衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任すること。統括安全衛生責任者及び元方安全

衛生管理者は、現場に常駐することが望ましい。 

 

【参考】中規模建設工事現場における安全衛生管理指針 

１ 趣 旨 

統括安全衛生責任者等の選任による統括安全衛生管理体制の整備が義務付けられていない中規

模建設工事現場において、元方事業者の統括安全衛生管理が不十分なことによる労働災害が多発

していることにかんがみ、中規模建設工事現場における統括安全衛生管理体制又は本店、支店、

営業所等による建設工事現場に対する指導体制の確立を図り、中規模建設工事現場における安全

衛生管理の充実を図ることを目的とする。 

２ 対象建設工事現場 

おおむね、労働者数 10～49人規模の建設工事現場（統括安全衛生責任者又は店社安全衛生管理

者の選任が義務付けられている建設工事現場を除く。） 

統括安全衛生責任者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○ 

会社名 ○○○○○ 

安全衛生責任者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○ 

会社名 ○○○○○ 

安全衛生責任者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○ 

店社安全衛生管理者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○ 

○○作業主任者 

  ○○ ○○ 

△△作業主任者 

  ○○ ○○ 

△△作業主任者 

  ○○ ○○ 

□□作業主任者 

  ○○ ○○ 

① 

② 

注 3）①店社安全衛生管理者  
又は 

  ②統括安全衛生責任者及び 
   元方安全衛生管理者 

現場代理人等 

○○ ○○ 

会社名 ○○○○○ 

安全衛生責任者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○ 

元方安全衛生管理者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.68



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－50 

３ 安全衛生管理体制の確立 

 (１) 統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者又は店社安全衛生管

理者に準ずる者の選任 

上記２の対象建設工事現場について元方事業者は、当該建設工事現場の状況に応じ建設工

事現場単位での統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者の選任又

は当該現場を管轄する本店、支店、営業所等（以下「店社」という。）において店社安全衛生

管理者に準ずる者の選任を行うものとする。 

この場合、元方事業者が、統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ず

る者を選任する場合においては、関係請負人は、安全衛生責任者に準ずる者を選任するもの

とする。 

 

(２) 統括安全衛生責任者に準ずる者の知識、経験等 

   ( 以下、記載省略 ) 

 

(ｲ) 安全活動を下表のとおり実施する。 

 

安全教育・安全訓練の月別全体計画 

 

(ｳ) 万が一の事故発生時における救急指定病院、関係機関への連絡方法は、（８）緊急時の体制及

び対応によるものとし、緊急時の連絡系統図を工事現場の見やすい場所に掲示する。 

安全活動の内容 場 所 参 加 者 頻  度 摘  要 

朝 礼 現 場 全現場作業従事者 毎作業日  

作業ミーティング 事務所 職長 毎作業日  

ＫＹ活動 現 場 全現場作業従事者 毎作業日  

作業手順打合せ 現 場 各現場作業従事者 随 時  

新規入場者教育 事務所 

現 場 

新規入場者 随 時  

安全教育・安全訓練 事務所 全現場作業従事者 月当たり半日

以上 

月別全体計画は下

表 

災害防止協議会 事務所 安全管理担当者 月１回 協力会社を含む 

安全巡視 現 場 安全巡視員 毎作業日 常に腕章を着用 

店社安全パトロール 現 場 店社安全担当者 月１回 必要に応じて 

月 度 安全教育・安全訓練の計画 摘  要 

○月度 墜落･転落事故防止、○○○○、○○○○  

○月度 重機事故防止、○○○○、○○○○  

○月度 交通事故防止、○○○○、○○○○  

○月度 過積載運搬の防止、○○○○、○○○○  

○月度 熱中症対策、○○○○、○○○○、○○○○  

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.69



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－51 

〈緊急維持修繕工事 一般事項記載例〉 

（１）一般事項 

・現場責任者として、作業員に作業内容、作業方法、作業範囲等の周知を行い、作業内容等の変

更が必要となった場合は、作業員に対し変更内容の周知を図った上で作業を行います。     

・現場責任者が、やむを得ず現場を不在にする場合においても、現場の安全管理が適切に行われ

る体制を整えます。 

（２）安全指針等の遵守 

・土木工事標準仕様書及び施工に関わる各安全指針を遵守し、常に工事の安全に留意し現場管理

を行い、災害の防止を図ります。 

（３）誘導担当者の配置 

・建設機械作業を行う場合は、必ず誘導担当者を決め、接触事故が生じないよう誘導します。 

・現場責任者は、工事前にオペレーターと誘導担当者に合図・誘導の方法の他、オペレーターの

視認性に関する死角についても周知します。 
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【(４) 指定機械及び主要機械(船舶)】 

工事に使用する排出ガス対策型建設機械及び設計図書で使用が義務付けられた低騒音型・低振動型

建設機械等の指定機械ならびに主要機械(船舶)の機種、性能、台数等についての一覧表を作成する。 

〈作成例〉 

 

(４) 指定機械及び主要機械(船舶) 

指定機械及び主要機械の使用計画は下表のとおり。 

 

指定機械及び主要機械 使用計画表 

機 械 名 規   格 台数 

指 定 区 分 

摘   要 低振動

型 

低騒音

型 

排ガス 

対策型注) 

バックホウ 

バイブロハンマ 

ブルドーザー 

〃 

スタビライザ 

…………… 

0.6㎥ 

16t 

15t 

20.7t 

処理幅2m 

…… 

107kw 

88kw 

97kw 

135kw 

265kw 

…… 

1 

1 

1 

1 

1 

… 

－ 

○ 

－ 

－ 

－ 

…… 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

…… 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

…… 

旧施設撤去、床掘り 

鋼矢板打ち込み 

築立、敷きならし 

敷きならし 

路床安定処理 混合 

…………… 

注) 排ガス対策型には、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)による

基準適合車を含む。 
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【(５) 主要資材】 
工事に使用する主要資材について、名称、規格、数量、製造会社、搬入時期等の一覧表を作成する。 

〈作成例〉 

注１) 工事材料の品質を証明する資料（標準仕様書 第２編第１章第２節第２項） 

注２) 設計図書において試験を行うこととしている工事材料(土木工事施工管理基準の「品質管理基準及び規格値」により品質管理を実施する、

種別｢材料｣に関する試験を含む) 

注３) 設計図書において監督員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料（標準仕様書 第２編第１章第２節第 10項ﾘｻｲｸﾙ材･ﾘｻｲｸﾙ製

品の品質証明）については、工事材料を使用するまでに材料確認書を提出。 

注４) 設計図書で指定された品質規格の同等以上のものを使用する場合は、下段（ ）内に設計図書の品質規格を併記 

 

(５) 主要資材 

主要資材の計画は下表のとおり。             主要資材の計画表 

資材名 規格等 数量 
製造 

会社名 
搬入時期 

工事材料の品質及び検査 

あ
い
く
る
材 

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
品 

摘   要 
試験成 

績表の 

提出 

注 1) 

試験の 

実施 

注2) 

監督員 

の確認 

(材料確認書) 

注3) 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 

歩道用Ｕ型側溝 

ヒューム管 

残存型枠 

下層路盤材 

再生密粒As合材 

異形棒鋼 

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 

 

1200×1200 

300×300 

Φ300、B形1種 

1200×600×30 

RC-40､T=20cm 

13mmTop､T=5cm 

SD345､D16-D32 

24-8-25BB  注4) 

(21-8-25BB) 

45本 

250個 

10本 

50枚 

300㎥ 

175t 

50t 

250㎥ 

…… 

○○○㈱ 

△△△㈱ 

×××㈱ 

㈱○○○ 

□□□㈱ 

▽▽▽㈱ 

○製造㈱ 

△生ｺﾝ㈱ 

……… 

○月上旬 

△月中旬 

×月上旬 

○月中旬 

□月下旬 

▽月上旬 

○月中旬 

△月中旬 

……… 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

……… 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

……… 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

……… 

 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

… 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

 

曲げ試験の実施 

 

JIS ﾏｰｸ表示写真提示 

 

 

事前審査認定書(写)提出 

 

㊜ﾏｰｸ工場､配合計画書提出 

圧縮強度試験σ28は公的機関等で実施 

 

2－
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【(６) 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)】 

主要工種について、工事の安全を考慮して施工順序等を記述する。ただし、一般的な施工方法は省

略するが、他工事との関係調整、地下埋設物件の対策、用排水調査、官公庁等への手続き、工事公害

に対する配慮、地元への周知、苦情に対する措置方法等も必要に応じて記述する。また、仮締切、仮

道路、仮橋、仮土留、防護工等主要な施設は記述する。主要な仮設工は必要に応じて構造計算書を添

付する。 

施工方法は、次の内容を参考に記載する。 

 

 (ｱ) 一般事項 

詳細な作業時間及び休日を明記する。 

〈作成例〉 

作業時間及び休日は、次のとおりとする。なお、工程の関係又はその他の理由で、官公庁の休日

又は夜間において作業を行う場合は、事前にその理由を監督員に連絡する。ただし、現道上の工事

については書面等により通知（メールも可）する。 

ａ) 作業時間 

集合･体操･ＫＹ活動  8:00～ 8:15 

作業打合せ  8:15～ 8:25 

作業開始  8:25～ 

昼食休み 12:00～13:00 

 

後片付け 16:50～17:00 

作業終了 17:00 

＊現道上で交通規制を伴う工事については、別途、規制開始(解除)時間を記載する。 

 

ｂ) 休 日 

土曜日、日曜日及び祝日 

夏季休業  8月○日～8月△日 

冬季休業 12月○日～1月△日 

 

(ｲ) 具体的な施工方法 

① 工事施工上の留意事項 

工事箇所の作業環境(周辺の土地利用状況、自然環境、近接状況等)や主要な工種の施工時期(降

雨期、出水・渇水期等)等について記述する。これを受けて工事施工上の留意事項及び施工方法の

要点、制約条件(施工時期、作業時間、交通規制、自然保護等)、関係機関との調整事項について

記述する。 

また、準備工として工事に使用する工事用基準点・水準点、地下埋設物、地上障害物等に関す

る防護方法について記述する。 
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② 主要な工種毎の作業フロー 

主要な工種毎の作業フローを記載するとともに、図面(平面図、断面図、構造図、概略図)等を

活用し、主な使用予定機械を含めて、簡潔に記述する。 

記載対象は、以下を標準とする。 

・主要な工種 

・特記仕様書で指定された工法 

・土木工事標準仕様書に記載されていない特殊工法 

・特殊な立地条件や関係機関等への対応が必要とされる施工 

③ 工事全体に共通する仮設備の構造、配置計画等 

位置図や概要図等を用いて具体的に記述する。また、足場・支保工等の任意仮設及び指定仮設

については、必要により構造計算書等を添付する。 

その他、仮設備として仮設建物、工事材料･建設機械の仮置き場、場内運搬経路、仮排水、安全

管理に関する仮設備(工事標示板、立入禁止の柵、立入禁止の標示板等の保安設備)等について記

述する。 

なお、設計書において積み上げ計上された借地の契約を行った場合は、借地契約書の写しを添

付する。 
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〈作成例〉 

(ｲ) 施工方法 

ａ) 作業フロー（場所打ち杭工） 

 

杭 芯 出 し

掘削機械据付

ケーシング建込み

掘 削
ケーシング接続

掘 削 完 了

スライム処理

鉄筋かご建込み

トレミー管吊込み

コンクリーﾄ打設
ケーシング引抜き
トレミー管引抜き

掘削開口部養生

埋 戻 し

床堀・杭頭処理

掘削完了時 段階確認

支持層土質資料採取

鉄筋加工組立

鉄筋組立て完了時 段階確認

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 施工状況把握

施工完了時 段階確認
杭頭処理完了時 段階確認

（杭芯確認）

（鉛直度確認）

（支持層・根入長確認）

（掘削深度確認）

（沈降・杭底確認）
※スライム沈降時間は試
験杭にて確認する

（鉄筋かご天端高確認）

（ｺﾝｸﾘｰﾄ天端高確認）

凡 例

（ ）

作業内容

監督員による
段階確認・施工状況把握

請負者による施工管理内容
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ｂ) 仮設備計画 

① 工事用搬入路 

工事用搬入路のため、工事現場の起終点２箇所に堤防裏小段に取りつく仮設搬入路を設置する。 

構造 天端幅 ３ｍ 縦断勾配 10％以内 

のり勾配 ２割 敷砂利（切込砕石） 10cm 厚 

仮設搬入路は堤体を切り欠かないように造成するとともに、工事完了後は撤去し原形に復旧する。 

② 水替設備 

動力線を仮設し、電力 200Ｖ，200KVAを使用し、水中ポンプ４吋２台を据付け排水にあてる。 

③ 運搬道路の維持補修 

運搬道路の維持管理は十分行うこととし、特に路面の凹凸が著しい場合は切込砕石などにより補

修を行う。また、砂利道で砂ほこりの多い場合はただちに散水を実施する。 

※借地が必要な場合は借地契約書の写し 
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(ｳ) 監督員による段階確認等 

ａ）段階確認 

下表に示す確認時期において、監督員による段階確認を受ける。 

〈作成例〉 

 

段階確認報告書 
 

 

 

 

 

 

 

備考) 1 段階確認が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2 段階確認において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。 

3 確認方法欄は、監督員は｢臨場｣・｢机上｣、工事監督支援業務により確認した場合は｢施工管理｣と記入する。 

4 ｢臨場｣確認の立会状況写真は、工事完了写真としての提出のみとし、本書への添付は必要ない。 

5 ｢机上｣確認については、メールによる提出も可とする。 

6 工事完了後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

 

上記について、実施しました。 

 

専任監督員                

工 事 名 ○○○○工事 

路線等の名称 ○○○○線 

工 事 場 所 ○○市○○町○○地内 

種  別 細 別 項  目 実施予定時期 確認方法 
(臨場・机上、施工管理) 

実施年月日 

A1 橋台 

場所打杭工 

オールケーシ

ング杭 
掘削長､支持地盤 

杭番号①,② 

掘削完了時 

８月頃 
  

〃 〃 
〃 

杭番号③,④ 

掘削完了時 

８月頃 
  

〃 〃 
〃 

杭番号⑤,⑥ 

掘削完了時 

８月頃 
  

〃 〃 
使用材料、設計図書

との対比 

杭番号①,②,③ 

鉄筋組立完了時

８月頃 
  

〃 〃 
〃 

杭番号④,⑤,⑥ 
鉄筋組立完了時

８月頃 
  

〃 〃 
基準高さ、偏心量、

杭径、杭頭処理状況 

杭番号①②③④⑤⑥ 

施工完了時 

杭頭処理完了時 

９頃 
  

      

      

      

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.77



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－59 

ｂ）施工状況把握報告 

下表に示す施工時期に、監督員の施工状況把握を受ける。 

〈作成例〉 

 

施工状況把握報告書 
 

 

 

備考) 1 施工状況把握が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2 施工状況把握において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。 

3 確認方法欄は、監督員は｢臨場｣、工事監督支援業務により確認した場合は｢施工管理｣と記入する。 

4 ｢臨場｣確認の立会状況写真は、工事完了写真としての提出のみとし、本書への添付は必要ない。 

5 工事完了後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

 

上記について、実施しました。 

 

専任監督員                

 

工 事 名 ○○○○工事 

路線等の名称 ○○○○線 

工 事 場 所 ○○市○○町○○地内 

種  別 細 別 項  目 実施予定時期 
確認方法 

(臨場、施工管理) 
実施年月日 

A1橋台 

場所打杭工 

オールケーシ

ング杭 

品質規格､運搬時

間､打設順序､天候､

気温 

杭番号①,② 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 

１０月頃 
  

〃 〃 
〃 

杭番号③,④ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 

１０月頃 
  

〃 〃 
〃 

杭番号⑤,⑥ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 

１０月頃 
  

A2橋台 

場所打杭工 

オールケーシ

ング杭 
〃 

杭番号①,② 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 

１０月頃 
  

……… ……… ……… ………   
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【（７）施工管理計画】 

施工管理計画については、施工管理基準及び写真管理基準に基づき、その管理方法について記載する。 

 

(ｱ) 工程管理 

 工程管理の方法を記述する。また、実施工程表どおりに工事が進捗しない場合の改善措置につ

いて記載する。 

〈作成例〉 

バーチャート方式により作成した実施工程表で総合的に管理するとともに、毎月５日までに

工事履行報告書を提出する。 

また、工期の３分の１を経過した時点で全体工程管理にマイナス 20％の差異が生じた場合は、

改善策を講じ変更実施工程表を監督員に提出のうえ管理する。 

 
 (ｲ) 出来形管理 

施工管理基準に基づき当該工事等に必要な測定項目、試験項目を記述する。主要なものは試験

方法、管理方法、試験場所等も記述する。維持作業は別途考慮する。 

〈作成例〉 

施工管理基準の出来形管理基準及び規格値に基づき、下表の工種・測定項目について出来形成果

表及び出来形図を作成し、出来形管理を行う。 

なお、舗装工事におけるコアー採取による厚さ測定位置については監督員の承諾を得る。 

 

出来形管理一覧表 

備考）鉄筋の測定項目及び規格値は、平均間隔ｄ ±φ、鉄筋のかぶりｉ ±φかつ鉄筋の最小かぶり

以上 注2) 

 

工   種 

測定項目及び規格値（単位：mm） 

測 定 基 準 
基準

高 
厚さ 幅 

法長 

高さ 
延長 鉄筋 

河川土工 

盛土工 

法覆護岸工 

 植生工(張芝工) 

 基礎工(護岸) 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 

水路工 

 場所打水路工 

 暗渠工 

 場所打擁壁工 

 集水桝工 

アスファルト舗装工 

 下層路盤工(小規模) 

 表層工(小規模) 

……………… 

 

－50 

 

 

±30 

±50 

 

±30 

±30 

±50 

±30 

 

±50 

 

…… 

 

 

 

 

 

－50 

 

－20 

 

－20 

－20 

 

－45 

－ 9 

…… 

 

－100 

 

 

－30 

 

 

－30 

－50 

－30 

－30 

 

－50 

－25 

…… 

 

－100 

 

－100 

－30 

－100 

 

－30 

－30 

－50 

－30 

 

 

 

…… 

 

 

 

－200 

－200 

－200 

 

－200 

－200 

－200 

 

 

 

 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

1箇所毎測定 

下層路盤の厚さは水糸による方法で測定 注1) 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 別途平坦性測定 

……………… 
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注１) 厚さを出来形管理基準及び規格値の測定基準による方法(掘り起こし)以外の方法(水糸

による方法、レベル測量による方法)で測定する場合に明記する。 

注２) 鉄筋のかぶりの規格値は下図による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主鉄筋の位置は±φ以内 

鉄筋のかぶりは最小かぶり以上 

最小かぶりはｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(設計編：本編 13.2)参照 
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(ｳ) 品質管理 

施工管理基準に基づき当該工事等に必要な測定項目、試験項目を記述する。主要なものは試験方

法、管理方法、試験場所等も記述する。維持作業は別途考慮する。 

〈作成例〉 

施工管理基準の品質管理基準及び規格値に基づき、下表の工種・試験項目について品質管理図表

を作成し品質管理を行う。 

なお、舗装工事における現場密度の測定位置については監督員の承諾を得る。 

 

品質管理一覧表 

設計数量 試験回数

試験成績

表等によ

る確認

材料 土の締固め

試験

JIS A 1210
－

当初及び土質の変化

した時

1回

施工 現場密度の

測定

RI計器を用

いた盛土の

締固め管理

要領(案)

1管理単位の現

場乾燥密度の

平均値が最大

乾燥密度の90%

以上

1日の１層あた

りの施工面積に

応じて、左表の

測定点数とする

材料 アルカリ骨

材反応対策

｢アルカリ骨

材反応抑制

対策につい

て｣

同左

－ － ○

塩化物総量

規制

｢コンクリー

トの耐久性

向上｣

0.3kg/m3以下 午前1回、午後1回
午前の試験結果が塩化物総量

の規制値の1/2以下の場合は、

午後の試験を省略する

試験基準

による

スランプ試

験

JIS A 1101 ±2.5cm
供試体採取毎に1回

5回

空気量測定 JIS A 1116､

1118､1128

±1.5%
供試体採取毎に1回

5回

圧縮強度試

験

(σ7､σ28)

JIS A 1108 1回の試験結果

は呼び強度の

85％以上、3回

の平均値は呼

び強度以上

日当たり打設量が50

ｍ3未満。打設量累

計50ｍ 3ごとに１回

5回 σ28 5回

は公的機

関等で試

験

修正CBR試験 舗装調査・

試験法便覧

E001〔4〕-5

修正CBR30以上 小規模工事：施工前

－ ○

骨材のふる

い分け試験

JIS A 1102 JIS A 5001

表2参照 － － ○
土の液性限

界･塑性限界

試験

JIS A 1205 塑性指数PI：6

以下 － － ○

施工 現場密度の

測定

舗装調査・

試験法便覧

G021〔4〕-

191

最大乾燥密度

の93%以上

X3 97%以上

1000㎡につき1回（3

個）

2回

(1回3個)

現場密度の

測定

舗装調査・

試験法便覧

B008〔3〕-

91

基準密度の94%

以上

X3 96.5%以上

1000㎡につき1個(1

工事当り3個以上)

3個
事前審査

制度の認

定混合物

温度測定

(初期締固め

前)

温度計によ

る
110℃以上 随時

1日4回

(午前･午

後各2回)

外観検査

(混合物) 目視 － 随時 －
………… …… ……… …………… …………… ……………… ……… ……… ……… ………

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

再生密粒Aｓ

T=5㎝

舗設

現場

1,500㎡

規格値 試験時期・頻度

23,750m3

工種 種別

試験回数等 摘　要

(公的機

関等での

試験)

セメント･コ

ンクリート

 24-8-25BB

(21-8-25BB)

施工

1,500㎡下層路盤

RC-40

T=20㎝

材料

250m3

試 験 方 法試験項目

河川土工

面積 

(㎡) 

0～ 

500 

500～ 

1000 

1000～ 

2000 

測定 

点数 
5 10 15 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.81



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－63 

(ｴ) 写真管理 

写真管理基準に基づき撮影計画を作成する。 

工事写真は、写真管理基準に基づき写真管理を行い、撮影目的を明確にし、鮮明なものとする。

特に、完成後不可視となる出来形部分については、出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるよう注

意して撮影する。 

また、電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、「愛知県 デジタル写真管理情報基

準(案)」によるものとする。 

〈作成例〉 

写真管理一覧表 

区分・工種 

写真管理項目 

摘 要 撮影項目 
撮影頻度 

〔撮影時期〕 

共
通
写
真 

着手前 全景又は代表部分写真  着手前1回〔着手前〕  

完成 全景又は代表部分写真  施工完了後1回〔完成後〕  

工事施工中 全景又は代表部分の工事進捗

状況 

 月1回  〔月末〕 実施工程表に添付する 

安全管理 各種標識類の設置状況  各種類毎に1回〔設置後〕  

各種保安施設の設置状況  各種類毎に1回〔設置後〕  

交通誘導員交通整理状況  各1回 〔作業中〕  

安全訓練等の実施状況  実施毎に1回〔実施中〕 請負者保管。提出不要 

使用材料 

(積みブロック) 

(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管) 

 

形状寸法 

配筋(ｺﾝｸﾘｰﾄ製品) 

 各品目毎に1回〔使用前〕 品質証明に添付する 

 

品質証明（JISﾏｰｸ表示） 

※品質規格証明書に替えて品

質証明資料とする場合 

各品目毎に1回〔使用前〕 

 

 

検査実施状況  各品目毎に1回〔検査時〕  

出
来
形
管
理
写
真 

盛土工 巻出し厚 100ｍに１回〔巻出し時〕   

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる毎に

１回〔締固め時〕 

法長、幅 100ｍに1回〔施工後〕 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 厚さ(裏込) 40ｍに1回〔施工中〕  

法長 

厚さ(ﾌﾞﾛｯｸ積) 

80ｍに1回(根入部は40ｍに１回)

〔施工後〕 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工 

鉄筋の組立て 平均間隔 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎に1回 

〔鉄筋組立て後〕 

 

かぶり 

継手寸法 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 打継目処理状況 

締固施工状況 

工種種別毎に1回  

〔施工時〕 

ｼｭｰﾄ等と打込み面の高さが判

る写真を適宜 

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 養生状況 工種種別毎に1回、養生方法毎に

１回〔養生時〕  

 

品
質
管
理
写
真 

盛土工 現場密度の測定 土質毎に1回 〔試験実施中〕  

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 塩化物総量規制 コンクリートの種類毎に1回 

〔試験実施中〕 

 

スランプ試験 

空気量測定 

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 
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【（８）緊急時の体制及び対応】 

大雨、出水、強風等の異常気象時における作業現場の防災管理体制と災害発生時の対策及び作

業現場内において事故発生又はその恐れがある場合の体制と対策等について記述するほか、緊急

時の連絡系統、連絡方法も系統図で表示する。 

また、南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合の臨機の措置を記述するほか、作業員の緊急

避難場所（避難経路を含む）を現場に明示する。 

 

〈作成例〉 

 (ｱ) 緊急時の体制 

大雨、出水、強風等の異常気象時又は地震発生時において、災害発生の恐れがある場合、次の

災害対策組織による体制を整え、必要に応じて工事現場内及びその周辺を巡回し警戒にあたる。 

また、工事現場内において災害が発生した場合は、ただちに災害対策の体制により災害対策部

長以下、災害対策組織の職務分担により行動する。 

 

災害対策組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、災害発生等の緊急時の連絡系統は下図のとおりとする。 

 

緊急時の連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）発注者の休日・夜間における連絡先を確認すること。 

 

○○建設会社○○現場作業所
災害対策部長(現場代理人)

○○○○
℡○○○○

夜間･休日℡○○○○

○ ○病院（救急指定）

℡○○○○○

○ ○ 消防署
℡○○○○○

○ ○ 警察署
℡○○○○○

○ ○建設会社（本社）
℡○○○○

工事担当 ○○課長
℡○○○○

夜間･休日℡○○○○
安全担当 ○○課長

℡○○○○
夜間･休日℡○○○○

愛知県○○建設事務所
○○課
℡○○○○

○○労働基準監督署
℡○○○○○

○○ガス㈱
℡○○○○○

○○電力㈱
℡○○○○○

災害対策部長
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

災害対策副部長
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

情報連絡係
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

対策係
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

庶務係
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

○　○　係
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

情報の収集、連絡

巡回、復旧、水防

資材調達、避難誘導

○○○、○○○

注） 
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(ｲ) 南海トラフ地震臨時情報に伴う臨機の措置 

南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合には、継続的に地震関連情報の収集に努め、次の確

認を行い、必要な保全措置を講じる。 

① 作業員や必要に応じ第三者に情報伝達するとともに、避難場所や避難経路等の緊急避難措

置の再確認を行う。 

② 工事中の構造物及び仮設構造物に対し、必要な補強・落下防止等の保全措置が実施されて

いるかの確認を行う。 

③ 海岸堤防や河川堤防を掘削する工事など、有事の際に甚大な被害を及ぼす可能性がある工

事を行っている場合は、その対応について早急に監督員と協議する。 

 

(ｳ) 事故発生時の措置 

① 付近の病院、所轄警察署、労働基準監督署などの関係機関等の連絡先を常に携帯します。 

② 事故が発生した場合、第三者及び作業員の人命の安全確保を優先するとともに、直ちに関係

機関（所轄警察署、労働基準監督署等）及び監督員に連絡します。 

③ 事故後の工事再開等については、監督員と協議の上で行います。 

 

〈緊急維持修繕工事 一般事項記載例〉 

（１）一般事項 

・現場責任者として、緊急時に作業員から連絡をうける体制を整えるとともに、付近の病院、所

轄警察署、労働基準監督署などの関係機関等の連絡先を常に携帯します。 

 

（緊急時の連絡体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）発注者の休日・夜間における連絡先を確認すること。 

 

（２）事故発生時の対応 

・事故が発生した場合、現場責任者は、第三者及び作業員の人命の安全確保を優先するとともに、

直ちに関係機関（所轄警察署、労働基準監督署等）及び監督員に連絡します。 

・事故後の工事再開等については、監督員と協議の上で行います。 

 

○○建設会社○○現場作業所
災害対策部長(現場責任者)

○○○○
℡○○○○

夜間･休日℡○○○○

○ ○病院（救急指定）

℡○○○○○

○ ○ 消防署
℡○○○○○

○ ○ 警察署
℡○○○○○

○ ○建設会社（本社）
℡○○○○

工事担当 ○○課長
℡○○○○

夜間･休日℡○○○○
安全担当 ○○課長

℡○○○○
夜間･休日℡○○○○

愛知県○○建設事務所
○○課
℡○○○○

○○労働基準監督署
℡○○○○○

○○ガス㈱
℡○○○○○

○○電力㈱
℡○○○○○

注） 
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【（９）交通管理】 

工事等に伴う交通対策と交通処理等について記述する。 

工事施工にあたっては、交通渋滞による社会的損失を極力抑えるため、路線の交通特性等を十分

検討(交通ピーク時をはずす、事前予告等)のうえ、交通処理計画を立てるものとする。 

また、具体的な保安設備(交通誘導警備員を含む)配置計画、通学路対策、支道及び出入り口対策、

主要資材の搬入・搬出経路、過積載運搬の防止対策等について詳しく記載する。 

迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び保安設備、迂回路標示板、道路標識(｢まわり道｣)の

配置図ならびに交通誘導警備員等の配置についても記載する。 

建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第 47 条第１項、車両制限令第３条における一般的制限

値を超える車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画（車種区分、車両番号等、

車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証の有効期限等の確認方法と確認頻

度）を記載する。 

 

〈作成例〉 

保安設備配置計画図に基づき工事標識、保安設備を完備するとともに、特に夜間交通に対するバ

リケード、保安灯などの配置には注意する。また、交通誘導警備員を配置計画図に基づき配置し、

一般交通及び歩行者に対する安全を確保する。 

 

(ｱ) 盛土運搬に対する交通管理 

① ダンプトラックには、当該工事の工事用車両であることを車両前部に表示し責任運行を行う。 

② 通学時間帯(○時～○時)の運行自主規制を徹底する。 

③ 運搬指定経路の通行を厳守するとともに、現場内は徐行運転する。 

④ 過積載運搬を防止するため次の対策を行う。 

・○○○○○○○○  

・○○○○○○○○ 

・以上のことにつき、下請負契約における受注者を指導する。 

 

(ｲ) 盛土材料運搬経路図及び保安設備(交通誘導警備員を含む)配置計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通誘導警備員 
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(ｳ) 特殊車両の通行 

 （１）運搬計画 

（２）特殊車両の運行の確認を次のとおり行う。 

①通行許可証による確認。（通行許可申請は、手続き期間を考慮して申請する。） 

②運搬資機材毎に出発地点、走行途中、現場到着地点における写真（荷姿全景、ナンバープ

レート等通行許可証と照合可能な写真）による確認。 

③通行許可が時間指定の場合は、運行時間が確認できる記録紙（タコグラフ等）による確認。 

 

〈緊急維持修繕工事 一般事項記載例〉 

（１）一般事項 

・道路工事保安設備設置基準（以下「同基準：６章参照」）により、工事着手前にバリケードやカ

ラーコーン等を設置し、工事区域を明示して第三者の工事区域への立入を防止します。 

・同基準（案）に基づいて交通誘導警備員を配置しますが、現場状況に応じて、監督員と協議して

適切な配置とします。 

・建設機械を現道内で移動させる場合、道路関係法令を遵守するとともに、交通誘導警備員を配置

して起終点で一時通行止めを行い、一般車両の安全を確保します。 

 

【（10) 環境対策 】 

工事現場周辺地域の生活環境の保全及び円滑な工事施工を目的として、環境保全対策及び騒音・

振動公害防止対策について記述する。 

① 騒音・振動・排出ガス対策  

② 水質汚濁対策 

③ 粉塵対策 

④ 現場で日々発生する木屑･鉄線屑等の分別処理対策 

⑤ セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験の実施 

⑥ 家屋調査、地下水位観測等の事業損失防止対策 

 

 〈記載例〉 

指定機械に記載の排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械を使用するとともに、工事

に伴って発生する振動・騒音については、特定建設作業実施届出書を提出のうえ、騒音規制法、

振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例を遵守する。また、単に工事による迷惑

を及ぼす程度であっても、できるだけ工事に伴う騒音、振動を生じないように努めるとともに、

重機等のエンジンを必要以上にふかさないようにする。 

河川の水質汚濁防止のため、排水にあたり沈砂タンクを据え付け泥分を沈殿させ、放流口に

は吸着材を張る対策を行う。 

工事中に地域住民の方から苦情、意見があった場合は誠意をもって丁寧に対応し、対応状況

をすみやかに監督員に報告する。 
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【（11）現場作業環境の整備 】 

工事現場の現場環境改善は、周辺住民への生活環境に対する配慮や一般住民に対する建設事業の

広報活動、並びに現場労働者の作業環境の改善を行うことを目的とし、現場事務所、作業員宿舎、

休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域とのコミュニケーシ

ョンや現場周辺の環境整備等が求められている。 

この主旨を理解し、工事現場の現場環境改善等について記載する。 

なお、設計図書において、現場環境改善対象工事と明示された場合は、標準仕様書第 1編 1－1

－33第９項に定めにより実施する具体的な内容・実施期間を記載する。 

 

 

〇事業説明板（事業 PR看板）の仕様について 

事業説明板の仕様は下図のとおりとし、できる限り「あいくる材」を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※看板の規格は、「道路工事保安設備設置基準（平成30年３月改定） 

愛知県建設局にある「工事中看板」の標示板と同等以上のものとする。 

 
また、設計図書において、誰もが働きやすい現場環境整備工事と明示された場合は、「誰もが

働きやすい現場環境整備工事実施要領」により実施する。 

 

請負者は、レイアウトを工夫し原案を作成

すること。 

※イラストの使用などわかりやすい表示 

方法を心掛ける。 

140㎝ 

（136㎝） 

114㎝（110㎝） 
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【（12）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 】 

再生資源の利用の促進に関する法律及び愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱に基

づき、再生資源の利用促進及び建設副産物の処理方法に関する事項を記述する。 

 

〈作成例〉 

（12）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

建設副産物適正処理推進要綱、再生資源の利用の促進について及び愛知県建設副産物リサイ

クルガイドライン実施要綱（以下｢ガイドライン実施要綱｣という。）、建設発生土（土砂）等の

利用と処理に関する実施要領（以下「建設発生土等の実施要領」）という。）、愛知県あいくる材

率先利用方針を遵守して、以下のとおり建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図る。 

また、産業廃棄物を運搬する車両には、定められた表示及び書面の備え付け(携帯)を徹底する。 

なお、監督員から受領した建設リサイクル法通知済ステッカーを、工事現場の標識など公衆

が見やすい場所に貼付する。 

(ｱ) 再生資源の利用の促進 

施工計画に際し、再生資源の利用の促進についての次の計画書を提出する。 

・再生資源利用計画書（様式１） 

・再生資源利用促進計画書（様式２） 

・再生資源利用促進計画の作成に伴う結果確認票（建設発生土等の実施要領・様式４） 

また工事完了時に次の実施書等を提出する。 

・再生資源利用実施書（様式１） 

・再生資源利用促進実施書（様式２） 

・あいくる材使用状況報告書(ガイドライン実施要綱・様式８) 

・あいくる材使用実績集約表(ガイドライン実施要綱・様式９) 

(ｲ) 建設副産物の適正処理 

搬出する産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニュフェスト）により、適正に処理されて

いることを確認するとともに、マニュフェスト管理台帳を作成し管理する。 

建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された受入れ地について地形を実測し、資

料を提出する。 

また、搬出する建設発生土については搬出伝票を作成、管理し完了時に集計表を提出する。 

施工計画に際し、建設副産物の適正処理について添付資料を以下のとおりとする。 

・建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証の写し 

・収集運搬、処理業者の許可証の写し 

・廃棄物処理委託契約書の写し 

・運搬ルート図 

 (ｳ) 電子データの提出 

工事完了時に提出する以下の書類は、電子データを提出する。 

・あいくる材使用状況報告書(ガイドライン実施要綱・様式８) 

・あいくる材使用実績集約表(ガイドライン実施要綱・様式９) 

注１） 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書は、請負代金 100万円以上のすべての工事

で、（一財）日本情報総合センター（JACIC）が管理運営する「建設副産物情報交換システム

（COBRIS）」により作成する。 

注２） 指定副産物（土砂 500m3以上、Co殻・As殻・建設発生木材の合計が 200t以上）を搬出、ま

たは建設資材（土砂 500m3以上、砕石 500t以上、加熱 As混合物 200t以上）を搬入する工事は、

再生資源利用（促進）計画書及び結果確認票を工事現場の公衆が見えやすい場所に掲示する。 
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【（13）法定休日・所定休日（週休二日の導入） 】 

 完全週休２日制・週休２日制工事実施要領（愛知県）に基づき、本工事は、完全週休２日制工事と

して、以下の休工取得計画により工事を実施します。 

※週休２日制工事を導入する場合は、週休２日制の休工取得計画を作成すること。

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.89

〈作成例（完全週休２日制の場合）〉 施工開始日 2023/4/19

日数 休工日数 週間数
土日休工

週間数

日付 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22

休工状況 対象外 対象外 対象外 対象外

備考 施工開始

日付 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29

休工状況 休工 休工

備考

日付 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6

休工状況 休工 休日休工 休日休工 休工

備考

日付 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13

休工状況 休工 休工

備考

日付 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20

休工状況 休工 天候休工

備考

日付 5/21 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27

休工状況 休工 休工

備考

日付 5/28 5/29 5/30 5/31 6/1 6/2 6/3

休工状況 休工 休工

備考

日付 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10

休工状況 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 休工

備考

日付 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17

休工状況 振替休工 休工

備考

日付 6/18 6/19 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24

休工状況 休工

備考

日付 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1

休工状況 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

備考 施工完了

1

58 18 8.5 7.5

※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。

÷ 58 ＝ 31.0% ⇒

■経費補正

18

■成績評定

7.5 ÷ 8.5 ＝ 88.2% ⇒

※評価対象の内、最終契約金額1千万円以上の工事は週休2日制工事取組証を発行

木日 月月 火 金 土 備考

計　画

休日取得率（経費補正） 完全週休2日取得率

27 11

非対象期間 － － － －

27 1 1

7 4 1 1

27 1 1

7 2 1 0

2 1 0.5 0.5

27 11

- - -

休日（祝日）休工
（日数×0.5週＝土日休工週間数）

27 1 1

17 1 0

計

4週8休以上

評価対象

非対象期間 -
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【（14）その他 】 

その他、設計図書で施工計画書に明記又は記載するよう指定されているもの及び監督員の指示

事項を記述する。 

例として、創意工夫・社会性等に関する実施状況がある。 
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８．施工体制台帳・施工体系図(記載例は p.2－73、2－76へ) 
 

(１) 請負者は、施工体制台帳及び施工体系図を所定の様式（参考）により作成し提出する。なお、

以下の添付書類については提示を求められた場合は速やかに応じなければならない。 

  ・ 愛知県と元請業者との契約書の写し 

  ・ 下請契約書の写し 

  ・ 主任技術者の資格を証する書面又は監理技術者資格者証の写し 

  ・ 主任技術者又は監理技術者の雇用を証する書面 

  ・ 監理技術者補佐（配置する場合）の資格及び雇用を証する書面 

  ・ 専門技術者（配置が必要な場合）の資格及び雇用を証する書面 

  ・ 二次以下の下請負がある場合は、再下請負人との契約書の写し 

(２) 建設業法第 24条の 8、標準仕様書第１編 1－1－12 

(３) 工事着手までに写しを提出（変更が生じた場合は、その都度提出） 

施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・提出する。なお、施工体系図提出毎の

施工計画書の変更は必要ない。 

(４) 現場への掲示等 

(ｱ) 施工体制台帳 工事現場に備える。 

(ｲ) 施工体系図 工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所にも掲示する。ただ

し、１箇所で２つの目的が達成できれば、１箇所の掲示でよい。 

注意事項 

(１) 施工体制台帳及び施工体系図の作成条件 

 → 建設工事を施工するために下請負契約を締結した場合。（建設業法第 24条の８、公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 15条） 

(２) 施工体制台帳に記載すべき内容 

① 建設業法第 24条の 8第１項及び建設業法施行規則第 14条の２に掲げる事項 

② 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者（該当する工事のみ。詳しくは、

第２章 6．6-2施工計画書の作成例(3)安全管理 p.2－48へ） 

(３) 詳しくは、第 6章 6-6施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)  
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を
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、
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、
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．
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術

者

安
全

衛
生

責
任

者

工
期

構 内 電 気 設 備 ・ 照 明 設 備 　 工 事

　
自

　
　

令
和

　
2
年

　
 
　

4
月

　
 
 
 
5
日

　
至

　
　

令
和

　
3
年

　
 
　

3
月

　
 
 
1
4
日

担
当

工
事

内
　

　
　

容

主
任

技
術

者

　
工

期

安
全

衛
生

責
任

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

　
工

期

副
  

  
会

  
  

長

発
注

者
名

工
事

名
称

元
請

名
・

事
業

者
ID

監
督

員
名

監
理

技
術

者
名

主
任

技
術

者
名

会
  

  
  

  
  

長

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

令
和

 2
年

 4
月

 1
1
日

 ～
 3

年
 3

月
 1

日

会
社

名
・

事
業

者
ID

工 事

　
工

期
令

和
 2

年
 4

月
 1

2
日

 ～
 2

年
 1

2
月

 1
0
日

専
門

技
術

者

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

特
定

専
門

工
事

の
該

当

許
可

番
号

専
門

技
術

者

　
工

期
令

和
 2

年
 4

月
 2

3
日

 ～
 2

年
 1

2
月

 1
日

工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当

代
表

者
名

許
可

番
号

専
門

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

監
理

技
術

者
補

佐
名

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

専
門

技
術

者
名

専
門

技
術

者
名

年
月

日
～

年
月

日

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

専
門

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

年
月

日
～

年
月

日

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

工 事

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

一
般

/
特

定
の

別

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

主
任

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

　
工

期
令

和
 2

年
 4

月
 2

3
日

 ～
 2

年
 1

0
月

 1
0
日

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

特
定

専
門

工
事

の
該

当

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

担
当

工
事

内
　

　
　

容

　
工

期
令

和
 2

年
 5

月
 2

日
 ～

 2
年

 8
月

 1
日

工 事

担
当

工
事

内
　

　
　

容

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

特
定

専
門

工
事

の
該

当

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

主
任

技
術

者

　
工

期

一
般

/
特

定
の

別

作
成

建
設

業
者

が
置

い
た

監
理

(主
任

)技
術

者
の

氏
名

作
成

建
設

業
者

の
商

号
名

称

作
成

建
設

業
者

が
専

門
技

術
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

作
成

建
設

業
者

が
監

理
技

術
者

補
佐

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

一
次

下
請

を
監

督
す

る
た

め
に

作
成

建
設

業
者

が
監

督
員

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

作
成

建
設

業
者

が
統

括
安

全
衛

生
責

任
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

注
意

１
．

色
付

き
部

分
は

建
設

業
法

で
定

め
ら

れ
た

記
載

事
項

で
す
。

２
．

説
明

書
き

の
後

に
＊

印
が

あ
る

部
分

は
置

か
な

い
場

合
も

あ
る

の
で

、
そ

の
と

き
は

記
載

不
要

で
す

。
３

．
下
請

負
人
が

建
設
業

の
許
可

を
受
け

て
い
な

い
場
合

は
下

請
負

人
に

関
す

る
「

主
任

技
術

者
」

「
専

門
技

術
者

」
に

か
か

る
部

分
は

記
載

不
要

で
す

。

コ ン ク リ ー ト 工 ・ 足 場 等 仮 設 工 ・

鉄 筋 工 ・ 型 枠 工

鉄 筋 設 置 時 の 重 量 物 の 揚 重

運 搬 配 置

作
成

建
設

業
者

が
発

注
者

と
締

結
し

た
契

約
書

に
記

載
さ

れ
た

工
期

作
成

建
設

業
者

が
元

方
安

全
衛

生
管

理
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

下
請

負
人

の
商

号
名

称

下
請

負
人

の
代

表
者

の
氏

名 下
請

負
人

の
建

設
業

許
可

番
号

（
＊

）

下
請

負
人

が
安

全
衛

生
責

任
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

下
請

負
人

が
置

い
た

主
任

技
術

者
の

氏
名

及
び

特
定

専
門

工
事

の
該

当
の

有
無 （
＊

）

下
請

負
人

が
専

門
技

術
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

及
び

担
当

す
る

工
事

の
具

体
的

内
容

（
＊

）

下
請

負
人

が
請

負
っ

た
建

設
工

事
の

契
約

書
に

記
載

さ
れ

た
工

期
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第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－77 

９．建設業退職金制度 

 
建設業退職金制度（以下、建退協）への加入が必要な場合、同制度に請負者は加入する。対象と

なる労働者の数と日数を把握し、証紙を必要枚数購入する。 

建退協に加入した場合、請負者は監督員へ掛金収納書を提出しなければならない。ただし、自社及

び下請負会社全ての作業員に対しての退職金制度がある場合は必要ない。 

 

 (１) 掛金収納書：請負者から監督員へ提出 

 (２) 建設業退職金共済証紙貼り付け状況報告書等、配布枚数が確認できる書類（受け払い簿等）：

監督員から請求があった場合、提示 

(３) 標準仕様書第１編 1－1－49 

 (４) 契約後１ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、契約後 40日以内）に提出 

（例外措置あり。詳しくは以下の注意事項を参照のこと） 

(５) 工事完成時、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、監督員に提示 

 

 

注意事項 

 (１) 建設業退職金制度に加入している場合、標識を掲示する。 

  → 様式は、建退協支部で交付を受ける。 

 (２) 掛金収納書を契約締結後１ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、契約後 40 日以

内）に提出できない場合は？ 

  → 提出できない理由（作業員の数が確定しない等）、提出が可能となる時期を書面にして監督

員へ提出。様式は請負者の任意。また、社印等は必要無い。 

 (３) 他工事で余っている証紙を活用したい場合は？ 

  → 愛知県が発注した他工事において、購入した証紙であれば使用を認める。ただし、その場合

は、残数、愛知県が発注した他工事により購入したことが明らかでなければならない。監督員

が確認し、使用を認める。 

    また、新たに購入した証紙での掛金収納書を提出する場合、他工事で購入した枚数を書面に

して提出する。 

   例：購入した工事での掛金収納書（購入した枚数）と、貼り付け状況報告書（使用した枚数）

を請負者に提示してもらう。（購入した枚数―使用した枚数で、余っている枚数が分かる。） 
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第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－78 

１０．工事打合簿(記載例は p.2－79へ) 
 

 (１) 請負者発議及び発注者発議（監督員）がある。 

 (２) 各通知内容により、根拠は異なる。 

 (３) 必要が生じた場合、その都度提出。 

 

注意事項 

 ※様式にあて名（愛知県知事・○○所長等）があるものについては、工事打合簿は必要としない。

（例：現場代理人等通知書・請負代金内訳書・完了届・請求書等） 

※情報共有システムの対象である場合、運用にあたっては「愛知県情報共有運用ガイドライン」に

基づき実施すること。（段階確認報告書、施工状況把握報告書及び材料確認書の最終報告に工事打

合簿は必要としない。） 

※発注者、請負者間において、承諾された結果の確認に対する処理は、「受理」にチェックを入れる。 

※請負者は発議する協議又は承諾の回答について、回答希望日を監督員へ報告し、監督員は回答

希望日までに回答するよう対応する。ただし、回答希望日までに回答が困難な場合は、請負者と

工程に与える影響を打ち合わせるとともに回答予定日を請負者に連絡する。 
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第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－79 

１０－１．施工計画書の提出 

作成根拠 標準仕様書 第 1編 1-1-6 

提出時期 工事着手前 

提出部数 2部 (処理･回答後、双方が各 1部保管) 

情報共有システムを使用する場合は、別途紙に出力して

提出しないものとする。  

 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 □発注者  ■請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出 

□その他（                            ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事 

請負者名：△△△△建設株式会社 

（内容） 

施工計画書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（希望回答日 令和△△年△月○○日） 

添付図    葉、その他添付図書 施工計画書     

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（      ） 

   

 

 

  

令和  年  月  日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 

      

 

発議者以外の処理・回答に対し、 

回答が必要な場合に記載する。 

それ以外は、見え消し等をする。 
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第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－80 

１０－２ 工事材料の品質規格に関する資料(製品ｶﾀﾛｸﾞ等)の提出 

作成根拠 標準仕様書 第 2編 第 1章 第 2節 第 1項 

提出時期 工事材料の使用前 

提出部数 2 部 (処理･回答後、双方が各 1部保管) 

情報共有システムを使用する場合は、別途紙に出力して

提出しないものとする。 

 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 □発注者  ■請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出 

□その他（                            ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事 

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

 工事材料の品質規格に関する資料(製品ｶﾀﾛｸﾞ等)を提出します。 

  １ 材 料 名 △△△△△△ 

  ２ 使用工種 △△△△△△ 

 

 

 

 

 

 

 

添付図    葉、その他添付図書  製品カタログ等   

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（      ） 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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2－81 

１０－３．労働安全衛生法第 30 条第 2項の規定に基づく指名 
作成根拠 標準仕様書 第 1編 1-1-33 第 17項 

提出時期 2以上の請負者が一の場所で作業する前 

提出部数 2部 (処理･回答後、双方が各 1部保管) 

情報共有システムを使用する場合は、別途紙に出力して

提出しないものとする。 

 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 ■発注者  □請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出 

□その他（                            ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事 

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

労働安全衛生法第30条第１項に規定する措置を講じる者として、同条第２項の規定に基づき、 

下記の請負者を指名します。 

                 記 

ＡＡ建設株式会社（工事名 ａａａａ工事） 

（通知先一覧）   

   ＡＡ建設株式会社（工事名 ａａａａ工事） 

   ＢＢ建設株式会社（工事名 ｂｂｂｂ工事） 

   ＣＣ建設株式会社（工事名 ｃｃｃｃ工事） 

 

添付図    葉、その他添付図書         ） 

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

 

令和  年  月  日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・■受理 します。 

□その他（      ） 

 

 

 

令和△△年△△月○○日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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2－82 

１０－４－１．「軽微な変更等」の設計変更を行う場合の概算金額の通知 

作成根拠 平成 28 年 3 月 18 日付け 27 建企第 540 号「軽微な変更等」

を通知する際の概算変更金額通知について（通知） 

提出時期 設計変更通知書の通知と同時期 

提出部数 2部 (処理･回答後、双方が各 1部保管)  

情報共有システムを使用する場合は、別途紙に出力して提出

しないものとする。 

 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 ■発注者  □請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
■指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出 

□その他（                            ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事 

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

１．愛知県公共工事請負契約約款第19条第4項(第20条)により、別紙のとおり設計図書の 

 変更を指示する。 

  設計変更内容（別紙に示す仕様書・図面等による） 

２．本設計変更に関わる請負代金の変更概算金額（及び延長必要日数）については以下の 

 とおり協議する。 

  なお、この変更概算金額（及び延長必要日数）については、変更契約額を拘束するも 

 のではなく、後日の変更契約に係る参考値として位置付けるものである。よって、本協        

 議に関する契約変更については、愛知県公共工事請負契約約款第(24 条)25条により、後 

 日変更契約協議を行う予定である。 

  概算金額   約 △△百万円増の見込み 

延長必要日数 約 △日増の見込み 

 

 

添付図    葉、その他添付図書          

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

令和  年  月  日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・■受理 します。 

□その他（      ） 

 

 

 

令和△△年△△月○○日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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１０－４－２．「軽微な変更等」の設計変更を行う場合の概算金額の通知 

作成根拠 平成 28 年 3 月 18 日付け 27 建企第 540 号「軽微な変更等」

を通知する際の概算変更金額通知について（通知） 

提出時期 設計変更通知書の通知と同時期 

提出部数 2部 (処理･回答後、双方が各 1部保管)  

情報共有システムを使用する場合は、別途紙に出力して提出

しないものとする。 

 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 □発注者  ■請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出 

□その他（                            ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事 

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

交通整理員の追加について 

  

  標記について、追加特記仕様書第△△条に基づき、別紙のとおり協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

添付図    葉、その他添付図書          

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について ■指示・□承諾・■協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

1.愛知県公共工事請負契約約款第 19 条により、別紙のとおり設計図書の変更を行うように指示する 

2.本設計変更に関わる請負代金額の変更概算金額(及び延期必要日数)については別紙のとおり協議する 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（      ） 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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１０－５．履行報告 
作成根拠 標準仕様書 第 1編 1-1-30 

提出時期 毎月５日までに報告 

提出部数 2部 (処理･回答後、双方が各 1部保管)  

情報共有システムを使用する場合は、別途紙

に出力して提出しないものとする。 

 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 □発注者  ■請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出 

□その他（                            ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事 

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

 令和〇〇年〇月の履行状況 

   予定：〇〇．〇％ 

   実施：△△．△％ 

  

  

 

 

 

添付図    葉、その他添付図書          

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（      ） 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 

      

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.103



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－85 

１０－６．休日又は夜間作業届けの通知（現道上の工事） 
作成根拠 標準仕様書 第 1編 1-1-44 

提出時期 休日(又は夜間)作業の前日まで 

提出部数 2部 (処理･回答後、双方が各 1部保管)  

情報共有システムを使用する場合は、別途紙

に出力して提出しないものとする。 

 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 □発注者  ■請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出 

□その他（                            ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事 

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

 休日(又は夜間)作業を次のとおり実施したいので、理由を付して通知します。 

 １ 作業日・作業時間 ○○年○○月○○日(○曜日)  午前○:○○～午後○:○○ 

 ２ 作 業 内 容  ○○○○○○ 

 ３ 休日(又は夜間)作業現場責任者 ○○○○○○ (電話○○○○○○)  

 ４ 理     由  ○○○○○○ 

 

 

 

添付図    葉、その他添付図書          

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（      ） 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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１０－７．工期変更の事前協議 
作成根拠 標準仕様書 第 1編 1-1-17 

提出時期 工期変更事由が生じた日から 7日以内 

提出部数 2部 (処理･回答後、双方が各 1部保管)  

情報共有システムを使用する場合は、別途紙

に出力して提出しないものとする。 

 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 ■発注者  □請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出 

□その他（                            ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事 

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

○○○は、約款第24条の工期変更協議の対象であることを確認したので、工期変更協議の開始 

 日を、○○年○○月○日とすることを通知します。 

 よって、協議開始日までに、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添 

 付の上、監督員と協議して下さい。 

 

 

 

 

添付図    葉、その他添付図書          

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

 

令和  年  月  日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・■受理 します。 

□その他（      ） 

 

 

 

令和△△年△△月○○日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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１０－８．工事打合簿等一覧表（参考） 
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１１．材料確認 
 

材料確認は、標準仕様書第２編 第１章第２節 工事材料の品質に基づき行う。 

材料確認は、以下の手順によって行う。 

(１) 事前に、工事材料の品質規格に関する資料（製品カタログ等）を工事打合簿に添付して、

請負者が監督員へ提出する。 

 以下は、二通りの方法に分かれる。 

 

(ｱ) 材料確認書の提出を求められている材料について（監督員の確認を受けて使用すべきものと

指定された工事材料）（記載例は p.2－92へ） 

(２) 材料確認書により監督員の確認が必要な材料について、施工計画書の主要資材の計画表に

記載する。監督員は、一部の材料かサンプルと品質規格証明書等をもとに、指定された材料

の品質と規格が発注者の要求するものに適合しているかの確認を行う。 

 

(ｲ) (ｱ)以外の材料 

(２) 工事材料の品質を証明する資料（試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明

書）及び、設計図書において試験を行うこととしている工事材料の試験結果を、監督員または

検査員から請求があった場合、請負者は提示する。これらの書類は、工事完了時に提出する。 

なお、設計図書において見本または、品質を証明する資料を監督員に提出しなければなら

ないと指定された工事材料については、工事材料を使用するまでにこれを提出しなければな

らない。 

 

 いずれの場合も、材料確認はなるべく監督員が臨場して行うこと。 

 図 11－1に、材料確認の流れを示したので、参照されたい。 
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図 11-1 書類のやりとり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 1)      内の数字は、標準仕様書第 2 編第 1 章第 2 節の項を示す。 

注 2) 指定材料の確認は、発注者が求める品質規格と、請負者が設計図書から解釈される材料の品質規格の照合

を図る行為である。このため確認は、一部の材料かサンプルと品質規格証明書等をもとに、指定された材料

の品質と規格が、発注者が要求するものに適合しているかを確かめる。ただし、設計図書で全数確認が指定

されている場合は、全ての材料を確認する。 

注 3) 標準仕様書において試験を行うこととしている主な工事材料は表 11-1 のとおり。 

［材料確認書］ 

第 10項他 外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料 
 

(設計図書において監督員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料) 

監

督

員 
 

現

場

代

理

人

等  

受理 

(提示) 

(請求) 

工事完了時に提出 

第２項 工事材料の品質を証明する資料 

第４項 設計図書において試験を行うことと

している工事材料の試験結果 注３） 

施工計画

書の主要

資材計画

表を元に

作成し保

管する 

注１）            ［工事打合簿］ 

第１項工事材料の品質規格に関する資料(製品ｶﾀﾛｸﾞ資料等) 
事前に

提出 

工事完了時に提出 

確認 注２） のうえ確認日、

方法を記入 

 

［材料確認書］ 

［材料確認書］ 

第２項 第４項 同 上 

第５項見本または、工事材料の品質を証明する資料 
事前に

提出 

確認 
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表 11-1 試験を行うこととしている主な工事材料について 
標準仕様書において試験を行う

こととしている主な工事材料 
試験内容 

公的機関等

での試験 
摘  要 

鋼  板 

（JISマーク表示品以外かつミルシート

照合不可な主部材） 

機械試験 ― 

第 4 編第 4 章水門 4-3-2 材料 

第 4 編第 5 章 堰 5-3-2 材料 

第 6 編第 1 章砂防堰堤 1-3-2材料 

第 7 編第 4 章鋼橋上部 4-3-2材料 

第 7 編第 8 章鋼製シェッド 8-3-2 材料 

第 7 編第 15 章道路修繕 15-3-2 材料 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 

(JIS ﾏｰｸ表示品以外) 

機械試験 

(引張試験) 
要 第 2 編第 1 章第 2 節工事材料の品質 第 7 項 

ポストテンションの 

PC 鋼線・PC 鋼棒 

(JIS ﾏｰｸ表示品以外) 

機械試験 

(引張試験) 
要 第 2 編第 1 章第 2 節工事材料の品質 第 8 項 

ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品 

(あいくる材を除いた JIS ﾏｰｸ 

表示品以外) 

性能試験 

(曲げ試験等) 
― 

第 2 編第 1 章第 2 節工事材料の品質 第 9 項 

(使用量が「一定量」※未満、かつ、特記仕様書に

性能試験が明示されていない場合は省略可) 

レディーミクスト 

コンクリート 

強度試験 

(σ7、σ28) 
要(σ28) 

第 3 編 2-3-2 工場の選定 第 4項 

品質管理基準及び規格値 p148 

フレア溶接継手の 

施工前試験 

機械試験 

(引張試験) 
要 

土木学会 鉄筋定着・継手指針（令和 2 年 3 月）

p145 

｢品質管理基準及び規格値｣にお

いて種別「材料」に関する試験

を行うこととしている工事材料 

｢品質管理基準

及び規格値｣に

よる 

同 左 
｢品質管理基準及び規格値｣の｢試験成績表等によ

る確認｣に該当する試験項目を除く 

※｢一定量｣は、ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品(JIS ﾏｰｸ表示品以外)に類似する JIS ﾏｰｸ表示品の検査ロットの大きさの 1/3 の数量

とし、その数量は次表を参照。 

 

表 11-2 JIS 製品の検査ロット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査ロット
の大きさ

摘　　　要

暗きょ類 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 300本 JISA5371附属書A推奨仕様A-1 100本
平板 2000個 JISA5371附属書B推奨仕様B-1 660個
境界ﾌﾞﾛｯｸ 1000個 　同　　　上　 推奨仕様B-2 330個
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 50000個 　同　　　上　 推奨仕様B-3 16000個

路面排水溝類 Ｌ型側溝 1000個 JISA5371附属書C推奨仕様C-1 330個
積みﾌﾞﾛｯｸ 1000個 JISA5371附属書D推奨仕様D-1 330個
大型積みﾌﾞﾛｯｸ 500個 　同　　　上　 推奨仕様D-2 160個

くい類 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄくい 3000本 JISA5372附属書A推奨仕様A-1 1000本
大型積みﾌﾞﾛｯｸ 500個 JISA5372附属書B推奨仕様B-1 160個
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板 1000枚 　同　　　上　 推奨仕様B-2 330枚
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 300本 JISA5372附属書C推奨仕様C-1 100本
組合せ暗きょﾌﾞﾛｯｸ 1000個 　同　　　上　 推奨仕様C-3 330個
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 100本 　同　　　上　 推奨仕様C-4 33本

ﾏﾝﾎｰﾙ類 ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 300個 JISA5372附属書D推奨仕様D-1 100個
Ｕ型側溝 1000個 JISA5372附属書E推奨仕様E-1 330個
上ぶた式Ｕ型側溝 1000個 　同　　　上　 推奨仕様E-2 330個
落ちふた式Ｕ型側溝 1000個 　同　　　上　 推奨仕様E-3 330個
Ｌ型側溝 1000個 　同　　　上　 推奨仕様E-4 330個
フリューム 500個 JISA5372附属書F推奨仕様F-1 160個
組立土留め 1000個 　同　　　上　 推奨仕様F-2 330個

共同溝類 ケーブルトラフ 1000個 JISA5372附属書G推奨仕様G-1 330個
ポール類 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 3000本 JISA5373附属書A推奨仕様A-1 1000本

道路橋用橋げた 400本 JISA5373附属書B推奨仕様B-1 130本
合成床版用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ板 20製造ﾗｲﾝ 　同　　　上　 推奨仕様B-3 6製造ﾗｲﾝ
道路橋用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版 400枚 　同　　　上　 推奨仕様B-4 130枚

擁壁類 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ矢板 1000枚 JISA5373附属書C推奨仕様C-1 330枚
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管 50本 JISA5373附属書D推奨仕様D-1 16本
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 100本 　同　　　上　 推奨仕様D-2 33本

くい類 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄくい 3000本 JISA5373附属書E推奨仕様E-1 1000本

路面排水溝類

舗装・境界ﾌﾞﾛｯｸ類

ﾌﾞﾛｯｸ式擁壁類

擁壁類

暗渠類

ＪＩＳ製品の検査ロットの大きさ ＪＩＳ製品の検
査ロットの大き
さの1/3の数量プレキャストコンクリート製品の種類

用排水路類

暗きょ類

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ無筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾟﾚｽ
ﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
製品

橋りょう類
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図 11-2 公的機関等での材料試験 

 
注) 公的機関等は、第 6 章 6-38 公的機関等一覧表を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 11-3 供試体検印証の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請 負 者 

発 注 者 

公的機関等 注) 

試験成績書 

(公的機関等毎の様式) 

 

試験成績書 

（公的機関等の様式）  

試験依頼書(公的機関等毎の様式) 

供試体検印証を写真撮影し試験依頼書の

記載内容を確認 

 

供試体に供試体検印証を貼付 

 

供試体検印証の記載例

発注機関 尾張建設建設一課 発注機関 尾張建設建設一課

施工者 尾張建設（株） 施工者 尾張建設（株）

工事名 道路改良工事 工事名 道路改良工事

部位 ボックスカルバート底版 部位 橋台･橋脚

規格 24-8-25 ＢＢ 規格 SD345　D25

採取日　 平成17年3月10日 採取日　 平成17年2月28日

検印証の使用例
１）記載事項
 ①施工者 略称でもよい (例)○○JV
 ②工事名 略称でもよい (例)道路改良(○号工）
 ③部位 採取したロット等 (例)A1橋台ﾌｰﾁﾝｸﾞ
 ④監督員

 検印証の記入用具は、黒の油性ボールペン又は細字油性マジック
 押印又は上記のペンによる署名

２）コンクリート供試体に入れるときの注意
 ①供試体１体につき1枚の検印証を供試体の上面下約2～3cmの側面に入れる。
 ②検印証の表面(記載面）に十分グリスを塗り付け、供試体型枠に手で押して貼り付ける。

３）鉄筋供試体に貼り付ける時の注意
 ①供試体１片につき1枚の検印証を鉄筋供試体に貼り付ける。

採取に臨場した発注者又は請負者の印又は記名（記名とは氏又は名を記す
だけでよい）

コンクリート検印 鉄筋等検印

監督員

愛知県建設局検印証

愛

知

監督員

愛

知

愛知県建設局検印証
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材  料  確  認  書 
 

 

備考）１設計図書において監督員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料を対象とし、確認結果

が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2確認方法欄は、監督員は「臨場」・「机上」、施工管理業務により確認した場合は「施工管理」と記入する。 

3工事完了後、記載内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

 

上記について、実施しました。 

 

専任監督員                

 

 

工 事 名 ○○○○工事 

路線等の名称 ○○○○線 

工 事 場 所 ○○市○○町○○地内 

材料名 品質規格 単位 搬入数量 
確  認  欄 

備考 
確認年月日 確認方法 合格数量 

残存型枠 

B1200 
H600 
t30 

枚 30 2023/7/22 臨場 30 
工場品質

証明書 

同 上 

B600 
H600 
t30 

枚 20 2023/8/26 臨場 20 同 上 

……… …… … …… …… …… …… ……… 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

作成根拠 標準仕様書第 2編第 1章第 2節第 10項他 

提出時期 指定材料の使用前 

提出部数 １部 
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１２．段階確認報告書、施工状況把握報告書（記載例は、p.2－94へ） 
 

 (１) 請負者から監督員へ提出 

 (２) 標準仕様書第１編 1－1－22 

 (３) 当該工種施工前までに提出 

 

 注意事項 

（１） 段階確認、施工状況把握の違いは？ 

  → どちらも施工状況を監督員が把握する行為。だが、段階確認は請負者の臨場を必要とする。 

(２) あらかじめ段階確認の項目を把握しておく（標準仕様書第１編1－1－22及び第３章3－3(2)

段階確認及び施工状況把握 p.3－20を参照） 

  → 施工計画書に記載された、段階確認一覧表、施工状況把握一覧表等で確認。（記載例は、

第２章 2－2 7.施工計画書(6)(ｳ)p.2－58を参照。） 

 (３) 段階確認を監督員が臨場し実施した場合は、該当箇所の出来形管理写真を省略することとし

ている。（写真管理基準ｐ2参照） 

  (４) 段階確認報告書に添付する資料は、請負者が作成する出来形管理資料に、監督員等が確認し

た実測値を書き加えたものとする。 

（５） 段階確認の流れは、図 12-1のとおり。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 12-1 段階確認の流れ 

 

現 
 

場 
 

代 
 

理 
 

人 
 

等 

段階確認報告書を保管 

実施日を通知の 

うえ段階確認 

 

施工計画書

に添付 
［段階確認報告書］ 

(種別、細別、施工予定時期等) 

臨場による段階確認 

臨場し､施工管理記録を提示 

机上による段階確認  

施工管理記録、写真を提示 

工事完了時に提出 ［段階確認報告書］ 

［段階確認報告書］ 

記載内容確認し、 

記名 

 

監

 
 

 
 

督

 
 

 
 

員 
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段階確認報告書 
 

 

 

 

 

 

 

備考) 1 段階確認が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2 段階確認において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。 

3 確認方法欄は、監督員は｢臨場｣・｢机上｣、工事監督支援業務により確認した場合は｢施工管理｣と記入する。 

4 ｢臨場｣確認の立会状況写真は、工事完了写真としての提出のみとし、本書への添付は必要ない。 

5 ｢机上｣確認については、メールによる提出も可とする。 

6 工事完了後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

 

 

上記について、実施しました。 

 

専任監督員                

 

工 事 名 ○○○○工事 

路線等の名称 ○○○○線 

工 事 場 所 ○○市○○町○○地内 

種  別 細 別 項  目 実施予定時期 確認方法 
(臨場・机上、施工管理) 

実施年月日 

A1橋台 

場所打杭工 
オールケーシ

ング杭 
掘削長､支持地盤 

杭番号①,② 

掘削完了時 

８月頃 
臨場 2023/8/26 

〃 〃 
〃 

杭番号③,④ 

掘削完了時 

８月頃 
  

〃 〃 
〃 

杭番号⑤,⑥ 

掘削完了時 

８月頃 
  

〃 〃 
使用材料、設計図書

との対比 

杭番号①,②,③ 

鉄筋組立完了時

８月頃 
臨場 2023/8/26 

〃 〃 
〃 

杭番号④,⑤,⑥ 
鉄筋組立完了時

８月頃 
  

〃 〃 
基準高さ、偏心量、

杭径、杭頭処理状況 

杭番号①②③④⑤⑥ 

施工完了時 

杭頭処理完了時 

９月頃 
  

A2橋台 

場所打杭工 
……… ……… ……… ……… ……… 
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施工状況把握報告書 
 

 

 

備考) 1 施工状況把握が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2 施工状況把握において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。 

3 確認方法欄は、監督員は｢臨場｣、工事監督支援業務により確認した場合は｢施工管理｣と記入する。 

4 ｢臨場｣確認の立会状況写真は、工事完了写真としての提出のみとし、本書への添付は必要ない。 

5 工事完了後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

 

 

上記について、実施しました。 

 

専任監督員                

 

 

工 事 名 ○○○○工事 

路線等の名称 ○○○○線 

工 事 場 所 ○○市○○町○○地内 

種  別 細 別 項  目 実施予定時期 
確認方法 

(臨場、施工管理) 
実施年月日 

A1橋台 

場所打杭工 

オールケーシ

ング杭 

品質規格､運搬時

間､打設順序､天候､

気温 

杭番号①,② 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 

１０月頃 
施工管理 2023/10/23 

〃 〃 
〃 

杭番号③,④ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 

１０月頃 
臨場 2023/10/25 

〃 〃 
〃 

杭番号⑤,⑥ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 

１０月頃 
  

A2橋台 

場所打杭工 

オールケーシ

ング杭 
〃 

杭番号①,② 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 

１０月頃 
臨場 2023/10/29 

……… ……… ……… ……… ……… ……… 
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１３．休日・夜間作業 

 
 (１) 請負者から監督員に連絡（現道上の工事については通知） 

 (２) 標準仕様書第１編 1－1－44 

 以下、現道上の工事の場合 

 (３) 工事打合簿により施工前までに通知 

 

 注意事項 

 (１) 設計図書（特記仕様書）又は施工計画書にあらかじめ官公庁の休日に作業を行うと記載して

いる場合は、連絡及び通知の必要はない。 

 (２) 記載例は、第２章 2－2 10．工事打合簿（10－6 休日作業届）を参照のこと。 

 

 

１４．履行報告 

 
 (１) 請負者から監督員へ報告 

 (２) 標準仕様書第 1編 1－1－30 

 (３) 毎月５日までに報告。（履行報告）詳しくは、注意事項を参照のこと。 

 (４) 工事打合簿に添付して報告 

 

 注意事項 

 (１) 請負者は、前月までの履行状況を、実施工程表により毎月５日までに報告する。 

 (２) 報告は、工事着手の月から工事完了月の前月まで（例：３月 20日工期の場合、２月末日

までの実施工程表を３月５日までに報告するものが最終） 

 (３) 実施工程表の記事欄には、変更契約及び工程に関わる事項が発生した日に、その内容を記載

する。（例：条件変更確認通知、変更通知書、変更契約、工期延期、工程見直し（20%の差違）） 
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１５．支給品・発生品 

１５－１．支給品受領書 

 (１) 請負者から発注者へ提出 

 (２) 標準仕様書第１編 1－1－19 

 (３) 支給品を受領した時。 

 

１５－２．支給品精算書 

 (１) 請負者から発注者へ提出 

 (２) 標準仕様書第１編 1－1－19 

 (３) 工事完了時に提出。（工事完了前に支給品の精算が可能である場合は、その時点） 

 

１５－３．現場発生品届（現場発生品調書） 

 (１) 請負者から発注者へ提出 

 (２) 標準仕様書第１編 1－1－20 

 (３) 監督員が指定した期日 

 

 注意事項 

 (１) 監督員は、支給材料を用いる場合は設計図書に明記する。 

 (２) 支給品の引き渡し場所、期日は設計図書又は監督員の指示による。 

 (３) 監督員は、引き渡す支給品の状態を把握し、悪い状態で引き渡さない。 

 (４) 設計図書に定められていない現場発生品が発生した場合 

  → 請負者が監督員に通知し、監督員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品届を提

出し、監督員の指定した期日、場所で引き渡す。 

 (５) 監督員は、支給品、現場発生品について、物品（資産）管理を行う担当への報告を行うこと。 
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１６．事故報告 

１６－１．事故発生報告書(記載例は p.2－99へ) 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 標準仕様書第１編 1－1－36

(３) 監督員が指示する期日までに。

(４) 現場写真等の関係資料については、作成でき次第速やかに提出する。

１６－２．事故速報(記載例は p.2－100へ) 

(１) 監督員から本庁事業課へ報告

(２) 標準仕様書第１編 1－1－36

(３) 請負者からの事故報告を受け次第、速やかに提出する。

１６－３．事故報告書(記載例は p.2－101へ) 

(１) 監督員から本庁事業課へ報告

(２) 標準仕様書第１編 1－1－36

(３) 請負者から提出のあった事故発生報告書を添付し、所属長の意見を記入後提出する。

注意事項 

(１) 事故が発生した場合、現場代理人は被災者の救助を最優先とする。また、事故発生の監督

員への通報（電話等）を迅速に行い、状況を把握でき次第、メール等（参考ｐ.2-100）で監

督員へ情報を報告する。その後、事故発生報告書を作成する。

(２) 監督員と現場代理人の連絡方法は、夜間・休日の場合も想定した上、工事着手前にあらか

じめ打ち合わせておくこと。各事務所により連絡手段が異なるので、必ず確認すること。ま

た、監督員は転勤時等に、各事務所での連絡手段を確認しておくこと。
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事 故  発  生  報  告  書 

令和  年  月  日 

愛知県 所長 殿 

請負者 住所 

氏名 

（名称及び代表者氏名） 

下記のとおり事故が発生したので報告します。 

記 

１ 発生年月日 

２ 被害者の氏名、住所 

３ 年令、職業 

４ 工 事 名 

５ 工  期 

６ 請負代金額 

７ 事故の概要 

８ 人身障害、物損の程度 

第一報は、電話等で行う。 

被災者の安全を第一に行動すること！ 
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（様式）

令和　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分受信

から

まで

※事故の原因、経緯、処置等

※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況

・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）

・下請負人等の商号又は名称

・物的被害の場合は、規模、被害額等

・連絡先等

所属担当課等 担当者名 連絡先（内線）

※ ①事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。

事　　故　　速　　報　　（第　　報）

備

考

担

当

備　　考（病院名等）

情報の通報者名 （請負者名、第三者名等）

事

故

の

内

訳

請負者名

氏　　名 年　齢 性　別 職　　種

事

故

の

概

要

②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール等で監督員に本様

式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

令和　 　　年　 　　月　 　　日（ 　）　 　時　 　　分

被害の程度

発信者

事故発生月日

事故発生場所

工事名

工期 契約区分

受信者

天候（温度）

 本　庁　　・　　地方機関

（所属名：　 　　）

【決裁欄】
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別紙様式 

事故報告書 
（○○○○○建設事務所）

事故発生年月日 令和  年  月  日（ ）午前・午後  時  分頃 

工事名 

路線等の名称 

工事場所 

契約者 

契約日・工期 令和 年 月 日契約 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

請負金額 円 

工事の概要 

事故発生場所 

被害者 

氏名 

住所 

職名 

事故の概要 

人身障害・物損の程度 

所属長の意見 

所轄警察署・労働基準監

督署の見解 

事務所担当課・担当名・

内線 

課 内線 

※ 添付書類として、設計書、図面、現場の状況がわかる写真等を添付すること。

例：工事概要資料、事故概要説明資料、事故経過説明資料、被災状況説明資料、施工方法説明資料、 

安全管理状況説明資料、再発防止策説明資料、その他参考資料 

休業日数が分かれば記入するとよい 
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１７．部分使用 

１７－１．部分使用協議書(様式第 65) 

(１) 発注者から請負者へ提出

(２) 標準仕様書第 1編 1－1－28

(３) 部分使用が必要と判断された時点

１７－２．部分使用同意書(様式第 66) 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 標準仕様書第 1編 1－1－28

(３) 部分使用協議書受理後

注意事項 

(１) 請負者は、部分使用に同意した場合、契約約款第 35条及び標準仕様書 1－1－28部分使用に

基づき検査担当者による検査を受けなければならない。

１８．安全管理書類 

 工事中の安全確保は大変重要であるため、施工計画書に記載するとともに関係法令や仕様書により、

十分な安全管理を行う必要があり、その結果を記録したものが安全管理書類となる。 

請負者は、安全管理書類を整理しておき、施工途中に監督員が、もしくは検査時に検査員が安全管

理に関する資料の提示を求めた場合は応じなければならない。（全て提出不要） 

１９．創意工夫 

 創意工夫に関する事項については、具体的な実施内容と方法、及びその効果や目的を施工計画書に

記載し、事前に監督員の確認を受けること。また、施工中に追加して創意工夫を実施する場合につい

ても、事前に監督員の確認を受けることとし、必要事項を報告すること。 

 実施状況の報告は様式のみの報告とし、添付資料は必要により写真１枚程度とする。なお、監督員

が詳細な内容に関する資料等を求めた場合は、提示しなければならない。 
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２０．工事記録 
 
 工事記録は具体的な作業内容について、日報等（任意様式)で記録すること。 

 なお、監督員から請求があった場合には、直ちに提示すること。 

 

２１．交通誘導警備員の配置実績報告 
 
 交通誘導警備員の配置実績の報告を工事完了時に提出する。 

 

２２．大気汚染防止法(参考様式１、参考様式２) 
 
(１) 解体等工事の請負者は石綿使用の有無について事前調査を実施し、発注者へ説明する。 

（参考様式１） 

(２) 事前調査の結果について、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示 

する。（参考様式２） 

 

 ※解体等工事の事前調査の義務付けの詳細については｢大気汚染防止法の一部を改正する

法律に係る対応について（令和３年７月 28 日）｣及び「大気汚染防止法による事前調査

の報告義務化の対応について（令和４年３月８日）」によるものとする。 
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【参考様式１】 

説 明 書

令和 年 月 日 

（発注者） 殿 

（請負者）住    所 

商号又は名称 

代表者氏名 

  大気汚染防止法第１８条の１５第１項の規定により、当該解体等工事の事前調査の結果等に係る

事項について下記のとおり説明します。 

記 

１ 工 事 名 

２ 路線等の名称 

３ 工 事 場 所 

４ 説明内容 （施行規則第16条の7） 

①調査を終了した年月日

②調査の方法

□設計図書による確認

□目視による調査

□分析調査による確認

③事前調査の結果

□ 当該解体等工事が特定工事※１に該当しない

□ 当該解体等工事が特定工事※１に該当する（別添１による）

□ 当該解体等工事が届出対象特定工事※２に該当する（別添２による）

※１特定工事とは、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。

※２届出対象特定工事とは、石綿を多量に発生し、又は飛散させる原因となる吹付け石綿・石綿含有

保温材・断熱材・耐火被覆材の除去、封じ込め又は囲い込みを行う建設工事 

［担当者名・連絡先等］ 

１ 担 当 者 氏 名 

２ 会社名、部・課名 

３ 電 話 番 号 
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【別添１】 

当該解体等工事が特定工事に該当する場合の説明内容 

①特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の 

種類並びにその使用箇所及び使用面積 

②特定粉じん排出等作業の種類 

③特定粉じん排出等作業の実施の期間 

④特定粉じん排出等作業の方法 

⑤特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 

⑥特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

 

【別添２】 
当該解体等工事が届出対象特定工事に該当する場合の説明内容 

①特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の 

種類並びにその使用箇所及び使用面積 

②特定粉じん排出等作業の種類 

③特定粉じん排出等作業の実施の期間 

④特定粉じん排出等作業の方法 

⑤④に掲げる特定粉じん排出等作業の方法が第18条の19各号に掲げる措置を 

当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由 

⑥特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 

⑦特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 

⑧特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

⑨下請負人が特定粉じん排出作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者 

の氏名及び連絡場所 

 

法 18 条の 15

第 1 項 

二 イ～ニ 

規則 16条の 8 

(10 条の 4 

第 2 項) 

法 18 条の 15 

第 1 項 

二 イ～ニ 

三 ロ 

規則16条の7 

(10 条の 4 

第 2 項 

一～四) 
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【参考様式２】 
 

大気汚染防止法第18条の15第1項による事前調査結果について 
 

大気汚染防止法第18条の15第1項による事前調査結果を同法同条第5項の規定により

掲示します。(施行規則第16条の10) 

  

                 （請負者）住   所： 

                      名   称： 

                      代表者氏名： 

  

  １．事前調査を行った者 

 

  ２．事前調査を終了した年月日 

 

  ３．事前調査の方法 

 

  ４．事前調査の結果 

    □当該解体等工事が特定工事に該当する 

（特定建築材料の種類：                        ） 

□ 当該解体等工事が届出対象特定工事に該当する 

（特定建築材料の種類：                        ） 

    □当該解体等工事が特定工事に該当しない 

 

用紙サイズ ： JIS A 列３番の用紙に相当する、長さ４２．０センチメートル、幅２９．７センチメートル以上又は

長さ２９．７センチメートル、幅４２．０センチメートル以上 

(施行規則第 16 条の 9) 

文字の大きさに規定はないが、公衆に見やすいように配慮すること 
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２３．工事完了届(様式第 78) 

 
 (１) 請負者から発注者へ提出 

 (２) 契約約款第 33条、標準仕様書第 1編 1－1－25 

 (３) 注意事項を参照のこと。 

 

 注意事項 

 (１) 工事完了届を提出する時は、次に掲げる要件をすべて満たしていることが条件となる。 

  → ① 設計図書（追加、変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成していること。 

    ② 監督員の請求した改造が完了していること。 

    ③ 設計図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料

の整備が全て完了していること。 

    ④ 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結している

こと。 

 (２) 完了届後、検査を受け、引き渡しとなる。検査の流れについては、第４章検査関係 p.4

－1を参照のこと。 
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様式第 78 

 

完    了    届 
年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県   所長］ 

 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名 

名 称 及 び 

代表者氏名          

 

 
  下記のとおり完了しました。 

  なお、検査の結果、合格のときは、工事目的物を引き渡します。 

 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

契 約 締 結 年 月 日 年  月  日 

請 負 代 金 額 金         円 

工 期 
着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

完 了 年 月 日 年  月  日 

 

備考 委託業務の場合は、「請負者」を「受注者」に、「工事名」を「委託業務名」に、「工事
場所」を「納入場所」に、「請負代金額」を「業務委託料」に、「工期」を「履行期間」
とし、なお書きを削除する。 

 

契約変更した場合は、

変更後の金額を記入。 

工事が完了した年月日を記入。 
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２４．請求書(様式第 92、93) 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 契約約款第 34条

(３) 注意事項を参照のこと。

注意事項 

(１) 「一般会計」はインボイス対応不要。

一般会計にかかる事業は、消費税法上、課税標準額に対する消費税額と仕入控除税額を同額

とみなす特例が認められているため、消費税の申告義務が免除されている(消費税法第 60 条

第 6 項)。また、適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除される

ため、一般会計についてはインボイスの対応は不要。 

(２) 課税対象となる「地方公営企業会計」及び「特別会計」へ請求する場合は次項を参考にイン

ボイス制度対応の適格請求書を提出すること。
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参考 建設リサイクル法関係書類 
 

１．説明書 
 説明書は、落札決定後、特約事項、別表を添付して発注者へ提出する。説明書の記載例

は、p.2－115のとおり。具体的な注意事項、契約後の事務の流れは、第 6章 6-24 公共工

事に係る建設リサイクル法事務取扱要領を参照のこと。 

 

 これらの書類は、建設リサイクル法により提出が義務づけられている。 

 

（１）添付様式 別表３ 分別解体等の計画等 

（２）添付様式 様式３ 特記事項 

 

注意事項 

（１）発注者は、建設リサイクル法の対象工事である場合、特記仕様書にその旨を明示し

ておく。 

（２）監督員は、説明書を受け取った後、記載内容（特記事項、別表３を含めて）を確認

する。 

（３）説明書の記載内容（特記事項、別表 3 を含めて）確認後、契約担当課へ提出する。 

（４）契約担当課は、特記事項を契約書に添付し、契約を締結する。 
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説 明 書 
令和 ２年 １０月 １４日 

 

愛知県○○建設事務所長  殿 

 

 

住        所 愛知県△△市□□町９－９９ 

商号又は名称 株式会社 ××建設 

代 表 者 氏 名 代表取締役社長 ×× 太郎 

 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により、対象建設工事の

分別解体等の計画等に係る事項について説明します。 

 

 

記 

 

１ 工 事 名             中小河川改良工事 

２ 路線等の名称 一級河川 ○○川 

３ 工 事 場 所             愛知県△△市××町地内 

４ 工    期 工事着手予定日   △△年 △△月 △△日 

工事完了予定日   △△年 △△月 △△日 

※実際に現場に着手する日及び工事が完了する日を記載すること 

５ 添付資料 

 

① 別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

□ 別表１（建築物に係る解体工事） 

□ 別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

■ 別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

② 特記事項（様式１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

□ 様式１（建築物に係る解体工事） 

□ 様式２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

■ 様式３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

③ その他（添付する場合） 

□ （          ） 

 

［担当者名・連絡先等］ 

１ 担当者氏名               ×× 一郎 

２ 会社名、部・課名 ××建設事業部 

３  電 話 番 号               0569-99-9999 
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様式３(記載例) 

特 記 事 項 
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合） 

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号）第 13条第 1項及び特

定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成 14年国土交通省令第 17号)第 4条の規定に基づき、

契約書において記載すべき事項の内容は、次のとおりとする。 

１、分別解体の方法 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工程 作業内容 分別解体等の方法（解体工事のみ） 

①仮設 仮設工事 

■有 □無

□ 手作業

■ 手作業・機械作業の併用

②土工 土工事 

■有 □無

□ 手作業

■ 手作業・機械作業の併用

③基礎 基礎工事 

■有 □無

□ 手作業

■ 手作業・機械作業の併用

④本体構造 本体構造の工事 

■有 □無

□ 手作業

■ 手作業・機械作業の併用

⑤本体付属品 本体付属品の工事 

□有 □無

□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用

⑥その他

（ ） 

その他の工事 

□有 □無

□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用

注）該当する項目の□にチェックマークを記入する。 

２、解体工事に要する費用（直接工事費）      ○○ 円(税抜き) 

３、再資源化等をするための施設の名称及び所在地 裏面の通り 

４、特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 

（直接工事費） ○○  円(税抜き) 
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第３章 施工関係 

 

３－１ 施工管理 

請負者は、設計図書に定められた工事目的物を契約書の工期までに適正に施工するために、工

事等の各施工過程において統計的手法あるいは請負者の創意工夫等により、必要な施工管理を行

わなければならない。 

工事等の施工管理は、施工管理計画及び施工管理担当者を定めるなど施工管理体制を確立し、

施工計画書に示された作業手順で施工のうえ、施工管理基準に基づき適切に実施するものとする。 

また、施工管理は工事等の完了後の結果ではなく、その過程であるので、日々の管理を怠って

はならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注) 特記仕様書で品質証明の対象工事と明示された場合に実施(標準仕様書 第 1 編 1-1-24 品質証明 参照) 

 

(１) 工程管理 

 

 

 

 

 

① 計  画 : 施工計画を立案のうえ、実施工程表 (ﾊﾞｰﾁｬｰﾄ、ﾈｯﾄﾜｰｸ、工程管理曲線) を作成 

② 実  施 : 労務・材料・機械・資金等を手配し、工事を指揮･管理のうえ施工 

③ 検  討 : 実施工程表の計画と実績を対比させ、差異の原因を分析・検討 

④ 改善措置 : 実施工程表の実績が計画からはずれている場合、施工条件の変化等を考慮して、

作業方法、工法及び建設機械の見直し等、施工計画に改善策を講じ、変更実施工

程表を作成(全体工程を 100％として工期の３分の１を経過した時点で全体工程

管理にﾏｲﾅｽ 20％の差異が生じた場合は、改善策を講じ変更実施工程表を監督員

に提出) 

① 計 画  ② 実 施  ③ 検 討  ④ 改善措置 

施工計画の立案 

実施工程表の作成 

 指揮・管理 

工事等の施工 

 工程計画と実績の対比 

差異の原因分析・検討 

 施工計画の改善 

変更実施工程表の作成 

工程管理

出来形管理

品質管理

施
工
管
理

写真管理 品質証明

注) 
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(２) 出来形管理 

 (ｱ) 出来形管理の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 出来形成果表及び出来形図 

出来形成果表（出来形成果総括表、測定結果総括表、測定結果一覧表及び出来形管理図表）

は施工管理基準に基づき、第５章５－４出来形・品質管理関係様式等により作成する。 

出来形図は、設計図面に設計値と対比し出来形を朱書きすることを原則とする。 

基準高さのあるものは、平面図に全景及び高さの数字がわかる写真が添付されていること。 

出来形成果表及び出来形図は、工事等の施工中に監督員の請求により提示するとともに、工

事完了時に提出する。なお、出来形図に設計値と実測値との差及び規格値を明記し管理された

測定項目についての出来形成果表の作成を省略することができる。 

なお、出来形成果表の作成例は、第３章３－１（５）出来形・品質管理関係様式の記載例を

参照のこと。 

平成 22 年度まで使用していた（様式３）「出来形管理図（工程能力図）」及び出来形管理に関

する（様式４）「度数表」は廃止する。 

 

出来形管理方法の確認

出来形図

出来形成果表

施工計画書

管理項目

管理方法

施工管理基準
(出来形管理基準及び規格値)

判定
ＮＯ

ＯＫ

品質証明

監督員による
段階確認

監督員による
施工状況把握

［段階確認報告書］

［施工状況把握報告書］

継 続

施 工

出来形測定

検 討
設計値、実測値及び規格値の対比

出来ばえ

ＮＯ

ＯＫ

段階確認
・標準仕様書第1編 表1-1 段階確認一覧表に示す確認時期
・設計図書において監督員による確認を受けることが指定さ
れた時期

・標準仕様書第1編 表1-2 施工状況把握一覧表に示す
施工時期
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(ｳ) 現地表示（マーキング） 

出来形の現地表示は、原則として次のとおりとする。 

単
位 

大
き
さ 

材
料 

色 

 

現 

地 

表 

示 

［延長の表示例］ 

 

 

 

 

 

 

 

測定方向に矢印（→）を表示する 

［上墨の表示例］ 

(工事完了後の不可視部

分の表示) 

 

 

 

 

工事完了後に確認でき

る箇所に上墨を表示す

る 

mm 

３

cm

程

度 

ペ

イ

ン

ト

等 

出
来
形
は
赤
色 

設
計
値
は
黒(

白)

色 

 

 

 

Ｌ=13,500 

13,530 

設計値(黒又は白色) 

実測値(赤色) 

▽ Ｈ=16,000 

実測値(赤色) 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.140



第３章 ３－１ 施工管理 

3-4

(３) 品質管理

(ｱ) 品質管理の内容

注) 特記仕様書で品質証明の対象工事と明示された場合に実施 (標準仕様書 第 1 編 1-1-24 品質証明 参照) 

(ｲ) 品質管理の手順

注) 指定材料の確認は、発注者が求める品質規格と、請負者が設計図書から解釈される材料の品質規格の照合を

図る行為である。このため確認は、一部の材料かサンプルと品質規格証明書等をもとに、指定された材料の品

質と規格が発注者が要求するものに適合しているかを確かめる。ただし、設計図書で全数確認が指定されてい

る場合は、全ての材料を確認する。 

工事目的物の
品質保証

材料の
品質保証

施工(加工)の
品質保証

製造工場の品質証明等

現場又は試験室での試験等

現場又は試験室での試験等

品

質

証

明

注） 

品質管理方法の確認

材料の品質規格に関する資
料(製品   ｸﾞ資料等)

材料検収

外 観

品質規格証明書等

施工計画書

管理項目

管理方法

施工管理基準
(品質管理基準及び規格値)

判定

材料の取替え

ＮＯ

ＯＫ

試 験 設計図書において試験を行うこと
としている工事材料

材料検査
ＮＯ

ＯＫ

監督員による
指定材料の確認

施工(加工)

試 験

判定
ＮＯ

ＯＫ

監督員による
施工状況把握

・設計図書において監督員の確認を受けて使用すべきもの
と指定された工事材料

［材料確認書］注)

［施工状況把握報告書］

継 続

材料搬入

［工事打合簿(提出)］

品質管理基準及び
規格値

・標準仕様書第1編 表1-2 施工状況把握一覧表に示す施工
時期
・設計図書において立会のうえ調合と指定された工事材料
・設計図書において立会のうえ施工するものと指定された
工事

品質証明

段階確認
ＮＯ

ＯＫ

監督員による
段階確認

［段階確認報告書］

・標準仕様書第1編 表1-1 段階確認一覧表に示す確認時期
・設計図書において監督員による確認を受けることが指定さ
れた時期
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(ｳ) 品質管理資料  

品質管理資料（測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図表及び度数表）は、施工管理

基準に基づき、第５章５－４出来形・品質管理関係様式等により作成する。 

測定数が 15 点未満の場合は、測定結果総括表、品質管理図表及び度数表の作成は不要。 

品質管理図表は、工事等の施工中に監督員の請求により提示するとともに、工事完了時に提

出する。 

なお、品質管理資料の作成例は、第３章３－１（５）出来形・品質管理関係様式の記載例を

参照のこと。 

平成２２年度まで使用していた（様式３）「品質管理図（工程能力図）」は廃止する。 

 

 

(４) 写真管理 

写真管理は、施工管理の一環として施工管理基準７.その他(施工管理基準 p.2)により、写真管

理基準に基づき行うものとする。 

 

(ｱ) 写真撮影の要素 

 

(ア)写真撮影の要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監督員臨場､撮影方法。 
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(ｲ) 工事写真の分類と整理 

 

 

  工
事
写
真

着手前及び完成

施 工 状 況

全景又は代表部分

全景又は代表部分の工事進捗状況

施工中

起終点等、必要に応じ測点の表示(ポール等)

毎月末

工種、種別毎に設計図書、施工計画書に従い施工している状況
(撮影箇所一覧表（品質管理）)
(撮影箇所一覧表（出来形管理）)

創意工夫･社会性等に関する実施状況

仮設(指定仮設)

指定機械

安 全 管 理

使 用 材 料

品 質 管 理

出 来 形 管 理

災 害

事 故

そ の 他 補償関係

事故の状況

被災状況、被災規模等

撮影箇所一覧表（品質管理）に準じて撮影

（不可視部分の施工を適宜撮影）

撮影箇所一覧表（出来形管理）に準じて撮影
（不可視部分の施工を適宜撮影）

使用材料、仮設状況、形状寸法
(任意仮設も同様)

機械側面の指定ラベル、標識の確認写真

各標識類の設置状況

各種保安施設の設置状況

交通誘導警備員交通整理状況

安全訓練等の実施状況

形状寸法、配筋(ｺﾝｸﾘｰﾄ製品)
使用数量※、保管状況※

品質証明（JISマーク表示）※

環境対策、現場環境改善等

適宜、丁張り等に標高・相
対位置を記入し出来形管理
写真を撮影

検査実施状況

※品質規格証明書に替えて品質証明資料
とする場合のみ撮影

※設計図書で指定された場合のみ撮影
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(ｳ) 電子媒体による工事写真の提出 

工事写真は電子媒体で提出するものとし、愛知県電子納品運用ガイドライン(案)（土木編）

及び愛知県デジタル写真管理情報基準(案)によるものとする。 

 

(ｴ) その他 

標準仕様書 第７編 第 13 章 道路維持における道路維持補修工事等の指示票による工事、ま

たは監督員の指示による場合は、工事写真は電子媒体に代えて工事写真帳で提出することがで

きるものとする。 

工事写真帳で提出する工事写真の提出部数及び形式は、次によるものとする。 

(a) 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、監督員が指示するものは、その指

示した大きさとする。 

(b) 工事写真帳はＡ4版の下図を標準とし、工事完了時に１部提出する。 

(c) 工事写真帳の整理については、工種毎に写真管理基準の各写真撮影個所一覧表の撮影頻度

に示すものを標準とし、工程の順に整理し、工種、種別の見出しをつけて編集する。 

(d) 小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。 

フィルムカメラを使用した撮影～提出をする場合は、「写真管理基準」を参考に監督員と提出

頻度等を協議のうえ、取扱いを定める。 

 

 

 

工 事 写 真 帳 

 

 

工 事 名                

 

路線等名称                

 

郡  町 

工 事 場 所  市  村  大字      

 

着手     年  月  日      

 

完了     年  月  日      

 

請負金   金             

 

請 負 者                

 

 

測点№        

説明         

測点№        

説明         

 

 

 

測点№        

説明         

 

 

測点№        

説明         
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（５） 出来形・品質管理関係様式の記載例

目  次 

１ 出来形成果表 

(1) 出来形成果総括表(様式 1-1)  ･･･････････････････････････････････････3－9 

(2) 測定結果総括表(様式 1-2) 注) ･･･････････････････････････････････････3－10

(3) 測定結果一覧表(様式 1-3) ･･･････････････････････････････････････3－11 

(4) 出来形管理図表(様式 2)  注)  ･･････････････････････････････････････3－12 

２ 品質管理図表 

(1) 測定結果総括表(様式 1-2) 注)  ･････････････････････････････････････3－13 

(2) 測定結果一覧表(様式 1-3) ･････････････････････････････････････3－14 

(3) 品質管理図表(様式 2)  注)  ･････････････････････････････････････3－15 

(4) 度数表(様式 4)  注)  ･････････････････････････････････････3－16 

注) 測定数が 15 点未満の場合は、測定結果総括表、管理図、度数表の作成は不要とする。 

(施工管理基準 p.2 5.(2)(3) 参照) 
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様式１－１ 

出 来 形 成 果 総 括 表 

工 事 名  ○○○○○○工事 

路線等の名称 二級河川 ○○○川 

工 事 場 所  ○○市○○町○○地内

工 種 種 別 細 別 単位 設計値 実測値 差 規格値 摘 要 

法覆護岸工 

植生工 

筋 芝 ㎡ 6,100.3 6,103.3 ＋3.0 
設計値 
以上 

張 芝 ㎡ 3,880.4 3,882.9 ＋2.5 
設計値 
以上 

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾞ ｯｸ工

基礎工 (A) ｍ 599.2 600.1 ＋0.9 －200 ㎜ 

ﾌﾞ ｯｸ積工
(A) 

㎡ 642.4 643.0 ＋0.6 
設計値 
以上 

水路工 

水路工 ｍ 599.2 599.9 ＋0.7 －200 ㎜ 

暗渠工 ｍ 9.8 9.9 ＋0.1 －200 ㎜ 

場所打擁
壁工 

ｍ 619.7 620.1 ＋0.4 －200 ㎜ 

集水桝工 ヶ所 2 2 ±0 
設計値 
以上 

取付 
水路工 

Ｕ型 
水路工 

ｍ 54.8 54.7 -0.1 －200 ㎜ 

ｻｲﾌｫﾝ
取付工

ｍ 2.2 2.2 ±0 －200 ㎜ 

天端工 ㎡ 2,190.4 2,191.8 ＋1.4 
設計値 
以上 

・・・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・・・

備考) 工種、種別、細別は設計書の内訳によること。 

注) 設計書の内訳に単位・数量が 1 式として計上されている工種についても、設計図等をもとに

具体的な設計値を記載する。 
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様式１－２ 
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様式１－３ 
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出来形様式２ 
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様式１－２（２） 
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様式１－３（２） 
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品質様式２ 
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様式４ 
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３－２ 安全管理 

(１) 安全管理計画と実施 

請負者は工事現場内での労働災害等を防止するため、具体的な安全対策を立案し、施工計画書

に記載し実施するものとする。 

請負者は監督員の協力を得て、他の請負者と連携し、工事安全協議会等を組織することにより、

その実効を図るものとする。 

安全管理計画には、法の遵守義務事項はもとより、作業員の安全、教育事項、交通安全管理事

項、工事現場安全管理事項について、記載するものとする。 

工事現場安全管理事項は工種に応じて作成するものとする。 
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(２) 安全管理項目 
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(３) 安全管理計画の作成・実施フロー

(４) 事故報告

請負者は、工事現場で事故が発生した場合、被災者の救助と応急措置にあたるとともに、直ち

に監督員及び関係機関へ通報する。 

請負者からの監督員への連絡は、標準仕様書 1-1-36事故報告書において、電話等での第一報を

行い、状況を把握でき次第、メール等（参考p.2-100）で報告、その後、監督員が指示する期日ま

でに事故発生報告書を提出することとしている。 

(事故発生報告書の様式等は、第２章２－２ 書類作成の手引き p.2-98 16.事故報告 参照) 

(注)地震防災対策強化地域内外における工事

にあっては、南海トラフ地震臨時情報が発

せられた場合には、継続的に地震関連情報

の収集に努め、必要な確認・保全措置を講

ずるものとする。 
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３－３ 施工管理表 

 

(１) 適 用 

現場実務の各施工段階においては、施工管理表を手引きとして、土木工事等を適切に施工す

るものとする。ただし、工事等の種類、規模、施工条件等により、これにより難い場合はこの

限りでない。 

 

施工管理表の内容及び適用に関する留意事項を以下に示す。 

工  種 ○○○○工……対象とする工種名 監  督  

摘要 

施工段階 
内   容 手   続 写真撮影 方法 頻度 

項目 留意事項 提出書類(様式) 添付書類(様式) 項目 時期 
 

施 工 段 階

に お け る

主 要 な ポ

イント 

 

施工段階における

主要なポイントの

内容項目と留意す

べき事項 

 

当該工種の施工に必要な 

提出書類(様式)と添付書類(様式) 

 

工事写真の

撮影項目と

撮影時期 

 

監督員の行う

監督の方法と

頻度 

 

(ｱ) 施工段階欄の頭書に記載されている施工計画は、施工計画(実施工程表等を含む)の策定時に

考慮すべき事項を示す。 

(ｲ) 内容欄は、「一般的な事項」を列記したものであり、これ以外の契約書第 19条第 1項第１～

5 号に該当する事実がある場合の確認請求を含めて、所定の手続きを行わなければならない。 

(ｳ) 手続欄について 

ａ) 手続欄に記載の用語について、下表に留意のこと。 

用  語 用 語 の 内 容 摘 要 (標準仕様書の規定) 

製品   ｸﾞ資料等 工事に使用する材料の品質規格に関する資料(製品   ｸﾞ資料等) 第 2 編第 1 章第 2 節第 1 項 

品質の証明資料 工事に使用する材料の品質を証明する資料 注） 第 2 編第 1 章第 2 節第 2 項 

注) 標準仕様書の｢品質管理基準及び規格値｣により品質管理を実施する、種別｢材料｣に関する試験項目は省略できる。 

また、ＪＩＳ規格品のうちＪＩＳマーク表示が認証されＪＩＳマークが表示されている材料・製品等については、ＪＩＳマー

ク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる（設計図書でＪＩＳマーク表示品においても提出することが定め

られている材料、土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」において試験（管理）項目が定められている材料を除く）。 

ｂ) 提出書類欄の工事打合簿には、提出等の発議事項を例示している。 

ｃ) 添付書類欄の様式番号は、第５章５-４出来形・品質管理関係様式の様式番号を例示している。 

(ｴ) 写真撮影欄は写真管理基準に加え、通常必要な運用事項が追加されている。 

 

(２) 段階確認及び施工状況把握 

施工管理表の監督欄の段階確認及び施工状況把握の頻度は、臨場を基本とした確認頻度及び

把握頻度の目標であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の上設定する。 

なお、重点監督の対象工事については、｢監督･頻度｣欄の｢重点｣の頻度を適用するとともに、

工事施工中、原則として１週間に１回以上の、段階確認又は施工状況把握を実施する。 

 重点監督の対象 ・低入札工事 

                  ・主たる工種に「ＮＥＴＩＳ」等の新技術・工法等を採用した工事  

 

確認頻度及び把握頻度の目標である「確認の程度」及び「把握の程度」を示す、段階確認一

覧表及び施工状況把握一覧表は次表のとおりである。 

(標準仕様書第１編 1-1-22 参照) 
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一般：一般監督

重点：重点監督

細別 確認時期 確認項目 確認の程度

設置完了時
使用材料、幅、高さ、長

さ、深さ等
1回／1工事

土(岩)質の変化した時 土（岩）質、変化位置 1回／土（岩）質の変化

プルーフローリング実施時
プルーフローリング実施状

況
1回／1工事

表層混合処理

路床安定処理
処理完了時

使用材料、基準高さ、幅、

延長、施工厚さ

一般:1回／1工事

重点:1回／2,000㎡

置換 掘削完了時
使用材料、幅、延長、置換

え厚さ

一般:1回／1工事

重点:1回／1,000㎡

サンドマット 処理完了時
使用材料、幅、延長、施工

厚さ

一般:1回／1工事

重点:1回／1,000㎡

施工時 使用材料、打込み長さ
一般:1回／200本

重点:1回／100本

施工完了時 施工位置、杭径
一般:1回／200本

重点:1回／100本

施工時 使用材料、打込み長さ
一般:1回／100本

重点:1回／50本

施工完了時 基準高さ、施工位置、杭径
一般:1回／100本

重点:1回／50本

施工時 使用材料、深度
一般:1回／100本

重点:1回／50本

施工完了時 基準高、位置、間隔、杭径
一般:1回／100本

重点:1回／50本

薬液注入 施工時 使用材料、深度、注入量
一般:1回／40本

重点:1回／20本

打込時
使用材料、長さ、溶接部の

適否

打込完了時 基準高さ、変位

打込時
使用材料、長さ、溶接部の

適否

打込完了時 基準高さ、変位

打込時
使用材料、長さ、溶接部の

適否、杭の支持力

打込完了時(打込杭） 基準高さ、偏心量

掘削完了時（中堀杭） 掘削長さ、杭の先端土質

施工完了時(中堀杭） 基準高さ、偏心量

杭頭処理完了時 杭頭処理状況
一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

掘削完了時 掘削長さ、支持地盤

試験杭＋

一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

鉄筋組立て完了時
使用材料、設計図書との対

比

一般:20%程度／1構造物

重点:50%程度／1構造物

施工完了時 基準高さ、偏心量、杭径

試験杭＋

一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

杭頭処理完了時 杭頭処理状況
一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

土(岩)質の変化した時 土（岩）質、変化位置 1回／土（岩）質の変化毎

掘削完了時 長さ、支持地盤
一般:1回／3本

重点:全数

鉄筋組立て完了時
使用材料、設計図書との対

比
1回／1本

施工完了時 基準高さ、偏心量、径
一般:1回／3本

重点:全数

グラウト注入時 使用材料、使用量
一般:1回／3本

重点:全数

既製杭工

場所打杭工

深礎工

鋼管矢板

指定仮設工

種別

土工（掘削工）

道路土工

(路床盛土工）

舗装工

(下層路盤工）

鋼矢板

表層安定処理工

バーチカルドレーン工

サンドコンパクショ

ンパイル

粉体噴射攪拌

高圧噴射攪拌

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ攪拌

生石灰パイル

締固め改良工

固結工

矢板工

(任意仮設を除く）

リバース杭

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ杭

大口径杭

段階確認一覧表

ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ

袋詰式ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ等

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

鋼管杭

Ｈ鋼杭

試験矢板＋

一般:1回／150枚

重点:1回／100枚

試験杭＋

一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

試験矢板＋

一般:1回／50枚

重点:1回／25枚
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細別 確認時期 確認項目 確認の程度

鉄沓据付け完了時 使用材料、施工位置

本体設置前(ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ）

掘削完了時(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ）

土(岩)質の変化した時 土（岩）質、変化位置 1回／土（岩）質の変化毎

鉄筋組立て完了時
使用材料、設計図書との対
比、ｽﾍﾟｰｻの個数

1回／1ロット

打込時
使用材料、長さ、溶接部の
適否、支持力

打込完了時 基準高さ、偏心量

杭頭処理完了時 杭頭処理状況
一般:1回／10本
重点:1回／ 5本

掘削完了時
使用材料、幅、延長
置換厚さ、支持地盤

1回／1構造物

法線設置完了時 法線設置状況 1回／1法線

法線設置完了時 法線設置状況 1回／1法線

法覆工（覆土施工が

ある場合）
覆土前

設計図書との対比(不可視

部分の出来形）
1回／1工事

基礎工、根固工 設置完了時
設計図書との対比(不可視
部分の出来形）

1回／1工事

土(岩)質の変化した時 土（岩）質、変化位置 1回／土（岩）質の変化毎

床堀・掘削完了時 支持地盤（直接基礎） 1回／1構造物

鉄筋組立て完了時

使用材料

設計図書との対比
ｽﾍﾟｰｻの個数

一般:20%程度／1構造物

重点:50%程度／1構造物

埋戻し前
設計図書との対比

(不可視部分の出来形）
1回／1構造物

沓座の位置決定時 沓座の位置 1回／1構造物

鉄筋組立て完了時

使用材料

設計図書との対比
ｽﾍﾟｰｻの個数

一般:20%程度／1構造物

重点:50%程度／1構造物

仮組立て完了時（仮組立て
が省略となる場合を除く）

キャンバー、寸法等 1回／1構造物

プレストレス導入完了時

横締め作業完了時
設計図書との対比

一般:5%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数

重点:10%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数

プレストレス導入完了時
縦締め作業完了時

設計図書との対比
一般:10%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数
重点:20%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数

PC鋼線･鉄筋組立て完了時
（工場製作を除く）

使用材料
設計図書との対比

一般:20%程度／1構造物
重点:50%程度／1構造物

鉄筋組立て完了時
設計図書との対比

ｽﾍﾟｰｻの個数

一般:20%程度／1構造物

重点:50%程度／1構造物

土(岩)質の変化した時 土（岩）質、変化位置 1回／土（岩）質の変化毎

支保工完了時
(支保工変化毎)

吹き付けｺﾝｸﾘｰﾄ厚

 ｯｸﾎﾞﾙﾄ打込み本数及び長
さ

1回／支保工変化毎

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT（Ｉ）桁製作工
ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞ ｯｸ桁組立工
PCﾎ ｰｽﾗﾌﾞ製作工

PC版桁製作工
PC箱桁製作工

PC片持箱桁製作工
PC押出し箱桁製作工
床版･横組工

トンネル掘削工

重要構造物
 函渠工（樋門･樋管含む）

 躯体工（橋台）
 RC躯体工（橋脚）

 橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工
 RC擁壁工

 砂防ダム
 堰本体工
 排水機場本体工

 水門工
 共同溝本体工

躯体工

RC躯体工

床版工

鋼橋
鋼製橋脚製作工

地覆工

橋梁用高欄工

トンネル支保工

置換工
(重要構造物）

築堤・護岸工

砂防ダム

護岸工

ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工

種別

鋼管矢板基礎工

1回／1構造物

試験杭＋
一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

支持層
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細別 確認時期 確認項目 確認の程度

コンクリート打設前 巻立空間

一般：1回／構造の変化毎

重点：3打設毎又は1回／構

造の変化毎の頻度の多い方

※重点監督：地山等級がD,E

のもの

一般監督：重点監督以外

コンクリート打設後 出来形寸法
１回／200ｍ以上臨場により

確認

鉄筋組立て完了時
設計図書との対比

ｽﾍﾟｰｻの個数
1回／構造の変化毎

ﾌｰﾁﾝｸﾞ定着ｱﾝ ｰ穿孔

工
ﾌｰﾁﾝｸﾞ定着ｱﾝ ｰ穿孔完了時

施工状況の適否、設計図書

との対比、深さ

一般:全数

重点:全数

鋼板取付工、固定ア

ンカー工

鋼板建込み固定アンカー完

了時

建込み状況、設計図書との

対比、使用材料
1回／1橋脚

溶接前

溶接完了時

塗装前

塗装完了時

路盤、基層、表層 各層毎の完了時
基準高さ、幅、厚さ

支持力

一般:1回／1工事

重点:1回／3000㎡

現場塗装
ケレン完了後、各層

各塗り後

施工状況の適否、塗膜厚、

使用材料及び使用量

一般:1回／1工事

重点:1回／500㎡

完了時 撤去状況の適否
一般:1回／1工事

重点:1回／1施設

完了時
施工状況の適否、

幅、厚さ

一般:1回／1工事

重点:1回／3000㎡

法面清掃完了時 施工状況の適否 1回／1面

ラス張完了時
ラスの位置､ｱﾝ ｰ鉄筋検測

ピンの径、長さ、本数
1回／1面

完了時 施工状況の適否
一般:1ｽﾊﾟﾝ(人孔間）ごと

重点:一般に同じ

完了時 施工状況の適否
一般:1ｽﾊﾟﾝ(人孔間）ごと

重点:一般に同じ

セグメント組立て完了時 施工状況の適否
一般:1ｽﾊﾟﾝ(人孔間）ごと

重点:一般に同じ

2次覆工完了時 施工状況の適否
一般:100mごと

重点:50mごと

完了時
支持地盤、寸法、

施工状況の適否

一般:1回／1箇所

重点:一般に同じ

鉄筋組立て完了時
設計図書との対比、使用材

料、ｽﾍﾟｰｻの個数

一般:20%程度／1構造物

重点:50%程度／1構造物

築造完了時 施工状況の適否
一般:1回／1構造物

重点:一般に同じ

施工完了時
使用材料

設計図書との対比
1回／1工事

注）

立坑工（下水道）

人孔築造工

（下水道）

各工事ごと別途定める各工事ごと別途定める

トンネル覆工

トンネルインバート工

ダム工

施工状況の適否、設計図書

との対比、溶接部の適否

舗装工

現場塗装工

鋼板巻立て工

施工状況の適否、塗膜厚、

使用材料及び使用量

現場溶接工

種別

・表中の「確認の程度」は確認頻度の目標であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の上設定す
ることとし、重点監督は１回／週以上の頻度で実施すること。
なお、ロットとは、橋台等の単体構造物はｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎、函渠等の連続構造物は、施工単位（目地)毎とする。
・一般監督：重点監督以外の工事(工事標準仕様書第1編1-1-22第7項の規定によることができる）
・重点監督：低入札工事
 　　　　 ：主たる工種に「ＮＥＴＩＳ」等の新技術・工法等を採用した工事。

塗装工

旧施設撤去

路面切削工

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付け工

厚層基材吹付工

開削工（下水道）

落石防護工

一般:1回／1工事

重点:1回／500㎡

一般:1回／1工事

重点:1回／500㎡

推進工（下水道）

ｼｰﾙﾄﾞ工（下水道）
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一般：一般監督

重点：重点監督

細別 施工時期 把握項目 把握の程度

コンクリート打設時
品質規格、運搬時間
打設順序、天候、気温

一般：1回／1構造物
重点：1回／1ロット

リバース杭

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ杭

大口径杭

コンクリート打設時
品質規格、運搬時間
打設順序、天候、気温

一般：1回／1構造物
重点：1回／1ロット

コンクリート打設時
品質規格、運搬時間
打設順序、天候、気温

一般：1回／1構造物
重点：1回／1ロット

コンクリート打設時
品質規格、運搬時間
打設順序、天候、気温

一般：1回／1構造物
重点：1回／1ロット

コンクリート打設時
（工場製作を除く）

品質規格、運搬時間
打設順序、天候、気温

一般：1回／1構造物
重点：1回／1ロット

施工時（支保工変化
毎）

施工状況の適否 1回／支保工変化毎

敷き均し･転圧時
使用材料
敷均し･締固め状況

一般： 　1回／1工事
重点：2～3回／1工事

路盤、表層
基層

舗設時
使用材料
敷均し･締固め状況
天候、気温、舗設温度

一般：1回／1工事
重点：1回／3000㎡

吹付け時
施工状況の適否
品質規格、天候、気温

1回／1面

清掃･錆落し施工時 清掃･錆落し状況 1回／1工事

塗装施工時 使用材料、天候、気温 1回／1工事

施肥、薬剤散布 施工時 使用材料、天候、気温 1回／1工事

施工時 施工状況の適否
一般：1回／1ｽﾊﾟﾝ
重点：1回／50m又は1ｽ
ﾊﾟﾝ

施工時 施工状況、推進力

一般：1回／100mごと
　　　　又は1ｽﾊﾟﾝ2回
重点：1回／50mごと
　　　　又は1ｽﾊﾟﾝ3回

裏込注入時 施工状況、薬剤使用量
一般：1回／ｽﾊﾟﾝ
重点：2回／ｽﾊﾟﾝ

裏込注入時 施工状況、薬剤使用量
一般：100リンク
重点：50リンク

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時
品質規格、運搬時間
打設順序､天候､気温

一般：100mごと
重点：50mごと

施工時 施工状況の適否
一般：1回／1箇所
重点：2回／1箇所

施工時 施工状況の適否
一般：1回／1構造物
重点：一般に同じ

注） ・表中の「把握の程度」は把握頻度の目標であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の上設定す
ることとし、重点監督は1回／週以上の頻度で実施すること。
なお、ロットとは、橋台等の単体構造物はｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎、函渠等の連続構造物は、施工単位（目地)毎とする。
・一般監督：重点監督以外の工事
・重点監督：低入札工事
       　 ：主たる工種に「ＮＥＴＩＳ」等の新技術・工法等を採用した工事。

ｼｰﾙﾄﾞ工（下水道）

立坑工(下水道）

人孔築造工(下水道）

ダム工 各工事ごと別途定める 各工事ごと別途定める

1次覆工
2次覆工

開削工（下水道）

推進工（下水道）

舗装工

塗装工

樹木･芝生管理工
植生工

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付け工

現場塗装

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT（Ｉ）桁製作工

ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞ ｯｸ桁組立工

PCﾎ ｰｽﾗﾌﾞ製作工

PC版桁製作工

PC箱桁製作工

PC片持箱桁製作工

PC押出し箱桁製作工

床版・横組工

トンネル工

土工（盛土工）

施工状況把握一覧表

種別
ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工
深礎工

場所打杭工

重要構造物

 函渠工（樋門･樋管含む）

 躯体工（橋台）

 RC躯体工（橋脚）

 橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工

 RC擁壁工

 砂防ダム

 堰本体工

 排水機場本体工

 水門工

 共同溝本体工

床版工
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(３) 施工管理表 

 
目  次 

 

第３編 工事共通編 

工事共通  ·································································   3－28 

第１章 土 工 

第３節 河川土工・海岸土工・砂防土工  ·····································   3－29 

第４節 道路土工  ·······················································   3－30 

第２章 無筋・鉄筋コンクリート 

第３節 レディーミクストコンクリート コンクリート工  ·····················   3－31 

第６節 運搬・打設 

第７節 鉄筋工 ·························································   3－31 

第８節 型枠・支保  ·····················································   3－32 

第３章 一般施工 

第３節 共通的工種 

3-3-3 作業土工(床堀り・埋戻し)  ········································   3－32 

3-3-4 矢板工(鋼矢板工、コンクリート矢板工)  ·····························   3－33 

3-3-13 工場塗装工（現場塗装工）  ······································   3－35 

第４節 基礎工 

3-4-1 一般事項(砕石基礎工)  ··········································   3－36 

3-4-3 基礎工(護岸)  ··················································   3－36 

3-4-4 既製杭工(打込み杭工法)(中堀り杭工法)  ····························   3－37 

3-4-5 場所打杭工(ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法)(ﾘﾊﾞｰｽ工法)  ·························   3－40 

3-4-6 深礎工  ·······················································   3－42 

3-4-7 オープンケーソン基礎工  ·········································   3－43 

3-4-8 ニューマチックケーソン基礎工  ····································   3－44 

第５節 法面工 

3-5-6 吹付工（コンクリート、モルタル）  ···································   3－33 

3-5-7 植生工（張芝工、筋芝工） 

（種子吹付工、種子帯工、植生穴工、厚層基材吹付工） ·······   3－34 

第６節 石・ブロック積(張)工 

3-5-3 コンクリートブロック工(コンクリートブロック積(張))  ·····················   3－45 

3-5-5 石積(張)工  ····················································   3－45 

第６節 一般舗装工 

3-6-5 アスファルト舗装工 

下層路盤工  ····················································   3－46 

上層路盤工(粒度調整路盤工)  ······································   3－47 

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工  ··········································   3－48 

歩道路盤工・路肩舗装路盤工  ·····································   3－49 

基層工・表層工  ·················································   3－50 

歩道舗装工・路肩舗装工  ·········································   3－51 

3-6-6 コンクリート舗装工 

コンクリート舗装版工  ·············································   3－52 
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第７節 地盤改良工 

3-7-2 路床安定処理工  ···············································   3－53 

第 10節 仮設工 

3-10-5 土留・仮締切工（H 鋼杭、鋼矢板）  ································   3－53 

 

第４編 河 川 編 

第１章 築堤・護岸 

第７節 根固め工 

1-7-3 根固めブロック工  ···············································   3－54 

1-7-5 沈床工  ·······················································   3－54 

1-7-6 捨石工  ·······················································   3－54 

第２章 浚渫(川)  ·························································   3－55 

第３章 樋門・樋管   ·······················································   3－56 

第４章 水 門  ···························································   3－56 

第８章 河川維持 

第４節 除草工 

8-4-2 堤防除草工 ····················································   3－57 

第５節 堤防養生工 

8-5-2 芝養生工 ······················································   3－57 

8-5-3 伐木除根工 ····················································   3－58 

第 11節 清掃工 

8-11-3 塵芥処理工 ···················································   3－58 

 

第５編 海 岸 編 

第１章 堤防・護岸 

第４節 護岸工 

1-4-4 海岸コンクリートブロック工  ·······································   3－59 

1-4-5 コンクリート被覆工  ··············································   3－59 

第７節 波返工 

1-7-3 波返工  ·······················································   3－59 

 

第６編 砂 防 編 

第１章 砂防堰堤 

第６節 コンクリート堰堤工  ···············································   3－60 

 

第７編 道 路 編 

第１章 道路改良 

第５節 擁壁工 

1-5-5 場所打擁壁工  ·················································   3－62 

第７節 カルバート工 

1-7-6 場所打函渠工  ·················································   3－63 

1-7-7 プレキャストカルバート工 ·········································   3－63 

第８節 排水構造物工（小型水路工） 

1-8-4 管渠工  ·······················································   3－64 

1-8-7 場所打水路工  ·················································   3－64 
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第２章 舗 装 

第８節 標識工 

2-8-3 小型標識工  ···················································   3－65 

2-8-4 大型標識工  ···················································   3－65 

第３章 橋梁下部 

第４節 橋台工 

3-4-8 橋台躯体工  ···················································   3－66 

第５節 RC 橋脚工 

3-5-9 橋脚躯体工(張出式)  ············································   3－66 

第４章 鋼橋上部 

第３節 工場製作工  ····················································   3－67 

第４節 鋼橋架設工  ····················································   3－67 

第５節 橋梁現場塗装工  ················································   3－67 

第６節 床版工  ························································   3－70 

第５章 コンクリート橋上部 

第４節 PC 橋工（ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁）（ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁）  ······························   3－71 

第 13章 道路維持 

道路維持補修工事全般  ··················································   3－75 

第４節 舗装工 

13-4-3 路面切削工  ··················································   3－75 

13-4-4 舗装打換え工  ·················································   3－76 

13-4-6 オーバーレイ工  ···············································   3－76 

13-4-10 アスファルト舗装補修工（パッチング）（亀裂充填）（欠損部補修）  ·······   3－77 

第 16節 現場塗装工 

13-16-4 道路付属構造物塗装工   ·······································   3－78 

第 18節 道路付属物復旧工 

13-18-3 付属物復旧工(視線誘導標)   ····································   3－78 

13-18-4 区画線復旧工   ···············································   3－79 

第 19節 道路清掃工 

13-19-3 路面清掃工（機械清掃）（人力清掃 A）（人力清掃 B）（人力清掃 C） ······   3－79 

13-19-4 路肩整正工 ··················································   3－80 

13-19-5 排水施設清掃工（排水管機械清掃）（側溝人力清掃）   ···············   3－81 

13-19-7 道路付属物清掃工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ機械清掃)   ·························   3－82 

第 20節 植栽維持工 

13-20-3 樹木・芝生管理工（剪定作業）（施肥）（薬剤散布）（補植)）（支柱工)   ····   3－82 

第 21節 除草 

13-21-2 道路除草工（人力除草）（機械除草Ａ）（機械除草Ｂ）   ················   3－84 

第 22節 応急処理工 

13-22-2 応急処理作業工  ·············································   3－85 
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第３章 ３－３ 施工管理表 

3－28 

 

工 種 工事共通 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手   続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 一般事項 １ 契約条件 

２ 現場条件 
３ 施工計画書記載内容 
４ 変更計画書（変更時） 

５ 施工管理の方法 

工事打合簿提出 

(施工計画書) 

各種資料（適宜） 着手前写真 

（全景又は代
表部分） 

着手前 受理 着手前及

び変更時 

 

準備工 工事現場管理 １ 諸法令の遵守 
２ 各種標識、保安施設等の

設置と保全 

３ 安全巡視、危険物の保管 
４ 安全教育・安全訓練 
５ 工事現場周辺の生活環

境の保全等 
６ 隣接工事との協力 

各種標識・保安施設配
置図（適宜） 

各種標識・保安
施設設置状況 

設置後 
作業中 

交通安全管理 １ 交通安全施設の設置と
保全 

２ 交通誘導警備員の配備   

３ 迂回路、工事用道路の損
傷防止 

４ 工事車両の運行状況  

５ 工事車両の過積載防止 

交通安全施設・交通誘
導員配置図（適宜） 

交通安全施設
設置状況  
交通誘導員の

配置状況 

設置後 
作業中 

対外関係 １ 官公庁等への届出 
２ 官公庁等の許可･承諾 
３ 地域住民に対する周知等 

 届出書類は提示で可 
許可･承諾書類は提示
で可 

     届出後 

設計照査 設計照査 １ 設計図書との照査 

  
（設計変更ガイドライン） 

注） 

 

条件変更確認請

求通知通知 
 

 

照査項目一覧表 

契約書第 19条第 1項
第 1～5 号に該当する
事実が確認できる資料  

調査結果資料 

 

該当する事実
が確認できる
写真  

 

不一致
発生時 
  

受理 

立会 
 
 

 
 

着手前 

不一致発
生時  
 

 
 

工事測量 仮ＢＭ 

工事用多角点 

１ 基準となる点の選定 

 
２ 仮ＢＭ､工事用多角点の

設置 

工事打合簿了解 

 
工事打合簿提出 
 

基準となる点の選定

資料 
仮ＢＭ､工事用多角点
の測量結果資料 

    指示 

 
受理 

着手時 

 
着手時 

用地境界 

中心線(法線) 
 
縦横断 

１用地境界、中心線（法線）、

縦横断の確認(設計図書
との対比)の確認 

２ 控杭の設置 

工事打合簿提出 

 

各測量結果資料   受理 着手時 

採取土の採

取場 

１ 地形の実測 工事打合簿提出 

 

地形の実測資料 

 

全景又は 

代表部分 

採取前

後 

受理 

 

採取前後 

 

建設発生土
の受入地 

１ 地形の実測 工事打合簿提出 
 

地形の実測資料 
 

全景又は 
代表部分 

搬入前
後 

受理 
 

搬入前後 

丁張等 １ 主要構造物の位置、高さ       

跡片付 跡片付 １ 施工箇所の跡片付・清掃 
２ 踏荒、借地等の原形復旧 

   完成写真 
（全景又は代
表部分） 

施工 
完了後 

  

 
備考 

注）標準仕様書：第 1編 1-1-3 設計図書の照査等 参照 
 

ＩＣＴ活用工事については、「ＩＣＴ活用工事（土工）実施要領」及び「ＩＣＴ活用工事（舗装）実施要領」等の規定により
施工するものとする。 
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第３章 ３－３ 施工管理表 

3－29 

 

工 種 河川土工・海岸土工・砂防土工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手   続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 施工手順（工程、施工方法） 
２ 施工管理等 
３ 建設発生土受入地及び運搬

経路 

工事打合簿 
提出 
(施工計画書) 
 

図面等（適宜） 
 
処理方法(場所､形
状)、排水計画、場
内維持等 

  受理 着手前及
び変更時 

 

法線設置 
(築堤･護岸工) 

(砂防 ﾞﾑ) 

  段階確認報告書    段階 
確認 

1回/1法
線 

掘削工 

土質の変化 １ 土質の変化 
２ 土及び岩分類の境界 
３ 法勾配の適否 

段階確認報告書  土及び岩分類の境
界が確認できる資
料 

土質等の判別 掘削中 段階 
確認 

1回/土
(岩)質の
変化 

掘削方法 
順序 

１ 法面崩落防止 
２ 重要工作物に接する箇所の

掘削方法 
３ 涌水箇所の施工 
４ 流水影響箇所 

  施工状況 施工中   

 
盛土工 

 

伐開、除根 １ 伐開建設副産物の処理 
２ 伐開除根作業終了時 
３ 用地外の立木根の処理 

  伐開、除根施
工状況 

施工前
後 

  

地盤確認 １ 軟弱地盤の有無       

段切等 １ 在来地盤等の上の薄層盛
土実施の場合、表面掻起し
の適否 

  段切巾、深さ 
地盤置換巾、
厚さ 
施工状況 

施工前  
施工後 
施工中 

  

まき出し １ 盛土地盤にヘドロ等の不良
土質が現れた場合の処理の
適否 

  適宜    

１ 各層まき出し厚さ適否 
２ 大玉石等の処理 
３ 空げき充填状況 
４ 草木根の混入 

  巻出し厚 巻出し
時 
 

  

締め固め １ 転圧機種 
２ 含水状況 
３ 法肩、構造物附近の締固め 
４ 築堤断面の湧水､滞水処理 
５ 締固めの一様性 

施工状況把握報告書  締固め状況 締固め
時 

施工状
況把握 

１回/１工
事 
(重点2～3
回/1工事) 

軟弱地盤 

盛  土 

沈下量の確認 
地下水位 

１ 盛土量の確認方法 
２ 沈下計器等の設置位置の適否 
３ 沈下量地表伸縮及び間ゲキ

水圧と地下水位、沈下曲線 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

沈下量確認方法 沈下測定施設 
沈下測定状況 

設置後 
測定中 

受理 着手前  

地盤沈下等 １ 地盤沈下滑動等 条件変更確認請求
通知通知 
 

予期できなかった
沈下滑動等が生じ
る恐れがある予測
資料 

沈下滑動等状況 発生前 
発生直
後 
発生後 

受理 
立会 
 
通知 

随時 

盛土工法 １ 盛土速度 
２ 一段階の高さ、時期、厚さ

一様性 

工事打合簿承諾 
(一段階の盛土の
着手) 
施工状況把握報告書 

沈下滑動等の観測
資料 

巻出し厚 
 
締固め状況 

巻出し
時 
締固め
時 

承諾 
 
 
施工状
況把握 

１回/１工
事 
(重点2～3
回/1工事) 

材  料 
購入土の 
品質規格 

１ 粒度、有害物混入の有無 
 

工事打合簿承諾 
 

試験成績表   承諾 当初及び
変更時 

品質管理 

材  料 １ 土の締固め試験 品質管理表  
 

土の締固め
試験 

試験 
実施中 

  

盛土工 １ 現場密度の測定 
 

品質管理表  様式1-2、1-3、2、
4 
様式24-1、24-2 

現場密度の
測定 

試験 
実施中 
 

  

軟弱地盤 
盛  土 

出来形 
管理 

掘削工 １ 基準高  
２ 法長 
３ 幅（盛土工、軟弱地盤盛土工） 

出来形成果表 
出来形図  

 
様式1-1、1-2、1-3、
2 

法長 
幅 

施工後   

盛土工 

軟弱地盤 

盛  土 

 

備考  
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第３章 ３－３ 施工管理表 

3－30 

工 種 道路土工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手   続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 指定された施工条件 
２ 施工方法（工法、機種、

手順）   
３ 施工後の排水対策  

４ 建設発生土受入地及び
運搬経路 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜） 
 
 
処理方法(場所､形
状)、排水計画、場
内維持等 

  受理 着手前
及び変
更時
  

 

準備工 

伐開、除根 １ 草木根等の除去 
２ 伐開発生物の処理 
３ 用地外の立木根の除去 

   伐開、除根
施工状況 

施工前
後 

    

段切、表土はぎ １ 施工の適否   施工状況
（巾、深さ、
厚さ） 

施工前
後 

  

掘削工 

土質の変化 １ 土質の変化 
２ 土及び岩分類の境界 
３ 法勾配の適否 

段階確認報告書 土及び岩分類の境
界が確認できる資
料 

土質等の判
別 

掘削中 段階 
確認 

1 回/土
(岩)質
の変化 

施  工 １ 湧水、雨水の処理 
２ コーン指数 
３ 埋設物、重要構造物付

近の掘削 
４ 法面崩落、地すべり 
５ 火薬使用の適否と安全

対策 
６ 運搬路汚損 

条件変更確認請
求通知通知 

工事目的物に影響
を及ぼす恐れのあ
るような予測でき
なかった湧水の発
生状況の資料 

施工状況 施工中
  

受理 
立会 

 
 

法面仕上げ １ 浮石の処理及び凸凹の
程度 

２ 湧水の処理 

  仕上げ状況 仕上げ
時 

  

路床面 １ 路床の改良の要否 条件変更確認請
求通知通知 

不良土の厚さ、幅、
連続性等の資料 

不良土の状況 施工中 受理 
立会 

 

路体 

盛土工 

 

路床 

盛土工 

まき出し １ １層まき出し厚 
２ 予期しない不良土の処理 
３ 片切り片盛りの接続部

の処理 
４ 工作物付近 

施工状況把握報告書  巻出し厚 巻出し
時 
 

施工状
況把握 

１回/１
工事 
(重点 2
～3回/1
工事) 

締固め １ 含水状況 
２ 路肩、工作物付近 
３ 締固めの一様性 

  締固め状況 締固め
時 

軟弱地盤 

盛土 

施  工 １ 施工時期及び盛土速度 
２ 一段階の高さ、時期、

厚さ一様性 

工事打合簿承諾 
(一段階の盛土の
着手) 
施工状況把握報
告書 

沈下滑動等の観測
資料 

巻出し厚 
 
締固め状況 

巻出し
時 
締固め
時 

承諾 
 
 
施工状
況把握 

１回/１
工事 
(重点 2
～3回/1
工事) 

沈下量の 
確認 

１ 沈下量の確認方法 
２ 沈下計器等の設置位置

の適否 
３ 沈下量と間ゲキ水圧と

地下水位との関係 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

沈下量確認方法 沈下測定施設 
沈下測定状況 

設置後 
測定中 

受理 着手前  

地盤沈下等 １ 地盤沈下滑動等 条件変更確認請
求通知通知 
 

予期できなかった
沈下滑動等が生じ
る恐れがある予測
資料 

沈下滑動等
状況 

発生前 
発生直
後 
発生後 

受理 
立会 
 
通知 

随時 
 

材  料 
購入土 
 

１ CBR、PI、粒度、有害物
混入の有無 

工事打合簿承諾 
 

試験成績表   承諾 当初及
び変更
時 

品質管理 

材  料 １ 土の締固め試験 
２ ＣＢＲ試験（路床） 

品質管理表  土の締固め
試験 
ＣＢＲ試験 

試験 
実施中 

    

施  工 １ 現場密度の測定 

２ プルーフローリング 

（路床盛土工） 

品質管理図表 

 

段階確認報告書 

様式 1-2、1-3、2、

4 

様式 19、 

様式 24-1、24-2 

現場密度の

測定 

プルーフロ

ーリング 

試験 

実施中 

 

 

 

段階 

確認 

 

 

１回/１

工事 

出来形 

管理 

 １ 基準高 

２ 法長 

３ 幅 

出来形成果表 

出来形図  

 

様式 1-1、1-2、1-3、

2 

法長 

幅 

施工後     

備考  
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第３章 ３－３ 施工管理表 

3－31 

 

 

 

工 種 コンクリート工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手   続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 打設方法、打設順序 
２ 締固方法 

３ 養生方法 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前
及び変

更時 

 

材 料 

品質規格 １ ㊜マーク工場  注 1） 
２ 使用材料（セメント混和

材料、骨材−アルカリ骨材

反応等） 
３ 配合（セメント量、水セ

メント比、変動係数） 

４ 運搬時間 

工事打合簿提出 
 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
(㊜マーク入り) 
基礎資料 

配合計画書 

  受理 施工前 

施 工 

施工状況 １ 天候、気温、打設温度 
２ 打継目の処理 
３ 施工の適否 

４ 暑中、寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ 

施工状況把握報
告書(重要構造物
のみ) 

 打設状況（打継目
処理、締固）   
養生状況 

施工時 
 
 

養生時 

施工状
況把握 

１回/１
構造物 
(重点 1

回/1  ｯ
ﾄ) 

品質管理 

品質規格 １ 塩化物総量規制 
２ スランプ試験 

３ 圧縮強度試験 
４ 空気量測定 
５ 単位水量         注 2) 

６ ひび割れ調査     注 2) 
７ ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる強度注 2) 
 

品質管理図表  
様式 1-2、1-3、2、

4 
様式 7 
様式 8-1～8-5 

様式 9-1～9-6 
 

塩化物総量 
スランプ試験 

圧縮強度試験 
空気量測定 
単位水量          

ひび割れ調査      
ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰ強度 
 

試験 
実施中   

出来形 

管理 

出来形寸法 １ 該当工種の出来形管理
基準及び規格値による 

２ 完成時不可視となる部分 
 

出来形成果表 
出来形図 

段階確認報告書
(重要構造物のみ) 

 
様式 1-1、1-2、

1-3、2 
 

該当工種の撮
影箇所一覧表

（出来形管
理）による 

型枠取
外し後 

 
 

段階 
確認 

 
 

１回/１
構造物 

備考 

注 1）レディーミクストコンクリートを使用する場合 
注 2) 品質管理の対象は品質管理基準及び規格値を参照 

工 種 鉄 筋 工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 保管方法、加工方法 
２ 組立、継手位置、圧接位置 

３ ガス圧接工資格 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

 
工事打合簿提出 

図面等（適宜） 
 

 
ガス圧接工資格
証明 

  受理 
 

 
受理 

着手前
及び変

更時 
施工前 

 

材  料 
品質規格 

加工の適否 

１ ミルシート 

２ さび、きず、付着物 

工事打合簿提出 

品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 

ミルシート 

形状･加工寸法 使用前 受理 施工前 

施  工 

施工方法 １ 加工、組立、継手（圧接）、
結束及び清掃状況 

２ スペーサの材質、個数等 

   
 
 

施工状況 施工中     

品質管理 

ガス圧接 

継手 

１ 施工前試験(外観検査) 

２ 施工後試験(外観検査) 
３ 同上(超音波探傷検査) 
 

品質管理表  

 
様式 17 

外観検査 

超音波探傷検査 

検査 

実施中 

  

出来形 

管理 

鉄筋の組立て 
 
 

 

１ 平均間隔 
２ かぶり 

出来形成果表 
出来形管理図 
段階確認報告書

(重要構造物のみ) 

測定結果 平均間隔 
かぶり 
継手寸法 

組立全景 

組立後 
組立後   
組立後 

組立後 

 
 
段階 

確認 

20%程度
/1 構造
物(重点

50%程度
/1 構造
物) 

 
備考 ※橋梁の壁高欄におけるスペーサについては、監督員の承諾を得て適宜配置。 
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工種 型枠・支保 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

型枠工  
支保工  
足場工 

１ 材質、面取り、塗布 
２ 脱型時期 
３ あげこし 

４ 構造、安定 
５ 取はずし時期、順序 
６ 配置計画 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面及び構造計算書
（適宜） 
 

労働基準監督署への
足場設置届、型枠支保
工設置届は提示で可 

(つり足場、張出し足
場以外の足場にあっ
ては高さ 10m 以上) 

(支柱の高さ 3.5m 以
上) 

  受理 着手前及
び変更時 
 

届出後 

 

施  工 
施工方法 
型枠の適否 

１ 施工の適否 
１ 設計図書との対比 

２ 型枠のとおり 

   組立状況(全景
又は代表部分) 

組立 
完了時 

    
 

 

備考 

 
 
 
工 種 作業土工(床掘り) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

機種選定 

施工方法  
建設発生土
処理 

１ 床掘規模、地盤、地質、

地下水、作業の安全等   
２ 床掘勾配、床掘順序   
３ 建設発生土受入地等 

工事打合簿提出 

(施工計画書) 
 

各種資料(適宜)   受理 着手前及

び変更時 

 
施  工 

土  質 

湧  水 
作業の安全
建設発生土 

１ 土質の変化 

２ 湧水状況 
３ 土留（仮締切）と床掘法

面の変化 
４ 建設発生土処理 

段階確認報告書

(重要構造物のみ) 

土及び岩分類の

境界が確認出来
る資料 

土質等の判別 

 
 

施工中 段階 

確認 

1 回/土

（岩）質
の変化 

品質管理 

基礎地盤 １ 基礎地盤の適否(重要構

造物) 

段階確認報告書

(重要構造物のみ) 

   段階 

確認 

1 回/1 構

造物 
 

 
備考  

 

 
 
 
工 種 作業土工(埋戻し)  監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

機種選定  
施工方法 

１ 現場環境、地質、地下水
作業の安全 

２ 埋戻順序、締固方法 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 
 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材  料 
品質規格 １ 設計図書との対比 

２ 土質 
         

施  工 
施工方法 １ 敷均、締固、排水 

２ 埋戻土の確保と管理 
   巻出し厚 

締固め状況 
巻出時 
締固時 

    

品質管理 

土の締固め

試験 

１ 埋戻し材料 品質管理表  試験実施

状況 

試験 

実施中 

  

現場密度の
測定 

１ 土の締固め試験結果と
の対比 

品質管理図表 様式 1-2、1-3、2、
4 

 
様式 24-1、24-2 

試験実施
状況 

試験 
実施中 

  

 
備考 
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工 種 矢板工（鋼矢板工、コンクリート矢板工） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項目 時期 

施工計画 

施工方法 

 
 
 

 
運搬保管 

１ 現場環境、周辺構造物等

への影響 
２ 地質条件 
３ 公害関係諸法規 

４ 施工機種 
５ 変形を生じさせない 

工事打合簿提出 

(施工計画書) 
 

図面等（適宜）   受理 着手前及

び変更時 

 

材  料 

品質規格 １ 設計図書との対比 
(1)鋼矢板(JIS 製品) 

 
(2)ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(JIS製品) 

工事打合簿提出 
品質の証明資料 

 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
ミルシート 

 
試験成績表 

 
形状寸法 

 
形状寸法 

 
使用前 

 
使用前 

受理 
 

使用前 
 

 
 

施  工 
施工状況 １ 打込長、偏位量の適否 

２ 施工記録の整備 

条件変更確認請

求通知通知 

打込み不能の場合、そ

の原因調査資料 

施工状況 施工中 受理 

立会 

  

出来形 

管理 

基準高 
根入長 
変  位 

枚  数 

 出来形成果表 
出来形図  
 

段階確認報告書 
 

 
様式 1-1、1-2、1-3、
2 

根入長 
 
変位、数量 

打込前
後 
打込後 

 
 
 

段階 
確認 

試験矢板
＋1回
/150 枚

(重点＋1
回/100
枚) 

 
備考 仮設材については、土留・仮締切工による。 

   鋼矢板の設計及び施工については、「鋼矢板（設計から施工まで）」（鋼管杭協会 2007）参照。 
 

 
 
工 種 吹付工（コンクリート、モルタル） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 施工手順 

２ 施工機械（機種能力） 
３ 仮設（足場）方法 

工事打合簿提出 

(施工計画書) 
 

図面等（適宜）   受理 着手前

及び変
更時 

 

配  合 
試験練 １ 現場配合の設定 

２ フロー値の決定 

工事打合簿提出 配合決定書 試験実施状況 試験 

実施中 

受理   

材  料 

 
セメント 
骨  材 

鉄  鋼 
鉄  筋 

品質規格 １ ㊜マーク工場  注 1） 
２ 使用材料（セメント混和

材料、骨材−アルカリ骨材
反応等） 

３ 配合（セメント量、水セ

メント比、変動係数） 
４ 運搬時間 

工事打合簿提出 
 

品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
(㊜マーク入り) 

基礎資料 
配合計画書 

  受理 施工前 

品質管理 １ フロー試験 
２ アルカリ骨材反応対策 

  試験実施状況 試験 
実施中 

  

吹  付 

法面清掃  
水抜き孔 

１ 法面清掃（整形）状況  
２ ラウンディングの確認  
３ 湧水箇所の処理方法 

段階確認報告書  清掃状況 清掃後 段階 
確認 

１回/１
面 

金網張付  
鉄筋組立 

１ 継手及び固定方法（ラス
張アンカー鉄筋及び補強
アンカー鉄筋） 

張付状況 
ラス鉄網の重
ね合わせ寸法 

張付後 
吹付前 

吹  付 １ はね返り物によるサン
ドポケットの確認 

２ 打継ぎ 

３ 伸縮目地 
４ セメント使用量 
５ 吹付厚さの均等性 

施工状況把握報告書  吹付状況 
 
 

セメント充・
空袋数量等 

施工中 
 
 

施工前
後 

施工状
況把握 

１回/１
面 

品質管理 

品質規格 １ 圧縮強度試験 品質管理図表  

様式 1-2、1-3、2、
4 

圧縮強度試験 

 

試験 

実施中 

  

出来形 
管理  

法  長 

厚  さ 
延  長 

 出来形成果表 

出来形図  

 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

法長 

厚さ(検測孔) 

施工後 

吹付後 

  

 
備考 仮設の場合は適用除外 
 注 1）レディーミクストコンクリートを使用する場合 
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工 種 植生工（張芝工、筋芝工） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
 １ 施工手順   

２ 施工時期 
工事打合簿提出 
(施工計画書) 
 

図面等（適宜）   受理 着手前
及び変
更時 

 

材  料 品質規格 １ 設計図書        

施  工 

張芝工  
筋芝工 

１ 土羽打状況、衣土の締固 
２ 芝と土羽面との密着  
３ 芝串の固定 

（張芝 1m2当り 20～30 本） 
４ 耳芝の施工 

   施工状況 施工中     

出来形 
管理 

法  長 

延  長 

   土羽土の厚さ 

法長 

施工中 

施工後 

  

 

 備考 

 
 
 

 
 
 
 
 

工 種 植生工（種子吹付工、種子帯工、植生穴工、厚層基材吹付工） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

 １ 施工手順 

２ 施工時期 
３ 施工機械 

工事打合簿提出 

(施工計画書) 
 

図面等（適宜）   受理 着手前

及び変
更時 

 

材  料 

品質規格 １ 設計図書 
２ 設計数量との対比  
３ 有機質土壌改良材 

工事打合簿提出 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
種子･肥料の品質規
格証明書等 

充・空袋数量等 検収時 受理 
 

施工前 
 

配  合 

配  合 １ 法面の土壌硬度及び土壌
ＰＨ試験(種子吹付工) 

２ 土壌改良の要否 

３ 示方配合との対比  

工事打合簿承諾 
 

配合表 
 

材料使用量 混合前 承諾 
 

施工前 

施  工 

種子吹付工 １ 浮石、その他雑物の除去 
２ 法面の湿潤 

３ 吹付後の養生 

  施工状況 施工中   

種子帯工 １ 間隔、埋込み長 
２ 芝串の固定 

  施工状況 施工中   

植生穴工 １ 間隔、径、深さ 

２ 播種、乳剤散布の均一性 
３ 湧水処理 

  施工状況 施工中   

厚層基材 

吹付工 

吹付工(コンクリート、モルタル) 参照 

出来形 

管理 

法 長 
延 長 

厚さ(厚層
基材吹付) 

 出来形成果表 
出来形図  

 
様式 1-1、1-2、1-3、

2 

土羽土の厚さ 
法長 

厚さ(検測孔) 

施工中 
施工後 

吹付後 

  

 

備考 
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工 種 工場塗装工(現場塗装工) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工手順 

２ 塗装工の資格 
工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材  料 

材料検査 １ 品質確認の適否 
２ 使用量 

工事打合簿提出 
 

 
品質の証明資料 
材料確認書 

（現場塗装） 

製品   ｸﾞ資料等、塗
見本、品質、製造年月

日、ロット番号、数量 
出荷証明書、塗料試験
成績書 

材料使用量 
（塗料缶） 

使用前 
使用後 

受理 
 

 
 
確認 

施工前 
 

 
 
施工前 

 
素地調整 

 

ケレン清掃 １ 新橋・鋼製ダムは素地調
整程度 1種 

２ 有害な薬品の使用禁止 
３ 構造の複雑な箇所は入

念に施工 

施工状況把握報
告書(現場塗装) 

 
段階確認報告書
(現場塗装) 

 
 

 ケレン状況 施工前 
施工中

施工後 

施工状
況把握 

 
段階 
確認 

(現場
塗装) 

１回/１
工事 

 
１回/１
工事(重

点 1 回/1
 ｯﾄ) 

塗 装 

施工一般 

（工場塗装） 

（現場塗装） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
記 録 

（現場塗装） 

１ 気象条件の適否 

２ 乾燥状態の適否 
３ 塗り間隔の適否 
４ 塗装の均一性 

５ 構造の複雑な箇所は入
念に施工 

６ タッチアップの状況 

７ コンクリート接触面は
塗装しない 

８ 現場溶接箇所の塗装不要 

９ 下塗り塗膜状態調査 
 
１ 最終塗装完了後 

施工状況把握報

告書(現場塗装) 
 
 

 塗装状況 塗装後 施工状

況把握 
(現場
塗装) 

１回/１

工事 

出来形 

管理 

 塗膜厚 出来形成果表 
 
段階確認報告書

(現場塗装) 

様式 14 塗膜厚測定 測定時  
 
段階 

確認 
(現場
塗装) 

 
 
１回/１

工事(重
点 1 回/1
 ｯﾄ) 

(無機ジ
ンクリッ
チペイン

ト、下塗
りの塗布
後) 

 
備考 
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工 種 基礎工 一般事項（砕石基礎工） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 締固機種 工事打合簿提出 

(施工計画書) 
図面等（適宜）   受理 着手前及

び変更時 

 

材  料 
品質規格 １ 再生クラッシャーラン

（RC-40） 
工事打合簿提出 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

  受理 施工前 

施  工 
施工方法 １ 締固、間ゲキ充填材 

（必要時） 

   施工状況 施工中     

出来形 
幅、厚さ、
延長 

 出来形成果表 
  

 
様式 1-1、1-2、1-3、

2 

幅、厚さ 施工後   

 
備考 

 

 
 
 
工 種 基礎工（護岸） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工手順 工事打合簿提出 

(施工計画書) 
図面等（適宜）   受理 着手前及

び変更時 

 

床掘工  
鉄筋工  

型枠工  
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 
 

埋戻工 

 作業土工(床掘り) 参照 
鉄筋工 参照 

型枠・支保 参照 
コンクリート工 参照 
水中打込み禁止 

作業土工(埋戻し) 参照 

         

品質管理 鉄  筋 鉄筋工 参照       

コンクリート コンクリート工 参照 

 

      

出 来 形 

(現場打) 
基準高、幅、 

高さ、延長 
(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 
基準高 

延長 

 出来形成果表 
出来形図  

 
 
 

段階確認報告書 

 
様式 1-1、1-2、1-3、

2 

(現場打) 
幅 

高さ 
(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 
据付状況 

型枠取
外し後 

 
施工後 

 
 

 
 
段階 

確認 

 
 

 
 
１回/１

工事 

 
備考 
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第３章 ３－３ 施工管理表 

3－37 

 
工 種 既製杭工（打込み杭工法） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 
 
 

 
 
 

１ 現場環境 
２ 公害関係諸法規 
３ 地盤状況、地質条件  

４ 施工機種 
５ 杭の打止め管理方法 
６ 現場継手(鋼管杭､H鋼杭)

の溶接施工管理技術者 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 
 

 
 
工事打合簿提出 

図面等（適宜） 
 
 

 
 
溶接工資格証明書

の写し 

  受理 
 
 

 
 
受理 

着手前
及び変
更時 

 
 
施工前 

 

材  料 

品質規格
  

１ 杭の諸元 
２ 杭の細部構造（頭部、先

端部、継手部） 
３ 外観 
４ 形状寸法 

工事打合簿提出 
 
品質の証明資料 

(鋼管杭､H鋼杭) 
 
品質の証明資料 

(ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 JIS 製
品) 

製品   ｸﾞ資料等 
 
ミルシート 

 
 
試験成績表 

 
 
形状寸法 

 
 
形状寸法 

 

 
 
使用前 

 
 
使用前 

 

受理 施工前 

打込み 

試験杭 １ 杭の位置及び配置 

〔試験施工〕 
１ 支持層の確認…貫入状

況、打ち止まり状況、地

質柱状図との対比 
２ 支持力計算（動力学公

式、静力学公式） 

３ 施工機械の適否…周辺
部への影響、杭の破損 

  

 
 
 

施工状況 

（杭種毎） 

施工中   

〔試験結果〕 
１ 打止め貫入量（リバウン

ド量） 
２ 支持力等施工管理値の

設定 

３ 杭頭切断の必要が生じ
た場合の処理、補強方法 

段階確認報告書 
 

条件変更確認請求
通知通知 
 

条件変更確認請求
通知通知 
 

試験杭施工結果報
告書 

 
 

打込み不能の場合、
その原因調査資料 
支持力の測定値が

所定の支持力に達
しない場合、その資
料 

打止め管理の施工
記録 
 

  段階 
確認 

受理 
立会 
 

受理 
立会 
 

試験杭 

本 杭 １ 運搬、保管の適否 
２ 打止め貫入量（リバウン

ド量）支持力 

３ 偏心、傾斜、偏打 
４ 打止め高さ 
５ 継手部（溶接）の適否 

段階確認報告書 
 
杭施工結果報告書 

 
 
打止め管理の施工

記録 
 

施工状況  
溶接状況  
リバウンド測

定状況 

施工中 段階 
確認 

1 回/10
本(重点
1 回/ 5

本) 

杭頭処理 

既製杭 １ ずれ止め溶接の適否 
２ 杭頭切断の処理 
３ 杭を切断した場合の補

強方法 
４ 中詰め補強鉄筋 

段階確認報告書  杭頭処理状況   処理前 
処理中  
処理後 

段階 
確認 

1 回/10
本(重点
1 回/ 5

本) 

品質管理 

外観検査 

打止め管理 
現場溶接 
 

１ 鋼管杭、ｺﾝｸﾘｰﾄ杭、H鋼杭 

１ 打止め管理の施工記録 
１ 浸透探傷試験 
２ 放射線透過試験 

品質管理図表  

様式 11-1～11-2 
様式 15 
様式 16 

外観検査 

 
浸透探傷試験 
放射線透過試験 

検査 

実施中 
試験 
実施中 

  

出来形 
管理 

基準高 
偏心量 
根入長 

傾 斜 

１ 全数について杭中心で
測定 

出来形成果表 
出来形図  
 

段階確認報告書 

 
様式 1-1、1-2、1-3、
2 

 

偏心量(全数) 
根入長 
数量 

打込後 
打込前 
打込後 

 
 
段階 

確認 

1 回/10
本(重点
1 回/ 5

本) 

 

 
 備考 
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第３章 ３－３ 施工管理表 

3－38 

 

工 種 既製杭工（中掘り杭工法 最終打撃方式） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 
 
 

 
 
 

１ 現場環境 
２ 公害関係諸法規 
３ 地盤状況、地質条件  

４ 施工機種 
５ 杭支持層の確認方法 
６ 現場継手(鋼管杭､H鋼杭)

の溶接施工管理技術者 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 
 

 
 
工事打合簿提出 

図面等（適宜） 
 
 

 
 
溶接工資格証明書

の写し 

  受理 
 
 

 
 
受理 

着手前
及び変
更時 

 
 
施工前 

 

材  料 

品質規格 １ 杭の諸元 
２ 杭の細部構造（頭部、

先端部、継手部） 

３ 外観 
４ 形状寸法 

工事打合簿提出 
 
品質の証明資料 

(鋼管杭､H鋼杭) 
 
品質の証明資料 

(ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 JIS 製
品) 

製品   ｸﾞ資料等 
 
ミルシート 

 
 
試験成績表 

 
 
形状寸法 

 
 
形状寸法 

 

 
 
使用前 

 
 
使用前 

 

受理 施工前 

打込み 

試験杭 １ 杭の位置及び配置 

〔試験施工〕 
１ 支持層の確認…ｽﾊﾟｲﾗﾙｵｰ

 ﾞｰの動電流値の変化の

記録、ｵｰ ﾞｰ先端部に付着
している土砂の目視把
握、地質柱状図との対比 

２ 施工機械の適否…周辺
部への影響、杭の破損 

  

 
 
 

施工状況 

（杭種毎） 

施工中   

〔試験結果〕 
１ 打止め貫入量（リバウン

ド量） 
２ 支持力等施工管理値の

設定 

３ 杭頭切断の必要が生じ
た場合の処理、補強方法 

段階確認報告書 
 

条件変更確認請求
通知通知 
 

条件変更確認請求
通知通知 
 

試験杭施工結果報
告書 

 
 

打込み不能の場合、
その原因調査資料 
支持力の測定値が

所定の支持力に達
しない場合、その資
料 

打止め管理の施工
記録 

  段階 
確認 

受理 
立会 
 

受理 
立会 
 

試験杭 

本 杭 １ 運搬、保管の適否 

２ 打止め貫入量（リバウン
ド量）支持力 

３ 偏心、傾斜、偏打 

４ 打止め高さ 
５ 継手部（溶接）の適否 

段階確認報告書 

 
杭施工結果報告書 

 

 
打止め管理の施工
記録 

 

施工状況  

溶接状況  
リバウンド測
定状況 

施工中 段階 

確認 

1 回/10

本(重点
1 回/ 5
本) 

杭頭処理 

既製杭 １ ずれ止め溶接の適否 

２ 杭頭切断の処理 
３ 杭を切断した場合の補

強方法 

４ 中詰め補強鉄筋 

段階確認報告書 

 

 杭頭処理状況   処理前 

処理中  
処理後 

段階 

確認 

1 回/10

本(重点
1 回/ 5
本) 

品質管理 

外観検査 
打止め管理 

現場溶接 
 

１ 鋼管杭、ｺﾝｸﾘｰﾄ杭、H鋼杭 
１ 打止め管理の施工記録 

１ 浸透探傷試験 
２ 放射線透過試験 

品質管理図表  
様式 11-1～11-2 

様式 15 
様式 16 

外観検査 
 

浸透探傷試験 
放射線透過試験 

検査 
実施中 

試験 
実施中 

  

出来形 
管理 

基準高 

偏心量 
根入長 
傾 斜 

１ 全数について杭中心で

測定 

出来形成果表 

出来形図 
 
段階確認報告書  

 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

偏心量(全数) 

根入長 
数量 

打込後 

打込前 
打込後 

 

 
段階 
確認 

1 回/10

本(重点
1 回/ 5
本) 

 

 
 備考 
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第３章 ３－３ 施工管理表 

3－39 

工 種 既製杭工（中掘り杭工法 セメントミルク噴出撹拌方式）【コンクリート打設方式】 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 

 
 
 

 
 

１ 現場環境 

２ 公害関係諸法規 
３ 地盤状況、地質条件  
４ 施工機種 

５ 杭支持層の確認方法 
６ ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの注入量及び注

入方法 

７ ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの噴出撹拌方式
の工法 

８ 現場継手(鋼管杭､H鋼杭)

の溶接施工管理技術者 

工事打合簿提出 

(施工計画書) 
 
 

 
 
 

工事打合簿承諾 
 
 

工事打合簿提出 

図面等（適宜） 

 
 
 

 
 
 

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの噴出撹拌
方式の工法資料 
 

溶接工資格証明書
の写し 

  受理 

 
 
 

 
 
 

承諾 
 
 

受理 

着手前

及び変
更時 
 

 
 
 

施工前 
 
 

施工前 

 

材  料 

品質規格
  

１ 杭の諸元 
２ 杭の細部構造（頭部、先

端部、継手部） 
３ 外観 
４ 形状寸法 

工事打合簿提出 
 

品質の証明資料 
(鋼管杭､H鋼杭) 
 

品質の証明資料 
(ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 JIS 製
品) 

製品   ｸﾞ資料等 
 

ミルシート 
 
 

試験成績表 

 
 

形状寸法 
 
 

形状寸法 
 

 
 

使用前 
 
 

使用前 
 

受理 施工前 

打込み 

試験杭 １ 杭の位置及び配置 
〔試験施工〕 
１ 支持層の確認…ｽﾊﾟｲﾗﾙｵｰ

 ﾞｰの動電流値の変化の
記録、ｵｰ ﾞｰ先端部に付着
している土砂の目視把

握、地質柱状図との対比 
２ 施工機械の適否…周辺

部への影響、杭の破損 

  
 
 

 

施工状況 
（杭種毎） 

施工中   

〔試験結果〕 

１ 支持層の確認 
２ ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの注入量及び 
水セメント比 

 【ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量】 
３ 杭頭切断の必要が生じ

た場合の処理、補強方法 

段階確認報告書 

 
条件変更確認請求
通知通知 

 
条件変更確認請求
通知通知 

 
試験杭施工結果報
告書 

 

 
打込み不能の場合、
その原因調査資料 

支持力の測定値が
所定の支持力に達
しない場合、その資

料 
支持層確認の資料 
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入量記録 

【ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量】 

  段階 

確認 
受理 
立会 

 
受理 
立会 

試験杭 

本 杭 １ 運搬、保管の適否 
２ 支持層の確認 

３ 偏心、傾斜 
４ 打止め高さ 
５ 継手部（溶接）の適否 

段階確認報告書 
 

杭施工結果報告書 
 

 
 

支持層確認の資料 
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入量記録 
【ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量】 

施工状況  
溶接状況   

施工中 段階 
確認 

1 回/10
本(重点

1 回/ 5
本) 

杭頭処理 

既製杭 １ ずれ止め溶接の適否 
２ 杭頭切断の処理 
３ 杭を切断した場合の補

強方法 
４ 中詰め補強鉄筋 

段階確認報告書 図面等 杭頭処理状況   処理前 
処理中  
処理後 

段階 
確認 

1 回/10
本(重点
1 回/ 5

本) 

品質管理 

外観検査 

打止め管理 
現場溶接 
 

１ 鋼管杭、コンクリート

杭、H 鋼杭 
１ 打止め管理の施工記録 
１ 浸透探傷試験 

２ 放射線透過試験 

品質管理図表  

 
様式 15 
様式 16 

外観検査 

 
浸透探傷試験 
放射線透過試験 

検査 

実施中 
試験 
実施中 

  

出来形 
管理 

基準高 
偏心量 
根入長 

傾 斜 

１ 全数について杭中心で
測定 

出来形成果表 
出来形図 
 

段階確認報告書  

 
様式 1-1、1-2、1-3、
2 

 

偏心量(全数) 
根入長 
数量 

打込後 
打込前 
打込後 

 
 
段階 

確認 

1 回/10
本(重点
1 回/ 5

本) 

 

 
 備考  
 

 
 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.176
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工 種 場所打杭工（オールケーシング工法） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 施工順序及び施工方法 
２ 杭径長、地質に適した施

工機種 

３ スライムの除去及び処
理方法 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

施工記録 

施工記録 １ ケーシングチューブ、ト
レミー管の先端位置 

２ コンクリート天端高 
３ 施工時間 

場所打杭施工記
録 

様式 12-1 
支持層標本 注 1) 

     

掘  削 

深  さ １ 杭長、先端 EL 段階確認報告書   根入長 掘削後 段階 

確認 

試験杭＋ 

1回/10本
(重点1回
/5 本)  

支持層 １ 設計図書との対比  支持層土質 掘削後 

孔内水位 

ケーシング
先端 
孔底処理 

１ 地下水位以上に保持  

２ 掘削先端より先行   
 
３ スライムの除去 

  給水状況  

 
 
孔底処理状況 

施工中 

 
 
施工中 

  

鉄  筋 

共通事項 鉄筋工 参照 
 

段階確認報告書 
 

 

 

 

 

 

 

段階 
確認 
 

20%程度/1
構造物(重
点 50%程

度/1 構造
物) 

組立、建込 １ アークすみ肉熔接 

２ 各ブロック重ね継手長、
スペーサ個数･間隔 

３ 鉄筋の建込み高さ 

４ 形状保持などのための
溶接不可 

段階確認報告書 

ﾌﾚｱ溶接施工試験
報告書(基準試
験)    注 3)   

ﾌﾚｱ溶接施工試験
報告書(日常管理
試験)   注 3) 

外観･形状寸法ﾃﾞ
ｰ ｼｰﾄ   注 3) 

ﾌﾚｱ溶接継手施

工前試験 注 2) 
 

 

ﾌﾚｱ溶接継手施
工後試験 注 2)   

 

試験実施状況 

 
 
 

試験実施状況 
 

試験中 

 
 
 

試験中 

段階 

確認 

20%程度

/1 構造物
(重点 50%
程度/1構

造物) 

コンク 

リート 

共通事項 １ コンクリート工 参照       

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 １ トレミー管…コンクリ

ート内に２m 以上貫入 
２ コンクリートの連続打

込み 

３ 余盛 0.5m 以上 

施工状況把握報告書  打設状況 施工中 施工状

況把握 

1 回/1 構

造物(重
点 1 回/1
 ｯﾄ) 

ケーシング
先端 

１ コンクリート内に２m
以上貫入 

ケーシング
引抜 

１ 鉄筋共上り 
 

杭頭処理 
余盛り 
杭頭処理 

１ 杭頭鉄筋長 段階確認報告書  余盛状況  
処理状況 

杭頭鉄筋長 

処理前
処理中

処理後 

段階 
確認 

1回/10本
(重点1回

/5 本) 

品質管理 

共通事項 １ コンクリート工 参照 
２ 鉄筋工 参照 

 

品質管理図表 

 

場所杭施工記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄 筋 １ アークすみ肉熔接 品質管理図表 溶接施工基準試験、
日常管理試験 

    

出来形 

管理 

共通事項 １ 鉄筋工 参照 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準高 
杭  長 

偏心量 
傾  斜 
杭  経 

１ 全数について杭中心で
測定 

出来形成果表 
出来形図  

 
段階確認報告書 

 
様式 1-1、1-2、1-3、

2 

根入長 
偏心量 

数量、杭径 

施工中 
打込後 

打込後 
 

 
 

段階 
確認 

試験杭＋ 
1回/10本

(重点1回
/5 本) 

 
備考 注 1）支持層標本は１施工単位に１本は全層、その他の杭は先端支持層を採取する。 

注 2）フレア溶接継手の施工前試験と施工後試験については、土木学会 鉄筋定着・継手指針（令和 2年 3 月）p145による。 
注 3) フレア溶接施工試験報告書(基準試験)、フレア溶接施工試験報告書(日常管理試験)、フレア溶接 日常管理 外観・形状

寸法データシートについては、土木工事施工管理基準 p250～p252による。 
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第３章 ３－３ 施工管理表 

3－41 

 
工 種 場所打杭工（リバース工法） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 施工順序及び施工方法 
２ 杭径長、地質に適した施

工機種 

３ スライム除去及び処理
方法 

４ スタンドパイプ長（静水圧

２mの確保、先端の土質） 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

施工記録 

施工記録 １ トレミー管の先端位置  
２ コンクリート天端高  
３ 施工時間 

場所打杭施工記録 様式 12-2 
支持層標本 注 1) 

     

掘  削 

深 さ １ 杭長、先端 EL 段階確認報告書   根入長 掘削後 段階 

確認 

試験杭＋ 

1回/10本
(重点 1回
/5 本)  

支持層 １ 設計図書と対比 段階確認報告書  支持層土質 掘削後 

孔内水位  

孔底処理 

１ 静水圧２mの保持 

２ スライムの除去 

  給水状況 

孔底処理状況 

施工中 

施工中 

  

鉄  筋 

共通事項 １ 鉄筋工 参照 
 

段階確認報告書 
 

 

 

 

 

 

 

段階 
確認 

 

20%程度/1
構造物(重

点 50%程
度/1 構造
物) 

組立、建込 １ アークすみ肉熔接 
２ 各ブロック重ね継手長、

スペーサ個数･間隔 

３ 孔壁の崩壊防止 
４ 形状保持などのための

溶接不可 

段階確認報告書 
ﾌﾚｱ溶接施工試験
報告書(基準試験) 

     注 3)   
ﾌﾚｱ溶接施工試験
報告書(日常管理

試験)   注 3) 
外観･形状寸法ﾃﾞｰ
 ｼｰﾄ    注 3) 

ﾌﾚｱ溶接継手施
工前試験 注 2) 
 

 
ﾌﾚｱ溶接継手施
工後試験 注 2)   

 

試験実施状況 
 
 

 
試験実施状況 
 

試験中 
 
 

 
試験中 

段階 
確認 

20%程度
/1 構造物
(重点 50%

程度/1構
造物) 

コンク 

リート 

共通事項 １ コンクリート工 参照 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 １ トレミー管（コンクリー
ト内に２m以上貫入）   

２ コンクリートの連続打
込み 

３ 余盛 0.5m 以上 

施工状況把握報告書  打設状況 施工中 施工状
況把握 

1 回/1 構
造物(重

点 1 回/1
 ｯﾄ) 

杭頭処理 

余  盛 
杭頭処理 

１ 杭頭鉄筋長 段階確認報告書  余盛状況  
処理状況 
杭頭鉄筋長 

 
処理前
処理中

処理後 

段階 
確認 

1回/10本
(重点 1回
/5 本) 

品質管理 

共通事項 １ コンクリート工 参照 
２ 鉄筋工 参照 

 

品質管理図表 場所打杭施工記録     

鉄 筋 １ アークすみ肉熔接 品質管理図表  
溶接施工基準試

験、日常管理試験 

    

出来形 
管理 

共通事項 １ 鉄筋工 参照 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準高 

杭  長 
偏心量 
傾  斜 

杭  経 

１ 全数について杭中心で

測定 

出来形成果表 

出来形図 
 
段階確認報告書  

 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

根入長 

偏心量 
数量、杭径 

施工中 

打込後 
打込後 
 

 

 
段階 
確認 

試験杭＋ 

1回/10本
(重点 1回
/5 本) 

 

備考 注 1）支持層標本は１施工単位に１本は全層、その他の杭は先端支持層を採取する。 
注 2）フレア溶接継手の施工前試験と施工後試験については、土木学会 鉄筋定着・継手指針（令和 2年 3 月）p145による。 
注 3) フレア溶接施工試験報告書(基準試験)、フレア溶接施工試験報告書(日常管理試験)、フレア溶接 日常管理 外観・形状

寸法データシートについては、土木工事施工管理基準 p250～p252による。 
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工 種 深 礎 工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法  
安全対策 

１ 施工順序及び施工方法 
２ 杭径、地質を考慮した日

施工量 

３ グラウト注入・検査用パ
イプの配置 

４ 排気・酸素量探知方法  

５ 落下防護工 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材  料 

品質規格 １ 山留材 波形鋼板（JIS 
G3101-1種SS330黒皮品） 

２ グラウト ｾﾒﾝﾄ､起泡剤 

工事打合簿提出 
品質の証明資料 
工事打合簿提出 

製品   ｸﾞ資料等 
ミルシート 
試験成績表 

 
形状寸法 

 
使用前 

受理 
 
受理 

施工前 
 
施工前 

掘  削 

施工記録 １ 岩質、土質、湧水、掘進

状況 

深礎杭施工記録 掘削深度、掘削土

砂、地質柱状図 
支持層標本 注) 

地質 施工中   

土留工 １ 偏心、ボルト締付、裏面
過掘、杭径 

２ 岩盤定着部の土留材 

  ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 
設置状況 

掘削後   

深 さ １ 杭長、先端 EL 段階確認報告書 

  
 土質 掘削後 段階 

確認 
1 回/3 本
(重点 全

数) 支持層 １ 設計図書と対比  支持層土質 掘削後 

鉄  筋 
 １ 鉄筋工 参照 

 
段階確認報告書 
 

 

 

鉄筋組立状況 
 

組立後 段階 
確認 

1 回/1 本 

コンク 
リート 

 １ コンクリート工 参照 施工状況把握報告書    施工状
況把握 

1 回/1 構
造物(重
点 1 回/1

 ｯﾄ) 

グラウト 

施工記録 １ グラウトの注入方法 深礎杭施工記録 配合、注入記録     

配合 １ 示方配合、骨材表面水の
確認 

工事打合簿提出 配合表 配合状況 施工中 受理  

注入時 1 注入圧力、検査用パイプ

で注入範囲の確認 

段階確認報告書 

 

 圧力ゲージ 施工中 段階 

確認 

1 回/3 本

(重点 全
数) 注入量 １ グラウト量の検収（セメ

ント充･空袋又は流量計） 
 セメント充･

空袋数量等 
施工前
後 

品質管理 
共通事項 １ コンクリート工 参照 

２  鉄筋工 参照 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出来形 

管理 

共通事項 １ 鉄筋工 参照 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準高   
杭  長 

偏心量 
傾  斜 
基礎径   

１ 全数について杭中心で
測定 

出来形成果表 
出来形図  

 
段階確認報告書 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

根入長 
偏心量 

数量、基礎径 

掘削後 
施工後 

施工後 

 
 

段階 
確認 

 
1 回/3 本

(重点 全
数) 

 
備考 注）支持層標本は１施工単位に１本は全層、その他の杭は先端支持層を採取する。 
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工 種 オープンケーソン基礎工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工準備 
 
掘  削 

載  荷 
ロット長さ 
沈  下 

１ 形状、地質に適した機械
設備の選定 

１ 掘削方法 

１ 載荷方法 
１ 型枠、足場、支保等施工法 
１ 火薬使用の有無 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 
 

図面等（適宜）   受理 
 

着手前及
び変更時 
 

 

刃口製作 

製  作 １ 製作仕様 工事打合簿提出 製作要領書   受理 着手前及

び変更時 
工場検
査は特
仕によ

る。 

２ 鋼橋上部工に準拠 
 
３ 鉄沓の製作 

  各検査 
 
製作工程 

各検査
時  
製作時 

確認 

刃口据付 

地盤支持力   

 
刃口の出来形 
据付位置 

１ 良質砂質土置換の必要

性、皿板敷設 
１ 出来形寸法、現場熔接の

適否 

１ 水平、偏心 

 

 
段階確認報告書 

測定記録 

（載荷試験成績） 

地盤状態 

 
組立及び据付
状態 

据付前 

 
据付後 

 

 
段階 
確認 

 

 
１回/１
構造物 

 

掘削沈下 

掘  削 １ 土質の変化 段階確認報告書 土及び岩分類の境
界が確認できる資

料 

土質等の判別 掘削中 段階 
確認 

1 回/土
（岩）質

の変化毎 

 

２ 均等な掘下げ、掘越を避
ける 

 
 
 

 掘削状況  
土質 
載荷状況 

 
施工中  
掘削時  

載荷時 

 
 

 
 

 土  質 １ 沈下関係図の修正 

沈  下 １ 荷重、偏心、傾斜、回転、
火薬使用の有無 

支持地盤 １ 設計図書との対比 段階確認報告書 土質標本 支持層土質 掘削後 段階 

確認 

１回/１

構造物 
 

鉄  筋 
 鉄筋工 参照 段階確認報告書  鉄筋組立状況 組立後 段階 

確認 
１回/１
ロット 

 

型  枠  型枠・支保 参照        

コンク 

リート 

一般事項  

打  設 
底  板 

コンクリート工 参照 

１ １ロットの連続施工   
１ 刃口までの土砂除去、過

掘はコンクリート埋戻   

２ 水中コンクリートの連
続施工打設後の水位 

施工状況把握報告書  封鎖コンクリ

ート打設状
況、中埋状況 

施工時 施工状

況把握 

１回/１

構造物 
(重点1回
/1  ｯﾄ)  

品質管理 コンクリート コンクリート工 参照        

出来形 
管理 

 基準高 
ケーソンの長さ 

ケーソンの幅 
ケーソンの高さ 
ケーソンの壁厚 

偏心量 

出来形成果表 
出来形図  

 
様式 1-1、1-2、1-3、

2 
 

ｹｰｿﾝの長さ 
ｹｰｿﾝの幅 

ｹｰｿﾝの高さ 
ｹｰｿﾝの壁厚 
偏心量 

各部寸法 

設置後
及び型

枠取外
し後 

  

 

 

 備考 
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工 種 ニューマチックケーソン基礎工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工設備   
 
理論沈下   

 
安全施設   
 

 
安全管理 

１ 掘削及び情報伝達  
２ 送気・艤装 
１ 沈下荷重の算定、減圧  

２ 火薬沈下の有無 
１ ホスピタルロック、酸

素、呼吸器 

２ 通信設備、予備電源   
１ 減圧速度、諸法規の遵守 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜） 
 
 

労働基準監督署への
計画届は提示で可 
(圧気工法による工

事) 
 

  受理 着手前及
び変更時 
 

届出後 
 

刃口製作 

製  作 １ 製作仕様 工事打合簿提出 製作要領書   受理 着手前及
び変更時 

工場検

査は特
仕によ
る。 

２ 鋼橋上部工に準拠   

 
３ 鉄沓の製作 

  各検査 

 
製作工程 

各検査

時  
製作時 

確認 

刃口据付 

地盤支持力   
 

刃口の出来形 
据付位置 

１ 良質砂質土置換の必要
性、皿板敷設 

１ 出来形寸法、現場熔接の
適否 

１ 水平、偏心 

 
 

段階確認報告書 

測定記録 
（載荷試験成績） 

地盤状態 
 

組立及び据
付状態 

据付前 
 

据付後 

 
 

段階 
確認 

 
 

１回/１
構造物 

 

掘削沈下 

掘  削 １ 土質の変化 
 
 

段階確認報告書 
 
 

土及び岩分類の境界が
確認できる資料 

土質等の判
別 
 

 

掘削中 
 
 

段階 
確認 
 

1 回/土
（岩）質
の変化毎 

 

２ 均等な掘下げ、掘越を避
ける 

  掘削状況  
土質 
載荷状況 

施工中  
掘削時  
載荷時 

  
 

 土  質 １ 沈下関係図の修正 

沈  下 １ 荷重、偏心、傾斜、回転、

火薬使用の有無 

支持地盤 １ 設計図書との対比 段階確認報告書 土質標本 支持層土質 掘削後 段階 

確認 

１回/１

構造物 
 

鉄  筋 
 鉄筋工 参照 段階確認報告書  鉄筋組立状

況 
組立後 段階 

確認 
１回/１
ロット 

 

型  枠  型枠・支保 参照        

コンク 
リート 

一般事項  
躯体・中埋 

コンクリート工 参照 
１ 作業室のコンクリート

の連続打設 

２ 刃口から中央に向って
打設 

３ 送気圧力の保持 

施工状況把握報告書  封鎖コンク
リート打設
状況、中埋状

況 

施工時 施工状
況把握 

１回/１
構造物 
(重点1回

/1  ｯﾄ)  

品質管理 コンクリート コンクリート工 参照        

出来形 

管理 

 基準高 
ケーソンの長さ 
ケーソンの幅 

ケーソンの高さ 
ケーソンの壁厚 
偏心量 

出来形成果表 
出来形図  

 
様式 1-1、1-2、1-3、
2 

 

ｹｰｿﾝの長さ 
ｹｰｿﾝの幅 
ｹｰｿﾝの高さ 

ｹｰｿﾝの壁厚 
偏心量 
各部寸法 

設置後
及び型
枠取外

し後 

  

 

 
 備考 
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工 種 
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積(張)）、石積

(張)工 
監 督 

摘要 

施工段階 
内   容 手 続（受注者） 写真撮影 

方法 頻度 
項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工手順 

２ 施工機械能力 
工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前
及び変

更時 

 

材  料 

(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞ
 ｯｸ) 

品質規格 １ 設計図書 
２ 形状寸法、外観 

工事打合簿提出 
工事打合簿提出 
(JIS 製品以外) 

品質の証明資料
(JIS 製品) 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 
 

試験成績表 

形状寸法 使用前 受理 
受理 

施工前  
施工前 

床掘工 
 作業土工(床掘り)参照 

丁張り 
         

積(張)工 

積上（張立） １ 合端の仕上 
２ 背面のつき固め 
３ 積み高 

４ 四個巻、ふくらみ等
の積方 

  積上（張立）  
施工状況 

施工中   

目  地 １ 目地間隔・構造  

水抜き孔 １ 設置状況（護岸工別

途考慮） 

 

胴込・裏込コン
クリート工 

コンクリート工 参照 
 

  施工状況 施工中   

裏込め材 １ 裏込厚   施工状況 施工中   

天端･端止 

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 コンクリート工 参照       

埋戻工 
 作業土工(埋戻し)参照       

品質管理 コンクリート コンクリート工 参照       

出来形 
管理 

基準高 

法  長 
厚さ(ﾌﾞ ｯｸ積
張､石積張) 

厚さ(裏込)  
延  長 

 出来形成果表 

出来形図  

 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 
 

厚さ(裏込) 

法長 
厚さ(ﾌﾞ ｯｸ積
張､石積張) 

施工中 

施工後 
施工後 

  

 

 備考 
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工 種 アスファルト舗装工（下層路盤工）（クラッシャーラン、再生クラッシャーラン） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工機械（機種、規格）  

２ 施工手順 
工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材  料 

材 料 １ 最大粒径 
２ 粒度 

３ 修正 CBR 
４ 塑性指数 PI 

工事打合簿提出 
工事打合簿提出 

   又は 承諾 
 
小規模は提出 

製品   ｸﾞ資料等 
試験結果 

使用実績がある試
験成績表 
試験成績書 

  受理 
受理 

承諾 
 
受理 

施工前 
施工前 

施工前 
 
施工前 

施  工 

路床面の 
整備 

１ 雑草、浮石、木片、ごみ
等の取除き 

２ 路床面及び補足材料の

確認 

        

敷均し １ 一層仕上がり厚 
２ 敷均しの均等性 

３ 路床の湿潤状態 

施工状況把握報告書  敷均し厚さ 施工中 施工状
況把握 

１回/１
工事(重

点１回
/3000 ㎡) 締固め １ 最適含水比 

２ 締固方法の適否 

３ 締固めの一様性 

 転圧状況 
 

整正状況 

施工中 
 

整正後 

品質管理 

材  料 １ 修正 CBR 試験 
２ 骨材のふるい分け試験 

３ 土の液性限界・塑性限界
試験 

４ 鉄鋼スラグの水浸膨張

性試験 
５ 道路用スラグの呈色判

定試験 

      

施  工 １ 現場密度の測定 

 
 
２ プルーフローリング 

(全幅、全区間) 
 

工事打合簿承諾 

 
品質管理表 
品質管理表 

段階確認報告書 

様式 38-1(現場密度

の測定位置) 
 
様式 24-1、24-2 

様式 19 

現場密度の測定 

 
 
プルーフロー 

リング 
 

試験 

実施中 
 
試験 

実施中 
 
 

承諾 

 
 
段階 

確認 

測定前 

 
 
１回/１

工事 

出来形 
管理 

  １ 基準高  
２ 厚さ  
３ 幅 

 

出来形成果表 
出来形図 
 

段階確認報告書 

 
様式 1-1、1-2、1-3、
2 

 

厚さ 
幅 
 

整正後 
整正後 

 
 
段階 

確認 

１回/１
工事(重
点１回

/3000 ㎡) 

 
備考 プルーフローリングは歩道路盤、路肩路盤を除く。  
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工 種 アスファルト舗装工（上層路盤工、粒度調整路盤工） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工機械（機種、規格）  

２ 施工手順 
工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材  料 

材 料 １ 最大粒径 
２ 粒度 

３ 修正 CBR 
４ 塑性指数 PI 

工事打合簿提出 
工事打合簿提出 

   又は 承諾 
 
小規模は提出 

製品   ｸﾞ資料等 
試験結果 

使用実績がある試
験成績表 
試験成績書 

  受理 
受理 

承諾 
 
受理 

施工前 
施工前 

施工前 
 
施工前 

施  工 

路床面の 
整備 

１ 雑草、浮石、木片、ごみ
等の取除き 

２ 下層路盤面及び補足材

料の確認 

        

敷均し １ 一層仕上がり厚 
２ 敷均しの均等性 

３ 下層路盤の湿潤状態 

施工状況把握報告書  敷均し厚さ 施工中 施工状
況把握 

１回/１
工事(重

点１回
/3000 ㎡) 締固め １ 最適含水比 

２ 締固方法の適否 

３ 締固めの一様性 

 転圧状況 
 

整正状況 

施工中 
 

整正後 

品質管理 

材  料 １ 修正 CBR 試験 
２ 骨材のふるい分け試験 

３ 土の液性限界・塑性限界
試験 

４ 鉄鋼スラグの修正 CBR

試験 
５ 鉄鋼スラグの呈色判定

試験 

６ 鉄鋼スラグの水浸膨張
性試験 

７ 鉄鋼スラグの一軸圧縮

試験 
８ 鉄鋼スラグの単位容積

質量試験 

      

施  工 １ 現場密度の測定 

 
 
２ 粒度(2.36mm、75㎛) 

３ 含水比試験 
 

工事打合簿承諾 

 
 
品質管理表 

品質管理表 

様式 38-1(現場密度

の測定位置) 
 
様式 24-1、24-2 

 

現場密度の測定 

 
 
粒度 

含水比試験 
 

試験 

実施中 
 
試験 

実施中 
 

承諾 

 
 
 

測定前 

 
 
 

出来形 

管理 

  １ 厚さ  

２ 幅 
 
 

 

出来形成果表 

出来形図 
 
段階確認報告書 

 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 
 

厚さ 

幅 
 
 

整正後 

整正後 

 

 
段階 
確認 

１回/１

工事(重
点１回
/3000 ㎡) 

 

備考 プルーフローリングは歩道路盤、路肩路盤を除く。  
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工 種 アスファルト舗装工（加熱アスファルト安定処理工） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工機械（機種、規格）  

２ 施工手順等 
工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材 料 
配 合 

骨 材 
フィラー 

品質規格 標準仕様書 2 編 
2-3-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用骨材 
2-3-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ用再生骨材 
2-3-5 フィラー 

工事打合簿提出 
又は 承諾 

小規模は提出 

試験結果 
試験成績表 
試験成績書 
 

  受理 
承諾 
受理 

施工前 
施工前 
施工前  
  

アスファルト 品質規格 標準仕様書 2 編 
2-3-6 安定剤 

工事打合簿提出 品質証明書   受理 施工前 

配合設計 １ 粒度及びアスファルト
量の決定 

工事打合簿承諾 配合設計又は 
実績、定期試験によ
る配合設計 

  承諾 施工前 

基準密度 １ 基準密度の決定 工事打合簿承諾 
 

実績又は定期試験
による基準密度の
試験結果 

  承諾 施工前 

プラント 

製 造 
運 搬 

混合所 １ 材料の貯蔵 
２ 製造設備の適否（ミキサ

ー容量、計量器） 

      

製 造 １ 計量の適否 
２ 混合時間 
３ 混合温度、排出時温度 

 
 
工事打合簿承諾 

 
 
排出時の温度の資
料 

   
 
承諾 

 
 
施工前 

運 搬 １ 保温 
２ 車両の掃除 
３ 運搬経路 

      

製造管理 
（必須のもの） 

１ 混合物のアスファルト
量抽出 

２ 粒度分析 
３ 温度測定 

  粒度 
ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出
粒度分析試験 
温度測定 

試験 
実施中 

  

舗  設 

下層面の 

整備 

１ 路盤上の不純物及び浮石 
２ 結合材過不足の有無 

  整正状況 整正後   

乳 剤 １ 品質規格 第２編 
2-8-1 一般瀝青材料 
２ 製造後経過日数(60 日) 

工事打合簿提出 品質証明書 
   

受理 
 
施工前 

散 布 １ 散布量の確認 
２ 散布の適否 
３ 養生の適否 

  散布量確認 
散布状況 
 

散布時   

舗  設 

敷均し １ 天候 
２ 気温(５℃) 
３ 舗装面の湿潤状況  
４ 一層の仕上り厚 
５ 敷均しの一様性 
６ 混合物の温度(最適締固

め温度との比較) 

施工状況把握報告書  敷均し厚さ 施工中 施工状
況把握 

１回/１
工事(重
点１回
/3000 ㎡) 

締 固 １ 締固め方法の適否  
２ 打継目の適否 

 転圧状況 
整正状況 

施工中 
整正後 

品質管理 
 

 

材 料 品質管理基準及び規格値 
８ アスファルト舗装工に
よる 

品質管理図表 
 
 
様式 26～33-2 

試験状況 試験中   

プラント 

舗設現場 １ 現場密度の測定 
２ 温度測定(初期締固め前) 
３ 外観検査(混合物) 

品質管理図表  
様式 38-1～38-5 様
式 33-2 

現場密度の測定 
 
温度測定 
外観検査 

試験 
実施中 
試験 
実施中 

  

出来形 
管理 

コアー採取
位置 

 工事打合簿承諾 
 

様式 38-1(コアー採
取位置) 

  承諾 採取前 

 １ 厚さ  
２ 幅 
 

出来形成果表 
 
出来形図 
段階確認報告書 

 
様式 1-1、1-2、1-3、
2 
様式 38-1～38-5 

幅 整正後  
 
段階 
確認 

１回/１
工事(重
点１回
/3000 ㎡) 

 
備考 アスファルト混合物の事前認定審査を受けた混合物は、認定書の写しを事前に監督員に提出することにより、アスファルト混

合物に関する次の各号の、基準試験等を省略することができるものとする。なお、舗設現場に関する品質管理図表の提出は、省
略できないことに留意すること。 

(1)材料の試料及び試験結果、品質証明書の提出 

(2)配合設計、試験練り 
(3)材料及びプラントに関する品質管理図表の提出 
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工 種 アスファルト舗装工（歩道路盤工・路肩舗装路盤工） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工機械（機種、規格）  

２ 施工手順 
工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材  料 

材 料 １ 最大粒径 
２ 粒度 

３ 修正 CBR 
４ 塑性指数 PI 

工事打合簿提出 
工事打合簿提出 

   又は 承諾 
 
小規模は提出 

製品   ｸﾞ資料等 
試験結果 

使用実績がある試験
成績表 
試験成績書 

  受理 
受理 

承諾 
 
受理 

施工前 
施工前 

施工前 
 
施工前  

施  工 

路体面の 
整備 

１ 雑草、浮石、木片、ごみ
等の取除き 

２ 路体面及び補足材料の

確認 

  整正状況 整正後     

敷均し １ 一層仕上がり厚 
２ 敷均しの均等性 

３ 路体の湿潤状態 

施工状況把握報告書  敷均し厚さ 施工中 施工状
況把握 

１回/１
工事(重

点１回
/3000 ㎡) 締固め １ 最適含水比 

２ 締固方法の適否 

３ 締固めの一様性 

 転圧状況 施工中 

品質管理 

材  料 １ 修正 CBR 試験 
２ 骨材のふるい分け試験 

３ 土の液性限界・塑性限界
試験 

４ 鉄鋼スラグの水浸膨張

性試験 
５ 道路用スラグの呈色判

定試験 

  試験実施状況 試験 
実施中 

  

施  工 １ 現場密度の測定 工事打合簿承諾 

 
 

様式 38-1(現場密度

の測定位置) 
 
様式 24-1、24-2 

現場密度の測定 

 

試験 

実施中 
 

承諾 測定前 

出来形 
管理 

  １ 厚さ  
２ 幅 
３ 基準高 

出来形成果表 
出来形図 
 

段階確認報告書 

 
様式 1-1、1-2、1-3、
2 

 

厚さ 
幅 

整正後 
整正後 

 
 
段階 

確認 

１回/１
工事(重
点１回

/3000 ㎡) 

 

備考  プルーフローリングは不要。 
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工 種 アスファルト舗装工(基層工・表層工) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工機械（機種、規格）  

２ 施工手順等 
工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

配  合 

骨 材 
フィラー 

１ 品質規格 第２編 
2-3-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用骨材 
2-3-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ用再生骨材 
2-3-5 フィラー 

工事打合簿提出 
   又は 承諾 
小規模は提出 

試験結果 
試験成績表 
試験成績書 
 

  受理 
承諾 
受理 

施工前 
施工前 
施工前  
  

アスファルト １ 品質規格 第２編 
2-3-6 安定剤 

工事打合簿提出 品質証明書   受理 
施工前 

配合設計 １ 粒度及びアスファルト
量の決定 

工事打合簿承諾 
 

配合設計又は 
実績、定期試験によ
る配合設計 

  承諾 施工前 

基準密度 １ 基準密度の決定 工事打合簿承諾 
 

試験結果又は 
実績、定期試験による
基準密度の試験結果 

  承諾 施工前 

プラント 
製 造 
運 搬 

混合所 １ 材料の貯蔵 
２ 製造設備の適否（ミキサ

ー容量、計量器） 

      

製 造 １ 計量の適否 
２ 混合時間 
３ 混合温度、排出時（出荷

時）温度 

 
 
工事打合簿承諾 

 
 
排出時（出荷時）の
温度の資料 

   
 
承諾 

 
 
施工前 

運 搬 １ 保温 
２ 車両の掃除 
３ 運搬経路 

      

製造管理 
（必須のもの） 

１ 混合物のアスファルト
量抽出 

２ 粒度分析 
３ 温度測定 

  粒度 
ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出
粒度分析試験 
温度測定 

試験 
実施中 

  

舗  設 

下層面の 
整備 

１ 路盤上の不純物及び浮石 
２ 結合材過不足の有無 

  整正状況 整正後   

乳 剤 １ 品質規格 第２編 
2-8-1 一般瀝青材料 
２ 製造後経過日数(60 日) 

工事打合簿提出 品質証明書 
   

受理 
 
施工前 

散 布 １ 散布量の確認 
２ 散布の適否 
３ 養生の適否 

  散布量確認 
散布状況 
 

散布時   

舗  設 

敷均し １ 天候 
２ 気温(５℃) 
３ 舗装面の湿潤状況  
４ 一層の仕上り厚 
５ 敷均しの一様性 
６ 混合物の温度(最適締固

め温度との比較) 

施工状況把握報告書  敷均し状況 施工中 施工状
況把握 

１回/１
工事(重
点１回
/3000 ㎡) 

締 固 １ 締固め方法の適否  
２ 打継目の適否 

 転圧状況 
整正状況 

施工中 
整正後 

品質管理 
 

材 料 品質管理基準及び規格値 
８ アスファルト舗装工に
よる 

品質管理図表 
 
様式 26～33-2 

試験状況 試験中   

プラント 

舗設現場 １ 現場密度の測定 
２ 温度測定 (初転圧前) 
３ 外観検査(混合物) 

品質管理図表  
様式38-1～38-5様式
33-2 

現場密度の測定 
 
温度測定 
外観検査 

試験 
実施中 
試験 
実施中 

  

出来形 
管理 

コアー採取
位置 

 工事打合簿承諾 
 

様式 38-1(コアー採
取位置) 

  承諾 採取前 

厚 さ 
幅 
平坦性(表
層) 
 
 

平坦性 
※（平坦性の測定は、延長
100m 未満の場合は、省略す
ることができる。ただし、
監督員が必要と認めた場合
はこの限りではない。） 

出来形成果表 
出来形図 
 
段階確認報告書 

 
様式 1-1、1-2、1-3、
2 
 
様式38-1～38-5様式
20 

幅（基層） 
 
平坦性(表層) 

整正後 
 
実施中 

 
 
段階 
確認 

１回/１
工事(重
点１回
/3000 ㎡) 

 
備考 アスファルト混合物の事前認定審査を受けた混合物は、認定書の写しを事前に監督員に提出することにより、アスファルト混

合物に関する次の各号の、基準試験等を省略することができるものとする。なお、舗設現場に関する品質管理図表の提出は、
省略できないことに留意すること。 
(1)材料の試料及び試験結果、品質証明書の提出 
(2)配合設計、試験練り 
(3)材料及びプラントに関する品質管理図表の提出 
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3－51 

 

工 種 アスファルト舗装工（歩道舗装工・路肩舗装工） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 施工機械（機種、規格）  
２ 施工手順等 
３ 本線との同時施工の検

討(路肩舗装) 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

配  合 

骨 材 
フィラー 

１ 品質規格 第２編 
2-3-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用骨材 
2-3-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ用再生骨材 
2-3-5 フィラー 

工事打合簿提出 
又は 承諾 

小規模は提出 

試験結果 
試験成績表 
試験成績書 
 

  受理 
承諾 
受理 

施工前 
施工前 
施工前  
  

アスファルト １ 品質規格 第２編 
2-3-6 安定剤 

工事打合簿提出 品質証明書   受理 
施工前 

配合設計 １ 粒度及びアスファルト
量の決定 

 

工事打合簿承諾 
 

配合設計又は 
実績、定期試験によ
る配合設計 

  承諾 施工前 

基準密度 １ 基準密度の決定 工事打合簿承諾 
 

試験結果又は 
実績、定期試験による
基準密度の試験結果 

  承諾 施工前 

プラント 
製 造 
運 搬 

混合所 １ 材料の貯蔵 
２ 製造設備の適否（ミキサ

ー容量、計量器） 

      

製 造 １ 計量の適否 
２ 混合時間 
３ 混合温度、排出時（出荷

時）温度 

 
 
工事打合簿承諾 

 
 
排出時（出荷時）の
温度の資料 

   
 
承諾 

 
 
施工前 

運 搬 １ 保温 
２ 車両の掃除 
３ 運搬経路 

      

製造管理 
（必須のもの） 

１ 混合物のアスファルト
量抽出 

２ 粒度分析 
３ 温度測定 

  粒度 
ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出
粒度分析試験 
温度測定 

試験 
実施中 

  

舗  設 

下層面の 
整備 

１路盤上の不純物及び浮石 
２ 結合材過不足の有無 

  整正状況 整正後   

乳 剤 １ 品質規格 第２編 
2-8-1 一般瀝青材料 
２ 製造後経過日数(60 日) 

工事打合簿提出 品質証明書 
   

受理 
 
施工前 

散 布 １ 散布量の確認 
２ 散布の適否 
３ 養生の適否 

  散布量確認 
散布状況 
 

散布時   

舗  設 

敷均し １ 天候 
２ 気温(５℃) 
３ 舗装面の湿潤状況  
４ 一層の仕上り厚 
５ 敷均しの一様性 
６ 混合物の温度(最適締固

め温度との比較) 

施工状況把握報告書  敷均し状況 施工中 施工状
況把握 

１回/１
工事(重
点１回
/3000 ㎡) 

締 固 １ 締固め方法の適否  
２ 打継目の適否 

 転圧状況 
整正状況 

施工中 
整正後 

品質管理 
 
 

材 料 品質管理基準及び規格値 
８ アスファルト舗装工に
よる 

品質管理図表 
 
様式 26～ 33-2 

試験状況 試験中   

プラント 

舗設現場 １ 現場密度の測定 
２ 温度測定 (初転圧前) 
３ 外観検査(混合物) 

品質管理図表  
様式 38-1～38-5 
様式 33-2 

現場密度の測定 
 
温度測定 
外観検査 

試験 
実施中 
試験 
実施中 

  

出来形 

管理 

コアー採取
位置 

 工事打合簿承諾 
 

様式 38-1(コアー採
取位置) 

  承諾 採取前 

厚 さ 
幅 

 出来形成果表 
出来形図 
 
段階確認報告書 

 
様式 1-1、1-2、1-3、
2 
 
様式 38-1～38-5 

幅（基層） 整正後  
 
段階 
確認 

１回/１
工事(重
点１回
/3000 ㎡) 

 
備考  アスファルト舗装工（基層工、表層工）に同じ。 
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工 種 コンクリート舗装工(コンクリート舗装版工) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 施工機械（機種規格）  
２ 施工手順 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 材  料 

品質規格 １ 目地、ダウエルバー、タ

イバー、鉄網 

工事打合簿提出 

品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 

試験成績表 

形状寸法 使用前 受理 施工前 

２ コンクリート コンクリート工
参照 

     

配  合 
配合設計  

目  地 

施  工 １ 設計図書との対比 
２ 構造、施工の適否 

  設置状況 
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ、 ｲ
ﾊﾞｰ寸法、位置 

据付後 
据付後 

  

 

舗  設 

型  枠 １ 構造 
２ 基準高 

３ 取外し時期の適否 
４ 鉄網の継手及び位置 

  石粉、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
鉄網寸法、位置 

散布時 
 

据付後 

  

 

敷均し  

締固め 

１ 気温及び舗設面の状況  

２ 敷ならしの一様性 

施工状況把握報告書    施工状

況把握 

１回/１

工事(重
点１回
/3000 ㎡) 

表面仕上 １ 仕上の方法 
２ 時期 

      

養  生 
施  工 １ 養生の方法 

２ 交通開放 

 

工事打合簿承諾 

 

交通開放の時期 

養生状況 養生時  

承諾 

 

施工前 

品質管理 
 コンクリート工 参照       

出来形 

管理 

厚 さ 
幅 
平坦性 

目地段差 

平坦性 
※（平坦性の測定は、延長
100m 未満の場合は、省略す

ることができる。ただし、
監督員が必要と認めた場合
はこの限りではない。） 

出来形成果表 
出来形図 
 

段階確認報告書 

 
様式 1-1、1-2、1-3、
2 

様式 20 
 

平坦性 
厚さ 
 

目地段差 

実施中 
型枠据
付後 

 

 
 
段階確

認 

１回/１
工事(重
点１回

/3000 ㎡) 

 
備考 
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工 種 土留・仮締切工（H鋼杭、鋼矢板） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 設計図書（契約条件等） 
２ 現場環境、周辺構造物等

への影響 
３ 地質条件、安定計算 
４ 公害関係諸法規 
５ 施工機種 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜） 
 
 
労働基準監督署へ
の計画届は提示で
可(掘削の深さ 10m
以上の地山の掘
削) 

  受理 着手前及び
変更時 
 
届出後 

 

材  料 

品質規格 １ 設計図書との対比(指定
仮設) 

２ 部材の補修程度 

  形状寸法 使用前 
 

  

施  工 

施工状況 １ 打込長、偏位 
２ 矢板等の変位 
３ 支保材の設置、撤去の時期 
４ 周辺構造物への影響 

条件変更確認請求
通知通知 
 
 

打込み不能の場
合、その原因調査
資料 
引抜き跡の空隙に
よる地盤沈下の影
響が大きいと判断
される場合、その
資料 

施工状況 施工中 受理 
立会 
 

  

出来形 
管理 

撤去する 
部材 

〔指定仮設〕 
１ 矢板等数量…番号記入 
２ 基準高、根入長 

出来形成果表 
出来形図  
段階確認報告書 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

変位、根入長 
数量 

打込前 
 
打込後 

 
 
段階 
確認 

試験矢板＋ 
１回/150
枚(重点１
回/100枚) 

〔任意仮設〕 
１ 矢板等数量…番号記入 

  変位、根入長 
数量 

打込前 
 
打込後 

  

撤去しない
部材 

〔指定仮設〕 
１ 撤去しない長さ、延長 
２ 切断位置、切断方法 

出来形成果表 
出来形図  
段階確認報告書 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

切断状況  
数量 

切断 
前後 

 
 
段階 
確認 

試験矢板＋ 
１回/150
枚(重点１
回/100枚) 

〔任意仮設〕 
１ 撤去しない長さ、延長 

  切断状況 
数量 

切断 
前後 

  

備考 

工 種 路床安定処理工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項   提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 施工手順及び施工方法 
 
２ 粉塵対策 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材  料 
(安定材) 

品質規格 １ 設計図書との対比 
 
２ 所定の安定材の量 

工事打合簿提出
品質の証明資料 
工事打合簿承諾 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 
安定材の量 

  受理 
 
承諾 

施工前  
 
施工前 

施  工 

安定材散
布、混合、 
整形、締固め 

１ 安定材散布量 
２ 混合深さの確認 

  散布量の確認 配合毎   

品質管理 

材  料 
 

１ 土の締固め試験 
２ ＣＢＲ試験 
３ 六価クロム溶出試験(ｾ

ﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材) 
 

品質管理表  
 

土の締固め
試験 
ＣＢＲ試験 
六価クロム
溶出試験 
 

試験実施中 
 
試験実施中 
試験実施中 
 
 

  

施  工 
 

１ 現場密度の測定 
 
２ プルーフローリング 

品質管理表 
 
品質管理表 
 
段階確認報告書 

様式 24-1、様式
24-2 
様式 19 

現場密度の
測定 
プルーフロ
ーリング 

試験実施中 
 
試験実施中 

 
 
 
段階確
認 

 
 
 
１回/１
工事 

出来形 
管理 

 １ 基準高 
２ 施工厚さ 
３ 幅 
４ 延長 

出来形成果表 
出来形図  
 
段階確認報告書 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

施工厚さ 
幅 
 

施工後  
 
段階確
認 

１回/１
工事(重
点１回
/2000㎡) 

備考 
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工 種 根固めブロック工、沈床工、捨石工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 施工手順 

２ 据付方法 
３ 仮締切方法 

工事打合簿提出 

(施工計画書)  

図面等（適宜）   受理 着手前及

び変更時 

 

床掘工  作業土工(床掘り) 参照        

根固めブ 

ロック工 
 

コンク 

リート 
ブロック 
製作 

型  枠 １ 脱型の時期、型枠の安定 
２ 型枠・支保 参照 

      

鉄  筋 鉄筋工 参照       

コンクリート コンクリート工 参照       

品質管理 鉄筋工 参照       

コンクリート工 参照       

出来形管理 
 

１ ブロックの形状寸法
(幅、厚さ)、測定は 40

個に１個 
２ 数量（一連番号を付す） 

出来形成果表 
出来形図  

様式 1-1､1-2､1-3､2 数量(一連番
号を付す) 

ブロックの形
状寸法   

製作後 
 

製作後 

  

根固めブ 

ロック工 
 
ブロック 

運搬据付 

施工状況 １ 据付場所の状態 

２ 機種及び運搬、吊込状況 

  施工状況 施工中   

出来形管理 基準高  
延長 Ｌ1、Ｌ2 

出来形成果表 
出来形図 
 

段階確認報告書 

様式 1-1､1-2、1-3、2 幅 施工後  
 
段階 

確認 

 
 
１回/１

工事 

沈床工 

材  料 １ 連柴、敷そだ、方格材、
敷成木 

２ 鉄筋、詰石等の設計図書
との対比 

工事打合簿提出 関連資料 形状寸法 使用前 受理 施工前 

施工状況 １ 組立結果の状況適否   

２ 組立時の厚さ 
３ 据付状況 

  施工状況 施工中   

出来形管理 基準高 

幅 
延  長 

出来形成果表 

出来形図  

様式 1-1､1-2、1-3、2 格子寸法 

厚さ 
割石状況 
幅 

施工後

  

  

捨  石 

材  料 １ 岩石の品質規格(見掛比

重、吸水率、圧縮強さ) 

工事打合簿提出 

品質の証明資料 

関連資料 

試験成績表 

  受理 施工前 

 

施工状況 １ 捨石場所の状態 
２ 捨込み状況 

  施工状況 施工中   

品質管理 
(材料) 

１ 岩石の見掛比重 
２ 岩石の吸水率 
３ 岩石の圧縮強さ 

･公的機関試験 
･500㎥以下は監
督員の承諾を得

て省略できる 

 見掛比重 
吸水率 
圧縮強さ 

形状 

試験 
実施中 

  

出来形管理 基準高 
幅 

延  長 

出来形成果表 
出来形図  

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

幅 
高さ 

法長 

施工後
  

 
 

 

 

備考 
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工 種 浚 渫（川） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項   提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工手順 

２ しゅんせつ船能力、捨
土計画等 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前
及び 

変更時 

 
浚 渫 

浚渫方法 １ 工事標識及び量水標設置 

２ 作業船の避難場所及び
設備 

３ 船舶航行に対する保安

対策 
４ 受電設備の保安対策 
５ 汚濁防止対策 

６ 水質管理 
７ 仮土留工、排砂池、沈

砂池 

８ 余水吐 
９ 捨土箇所障害及び受枠

及び配管状況 

10 浚渫作業位置随時確認 

  運転状況 施工中    

１障害物の処理、土質変化 条件変更確認請
求通知通知 

 
 

  受理 
立会 

 

出来形 
管理 

 基準高 
幅 
延  長 

浚渫数量 

出来形成果表 
出来形図  

土木工事施工管理
基準 p126 様式-1 
参照 

      

 
 備考 
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工 種 樋門・樋管、水門 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 施工手順 
２ 機種台数及び組合せ 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

堤防開削・
仮締切 

１ 施工時期、順序、構造 

旧構造物 １ 撤去の方法 

材  料 
品質規格 １ 止水板の適否 

２ 目地板の適否 
工事打合簿提出 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

  受理 施工前 

床  掘 
(掘削) 

 作業土工(床掘り) 参照 
１ 基礎地盤の適否、並びに

湧水の処理 

段階確認報告書
(直接基礎)  

   段階 
確認(直
接基礎) 

１回/１
構造物 

基礎工  該当工種 参照       

鋼矢板 
 矢板工（鋼矢板工、コンク

リート矢板工） 参照 
      

均しコン 
クリート 

 コンクリート工 参照       

鉄  筋 

 鉄筋工 参照 段階確認報告書 
 

   段階 
確認 

20%程度
/1 構造物
(重点 50%
程度) 

型抜及び 
支保工 

 型抜・支保 参照       

コンク 
リート 

 コンクリート工 参照 施工状況把握報告書    施工状
況把握 

1 回/1 構
造物(重
点 1 回/1
 ｯﾄ) 

埋 戻  作業土工(埋戻し) 参照       

扉及び 
開閉装置 

実施仕様書  
設計計算書  
外注部品 

１ 製作・据付等工事全般設

計条件とのチェック 
２ 品質・規格 

工事打合簿承諾 図面等   承諾 施工前 

材料検査 １ 鋼橋上部 工場製作工 
参照 

      

機器検査 １ 寸法、外観、性能の適否 工事打合簿承諾 品質証明書 
社内検査記録 

検査状況 検査時 承諾 施工前 

製  作    工作状況 工作中   

組立検査 １ 寸法、外観、平面度、熔
接の適否 

２ ねじれ、たるみがないか

の確認 

段階確認報告書
(特仕による場合) 

社内検査表 
試験検査表 

組立寸法  
Ｘ線撮影状況 

検査中  
撮影中 

段階 
確認(特
仕によ
る場合) 

組立時 

工場塗装 １ 工場塗装工 参照       

据  付 １ 芯出しのチェック 
２ 戸当り：寸法、アンカー

への固定状況 
３ 扉体：寸法、外観、ボル

トの締付状況 
４ 二次コンクリート 

  取付状況 
 
 
 
 
打設状況 

据付中 
 
二次コ
ンクリ
ート打
設前 

  

 

性能検査 １ 水密ゴム：戸当りとの密
着状況 

２ 開閉機：負荷試験を行い
各部の機能の適否 

３ 電気設備：作動状況、絶
縁抵抗 

段階確認報告書
(特仕による場合) 

測定記録 検査状況 検査時 段階 
確認(特
仕によ
る場合) 

完成時 

運転検査 １ 総合的な運転を行い、異
常騒音、異常振動、異常
温度がないかの確認 

２ 保護装置、安全装置の作
動確認 

段階確認報告書
(特仕による場合) 

測定記録 検査状況 検査後 段階確
認(特仕
による
場合) 

完成時 

現場塗装 １ 現場塗装工 参照       

銘 板 
標示板 

 １ 材料、寸法、記載事項、
取付位置 

  記載事項 取付後   

品質管理 
鉄  筋 鉄筋工 参照       

コンクリー
ト 

コンクリート工 参照       

出来形 
管理 

函渠工 
(本体工) 

基準高 
厚さ t1〜t8 
幅 w1、w2 
内空幅 
内空高 
延長 

出来形成果表 
出来形図 
 
段階確認報告書 

様式 1-1､1-2、1-3、2 
 

厚さ 
幅 
内空幅 
内空高 
 

型枠取
外し後 

 
段階 
確認 

 
１回/１
構造物 

備考 
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工 種 堤防除草工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 現場の条件、草の条件等
に適した機種の選定及
び刈草の処理方法 

２ 飛石飛散防止対策の方法 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 
除  草 

施工状況 
（除草） 

１ 草の刈取り高は10㎝以下 
２ 竹、樹木、空かん等の異

物の除去 

３ 刈残の有無 
４ 障害物箇所の施工状況 
５ 法面損傷状況 

６ 飛石飛散防止対策の実
施状況 

  施工状況 
(刈取り高を
適宜) 

 
（飛石飛散防
止対策状況） 

施工 
前後 
 

 
施工中 

  

施工状況 

（処分） 

１ 刈草の現場集積、処理状況 

２ 危険箇所の搬出処理状況 

  処理状況 施工 

前後 

  

写真 
管理 

  
 

  出来ばえ 
除草範囲、 

刈取り高さ 

施工後 
 

  

備考 

 
 
 

工 種 芝養生工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項   提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工手順 工事打合簿提出 

(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及

び変更時 

 

材 料 

肥  料 １ 設計図書、特記仕様書
との照合 

２ 肥料の種類、散布量及
び配合 

工事打合簿提出 
 

材料確認書 

製品   ｸﾞ資料等 
 

試験成績表 

 
 

確認状況 
 
使用数量 

 

 
 

確認時 

受理 
 

確認 
 
施工

前後 

施工前 
 

施工前 

人力によ
る雑草の

抜き取り 
（抜根） 

        

肥料散布 

材  料 
施工状況 

１ 肥料の種 肥料散布の
均一性 

  使用数量 
施工状況 

使用前 
使用後 

施工中 

  

出来形 

管理 

 １ 養生面積（法長、延長） 出来形成果表 

出来形図 

 出来形(法長) 施工後   

 

備考 
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工 種 伐木除根工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工手順 工事打合簿提出 

(施工計画書) 
図面等（適宜）   受理 着手前及

び変更時 

 伐木除根 

施工状況 １ 伐木除根による発生物
の処理（特記仕様書によ

る） 
２ 施設の損傷防止 

  作業状況 作業前 
作業中 

  

出来形 

管理 

 １伐木除根面積（延長、巾） 出来形成果表 

出来形図 

 出来形 完了後   

 

備考 
 

 
 
 

工 種 塵芥処理工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工手順 工事打合簿提出 

(施工計画書) 
図面等（適宜）   受理 着手前及

び変更時 

 

塵芥処理 

施工状況 １ 作業範囲 

２ 処理内容  

  作業状況 作業前 

作業中 

  

出来形 １ 処理量（延長、巾、高さ）
の確認 

出来形成果表 
出来形図 

 出来形 完了後   

 
備考 
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工 種 海岸コンクリートブロック工、コンクリート被覆工、波返工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 施工手順 工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及び
変更時 

 

基礎工 
 基礎工(護岸) 参照 段階確認報告書     段階 

確認 
１回/１工事 

鋼矢板 

 矢板工（鋼矢板工、コンク
リート矢板工）参照 

段階確認報告書    段階 
確認 

試験矢板＋1
回/150枚(重
点＋1回/100

枚) 

海岸コン 
クリート 

ブロｯク工 
 

異形ブロッ
ク工 

１ 製作据付は根固めブロ
ック工 参照 

      

材 料 １ 詰石、裏込材の適否 工事打合簿提出 

品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 

試験成績表 

  受理 施工前 

施工状況 １ 据付場所の床均し状況  
２ 裏込材の締固め 

 
段階確認報告書 

 据付状況 施工後  
段階 

確認 

 
１回/１工事 

品質管理 鉄筋工 参照       

コンクリート工 参照       

出来形管理 （護岸工） 

基準高、法長、厚さ、延長 
（異形ブロック） 
基準高、天端幅、天端延長、

幅、厚さ 

出来形成果表 

出来形図 

様式 1-1、1-2、1-3、

2 
 

（護岸工）数

量、ﾌﾞ ｯｸ形状、
法面、厚さ 
（異形ﾌﾞ ｯｸ） 

数量、ﾌﾞ ｯｸ形
状、天端幅 
 

製作後 

施工後 

  

コンクリート 

法覆工 

材 料 １ 目地材、止水板、ダウエ
ルバー 

工事打合簿提出 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

形状寸法 施工前 受理 施工前 

型 枠 １ 型枠・支保 参照       

コンクリート
工施工状況 

１ コンクリート工 参照  
２ 裏込材の締固め 
３ 目地、止水板、ダウエル

バーの位置・間隔 

  打設状況  
打継目の処理 

施工中   

品質管理 コンクリート工 参照       

出来形管理 基準高 

法長 
厚さ 
裏込材厚 

延長 

出来形成果表 

出来形図 

様式 1-1、1-2、1-3、

2 
 

法長 

厚さ 
裏込材厚 

施工後 

施工後 
施工中 

  

波返工 

材 料 １ 目地材、止水板、鉄筋、
ダウエルバーの適否 

工事打合簿提出 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

形状寸法 施工前 受理 使用前 

鉄 筋 １ 鉄筋工 参照       

型 枠 １ 型枠・支保 参照       

コンクリート
工施工状況 

１ コンクリート工 参照 
２ コンクリート適否、裏込

材の締固め 

３ 一区画一層の高さの適否 
４止水板、ダウエルバーの

位置・間隔 

      

品質管理 鉄筋工 参照       

コンクリート工 参照       

出来形 基準高 
幅 
高  さ 

延  長 

出来形成果表 
出来形図 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 
 

幅 
高さ 

施工後   

 
備考 
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工 種 コンクリート堰堤工 監 督 摘要 

施工段階 
内   容 手 続（受注者） 写真撮影 

方法 頻度 
 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

仮設工 
施工方法 

１ ケーブルクレーン設備 
２ 搬入路の検討 
３ 仮締切流量の検討 

４ 施工手順、河床整理 
５ 現場練りコンクリー

ト（使用時） 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

架設図及び能力
計算書 
構造図と計算書 

  受理 着手前 
変更時 

 

法線設置 
  段階確認報告書    段階

確認 
1 回/1 法
線 

掘 削 

土質・岩の

変化 

１ 土質・岩の状況 

２ 設計図書との対比 

 

段階確認報告書 

 土質等の判別 施工中  

段階
確認 

１回/土

(岩)質の
変化毎 

掘削方法 １ 施工計画等との対比 
２ 掘削法勾配〔法面保護工〕 

３ 建設発生土受入地の
適否 

  組合せ機械 施工中   

岩盤確認 １ 岩質の検討等 

２ 設計図書との対比 
３ 不良岩の処理 

段階確認報告書 

 
工事打合簿報告 

測量結果 露岩状況 露岩時 段階

確認 
 
指示 

掘削完了

時 
 
施工前 

基礎検査 １ 基礎面清掃の適否 
２ 基礎面の転石処理 
３ 掘削法面処理状況 

４ 湧水、溜水の処理 
５ 浮石岩片の処理 
 

段階確認報告書  幅、長さ 掘削 
完了時 

段階
確認 

掘削完了
時 

堤高 
15m 
未満 

基礎地盤
検査 

１ 既往調査内容及びそ
の適合度の判定 

２ 既往調査に基づく借

置事項の適否の判定 
３ 基礎地盤状況の確認 
４ 追加調査の要否の判定 

５ 追加対策の要否の判定 

段階確認報告書  幅、長さ 掘削 
完了時 

段階
確認 

掘削完了
時 

堤高 
15m 
以上 

S52.4
砂防ダ
ム基礎

地質検
査運用
（案）に

よる 

掘戻し及 
び盛土 

 １ 作業土工(埋戻し) 参照       

 

河床整理 
施 工 １ 設計図書との対比 

２ 不陸の検討 

      

現場練 

コンクリート 

コンクリ
ート製造

設備 

１ 材料の貯蔵設備 
２ バッチャプラントの

設備及び能力 
３ ミキサー型式及び能力 
 

 
工事打合簿提出 

 
性能表 

  
 

 
受理 

 
施工前 

配 合 １ 設計図書と示方配合
との対比 

２ 骨材の品質粒度の適否 

３ 試験内容の適否 

工事打合簿承諾 示方配合表 
試験結果表 
様式 6-1～6-3 

JISA 1102の様式 
JISA 1104の様式 
JISA 1109の様式 

 

  承諾 施工前 

計量装置 １ 計量装置の適否 工事打合簿提出 
（施工計画書） 

計量方法、計量装
置、性能表 
計量精度の定期

点検結果は提示
で可 
 

  受理 
 
 

 

施工前 
 
施工中 

練り混ぜ １ 示方配合の適否 
２ 投入順序、時間の適否 

      

レディーミ
クストコン

クリート 

配  合 １ コンクリート工 参照       
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コンクリート 
工 

型枠及び
支保工 

１ 型枠・支保 参照  
 
 

     

 

コンクリ
ート打設 

１ 打設面清掃の適否及
び不純物、湧水、湿潤
状況の適否 

２ 打設現場の気象状況 
３ １層の厚さの適否 
４ モルタル敷均し及び

コンクリート打込開
始時間 

５ 締固め機械及び方法

の適否 
６ 締固めの一様性 
７ 表面仕上げ方法 

８ 止水板の位置接合部
分状況 

９ 異配合コンクリート

の打継ぎ状況の適否 
10 隣接ブロックの材令

リフト差及びリフト

スケジュールの適否 

工事打合簿承諾 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
施工状況把握報告 

打継ぎ目の処置 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
コンクリート 

打設時 

打継目処理 
打設状況 
 

（現場練） 
骨材採取製造 
コンクリート 

製造 
運搬 
 

 
 
 

施工中 
 
 

 
施工中 
 

 
 
 

 
 
 

 

承諾 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
施工

状況
把握 

施工前 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
1回／1構

造物(重
点1回／1
ロット) 

打設時の
状況 

１ 平均気温が４℃以下 
２ 温度が 25℃以上にな

るおそれ 
３ 打込に不適当な状況 
４ 天端保護用コンクリ

ートの打設 
５ 天端保護用二次製品

等の取付け方法 

工事打合簿承諾 暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ、寒中
ｺﾝｸﾘｰﾄ等の場合

のコンクリート
打込み 

  承諾 施工前 

養  生 １ 養生方法 
２ 養生日数 
３ 湿潤状態 

４ 保温状態 
５ 寒風対策 
６ 急激な温度変化 

工事打合簿承諾 暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ、寒中
ｺﾝｸﾘｰﾄ等の場合
の養生 

養生 施工中 承諾 施工前 

品質管理 コンクリート コンクリート工 参照       

出来形 
管理 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
堰堤本体工 

基準高、天端幅、堤幅、
水通しの幅、堤長 

出来形成果表 
出来形図段階確

認報告書 

様式 1-1、1-2、
1-3、2 

 

天端幅 
堤幅 

水通しの幅 

施工後 段階
確認 

１回/１
構造物 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
側壁工 

基準高、幅、長さ 
 

出来形成果表 
出来形図段階確
認報告書 

 

様式 1-1、1-2、
1-3、2 
 

天端幅 
長さ 
高さ 

施工後 

水叩工 基準高、幅、厚さ、延長 出来形成果表 
出来形図段階確

認報告書 

様式 1-1、1-2、
1-3、2 

 

幅 
厚さ 

長さ 

施工後 

間詰工 
位置、構造
施工方法

及び順序 

１ 地山線と対比 
２ 完成後の形 

工事打合簿承諾 施工計画図   承諾 施工前 

 

出来形管理 １ 設計図書との対比 出来形成果表 
出来形図 

様式 1-1、1-2、
1-3、2 

 

出来形 施工後   

残存 
型枠工 

材  料 １ 材料の適否 工事打合簿提出 品質規格証明書 
公的試験機関の
証明書又は公的

機関の試験結果 

  受理 施工前 

 
施  工 １ 施工方法 工事打合簿提出 

（施工計画書） 
施工方法 
 

  受理 施工前 
施工中 

 
備考 
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工 種 場所打擁壁工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 床掘方法、機種 
２ コンクリート打設方法、

区分、順序 

３ 埋戻方法 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材  料 

目地材  
水抜パイプ  

裏込材 

１ 設計図書 
 

工事打合簿提出 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

形状寸法 使用前 受理 
 

施工前 

鉄  筋 鉄筋工 参照       

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺ
ﾝｸﾘｰﾄ 

コンクリート工 参照 
 

      

床掘工 

鉄筋工 
型枠工 
足場工 

コンクリート
工 

埋戻工 

 作業土工(床掘り) 参照 

 
鉄筋工 参照 
型枠・支保 参照 

 
 
コンクリート工 参照 

 
作業土工(埋戻し) 参照 

段階確認報告書 

(重要構造物のみ) 
段階確認報告書 
(重要構造物のみ) 

 
 

施工状況把握報

告書(重要構造
物のみ) 
 

 

 
 
 

 
 
 

  段階 

確認 
段階 
確認 

 
 
施工状

況把握 

1 回/1 構

造物 
20%程度
/1 構造物

(重点 50%
程度) 
1 回/1 構

造物(重
点 1 回/1
 ｯﾄ) 

目地工 
施  工 １ 目地間隔・構造 

２ 施工の適否 
  施工状況 施工中   

水抜工 
施  工 １ 水抜の配置位置 

２ 施工の適否 
  施工状況 施工中   

裏込工 
施  工 １ 施工の適否 

２ 裏込厚 
  施工状況 

裏込め厚さ 
施工中 
施工中 

  

品質管理 

鉄筋工 鉄筋工 参照       

コンクリー
ト工 

コンクリート工 参照 
 

      

出来形 
管理 

基準高 

厚  さ 
裏込め厚さ 
幅 

高  さ 
延  長 

 出来形成果表 

出来形図  
 
段階確認報告書

(重要構造物のみ) 

様式 1-1、1-2、1-3、

2 

厚さ 

幅 
高さ 
 

型枠取

外し後 

 

 
段階 
確認 

 

 
１回/１
構造物 

 

備考 
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工 種 場所打函渠工、プレキャスﾄカルバート工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ コンクリート打設高さ 

２ 施工手順 

３ 通路、水路の切廻し方法 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材 料 

 
 

品質規格 

目地材、 
止水板 

 工事打合簿提出 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

形状寸法 使用前 受理 
 

施工前 

鉄  筋 鉄筋工 参照       

コンクリート コンクリート工 参照 
 

      

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 

製品 

 工事打合簿提出 

品質の証明資料 
(JIS 製品) 
工事打合簿提出 

(JIS 製品以外) 
性能試験の実施 
(JIS 製品以外) 

製品   ｸﾞ資料等 

試験成績表 
 
試験成績表 

 
数量により省略可

(標 

準仕様書 p2-2 参照) 
あいくる材は省略可
（標準仕様書 p2-2

参照） 

形状寸法 使用前 受理 

 
 
受理 

施工前 

 
 
施工前 

 
 

床掘工 
鉄筋工 

型枠工 
支保工 

コンクリート

工 
埋戻工 

 作業土工(床掘り) 参照 
鉄筋工 参照 

型枠・支保 参照 
 
コンクリート工 参照 

 
作業土工(埋戻し) 参照 

段階確認報告書 
(重要構造物のみ) 

段階確認報告書 
(重要構造物のみ) 

 

 
施工状況把握報
告書 

(重要構造物のみ) 
 

 
 

 
 
 

 
 

  段階 
確認 

段階 
確認 
 

 
施工状
況把握 

1 回/1 構
造物 

20%程度
/1 構造物
(重点 50%

程度) 
1 回/1 構
造物(重

点 1 回/1
 ｯﾄ) 

継手工 
止水板 １ 施工手順 

２ 重ね合せ部の施工状況 
  施工状況 施工中   

防水工 

防水工 １ 施工手順 
２ 材料使用量 

  充･空缶数量等 検収時   

３ 重ね合せ部の施工状況  

４ 接着の適否 

  施工状況 施工中   

出来形 

基準高 
厚  さ 
幅(内法)   

高  さ 
延  長 

１ 函渠寸法は、両端、施工
継手箇所及び構造図の
寸法表示箇所 

２ 門柱操作台等は構造図
の寸法表示箇所 

出来形成果表 
出来形図 
 

段階確認報告書 
(重要構造物のみ) 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

厚さ 
幅(内空) 
高さ 

型枠取
外し後 

 
 
 

段階 
確認 

 
 
 

1 回/1 構
造物 

 
備考 
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工 種 管 渠 工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工手順 

２ 据付方法 
工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材  料 

品質規格 
(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製
品) 

１ 設計図書 
２ 形状寸法、外観 

工事打合簿提出 
品質の証明資料
(JIS 製品) 
工事打合簿提出 
(JIS 製品以外) 
性能試験の実施 
(JIS 製品以外) 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 
 
試験成績表 
 
数量により省略可
(標準仕様書 p2-2 参
照) 
あいくる材は省略可
（標準仕様書p2-2参
照） 

形状寸法 使用前 受理 
 
 
受理 

施工前 
 
 
施工前 

床掘工 
据 付 
鉄筋工 

型抜工 
コンクリート

工 

埋戻工 

 １ 作業土工(床掘り) 参照 
１ 据付の適否、上げこしの

検討 
１ 鉄筋工 参照 
１ 型枠・支保 参照 
１ コンクリート工 参照 
１ 作業土工(埋戻し) 参照 

   
据付状況 

 
施工中 

  

品質管理 

鉄筋工 鉄筋工 参照       

コンクリー
ト工 

コンクリート工 参照 
      

出来形 

管理 

基準高 
幅 Ｗ1､Ｗ2  
深  さ 
延  長 

 出来形成果表 
出来形図  

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

幅 
深さ 

埋戻し
前 

  

 
備考 

 

 

工 種 場所打水路工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

施工方法 １ 施工手順 
２ 流水系統（現況及び工事

中） 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

流水系統図   受理 
 

着手前及
び変更時 

 

材  料 

目地材  
止水板 

 工事打合簿提出 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

形状寸法 使用前 受理 
 

施工前 

鉄  筋 鉄筋工 参照       

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺ
ﾝｸﾘｰﾄ 

コンクリート工 参照 
 

      

床掘工 
鉄筋工 
型枠工 

コンクリート
工 

埋戻工 

 作業土工(床掘り) 参照 
 
鉄筋工 参照 
型枠・支保 参照 
 
 
コンクリート工 参照 
 
作業土工(埋戻し) 参照 

段階確認報告書 
(重要構造物のみ) 
段階確認報告書 
(重要構造物のみ) 
 
 

施工状況把握報
告書(重要構造
物のみ) 

 
 
 
 
 
 
 

  段階 
確認 
段階 
確認 
 
 
施工状
況把握 

1 回/1 構
造物 
20%程度
/1 構造物
(重点 50%
程度) 
1 回/1 構
造物(重
点 1 回/1
 ｯﾄ) 

品質管理 

鉄筋工 鉄筋工 参照       

コンクリー
ト工 

コンクリート工 参照 
 

      

出来形 

管理 

基準高 
厚さ t1､t2 
幅 
高さ h1､h2   
延長 

 出来形成果表 
出来形図  
段階確認報告書
(重要構造物のみ) 

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

厚さ 
幅 
高さ 

型枠取
外し後 

 
 
段階 
確認 

 
 
１回/１
構造物 

備考 
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工 種 小型標識工、大型標識工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項目 時期 

施工計画 
施工方法 １ 施工手順 

 
工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及
び変更時 

 

材  料 
品質、規格 １ 設計図書との対比 工事打合簿提出 

品質の証明資料 
製品   ｸﾞ資料等 
ミルシート 

試験成績表 

形状寸法 使用前 受理 施工前 

工場製作 

製  作 １ 設計図書との照合 
２ レイアウト図 

３ 寸法の適否 

工事打合簿提出 
 

製作要領書 
レイアウト図 

社内の仮組立検査成
績表 

仮組立寸法 仮組立
社内検

査の状
況 

受理 施工前 

床掘工  作業土工(床掘り) 参照       

据 付 
据付状況 １ 標示板の向き、角度、通

り、傾斜 

  施工状況    

型 枠  型枠・支保 参照       

基礎コン 
クリート 

 コンクリート工 参照   基礎幅、深さ、

出来ばえ 
施工状況 

施工 

前後 
施工中 

  

埋戻工  作業土工(埋戻し) 参照       

出来形 
管理 

基礎工 
 

標識板 

１ 幅、高さ 
根入れ長（小型標識工のみ） 

１ 設置高さ 

出来形成果表 
出来形図 

 

様式 1-1､1-2､1-3､2 幅、高さ 
支柱根入れ長

さ（小型標識
工のみ） 
設置高さ 

施工後 
施工後 

施工後 

  ｵｰﾊﾞｰﾊ
ﾝｸﾞ柱 

 
ｵｰﾊﾞｰﾍ
ｯﾄﾞ柱 

 
備考 
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工 種 橋台躯体工、橋脚躯体工(張出式) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

土留矢板 
支保工 
コンクリート

打設区分 

１ 土留工締切による安
定、応力度 

２ （１日）打設高 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜） 
 
労働基準監督署への

計画届は提示で可
(最大支間50m以上の
橋梁の建設等) 

  受理 着手前及
び変更時 
届出後 

 

材 料 

鉄  筋 鉄筋工 参照       

コンクリート コンクリート工 参照       

床  掘 
作業土工(床

掘り)参照 

１ 基礎地盤の適否 段階確認報告書 

(直接基礎) 

   段階 

確認 

１回/１

構造物 

鉄  筋 

鉄筋工参照  段階確認報告書    段階 
確認 

20%程度
/1 構造物
(重点 50%

程度/1構
造物) 

型枠支保 
型枠・支保参

照 

１ 施工計画との対比 段階確認報告書 

（沓座の位置） 

   段階 

確認 

１回/１

構造物 

コンク 
リート 

コンクリート
工参照 

１ コンクリート投入位
置、高さの適否、ブリ
ージングの処理、レイ

タンスの除去 

施工状況把握報告書    施工状
況把握 

１回/１
構造物 
(重点1回

/1  ｯﾄ) 

埋  戻 

作業土工(埋
戻し)参照 

       

品質管理 

鉄  筋 鉄筋工 参照       

コンクリート コンクリート工 参照       

出来形 
管理 

基準高 
厚 さ 

天端幅 
敷 幅 
高 さ 

胸壁の高さ 
天端長 
敷 長 

胸壁間距離又
は橋脚中心間
距離 

支間長及び中
心線の変位 
ｱﾝ ｰﾎﾞﾙﾄの箱

抜き規格値 

橋軸方向の断面寸法は中
央及び両端部、その他は

寸法表示箇所 

出来形成果表 
出来形図 

 
段階確認報告書 

様式 1-1､1-2､1-3､2 
 

厚さ 
天端幅 

敷幅 
高さ 
胸壁の高さ 

天端長 
敷長 
 

型枠取
外し後 

 
 

 
段階 
確認 

 
 

 
１回/１
構造物 

 
  備考  
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工 種 鋼橋上部 工場製作工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
 

記載事項 １ 製作要領書 
２ 輸送計画書 
３ 架設要領書 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

打合せ記録簿 
質疑応答書 
図面等の資料 

  受理 着手前及
び変更時 
 

 

原  寸 １ 原寸図の省略等 

材料検査 １ 素地調整の方法 
２ 検査場所、方法等 

仮組立検査 １ 仮組立方法 
２ 計測方法 

設計照査 

 １ 設計条件の適否 
２ 設計計算と図面、数量計

算の整合及びチェック 
３ 仮定剛度、仮定死荷重は

適当か 
４ 各施工段階のキャンバー 
５ 架設工法に対する安全

の確認、補強又は補剛材

の要・不要 

条件変更確認請
求通知通知 

打合せ記録簿 
設計照査資料 

  受理 
立会 

施工前 

材料手配 
板取り計画 １ 主要鋼材のメーカー 

２ 主要部材のロール方向 
工事打合簿提出 板取表   受理 施工前 

材料検査 

材料確認 １ 第２編第１章一般事項
の規定により材料確認
を行う 

２ JIS ﾏｰｸ表示のないもの
については下記による 

（ﾐﾙｼｰﾄ等との照合可） 

ミルシート等による品質
確認及び、現物による員
数、形状寸法確認 

（ﾐﾙｼｰﾄ等との照合不可） 
主部材は機械試験によ
る品質確認及び、現物に

よる員数、形状寸法確認 
付属部材は現物による
員数、形状寸法確認 

工事打合簿提出 材料確認結果 
確認要領書 
鋼材一覧表 
ミルシート 

  受理 施工前 

機械試験 
（JIS ﾏｰｸ表
示品以外か
つﾐﾙｼｰﾄ照
合不可な主
部材） 

１ 機械試験の対象とする
材料の選定（監督員との
協議） 

２ リングマーク照合によ
る試験する箇所の確認 

３ 機械試験立会 

 
 
 
施工状況把握 
 
工事打合簿提出 

 
 
 
 
 
機械試験結果 

 
 
 
試験実施状況 

 
 
 
試験 
実施中 

 
 
 
立会 
 
受理 

施工前 

支承、排
水桝、高
力ﾎﾞﾙﾄ
（JIS 規
格品を除
く）等 

 １ 品質、規格 
２ 外観、寸法 
（仮組立検査時に実施） 

工事打合簿提出 品質の証明資料及び
施工管理写真 

製作状況 
試験状況 

製作中 
試験時 

段階 
確認 
 

１回/１
構造物 

出来形管理 金属支承工、大型ゴム支承工 出来形成果表    

原 寸 

原寸作業 １ 平面基本寸法 
・起終点の取間違いに注意 
２ 主桁側面図 
・主桁端部、補鋼材の傾き 
・縦断勾配とキャンバーの
方向 

３ 横断図 
・主桁キャンバーの異なる
場合、取合の検討 

４ 各部詳細図 
・製作上の支障の有無 
・各部取合の状態 
・縁端距離、最小厚さ等 

工事打合簿提出 原寸要領書 
社内検査記録 
打合せ記録簿 

原寸状況 原寸時 受理 施工前  

テープ合せ １ 基準テープ又は架設現
場で使用するテープと

の照合 

      

製 作 
工  作 
溶  接 

１ ガス切断面の品質 
２ 溶接工の資格 

  製作状況 製作中   
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溶接施工 
試験 

１ 溶接施工試験の実施 
 
２ 監督員の承諾を得て溶

接施工試験を省略する
場合 

工事打合簿提出 
 
工事打合簿承諾 

溶接施工試験報告書 
 
過去の溶接施工試験
報告書 

試験状況 試験時 受理 
 
承諾 

施工前 
 
施工前 

組  立 １ 材片の組合せ精度 
２ 欠陥部の補修 
３ ひずみとり 

      

仮組立 
検査 
 

仮組立方法 １ 組立方法､支持方法の適否 
２ 架設時を想定して、不都

合はないか 
３ 仮組立の簡略化（省略） 

段階確認報告書 
 
 
 
工事打合簿承諾 

社内検査表 
仮組立検査成績表 
打合せ記録簿 
 
代替案資料等 

仮組立寸法
(撮影項目は
適宜) 

仮組立 
時 

段階確
認 
 
 
承諾 

１回/１
構造物 
 
 
施工前 

 

外  観 １ 部材の切断、切削状況 
２ 部材表面の傷及び発錆

状況 

添接部 １ 現場継手部の目ちがい 
２ 孔径、孔のずれの精度 
３ 孔ぐりの状態(バリ、ま

くれの処理)  

取合部 １ 支承、伸縮継手、排水装

置等の橋体又は下部工
との取合いの状態 

品質管理 (ガス切断) 
表面粗さ 
ノッチ深さ 
スラグ 
上縁の溶け 

品質管理図表    

(溶接工) 
引張試験：開先溶接 
型曲げ試験：開先溶接 
衝撃試験：開先溶接 
マクロ試験：開先溶接 
非破壊試験：開先溶接 
マクロ試験：すみ肉溶接 
引張試験：スタッド溶接 
曲げ試験：スタッド溶接 
突合せ継手の内部欠陥に対
する検査 
外観検査 

（割れ） 
（オーバーラップ） 

外観形状検査 
（ビード表面のピット） 
（ビード表面の凹凸） 
（アンダーカット） 
（すみ肉溶接サイズ） 
（余盛高さ） 
（アークスタッド） 

品質管理図表 Ｘ線写真フィルム及
び試験成績表又は超
音波深傷試験成績表 

撮影（検査）
状況 

検査時 

出来形管理 １ 桁製作工 部材精度、仮
組立精度 

２ 検査路製作工 部材 
３ 鋼製伸縮継手製作工 部材 
４ 落橋防止装置製作工 部材 
５ 鋼製配水管製作工 部材 
６ 橋梁用防護柵製作工部材 
７ 橋梁用高欄製作工 部材 

出来形成果表 様式 1-1、1-2、1-3、
2 

  

工場塗装  工場塗装 参照       

輸  送 

組  立 １ 組立て記号 
２ 重心位置の記入 

      

輸送・積卸
特車認可の
確認 

１ 発送期日、荷造明細の通知 
２ 運搬経路 
３ 部材の仮置き及び損傷 

工事打合簿提出 
（施工計画書） 

輸送計画書 搬入状況 搬入時 受理 施工前 
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架 設 

架設準備 １ 測量 
中心線、支間長、支承位
置、橋座高 

２ 架設機械、器材、器具の
適否 

３ 架設工法の安全 
施工地盤、基礎地盤の安
全等 

４ 安全施設の適否 

工事打合簿提出 測量成果 
労働基準監督署への
計画届は提示で可 
(最大支間50m以上の
橋梁の建設等) 
(最大支間 30m 以上 
50m未満の橋梁の上
部構造の建設等。人
口集中地域で道路･
軌道上又は隣接した
場所に限る。) 
労働基準監督署への
足場設置届は提示で
可 

  受理 施工前 
届出後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
届出後 

架  設 １ 架設方法の適否 
２ 組立順序、作業状況、仮

締めの状況 
３ 添接部の清掃 

  架設状況 架設中   

組立完了 
確認 

１ そりの適否、たおれ、ね

じれ等の有無 
２ 継手部部材間の肌すき

の有無 

 架設キャンバー 
測定成果 

    

 

本締め 
（HTB） 

１ 器具の検定 
キャリブレーター、締付機
械、トルクレンチ等 

２ キャリブレーション 
作業日毎、作業開始前 

 現場キャリブレーシ
ョン成績表  

様式 13-2～13-3 

キャリブレー
ション実施状
況 

実施中   

３ 締付状況 
予備締めの状況、マーキン
グ締付順序 

  締付状況 締付 
作業中 

  

４ 締付確認 
ａ）トルクレンチによる場
合、各ボルト群の 10％を
締付確認 
ｂ）自動記録装置付締付機
械による場合、記録紙によ
り全数確認 

  
ボルト群略図 
締付管理図 
 
ボルト群略図 
記録紙 
締付管理図様式 13-1 

締付確認状況 
 

締付 
確認後 

  

本締め 
（TCB） 

１ 器具の検定 
軸力計、締付機等 

２ 現場予備試験 

  実施状況 実施中   

３ 締付状況 
予備締めの状況 

  締付け状況 締付け
作業中 

  

４ 締付確認 
全数外観確認 

 関連資料 締付け確認 
状況 

締付け
作業中 

  

架設完了 
確認 

１ キャンバー測定 
架設完了時 

２ 細部の確認 
架設中につけた傷、曲り、
吊り金具等を外した後の
仕上げ状況等 

 キャンバー図     

出来形管理 
 
※は仮組立
検査を実施
しない工事
に適用 

１ 全長・支間長 
２ 通り 
３ そり 
４※主桁、主構の中心間距離 
５※主桁の橋端における出

入差 
６※主桁、主構の鉛直度 
７※現場継手部のすき間 

出来形成果表 様式 1-1、1-2、1-3、
2 

 
 
 

   

支承の 
据 付 

据  付 １ 据付位置、設置時温度 
２ 据付位置、高さの適否 

上下沓の位置関係 

      

３ 無収縮モルタル 
使用材料、施工方法 

工事打合簿提出
品質の証明資料 

施工要領書 
品質証明書 

試験状況 試験 
実施時 

受理 施工前 

据付完了 
確認 

１ 機能検査 
２ アンカーボルトの締付状

況締忘れ、すき間の有無 

  支承取付状況 取付後   

品質管理 
(無収縮モ
ルタル) 

流下時間、ブリージング、
凝結時間、膨張収縮率、圧
縮強度 

品質管理表      
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出来形管理 １ 据付け高さ 
２ 可動支承の移動可能量 
３ 支承中心間隔 
４ 支承(下沓)の水平度 
５ 可動支承の橋軸方向の

ずれ 
６ 可動支承の移動量 

出来形成果表 様式 1-1、1-2、1-3、
2 

    

伸縮装置 

据  付 １ 伸縮量及び遊間量 
２ 充填材及び充填方法 

  伸縮装置取付
状況 

取付後   

出来形管理 
(鋼製ﾌｨﾝ ﾞ
ｰｼﾞｮｲﾝﾄ) 
 

１ 据付け高さ 
２ 車線方向各点誤差の相

対差 
３ 表面の凸凹 
４ 歯型板面の歯噛み合い

部の高低差 
５ 縦方向間隔 
６ 横方向間隔 
７ 仕上げ高さ 

出来形成果表 様式 1-1、1-2、1-3、
2 

    

橋歴板 
据  付 １ 取付位置   橋歴板取付状況 取付後   

現場塗装  現場塗装 参照       

備考 

 
工 種 鋼橋上部 床版工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

支保工及び

型枠工 

１ 支保工の型式、間隔、主

桁等との取合い 
２ 取外し時期 

工事打合簿提出 

(施工計画書) 

図面等（適宜） 

 
 
 

 
 
 

労働基準監督署への
足場設置届は提示で
可 

  受理 着手前及

び変更時 
 
 

 
 
 

届出後 

 

コンクリート １ 打継目の位置、施工方法 
２ 打込順序及び桁のたわ

み量 
３ 打設方法及び養生方法 
４ 厚さの管理方法 

足場及び 
防護工 

１ 他工事との関連 
２ 構造及び施工範囲 

支保工及

び型枠工 

組  立 １ 施工の適否 

２ 基準高及び桁のキャンバー 

  施工状況 完了後   

取り外し １ 取外し時期の適否 

鉄筋工 

配  筋 一般事項は鉄筋工 参照 
１ 径、間隔、カブリ、継手

長、継手位置 
 スペーサを使用し１㎡あたり４箇

所程度上下筋共使用 

２ 結束の状況、足場板の使
用等 

段階確認報告書  平均間隔 
かぶり 

継手寸法 
組立全景 

組立後 
組立後   

組立後 
組立後 

段階 
確認 

20%程度
/1 構造物

(重点 50%
程度/1構
造物) 

コンクリ

ート工 

施工状況 一般事項はコンクリート工
参照 
１ 打設 
２ 仕上げの時期の適否 
３ 伸縮継手部の施工 
 鋼橋施工業者との調整 
フェースプレート部の中
埋めの施工の適否 

４ 打継目の施工の適否 
連続桁、伸縮継手附近、
地覆部等の施工継目 

施工状況把握報告書  打設状況 打設時 施工状

況把握 

１回/１

構造物
(重点１
回/１ロ

ット) 

養  生 １ 初期養生の適否 
２ 湿潤状態の適否 

  養生状況 養生中   

品質管理 
コンクリート コンクリート工 参照 品質管理図表      

出来形 
管理 

 基準高 
幅 
厚さ 
鉄筋のかぶり 
鉄筋の有効高さ 
鉄筋間隔 

出来形成果表 
出来形図  

様式 1-1、1-2、1-3、
2 

幅 
厚さ 
 

施工後   

備考 
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工 種 コンクリート橋上部 ＰＣ橋工（ポストテンション桁） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

主桁製作 １ 使用材料の保管方法 
２ 製作台の台数、型枠の組数 
３ シース、PC 鋼材の支持

間隔 
４ コンクリートの打設、養

生方法 

５ 緊張計画 
６ グラウトの施工及び品

質管理 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 

図面等（適宜） 
 
 

労働基準監督署への
計画届は提示で可 
(最大支間 50m 以上

の橋梁の建設等) 
(最大支間 30m 以上 
50m未満の橋梁の上

部構造の建設等。人
口集中地域で道路･
軌道上又は隣接した

場所に限る。) 
労働基準監督署への
足場設置届は提示で

可 

  受理 着手前及
び変更時 
 

届出後 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
届出後 

 

架  設 １ 架設工法の適否 

２ 運搬方法 
３ 吊り支点の位置、支持の

方法 

横組・床版 １ 支保工の施工方法 
２ 緊張計画 

主桁製作 

製作ヤード １ 製作台の配置、器材の配
置、安全管理等の適否 

２ 基礎地盤の適否 

      

材 料 １ 鉄筋    
鉄筋工 参照 

      

２ コンクリート 

  コンクリート工 参照 

      

３ PC鋼材、シース、定着具  
現場搬入時 ミルシート照合 

          形状寸法、外観 

発錆状況 

           保管方法 

工事打合簿提出 
品質の証明資料 

機械試験の実施 
（JIS 製品以外） 

製品   ｸﾞ資料等 
ミルシート 

機械試験成績表(PC
鋼線、PC 鋼棒) 

形状寸法 使用前 受理 施工前 

シース・PC

鋼材・鉄筋
の配置 

１ シースの配置、支持間隔

固定方法の適否 
２ シースの変形の有無、継

目の適否 

３ PC鋼材に有機物の付着、
傷やもつれはないか 

４ 定着装置の適否 

５ 鉄筋工 鉄筋工 参照 
６ PC ケーブルの配置 

段階確認報告書 シース高さ測定一覧

表 

シース・PC 鋼

材配置状況 
 
 

 
 
 

 

打設前 段階 

確認 

20%程度

/1 構造物
(重点 50%
程度/1構

造物) 

型  枠 １ 底型枠の構造の適否 

イ）緊張時の弾性変形を妨
げない構造であること 

ロ）下げ越し量の適否 

２ 組立寸法の適否 
桁の伸縮量、端部の傾き 

３ 清掃・塗布の状況 

４ すき間・孔等の有無 
５ 一般事項 

型枠・支保 参照 

      

コンクリート １ コンクリートの適否 
２ 打設方法、養生方法の適否 
３ 打継目施工の適否（施工

上必要な場合） 
４ 型枠取除き時期の適否 
５ 一般事項 

コンクリート工 参照 

施工状況把握報告書    施工状
況把握 

１回/１
構造物
(重点１

回/１ロ
ット) 

主  桁 
プレスト 
レッシング 

緊張計画 緊張時期、順序、計算上の
仮定値の適否 

工事打合簿提出 緊張管理計画書   受理 施工前 

試  験 １ キャリブレーション 

２ 摩擦係数、見かけのヤン
グ係数の測定 

３ 管理方式の適否 

 試験報告書 

摩擦・ヤング係数測
定結果表 

試験状況 試験 

実施中 
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プレストレ 
ッシング 

１ コンクリート強度の適否 
２ 作業の安全性 
３ 緊張順序の適否 

４ ケーブルの伸び量と荷
重計示度が直線的な変
化をしているか 

５ 引止め点が管理限界内
にあるか 

６ キャンバー量、横方向た

わみ量、桁長の変化量 
７ ケーブルの全伸び量 
  集中ケーブル方式は別途考慮 

  する 

段階確認報告書 緊張管理図 
管理限界の修正計算 

プレストレス
導入状況 

プレス
トレス
導入時 

段階 
確認 

10%程度/
総ｹｰﾌﾞﾙ
数(重点

20%程度/
総ｹｰﾌﾞﾙ
数) 

 

主  桁 

グラウト 

材 料 
 

グラウト材料 工事打合簿提出 

品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

  受理 施工前 

配 合 
試験練り 

１ 試験練り 
コンシステンシー 
ブリージング率、体積変

化率 
塩化物含有量 

２ 強度 

示方配合との比較 

工事打合簿提出 

品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
グラウト試験成績表 

試験実施状況 試験 
実施中 

受理 施工前 

練り混ぜ 
及び攪拌 

 

１ 使用機械の適否 
２ 材料の投入順序の適否 

３ 材料の準備量の適否 
４ 品質、流動性の適否 

  試験実施状況 試験 
実施中 

  

注  入 １ シース内の水洗い状況 
２ 注入圧力、順序、時期及

び注入温度の適否 
３ 流出口から流出するミ

ルクの状態及び閉口時

期の適否 
４ 寒中施工の養生（保温） 

  中詰め及びグ
ラウト状況 

施工時   

運搬及び 
架  設  

架設準備 １ 測量 

下部工の橋座高、支承間距
離 

工事打合簿提出 測量成果 

労働基準監督署への
足場届は提示で可 

  受理 

 

施工前 

届出後 

架  設 １ 架設機械、器材、器具の

適否 
２ 架設時の安全性の確認 
３ 安全施設の適否 

４ 吊り支点の位置、吊り方
向の適否 

５ 運搬方法の適否、仮支持点 

６ 架設後の横倒れ防止等 

  架設状況 架設中   

支  承 

材  料 １ 品質、規格 
２ 寸法、外観 

工事打合簿提出 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
品質証明書 

形状寸法 検収時 受理 施工前 

据  付 １ 上沓、下沓の相対位置 

２ 据付状況 

  支承取付 

位置状況 

取付後   

横締め 

桁の清掃 １ レイタンス等の除去 
２ 湿潤状態の適否 

      

型枠工 

鉄筋工 

 型枠・支保 参照 

 鉄筋工 参照 

段階確認報告書  鉄筋のかぶり 

鉄筋の有効高さ 
鉄筋間隔 

打設 

前後 

段階 

確認 

20%程度

/1 構造物
(重点 50%
程度/1構

造物) 

床版・横組
コンクリート 

１ コンクリートの適否 
２ モルタルの流出防止状況 

施工状況把握報告書  打設状況 
養生状況 

施工時 施工状
況把握 

１回/１
構造物
(重点１

回/１ロ
ット) 

横締め １ 横締めの時期、コンクリ

ート強度 
２ 緊張、グラウト 
（主桁製作に準ずる） 

３ ＰＣ鋼材端部の切断方
法の適否 

段階確認報告書 関連資料 緊張状況 

グラウト状況 

施工時 段階 

確認 

5%程度/

総ｹｰﾌﾞﾙ
数(重点
10%程度/

総ｹｰﾌﾞﾙ
数) 

橋歴板 
据  付 １ 取付位置   橋歴板 

取付状況 

取付後    
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品質管理 

コンクリート コンクリート工 参照 品質管理図表      

グラウト 
 

流動性試験 
体積変化率試験 

強度試験 

品質管理図表 試験練り時 
グラウト工事日毎 

(流動性試験は上記
以外にも随時試験) 

    

出来形 
管理 

鉄  筋 
 

鉄筋工 参照 出来形成果表 様式 1-1、1-2、1-3、
2 

    

桁製作 
 

幅(上)(下) 
高 さ 
桁 長 

支間長 
横方向最大たわみ 

出来形成果表 計測一覧表 幅(上)(下) 
高さ 
 

型枠取 
外し後 

  

桁架設 

 

全長・支間 

桁の中心間距離 
そ り 

出来形成果表 様式 1-1、1-2、1-3、

2 

架設状況 架設中   

支承材料 金属支承工、大型ゴム支承工 出来形成果表 様式 1-1、1-2、1-3、
2 

    

支承工据付 
(鋼製支承) 
(ゴム支承) 

１ 据付け高さ 
２ 可動支承の移動可能量 
３ 支承中心間隔 

４ 支承(下沓)の水平度 
５ 可動支承の橋軸方向の

ずれ 

６ 可動支承の移動量 

出来形成果表 様式 1-1、1-2、1-3、
2 

    

床版・横組工 基準高 
幅 
厚 さ 

鉄筋のかぶり 
鉄筋の有効高さ 
鉄筋間隔 

出来形成果表 様式 1-1、1-2、1-3、
2 

幅 
厚さ 
鉄筋かぶり 

鉄筋の有効高さ 
鉄筋間隔 

打設 
前後 

  

 
備考 
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工 種 コンクリート橋上部 ＰＣ橋工（プレテンション桁） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
施工方法  工事打合簿提出 

(施工計画書) 

図面等（適宜）   受理 着手前及

び変更時 
 

桁購入 

材  料 １ 工場での試験成績表 工事打合簿提出 
品質の証明資料
(JIS 製品) 

工事打合簿提出 
(JIS 製品以外) 
性能試験の実施 

(JIS 製品以外) 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 
 

試験成績表 
 
数量により省略可 

(標準仕様書 p2-2 参照) 

形状寸法 使用前 受理 
 
 

受理 
 

施工前 
 
 

施工前 

工場検
査は特
仕によ

る。 

運搬及び

架  設 

架設準備 ポストテンション桁に準ずる       

 

架  設 

支  承 
材  料 ポストテンション桁に準ずる       

据  付 

横締め 

桁の清掃 ポストテンション桁に準ずる  

段階確認報告書 
 
 

 
施工状況把握報告書 
 

 
 
段階確認報告書 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  段階 

確認 
 
 

 
施工状
況把握 

 
 
 

段階 
確認 
 

 

20%程度

/1 構造物
(重点 50%
程度/1構

造物) 
１回/１
構造物

(重点１
回/１ロ
ット) 

5%程度/
総ｹｰﾌﾞﾙ
数(重点

10%程度/
総ｹｰﾌﾞﾙ
数) 

型枠工 
鉄筋工 
 

 

床版・横組
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 
 
 

横締め 

橋歴版 据  付 ポストテンション桁に準ずる       

出来形 

鉄  筋 鉄筋工 参照       

桁購入 
 

桁長 
断面の外形寸法 
橋桁のそり 

横方向の曲がり 

 計測一覧表 断面の外形寸法 
 
橋桁のそり 

横方向の曲がり 

製作後   

桁架設 
 

ポストテンション桁に準ずる   架設状況 架設中   

支承材料 ポストテンション桁に準ずる       

支承工据付 

(鋼製支承) 
(ゴム支承) 

ポストテンション桁に準ずる       

 

備考 
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工 種 道路維持補修工事全般 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

 １ 安全管理 
２ 緊急時の体制及び対応 
３ 交通管理 

４ 再生資源の利用の促進と建
設副産物の適正処理方法 

５ その他 

工事打合簿提出 
(施工計画書) 
 

 
左欄以外の記載
項目は設計図書

に記載指示のあ
る場合を除き記
載を省略する。緊

急維持修繕工事
については、４、
５も省略する。 

図面等（適宜）   受理 着手前
及び変
更時 

 
道路維持
補修工事
の指示 

   工事の種類、形状

寸法、数量、箇所 

  指示 随時 

道路維
持補修
工事指

示票 

調  査 
調 査 １ 作業ケ所調査 

 
 調査資料 

（図面等） 
    

作業計画 

 １ 作業工程表 
２ 交通管理 
３ 安全管理 

      

道路維持

補修工事
の完了 

  道路維持補修工

事完了届 

工事写真     

 

備考 

 
 
 
工 種 路面切削工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

作業一般 
 １ 作業計画 

 

      

調査及び

切削厚計算 

測 量 １ 縦横断測量 
現地測量による方法又

は自動横断測定法 

工事打合簿承諾 舗設計画図面(縦横
断測量結果に基づく

切削計画高の決定) 

測量実施状況 測量 
実施中 

承諾 施工前 

図面作成 １ 横断勾配（現況勾配を考慮） 
２ 基準線の引き方 

切削厚 １ 切削計画高の決定 

切  削 

 １ 切削厚の過不足 
（床版上は特に注意） 

２ 安全施設の点検 

３ 縦、横断方向の段差の摺
つけ勾配 

  施工状況 施工中   

出来形 
管理 

 厚さ 

幅 

出来形成果表 

出来形図 
 
段階確認報告書 

様式 1-1、1-2、1-3、

2 

幅 

厚さ（基準高） 

施工後  

 
段階
確認 

１回/１

工事(重
点１回
/3000 ㎡) 

 
備考 維持工事等で路面切削のみを行う場合は適用しない。 
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工 種 舗装打換え工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手   続 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

作業一般 
 １ 作業計画 

２ 出来高の確認 
      

調  査 

測  量 １ クラック及びヒビワレ
現況調査 

２ 範囲の決定、マーキング 

 調査図面 打換範囲状況 調査後   

掘削及び 
路  盤 

 １ カッター切断 
２ 掘削深さ 
３ 路盤整正 

  施工状況 施工中   

配  合 
製造運搬 
舗  設 

交通開放 １ アスファルト舗装工(基
層工・表層工) 参照 

２ 段差の摺付 

  施工状況 施工中   

品質管理 
（現場） 

 １ アスファルト舗装工(基
層工・表層工) 参照 

      

出来形 

路 盤  幅 
延長 
厚さ 

出来形成果表 
出来形図 
 
段階確認報告書 
 

様式 1-1、1-2、1-3､2 
 

幅 
延長 
厚さ 
平坦性 
 

施工後 
実施中 

 
 
 
段階 
確認 

 
 
１回/１
工事(重
点１回
/3000 ㎡) 

舗 設 幅 
延長 

厚さ 

備考 

 
工 種 オーバーレイ工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

工事指示 
調  査 
作業計画 

工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

作業一般  １ 作業計画       

調査及び 

オーバー 
レイ厚計算 

測  量 １ 縦横断測量 条件変更確認請
求通知通知 

舗設計画図面(縦横
断測量結果に基づく
オーバーレイ計画高
の決定) 

測量実施状況 測量 
実施中 

承諾 
受理 
立会 
 

施工前 

図面作成 １ 縦断勾配 
２ 横断勾配 

現況の勾配を考慮 

オーバーレ
イ厚 

オーバーレイ計画高の決定 

配  合 

アスファルト １ アスファルト舗装工(基

層工・表層工) 参照 
２ 流動対策 

      

製造運搬 
 １ アスファルト舗装工(基

層工・表層工) 参照 

      

舗  装 

 １ アスファルト舗装工(基
層工・表層工) 参照 

２ 暫定区画線の種類 
３ 舗設工事中の段差 

  タックコート 
 
整正状況 
平坦性 

散布時 
 
施工後 
実施中 

  

品質管理 

（現場） 

 １ アスファルト舗装工(基

層工・表層工) 参照 

      

出来形 
管理 

 厚さ 
幅 
延長 
平坦性 
※（平坦性の測定は、延長
100m 未満の場合は省略す
る事ができる。ただし、監
督員が必要と認めた場合は
この限りではない。） 

出来形成果表 
出来形図 
 
段階確認報告書 
 

様式 1-1、1-2､1-3､2 
 

 
 

  
 
段階 
確認 

１回/１
工事(重
点１回
/3000
㎡) 

備考 
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工 種 アスファルト舗装補修工(パッチング) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

材 料 
配 合 

乳  剤 １ アスファルト舗装工(基
層工・表層工) 参照 

      

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ
混合物 

１ アスファルト舗装工(基
層工・表層工) 参照 

      

施 工 

パッチング １ 既設舗装構成の調査 
２ 施工面積の決定 

３ カッター切削、ビックハ
ンマー 

４ 舗装の厚さ７㎝以下 

５ 転圧方法（振動ローラー等） 

  作業状況 施工 
前後 

施工中 

  

出来形 
管理 

 １ 幅、延長、厚さ 

２ 合材使用量 

出来形成果表 

出来形図 

 幅 

延長 
厚さ 
打換パッチング 

施工後 

施工 
前後 

  

備考 

 
 
 
工 種 アスファルト舗装補修工(亀裂充填)  監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

材 料 

プライマー 

目地材 

１ 品質、規格 工事打合簿提出 

品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 

試験成績表 

 

 
材料使用量 

 

 
施工前
後 

受理 施工前 

施 工 

清  掃 

亀裂充填 

１ 古い目地材、石、ごみを

人力除去 
１ 充填量の変位と舗装版

下の空洞の有無 

２ 加熱温度 

  作業状況 施工前

後 
施工中 

  

出来形 
管理 

 １ 亀裂充填長 
 

出来形成果表 
出来形図 

     

 
備考 
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3－78 

 
工 種 アスファルト舗装補修工(欠損部補修) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

材 料 

乳  剤 １ アスファルト舗装工(基
層工・表層工) 参照 

      

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ
混合物 

１ アスファルト舗装工(基
層工・表層工) 参照 

      

施 工 

表面処理 １ 施工箇所の平面図作成 
２ 摺付段差 

３ タックコート（0.4l/㎡） 
４ 転圧方法（振動ローラー等） 
５ 暫定区間線の有無 

  作業状況 施工前
後 

施工中 

  

出来形 

管理 

 １ 幅、延長、厚さ 
２ 合材使用量 

出来形成果表 
出来形図 

 幅 
延長 
厚さ 

施工後   

備考 

 
工 種 道路付属構造物塗装工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

材 料 

塗  料 １ 品質、規格 
 

工事打合簿提出 
品質の証明資料 

材料確認書 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

 
 

 
 

材料使用量 

 
 

施工前
後 

受理 
色の承

諾 

施工前 

施 工 

塗  装 １ 上塗、下塗、色調   作業状況 施工前

後 
施工中 

  

出来形 
管理 

 １ 塗装面積 

２ 塗膜厚 

出来形成果表 

出来形図 

 ケレン状況 

塗装状況 
塗膜厚測定 

施工前

後 
塗装後 
測定時 

  

 備考 

 
工 種 付属物復旧工(視線誘導標) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 

調  査 
作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 

（指示票工事） 

      

 材 料 

視線誘導標 １ 品質、規格、寸法 

２ 原則として既設タイプ
現場に即応したものに
変更 

工事打合簿提出 

品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 

試験成績表 

形状寸法 検収時 受理 施工前 

施 工 
視線誘導標 １ 本数、タイプ、規格 

２ 建込の位置、反射の方
向、間隔 

  施工状況 施工前
後 
施工中 

  

出来形 

管理 

 １ 高さ 出来形成果表 

出来形図 

 高さ 

出来映え 

施工後   

 備考 
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3－79 

工 種 区画線復旧工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

調  査 
工事指示 
作業計画 

工事完了 

  

道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

材 料 

区画線 １ 品質、規格 工事打合簿提出 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

 
 
材料使用量

(全数量) 

 
 
施工前

後 

受理 施工前 

施 工 

区画線 １ 区画線の種類、延長 
２ 抹消した区画線はその

日のうちに復旧 
３ 路面の清掃 
４ 路面の乾燥状態 

５ プライマーの塗布状態 
６ 溶融温度  

  施工状況 施工前
後 

施工中 

  

出来形 
管理 

 厚さ 
幅 

延長 

出来形成果表 
出来形図 

 材料使用量
(全数量) 

出来ばえ 

施工前
後 

  

備考 

 
工 種 路面清掃工(機械清掃) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

工事指示 
調  査 
作業計画 

工事完了 

  

道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

材 料 
ブラシ  工事打合簿提出 製品   ｸﾞ資料等 

 
  受理 施工前 

施 工 

清  掃 １ 車道端に溜った土砂、塵

埃等の清掃の前に人力
により固まった土砂の
掘起 

２ 粗大塵埃及び障害物の
除去 

３ 清掃車の掃き残しの処理 

４ 清掃に先立ち散水 
５ 作業速度（清掃が十分可能） 

  清掃状況 

主要資材 
給水散水 

清掃前

後 
摩耗交
換作業

中 

  

出来形 
管理 

 １ 延長 出来形成果表 
出来形図 

 出来ばえ 施工前
後 

  

備考 

 
 
工 種 路面清掃工(人力清掃Ａ 横断歩道橋等） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

工事指示 
調  査 
作業計画 

工事完了 

  

道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

施 工 

清  掃 １ 清掃中にほこりが発生
し第三者に迷惑をかけ
る場合は散水 

２ 清掃した土砂、ごみはそ
の日のうちに処理 

  清掃状況 清掃前
後 
清掃中 

  

出来形 
管理 

 １ 面積 出来形成果表 

出来形図 

 出来ばえ 施工後   

備考 
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3－80 

 
工 種 路面清掃工(人力清掃Ｂ 中央分離帯及び安全島等） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

施 工 

清  掃 １ タバコの吸がら以上の
ごみを人力清掃 したご

み等は、その日のうちに
処理 

  清掃状況 清掃前
後 

清掃中 

  

出来形 

管理 

 １ 面積 出来形成果表 

出来形図 

 出来ばえ 施工前

後 

  

 備考 

 
 
 
工 種 路面清掃工(人力清掃Ｃ 歩道及び路肩） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

施 工 

清  掃 １ マッチ程度以上のごみ
を人力収集し清掃した

ごみは、その日のうちに
処理 

  清掃状況 清掃前
後 

清掃中 

  

出来形 

管理 

  延長（路肩） 

面積（歩道） 

出来形成果表 

出来形図 

 出来ばえ 施工前

後 

  

 備考 

 
 
 
工 種 路肩整正工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 

調  査 
作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 

（指示票工事） 

      

 

施 工 

路肩整正 １ 路面排水を良好にする 
２ 土砂を補給凹凸を整正 
３ 十分締固め適切な形状 

４ 舗装端で舗装高に合せる 

  施工状況 施工前
後 
施工中 

  

出来形 

管理 

 １ 面積 出来形成果表 

出来形図 

 出来ばえ 施工前

後 

  

備考 
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工 種 排水施設清掃工(排水管機械清掃) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

施 工 

清  掃 １ 清掃に先だち人力で、集
水桝内又は排水管口附

近に堆積した土砂、塵
埃、瓦礫等を排除し清掃 

２ 排水管等の破損等の異常

を発見した場合は連絡 

  清掃状況 清掃前
後 

清掃中 

  

出来形 
管理 

 １ 箇所数 
２ 清掃延長 

出来形成果表 
出来形図 

 出来ばえ 施工前
後 

  

 備考 

 
 
 
工 種 排水施設清掃工(側溝人力清掃（蓋なし）) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

工事指示 
調  査 
作業計画 

工事完了 

  

道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

施 工 

清  掃 １ 人力（スコップ等）によ
り土砂の排土 

２ 土砂はその日のうちに

処理 

  清掃状況 清掃前
後 
清掃中 

  

出来形 

管理 

 １ 延長 出来形成果表 

出来形図 

 出来ばえ 施工前

後 

  

 
 備考 

 

 
 
 
工 種 排水施設清掃工(側溝人力清掃（蓋あり）) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

工事指示 
調  査 
作業計画 

工事完了 

  

道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

施 工 

清  掃 １ 人力（スコップ等）によ
り排土 

２ 蓋の取外し及び布設は

丁寧に施工 
３ がた付、蓋の表裏に注意 
４ 土砂はその日のうちに

処理 

  清掃状況 清掃前
後 
清掃中 

  

出来形 
管理 

 １ 延長 出来形成果表 
出来形図 

 出来ばえ 施工前
後 

  

 
 備考 
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工 種 道路付属物清掃工(ガードレール機械清掃) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

材 料 

洗  剤 
ブラシ 

１ 品質、規格 
２ 洗剤の種類及び使用量

は特記仕様書 
３ ブラシの消耗値 

工事打合簿提出 製品   ｸﾞ資料等 
 

材料使用量 
 

ファイバーブ
ラシ（残存部
30cm）交換 

使用前
後 

摩耗 
交換時 

受理 施工前 

施 工 

清  掃 １ 汚跡及び洗剤等の附着
物を残さない 人力で
障害物の取除き 

２ 作業速度（作業に適した
速度） 

３ 支柱の支持状態、部材の

固定の状態に注意 

  清掃状況 清掃前
後 
清掃中 

  

出来形 
管理 

 １ 延長 出来形成果表 
出来形図 

     

 備考 

 
工 種 樹木・芝生管理工(剪定作業) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

工事指示 
調  査 
作業計画 

工事完了 

施工後の出

来高確認の
方法 

 

道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 
施工前に監督員の指示 

工事打合簿受理 施工後の出来高確認

の方法 

  指示 施工前 

 

施 工 

せん定 １ 架空線、信号機、標識に
注意 

２各樹木の特性および施工

箇所に合った剪定形式 
３枝・葉・土の飛散防止に

努め、交通に支障の無い

ように速やかに処理 

  作業状況 作業前
後 
作業中 

  

出来形 
管理 

 １ 本数 出来形成果表 
出来形図 

 出来ばえ 施工前
後 

  

備考 

 
工 種 樹木・芝生管理工(施肥) 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

工事指示 
調  査 
作業計画 

工事完了 

施工後の出

来高確認の
方法 

 

道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 
施工前に監督員の指示 

工事打合簿受理 施工後の出来高確認

の方法 

  指示 施工前 

 材 料 
肥  料 
土壌改良剤 

１ 品質、規格 工事打合簿提出 
材料確認書 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

 
使用数量 

 
作業前
後 

受理 
確認 

施工前 

施 工 
追肥、施肥 １ 球状の無機質系肥料 

２ 肥料の種類、使用量 
３ 土の掘起し、深さ 

  作業状況 作業前
後 
作業中 

  

出来形 
管理 

 １ 本数及び面積 出来形成果表 
出来形図 

 出来ばえ 施工中   

備考 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.219



第３章 ３－３ 施工管理表 

3－83 

 
工 種 樹木・芝生管理工（薬剤散布） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 

工事指示 
調  査 
作業計画 

工事完了 

施工後の出
来高確認の
方法 

１ 道路維持補修工事全般 
参照 
（指示票工事） 

２ 周辺住民への周知の方
法等を連絡 
施工前に監督員の指示 

工事打合簿受理 施工後の出来高確認
の方法 

  指示 施工前 

 材 料 

薬  剤 １ 品質、規格 

２ 薬剤の種類、効果 

工事打合簿提出 

材料確認書 

製品   ｸﾞ資料等 

試験成績表 
 

 

 
使用数量 

 

 
作業前
後 

受理 

確認 

施工前 

施 工 

消  毒 １ 作業員の安全 
２ 沿道住民、歩行者等 
３ 使用済空瓶、空箱の処理 

４ 作業時間 

  作業状況 作業前
後 
作業中 

  

出来形 
管理 

 本数及び面積 出来形成果表 
出来形図 

 出来ばえ 施工中   

 備考 

 
 

 
 
工 種 樹木・芝生管理工（支柱工） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

施工後の出
来高確認の
方法 

 
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

施工前に監督員の指示 

工事打合簿受理 施工後の出来高確認
の方法 

  指示 施工前 

 
材 料 

支  柱 １ 形状、規格（木製、鋼製
の別） 

工事打合簿提出 
品質の証明資料 

製品   ｸﾞ資料等 
試験成績表 

形状寸法 使用前 受理 施工前 

施 工 

支柱工 １ 樹木の根をいためない 
２ 形状、規格、設置位置 
３ 発生材はその日に処理 

４ 占用物件の有無 

  作業状況 作業前
後 
作業中 

  

出来形 
管理 

 本数及び延長 出来形成果表 
出来形図 

 出来ばえ 施工前
後 

  

備考 

工 種 樹木・芝生管理工（補植） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 

調  査 
作業計画 
工事完了 

施工後の出
来高確認の

方法 

 
道路維持補修工事全般 参照 

（指示票工事） 
施工前に監督員の指示 

工事打合簿受理 施工後の出来高確認
の方法 

  指示 施工前 

 材 料 

樹木及び 

苗  木 

１ 使用する樹木類につい

て、現場搬入時に監督員
の確認を受ける 

２ 施肥については「施肥」

参照 

材料確認書  樹木類の形状

寸法 

現場搬

入時 

確認 樹木類の

現場搬入
時 

施 工 
植樹作業 １ 枯死又は損傷した樹木

の処理 

２ まわり、深さ、施肥 

  作業状況 作業前
後 

作業中 

  

出来形 
管理 

 １ 本数 出来形成果表 
出来形図 

 出来ばえ 施工前
後 

  

 備考 
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工 種 道路除草工（人力除草） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

  
 

工事打合簿受理 
 

施工後の出来高確認
の方法 

  指示 施工前 

 

施 工 

除  草 １ 人力（カマ等）により地上
高さ５㎝程度に刈り取る 

 
２ 飛散防止及び処理方法 
３ 法面等に陥没、亀裂等の異

常を発見した場合は報告 
  

  出来ばえ 
(刈取り高を

適宜) 
処理状況 

施工前
後 

 
 
施工前

後 

  

出来形 

管理 

 １ 除草面積 出来形成果表 

出来形図 

 出来形 適宜   

 備考 

 
 
工 種 道路除草工（機械除草Ａ、肩掛式草刈機） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 

調  査 
作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 

（指示票工事） 

工事打合簿受理 
 

施工後の出来高確認
の方法 

  指示 施工前 

 

施 工 

除  草 １ 原則として肩掛式草刈

機による除草 
２ 地上高さ５cm程度に刈り

取り、速やかに片付ける 

３ 法面等に陥没、亀裂等の
異状を発見した場合は
報告 

４ 飛散防止及び処理方法 

  出来ばえ 

(刈取り高を
適宜) 
 

処理状況 

施工前

後 
 
 

 
施工前
後 

  

出来形 
管理 

 １ 除草面積 出来形成果表 
出来形図 

 出来形 適宜   

 備考 

 
 
工 種 道路除草工（機械除草Ｂ、ハンドガイド式草刈機） 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

工事打合簿受理 
 

施工後の出来高確認
の方法 

  指示 施工前 

 

施 工 

除  草 １ 原則としてハンドガイ
ド式草刈機による除草 

２ 地上高５㎝程度に刈り
取り、速やかに片付ける 

３ 法面等に陥没、亀裂等の

異状を発見した場合は
報告 

４ 飛散防止及び処理方法  

  出来ばえ 
(刈取り高を

適宜) 
 
処理状況 

施工前
後 

 
 
 

施工前 
後 

  

出来形 
管理 

 １ 除草面積 出来形成果表 
出来形図 

 出来形 適宜   

 
 備考 
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工 種 応急処理作業工 監 督 

摘要 
施工段階 

内   容 手 続（受注者） 写真撮影 
方法 頻度 

項 目 留意事項 提出書類（様式） 添付書類（様式） 項 目 時期 

施工計画 
工事指示 
調  査 

作業計画 
工事完了 

  
道路維持補修工事全般 参照 
（指示票工事） 

      

 

材  料 
諸材料 １ 品質、規格 工事打合簿提出 

品質の証明資料 
製品   ｸﾞ資料等 
品質証明書 

形状寸法 使用前 受理 施工前 

施 工 

 １ 異状天然現象による災
害、交通事故による道路
の損傷等に伴う、通行規

則、標識設置、仮の保安
施設の応急的な処理 

２ 他の作業出来形が不定

な作業で主として役務
的な作業 

  作業状況 作業前
後 
作業中 

  

出来高 
 １ 作業時間及び作業人員数 

２ 材料使用量 
出来高成果表 
出来高図 

 出来高写真 適宜   

 
備考 
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第４章 検査関係 

 

４－１ 概 説 

検査は、工事が請負契約の内容に適合して完了しているか否かを確認（契約どおり完了する以前

にその一部を支払う必要がある場合の工事既済部分の確認を含む）するための行為と、別に定めら

れた建設工事等検査要領及び土木工事検査基準に基づいて、工事の目的物が一定の技術的水準に達

しているかどうか判定する行為に分けられる。 

 

４－２ 検査の分類 

種  類 時        期 摘 要（契約約款） 

完了検査 
（１）工事が完了した時 

（２）部分引渡しにおける指定部分に係る工事が完了した時 

第 33条 

第 39条 

出来形検査 

（１）部分払若しくは部分使用をしようとする時 

（２）損害金を徴収して契約期間を延長しようとする時 

（３）工事の施工を中止しようとする時 

（４）契約を解除しようとする時 

第 35条 第 38条 

第 42条 

第 21条 

第 43条 

中間検査 （１）実施を必要と認めた時 第 32条 

 

４－３ 要  領 

建設工事等検査要領 

  土木工事検査基準 

  建設工事成績評定要領 

  建設工事成績評定結果閲覧要領 

  土木工事監督要領 

 

４－４ 事務手続き 

局長 

※3 本庁契約工事特
別検査工事は局長 
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４－５ 検査の実施 

（１）検査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）検査関係書類及び測定器具 

区分 書類検査 現場検査 

完了検査 

【発注者 保管書類】 

設計図書  

「施工プロセス」のチェックリスト、成績評

定資料（チェック表）等 

【工事完了時までに請負者が提出する書類】 

立会・段階確認･施工状況把握報告書 

材料確認書 

出来形管理資料 

品質管理資料 

工事写真管理資料 

施工計画書（当初及び変更）、使用材料関係 

資料 

工事打合簿(提出･承諾･協議等)綴り 

【請負者 保管書類】 

契約関係綴り 

施工計画書、使用材料関係資料 

その他検査上必要な書類 

設計図書 

出来形関係資料 

品質関係資料 

レベル（トランシット） 

箱尺 

スチールテープ、布テープ（樹脂加工）、リ

ボンテープ（５ｍ）、ポール、ピンポール 

コンベックスルール 

スラントルール（法定規） 

スコップ 

ツルハシ 

その他検査員の指示するもの 

出来形検査 

中間検査 

完了検査に同じ。ただし、当該検査に関係す

る部分までとする。 
完了検査に同じ 

総
括
説
明

説明者

総括監督員

主任監督員

専任監督員

書
類
検
査

説明者

立会者

現場代理人(現場責任者)、主任(監理)技術者
(品質証明の対象工事の場合は品質証明員)
(必要により施工管理担当者)

総括監督員、主任監督員、専任監督員
所長指名吏員(本庁契約工事､特別検査工事の場合)

現
場
検
査

説明者

立会者

現場代理人(現場責任者)、主任(監理)技術者
(品質証明の対象工事の場合は品質証明員)
(必要により施工管理担当者)

総括監督員、主任監督員、専任監督員
所長指名吏員(本庁契約工事､特別検査工事の場合)
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（３）検査に関する留意事項 

 

工 事 検 査 に あ た っ て の 留 意 事 項 

 

１  完 了 検 査 

(１) 完了検査の受検体制（発注者側） 

① 専任監督員は、必ず立会すること。主任監督員及び総括監督員は、他の公務等のためやむを得

ない場合を除き立会すること。 

   ＊ 専任監督員の負担を軽減しようとする配慮から主任監督員のみが立会する例があるが、完

了検査を通じて監督員の指導、育成を図るためにも、専任監督員は必ず立会すること。 
 

② 検査に必要な書類（設計図書、「施工プロセス」のチェックリスト、成績評定資料（チェック

表）等）を準備すること。 
 

③ 主任監督員は、提出書類や現場の事前確認を行うこと。 

＊ 工事成績評定においても、施工状況に関する評定が主任監督員に求められている。 

 

(２) 完了検査の受検体制（請負者側） 

① 現場代理人(現場責任者)及び主任(監理)技術者は、立会すること。やむを得ず一方が立会でき

ない場合は、検査前に申し出ること。 

＊ 双方が立会できない場合は、検査中止となるので注意のこと。 
 

② 標準仕様書を携帯すること。 
 

③ 施工管理に関する提出資料一覧表を作成しておくこと。また、個々の資料には、必要に応じて

数量等の集計表を添付すること。 

    例１：コンクリート圧縮強度試験結果…試験回数と管理資料 

    例２：マニュフェスト管理台帳 

 

２  中 間 検 査 

(１) 中間検査箇所の選定 

① 本庁契約工事、特別検査工事及び所長委任工事で、工事着手日から概ね１ヶ月以上経過し、か

つ、工事完了日まで概ね 1ヶ月以上のある工事で、工事進捗率が概ね２０～７０％の工事を原

則対象とする。また、契約金額が１件 250万円以上の建設工事を対象とし、指示票にて行う工

事、主たる内容が草刈り等の役務提供工事及び交通安全Ⅱ種工事は対象外とする。 
 

② 中間検査の実施は、完成、既済部分の検査時期及び当該工事の主要工種を考慮し、施工上の重

要な変化点である段階の実施時期等で行うことを原則とする。 
 

③ 実施回数は、原則年１回とする。 

 

(２) 書類検査の場所 

現場事務所とする。現場事務所が設置されていない場合は、近傍他工区現場事務所や建設事務

所とする。 

(３) 中間検査の受検体制（発注者側）    

① 専任監督員は、必ず立会すること。主任監督員及び総括監督員は、他の公務等のためやむを得

ない場合を除き立会すること。 
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② 検査に必要な書類（設計図書、「施工プロセス」のチェックリスト等）を準備すること。 

 

③ 設計変更通知書（変更設計書）等を準備すること。 

 

(４) 中間検査の受検体制（請負者側）         

① 現場代理人(現場責任者)及び主任(監理)技術者は、立会すること。やむを得ず一方が立会でき

ない場合は、検査前に申し出ること。 

＊電気、機械設備等の書類検査においても、現場代理人(現場責任者)及び主任(監理)技術者

の双方が立会できないことがないよう留意すること。  

 

② 関係法令で工事現場に掲示することが定められた標識（建設業の許可票等）を確認すること。 

 

③ 施工管理に関する資料を整理すること。中間検査の日程は事前に予告してあるため、検査日よ

り概ね２週間以前までの工程に関しての施工管理資料（工事写真、品質管理、出来形管理資料）

を整理すること。 

＊中間検査の目的は、工事の適切な施工を確保するため、施工管理及び安全対策が適切に行

われているかどうかを検査することである。施工管理資料をその都度整理して、工事完了

時の書類提出の適正化を図ること。 

 

３  一 般 的 留 意 事 項 

(１) 事務手続き 

① 部分完了、部分使用の手続きがなされているか。 

完了検査の前に部分供用又は部分使用する場合、契約書及び「建設工事施行に関する事務取

扱要領」に基づき、所定の手続きを行うこと。 

例１：仮設迂回路の供用開始 

例２：切土法面完了後の別途発注法枠工 

例３：道路路盤工完了後の別途発注舗装工 

例４：橋梁下部工完了後の別途発注桁架設工 

 

② 供用開始の前に完了検査を受けているか。 

開通式等が予定されている場合は、事前に検査担当と完了検査の日程を調整すること。 

  

③ 工事完了時までに提出書類は全て提出されているか。 

例 : 登録内容確認書等 

 

(２) 設計図書 

① 現場条件等に設計図書が適合しているか。 

設計図書は、工事施行に際し設計変更の必要を生じないように作成されていることは言うま

でもないが、土木工事の性格上不確定な条件が多く、予測し得ない設計変更が発生する。工事

現場の状態に設計図書が適合していないことが判明した場合等には、工事検査の観点からも、

適切な設計変更が必要となる。 

また、工事完了が翌年度以降となる場合は、４月の定期異動による各監督員の引継ぎ及び変

更を適切に行うこと。 
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② 特殊工法等の使用材料、工法等の仕様が明確になっているか。 

景観、多自然を主とした工事が増加している。使用材料の品質規格、施工管理基準を、設計

図書又は協議により、明確にしておく必要がある。 

例１：河川等の自然石護岸工 ：自然石の材質、大きさ、目地の間隔、凹凸の規格値 

例２：公園等の雑割石積工  ：石の大きさ、目地の間隔等の規格値 

例３：特殊製品の防錆仕様  ：亜鉛メッキ付着量、塗料の種類と塗膜厚 

     

(３) 施工管理 

① 取り壊し、撤去した構造物の材質、数量は確認できるか。取り壊し、撤去についても出来形管

理が必要となる。 

例１：旧橋撤去の現況断面 

例２：舗装撤去の幅員、延長、厚み 

例３：護岸、水路撤去の延長、現況断面 

類似例１：岩掘削の岩質と数量 

類似例２：養浜工、捨石工の現況地盤線 

   

② 工事目的物の機能は確保されているか。 

工事目的物は個々に応じた機能が求められている。その機能を満足する出来形となっている

ことを確認する必要がある。 

例１：河川、砂防流路工、下水路の縦断勾配 

例２：堤防、護岸の天端高 

 

③ 工事目的物の品質は確保されているか。 

土木工事施工管理基準に定めのない工種の品質管理は、特記仕様書又は協議により施工管理

を行うこととなる。品質管理の基準及び段階確認の方法等を明確にしておくことが必要である。 

例：擁壁基礎部等の軟弱地盤補強（置き換え工法等） 

 

また、工事目的物の品質について工事完了後の観察が必要な場合は、請負者は現況調査資料

を提出すること。 

例１：コンクリート構造物のひび割れ（橋台、鋼床版橋の地覆等） 

例２：構造物の沈下 

例３：地すべりの兆候 

 

以上 
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４－６ 建設工事の成績評定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 評定方法

契約金額 ２５０万円～

４０％
１４．８％
５．２％
４０％

(2) 評定区分 　

専任監督員 主任監督員 総括監督員 検査員　

１．施工体制 Ⅰ　施工体制一般 ○
Ⅱ　配置技術者　 ○

２．施工状況 Ⅰ　施工管理 ○ ○
Ⅱ　工程管理 ○ ○
Ⅲ　安全管理 ○ ○
Ⅳ　対外関係 ○

３．出来形及び出来映え Ⅰ　出来形 ○ ○
Ⅱ　品質 ○ ○
Ⅲ　出来映え ○

４．工事特性 Ⅰ　施工条件等への対応 ○

５．創意工夫 Ⅱ　創意工夫 ○

６．社会性等 Ⅰ　地域への貢献等 ○

７．法令順守等 〇(減点)

８．総合評価技術提案
履行・不履行

・対象外

※総括監督員を置かない工事にあっては、総括監督員の評定区分を、主任監督員が併せて評定する。
※４．５．６の評価については、「建設工事成績評定作業の指針（案）」による。

愛　　　知　　　県

考査項目

専任監督員
主任監督員
総括監督員

検査員
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第５章 各種様式 

５－１ 契約関係様式   

 目  次                  

様式
番号 

様 式 名 頁 
様式
番号 

様 式 名 頁 

20 
21 
22 
23 

23－2 
23－3 
23－4 
24 
 

26 
27 
28 
32 
－ 
－ 
35 
38 
53 

53-2 

監督員任命通知書 
工程表 
請負代金内訳書 
現場代理人等通知書 
現場代理人兼務届 
主任技術者兼務届 
監理技術者兼務届 
工期延長請求書 
(請負者の請求による場合) 
工期延長協議書 
工期変更承諾書 
工期不変更承諾書 
工期延長[短縮]協議書 
条件変更確認請求通知(工事打合簿) 
条件変更確認通知(工事打合簿) 
設計変更通知書 
契約変更協議書 
工事の一時中止について（通知） 
工事の一時中止の延長について（通知） 

5-4 
5-6 
5-7 
5-9 
5-10 
5-11 
5-12 
5-13 
 
5-15 
5-16 
5-17 
5-18 
5-19 
5-21 
5-23 
5-25 
5-26 
5-27 

53-3 
53-4 
55 
58 
60 
62 
63 
65 
66 
70 
78 
79 
83 
85 
86 
88 
89 
92 
93 

工事の再開について（通知） 
工事の一時中止に伴う増加費用の請求について 
契約解除通知書 
契約解除精算通知書 
工事譲渡(承継)承諾申出書 
工事譲渡(承継)通知書 
名称等変更届 
部分使用協議書 
部分使用同意書 
指定部分完了届 
完了届 
修補補正完了届 
前払金請求書 
中間前払金支払認定請求書 
中間前払金認定(否認定)通知書 
中間前払金請求書 
出来形検査請求書 
部分払請求書 
請求書 

5-28 
5-29 
5-30 
5-31 
5-32 
5-34 
5-35 
5-36 
5-37 
5-38 
5-39 
5-40 
5-41 
5-42 
5-43 
5-44 
5-45 
5-46 
5-48 

出典「建設工事施行に関する事務取扱要領」 

 
 目 次（参考様式）                  

様式
番号 

様 式 名 頁 
様式
番号 

様 式 名 頁 

－ 

－ 

同一監理（主任）技術者承諾願 

同一監理（主任）技術者承諾書 

5-50 

5-51 

－ 

－ 
工事の一時中止に伴う増加費用の見積について（依頼） 

工事の一時中止に伴う増加費用の見積について 
5-52 

5-53 

 

 

５－２ 建設リサイクル法関係様式 
目  次   

様 式 名 摘  要 頁 

説明書 建設リサイクル法第 12 条第１項 5-54 

 添付資料 

別表 3 分別解体等の計画等 
建築物以外のものに係る解体工事又は
新築工事等(土木工事等) 

5-55 

様式 3 特記事項 
建築物以外のものに係る解体工事又は
新築工事等(土木工事等)の場合 

5-56 

通知書 建設リサイクル法第 11 条 5-58 

告知書 建設リサイクル法第 12 条第 2 項 5-59 

再資源化等報告書 建設リサイクル法第 18 条第１項 5-60 

出典 平成 14 年 5 月 29 日付け 14 建総第 159 号「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に伴う契約

事務の手続きについて」 

平成 14 年 11 月 26 日付け事務連絡「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に伴う金額変更の

伴わない特記事項の変更を含む変更契約事務処理について」 

平成 22 年 3 月 1 日付け事務連絡「公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領」 
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５－３ 施工関係様式 

現場発生品届、事故発生報告書、事故速報、事故報告書、損害発生通知書を除く様式は参考

様式として示すものであり、国土交通省の様式を準用してもよい。 

目  次 

様    式    名 頁 標準仕様書記載箇所 摘 要 

現場発生品届 5-76 第１編 １－１－20  

事故発生報告書、事故速報、事故報告書 5-78 第１編 １－１－36  

損害発生通知書 5-81 第１編 １－１－47  

工事打合簿 5-62 第１編 １－１－46  

施工体制台帳 5-63 第１編 １－１－12  

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 5-66 第１編 １－１－12  

支給品受領書 5-67 第１編 １－１－19  

支給品精算書 5-68 第１編 １－１－19  

段階確認報告書 5-69 第１編 １－１－22  

施工状況把握報告書 5-70 第１編 １－１－22  

品質証明書 5-71 第１編 １－１－24  

マニフェスト管理台帳 5-72 第１編 １－１－21  

材料確認書 5-73   

安全・訓練等の実施報告書 5-74 第１編 １－１－33 提出不要 

安全巡視日誌 5-75 第１編 １－１－33 提出不要 

創意工夫・社会性等に関する実施状況 5-82 第１編 １－１－６  

 

目 次（参考様式） 

様    式    名 頁 標準仕様書記載箇所 摘 要 

掛金収納書（電子申請方式） 5-84 第１編 １－１－49  

掛金収納書提出用台紙 

（電子申請を使用しない場合） 
5-85 第１編 １－１－49 

 

建設業退職金共済証紙貼付状況報告書 5-86 第１編 １－１－49  

共済証紙受払簿 5-87 第１編 １－１－49  

掛金充当実績総括表 5-88 第１編 １－１－49  

工事別共済証紙受払簿 5-89   
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５－４ 出来形・品質管理関係様式 

以下の様式は参考様式として示すものであり、国土交通省の様式を準用してもよい。 

 目 次 

５－５ 検査関係様式 

目  次 

様式番号 検査要領関係 様式名 頁 様式番号 成績評定関係 様式名 頁 

４(その２) 

８ 

10(その１) 

10(その２) 

出来形検査結果通知書 

修補補正指示書 

検査結果合格通知書 

指定部分完了検査合格通知書 

5-187 

5-189 

5-190 

5-191 

１ 

２ 

工事成績評定結果通知書 

項目別評定点 

5-192 

5-193 

 

様式 

番号 
様   式   名 頁 

様式 

番号 
様   式   名 頁 

１－１ 

１－２ 

１－３ 

２ 

４ 

6－1～3 

７ 

８-1～5 

9-1～6 

10 

11-1～2 

12-1～2 

13－１ 

13-2～3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23-1～2 

24-1～2 

25-1～2 

26 

27 

28－１ 

28－２ 

28－３ 

29 

 

出来形成果総括表 

測定結果総括表 

測定結果一覧表 

出来形(品質)管理図表 

度数表 

コンクリート配合試験成果表（Ⅰ）～（Ⅲ） 

コンクリート中の塩分測定表 

ひび割れ調査票(1)～(5) 

ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる強度推定調査票(1)～(6) 

コンクリートの洗い分析試験結果 

くい打成績表 

場所打杭施工記録 

ハイテンボルト締付管理図 

現場キャリブレーション成績表 

塗膜厚測定管理表 

浸透探傷試験記録 

放射線透過試験記録 

鉄筋ガス圧接超音波探傷検査記録 

路床安定処理報告書 

プルーフローリング試験 

路面の平坦性試験 

土質試験結果一覧表 

コーン指数測定試験 

セメント安定処理試験 

現場密度測定試験 

現場飽和度・空気間ゲキ率測定試験 

骨材試験成績一覧表 

骨材（路盤）材料のフルイ分け試験 

粗骨材試験成績一覧表（砕石） 

細骨材   〃   （砂） 

石粉及びｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ試験成績一覧表 

骨材粒度曲線表（アスファルト） 

 

5-90 

5-91 

5-92 

5-93 

5-94 

5-95 

5-96 

5-99 

5-104 

5-111 

5-112 

5-114 

5-116 

5-117 

5-119 

5-120 

5-121 

5-122 

5-123 

5-125 

5-126 

5-127 

5-128 

5-129 

5-131 

5-133 

5-135 

5-136 

5-137 

5-138 

5-139 

5-140 

30－１ 

30－２ 

30－３ 

30－４ 

30－５ 

30－６ 

30－７ 

30－８ 

30－９ 

30－10 

30－11 

30－12 

30－13 

30－14 

 

30－15 

30－16 

30－17 

30－18 

31 

32 

33－１ 

33－２ 

34 

35 

36 

37 

38－1 

38－2 

38－3 

38－4 

38－5 

39-1～13 

アスファルト合材配合設定成果報告書 

同 上 目次 

アスファルト試験成績一覧表 

アスファルト粘度温度表 

骨材の推定変動範囲 

配合設計経過及び意見 

骨材比重による骨材配合比補正表 

骨材配合率及び合成粒度（室内試験） 

合成粒度曲線（室内試験） 

試験配合表 

理論最大密度 

マーシャル試験結果(1) (2) 

試験結果図表 

マーシャル試験によるアスファルト量の許容範囲

および基準アスファルト量 

基準密度試験 

プラント試験練りによる決定配合 

決定配合粒度分布図 

決定配合プラント練りのマーシャル試験値 

アスファルトの抽出試験 

フィーダ、ホットビン、ミキサーの骨材の粒度試験 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・骨材ならびにｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の加熱温度測定 

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の敷均時の温度測定 

グースアスファルト混合物の貫入試験 

グースアスファルト混合物のリュエル流動性試験 

ホイールトラッキング試験 

曲げ試験 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事出来形（厚み）及び品質管理結果 

アスファルト合材配合設定総括表 

仕様及び基準値 

品質管理試験総括表････As 量抽出､粒度､ﾏｰｼｬﾙ試験 

切取供試体試験 

品質記録保存業務（総括表、品質記録表） 

5-141 

5-142 

5-143 

5-144 

5-145 

5-146 

5-148 

5-149 

5-150 

5-151 

5-152 

5-153 

5-155 

5-156 

 

5-157 

5-158 

5-159 

5-160 

5-161 

5-162 

5-163 

5-164 

5-165 

5-166 

5-167 

5-168 

5-169 

5-170 

5-171 

5-172 

5-173 

5-174 

出典「建設工事等検査要領」、「建設工事成績評定要領」 
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５－１ 契約関係様式 

様式第２０（その１） 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

 

愛 知 県 知 事   印 

［愛知県  所長］ 

 

 

 

   監督員について（通知） 

 工事の監督員を下記のとおり定めました。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額  

監 督 員 職 氏 名  

そ の 他 必要 な 事 項 

 

 

担当 

電話 

内線 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.234



 第５章 ５－１ 契約関係様式 

 

5-5 

様式第２０（その２） 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

愛 知 県 知 事    印 

［愛知県  所長］ 

 

 

   監督員の変更について（通知） 

 工事の監督員を下記のとおり変更しました。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額  

監 督 員 職 氏 名 

変  更  前 変  更  後 

  

そ の 他 必要 な 事 項 

変  更  前 変  更  後 

  

担当 

電話 

内線 
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様式 21 

様
式
第

2
1

日
　

　
　

程

　
工

　
種

　
別

工
　

　
　

　
　

程
　

　
　

　
　

表

備
　

考
　

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と
。
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様式第２２

年　　月　　日

愛　知　県　知　事　殿

請負者

下記工事について、請負代金内訳書を別紙のとおり提出します。

金　　　　　　　　　　　円

着　　手 年　　月　　日

完　　了 年　　月　　日

注１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　路線等の名称は、必要がないときは記入しないこと。

３　本書の上部に６センチメートルの余白を残すこと。

６　工　　　期

請 負 代 金 内 訳 書

記

住　　　所

（所在地）

氏　　　名

名称及び

代表者氏名

１　工　事　名

２　路線等の名称

３　工　事　場　所

４　契約締結年月日

５　請負代金額
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様式２１ 

様式第２２（別紙）
金額　　　（単位：円）

＊＊工事価格計＊＊

消費税相当額

＊＊合計＊＊

      円）

監督員確認欄

備　考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

工種・種別

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担額

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.238



 第５章 ５－１ 契約関係様式 

 

5-9 

様式第２３ 

現 場 代 理 人 等 通 知 書  

年  月  日 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県  所長］ 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名 

名称及び 

代表者氏名 

 

下記のとおり、現場代理人等を定めました。 

 

記 

１ 工  事  名   

２ 路線等の名称   

３ 工 事 場 所   

４ 請 負 代 金 額  金           円 

５ 現 場 代 理 人 

氏名 

６ 現 場 責 任 者 

氏名 

７ 主 任 技 術 者 

氏名 

８ 監 理 技 術 者 

氏名 

９ 監理技術者補佐 

氏名 

１０ 専 門 技 術 者 

氏名 

工種 

１１ 営業所の専任技術者 

氏名 

（添付書類） 

経歴書 

注１ 経歴書は、既に提出されている場合は省略することができる。この場合、既提出の有無は、年度及び事務

所単位によること。なお、営業所の専任技術者については提出を要しない。 

２ 経歴書には、現場代理人、現場責任者にあっては直接的雇用関係が確認できる書面、その他の技術者に

あっては直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書面及び各技術者として必要な資格を証する書面（監

理技術者資格者証等）の写しを含める。 

３ 営業所の専任技術者は、契約を締結する営業所に設置している建設業法第７条第２号若しくは同法第１

５条第２号に規定するすべての者の氏名を記入すること。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.239
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様式第２３－２ 

注１ 現場代理人又は現場責任者が現場を離れる場合の施工連絡体制を添付すること。（様式は任意） 

２ 施工中の工事と新たに契約した工事との関係を示す工程表を添付すること。 

３ 現場代理人等通知書に添付して提出する場合は、宛先、請負者名などは省略する。 

現 場 代 理 人 兼 務 届  

年  月  日 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県  所長］ 

請負者 住  所 

（所在地） 

氏  名 

（名 称 及 び代表者氏名） 

 

 工事の現場代理人について、下記のとおり兼務します。 

記 

現場代理人の氏名  

施
工
中
の
工
事  

発 注 機 関 名  

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額  

工 期   年  月  日から      年  月  日まで 

新
た
に
契
約
し
た
工
事 

発 注 機 関 名  

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額  

工 期   年  月  日から      年  月  日まで 

兼 務 の 理 由  

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.240
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様式第２３－３ 

主 任 技 術 者 兼 務 届  

年  月  日 

愛 知 県 知 事 殿 

[愛知県  所長] 

請負者 住  所 

    （所在地） 

    氏  名 

    （名称及び代表者氏名） 

 

 工事の主任技術者について、下記のとおり兼務します。 

記 

主任技術者の氏名  

施
工
中
の
工
事 

発 注 機 関 名  

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額  

工 期 年  月  日から      年  月  日まで 

新
た
に
契
約
し
た
工
事 

発 注 機 関 名  

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額  

工 期 年  月  日から      年  月  日まで 

兼 務 の 理 由  

（添付書類） 
各工事の施工場所を記入した地図（縮尺 1/100,000以上、工事現場間の距離を記したもの） 

注１ 専任を要しない技術者どうしの兼務については、届出を要しない。 

２ 施工中の工事と新たに契約した工事との関係を示す工程表を添付すること。 

３ 現場代理人等通知書に添付して提出する場合は、宛先、請負者名などは省略する。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.241
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様式第２３－４ 

監 理 技 術 者 兼 務 届  

年  月  日 

愛 知 県 知 事 殿 

[愛知県  所長] 

請負者 住  所 

    （所在地） 

    氏  名 

    （名称及び代表者氏名） 

 

下記のとおり、監理技術者補佐を配置することにより監理技術者について兼務します。 

記 

監理技術者の氏名  

施
工
中
の
工
事 

発 注 機 関 名  

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

当 初 請 負 代 金 額  

監理技術者補佐の氏名  

工 期 年  月  日から    年  月  日まで 

新
た
に
契
約
し
た
工
事 

発 注 機 関 名  

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

当 初 請 負 代 金 額  

監理技術者補佐の氏名  

工 期 年  月  日から    年  月  日まで 

（添付書類） 
・各工事の施工場所を記入した地図（縮尺 1/100,000 以上、各工事が同一建設事務所管内でない場合は工事
現場間の距離を記したもの） 

・各工事の CORINSの写し等 
・監理技術者の職務を適正に遂行できることが確認できる書類 
・監理技術者補佐が担う業務等を記載した書類 

注１ 現場代理人等通知書に添付して提出する場合は、宛先、請負者名などは省略する。 

２ 現に施工中の工事について新たに監理技術者補佐を配置する場合は、当該監理技術者補佐の経歴書を

添付すること。その場合の経歴書の取扱いについては、現場代理人等通知書の例による。 

３ 監理技術者の職務を適正に遂行できることが確認できる書類は、監理技術者の施工における主要な会

議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立ち会い等及び監理技術者と監理技術者補佐との間の連絡体

制について示したものであること。（様式は任意） 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.242
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様式第２４ 

工 期 延 長 請 求 書 

年  月  日 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県  所長］ 

請負者  住   所 

（所在地） 

氏   名 

名 称 及 び 

代表者氏名 

 

下記のとおり工期の延長を請求します。 

記 

１ 工  事  名 

２ 路線等の名称 

３ 工 事 場 所 

４ 契約締結年月日 

５ 請 負 代 金 額 

金          円 

６ 原  工  期 

着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

７ 工期延長請求日数 

日間 

８ 延 長 後 工 期 

着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

 

 

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 ２ 路線等の名称は、必要がないときは記入しないこと。 

３ 本書の上部に６センチメートルの余白を残すこと。 
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様式第２４（別紙） 

理     由     書 

 

１ 工期延長日数 

日 

２ 工期延長を必要とする理由 

 

 

３ 晴雨日数、作業日数及び休業日数 

月別日数 晴  雨  日  数 

作業日数 休業日数 

月 日数 
作業可能の 

晴 
日数を含む。 

作業不能の 
雨 

日数を含む。 

月 日 日 日 日 日 

      

      

計      

４ 予定使用延べ人員数及び使用済延べ人員数 

 

５ 現在の出来形 

パーセント 

６ 原工期末における予定出来形 

パーセント 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.244
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様式第２６ 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

           様 

 

 

愛 知 県 知 事   印 

［愛知県  所長］ 

 

工期の延長について（協義） 

 

年  月  日付けで請求があった工事の                こととしたいので、 

 

協議します。 

また、愛知県公共工事請負契約約款第 条第 項に定める当該協議開始の日は、 

  年  月  日とします。 

 

なお、ご異議のない場合は、別紙工期     承諾書を提出してください。 

 

 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

原 工 期 
着手    年  月  日 

完了    年  月  日 

変 更 工 期 
着手    年  月  日 

完了    年  月  日 

 

担当 

電話 

内線 

変 更 

不変更 

完了期間を、下記のとおり延長する  

完了期間は、変更しない 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.245
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様式第２７ 

工 期 変 更 承 諾 書 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県  所長］ 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名            

名 称 及 び 

代表者氏名 

 

     年  月  日付け  第  号の協議については、下記のとおり承諾します。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

原 工 期 
着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

変 更 工 期 
着手     年  月  日 

完了     年  月  日 
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様式第２８ 

工 期 不 変 更 承 諾 書 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県  所長］ 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名 

名 称 及 び 

代表者氏名 

 

     年  月  日付け   第  号の協議については、下記のとおり承諾します。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

原 工 期 
着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

変 更 工 期 
着手     年  月  日 

完了     年  月  日 
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様式第３２ 

 

第     号 

年  月  日 

           様 

愛 知 県 知 事   印 

［愛知県  所長］ 

 

工期の延長［短縮］について（協義） 

年  月  日付けで契約した工事の完了期限を、下記のとおり延長

［短縮］することとしたいので、協議します。 

また、愛知県公共工事請負契約約款第 条第 項に定める当該協議開始の日は、 

年  月  日とします。 

なお、ご異議のない場合は、別紙工期変更承諾書を提出してください。 

記 

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

原 工 期 
着手    年  月  日 

完了    年  月  日 

変 更 工 期 
着手    年  月  日 

完了    年  月  日 

 

担当 

電話 

内線 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.248
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工  事  打  合  簿 

発 議 者 □発注者  ■請負者 発議年月日 令和  年  月  日 

発 議 事 項  □指示 □協議 ■通知  □承諾 □報告 □提出 

□その他（                             ） 

工 事 名  

（内容） 

  愛知県公共工事請負契約約款第 19条第 1項に基づき通知します。 

 

   通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図    葉、その他添付図書 

 

 

処

理 

・ 

回

答 

発

注 

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

 □その他（         ） 

 

 

 令和  年  月  日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

                        令和  年  月  日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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様
式
「
通
知
事
項
等
」

確
認
請
求
通
知
事
項
【
請
負
者
】
（
A
）

確
認
通
知
事
項
【
発
注
者
】
（
B
）

備
考

そ
の

他

そ
の

他

※
　
請
負

者
は

、
条
件

確
認

す
べ

き
事

項
を
A
欄

に
記

入
し
、
打

合
簿

に
添

付
し
通

知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当

該
「
通

知
事

項
等

」
を
電

子
デ
ー
タ
で
送

付
す
る
こ
と
。

※
　
発
注

者
は

、
受
理

し
た
デ
ー
タ
を
活

用
し
、
条

件
確

認
に
対

す
る
回

答
事
項

を
B
欄

に
記

入
し
、
打

合
簿

に
添

付
し
通

知
す
る
こ
と
。

工
事
施
工
関
係

工
事
用
道
路

Ⅰ 工 法 関 係

Ⅳ
安
全

対
策

資
料
の

確
認

品
質
管
理
関
係

関
連
工
事

関
係
機
関
協
議

Ⅱ 工 程 関 係

設
計

図
書

設
計
図
書
の
確
認

Ⅲ
用
地

関
係

用
地
関
係

安
全
対
策
関
係

建
設
発
生
土

資
料
の
確
認

Ⅴ
建
設

副
産
物

建
設
廃
棄
物

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.250
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工  事  打  合  簿 

発 議 者 ■発注者  □請負者 発議年月日 令和  年  月  日 

発 議 事 項  □指示 □協議 ■通知  □承諾 □報告 □提出 

□その他（                             ） 

工 事 名  

（内容） 

  愛知県公共工事請負契約約款第 19条第 3項に基づき通知します。 

 

   通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図    葉、その他添付図書 

 

 

処

理 

・ 

回

答 

発

注 

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

 □その他（         ） 

 

 

 令和  年  月  日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

                        令和  年  月  日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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様
式
「
通
知
事
項
等
」

確
認
請
求
通
知
事
項
【
請
負
者
】
（
A
）

確
認
通
知
事
項
【
発
注
者
】
（
B
）

備
考

そ
の

他

そ
の

他

※
　
請
負

者
は

、
条
件

確
認

す
べ

き
事

項
を
A
欄

に
記

入
し
、
打

合
簿

に
添

付
し
通

知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当

該
「
通

知
事

項
等

」
を
電

子
デ
ー
タ
で
送

付
す
る
こ
と
。

※
　
発
注

者
は

、
受
理

し
た
デ
ー
タ
を
活

用
し
、
条

件
確

認
に
対

す
る
回

答
事
項

を
B
欄

に
記

入
し
、
打

合
簿

に
添

付
し
通

知
す
る
こ
と
。

工
事
施
工
関
係

工
事
用
道
路

Ⅰ 工 法 関 係

Ⅳ
安
全

対
策

資
料
の

確
認

品
質
管
理
関
係

関
連
工
事

関
係
機
関
協
議

Ⅱ 工 程 関 係

設
計

図
書

設
計
図
書
の
確
認

Ⅲ
用
地

関
係

用
地
関
係

安
全
対
策
関
係

建
設
発
生
土

資
料
の
確
認

Ⅴ
建
設

副
産
物

建
設
廃
棄
物
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様式第３５（甲）（その１） 様式第３５（甲）（その１）

所　　長 次　　長
企　　画
調 整 監

課　　長
班　　長
（事業）

指　　導 班　　長
（事業管理）

事業管理
班　　長
（経理）

経　　理

起　　案

　下記理由により、（案）のとおり通知してよろしいか。

令和　　年　　月　　日

　○○建設株式会社　様
　　代表者　○○○○

愛　知　県　知　事
（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

該当項目
（要領第３）

通知事項等

変　更
事　項

軽　微
な変更
等事項

※　軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。

令和　年　月　日 起案者職氏名

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

第　回設計変更通知書（案）

当初契約金額（Ａ） 円

第　１　回

第　２　回

第　３　回

当初契約金額に対
する比率(Ａ/Ｂ)

設計変更
理　　由

　令和　　年　　月　　日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１
９条第４項・第２０条）に基づき通知します。

記

千円

千円

千円

千円

概算増減額 累計概算増減額（Ｂ）

決裁 確認

％

％

％

千円

千円
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様式第３５（乙）（その１） 

 

様式第３５（乙）（その１）

令和　　年　　月　　日

　○○建設株式会社　様
　　代表者　○○○○

愛　知　県　知　事
（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

該当項目
（要領第３）

通知事項等

変　更
事　項

軽　微
な変更
等事項

※　軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。

設計変更
理　　由

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

　令和　　年　　月　　日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１
９条第４項・第２０条）に基づき通知します。

記

第　回設計変更通知書

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.254
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様式第３８ 

第     号 

年  月  日 

 

              様 

愛 知 県 知 事   印 

［愛知県  所長］ 

 

契約内容の変更について（協議） 

年  月  日付けで契約した下記工事について、別添の変更契約書のとおり契約内容を 

変更したいので、協議します。 

 また、愛知県公共工事請負契約約款第  条第 項に定める当該協議開始の日は、 

年  月  日とします。 

 なお、ご異議のない場合は、変更契約書に押印のうえ、１部提出してください。 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

 

 

担当 

電話 

内線 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.255
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様式第５３ 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

愛 知 県 知 事 印 

［愛知県   所長］ 

工事の一時中止について（通知） 

    年  月  日付けで契約を締結しました下記工事について、   日間 

（   年  月 日から   年  月  日まで）工事を一時中止してください。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

一 時 中 止 箇 所 （※一部一時中止の場合） 

現 在 の 出 来 形    パーセント 

一 時 中 止 の 理 由 

 

一 時 中 止 期 間 中 の 

管 理 体 制 

一時中止期間における工事現場を適正に管理するために必要な管理体制を

記載した「基本計画書」を提出し、承諾を得ること。 

 

担当 

電話 

内線 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.256
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様式第５３－２ 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

愛 知 県 知 事 印 

［愛知県   所長］ 

工事の一時中止の延長について（通知） 

    年  月  日付けで契約を締結しました下記工事について、   日間 

（   年  月 日から   年  月  日まで）工事の一時中止を延長してください。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

一 時 中 止 箇 所 （※一部一時中止の場合） 

現 在 の 出 来 形 パーセント 

一 時 中 止 期 間 

延 長 理 由 

 

一 時 中 止 期 間 中 の 

管 理 体 制 

一時中止期間における工事現場を適正に管理するために必要な管理体制

を記載した「基本計画書」を提出し、承諾を得ること。 

 

担当 

電話 

内線 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.257
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様式第５３－３ 

 

第     号 

年  月  日 

          様 

愛 知 県 知 事 印 

［愛知県   所長］ 

工事の再開について（通知） 

 下記工事について、再開してください。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額  金         円 

契 約 締 結 年 月 日       年  月  日 

工 期 
 着手     年  月  日 

 完了     年  月  日 

請 負 者  

監 督 員 職 氏 名  

一 時 中 止 の 期 間 

年  月  日から 

日間 

年  月  日まで 

工 事 再 開 箇 所  

工 事 再 開 

年 月 日 
   年  月  日 

担当 

電話 

内線 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.258
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様式第５３－４ 

 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県  所長］ 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名            

名 称 及 び 

代表者氏名 

工事の一時中止に伴う増加費用の請求について 

    年  月  日付けで契約を締結しました下記工事について、一時中止に伴い増加費用を

必要としたので、愛知県公共工事請負契約約款第２１条第３項に基づき負担されるよう請求します。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

一 時 中 止 の 期 間 

        年  月  日 

   日間  

        年  月  日 

 

※増加費用を請求する場合は、工事再開後、速やかに提出すること。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.259
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 様式第５５ 

 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

愛 知 県 知 事 印 

［愛知県   所長］ 

契約の解除について（通知） 

年  月  日付けで契約を締結しました下記工事については、愛知県公共工事請負契約約款第  

条第 項第 号の規定に基づき、契約を解除します。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額 金         円 

契 約 を 解 除 す る 部 分 （例：出来形検査合格部分を除く全部） 

 

担当 

電話 

内線 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.260
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様式第５８ 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

愛 知 県 知 事 印 

［愛知県   所長］ 

 

契約解除に伴う精算について（通知） 

 

     年  月  日付けで     解除した  工事（工事場所  ）について 

 

精算したところ、下記のとおりです。 

 よって、前払金の未済部分相当額の利息  円を別途納入通知書により納付してください。［未払額  

円を支払いますので、請求してください。］ 

記 

 

（資料第８により計算した算式及び精算額を記載する。） 

 

 

 

 

 

担当 

電話 

内線 

 

一 部 

全 部 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.261
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様式第６０ 

 
工事    承諾申出書 

 
年  月  日 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県    所長］ 

 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名 

名 称 及 び 

代表者氏名  

 

譲受人 住   所 

（所在地） 

継承者 氏   名 

名 称 及 び 

代表者氏名  

 

下記のとおり、工事を    したいので承諾してください。 

 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額 金 

工 期 
着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

契 約 締 結 年 月 日 年  月  日 

請 負 者 

住所 

（所在地） 

氏名 

名 称 及 び 

代表者氏名 

譲 渡 

承 継 

譲 渡 
承 継 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.262
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 様式第６０の続き 

譲 受 人 

承 継 人 

 

住所 

（所在地） 

氏名 

名 称 及 び 

代表者氏名 

 

建設業許可番号      許可（般・特－   ）第  号 

 

許 可 業 種 

許 可 年 月 日   年  月  日 

譲 受 

理 由 

承 継 

 

 

（関係書類） 

１ 建設業許可証明書及び許可申請書の写し 

２ 使用印鑑届 

３ 印鑑証明書 

 

建設大臣 

知 事 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.263
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様式第６２ 

 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

愛 知 県 知 事  印 

［愛知県  所長］ 

 

 

   工事の    について（通知） 

 

     

 年  月  日付けの申出については、承諾します。 

 

 

 

 

 

担当 

電話 

内線 

譲渡 

承継 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.264



 第５章 ５－１ 契約関係様式 

 

5-35 

様式第６３ 

名  称  等  変  更  届 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県   所長］ 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名 

名称及び 

代表者氏名 

電話番号 

下記のとおり名称（組織住所）を変更したので、関係書類を添えて届けます。 

記 

 変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日  

    

（関係書類） 

１ 契約履行中の事項（工事名、路線等の名称、工事場所、契約金額、工期、契約締結年月日）を記

載した書面 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.265
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様式第６５ 

 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

愛 知 県 知 事   印 

［愛知県  所長］ 

   部分使用について（協議） 

     年  月  日付けで契約を締結した下記工事について、部分使用したいので、協議します。 

 なお、ご異議のない場合は、別紙部分使用同意書を提出してください。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額 金            円 

工 期 
着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

使 用 範 囲 別添図面のとおり 

部 分 使 用 期 間 
     年  月  日から 

     年  月  日まで 

 

 

担当 

電話 

内線 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.266
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様式第６６ 

部 分 使 用 同 意 書 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県   所長］ 

請負者 住所（所在地） 

名称及び 

氏名 

代表者氏名 

          

     年  月  日付けで契約を締結した下記工事の一部を使用することに同意します。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

使 用 範 囲   年 月 日付け  第  号の部分使用協議書のとおり 

使 用 期 間 
     年  月  日から 

     年  月  日まで 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.267
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様式第７０ 

指 定 部 分 完 了 届 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県   所長］ 

請負者 住   所 

（所在地） 

名 称 及 び 

氏名 

代表者氏名 

 

下記のとおり指定部分に係る工事を完了しました。 

なお、検査の結果、合格のときは指定部分に係る工事目的物を引渡します。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

契 約 締 結 年 月 日        年  月  日 

請 負 代 金 額 金            円 

工 期 
着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

指 定 部 分 

完 了 年 月 日 
       年  月  日 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.268
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様式第７８ 

完    了    届 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県   所長］ 

 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名 

名称及び 

代表者氏名 

 

  下記のとおり完了しました。 

  なお、検査の結果、合格のときは、工事目的物を引き渡します。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

契 約 締 結 年 月 日 年  月  日 

請 負 代 金 額 金         円 

工 期 
着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

完 了 年 月 日        年  月  日 

 

備考 委託業務の場合は、「請負者」を「受注者」に、「工事名」を「委託業務名」に、「工事場所」
を「納入場所」に、「請負代金額」を「業務委託料」に、「工期」を「履行期間」とし、なお書
きを削除する。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.269
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様式第７９ 

修 補 補 正 完 了 届 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県   所長］ 

 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名 

名称及び 

代表者氏名 

  下記のとおり修補補正を完了しました。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

契 約 締 結 年 月 日 年  月  日 

請 負 代 金 額 金         円 

工 期 
着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

完 了 年 月 日        年  月  日 

修 補 補 正 期 限 年  月  日 

修 補 補 正 完 了 

年 月 日 
       年  月  日 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.270
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様式第８３ 

前  払  金  請  求  書 

 

年  月  日 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県   所長］ 

 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名 

名称及び 

代表者氏名 

  

  下記のとおり請負代金を前払いしてください。 

記 

 

金 

億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 
 

         

 

 ただし、下記工事の前払金 

１ 工 事 名                           

２ 路 線 等 の 名 称                           

３ 工 事 場 所                           

４ 契約締結年月日       年  月  日 

５ 請 負 代 金 額   金            円 

６ 支 払 方 法 口

座

振

替 

銀行      支店 

 

別口普通預金 第        番 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.271
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様式第８５ 

中間前払金支払認定請求書 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県  所長］ 

 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏  名 

名 称 及 び      

代表者氏名 

 

 下記工事について、中間前払金の支払いを請求したいので、認定してください。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

契 約 締 結 年 月 日          年   月   日 

請 負 代 金 額 金            円 

工 期 
着手       年   月   日 

完了       年   月   日 

進 捗 状 況 

請負代金額の     パーセント（  年  月  日現在） 

（債務工事の場合は、各年度における出来高予定額に対する割合を記載すること。）  

全工程の    パーセント 

（債務工事の場合は、各年度における作業工程に対する割合を記載すること。）  

 

注 別添として、作業状況を色塗りした工程表を提出してください。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.272
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様式第８６ 

 

第   号 

年  月  日 

 

             様 

 

 

愛 知 県 知 事  印 

［愛知県  所長］ 

 

 

中間前金払の認定（否認定）について（通知） 

      年  月  日付けで認定の請求があった下記工事について、進捗状況を調査したところ、

中間前払金の請求ができる要件を備えていることを認定しました。 

（備えていませんでした。） 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

契 約 締 結 年 月 日          年   月   日 

請 負 代 金 額 金            円 

工 期 

着手       年   月   日 

 

完了       年   月   日 

 

担当 

電話 

内線 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.273
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様式第８８ 

中 間 前 払 金 請 求 書             

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県  所長］ 

 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏  名 

名 称 及 び      

代表者氏名 

番 号

  

 下記のとおり請負代金を前払いしてください。 

記 

 

 

 

  ただし、下記工事の中間前払金 

 

１ 工 事 名        

                                         

２ 路線等の名称        

                                         

３ 工 事 場 所        

                                         

４ 契約締結年月日       年   月   日 

 

５ 請 負 代 金 額           金               円 

 

６ 支 払 方 法        

 

 

 

 

口 

座 

振 

替 

銀行      支店 

別口普通預金 第       号 

金 

億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 

         

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.274
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様式第８９ 

出 来 形 検 査 請 求 書 

 

年  月  日 

 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県   所長］ 

 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名 

名称及び 

代表者氏名 

  下記工事の部分払を請求したいので、出来形検査をしてください。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

請 負 代 金 額 金            円 

工 期 
着手     年  月  日 

完了     年  月  日 
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様式第９２ 

部 分 払 請 求 書 

 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県   所長］ 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名 

名称及び 

代表者氏名          

   

 

金 

億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 
 

         

   

ただし、下記工事の出来形  パーセントに対する請負代金の第 回部分払金 

１ 工 事 名                           

２ 路 線 等 の 名 称                           

３ 工 事 場 所                           

４ 契約締結年月日       年  月  日 

５ 請 負 代 金 額   金            円 

６ 支 払 方 法 口

座

振

替 

銀行      支店 

 

当座、普通  第       番 
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（様式第９２の続き） 

請 求 金 額 内 訳 書 

請負代金額 金         円 

前払金受領

年 月 日 
年  月  日 

前 払 金 

受 領 額 
金         円 

回 

数 

出来形パ

ーセント 

出来形の 9/10 に相

当 す る 金 額 

部 分 払 

受 領 済 額 

前払金から

の 差 引 額 

（Ａ） 

今回請求額 

（Ｂ） 
備 考 

       

       

 

適格請求書必要事項 

登録番号： 

  

消費税及び地方消費税額等 

出来形検査 

を行った日 

の年度 

消費税及び地方消費税 

の税込対象額(Ｃ＝Ａ+Ｂ) 

消費税及び地方消費税(税率 10％)の額

(Ｄ(端数切捨)＝Ｃ×10÷110) 

   

   

計   
 

備考１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

  ２ 路線等の名称は、必要がないときは記入しないこと。 

  ３ 金額の数字は、アラビア数字を用い、頭に「金」を記入すること。 

  ４ 出来形の 10分の９に相当する金額の円未満の端数は、切り捨てること。 

  ５ 前払金からの差引額の円未満の端数は、切り上げること。 

６ 表の行が足りない場合は、適宜、追加すること。 

７ 「適格請求書必要事項」以下の内容については、特別会計及び地方公営企業会計の場合に記入す

ること（一般会計は空欄又は削除可。）。 

８ Ｃは、Ａ及びＢを出来高検査を行った日の年度ごとに足した額を記入すること。 

９ ＤはＣの額に、110分の 10の割合を乗じて得た額（円未満の端数を切り捨て）を記入すること。 
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様式第９３ 

請    求    書 

 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県   所長］ 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名 

名称及び 

代表者氏名 

  

 

 

金 

億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 
 

         

   

ただし、下記工事の請負代金 

１ 工 事 名                           

２ 路 線 等 の 名 称                           

３ 工 事 場 所                           

４ 契約締結年月日       年  月  日 

５ 請 負 代 金 額   金            円 

６ 受 領 済 内 訳   裏面のとおり 

７ 支 払 方 法 口

座

振

替 

銀行      支店 

 

当座、普通  第       番 
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（様式第９３の続き） 

 

 前 払 金 額 金 円 年  月  日  

第   回 部 分 払 金 額 金 円 年  月  日 

第   回   〃 金 円 年  月  日 

受 領 済 額 計 金 円  

 

適格請求書必要事項 

登録番号： 

 

直近の部分払請求書に記載された「消費税対象及び消費税額等」 

出来形検査を

行った日の 

年度 

消費税及び地方消費税 

の税込対象額 

消費税及び地方消費税（税率 10％） 

の額 

   

   

計 (Ａ)  (Ｂ)  

 

消費税対象及び消費税額等 

完了検査 

を行った日 

の年度 

消費税及び地方消費税の税込 

対象額(Ｃ＝請負代金額－Ａ) 

消費税及び地方消費税(税率10％)の額(Ｄ＝

請負代金額×10÷110（端数切捨）－Ｂ) 

   
 

備考１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

  ２ 路線等の名称は、必要がないときは記入しないこと。 

  ３ 金額の数字は、アラビア数字を用い、頭に「金」を記入すること。 

４ 表の行が足りない場合は、適宜、追加すること。 

５ 「適格請求書必要事項」以下の内容については、特別会計及び地方公営企業会計の場合に記入

すること（一般会計の場合は空欄又は削除可。）。 

６ 「直近の部分払請求書に記載された「消費税対象及び消費税額等」」は、直近の部分払請求書に

記載された「消費税対象及び消費税額等」の数字等を転記すること。なお、完了払のみの場合は、

記入しないこと。 

７ Ｃは、請負代金額からＡを差し引いた額を記入すること。なお、完了払のみの場合は、請負代

金額を記入すること。 

８ Ｄは、請負代金額の 110分の 10の割合を乗じて得た額（円未満の端数切り捨て）から、Ｂを差

し引いた額を記入すること。なお、完了払のみの場合は、請負代金額の 110分の 10の割合を乗じ

て得た額（円未満の端数切り捨て）を記入すること。
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同一監理（主任）技術者承諾願 

  年  月  日 

愛知県知事 殿 

[〇〇建設事務所長 殿] 

請負者 住  所  

（所在地） 

氏  名  

（名称及び代表者氏名） 

 

下記の工事について、同一の建築物または連続する工作物であり、同一の監理（主任）
技術者により管理することを希望しますので、承諾願います。 

記 

技 術 者 の 氏 名  

①
施
行
中
の
工
事 

発注機関名  

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

請負代金額                円 

工 期 年  月  日から    年  月  日まで 

②
同
一
の
技
術
者
に
よ
る 

  

管
理
を
希
望
す
る
工
事 

発注機関名  

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

指名通知日  年  月  日 

請負代金額                円 

工 期 年  月  日から    年  月  日まで 

＜同一の監理（主任）技術者による管理を合理的と考える理由＞ 

 

 

 

（添付書類） 
・「①施行中の工事」の発注者の書面による承諾 
 （※①工事が愛知県建設局、都市・交通局及び建築局発注工事の場合は、不要です。） 
・各工事の契約書、工程表、図面及びその他工事内容がわかる書類 
 （※①及び②工事が愛知県建設局、都市・交通局及び建築局発注工事の場合は、不要です。ただし、ヒアリ

ングや追加書類の提出を求める場合があります。） 
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第     号 

年  月  日 

 

              様 
 

愛 知 県 知 事        

                           ［愛知県  所長］ 

 

同一の監理（主任）技術者による管理の承諾について（通知） 

 

 下記工事について、同一の監理（主任）技術者により管理することを承諾します。 

記 

 

担当 

電話 

技 術 者 の 氏 名  

①
施
行
中
の
工
事 

発注機関名  

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

請負代金額         円 

契約締結年月日   年  月  日 

工 期 
着手  年  月  日 

完了  年  月  日 

②
同
一
の
技
術
者
に
よ
る 

 

管
理
を
承
諾
す
る
工
事 

発注機関名  

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

公 告 又 は 

指名通知日 
  年  月  日 

請負代金額       円 

契約締結年月日 年  月  日 

工    期 
着手  年  月  日 

完了  年  月  日 
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（参考様式） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

愛 知 県 知 事 印 

［愛知県   所長］ 

 

工事の一時中止に伴う増加費用の見積について（依頼） 

   年  月  日付けで契約を締結しました下記工事について、一時中止に伴う増加

費用について、見積を提出されたい。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

中 止 の 期 間 

      年  月  日 

   日間  

          年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

電話 

内線 
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（参考様式） 

 

年  月  日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

［愛知県  所長］ 

請負者 住   所 

（所在地） 

氏   名            

名称及び 

代表者氏名 

 

工事の一時中止に伴う増加費用の見積について 

    年  月  日付けで契約を締結しました下記工事について、一時中止に伴う

増加費用を見積もったので関係資料を添えて提出します。 

記 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

一時中止の期間 

        年  月  日 

   日間  

        年  月  日 

増 加 費 用 金              円 

増加費用の内訳 別紙のとおり 

 

 ※増加費用の内訳には増加費用算出の根拠となる資料を添付すること。  
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５－２ リサイクル法関係様式 

説 明 書 

令和    年    月    日 

 

 

（発注者）          殿 

 

住        所  

商号又は名称 

代表者氏名 

 

 

   建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により、対象建

設工事の分別解体等の計画等に係る事項について説明します。 

 

記 

 

１  工 事 名             

２  路線等の名称 

３  工 事 場 所             

４ 工    期 工事着手予定日   △△年 △△月 △△日 

 工事完了予定日   △△年 △△月 △△日 

※実際に現場に着手する日及び工事が完了する日を記載すること 

５ 添付資料 

  ① 別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

    □ 別表１（建築物に係る解体工事） 

    □ 別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

    □ 別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

  ② 特記事項（様式１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

    □ 様式１（建築物に係る解体工事） 

    □ 様式２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

    □ 様式３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

  ③ その他（添付する場合） 

□ （        ） 

 

［担当者名・連絡先等］ 

１ 担当者氏名             

２ 会社名、部・課名 

３  電 話 番 号             
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様式３ 

特 記 事 項 

（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合） 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第 104号）第１３条第

１項及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成１４年国土交通省令第 17 号)

第４条の規定に基づき、契約書において記載すべき事項の内容は、次のとおりとする。 

 

１、分別解体の方法 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工程 作業内容 分別解体等の方法（解体工事のみ） 

①仮設 仮設工事 

□有  □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事 

□有  □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事 

□有  □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事 

□有  □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 

□有  □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

（          ） 

その他の工事 

□有  □無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

   注）該当する項目の□にチェックマークを記入する。 

２、解体工事に要する費用（直接工事費）                円(税抜き) 

 

３、再資源化等をするための施設の名称及び所在地         裏面の通り 

 

４、特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 

（直接工事費）                円(税抜き) 
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(書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  ※請負人が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可） 
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令和  年  月  日 

 

通  知  書 

 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条の規定により別表のとおり通知をします。 

 

 

殿 

 

 

通知者官職  氏名          

 

官庁所在地 

 

担当者 

ＴＥＬ 

 

 

 

 

 

 

特定建設資材の利用に関する計画の通知                          別表イ 

 

特定建設資材廃棄物の発生量の見込みの通知                      別表ロ 

 

 

 

 

 

 

   ※受付欄 ※特記欄 

令和 年 月 日  

第              号 
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告   知   書 
 

令和    年    月    日 

 

 

（下請負人）        様 

 

 

氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名） 

(郵便番号   －    )電話番号  －  － 

住所 

 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第２項の規定により、対象建設工事に係

る事項について告知します。 

 

 

記 

 

 

１．添付資料 

   ①別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

    □別表１（建築物に係る解体工事） 

    □別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

    □別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

 

   ②その他の添付資料（添付する場合） 

    □工程表 
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再 資 源 化 等 報 告 書 

令和   年   月   日 

 

 

様 
 

 

氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名） 

（郵便番号   －   ）電話番号  －  －    

住所 

 

 

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、特定

建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。 

 

 

記 

 

１．工事の名称 

２．工事の場所 

３．再資源化等が完了した年月日        令和   年   月   日 

４．再資源化等をした施設の名称及び所在地 

（書ききれない場合は別紙に記載） 

 特定建設資材廃棄物

の種類 

施設の名称 所在地 

   

   

   

   

 

５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用                    万円 

（直接工事費） 

 

（参考資料を添付する場合の添付資料）＊資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工

事の場合など 

 

 

□再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの） 

□再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの） 
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変 更 説 明 書 
令和    年    月    日 

 

 

 （発注者）          殿 

 

 

住        所  

商号又は名称 

代 表 者 氏 名 

 

 

令和  年  月  日付けで契約した下記工事について、建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律第１２条第１項の規定により、分別解体等の計画等に係る変更事項につい

て説明します。 

 

 

記 

 

１  工 事 名             

２  路線等の名称 

３  工 事 場 所             

４ 工     期 工事着手予定日   △△年 △△月 △△日 

          工事完了予定日   △△年 △△月 △△日 

※実際に現場に着手する日及び工事が完了する日を記載すること 

５ 添付資料 

 

① 別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

□ 別表１（建築物に係る解体工事） 

□ 別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

□ 別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

② 特記事項（様式１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

□ 様式１（建築物に係る解体工事） 

□ 様式２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

□ 様式３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

③ その他 

□ （         ） 

 

※添付資料は変更のあったもののみ添付してください。 

 

［担当者名・連絡先等］ 

１ 担当者氏名             

２ 会社名、部・課名 

３  電 話 番 号             
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５－３ 施工関係様式 

工  事  打  合  簿 

発 議 者 □発注者  □請負者 発議年月日 令和  年  月  日 

発 議 事 項  
□指示 □協議 □通知  □承諾 □報告 □提出 

□その他（                             ） 

工 事 名  

（内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図    葉、その他添付図書 

 

 

処

理 

・ 

回

答 

発

注 

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

 □その他（         ） 

 

 

令和  年  月 日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（         ） 

 

 

令和  年  月 日 

 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

 現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 

      

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.292



 第５章 ５－３ 施工関係様式 

 

5-63 

 

施工体制台帳
年

月
日

［
会

社
名

・
事

業
者

I
D
］

［
事

業
所

名
・

現
場

I
D
］

　
　 　

下
請

契
約

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

称

自
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

至
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

契
約

日
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
工

事
業

大
臣

　
特

定

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

発
注

者
名

及
び

住
所

工
期

元
請

契
約

建
設

業
の

許
可

許
　

可
　

業
　

種

施
工

体
制

台
帳

（
作

成
例

）

許
　

可
　

番
　

号

　
　

年
　

　
月

　
　

日

許
可

（
更

新
）

年
月

日

工
事

業
大

臣
　

特
定

知
事

　
一

般

知
事

　
一

般

発
注

者
の

監
督

員
名

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

下
請

契
約

契
約

営
業

所

区
分

雇
用

保
険

監
理

技
術

者
名

主
任

技
術

者
名

専
門

技
術

者
名

監
督

員
名

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

資
格

内
容

資
格

内
容

専
門

技
術

者
名

現
場

代
理

人
名

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

監
理

技
術

者
補

佐
名

住
所

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

許
　

可
　

番
　

号
許

可
（

更
新

）
年

月
日

工
事

業

 
 
 
 
 
 
 
 
第

　
　

　
　

号

 
 
 
 
 
 
 
 
第

　
　

　
　

号

《
下

請
負

人
に

関
す

る
事

項
》

会
社

名
・

事
業

者
I
D

代
表

者
名

　
　

年
　

　
月

　
　

日
知

事
　

一
般

 
 
 
 
 
 
 
 
第

　
　

　
　

号
工

事
業

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

工
期

自
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

至
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

契
約

日
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　

営
業

所
の

名
称

専
門

技
術

者
名

　
　

年
　

　
月

　
　

日
知

事
　

一
般

建
設

業
の

許
可

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

大
臣

　
特

定

大
臣

　
特

定
 
 
 
 
 
 
 
 
第

　
　

　
　

号

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

厚
生

年
金

保
険

加
入

　
　

未
加

入
適

用
除

外

区
分

保
険

加
入

の
有

無

事
業

所
整

理
記

号
等

健
康

保
険

元
請

契
約

加
入

　
　

未
加

入
適

用
除

外

健
康

保
険

健
康

保
険

事
業

所
整

理
記

号
等

資
格

内
容

保
険

加
入

の
有

無
加

入
　

　
未

加
入

適
用

除
外

加
入

　
　

未
加

入
適

用
除

外

住
　

　
　

　
　

　
　

　
　

所

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

営
業

所
の

名
称

雇
用

保
険

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

加
入

　
　

未
加

入
適

用
除

外
加

入
　

　
未

加
入

適
用

除
外

現
場

代
理

人
名

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

主
任

技
術

者
名

専
　

任
非

専
任

安
全

衛
生

責
任

者
名

安
全

衛
生

推
進

者
名

雇
用

管
理

責
任

者
名

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

一
号

特
定

技
能

外
国

人
の

従
事

の
状

況
（

有
無

）
有

　
　

無
外

国
人

建
設

就
労

者
の

従
事

の
状

況
(
有

無
)

有
　

　
無

外
国

人
技

能
実

習
生

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

一
号

特
定

技
能

外
国

人
の

従
事

の
状

況
（

有
無

）
有

　
　

無
外

国
人

建
設

就
労

者
の

従
事

の
状

況
(
有

無
)

有
　

　
無

有
　

　
無

外
国

人
技

能
実

習
生

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

専
　

任
非

専
任

※
施

工
体

制
台

帳
の

添
付

書
類

（建
設

業
法

施
行
規

則
第
１
４
条

の
２
第
２
項

）

・
発

注
者

と
作

成
建

設
業

者
の
請

負
契
約

及
び
作
成

建
設
業

者
と
下

請
負

人
の
下

請
契
約

に
係
る
当

初
契

約
及
び
変

更
契
約

の
契
約

書

面
の

写
し
（
公

共
工

事
以

外
の
建

設
工
事

に
つ
い
て
締
結

さ
れ

る
も
の

に
係

る
も
の

は
、
請

負
代

金
の
額

に
係

る
部

分
を
除

く
）

・
主

任
技

術
者

又
は

監
理
技

術
者
が

主
任
技

術
者
資

格
又
は

監
理
技

術
者
資

格
を
有

す
る
事
を
証

す
る
書

面
及
び
当

該
主
任

技
術
者

又
は

監
理

技
術

者
が

作
成

建
設
業

者
に
雇

用
期
間

を
特

に
限

定
す
る
こ
と
な
く
雇

用
さ
れ

て
い
る
者

で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書

面
又
は

こ
れ
ら

の
写
し

・
専

門
技

術
者

を
お
く
場

合
は

、
そ
の

者
が

主
任
技

術
者
資

格
を
有

す
る
こ
と
を
証

す
る
書

面
及

び
そ
の

者
が

作
成
建

設
業
者

に
雇

用
期

間
を
特

に
限

定
す
る
こ
と
な
く
雇

用
さ
れ

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
面

又
は
こ
れ

ら
の
写

し
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施工体制台帳 
年

月
日

　

　

専
門

技
術

者
名

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

現
場

代
理

人
名

現
場

代
理

人
名

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

主
任

技
術

者
名

専
　

任
非

専
任

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

安
全

衛
生

推
進

者
名

事
業

所
整

理
記

号
等

健
康

保
険

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

保
険

加
入

の
有

無

健
康

保
険

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

資
格

内
容

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

保
険

加
入

の
有

無

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

加
入

　
　

未
加

入
適

用
除

外
加

入
　

　
未

加
入

適
用

除
外

加
入

　
　

未
加

入
適

用
除

外

事
業

所
整

理
記

号
等

安
全

衛
生

責
任

者
名

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

雇
用

管
理

責
任

者
名

雇
用

保
険

　
　

年
　

　
月

　
　

日

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

会
社

名
・

事
業

者
I
D

知
事

　
一

般

代
表

者
名

　
　

年
　

　
月

　
　

日

許
可

（
更

新
）

年
月

日

注
文

者
と

の
契

約
日

安
全

衛
生

責
任

者
名

雇
用

管
理

責
任

者
名

加
入

　
　

未
加

入
適

用
除

外
加

入
　

　
未

加
入

適
用

除
外

加
入

　
　

未
加

入
適

用
除

外

営
業

所
の

名
称

工
事

業

工
事

業

 
 
 
 
 
 
 
 
第

　
　

　
　

号

 
 
 
 
 
 
 
 
第

　
　

　
　

号

監
督

員
名

建
設

業
の

許
可

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

許
　

可
　

番
　

号

再
下

請
負

通
知

書
（

作
成

例
）

直
近

上
位

注
文

者
名

【
報

告
下

請
負

業
者

】

住
所

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

専
門

技
術

者
名

主
任

技
術

者
名

専
　

任
非

専
任

資
格

内
容

元
請

名
称

・
事

業
者

I
D

《
自
社
に
関
す
る
事
項
》

大
臣

　
特

定

知
事

　
一

般

大
臣

　
特

定

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

工
期

自
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

至
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

安
全

衛
生

推
進

者
名

外
国

人
建

設
就

労
者

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

外
国

人
技

能
実

習
生

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

《
再
下
請
負
関
係
》

再
下

請
負

業
者

及
び

再
下

請
負

契
約

関
係

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
報

告
い

た
し

ま
す

。

会
社

名
・

事
業

者
I
D

代
表

者
名

工
事

業

工
期

自
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

至
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

契
約

日
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

住
所

電
話

番
号

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

許
可

（
更

新
）

年
月

日

有
　

　
無

工
事

業
大

臣
　

特
定

 
 
 
 
 
 
 
 
第

　
　

　
　

号
　

　
年

　
　

月
　

　
日

知
事

　
一

般

一
号

特
定

技
能

外
国

人
の

従
事

の
状

況
（

有
無

）

有
　

　
無

大
臣

　
特

定
 
 
 
 
 
 
 
 
第

　
　

　
　

号

外
国

人
技

能
実

習
生

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

一
号

特
定

技
能

外
国

人
の

従
事

の
状

況
（

有
無

）

外
国

人
建

設
就

労
者

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

知
事

　
一

般

営
業

所
の

名
称

建
設

業
の

許
可

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

許
　

可
　

番
　

号

※
再
下
請
通
知
書
の
添
付
書
類
（建

設
業
法
施
行
規
則
第
１
４
条
の
４
第
３
項
）

・
再

下
請

通
知

人
が

再
下
請

人
と
締

結
し
た
当

初
契

約
及
び
変

更
契
約

の
契
約

書
面
の

写
し
（公

共
工
事

以
外
の

建
設
工

事
に
つ
い
て

締
結

さ
れ

る
も
の

に
係

る
も
の

は
、
請

負
代
金
の

額
に
係

る
部

分
を
除
く
）
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一
次

会
社

名
・

事
業

者
I
D

（
　

次
)
会

社
名

・
事

業
者

I
D

（
注

)
１

.
※

印
欄

に
は

次
の

記
号

を
入

れ
る

。

 
…
現
場
代
理
人

 
…
作
業
主
任
者
（
（
注
）
2
.
)

 
…
女
性
作
業
員

 
…
主
任
技
術
者

 
…
職
　
長

 
…
安
全
衛
生
責
任
者

 
…
能
力
向
上
教
育

 
…
危
険
有
害
業
務
・

再
発
防
止
教
育

ふ
り

が
な

番 号

 
 
 
 
 
 
 
…
1
8
歳
未
満
の
作
業
員

氏
名

技
能

者
I
D

年
　
月
　
日

教
　

育
・

資
　

格
・

免
　

許

提
出

日
　

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

元
請

確
認

欄

生
年

月
日

年
齢

年
　
月
　
日

健
康

保
険

年
金

保
険

歳

年
　
月
　
日

職 種
※

年
　
月
　
日

歳 歳

年
　
月
　
日

建
設

業
退

職
金

共
済

制
度

歳

年
　
月
　
日

雇
入

・
職

長
特

別
教

育
技

能
講

習
免

　
許

雇
用

保
険

事
業

所
の

名
称

・
現

場
I
D

所
長

名

歳

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　
月
　
日

歳 歳

（
注

）
２

.
作

業
主

任
者

は
作

業
を

直
接

指
揮

す
る

義
務

を
負

う
の

で
、

同
時

に
施

工
さ

れ
て

い
る

他
の

現
場

や
、

同
一

現
場

に
お

い
て

も
 
　

　
 
他

の
作

業
個

所
と

の
作

業
主

任
者

を
兼

務
す

る
こ

と
は

、
法

的
に

認
め

ら
れ

て
い

な
い

の
で

、
複

数
の

選
任

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

作
　

　
業

　
　

員
　

　
名

　
　

簿
（

　
　

年
　

　
月

　
　

日
作

成
)

 
…
外
国
人
技
能
実
習
生

 
…
外
国
人
建
設
就
労
者

 …
１
号
特
定
技
能
外
国
人

中
小

企
業

退
職

金
共

済
制

度

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

入
場

年
月

日

受
入

教
育

実
施

年
月

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

現
作

女

主
職

安
能

習
就

１
特

未

再

（
注

）
３

．
各

社
別

に
作

成
す

る
の

が
原

則
だ

が
、

リ
ー

ス
機

械
等

の
運

転
者

は
一

緒
で

も
よ

い
。

（
注

）
４

．
資

格
・

免
許

等
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

（
注

）
１

１
．

記
載

事
項

の
一

部
に

つ
い

て
、

別
紙

を
用

い
て

記
載

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

（
注

）
５

．
健

康
保

険
欄

に
は

、
左

欄
に

健
康

保
険

の
名

称
（

健
康

保
険

組
合

、
協

会
け

ん
ぽ

、
建

設
国

保
、

　
　

　
国

民
健

康
保

険
）

を
記

載
。

上
記

の
保

険
に

加
入

し
て

お
ら

ず
、

後
期

高
齢

者
で

あ
る

等
に

よ
り

、
国

　
　

　
民

健
康

保
険

の
適

用
除

外
で

あ
る

場
合

に
は

、
左

欄
に

「
適

用
除

外
」

と
記

載
。

（
注

）
６

．
年

金
保

険
欄

に
は

、
左

欄
に

年
金

保
険

の
名

称
（

厚
生

年
金

、
国

民
年

金
）

を
記

載
。

　
　

　
各

年
金

の
受

給
者

で
あ

る
場

合
は

、
左

欄
に

「
受

給
者

」
と

記
載

。

（
注

）
７

．
雇

用
保

険
欄

に
は

右
欄

に
被

保
険

者
番

号
の

下
４

け
た

を
記

載
。

（
日

雇
労

働
被

保
険

者
の

場
合

　
　

　
に

は
左

欄
に

「
日

雇
保

険
」

と
記

載
）

事
業

主
で

あ
る

等
に

よ
り

雇
用

保
険

の
適

用
除

外
で

あ
る

場
合

　
　

　
に

は
左

欄
に

「
適

用
除

外
」

と
記

載
。

（
注

）
８

．
建

設
業

退
職

金
共

済
制

度
及

び
中

小
企

業
退

職
金

共
済

制
度

へ
の

加
入

の
有

無
に

つ
い

て
は

、
　

　
　

そ
れ

ぞ
れ

の
欄

に
「

有
」

又
は

「
無

」
と

記
載

。

（
注

）
９

．
安

全
衛

生
に

関
す

る
教

育
の

内
容

（
例

：
雇

入
時

教
育

、
職

長
教

育
、

建
設

用
リ

フ
ト

の
運

転
の

　
　

　
業

務
に

係
る

特
別

教
育

）
に

つ
い

て
は

「
雇

入
・

職
長

特
別

教
育

」
欄

に
記

載
。

（
注

）
１

０
．

建
設

工
事

に
係

る
知

識
及

び
技

術
又

は
技

能
に

関
す

る
資

格
（

例
：

登
録

○
○

基
幹

技
能

者
、

　
　

　
○

級
○

○
施

工
管

理
技

士
）

を
有

す
る

場
合

は
、

「
免

許
」

欄
に

記
載

。
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工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

担
当

工
事

内
容

元
方

安
全

衛
生

管
理

者
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無

担
当

工
事

内
容

統
括

安
全

衛
生

責
任

者

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

有
　

　
　

・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

有
　

　
　

・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無

年
月

日
～

年
月

日

工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当
特

定
専

門
工

事
の

該
当

　
工

期

専
門

技
術

者

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

特
定

専
門

工
事

の
該

当

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

　
工

期

工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容
工 事

工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当

工 事

主
任

技
術

者

主
任

技
術

者

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容
工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当
特

定
専

門
工

事
の

該
当

主
任

技
術

者

施
工

体
系

図
（
作

成
例

）

安
全

衛
生

責
任

者

工
期

工 事

専
門

技
術

者

　
自

　
　

　
　

　
　

　
年

　
  

  
　

　
 　

　
月

　
　

  
　

  
　

 　
日

　
至

　
　

　
　

　
　

　
年

　
  

  
 　

　
　

　
月

　
　

　
　

 　
  

  
日

担
当

工
事

内
　

　
　

容

主
任

技
術

者

　
工

期

安
全

衛
生

責
任

者

副
  

  
会

  
  

長

発
注

者
名

工
事

名
称

元
請

名
・

事
業

者
ID

監
督

員
名

監
理

技
術

者
名

主
任

技
術

者
名

会
  

  
  

  
  

長

年
月

日
～

年
月

日

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

年
月

日
～

年
月

日

会
社

名
・

事
業

者
ID

工 事

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

特
定

専
門

工
事

の
該

当

許
可

番
号

専
門

技
術

者

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当

代
表

者
名

許
可

番
号

専
門

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

監
理

技
術

者
補

佐
名

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

専
門

技
術

者
名

専
門

技
術

者
名

年
月

日
～

年
月

日

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

専
門

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

年
月

日
～

年
月

日

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

工 事

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

一
般

/
特

定
の

別

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

主
任

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

特
定

専
門

工
事

の
該

当

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
　

容

　
工

期

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

担
当

工
事

内
　

　
　

容

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

工 事

担
当

工
事

内
　

　
　

容

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

特
定

専
門

工
事

の
該

当

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

主
任

技
術

者

　
工

期

一
般

/
特

定
の

別
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5-67 

 

支 給 品 受 領 書                

 

令和  年  月  日   

 

  愛知県知事 殿 

 （愛知県   所長 殿） 

 

請負者 住所             

氏名             

（名称及び代表者氏名）         

 

下記のとおり支給品を受領しました。 

 

記 
 

工 事 名  

契約年月日 令和 年 月 日 路線等の名称  

工 事 場 所  

品  名 規  格 単 位 
数 量 

摘  要 
前回まで 今 回 数 量 
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5-68 

 

支 給 品 精 算 書                

 

令和  年  月  日 

 

   愛知県知事殿 

  （愛知県   所長殿） 

 

請負者 住所             

氏名             

（名称及び代表者氏名）         

 

 

下記のとおり支給品を精算します。 

 

記 
 

工 事 名  

契約年月日 令和 年 月 日 路線との名称  

工 事 場 所  

品 名 規 格 単位 
数  量 

摘 要 
支給数量 使用数量 残数量 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

監 督 員 

 

証 明 欄 

上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。 

 

令和  年  月  日 

 

監督員 
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5-69 

 

段階確認報告書 
 

 

 

 

 

 

 

備考) 1 段階確認が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2 段階確認において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。 

3 確認方法欄は、監督員は｢臨場｣・｢机上｣、工事監督支援業務により確認した場合は｢施工管理｣と記入する。 

4 ｢臨場｣確認の立会状況写真は、工事完了写真としての提出のみとし、本書への添付は必要ない。 

5 ｢机上｣確認については、メールによる提出も可とする。 

6 工事完了後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

 

 

上記について、実施しました。 

 

専任監督員                

 

 

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

種  別 細 別 項  目 実施予定時期 確認方法 
(臨場・机上、施工管理) 

実施年月日 
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施工状況把握報告書 
 

 

 

備考) 1 施工状況把握が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2 施工状況把握において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。 

3 確認方法欄は、監督員は｢臨場｣、工事監督支援業務により確認した場合は｢施工管理｣と記入する。 

4 ｢臨場｣確認の立会状況写真は、工事完了写真としての提出のみとし、本書への添付は必要ない。 

5 工事完了後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

 

 

上記について、実施しました。 

 

専任監督員                

 

 

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

種  別 細 別 項  目 実施予定時期 
確認方法 

(臨場、施工管理) 
実施年月日 
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5-71 

 

 

品質証明書 
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5-72 

 

 

 

マニフェスト管理台帳
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5-73 

 

材  料  確  認  書 
 

 

備考）１設計図書において監督員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料を対象とし、確認結果

が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2確認方法欄は、監督員は「臨場」・「机上」、施工管理業務により確認した場合は「施工管理」と記入する。 

3工事完了後、記載内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

 

上記について、実施しました。 

 

専任監督員                

 

 

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

材料名 品質規格 単位 搬入数量 
確  認  欄 

備考 
確認年月日 確認方法 合格数量 
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安全・訓練等の実施報告書（参考様式） 

実施年月日 

 

令和  年   月  日（  曜日）      時 ～    時 

 

場 所 

 

 

 

参 加 者  

実 施 項 目 

 

 

 

 

 

実施状況写真 

 

 

参加者が確認できる実施状況写真を添付 

 

 

 

注）監督員から提示を求められた時、別途確認できる資料が整理されていればよい。 
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注）各現場の状況に応じて定めた自社の様式でよい。 

安  全  巡  視  日  誌(参考様式) 

工事名  安全巡視員   

巡視日  年  月  日 
天

候 

 
現場状況 良好･普通･不良(    )、作業休止 

巡     視     内     容 

点  検  項  目 
巡視時間  時～  時 巡視時間  時～  時 

○×
良否 

記 事（指示事項等） 
○× 
良否 

記 事（指示事項等） 

作 

業 

員 

保安帽、服装、はきもの     

保 護 具 の 使 用 の 状 況     

立入禁止（危険）箇所     

     

機
械
器
具 

作業（据付）場所の整備     

操作（作業）方法・資格     

整 備 ・ 点 検 状 況     

交 

通 

安 

全 

標 識 の 保 全     

交 通 安 全 施 設 の 保 全     

交 通 誘 導 の 状 況     

路面状況（段差・汚損）     

工 

事 

現 
場 

土 留 、 支 保 工     

型枠、足場工、昇降設備     

掘 削 方 法     

整 理 整 頓     

通 路 ・ 出 入 口     

そ 

の 

他 

電 気 設 備 
受電施設     

配線状況     

     

記 

事 

 

    

    

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.305
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５－３ 施工関係様式 

現   場   発   生   品   届 

 

令和  年  月  日 

 

 

愛知県     所長 殿 

 

請負者名 

現場代理人               

 

 

下記工事の現場発生品を届けます。 

 

 

記 

 

 

１ 工 事 名 

 

２ 路線等の名称 

 

３ 工事場所 

 

４ 発生工種 

 

５ 現場発生品  別紙調書のとおり 
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（別紙） 

現 場 発 生 品 調 書 

 

名  称 材  料 長 

巾 

径末口 

厚 

員 数 単数量 合数量 

評 価 額 

摘 要 

単価 金 額 
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事  故  発  生  報  告  書 

 

令和  年  月  日 

 

愛知県     所長 殿 

 

 

請負者 住所 

氏名              

（名称及び代表者氏名） 

 

 

下記のとおり事故が発生したので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 発生年月日 

２ 被害者の氏名、住所 

３ 年令、職業 

４ 工 事 名 

５ 工  期 

６ 請負代金額 

７ 事故の概要 

８ 人身障害、物損の程度 
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（様式）

令和　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分受信

から

まで

※事故の原因、経緯、処置等

※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況

　 ・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）

   ・下請負人等の商号又は名称

 　・物的被害の場合は、規模、被害額等

　 ・連絡先等

所属担当課等 担当者名 連絡先（内線）

※ ①事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。

事　　故　　速　　報　　（第　　報）

備

　

考

担

当

備　　考（病院名等）

情報の通報者名 （請負者名、第三者名等）

事

故

の

内

訳

請負者名

氏　　名 年　齢 性　別 職　　種

事

 

故

 

の

 

概

 

要

②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール等で監督員に本様

式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

令和　  　　年　  　　月　  　　日（ 　 　）　  　 　時　    　　分

被害の程度

発信者

事故発生月日

事故発生場所

工事名

工期 契約区分

受信者

天候（温度）

 本　庁　　・　　地方機関

（所属名：　　　　　　　　　　　　　）

【決裁欄】

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.309
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別紙様式 

事故報告書 
（○○○○○建設事務所） 

事故発生年月日 令和  年  月  日（ ）午前・午後  時  分頃 

工事名  

路線等の名称  

工事場所  

契約者  

契約日・工期 令和 年 月 日契約 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

請負金額                       円 

工事の概要  

事故発生場所  

被害者 

氏名 

住所 

職名 

 

事故の概要  

人身障害・物損の 

程度 

 

所属長の意見  

所轄警察署・労働基

準監督署の見解 

 

事務所担当課・担当

名・内線 

         課  内線 

※ 添付書類として、設計書、図面、現場の状況がわかる写真等を添付すること。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.310
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損  害  発  生  通  知  書 

 

令和  年  月  日 

 

 

愛 知 県 知 事 殿 

（愛知県    所長 殿） 

 

請負者 住所 

氏名               

（名称及び代表者氏名） 

 

 

下記工事について、     損害を生じたので工事請負契約書第 30 条第１項の規定に基づき通

知します。 

 

 

記 
 

１ 工 事 名         

２ 工 事 場 所 

３ 請負代金額    

４ 契約年月日       年   月   日 

５ 工   期       年   月   日から     年   月   日まで 

 

一 損害発生前及び損害発生原因 

 

二 損害の概要 

 

三 損害発生及び発生後の現場写真 

写 真 添 付 
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創意工夫・社会性に関する 



 第５章 ５－３ 施工関係様式 
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 第５章 ５－３ 施工関係様式 
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【愛知県　土木工事現場必携】　　P.315
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 様式１－１ 

５－４ 出来形・品質管理関係様式 

出 来 形 成 果 総 括 表 

 

工 事 名  

路線等の名称 

工 事 場 所 

 

工 種 種 別 細 別 単位 設計値 実測値 差 規格値 摘  要 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

備考) 工種、種別、細別は設計書の内訳によること。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.320
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様式 1-2 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.321
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5-92 

 

 

様式 1－3 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.322
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様式 2 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.323
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様式 4 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.324
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様式６－１ 
 

コンクリート配合試験成果表（Ⅰ） 

 

工  事  名                

 

配 合 区 分                

 

試験年月日                 請 負 者 名                

 

気 温      室 温          測 定 者                

 

 

Ⅰ 設計条件 

強 度（σ28） 
水セメント比
（ω／ｃ） 

スランプ 空 気 量 
粗 骨 材 
最大寸法 

 

      

 

 

Ⅱ 配合計算 
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様式６－２ 

 

コンクリート配合試験成果表（Ⅱ） 

Ⅲ 試し練り 

番 

号 

水、セメ

ント比 

(W／C) 

細骨 

材率 

（％） 

単  位  量 （kg） 
スラ 

ンプ 

（㎝） 

空 
気 
量 

（％） 

温 

度 

（℃） 

強度（N／㎟） ワーカビリチー 

備  考 セメ

ント 
水 細骨材 粗骨材 ＡＥ剤 σ７ σ28 

分 
離 

突 

固 

仕 

上 

                 

  

  

  

                 

  

  

  

                 

  

  

  

Ⅳ σ－ｃ／ωの直線式 

 

Ⅴ 現場示方配合の計算 

 

Ⅵ 現場示方配合表 

粗骨材の
最大寸法 
（㎜） 

スランプ 
     

（㎝） 

空 気 量 
 

（％） 

水セメント
比 

（％） 

細骨材率 
 

（％） 

単   位   量  （kg） 

セメント 水 細 骨 材 粗 骨 材 Ａ Ｅ 剤 

          

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.326
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様式６－３ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.327
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様式 7 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.328
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様式８－１ 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.329
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様式８－２ 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.330
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様式８－３ 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.331



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 
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様式８－４ 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.332
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様式８－５ 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.333
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様式９－１ 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.334
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様式９－２ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.335
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様式９－３ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.336



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 
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様式９－４ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.337
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様式９－５ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.338
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様式９－６ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.339
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5-110 【愛知県　土木工事現場必携】　　P.340
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様式 10 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.341
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様式 11－１ 

 

        工くい打成績表 

 

工事名                      請負者名               

工種名                      測 定 者               

 

くい打込み

月   日 
くい番号 

Ｒ 

モンケン

の 質 量

（ｔ） 

ｎ 

モンケン

の落下高

（㎝） 

ａ 

測 定 前 

くい頭の

高 さ 

（cm） 

ｂ 

 

打撃回数 

ｃ 

測 定 後 

くい頭の 

高 さ 

（㎝） 

 

沈 下 量 

Ｊ＝a－c 

   ｂ 

（㎝） 

支持力Ｐ 

（kN） 
摘 要 

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

月  日          

 

設計支持力                       公式                    

くい配置図  
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様式 11－２ 

 
 

        工くい打成績表 

 

工事名                      請負者名               

工種名                      測 定 者               

 

くい打込み

月   日 

測定し 

たくい 

番 号 

くい打

ち止り

先 端 

深 さ

（ｍ） 

くい打ち止り 

1 0 回 打 撃 時 

くい打ち止り時

のリバウンド量

（㎝） 

測定した 

くいのみ 

くいの 

偏 位 

くいの 

破 損 

状 況 

打ち込み 

公式によ 

る支持力 

摘 要 ハンマ

ー質量

Ｗ（ｔ） 

ハンマー

の平均 

落下高 

ｈ（m） 

平 均

貫入量

Ｓ（cm） 

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

月  日           

 

設計支持力                       公式                    

くい配置図  

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.343
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様式１２－１ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.344
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様式１２－２ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.345
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様式１３－１ 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.346
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様式 13－２ 

 

現場キャリブレーション成績表 

 

工 事 名                  請負者名                   

工 種 名                  測 定 者                   

工 事 名  施 工 業 者 名  

検 査 年 月 日  測 定 者  

天 候 ・ 気 温  軸 力 計  

締 付 箇 所  ト ル ク レ ン チ  

ボ ル ト 種 類  設 計 軸 力  

工 場 ト ル ク 係 数  目 標 軸 力  

 

ボ ル ト № 
ボルト寸 法 

（㎜） 
軸    力 
Ｎ（ｔ） 

ト ル ク 値 
Ｔ（kg・ｍ） 

トルク係数 
Ｋ 

備 考 

１      

２      

３      

４      

５      

合  計 （ Σ Ｋ ）    

バ ラ ツ キ Ｒ＝Ｋmax－Ｋmin＝ 

現 場 ト ル ク 係 数 

  ΣＫ 

Ｋ＝――＝ 

   ｎ 

目 標 ト ル ク 値 ＴＯ＝K･d･N＝ 

許 容 ト ル ク 値 ＴＡ＝ＴＯ（１±0.1）＝ 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.347
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様式 13－３ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.348
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5-119 

様式 14 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.349



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-120 

 

 

様式 15 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.350
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5-121 

 

 

様式 16 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.351
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5-122 

 

 

様式 17 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.352



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-123 

様式 18 

 

路 床 安 定 処 理 報 告 書 

 

令和   年   月   日  

１）工 事 名 

２）路線等の名称 

３）工事場所 

４）工  期  Ｒ ・ ・ ～Ｒ ・ ・ 

（うち安定処理施工 Ｒ ・ ・ ～Ｒ ・ ・ ） 

５）施工業者            電話番号 

６）記 入 者  （所属）           （氏名） 

７）添 加 材  ａ）生石灰（粒径  mm～  mm） ｂ）消石灰 

ｃ）湿潤消石灰 ｄ）高炉セメント ｅ）普通ポルトランドセメント 

ｆ）その他（       ） 

８）荷  姿  ａ）バラ ｂ）フレコン ｃ）その他（         ） 

９）購 入 先  （添加材の購入先業者を記入） 

10）添加重量  ａ）（変更）設計値  ｔ／㎥  ｂ）施工値  ｔ／㎥ 

11）施工環境  （人家密集度を５段階で評価）１、２、３、４、５ 

（１を人家はないとする） 

12）工事概要  ａ）延長  ｍ（測点№ ～№ ）  ｂ）設計ＣＢＲ 

ｃ）交通量区分 ｄ）断面図（舗装構成も記入） 

 

 

 

 

 

13）処理前の土（番号を付け「№ ～№ の２層土質の上側約 ㎝の土」等を説明する） 

 

番    号     

自 然 含 水 比     

乾 燥 密 度     

Ｃ Ｂ Ｒ 値     

粒 

度 

％ 
9.5    ㎜     

4.75     

2     

0.425     

0.075     

コンシス 

テンシー 

特  性 

Ｌ．Ｌ     

Ｐ．Ｌ     

Ｐ．Ｉ     

土質分類記号と 

土 質 名 
    

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.353



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-124 

 

番号の説明：１ 

２ 

３ 

４ 

14）施工機械 ａ）散  布 

ｂ）混  合（  回） 

ｃ）整形転圧 

15）品質管理のまとめ（処理後の土）（番号欄は、資料採取位置№  を記入） 

番    号     

含 水 比     

締固め度     

最大乾燥密度     

締 固 め 密 度     

ＣＢＲ値     

 

16）人家密集度だとの沿道の現場状況と混合中の状況がわかる写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17）施工後の感想意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）13）、15）、16）等で紙面が不足する場合は、別紙としてよい。 
 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.354
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5-125 

様式 19 

 

プ ル ー フ ロ ー リ ン グ 試 験 

 

工 事 名                   請負者名                  

工  種                   測 定 者                  

 

項  目 事                 項 備  考 

試験条件 天    候  測定面の含水状況   

試験区間 №         ～№  

載 荷 車 型    式  接 地 圧   

載荷状況 予備載荷回数 回 本載荷速度 ㎞／ｈ  

 

試    験    結    果 

視 
 

察 
 

展 
 

開 
 

図 

   

№     №     №     №     №     №     № 

……○……………○……………○……………○……………○……………○……………○…… 

   

№     №     №     №     №     №     № 

……○……………○……………○……………○……………○……………○……………○…… 

   

視 
察 

記 

事 
 

異 

状 

箇 

所 

の 

処 

置 
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5-126 

様式 20 
 

路 面 の 平 坦 性 試 験 

 

工 事 名                  請 負 者 名                 

工 種 名                  測 定 者 名                 

測定年月日       年   月   日  測定の位置      ＣＬ   ～   ｍ 

測定開始点                  測定器の種類                

測定終了点                  ３m プロフィルメーター           

測 定 距 離                  直結式凸凹測定器              

 

№ ｄ ｄ2 № ｄ ｄ2 № ｄ ｄ2 № ｄ ｄ2 

１   21   41   61   

２   22   42   62   

３   23   43   63   

４   24   44   64   

５   25   45   65   

６   26   46   66   

７   27   47   67   

８   28   48   68   

９   29   49   69   

10   30   50   70   

計 ① ② 計 ① ② 計 ① ② 計 ① ② 

11   31   51   71   

12   32   52   72   

13   33   53   73   

14   34   54   74   

15   35   55   75   

16   36   56   76   

17   37   57   77   

18   38   58   78   

19   39   59   79   

20   40   60   80   

計 ① ② 計 ① ② 計 ① ② 計 ① ② 

③ Σ①   （㎜）   ⑥ 各シートのΣ③ （㎜）  ※ 

④ Σ②   （㎟）   ⑦ 各シートのΣ④ （㎟）  ※ 

⑤ デ ー タ 数   ⑧ 各シートのΣ⑤  ※ 

⑨ 標準偏差 （⑦－⑥2／⑧）／（⑧－１）  （㎜） ※ 

備考 

 

 

 

（注）※印の欄は、最後のデータシートのみ記入する。 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.356



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 
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様式 21 
土 質 試 験 結 果 一 覧 表 

 

工事名                      請負者名               

工種名                      測 定 者               

 

試 料 採 取 地 点         

試 験 期 日         

試 験 番 号         

土 粒 子 の 比 重         

粒 
 
 
 
 
 
 
 
 

度 

最 大 径 ㎜         

60％   径Ｄ60    ㎜         

10％  径Ｄ10    ㎜         

均 等 係 数         

2,000μフルイ通過率％         

425μ  〃  ％         

 75μ  〃  ％         

レ  キ  分  ％         

砂   分  ％         

シ ル ト 分  ％         

粘  土  分  ％         

コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
ー 

液 性 限 界  ％         

塑 性 限 界  ％         

塑 性 指 数            

収 縮 限 界  ％         

収  縮  比            

遠 心 含 水 当 量    ％         

現 場 含 水 当 量    ％         

土
の
分
類 

三 角 座 標 法             

改 訂 Ｐ Ｒ 法             

群  指  数            

統 一 分 類 法             

締め 
固土 

最 適 含 水 比   ％         

最大乾燥密度  ｇ／㎤         

Ｃ 

Ｂ 

Ｒ 

試 

験 

非水浸 

含 水 比  ％         

乾燥密度ｇ／㎤         

ＣＢＲ値  ％         

水 浸 

含 水 比  ％         

乾燥密度ｇ／㎤         

膨 張 比 ％         

ＣＢＲ値  ％         

備         考  
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5-128 

様式 22 

コーン指数測定試験 

 

工 事 名                                  

測定番号               測定箇所               

 
     捨土すべき不良土 
調査目的                 の判定 

土の運搬まき出作業が可能か否か 
 

測定時の状態（天候その他）             請負者名              

試験月日                      測 定 者              

 

箇所 ロットの目盛 ブルービングの読み 貫入抵抗値（kg） 
貫入抵抗値（kg） 

コーン面積 
摘     要 

１ 

     

     

     

平    均     

２ 

     

     

     

平    均     

３ 

     

     

     

平    均     

４ 

     

     

     

平    均     

５ 

     

     

     

平    均     

合      計     

平      均     

１ 練返し試験による場合は KDK－S0902～1968にしたがって実施するものとしロットの目盛りは、7.5、10、12.5 ㎝

の位置で読み取り平均する。 

２ 捨土の運搬、まき出し作業等の可否はロットの読みを 10、15、20㎝で読み取り平均する。 

注 土の運搬まき出し作業等の可否の試験は摘要に試験前日の天候（特に雨量）について記入のこと。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.358
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様式 23－1 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.359



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 
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 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-131 

 

 

様式 24－1 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.361



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-132 【愛知県　土木工事現場必携】　　P.362
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5-133 

 

様式 25－1 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.363
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 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-135 

様式 26 
 

骨 材 試 験 成 績 一 覧 表 
工 事 名                      請負者名                      

工 種 名                      測 定 者                      

試 料 採 取 地 名         

試 験 期 日         

フ 
 
 
 
 

ル 
 
 
 
 

イ 
 
 
 
 

分 
 
 
 
 

け 

粗 
 
 
 
 

骨 
 
 
 
 

材 

150 ㎜ 以上通過重量百分率％         

150～100  〃         

100～ 80  〃         

 80～ 60  〃         

 60～ 50  〃         

 50～ 40  〃         

 40～ 30  〃         

 30～ 25  〃         

 25～ 20  〃         

 20～ 15  〃         

 15～ 10  〃         

 10～ ５  〃         

 ５以下  〃         

粗  粒  率         

細 
 
 

骨 
 
 

材 

５㎜ 以上通過重量百分率％         

  ５～ 2.5  〃 

 
        

  2.5～1.2  〃 

 
        

  1.2～0.6  〃 

 
        

  0.6～0.3  〃 

 
        

  0.3～0.15 〃 

 
        

  0.15 以下  〃 

 
        

粗  粒  率         

細 
 

骨 
 

材 
比 重         

単位容積重量（標準）kg／㎥         

単位容積重量（軽盛）kg／㎥         

安 定 性 ％         

吸 水 量 ％         

洗 い 試 験 ％         

粗 
 
 
 

骨 
 
 
 

材 

比           重         

単位容積重量（標準）kg／㎥         

単位容積重量（軽盛）kg／㎥         

安 定 性 ％         

吸 水 量 ％         

ス リ ヘ リ 減 量 ％ 

 
        

洗 い 試 験 ％         

軟 石 量 試 験 ％         

細 長 扁 平 試 験 ％         

備          考         

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.365
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様式 27 
 

骨材（路盤）材料のフルイ分け試験 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

試 料 名                 

 

試験日     年  月  日       試料重量               ｇ 

骨材の産地又は製造会社名                     

区  分 
残留試料重量 

（ｇ） 
累加残留試料重量 

（ｇ） 
加積残留率 
（％） 

通貨重量百分率 
（％） 

各
フ
ル
イ
目
の
通
貨
重
量
百
分
率
（
％
） 

63（㎜）     

53     

37.5     

31.5     

26.5     

19     

13.2     

4.75     

2.36     

1.18     

0.425     

0.075     

0     

 

 

粒  度  曲  線  図 

 

通
貨
重
量
百
分
率
（
％
） 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

0.075      0.425    1.18 2.36 4.75    13.2  19   31.5  53 

フルイ目の大きさ（㎜） 

 

 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.366
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様式 28－１ 

 

粗 骨 材 試 験 成 績 一 覧 表（砕 石） 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

種        類     

用        途     

産        地     

製  産  会  社     

原  石  種  類     

粒 

度
（
通
過
量
％
） 

53m/m     

37.5     

31.5     

26.5     

19     

13.2     

 9.5     

 4.75     

 2.36     

比 重     

単位容積重量（標準）kg／㎥     

〃  （軽盛） kg／㎥     

安 定 性 ％     

吸 水 率 ％     

ス リ ヘ リ 減 量 ％     

軟 石 量 ％     

細 長 扁 平 （ 重 量 ） ％     

  〃   （ 箇 数 ） ％     

洗 い 試 験     

試 験 年 月 日     

備 考 
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様式 28－２ 
 

細 骨 材 試 験 成 績 一 覧 表（砂） 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

種          類     

用          途     

産 地 河 川 名     

    〃   市郡町村     

製 産 会 社     

粒 

度
（
通
過
量
％
） 

4.75m/m     

2.36     

0.6     

0.3     

0.15     

0.075     

Ｆ・Ｍ     

比 重     

単位容積重量（標準）kg／㎥     

  〃  （軽盛）kg／㎥     

安 定 性 ％     

吸 水 率 ％     

洗 い 試 験 ％     

0 . 0 7 5 通 過 分 の P . I .     

洗 い 試 験     

試 験 年 月 日     

備 考 
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様式 28－３ 
 

石粉及びスクリーニングス試験成績一覧表 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

種          類     

用          途     

産 地     

製 産 会 社     

原 石 の 種 類     

粒 

度
（
通
過
量
％
） 

9.5m/m     

4.75     

2.36     

0.6     

0.3     

0.15     

0.075     

比 重     

単位容積重量（標準）kg／㎥     

  〃  （軽盛）kg／㎥     

安 定 性 ① ％     

吸 水 率 ② ％     

スリヘリ減量   ③   ％     

0 . 0 7 5 通 過 分 の P . I .④     

加 熱 変 質 2 0 0 ℃  ⑤     

フ ロ ー 試 験  ⑥  ％     

浸 水 膨 張  ⑦  ％     

ハ ク 離 試 験  ⑧        

     

試 験 年 月 日     

（注）①～③はスクリーニングスのみとする。 

④～⑧は原石が石灰岩以外の石粉及び合成した場合の 0.075通過分の１割以上がスクリーニ

ングスの 0.075通過分で占める場合のスクリーニングスの 0.15通過分について行う。 

⑤は 200℃ 

⑥はセメントモルタル用フローテーブルで 15回落下 200mmの時の石粉に対する水の重量比。 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.369
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様式 29 

 
骨材粒度曲線表（アスファルト） 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 
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様式 30－１ 
 

 

 

アスファルト合材配合設定成果報告書 

 

 

（合材種類：                      ） 

 

工 事 名                                  

 

請負者名                                  

 

 

 

提  出                   年      月      日  

試験期間                   自   年   月   日 

至   年   月   日 

 

 

 

 

 

現場代理人                                 

 

主任技術者                                 

 

試験責任者                                 

 

試験担当者                                 

 

試 験 場 所                                 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.371
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様式 30－２ 

 

 

 

アスファルト合材配合設定成果報告書 

 

目       次 

 

アスファルト試験成績一覧表                        様式 

   〃  粘度温度表                           〃 

骨材の推定変動範囲（細骨材スクリーニングス）                〃 

 

配合設計経過及び意見                            〃 

骨材比重による骨材配合比補正表                       〃 

骨材配合率及び合成粒度（室内試験）                     〃 

合成粒度曲線     （  〃  ）                     〃 

試験配合表      （アスファルト量別）                 〃 

理論最大密度     （    〃    ）                 〃 

マーシャル試験結果  （    〃    ）                 〃 

試験結果図表     （    〃    ）                 〃 

マーシャル試験によるアスファルト量の許容範囲および基準アスファルト量    〃 

基準密度試験                                〃 

プラント試験練りによる決定配合（ホットビン毎配合を含む）          〃 

決定配合粒度分布図（合成、原材料、ホットビン毎）              〃 

決定配合プラント練りのマーシャル試験値（加熱温度等の目標値を含む）     〃 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.372



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-143 

様式 30－３ 

 

アスファルト試験成績一覧表 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

 

分        類    

用        途    

製  造  会  社    

密        度 
（25℃／25℃） 

規
格 

  
規
格 

  
規
格 

  

軟    化    点 
         ℃ 

規
格 

  規
格 

  規
格 

  

針 

入 

度 

（０℃．200ｇ．60 秒） ※         

（25．100．5） 規
格 

  規
格 

  規
格 

  

（46．50．5） ※         

伸 
 
 
 

度 

（25℃）cm ※         

（15）cm 
規
格 

  
規
格 

  
規
格 

  

（10）cm ※         

（５）cm ※         

薄膜加熱重量変化％ 規
格 

  規
格 

  規
格 

  

薄膜加熱後の針入度％ 
規
格 

  
規
格 

  
規
格 

  

蒸発後の針入度比％ 〃   〃   〃   

三塩化エタン可溶分 
％ 〃   〃   〃   

引    火    点 
         ℃ 〃   〃   〃   

 

※は１分類につき 3,000ton 以上使用するものに行う。 

アスファルトメーカーが行った場合は日本道路協会規格による。 

 

 

 

試験所名                 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.373



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-144 

様式 30－４ 

 
 

 

33-2 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.374



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-145 

様式 30－５ 

 

骨 材 の 推 定 変 動 範 囲 

（細骨材及びスクリーニングス） 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.375



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-146 

様式 30－６ 
 

配 合 設 計 経 過 及 び 意 見 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

 

註：骨材の配合率等の比較検討等については経過の概略と結論のみを記載し、以降は 

決定配合について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.376



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-147 

様式 30－６' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーシャル試験の条件 

混 合 時 温 度 ℃ 成 形 後 試 験 ま で 時間 

締 固 め 機械      人力   

締 固 回 数 裏表で      回   

 〃 温 度 ℃   

供 試 体 加 熱 分間   ℃   

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.377



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-148 

様式 30－７ 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.378



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-149 

様式 30－８ 

 

骨材配合率及び合成粒度（室内試験） 
 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.379



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-150 

様式 30－９ 

 

合 成 粒 度 曲 線（室 内 試 験） 
 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.380



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-151 

様式 30－10 

 

試 験 配 合 表（ア ス フ ァ ル ト 量 別） 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.381



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-152 

様式 30－11 
 

理論最大密度（アスファルト量別） 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.382



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-153 

様式 30－12 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.383



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-154 

様式 30－12' 
 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.384



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-155 

様式 30－13 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.385



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-156 

様式 30－14 

 

工事標準仕様書第 3編 3-8-2アスファルト舗装の材料による。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.386



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-157 

様式 30－15 

 

基 準 密 度 試 験 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

 

合材の種類                理論密度（Ｄ）           kg／㎤  

測 定 日 

供試体 

 

番 号 

締固め時 

の 温 度 

（℃） 

空中重量 

（ｇ） 

水中重量 

（ｇ） 

表乾重量 

（ｇ） 

容  積 

（㎤） 

密  度 

（ｇ／㎤） 

空 隙 率 

（ｇ／㎤） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｅ＝Ｂ－Ｃ Ｆ＝Ａ／Ｅ 
 Ｆ 

（１－－）×100 
 Ｄ 

  

 月 日 

  A.M. 

  P.M. 

        

        

        

        

  

 月 日 

  A.M. 

  P.M. 

        

        

        

        

  

 月 日 

  A.M. 

  P.M. 

        

        

        

        

  

 月 日 

  A.M. 

  P.M. 

        

        

        

        

基 準 密 度         

記 事 

（注）開粒度混合物等、空隙が大きく上記により難い場合は「舗装試験法便覧」の方法による。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.387



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-158 

様式 30－16 

 

プラント試験練りによる決定配合 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.388



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-159 

様式 30－17 

 
決 定 配 合 粒 度 分 布 図 

 

工 事 名                  請負者名                 

工 種 名                  測 定 者                 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.389



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-160 

 

 

 

様式３０－１８ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.390



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-161 

様式 31 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.391



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-162 

様式 32 

 

フィーダ、ホットビン、ミキサーの骨材の粒度試験 

 

工 事 名                     請負者名              

工 種 名                     測 定 者              

 

                                      午前     時     分   

  試験期日   年   月   日             試料採取時刻 午後     時     分   

  骨材の産地又は製造会社名                                           

骨材の種類  
（配合率） 

 
通過フルイ 

  

              合

成 

粒

度 

各 

フ 

ル 

イ 

目 

の 

通 

過 

重 

量 

百 

分 

率 

及 

び 

配 

合 

率
（
％
） 

 53                

 37.5                

 31.5                

 19.0                

 13.2                

  9.5                

  4.75                

  2.36                

  0.6                

  0.3                

  0.15                

  0.075                

 31.5                

 19.0                

 13.2                

  9.5                

  4.75                

  2.36                

  0.6                

  0.3                

  0.15                

  0.075                

 

 

通 

貨 

重 

量 

百 

分 

率
（
％
） 

粒

 

度

 

曲

 

線

 

図 

 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
0.075   0.15   0.3   0.6        2.36   4.75     9.5 13.2  19.0  31.5 53 

粒   径（㎜） 

 

 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.392



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-163 

様式 33－１ 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.393



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-164 

様式 33－２ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.394



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-165 

様式 34 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.395



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-166 

様式 35 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.396



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-167 

様式 36 

 

ホ イ ー ル ト ラ ッ キ ン グ 試 験 

 
工 事 名                        請負者名                

工 種 名                        測 定 者                

調査名・目的                  試験年月日               

混合物の種類                 

混合物の基準密度         （ｇ／㎤） 

供試体の作成場所  １．室内   ２．現場   ３．現場切取り  換算係数 Ｃ２＝     

試 験 条 件 

上載荷重           kg 60℃接地圧          kgf／㎠  

試験温度           ℃ 走行回数                 

走行方式  １．クランク式  ２．チェーン式  ３．換算係数 Ｃ１＝    

供 試 体 の № １ ２ ３ 平 均 

① 供試体の密度          （ｇ／㎤）     

② 供試体の締固め度          （％）     

変  形  量（㎜） 
③ ｄ３ ０ 
④ ｄ４ ５ 
⑤ ｄ６ ０ 

    

⑦ 変形量の差 （㎜） ⑤－④    ⑧ 

⑨ 動的安定度（ＤＳ） 

  （回／㎜） 

15 
Ｘ＝―×42×Ｃ１×Ｃ２ 

⑦ 
    

⑩ 平均動的安定度 

 （ＤＳ） （回／㎜） 

15 
―×42×Ｃ１×Ｃ２ 
⑧ 

 

⑩ 

⑪ 平均値との差の平方 （⑩－Ｘ）２     

⑫ 標準偏差 Ｓ＝ Σ⑪／ｎ－１  ⑫ 

⑬ 変動係数   （％） ⑫／⑩   

圧密変形量    （㎜） ｄ０     

時間－変形量曲線の形状     

備  考 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.397



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-168 

様式 37 

 

 曲   げ   試   験  

 
工 事 名                         請負者名                

工 種 名                         測 定 者                

 

調査名・目的                   試験年月日      年  月  日 

混合物の種類                   試 験 者              

供試体の作製場所                                    

試 験 条 件 試験温度     ℃  載荷速度     ㎜／min  支点間距離Ｌ     ㎝ 

① 供試体の密度         （ｇ／㎤） １ ２ ３ 

② 供試体の締固め度         （％）    

③ 供試体の幅      （㎝、ｍ） ｂ    

④ 供試体の厚さ     （㎝、ｍ） ｈ    

⑤ 破断時の荷重     （kgf／Ｎ） Ｐ    

⑥ 破断時の変形量    （㎝、ｍ） ｄ    

⑦ 破断時の曲げ強度 
    （kgf／㎠、Ｐａ） 
 
   ３×Ｌ×⑤ 
   ――――― 
   ２×③×④２ 

 

 
δ    

平    均  

⑧ 破断時のひずみ 
     
 
   ６×④×⑥ 
   ――――― 
     Ｌ２ 

 ε    

平    均  

備  考 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.398



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-169 

 

 

 

 

様式 38－１ 

 
結
果

 

 
測
定

 

建
設
 

出
 
来
 形
（
厚
 み
）
及
 
び
 品

 質
 管

 
理
 調

 査
 結

 果
 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.399



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-170 

様式 38－２ 

 

アスファルト合材配合設定総括表 

 

１ 設定温度 

 

混合物名称 

温 度 
     

ア ス フ ァ ル ト 加 熱 温 度      

骨 材 加 熱 温 度      

最 適 混 合 物 加 熱 温 度      

最 適 舗 設 温 度      

 

２ 実施配合による合成粒度 

 

混合物 

名称 

通過 

フルイ 

     

基準値 
合成 

粒度 
基準値 

合成 

粒度 
基準値 

合成 

粒度 
基準値 

合成 

粒度 
基準値 

合成 

粒度 

26.5           

19           

13.2           

4.75           

2.36           

0.6           

0.3           

0.15           

0.075           

 

３ 決定アスファルト量及び理論最大密度 

 

混合物名称 

温 度 
     

ア ス フ ァ ル ト 量      

理 論 最 大 密 度      

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.400



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-171 

様式 38－３ 
 

仕  様  及  び  基  準  値 

所要骨材粒度範囲 

 

名 称 
通過フルイ       

最 大 粒 径       

26.5       

19       

13.2       

4.75       

2.36       

0.6       

0.3       

0.15       

0.075       

 

 

マーシャル試験に対する基準値 

 

混 合 物 の 種 類       

突 固 め 回 数       

安 定  度   （kgf）       

フロー値（１／100 ㎝）       

空  隙  率 （％）       

飽  和  度 （％）       

 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.401



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-172 

様式 38－４ 
 

品 質 管 理 試 験 総 括 表 

 

種別                

 

日 付 

項 目 
    

抽 
 
 
 
 

出 
 
 
 
 

試 
 
 
 
 

験 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
量 

試 験 値     

基 準 値     

規 格 値     

2.36

ｍ／ｍ
粒 

 

度 

試 験 値     

基 準 値     

規 格 値     

0.075

ｍ／ｍ
粒 

 

度 

試 験 値     

基 準 値     

規 格 値     

マ 

ー 

シ 

ャ 

ル 

試 

験 

見掛密度 ｇ／㎤     

空
隙
率
％ 

試 験 値     

規 格 値     

飽
和
度
％ 

試 験 値     

規 格 値     

安
定
度
kg 

試 験 値     

規 格 値     

フロー値 

１／100 

㎝  

試 験 値     

規 格 値     

 

 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.402



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-173 

様式 38－５ 
 

切 取 供 試 体 試 験 

 
工 事 名                             請負者名              

工 種 名                             測 定 者              

 
 

合材の種類              基準密度（Ａ）       ｇ／㎤ 

切取年月日     年  月  日  理論密度（Ｂ）       ｇ／㎤ 

試験年月日     年  月  日 

 

舗装設計厚（ＡＳ合材） 

   表層     ㎜  

   基層     ㎜  

   上層     ㎜  

   全厚     ㎜   

試   料 
空中重量 

（ｇ） 

水中重量 

（ｇ） 

表乾重量 

（ｇ） 

空 積 

（㏄） 

密 度 

（ｇ／㎤） 

締固め率（％） 厚さ(mm) 

記号 採取位置 

基準密度 理論密度 

層 全厚 

Ａ Ｃ Ｂ Ｅ＝Ｂ－Ｃ Ｆ＝Ａ／Ｅ   

         
1   2 

3   4 

平均 
 

         
1   2 

3   4 

平均 
 

         
1   2 

3   4 

平均 

 

         
1   2 

3   4 

平均 
 

         
1   2 

3   4 

平均 
 

         
1   2 

3   4 

平均 
 

         
1   2 

3   4 

平均 
 

平  均        

 

 

 

 

注）開粒度混合物等、空隙が大きく上記により難い場合は「舗装試験法便覧」の方法による。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.403



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-174 

 

 

 

様式３９－１ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.404



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-175 【愛知県　土木工事現場必携】　　P.405



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-176 【愛知県　土木工事現場必携】　　P.406



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-177 【愛知県　土木工事現場必携】　　P.407



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-178 【愛知県　土木工事現場必携】　　P.408



 第５章 ５－４ 出来形・品質管理関係様式 

 

5-179 【愛知県　土木工事現場必携】　　P.409
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様式第４（その２） 出来形検査結果通知書 

 

 

 

 

様式第４　（その２）

1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5 着　手

完　了

6

7 　出来形　　　　　　　　　　　　　　　　　パーセント

　　年　　月　　日

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

愛　知　県　知　事　　　　　　　印　　　

（　愛 知 県　　　　　　　    所 長　）　　　

　出　来　形　検　査　の　結　果　に　つ　い　て　（　通　知　）

　　年　　月　　日

契 約 締 結 年 月 日 　　年　　月　　日

検 査 結 果

　　　年　　月　　日の出来形検査の結果は、下記のとおりです。

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

請 負 代 金 額

工 期
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様式 
様式第４　（その1　別紙）

着手

完了

5

（１） 当 該 年 度 前 払 金

当 該 年 度

出 来 高 予 定 額

当該年度前払い金額

の う ち の 出 来 高

年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

円

円

円

円

円

円

円

6

7

8

前年度出来高予定額

9

工 事 名

工 事 場 所

工 期

請 負 代 金 額

そ の 他

支 払 済 額

上 記 差 額

今 回 支 払 額

出 来 高

上 記 の ９ 分 金

1

2

3

4

前 払 金 額

出　　来　　形　　調　　書

（３）

（２）

（１） 出 来 形 パ ー セ ン ト

単年度　　　5(1)×4(1)
債務負担
 {4(2)-5(3)}×5(1)/5(2) ただし≦5(1)

前回までの部分払金額及び前年度まで
の前払金額

4(3)-5(4)-6

単年度においては0とする。

 においては0とする。

円

％

円

（２）

（３）

（４）

7の金額を万円単位にする。ただし債務
負担行為等で、支払金額が決まってい
る場合はその金額

小数点第３位以下切り捨てる。

契約金額×4(1)×1/100

円
単年度
初年度

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.418
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５－５ 検査関係様式 

様式８ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.419
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様式１０（その１）
様式第１０（その１）

　下記工事は　　　　　年　　月　　日の検査に合格しました。

1

2

3

4 金　　　　　　　　　　　円

5 着　手

完　了

6

7

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

工 期

　　年　　月　　日引 渡 し 年 月 日

契 約 締 結 年 月 日 　　年　　月　　日

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

工 事 名

　　　　　　　　　　　　　　　様

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

記

愛　知　県　知　事　　　　　　　印　　　

完　了　検　査　合　格　通　知　書

（　　　　　　　    　　　　　所 長　）　　　

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.420
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様式１０（その２） 

様式第１０（その２）

　下記工事に係る指定部分は　　　　　年　　月　　日の検査に合格しました。

1

2

3

4 金　　　　　　　　　　　円

5 着　手

完　了

6

7

8 金　　　　　　　　　　　円

出来形 ％

愛　知　県　知　事　　　　　　　印　　　

引　渡　し　年　月　日

（　　　　　　　    　　　　　所 長　）　　　

　　年　　月　　日

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

工 事 名

　　　　　　　　　　　　　　　様

路 線 等 の 名 称

請　　負　　代　　金

指 定 部 分 に 相 応 す る

　　年　　月　　日

工 期

　　年　　月　　日

指　定　部　分　完　了　検　査　の　結　果　に　つ　い　て（通　知）

記

契 約 締 結 年 月 日

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

工 事 場 所

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.421
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様式第１ 

 

第     号 

年  月  日 

所在地 

名  称 

代表者名（契約の相手方）様 

 

愛知県知事 

(愛知県○○○所長) 

 

 

工事成績評定結果について(通知) 
 

 

貴社が受注した下記工事について、愛知県建設工事成績評定要領に基づき評定した結果を通

知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、その疑問の趣旨を付してこの通知を受けた日から 14

日（「休日」を含む。）以内に書面により説明を求めることができます。 

疑問の趣旨に対する説明は、書面により郵送いたします。 

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとお

りです。 

 

 

記 

 

１ 工 事 名          

 

２ 路 線 等 の 名 称          

 

３ 工 事 場 所          

 

４ 請 負 代 金 額          

 

５ 工 期             着 手     年  月  日 

完 了     年  月  日 

 

６ 検 査 年 月 日              年  月  日 

 

７ 評 定 点                   ○○点  

 

８ 本工事の業種 

 

９ 手続き等の問い合わせ先及び送付先 

 

・業種ごとに、過去２年間の愛知県建設局、都市・交通局及び建築局（平成３１年３月３１日 

以前の組織における旧建設部及び令和３年３月３１日以前の組織における旧都市整備局を含 

む。）の発注した工事の評定点の平均値が６０点未満であった場合は、一定期間（最長６ヶ月）指

名の対象とならないことがあります。 

・業種ごとの工事成績評定点が６５点未満であった場合は、入札参加資格審査申請に係る総合点

数の算定において、減点となる場合があります。 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.422
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様式第２ 

 

項 目 別 評 定 点 

管理番号 

評 価 項 目 細 別 評 定 点／満 点 

１.施工体制 

Ⅰ．施工体制一般 

(3.3)点 

Ⅱ．配置技術者 

 

 

(4.1)点 

２．施工状況 

Ⅰ．施工管理  

(13.0)点 

Ⅱ．工程管理  

(8.1)点 

Ⅲ．安全対策 
(8.8)点 

Ⅳ．対外関係  

(3.7)点 

３．出来形及び出来ばえ 

Ⅰ．出来形  

(14.9)点 

Ⅱ．品質 

(17.4)点 

Ⅲ．出来ばえ 

(8.5)点 

４．工事特性 Ⅰ．施工条件等への対応 

 

 

(7.3)点 

５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫 

 

 

(5.7)点 

６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等 
 

 

(5.2)点 

７．法令遵守等 
  

評定点合計 

 

１００点 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.423
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建設局長通知 
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４建企第３８５号 

令和４年 12 月 15 日 

局 内 各 課 長  
局内各地方機関の長  

都市・交通局各課長 殿 

都市・交通局各地方機関の長  

建 築 局 各 課 長  

 

建 設 局 長 

 

｢工事現場における現場代理人の常駐の運用について｣の一部改定について 

（通知） 

 

このことについて、建設業法施行令の一部改正により、令和４年１月 20 日付け

３建企第 466 号の通知に係る『｢工事現場における現場代理人の常駐の運用につい

て｣の一部改定について』を下記のとおり改定します。 

また、別添の１により関係業団体に通知し、別添の２により各市町村へ参考送付

しておりますのでご承知おき下さい。 

記 

１ 改定日   令和５年１月１日 
 

２ 改定内容  【運用の３】 

新：請負金額 4,000 万円（建築一式工事は 8,000 万円） 

旧：請負金額 3,500 万円（建築一式工事は 7,000 万円） 

                   

３ その他   この通知文は土木工事現場必携（令和５年４月１日一部改定）に

掲載する予定です。 

 

担 当 土木部建設企画課 

土木技術グループ 

052-954-6507(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

    建築技術・工事検査グループ 

     052-954-6615(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

土木部建設総務課 

契約第一グループ 

052-954-6608(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

契約第二グループ 

     052-954-6613(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 
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工事現場における現場代理人の常駐の運用について

工事Ⅰの契約工期

工事Ⅱの契約工期

A社 現場代理人ａ

運用の１ 工期内の現場代理人の常駐について

㋑ 現場施工に着手
するまでの期間

㋩ 工事完成後、検査が終了し､事務手
続、後片付け等のみが残っている期間

工事現場に常駐
すべき期間

㋺ 工事を全面的に一時
中止している期間

A社 現場代理人ａ

A社 現場代理人ａ

【書面による明確化の方法の例】
・特記仕様書で着手可能時期を明
確にする。
・兼務届とともに提出される工程表
で着手時期を明確にする。
・契約締結後、特別の事情がある
場合に、工事打合簿で着手可能時
期を明確にする。

【書面による明確化の方法の例】
・特記仕様書で複数回草刈りの
施工期間を各々明確にする。
・｢工事中止通知書｣で中止期間
を明確にする。

【書面による明確化の方法の例】
・｢完了検査結果合格通知書｣で
明確にする。

A社 現場代理人ａ

工事現場における現場代理人の常駐について、下記により運用するものとする。なお、運用の対
象とする工事は、建設局、都市・交通局、建築局発注工事（契約図書で現場代理人の常駐を義務
付けた業務委託を含む。）とするが、下記と同様な運用を認める発注機関の工事を含めることがで

現場代理人が工事現場に常駐すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっ
ても、次の㋑､㋺､㋩ に掲げる期間については工事現場に常駐を要しないものとし、常駐すべき各
期間に重複のない二以上の工事に同一の現場代理人を配置することができるものとする。

㋑請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入
または仮設工事等が開始されるまでの間。）

㋺工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に
一時中止している期間

㋩工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、
後片付け等のみが残っている期間

また、橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行
われている期間においては、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで
製作を行うことが可能である場合、二以上の工事に同一の現場代理人を配置することができるもの
とする。

ただし、いずれの場合も発注者と建設業者の間で、これらの期間が設計図書もしくは打合せ記録
等の書面により明確となっていることが必要である。

記

【運用の１ 前段の説明図】

工事Ⅰと工
事Ⅱの常
駐すべき各
期間に重
複なし

工事Ⅱと工事Ⅳの常駐す
べき各期間に重複なし

工事Ⅱと工
事Ⅲの常駐
すべき各期
間に重複な
し

常駐すべき各期間に重複のない工事Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ､Ⅳに、同一の現場代理人ａを配置することができる。

工事Ⅰの契約工期

工事Ⅱの契約工期

工事Ⅲの契約工期

工事Ⅳの契約工期

別紙
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2工区 3工区 4工区 1工区
3
工
区

運用の２により
兼務できる

運用の２により
兼務できる

5工区1工区 2工区

工区が接していない1工区と3工区
の場合は、運用の２では兼務でき
ない

現場代理人は、密接な関連のある二以上の工事を、同一の場所又は近接した場所において施工する
場合、請負代金額に関わらず二以上の工事で兼務できるものとする。なお、「同一の場所又は近接した
場所」とは、工区が隣接している場合（重なる場合を含む）を原則とし、例えば発注形態が縦断的に1～5
工区とあり、1工区と3工区（=接していない）の場合には適用しないものとする。

また、現場代理人は、工事の対象となる工作物等に一体性が認められる場合（当初の請負契約以外の
請負契約が随意契約により締結される場合に限る）、請負代金額に関わらず二以上の工事で兼務できる
ものとする。

運用の２ 密接な関連のある二つ以上の工事の現場代理人の兼務について

【運用の２ 前段の説明図】

Ｂ社 現場代理人CＢ社 現場代理人ｂ

【運用の１ 後段の説明図】

甲橋工事と乙橋工事が、同一工場内で一元的な管理体制のもとで工場製作のみが行われている
期間、同一の現場代理人ｂを配置することができる。この場合、桁架設作業の期間に配置する現場
代理人C､現場代理人ｄは、工場製作のみが行われている期間、当該工事以外の現場代理人として

Ｂ社 現場代理人ｄ (注1）Ｂ社 現場代理人ｂ

甲橋工事

乙橋工事

桁架設作業の期間工場製作のみが行われている期間

（注1）運用の１の前段の説明図により、現
場代理人ｄに代えて現場代理人Cを配置す
ることができる。(工場製作のみが行われて
いる期間以外の常駐すべき各期間に重複
なし)

工場製作のみが行われている期間 桁架設作業の期間
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工事1件の請負金額4,000万円未満（税込み）（建築一式工事は8,000万円未満（税込み））の建設工事の
現場代理人は、同一建設事務所管内（支所がある場合は当該支所管内）で施工する次の①､②､③のいず
れかに該当する工事（②､③は建築局発注工事及び建築一式工事を除く）の現場代理人又は設計図書によ
り定められた現場責任者と同時に一件に限り、兼務できるものとする。この場合、現場代理人は二つの工事
において、安全管理を始めとした工事現場の運営、取締りを適切に行うものとする。

①現場責任者を配置する工事

②二つの工事の請負金額の合計が4,000万円未満（税込み）で、原則、同時に現場作業を行わない場合

③二つの工事の請負金額がいずれも4,000万円未満（税込み）の建設局発注の維持補修工事で、原則、
同時に現場作業を行わない場合

ただし、契約変更により一方の工事が請負金額（税込み）4,000万円以上（建築一式工事は8,000万円以上
（税込み））となった場合は兼務不可とし、新たに現場代理人を配置すること。

【補足事項】

○兼務する場合の現場対応について

現場代理人は、｢運用の３｣により兼務する場合には、以下の項目を遵守すること。

１）現場代理人は、監督員と常に携帯電話等で連絡がとれるものとし、監督員が現場の安全な運営取締

りを指示した場合、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うものとする。

２）現場代理人は、｢運用の３②、③｣により、二つの工事を兼務する場合は、原則、同時に現場作業を行
わないこととし、作業中の現場に常駐するものとする。ただし、労働安全衛生法施行令第十条一から

四に掲げる機械の使用又は通行規制を伴わない場合、若しくは受注後の自然的又は人為的な事象で
あって、緊急の対応が必要となる場合は、同時作業を可能とする。

なお、同時作業を行う場合、現場代理人はいずれかの現場に駐在するものとし、同時作業中の工事
現場を１日１回以上の巡回を行うものとする。

運用の３ 現場代理人及び現場責任者との兼務について
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【運用の３の説明図】

【現場責任者と兼務する場合の説明図①】
（運用の３ ①項目の場合）

【双方の工事で現場代理人を兼務する場合の説明図②、③】

(説明図②③は建築局発注工事及び建築一式工事を除く、表示金額は税込み)

請負金額4，000万円未満（建築一式工事
は8，000万円未満）の建設工事

現場責任者を配置する工事(1)

工事 丙

工事 丁

契約工期

現場責任者を配置する工事(2)

（表示金額は税込み）

契約工期

契約工期

建設工事(1)
工事 丙

工事 丁

契約工期

建設工事(2) 建設工事(3)

①二件の請負金額の合計が4，000万円未満 ②二件の請負金額の合計が4，000万円未満

【原則、同時に現場作業を行わない場合】

契約工期 契約工期

・二件の請負金額の合計が4，000万円未満（税込み）の場合
（運用の３ ②項目の場合）

工事 丙
（建設局発注）

工事 丁
（建設局発注）

請負金額4，000万円未満の建設工事（維持補修工事）

契約工期

請負金額4，000万円未満の建設工事（維持補修工事）

【原則、同時に現場作業を行わない場合】

契約工期

・建設局発注の双方の工事が維持補修工事の場合
（運用の３ ③項目の場合）
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令和 6 年 3 月 1 日 5 建企第 492 号

建設企画課長通知 

6-37

第６章　６－４　土木工事監督要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.461



6-38

第６章　６－４　土木工事監督要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.462



6-39

第６章　６－４　土木工事監督要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.463



6-40

第６章　６－４　土木工事監督要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.464



6-41

第６章　６－４　土木工事監督要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.465



6-42

第６章　６－４　土木工事監督要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.466



6-43

第６章　６－４　土木工事監督要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.467



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 

一般：一般監督

重点：重点監督

細別 確認時期 確認項目 確認の程度

設置完了時
使用材料、幅、高さ、長

さ、深さ等
1回／1工事

土(岩)質の変化した時 土（岩）質、変化位置 1回／土（岩）質の変化

プルーフローリング実施時
プルーフローリング実施状

況
1回／1工事

表層混合処理

路床安定処理
処理完了時

使用材料、基準高さ、幅、

延長、施工厚さ

一般:1回／1工事

重点:1回／2,000㎡

置換 掘削完了時
使用材料、幅、延長、置換

え厚さ

一般:1回／1工事

重点:1回／1,000㎡

サンドマット 処理完了時
使用材料、幅、延長、施工

厚さ

一般:1回／1工事

重点:1回／1,000㎡

施工時 使用材料、打込み長さ
一般:1回／200本

重点:1回／100本

施工完了時 施工位置、杭径
一般:1回／200本

重点:1回／100本

施工時 使用材料、打込み長さ
一般:1回／100本

重点:1回／50本

施工完了時 基準高さ、施工位置、杭径
一般:1回／100本

重点:1回／50本

施工時 使用材料、深度
一般:1回／100本

重点:1回／50本

施工完了時 基準高、位置、間隔、杭径
一般:1回／100本

重点:1回／50本

薬液注入 施工時 使用材料、深度、注入量
一般:1回／40本

重点:1回／20本

打込時
使用材料、長さ、溶接部の

適否

打込完了時 基準高さ、変位

打込時
使用材料、長さ、溶接部の

適否

打込完了時 基準高さ、変位

打込時
使用材料、長さ、溶接部の

適否、杭の支持力

打込完了時(打込杭） 基準高さ、偏心量

掘削完了時（中堀杭） 掘削長さ、杭の先端土質

施工完了時(中堀杭） 基準高さ、偏心量

杭頭処理完了時 杭頭処理状況
一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

掘削完了時 掘削長さ、支持地盤

試験杭＋

一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

鉄筋組立て完了時
使用材料、設計図書との対

比

一般:20%程度／1構造物

重点:50%程度／1構造物

施工完了時 基準高さ、偏心量、杭径

試験杭＋

一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

杭頭処理完了時 杭頭処理状況
一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

土(岩)質の変化した時 土（岩）質、変化位置 1回／土（岩）質の変化毎

掘削完了時 長さ、支持地盤
一般:1回／3本

重点:全数

鉄筋組立て完了時
使用材料、設計図書との対

比
1回／1本

施工完了時 基準高さ、偏心量、径
一般:1回／3本

重点:全数

グラウト注入時 使用材料、使用量
一般:1回／3本

重点:全数

既製杭工

場所打杭工

深礎工

鋼管矢板

指定仮設工

種別

土工（掘削工）

道路土工

(路床盛土工）

舗装工

(下層路盤工）

鋼矢板

表層安定処理工

バーチカルドレーン工

サンドコンパクショ

ンパイル

粉体噴射攪拌

高圧噴射攪拌

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ攪拌

生石灰パイル

締固め改良工

固結工

矢板工

(任意仮設を除く）

リバース杭

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ杭

大口径杭

段階確認一覧表

ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ

袋詰式ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ等

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

鋼管杭

Ｈ鋼杭

試験矢板＋

一般:1回／150枚

重点:1回／100枚

試験杭＋

一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

試験矢板＋

一般:1回／50枚

重点:1回／25枚
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細別 確認時期 確認項目 確認の程度

鉄沓据付け完了時 使用材料、施工位置

本体設置前(ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ）

掘削完了時(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ）

土(岩)質の変化した時 土（岩）質、変化位置 1回／土（岩）質の変化毎

鉄筋組立て完了時
使用材料、設計図書との対

比、ｽﾍﾟｰｻの個数
1回／1ロット

打込時
使用材料、長さ、溶接部の

適否、支持力

打込完了時 基準高さ、偏心量

杭頭処理完了時 杭頭処理状況
一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

掘削完了時
使用材料、幅、延長

置換厚さ、支持地盤
1回／1構造物

法線設置完了時 法線設置状況 1回／1法線

法線設置完了時 法線設置状況 1回／1法線

法覆工（覆土施工が

ある場合）
覆土前

設計図書との対比(不可視

部分の出来形）
1回／1工事

基礎工、根固工 設置完了時
設計図書との対比(不可視

部分の出来形）
1回／1工事

土(岩)質の変化した時 土（岩）質、変化位置 1回／土（岩）質の変化毎

床堀・掘削完了時 支持地盤（直接基礎） 1回／1構造物

鉄筋組立て完了時

使用材料

設計図書との対比

ｽﾍﾟｰｻの個数

一般:20%程度／1構造物

重点:50%程度／1構造物

埋戻し前
設計図書との対比

(不可視部分の出来形）
1回／1構造物

沓座の位置決定時 沓座の位置 1回／1構造物

鉄筋組立て完了時

使用材料

設計図書との対比

ｽﾍﾟｰｻの個数

一般:20%程度／1構造物

重点:50%程度／1構造物

仮組立て完了時（仮組立て

が省略となる場合を除く）
キャンバー、寸法等 1回／1構造物

プレストレス導入完了時

横締め作業完了時
設計図書との対比

一般:5%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数

重点:10%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数

プレストレス導入完了時

縦締め作業完了時
設計図書との対比

一般:10%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数

重点:20%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数

PC鋼線･鉄筋組立て完了時

（工場製作を除く）

使用材料

設計図書との対比

一般:20%程度／1構造物

重点:50%程度／1構造物

鉄筋組立て完了時
設計図書との対比

ｽﾍﾟｰｻの個数

一般:20%程度／1構造物

重点:50%程度／1構造物

土(岩)質の変化した時 土（岩）質、変化位置 1回／土（岩）質の変化毎

支保工完了時

(支保工変化毎)

吹き付けｺﾝｸﾘｰﾄ厚

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打込み本数及び長

さ

1回／支保工変化毎

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT（Ｉ）桁製作工

ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ桁組立工

PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工

PC版桁製作工

PC箱桁製作工

PC片持箱桁製作工

PC押出し箱桁製作工

床版･横組工

トンネル掘削工

重要構造物

 函渠工（樋門･樋管含む）

 躯体工（橋台）

 RC躯体工（橋脚）

 橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工

 RC擁壁工

 砂防ダム

 堰本体工

 排水機場本体工

 水門工

 共同溝本体工

躯体工

RC躯体工

床版工

鋼橋

鋼製橋脚製作工

地覆工

橋梁用高欄工

トンネル支保工

置換工

(重要構造物）

築堤・護岸工

砂防ダム

護岸工

ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工

種別

鋼管矢板基礎工

1回／1構造物

試験杭＋

一般:1回／10本

重点:1回／ 5本

支持層
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細別 確認時期 確認項目 確認の程度

コンクリート打設前 巻立空間

一般：1回／構造の変化毎

重点：3打設毎又は1回／構

造の変化毎の頻度の多い方

※重点監督：地山等級がD,E

のもの

一般監督：重点監督以外

コンクリート打設後 出来形寸法
１回／200ｍ以上臨場により

確認

鉄筋組立て完了時
設計図書との対比

ｽﾍﾟｰｻの個数
1回／構造の変化毎

ﾌｰﾁﾝｸﾞ定着ｱﾝｶｰ穿孔

工
ﾌｰﾁﾝｸﾞ定着ｱﾝｶｰ穿孔完了時

施工状況の適否、設計図書

との対比、深さ

一般:全数

重点:全数

鋼板取付工、固定ア

ンカー工

鋼板建込み固定アンカー完

了時

建込み状況、設計図書との

対比、使用材料
1回／1橋脚

溶接前

溶接完了時

塗装前

塗装完了時

路盤、基層、表層 各層毎の完了時
基準高さ、幅、厚さ

支持力

一般:1回／1工事

重点:1回／3000㎡

現場塗装
ケレン完了後、各層

各塗り後

施工状況の適否、塗膜厚、

使用材料及び使用量

一般:1回／1工事

重点:1回／500㎡

完了時 撤去状況の適否
一般:1回／1工事

重点:1回／1施設

完了時
施工状況の適否、

幅、厚さ

一般:1回／1工事

重点:1回／3000㎡

法面清掃完了時 施工状況の適否 1回／1面

ラス張完了時
ラスの位置､ｱﾝｶｰ鉄筋検測

ピンの径、長さ、本数
1回／1面

完了時 施工状況の適否
一般:1ｽﾊﾟﾝ(人孔間）ごと

重点:一般に同じ

完了時 施工状況の適否
一般:1ｽﾊﾟﾝ(人孔間）ごと

重点:一般に同じ

セグメント組立て完了時 施工状況の適否
一般:1ｽﾊﾟﾝ(人孔間）ごと

重点:一般に同じ

2次覆工完了時 施工状況の適否
一般:100mごと

重点:50mごと

完了時
支持地盤、寸法、

施工状況の適否

一般:1回／1箇所

重点:一般に同じ

鉄筋組立て完了時
設計図書との対比、使用材

料、ｽﾍﾟｰｻの個数

一般:20%程度／1構造物

重点:50%程度／1構造物

築造完了時 施工状況の適否
一般:1回／1構造物

重点:一般に同じ

施工完了時
使用材料

設計図書との対比
1回／1工事

注）

立坑工（下水道）

人孔築造工

（下水道）

各工事ごと別途定める各工事ごと別途定める

トンネル覆工

トンネルインバート工

ダム工

施工状況の適否、設計図書

との対比、溶接部の適否

舗装工

現場塗装工

鋼板巻立て工

施工状況の適否、塗膜厚、

使用材料及び使用量

現場溶接工

種別

・表中の「確認の程度」は確認頻度の目標であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の上設定す
ることとし、重点監督は１回／週以上の頻度で実施すること。
なお、ロットとは、橋台等の単体構造物はｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎、函渠等の連続構造物は、施工単位（目地)毎とする。
・一般監督：重点監督以外の工事(工事標準仕様書第1編1-1-22第7項の規定によることができる）
・重点監督：低入札工事
 　　　　 ：主たる工種に「ＮＥＴＩＳ」等の新技術・工法等を採用した工事。

塗装工

旧施設撤去

路面切削工

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付け工

厚層基材吹付工

開削工（下水道）

落石防護工

一般:1回／1工事

重点:1回／500㎡

一般:1回／1工事

重点:1回／500㎡

推進工（下水道）

ｼｰﾙﾄﾞ工（下水道）
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一般：一般監督

重点：重点監督

細別 施工時期 把握項目 把握の程度

コンクリート打設時
品質規格、運搬時間
打設順序、天候、気温

一般：1回／1構造物
重点：1回／1ロット

リバース杭

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭

ｱｰｽドリル杭

大口径杭

コンクリート打設時
品質規格、運搬時間
打設順序、天候、気温

一般：1回／1構造物
重点：1回／1ロット

コンクリート打設時
品質規格、運搬時間
打設順序、天候、気温

一般：1回／1構造物
重点：1回／1ロット

コンクリート打設時
品質規格、運搬時間
打設順序、天候、気温

一般：1回／1構造物
重点：1回／1ロット

コンクリート打設時
（工場製作を除く）

品質規格、運搬時間
打設順序、天候、気温

一般：1回／1構造物
重点：1回／1ロット

施工時（支保工変化
毎）

施工状況の適否 1回／支保工変化毎

敷き均し･転圧時
使用材料
敷均し･締固め状況

一般：　　1回／1工事
重点：２～3回／1工事

路盤、表層
基層

舗設時
使用材料
敷均し･締固め状況
天候、気温、舗設温度

一般：1回／1工事
重点：１回／3000㎡

吹付け時
施工状況の適否
品質規格、天候、気温

1回／1面

清掃･錆落し施工時 清掃･錆落し状況 1回／1工事

塗装施工時 使用材料、天候、気温 1回／1工事

施肥、薬剤散布 施工時 使用材料、天候、気温 1回／1工事

施工時 施工状況の適否
一般：1回／1ｽﾊﾟﾝ
重点：1回／50m又は1ｽ
ﾊﾟﾝ

施工時 施工状況、推進力

一般：1回／100mごと
　　　　又は1ｽﾊﾟﾝ2回
重点：1回／50mごと
　　　　又は1ｽﾊﾟﾝ3回

裏込注入時 施工状況、薬剤使用量
一般：１回／ｽﾊﾟﾝ
重点：２回／ｽﾊﾟﾝ

裏込注入時 施工状況、薬剤使用量
一般：100リンク
重点：50リンク

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時
品質規格、運搬時間
打設順序､天候､気温

一般：100mごと
重点：50mごと

施工時 施工状況の適否
一般：1回／1箇所
重点：2回／１箇所

施工時 施工状況の適否
一般：1回／1構造物
重点：1回／1ロット

注）

ダム工

開削工（下水道）

推進工（下水道）

・表中の「把握の程度」は把握頻度の目標であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の上設定す
ることとし、重点監督は1回／週以上の頻度で実施すること。
なお、ロットとは、橋台等の単体構造物はｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎、函渠等の連続構造物は、施工単位（目地)毎とする。
・一般監督：重点監督以外の工事
・重点監督：低入札工事
       　 ：主たる工種に「ＮＥＴＩＳ」等の新技術・工法等を採用した工事。

ｼｰﾙﾄﾞ工（下水道）

立坑工(下水道）

人孔築造工(下水道）

各工事ごと別途定める 各工事ごと別途定める

1次覆工
2次覆工

土工（盛土工）

舗装工

塗装工

樹木･芝生管理工
植生工

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付け工

現場塗装

施工状況把握一覧表

種別
ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工
深礎工

場所打杭工

重要構造物

 函渠工（樋門･樋管含む）

 躯体工（橋台）

 RC躯体工（橋脚）
 橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工

 RC擁壁工

 砂防ダム

 堰本体工

 排水機場本体工

 水門工

 共同溝本体工

床版工

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT（Ｉ）桁製作工
ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ桁組立工

PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工

PC版桁製作工

PC箱桁製作工

PC片持箱桁製作工

PC押出し箱桁製作工

床版・横組工

トンネル工

別表２ 
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６－５ 工事現場における適正な施工体制の

確保等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 6 月 10 日 28 建企第 160 号 

建設部長通知 

令和 6 年 4月 1 日一部改正 
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２８建企第１６０号 

平成２８年６月１０日 

 

部内本庁関係各課の長 

部内各地方機関の長 

 

建 設 部 長 

 

｢工事現場における適正な施工体制の確保等について｣の一部改正について（通知） 

 

このことについて、平成２８年５月３１日付け国地契第１９号等・国官技第５

０号・国営計第２６号で、大臣官房地方課長・大臣官房技術調査課長・大臣官房

官庁営繕部計画課長から別添のとおり通知がありました。 

つきましては、「工事現場等における施工体制の点検要領」を別添のとおり一

部改正しますので関係職員に周知してください。 

 

 

 

 

担当  

                ＜土木工事に関すること＞ 

建設企画課 土木技術グループ  

電話  052－954－6507(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

内線 2875 

＜建築工事に関すること＞ 

                 建設企画課 建築技術・工事検査グループ 

                 電話  052－954－6615(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

                 内線 2890 

 

 

殿 
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工事現場等における施工体制の点検要領 

１．目的 

公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするために

は、工事の施工段階において契約の履行を確保するための監督及び検査を確実

に行うことが重要である。特に、監督業務については、監理技術者の専任制等

の把握の徹底を図るほか、現場の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な

対応を行い、その発生を防止し、適正な施工体制の確保が図られるようにする

ことが重要である。 

本要領は、建設局・都市･交通局・建築局が発注した請負工事の施工体制につ

いて、監督業務等において把握すべき点検事項等を定め、もって工事現場の適

正な施工体制の確保等に資するものとする。 

 

２．適用対象 

点検のうち監理技術者等の専任に関する点検は、建設業法第２６条第３項に

該当する工事(請負金額が4,000 万円以上のもの。ただし、建築一式工事の場合

は、8,000 万円以上のもの。)について行うこととする。また、施工体制台帳等

に関する点検は、下請契約を締結した工事について行うこととする。 

 

３．点検の基本 

１）点検事項 

適正化法及び適正化指針において、工事現場の適正な施工体制の確保のた

め、発注者が監督業務等において把握することとされている事項について点

検すること。 

２）建設業許可部局への通知 

点検等により、次のいずれかに該当すると疑うに足りる事実を把握したと

きは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事

及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事(以下「建

設業許可部局」という。)に対し、その事実を通知すること。 

一 建設業法第８条第９号、第10号(同条第９号に係る部分に限る。)、第11

号（同条第９号に係る部分に限る。)、第12号（同条第９号に係る部分に限

る。)若しくは第13号（これらの規程を同法第17条において準用する場合を

含む。）又は第28条第１項第３号、第４号若しくは第６号から第８号までの

いずれかに該当すること。 

二 適正化法第15条第２項若しくは第３項、同条第１項の規定により読み替

えて適用される建設業法第24条の７第１項、同条第２項若しくは第４項又

は同法第26条若しくは第26条の２の規定に違反したこと。 

３）工事成績への反映 
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入札契約手続における監理技術者の専任制の確認及び現場における施工

体制の把握を通じて、受注者である建設業者に不適切な点があった場合は、

その内容、改善状況に応じて工事成績評定に適切に反映すること。 

 

４．入札契約手続における監理技術者の専任制の確認等 

入札前及び入札後、契約前並びに契約後のおける監理技術者等の専任制の確

認については、「監理技術者等の専任制の確認について」（平成１２年１０月２

６日付け１２建総第３０５号）によるものとする。 

 

５．現場における施工体制の把握 

１）監理技術者資格者証の点検 

工事着手前等に監理技術者資格者証の提示を求め、その者が、工事請負契

約約款第11 条に基づきあらかじめ通知を受けた監理技術者と同一人であり、

元請負会社に所属する者であることを確認すること。 

このとき、不適切な点があった場合には工事請負契約約款第43 条第1 項

第3 号に基づく契約の解除も選択に含めて必要な措置を講じること。 

２）配置予定技術者と契約後の通知に基づく監理技術者の同一性の点検 

工事請負契約約款第11 条に基づく通知による監理技術者が、申請書等に

記載された配置予定技術者と同一人であり、元請会杜に所属する者であるこ

と。 

このとき、不適切な点があった場合には、配置予定技術者と同一人を監理

技術者とすることを求める等必要な措置を講じること。 

３）現場の常駐状況の点検 

現場での監理技術者等の常駐状況について、適切な頻度で点検すること。 

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。 

４）施工体制台帳の点検 

提出された施工体制台帳及びそれに添付が義務づけられている下請契約

書及び再下請負通知書等を工事期間中に点検すること。 

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。 

５）施工体系図の点検 

施工体系図が工事現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げられ

ていることを点検すること。 

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。 

６）施工体制の把握 

施工体制が一括下請負に該当していないか、施工体制台帳及び施工体系図

或いは下請届の内容が実際の体制と異なるものでないかを点検すること。 

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。 

７）施工中の建設業許可を示す標識等の点検 
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建設業許可を受けたことを示す標識が公衆の見やすい場所に掲示されて

いること、建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する

標識が掲示されていること、労災保険関係の掲示項目が掲示されていること

及び工事カルテの登録がされていることを点検すること。 

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。 

 

６．その他 

１）工事現場における適正な施工体制の確保は、各発注者間で統一的な取組み

を行うことによって効果が発揮できることから、公共工事発注各部局におい

て、工事現場の立入点検の実施や各発注者が保有する情報を相互に交換する

など、発注者相互の連絡、協調体制の一層の強化に努めること。 

２）発注者支援データベースシステムによる現場専任制の確認の信頼性向上を

図り、発注者の内容確認と受注者の早期登録を確実なものとするため、

CORINS 登録の受領書を早期に提出させること。 

３）施工体制台帳は、建設工事の適正な施工を確保するために作成されるもの

であり、粗雑工事の誘発を生ずるおそれがある場合等工事の適正な施工を確

保するために必要な場合に、適切に活用するべきものであることに留意する

こと。 

 

７．適用 

この要領は、平成２８年６月１日以降に契約する工事について適用する。 
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６－６ 施工体制の適正化に向けての 

    現場点検の手引き(案) 第 14 版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 4 月 1 日一部改正 
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施工 体制の適正化 に向けての  

現場点検の手引き（案）  

【第 14 版】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月１日一部改定 

愛知県建設局 

別添の１
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～平成２７年４月１日一部改正～

【Ｑ：１-１】　施工体制点検の法的根拠について

　何故、現場の施工体制の点検を行わなければならないか。

【Ａ】

１ 　点検を行わなければならない法律上の根拠は「公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律」第16条であり、その内容は次に示すとおりである。これは、発注
者としての義務事項である。

＜「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第16条＞

　公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況その他の工
事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記
載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。

２ 　そして、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」で、
公共工事の入札及び契約の適正化を図るため「取り組むべきガイドライン」として、以
下のとおり定められている。

＜「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」第２の４（４）＞

　公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするためには、工事の施
工段階において契約の適正な履行を確保するための監督及び検査を確実に行うことが重要
である。特に、監督業務については、監理技術者の専任制等の把握の徹底を図るほか、現場
の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な対応を行い、その発生を防止し、適正な施
工体制の確保が図られるようにすることが重要である。

　このため、各省各庁の長等は、監督及び検査についての基準を策定し、公表するとともに、
現場の施工体制の把握を徹底するため、次に掲げる事項等を内容とする要領の策定等によ
り統一的な監督の実施に努めるものとする。

イ　現場施工に着手するまでの期間や工事の完成後、検査が終了し、事務手続、
　後片付け等のみが残っている期間など監理技術者を専任で置く必要がない期
　間を除き、監理技術者の専任制を徹底するため、工事施工前における監理技
　術者資格者証の確認及び監理技術者の本人確認並びに工事施工中における
　監理技術者が専任で置かれていることの点検を行うこと。

ロ　現場の施工体制の把握のため、工事施工中における法第15条第2項の規定に
　より提出された施工体制台帳及び同条第１項の規定により掲示される施工体系
　図に基づき点検を行うこと。

ハ　その他元請業者の適切な施工体制の確保のため、工事着手前における工事
　実績を記入したコリンズ登録の確認、工事施工中の建設業許可を示す
　標識の掲示、労災保険関係成立票の掲示、建設業退職金共済制度の適用を
　受ける事業主に係る工事現場であることを示す標識の掲示等の確認を行うこと。

　公共工事の適正な施工を確保するためには、元請業者だけでなく、下請業者についても適
正な施工体制が確保されていることが重要である。このため、各省各庁の長等においては、
施工体制台帳に基づく点検等により、元請下請を含めた全体の施工体制を把握し、必要に
応じ元請業者に対して適切な指導を行うものとする。なお、施工体制台帳は、建設工事の適
正な施工を確保するために作成されるものであり、公共工事については、法第１５条第１項及
び第２項により、下請契約を締結する全ての工事について、その作成及び発注者への写しの
提出が義務付けられたところである。各省各庁の長等は、施工体制台帳の作成及び提出を求
めるとともに、粗雑工事の誘発を生ずるおそれがある場合等工事の適正な施工を確保するた
めに必要な場合にこれを適切に活用するものとする。
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３ 　また、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について(*1)」の記１
で、”「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、建設業者
から提出される施工体制台帳の活用等により、適切に現場施工体制の点検等に努め
ること”とある。

(*1)H13.3.30付け国土交通省総合政策局長通達　参考資料編を参照のこと。

４ 　愛知県では、「「施工体制台帳の記載事項または添付書類の確認範囲」に関する運
用の改正について（通知）」(*2)により、施工体制台帳の記載事項及び添付書類の確
認を行っている。

(*2)H27年3月24日付け建設部長通知　参考資料編参照
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～令和５年１月１日一部改正～

【Ｑ：２-１】　建設業区分の違いについて

　特定建設業と一般建設業の違いは何か。

【Ａ】

　特定建設業の許可は、その趣旨が下請負人の保護の徹底を期し、特に重い義務を
課するため設けられたものであり、同一の建設業について、特定建設業者と一般建設
業者との間においては、その営業の範囲について特別の差異はない。

　ただ、一般建設業者は、発注者から直接請け負った１件の建設工事につき、4500万
円（建築工事業にあっては7000万円）以上の下請契約を締結して工事を施工するこ
とができないのに対し、特定建設業者はこの制限が解除されていることが異なる点で
ある。

　したがって、発注者から直接請け負う１件の工事の請負金額については、一般建設
業者であっても、特定建設業者であっても等しく制限はなく、一般建設業者であって
も、工事をすべて直営施工する限り、あるいは4500万円（建築工事業にあっては7000
万円）未満の工事を下請施工させる限り、請負金額に制限はない。

　下請契約の金額が制限されるのは、発注者から直接請け負った工事に関してであ
るので、元請負人から請け負った工事につき、下請負人が更に次の段階の下請負人
と締結する、いわゆる孫請以下の下請契約については、何ら制限はない。

　そのため、下請負人は特定建設業者であるか一般建設業者であるかを問わず、金
額の如何にかかわらず更に下請契約を締結することができる。

～令和３年４月１日一部改正～

【Ｑ：２-２】　建設業許可票の掲示について

　工事現場には「建設業の許可票」を、元請業者のみ掲示するよう義務付けられてい
るが、どのように対応すればよいか。

【Ａ】
●1 「建設業許可票」掲示の趣旨

　建設業法第４０条で、建設業者に対し、その店舗及び建設工事（発注者から直接請
け負ったものに限る。）の現場ごとに、一定の標識を掲示するべきことを義務付けてい
るが、建設工事の現場に掲示する趣旨は次のとおりである。

１）　当該建設工事の施工が、建設業法による許可を受けた適正な業者（建設業者）に
   よって なされていることを、対外的に明らかにさせること。

２）　建設工事の施工形態の特殊性（施工場所が移動、施工時期が一時的、下請構造
  が複雑等）から、安全施工、災害防止等の責任があいまいになりがちであり、また対
  外的に責任主体が誰であるかが不明確となりやすいため、これらを防止すること。

＜建設業法第４０条＞

　建設業者は、その店舗及び建設工事（発注者から直接請け負つたものに限る。）の現場ごと
に、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表の下欄
の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定め
る事項を記載した標識を掲げなければならない。
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●2 「建設業許可票」の記載事項

　「建設工事の現場に掲示する『建設業の許可票』」に記載する事項は、建設業法施
行規則第２５条第１項の第１～５号に規定されている。

＜建設業法施行規則第２５条第１項＞

　法第40条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあっては第１号から第
４号までに掲げる事項、建設工事の現場にあっては第１号から第５号までに掲げる事項とす
る。

１）　一般建設業又は特定建設業の別

２）　許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

３）　商号又は名称

４）　代表者の氏名

５）　主任技術者又は監理技術者の氏名

●3 「建設業許可票」の掲示場所及び形状寸法

　「建設工事の現場に掲示する『建設業の許可票』」は、”公衆の見やすい”場所に掲
示しなければならない（建設業法第４０条を参照）。
　また、その形状寸法については、建設業法施行規則第２５条第２項に規定されてい
る。（建設工事現場に掲げる場合は縦２５cm以上×横３５cm以上）

＜建設業法施行規則第２５条第２項＞

　法第40条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあっては別記様式第28号、建設工
事の現場にあっては別記様式第29号による。

～平成２９年４月１日作成～

【Ｑ：２-３】　建設工事に該当しない工事について

  建設工事に該当しない工事は、草刈り、溝浚い工事の他にどんな工事があるか。機
械設備のオーバーホールは、建設工事か。

【Ａ】

　建設工事とは、建設業法第３条第２項・別表第１に規定された２９業種に該
当する工事であり、管理業務のための工事は、建設工事に該当しない。
　機械設備のオーバーホール等は、メンテナンス工事（保守・点検）であるた
め、建設工事には該当しない。しかしながら、機械設備の修繕を含む工事は、
建設工事となる。
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～平成２４年４月１日一部改正～

【Ｑ：２-４】　建設業許可のない者の下請契約書のチェックについて

　下請負契約の金額をチェック（建設業許可のない者が、500万円以上の下請をして
いないか？）するには、どのように行えばよいか。
　また、下請負契約が単価契約である場合は、どのように行えばよいか。

【Ａ】

● 　建設業法第３条に、”建設業を営もうとする者は、同法第３条の規定に基づき、建設
業の許可を受けなければならないが、「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業と
する者は、この限りでない。”とある。
　したがって、軽微な建設工事であれば、建設業の許可を受けることなく請け負うこと
ができる。

軽微な建設工事  とは、以下のとおりである（建設業法施行令第１条の２第１項）。

　工事１件の請負代金の額（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む）が
○建築一式工事の場合
　　1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
○建築一式工事以外の建設工事
　　500万円に満たない工事

１ 　質問にある、軽微な建設工事に該当するか否かを判断するにあたっては、以下の２
点に留意する必要がある（建設業法施行令第１条の２第２、３項を参照）。

１）　上記の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を２以上の
　　契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。
　　　ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。

２）　注文者が材料を提供する場合においては、その「市場価格」又は「市場価格
　　及び運送賃」を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを、上記の請負
　　代金の額とする。

２ 　単価契約である場合の、軽微な建設工事に該当するか否かは、総価（＝単価×数
量）で判断するものとする。
　その際、同様に上記１の２点に留意する必要がある。

～令和５年１月１日一部改正～

【Ｑ：２-５】　支給材がある場合の下請金額の算定について

　前年に製作又は購入のみの資材（鋼製製品、ＰＣ製品、ワイヤー、沓、ｅｔｃ）の取付
だけの工事の場合、作業の特殊性から、下請けが想定される工種もあるが、これらの
場合、支給材も下請負の金額に入れるのか。（元請業者が一銭も出さない資材は入
れるべきではないのでは）

【Ａ】
●1 　注文者からの支給材（元請が提供する材料等）がある場合に、例えば１次下請の総

額が4500万円以上の工事に該当するか否かを判断する際には、支給材の価格等
は含めない。

●2 　支給材の価格等（運送費を含む）を加算するのは、建設業許可の無い業者が下請
にある場合、いわゆる軽微な建設工事に該当するか否かを判断する場合である。

（別途【Ｑ：２-４】を参照）
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１ 　質問のケ－スで、下請に建設業許可の無い業者が予定されている場合は、支給材
（このケ－スでは発注者である県が支給する材料）の価格等を加算した額で、軽微な
建設工事に該当するかどうかを判断しなければならない。
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～令和５年４月１日一部改正～

【Ｑ：３-１】　専任の主任（監理）技術者の兼務について

　同一の区域内で同じ業者が受注した場合、配置する主任（監理）技術者は同一の主任
（監理）技術者が兼務できるか。

【Ａ】
●1 建設業許可業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小

に関係なく当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者
として、一定の資格又は施工実務の経験を有する主任技術者を置かなければなら
ない。

●2 発注者から直接 建設工事を請け負った特定建設業者(特定建設業の許可を受けた
者)は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の総額
が４５００万円(建築一式工事の場合は７０００万円)以上となる場合において
は、主任技術者に代えて、一定の資格又は施工実務の経験を有する監理技術者を
置かなければならない。

●3 なお、後述する現場代理人(Ｑ3-6）は、請負契約の的確な履行を確保するため、
工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処
理するものとして工事現場に置かれる請負人の代理人であり、主任技術者や監理
技術者とは役割等が異なるものであるが、これらを兼ねても工事の施工上支障は
ないので、主任技術者（又は監理技術者）と現場代理人の兼任は可能であると解さ
れる。

１ 　請負金額が、いずれの工事も4000万円未満（建築一式工事は8000万円未満）である
場合は、配置する主任技術者は専任である必要はなく、兼務が可能である。

２ 　専任の主任技術者が兼務できる場合は、下記の規定に定めるとおりである。

＜建設業法施行令第２７条第２項、「監理技術者資格者制度運用マニュアル」三（２）＞

　密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において
施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる（令第27条
第2項）が、専任の監理技術者については、この規定は適用されない。

　なお、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（改正）(*1)」（平成２６年２
月３日付け国土建第２７２号）で建設業法施行令第２７条第２項の当面の取扱いが次の
とおり改正され、密接な関連のある工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０ｋｍ程度
の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第２７
条第２項が適用される場合に該当すると判断して差し支えないとされた。

(*1)H26.2.3付け国土交通省土地・建設産業局建設業課長通知　参考資料編を参照のこと。
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＜建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて＞

１．令第２７条第２項の当面の取扱いについて
　令第２７条第２項においては、同条第１項に規定する工事のうち密接な関係のある二以上の建
設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専
任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができることとされているところであるが、当
面の間、以下のとおり取り扱うこととする。
  なお、当該規定については監理技術者には適用されないことに留意されたい。

（１）　工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあた
　　り相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０ｋｍ程度の近接
　　した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令第２７条第２項が適用される
　　場合に該当する。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を
　　一括で行う場合や工事の相当の部分を同一下請け業者で施工する場合等も含まれると
　　判断して差し支えない。
 
（２）　（１）の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が
　　必要な工事を含む場合は、原則２件程度とする。

（３）　（１）及び（２）の適用に当たっては、法第２６条第３項が、公共性のある施設又は多数の
　　者が利用する施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨
　　で設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件
　　を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要であ
　　る。また、本運用により、土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間
　　発注者による工事も含まれる点について留意されたい。

●上記、当面の取扱いに該当する工事の例を以下に挙げる。

「工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事」の例
　・連続する河川（本・支川）における同種・類似工事
　・国道、県道等における同種・類似工事　　　　　　　　　等

「施工にあたり相互に調整を要する工事」の例
　・工事間で土砂等を流用する工事　　　　　　・工事用道路を共用する工事
　・現道規制の調整を要する工事
　・２つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要する工事
　・相当の部分の工事を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要する工事　等
※（発注者、請負者の双方が調整する場合を含む）

　なお、もう一つの要件である「工事現場の相互の間隔が１０㎞程度」の判断は、工事
現場間を直線で結んだ距離を基準に判断するものとする。（極端な迂回が生じる等、現
場間の移動が容易でない場合には適用しないものとする。）

●上記、当面の取扱いを適用する場合、同一の主任技術者が管理することができる工
事の数は原則２件までとする。

Ａ工事
Ｂ工事

１０㎞程度以内

複数の施工箇所を有する工事の場合
最も近接する施工箇所間の距離を基準としてよい

（１工区）

（３工区）

（２工区）

（１工区）

Ｂ工事

（３工区）
（２工

Ａ工事

１０㎞程度

8
6-69

第６章　６－６　施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案) 第14版

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.493



　なお、従来どおり、密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が隣接した場所
（重なる場合を含む。）または同一区域内において施工する場合には、同一の専任の
主任技術者がこれら二以上の工事を管理することができる。

●建設業法施行令第２７条第２項の規定に基づき、他の工事の主任技術者との兼務を
行う場合は、主任技術者兼務届（様式２３－３）を提出するものとする。（専任を要しな
い技術者どうしの兼務については届出を要しない。）

　なお、請負者が他の工事の入札に参加を予定する場合において、事前に当該入札参
加予定工事の主任技術者との兼務について連絡等があった場合の兼務の可否につい
ては、当該入札参加予定工事の発注者が判断する。

３ 　諸経費調整を行うことと専任の主任技術者の兼務には、直接的な関係は無い。兼務
できるかどうかは、建設業法施行令第２７条第２項の規定による。
　なお、近接する工区における兼務できる場合の具体例を表３－１に示す。

４ 　ただし、次の規定に示す場合は、同一の監理技術者の兼務ができる。

＜「監理技術者制度運用マニュアル」三（２）＞

　このほか、同一あるいは別々の 注文者 が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する
複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続
する工作物である場合 については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者
等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理 的であると考えられることから、 全ての注文者から
同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、 これら複数の工事を一の工事
とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができる。

注）建設業法施行令 （公共性のある施設又は工作物）第１５条  抜粋
　一  鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、
    港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
  二　消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは
    試験所

５ 上記規定により複数の工事を一つの工事とみなして同一の監理技術者等が当該
工事全体を管理する場合、これら複数工事に係る下請負金額の合計を4500万円
(建築一式工事の場合は7000万円)以上とするときは、建設業者は、特定建設業の
許可が必要であり、工事現場には監理技術者又は特例監理技術者を設置しなけれ
ばならない。

＜「監理技術者制度運用マニュアル」三（２）＞

この場合、これら複数工事に係る下請負金額の合計を4500万円(建築一式工事の場合は
7000万円)以上とするときは、特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者
又は特例監理技術者を設置しなければならない。

〈説明〉

「監理技術者等」：主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐のことをいう。
「監理技術者補佐」：当該工事現場で特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者の
　　　　　　　　　　　　　ことをいう。
「特例監理技術者」：監理技術者補佐を工事現場ごとに専任で置き、複数の現場を兼任
　　　　　　　　　　　　　する監理技術者のことをいう。

Ｂ工事Ａ工事

工事場所が隣接

Ａ工事

工事場所が重複

Ｂ
工

事

Ａ

Ｂ

同一区域内（下水
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表３-１

＊

（単位：万円）

1400 2800 4200 5600 7000

(1200) (2000) (1900) (2900) (4700)

1400

(1200)

Ｂ 2800

(2000)

工 4200

(1900)

事 5600

(2900)

7000

(4700)

注４）　監理技術者の場合は兼務できないため、Ａ工事及びＢ工事各々に該当する技術者を配
　　　置する。
　　　　ただし、Ａ工事とＢ工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合 につい
      ては、全ての注文者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、
      同一の監理技術者の配置が可能。
　　　　また、監理技術者補佐を配置できる場合は、特例監理技術者として兼務ができる。
　　　　特例監理技術者の配置要件については、愛知県の2建企第316号建設局長通知を参照。

○

○

注２）　表中の△印は非専任の主任技術者を、○印は専任の主任技術者を、◎印は専任の
       監理技術者を示す。

注１）　Ａ工事及びＢ工事の欄の数字は、上段：元請契約金額、（下段)：下請契約金額の総額を
      示す。

注３）　非専任の主任技術者は、近接工事に配置することにより請負額の合計が4000万円以
      上になる場合も、専任性を問われることはない。

◎ ×注４)

○

○

×注４）

○ ○ ○

×注４）×注４）

△注３）

○ ○

△注３）

×注４）

△

Ａ　　　　　工　　　　　事

△

近接するＡ工事とＢ工事における

～令和５年４月１日一部改正～

本例は、同一の建設業者がＡ及びＢの建設工事（建築
一式工事を除く）を請け負った場合である。

主任技術者又は専任の主任技術者が兼務できる場合の具体例

△ △ ○ ○

【元請業者が配置する技術者】

◎
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～令和５年４月１日一部改正～

【Ｑ：３-２】　主任技術者から監理技術者への変更について

　当初の下請金額が４５００万円未満で、変更で増工となり４５００万円以上となった場
合、変更契約をしないと、正式には監理技術者をおけないか。
下請金額４５００万円を少し切れる場合は、業者の下請契約を確認するしかないか。
（いかにも４５００万円未満にしたように感じる時がある。）

【Ａ】
＜監理技術者制度運用マニュアル　二ー二（３）＞

● 　当初は主任技術者を設置した工事で、工事内容の変更等により、工事途中で下請
契約の請負代金の額が4500万円（建築一式工事の場合は、7000万円）以上となる場
合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者（＝元請業者）は、主
任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置しなければならない。た
だし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初
から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を置くとともに、特例監理技術者を置く
場合は併せて監理技術者補佐になり得る資格を持つ技術者を置かなければならな
い。

１ 　増工等により、下請金額が4500万円以上となるかならないかは元請業者の判断によ
るものである。
　下請金額が4500万円以上となる場合は、下請負契約の合計が4500万円以上になる
前に主任技術者から監理技術者又は、特例監理技術者に変更しなければならな
い。ただし、特例監理技術者に変更する場合は監理技術者補佐になり得る資格を持
つ技術者を置かなければならない。
　また、コリンズ登録の変更についても下請負契約変更日から、土曜、日曜、祝祭日
を除き10日以内に行わなければならない。

２  下請負金額が4500万円未満の場合でも、請負者の判断で監理技術者を配置するこ
とは、何ら問題ない。
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～令和３年４月１日一部改正～

【Ｑ：３-３】　監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係について

【Ａ】

１

２

３

① 　技術者と企業の責任関係が明確であること。

② 　技術者が企業の持つ技術力を熟知し、十分かつ円滑に企業の持つ技術力を活
用できること。

③ 　企業が、技術者の持つ技術力を熟知し、技術者を適切に工事現場に設置できる
こと。

＜引用資料＞　技術者の適正な配置の徹底について
　　　　　　　　　　平成11年4月28日付け建設省経建発第106号
　　　　　　　　　　建設省建設経済局建設業課長通知

～令和５年４月１日一部改正～

【Ｑ：３-４】　直接的な雇用関係、恒常的な雇用関係について

【Ａ】

１

　健康保険被保険者証や市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書によっ
て、所属建設業者との雇用関係が確認できることが必要（在籍出向者、派遣社員
は認められない）。

２

「直接的な雇用関係」とは何か。また、「恒常的な雇用関係」とは何か。

　直接的な雇用関係とは、「技術者と企業の間に、第三者の介入する余地のない雇用
に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成等）が存在する」こ
とをいい、以下の要件を満たす場合と解する。

　「恒常的な雇用関係」とは、①「施工管理業務に従事する一定の期間にわたり、当該
企業に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていること」、②「企
業及び技術者が双方の持つ技術力を熟知し、企業が責任を持って技術者を工事現
場に設置できるとともに、技術者が十分かつ円滑に企業の持つ技術力を活用できるこ
と」をいい、特に国、地方公共団体等（注１）が発注する公共工事における専任の主任
技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐については、以
下の要件を満たす場合と解する。

　このためには、技術者と企業の間の雇用関係が直接的かつ恒常的である必要が
あると考えられる。

　監理技術者等は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者である必要があるというの
は、どうしてか。

　建設工事の発注者は、過去の施工実績、施工能力等を評価し信頼したうえで、受
注者を選定している。受注者は、この信頼を裏切ることのないよう、持っている技術力
を十分に発揮する必要がある。

　建設業者の持つ技術力は、企業の持つ技術力と個人の持つ技術力によって構成さ
れている。これらは密接不可分のものであり、相互の技術力を十分に発揮することに
より、一層の適正な施工を確保することができる。

　建設業者の持つ技術力が十分に発揮されるためには、
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　所属建設業者から入札の申込のあった日（指名競争に付す場合であって入札
の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては
見積書の提出のあった日。）以前に３ケ月以上の雇用関係にあること。また、合
併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更（契約書又
は登記簿の謄本等により確認）があった場合 、変更前の建設業者と３ケ月以上の
雇用関係にある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な
雇用関係にあるものとみなす。

注１）　監理技術者制度運用マニュアル　二－四（３）に記載する国、地方公共団体及び
　　　公共法人等

～平成１６年４月１日作成～

【Ｑ：３-５】　雇用関係の確認書類について

【Ａ】

１

＜引用資料＞　技術者の適正な配置の徹底について
　　　　　　　　　　平成11年4月28日付け建設省経建発第106号
　　　　　　　　　　建設省建設経済局建設業課長通知

　②　「住民税特別徴収税額の通知書」又は「変更通知書」のコピ－
　　　 市町村が作成する「特別徴収義務者用」で最新のもの

　「監理技術者資格者証」に「所属建設業者名」が記載されるのは、申請者（技術者）
と建設業者とが「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが確認された場合に限ら
れる。上記①、②は、この確認のために必要な書類である。

（＊１）　「建設業者に所属することを証する書面」について

＜(一財)建設業技術者センタ－　ホ－ムペ－ジより＞

　雇用関係を確認する書類には、どのようなものがあるか。

　監理技術者資格者証には、所属建設業者が記載されている（＊１）。
この資格者証中の所属建設業者の記載や、主任技術者の雇用関係に疑義がある場
合は、以下の書類等で確認することができる（表３－２）。

　「資格者証交付申請書」に添付する「建設業者に所属することを証する書面」につい
ては、平成12年4月1日以降、次の①または②のいずれかに限定される。

　①　「健康保険被保険者証」のコピ－（＊２）
　　　　所属建設業者名が記載されているもの
　　　　（「国民健康保険被保険者証」等で所属建設業者名の記載がないものは不可）

（＊２）医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を
　　 改正する法律（令和元年法律第９号。以下「改正法」という。）により、保険者番号
　　 及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事
　　 業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する
　　 「告知要求制限」の規定が設けられた。
　　　　あらかじめ保険証（写）の保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング
　　 を施してから提出すること。
　　【マスキング必要箇所】記号、番号および保険者番号の3箇所

　この書類の提出がない場合、交付される資格者証に「所属建設業者名」が記載され
ない。
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～平成１６年４月１日作成～

表３－２

雇用関係を確認する書類

確認書類 根拠法令 所有者 作成者 摘　　　　　　要

健康保険被保険者
証

健康保険法 技術者本人 都道府県
又は健康
保険組合

５人以上の事業所に使用され
る者は、被保険者となる。

源泉徴収票 所得税法 技術者本人 建設業者 給与の支払いをする者は、所
得税を源泉徴収し源泉徴収票
を支払を受ける者に交付する
義務がある。

健康保険・厚生年
金保険被保険者標
準報酬決定通知書

健康保険法 建設業者 都道府県
又は健康
保険組合

事業主は使用する被保険者の
標準報酬月額を都道府県又は
健康保険組合に届け出る義務
があり、それに対し決定額が通
知される。

住民税特別徴収税
額の通知書・変更
通知書

地方税法 建設業者 市区町村 給与の支払をする者は、所得
税の源泉徴収義務があり、住
民税の特別徴収義務者として
指定される。

国家資格者等及び
監理技術者一覧表
（許可添付書類）

建設業法 国土交通省
都道府県

建設業者 建設業許可申請書の添付書
類

技術職員名簿
（経審）

建設業法 国土交通省
都道府県

建設業者 経営事項審査申請書の別表
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～平成３１年４月１日一部修正～

【Ｑ：３-６】　現場代理人の兼務について

【Ａ】
●1

●2

イ） 請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領

ロ） 契約約款第１３条第１項に規定する発注者の現場代理人に関する措置請求の受
理

ハ） 契約約款第１３条第３項に規定する発注者の現場代理人に関する措置請求に対
する決定及びその通知

ニ） 契約の解除に係る権限

＜愛知県公共工事請負契約約款　第１１条第２項＞

●3

１

※

　現場代理人は契約約款第１１条の規定により、当該工事現場に常駐する必要がある
ため、他工事の現場代理人や主任技術者と兼ねられないと考えられる。
　しかしながら、その責務が妨げられない場合は、兼務できると聞いている。
　どのような場合か。

　現場代理人の兼務等については、平成31年3月5日付30建企第538号「工事現場に
おける現場代理人の常駐の運用について」の一部改正により、建設部発注工事にお
いて統一的な運用を図ることとしている。

　現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほ
か、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する者として工事現
場に置かれる請負者の代理人であり、工事現場に常駐することとされている。

　現場代理人の職務は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを
行うこと及び次に掲げる権限を除き、契約約款に基づく請負者の一切の権限を行使
することである。

　ここでいう常駐とは、当該工事を担当していることだけでなく、さらに作業期間中、特
別の理由がある場合を除き、常に工事現場に滞在していることを意味するものであり、
発注者又は監督員との連絡に支障をきたさないこと及び現場の安全な運営、取り締ま
りを行うことを目的としたものである。

なお、上記通知は「6-2 工事現場における現場代理人の常駐の取扱い」を参照の
こと。

15
6-76

第６章　６－６　施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案) 第14版

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.500



～令和５年４月１日一部改正～

【Ｑ：３-７】　共同企業体における配置技術者について

１

２

～令和３年４月１日一部改正～

【Ｑ：３-８】　現場代理人等通知書（営業所の専任技術者）について

●

　請負者が、建設工事を共同企業体方式で受注した場合の配置技術者は、共同企業
体全体で1人配置すればよいのか。

　建設業法第26条の規定は、共同企業体の各構成員についても適用される。共同施工
方式の場合は、下請負金額が4500万円（建築一式工事の場合は7000万円）以上の
場合、構成員１社以上が監理技術者又は特例監理技術者を配置し、他の構成員は
専任の主任技術者を配置しなければならない。また、下請負額が4500万円未満の場
合でも請負金額が4000万円（建築一式工事の場合は8000万円）以上であれば、全て
の構成員が配置する主任技術者又は監理技術者は、専任でなければならない。（特例
監理技術者を設置した場合を除く。）いずれの場合も配置技術者は、各構成員から
各々配置しなければならず、共同企業体全体で1人の配置技術者では認められない。

　工事標準仕様書1－1－51　現場代理人及び監理技術者等 第4項では、その他標
準仕様書に定めのない事項については、最新の監理技術者制度運用マニュアルによ
ることを明記した。

いずれの場合も、その他の構成員は、主任技術者を当該工事現場に設置しなければならないが、公共
工事を施工する 共同企業体にあっては、共同企業体運用準則に定める構成員の資格要件に従って
技術者を設置すべきである。

【Ａ】

＜監理技術者制度運用マニュアル二－二（２）共同企業体における監理技術者等の設置＞

　現場代理人等通知書には営業所の専任技術者を記入する欄があるが、営業所の専
任技術者は工事現場の非専任の主任技術者と兼務できるのか。また、契約を締結する
営業所のみの専任技術者の記載となっているが、他の営業所の専任技術者を記載し
なくてよいのか。

　ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であっ
て、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事
現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものにつ
いては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇係にある場合に限り、当該工事の専
任を要しない主任技術者又は監理技術者となることができる。

【Ａ】

　営業所の専任技術者とは、建設業に関する営業の中心は営業所にあることから、各
営業所における建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するた
め、建設業の許可を受けようとする営業所には、建設業の許可の区分や種類に応じ
て、建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ専任の技術者の配置を求めて
いる。（建設業法第７条第２号）

<監理技術者制度運用マニュアル二－二（５）営業所における専任の技術者と監理技術者等との関係>
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１

２

３

●

１

（１） 自社から鉄筋工事の主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置
する。

（２）

●

２

その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請負させ、
かつ主任技術者として鉄筋工事の資格を持っている者を専門技術者として配置
する。

　なお、請負業者の配置した監理技術者等が、施工に必要な全ての建設工事の主任
技術者の資格を所有していれば、専門技術者の配置は必要ない。

　また、建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、
当該建設工事に付帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができるとされて
いる。（建設業法第26条の2第1項）この場合も、附帯する建設工事が500万円以上の
場合は上記の方法で専門技術者を配置しなければならない。

　 道路改良工事（土木一式工事）を発注したところ、請負業者の配置した主任技術者
（監理技術者）は、土木一式工事、大工工事、石工事及びとび・土工工事の資格は所
有していたが、鉄筋工事の資格は所有していなかった。道路改良工事に鉄筋コンクリー
ト擁壁工が含まれる場合、専門技術者を配置しなければならないか。

【Ａ】
　専門工事（建設工事の内土木一式工事及び建築一式工事を除く２７種類）を施工す
るには、当該専門工事に係る技術者を置かなければならない。（建設業法第26条の2第
1項）ただし、当該専門工事が「軽微な建設工事」（土木工事の場合500万円未満）の
場合はその必要は無い。

　当該工事の鉄筋工事が500万円以上になる場合は、以下の方法で専門技術者を配
置しなければならない。

～令和３年４月１日一部改正～

【Ｑ：３-９】　専門技術者を配置しなければならない場合について

　監理技術者制度運用マニュアルにあるように、営業所の専任技術者と工事現場にお
ける非専任の主任技術者の兼務については、条件が合えば可能だが、営業所の専任
技術者としての職務の妨げになるかどうかは、営業所で行っている仕事量及び兼務す
る主任技術者の仕事の内容等総合的に判断しなければならない。判断については、
都市総務課に確認する。

　「現場代理人等通知書」の「営業所の専任技術者欄」は、請負者へ、営業所の専任技
術者は、原則、他の技術者と兼務ができないことを注意喚起するために記載事項とし
て付け加えたものである。他の営業所の専任技術者についても、当該営業所で契約
する建設工事の配置技術者との兼務はできないが、全営業所の専任技術者の記載は
人数が多いため、記載事項にはしていない。しかしながら、「現場代理人等通知書」を
受理する際には、配置する技術者が、他の営業所の専任技術者と兼務になっていな
いかの確認を行うことが必要である。また、営業所の専任技術者は、許可を受けようと
する建設業に係る建設工事（２９業種）ごとに配置することになるため、複数名の登録に
なることがある。

　また、営業所の専任技術者は、現場へ常駐しなければならない現場代理人との兼務
はできない。
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～平成２３年２月１日一部改正～

【Ｑ：３-１０】　作業主任者について

●

●

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者

コンクリート破砕器作業主任者

型枠支保工の組み立て等作業主任者

足場の組立て等作業主任者

コンクリート橋架設等作業主任者

鋼橋架設等作業主任者（取り壊し工事含む）

ずい道等の掘削等作業主任者

ずい道等の覆工等作業主任者等

●

玉掛け技能

高所作業車運転技能

小型移動式クレーン技能等

【Ａ】

　作業主任者の配置とは。

　工事現場における労働災害の防止を目的とした有資格者（作業主任者及び技能
者）の配置の内、作業主任者の配置は、労働安全衛生法第14条で規定されており、
作業主任者を選任すべき作業は、施行令第6条第1項第1号から第23号で規定され
ている。また、作業主任者は、当該作業に従事する労働者に対する指揮を行わなけ
ればならないこととされている。

　土木工事に関する主な作業主任者は以下のとおりである。

　なお、作業主任者ではないが、技能者として資格が必要な技能は、以下のような技
能がある。
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●

●

１．品質証明員の資格

(１)　当該工事に従事していない社内の者

(２)　10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を
　　有する者、もしくは監督員の承諾を得た者

２．品質証明の時期及び方法

３．品質証明の範囲

品質証明員を配置しなければならない対象工事は、決まっているのか。

　品質証明員が、施工中において必要と思われる時期及び検査の事前に品質確認
を行い、所定の様式で確認内容を提出すること。

　品質証明は契約図書及び関係図書に基づき工事全般について行うこと。

～平成２１年４月１日作成～

【Ｑ：３-１１】　品質証明員について

【Ａ】

　なお、「施工プロセス」のチェックリスト3項目について、工事標準仕様書で以下のと
おり規定されている。

　品質証明員については、工事標準仕様書　第1編総則編第1章総則1－1－24　品
質証明の項に、品質証明員を配置した場合の品質証明員が実施しなければならない
ことが、規定されている。しかしながら、品質証明員を配置しなければならない工事
は、特に定めていない。大規模工事で工区を分割した工事等で品質証明員を配置し
ている事例はある。

(1)及び(２)の条件を満足する者

  また、品質証明員を、他の工事における専任の主任技術者（監理技術者）が兼務す
ることはできない。
　ただし、当該契約営業所の専任技術者が兼務することは可能である。
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～令和４年４月１日一部修正～

【Ｑ：３-１２】　解体工事業の追加について

●

建設業法施行規則による。

●

　とび・土工工事業の許可業者に対する経過措置については、既に許可を得ている業者
に限り令和元年（２０１９年）５月３１日までは解体工事業を請け負うことができる。

　とび・土工工事業の技術者に対する経過措置については、既存の者に限り令和３年（２
０２１年）６月３０日までは解体工事業の技術者とみなすことができる。

経過措置について

　解体工事業の技術者要件、経過措置はどうなっているのか。また、法施行前のとび・
土工工事業の実務経験年数の取扱いはどうなっているのか。

【Ａ】

資格要件について

とび・土工工事業

解体工事業

とび・土工工事業の技術者
に対する経過措置

とび・土工工事業の許可業
者に対する経過措置

法公布(H26.6) 法施行 (R1.6) (R3.7)

新設

経 過 措 置 期 間

とび・土工工事業の許可で解体
工事を請負うことができる（既に
許可を得ている業者に限る）

とび・土工工事業の技術者（既
存の者に限る）も解体工事業の

(2019.6) (2021.7)
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● 法施行前のとび・土工工事業の実務経験の取扱いについて

・ 新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数とする。

・ 解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事業に係
る実務経験年数※とする。

※法施行前の解体工事の実務経験年数の算出については、実務経験証明証や請負契
約書等で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とする。その際、1つの契約書で解体
工事以外の工事も合わせて請け負っているものについては、当該契約の工期を解体工
事の実務経験年数とする。

～令和４年４月１日一部修正～

【Ｑ：３-１３】　技術検定の合格証明書の提出について

　技術者の合格証明書の発行前に、現場代理人等通知書を提出する必要がある場
合、合格通知書で認められるか。

【Ａ】

　技術検定合格後、合格証明書受領までの期間は指定試験期間が通知する合格通
知書でも合格確認が可能である。ただし、合格通知書は合格証明書発行までの暫定
的な確認手段であり、合格の確認は合格証明書で行うことを原則とする。

法施行前における解体工事の実務経験の算出例

法施行前の実務経験 法施行後の取扱

法施行後
とび・土工工事業

解体工事業

法施行前 とび・土工 うち解体分

8年

3年

法施行後 とび・土工

8年

解 体

3年
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～平成１５年１２月１５日作成～

【Ｑ：４-１】　下請契約の定義について

　下請契約とは何か。

【Ａ】

１ 　下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を
営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいうと
されている。

● 　「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者」との請
負契約であるので、いわゆる孫請以下の関係における請負契約も下請契約である。

　また、下請契約の当事者となり得る者は、単に「建設業を営む者」とされているだけで
あるから、建設業者でない者同士の間における下請契約も考えられるわけである。

　ただし、これは「建設工事の全部又は一部」を完成する目的で締結される請負契
約であるので、建設工事の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約は、
建設業法にいう下請契約に該当しない。

　たとえば、建設業者と資材メ－カ－との間におけるブロック等の建設資材の製造委
託契約は、下請契約でない。

＜建設業法第２条第４項＞

　この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他
の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をい
う。

～平成１５年１２月１５日作成～

【Ｑ：４-２】　元請負人、下請負人の定義について

　「元請負人」、「下請負人」とは何か。

【Ａ】

１ 　「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいうとされてい
る。

● 　したがって、許可を受けないで建設業を営むことができる者、無許可業者等建設業
者でない者が注文者である場合においては、建設業法の元請負人には含まれない
が、これは、建設業法においては元請負人は、下請負人の保護等に関して各種の法
律上の義務を負うので、それに応え得るか否かの資格を審査して許可した者に限るこ
とを適当と考えたものである。

２ 　「下請負人」とは、下請契約における請負人をいうものとされている。

● 　請負人とは、民法上の請負人であるが、零細な下請負人も保護して建設業の体質の
改善、建設工事の施工の適正化を図る必要があるので、元請負人と異なり建設業者
であるか否かは問わないが、建設業法第２条第３項との関係から当然建設業を営む者
に限られることとなる。

＜建設業法第２条第５項＞

　この法律において「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）の注文者
をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負
人」とは、下請契約における請負人をいう。
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図４－１

下請契約のイメ－ジ図

( (

) )
( (

) )
(

　注）

)

　注文者 とは、民法上の注文者をいい、下請関係におけるものも含むが、発注者
とは、注文者のうち、他の者から請け負った建設工事の全部又は一部を更に他の
建設業を営む者に注文する者を除いたもの、すなわち、建設工事の最初の注文
者のみをいう。
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～平成２１年４月１日一部改正～

【Ｑ：４-３】　施工体制台帳、施工体系図の対象範囲について

【Ａ】

１

２

～平成１６年４月１日作成～

【Ｑ：４-４】　商社等が１次下請となる場合について

【Ａ】

１

　１次下請に商社等が入り、実質の施工を２次下請以下が行う場合、どのような施工体
制をとらなければならないか。

　商社が１次下請として請け負い、２次下請以下が実質の施工を行う場合は、２次下
請の施工する工事の施工管理等の実質的関与が必要であり、単に技術者を現場に
置いているだけでは実質的に関与しているとはいえない。資材を供給することを目的
で商社が施工体制に入る場合は、元請は、商社とは資材供給のみの契約を行い、施
工は別の業者と契約すべきである。

　当該工事に関わり契約を交わした下請負業者全てについて、施工体制台帳等関係
資料作成が必要となると解釈し、交通誘導員、重機リ－ス代等も含めて書類作成を指
導しているが、ダンプ運転手等のいわゆる個人経営については、施工体制台帳の作
成依頼はしていない。台帳等関係資料作成の対象範囲について教えてほしい。

　施工体制台帳関係資料を作成するのは「建設工事の請負契約に当たる」場合であ
るが、これは契約の実態に即して判断する必要がある。

　現段階で整理したものが表４－１である。この表は、建設業法及び工事標準仕様書
により規定された施工体制台帳作成等の対象範囲を示したものである。
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表４－１

建設工事の請負契約とみなす業務、みなさない業務について

① 建設工事の請負契約とみなす ⇒○　みなさない ⇒×

② 下請総額に含める　　　　　 ⇒○　含めない　 ⇒×

③ 施工体制台帳に記載する　　 ⇒○　記載しない ⇒×

④ 施工体系図に記載する　　　 ⇒○　記載しない ⇒×

１） 資材（現場渡し）を現地に搬入する運搬
業者

２） 資材（工場渡し）あるいは工場製作品で
運搬費を設計計上している場合の現地
に搬入する運搬業者

３） 生コンミキサー車

４） As合材運搬車

５） ダンプトラック（運搬のみの場合）
注１）

２

３

４

５ 別途
Ｑ５－７
を参照

６ 別途
Ｑ５－８
を参照

７ 別途
Ｑ５－９
を参照

注１）

注２） 直接建設工事を行わないクレーン（オペレータ付き）は、建設工事には当たらない。

クレーン（オペレータ付き）
材料の荷下ろしのみ
注２）

◯ ◯

× ×

建設工事に附帯するダンプトラック運搬は、建設工事に含まれるが、単に土を運
搬するための積込み、残土の敷均し（仮置き等）は、建設工事には当たらな
い

～令和３年４月１日一部改正～

×

×

×

×

◯

×

×

◯

①、②

１
運
搬
業
務

××

× ×

③、④

×

×

×

生コン打設業務（＝生コンポンプ車）

交通誘導業務（＝交通誘導員）

調査試験業務（積み上げ計上分）

測量業務（積み上げ計上分）

クレーン（オペレータ付き）
材料の組立又は、コンクリート打設含む

別途
Ｑ５－６
を参照

×

×

×
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～平成３０年４月１日一部修正～

【Ｑ：４-５】　社会保険等未加入建設業者との下請負契約について

【Ａ】

１

２

～令和３年４月１日作成～

【Ｑ：４-６】　相指名業者への下請について

【Ａ】

～令和４年４月１日作成～

【Ｑ：４-７】　請負代金内訳書の法定福利費について

【Ａ】

　社会保険等に加入するための原資となる法定福利費が、発注者から元請企業、下
請企業へ、さらに個々の技能労働者まで適切に支払われることが重要である。適切な
支払いにつなげるため、請負代金内訳書に法定福利費を明示することが、愛知県公
共工事請負契約約款に明示されている。

　算出方法は建設企画課のWebページに「法定福利費の内訳明示について」が掲載
されているので、これを参考に法定福利費を明示した請負代金内訳書を作成するこ
と。また、国土交通省のWebページにも詳しい計算方法が公表されているので、参考
にすること。

社会保険等未加入業者の確認方法はどのように行うのか。

　請負者から提出された施工体制台帳の「健康保険等の加入状況」欄において、健
康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況を確認する。

　社会保険等未加入対策の詳細については愛知県建設総務課のＨＰ
（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-somu/）内の「建設業者の社会保険等
加入対策の運用について」及び「社会保険等未加入対策に関する想定問答」による
ものとする。

　工事の発注に当たって同時に指名を受けた業者（いわゆる相指名業者）が下請業
者になることは可能か。

　建設業法上は禁止されていない。
　ただし、相指名業者への下請については、談合や丸投げ等の疑惑を招かぬよう慎
重に対応することが望まれる。

　請負代金内訳書に法定福利費を明示する必要があるのか。また、法定福利費はど
のように算出するのか。
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～令和４年４月１日作成～

【Ｑ：４-８】　法定外の労災保険の加入について

【Ａ】

　どのような保険に加入すればよいのか。

　公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律
第35号）において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必
要な金額を担保するための保険契約（以下、「法定外の労災保険」という。）の保険料
を予定価格へ反映することが、発注者等の責務として位置づけられ、現場管理費の
改定が行われた。

　「法定外の労災保険」とは、工事作業員の身体障害を填補することを目的としてお
り、法定外労災補償（建設共済等）、労働災害総合保険、傷害保険などの種類があ
る。

＊引用:公共工事標準請負契約約款の解説
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～平成２７年４月１日一部改正～

【Ｑ：５-１】　施工体制台帳の作成理由について

　施工体制台帳は、何故作成するのか。

【Ａ】

１ 　建設工事の施工は、一般的にそれぞれ独立した各種専門工事の総合的な組合せ
により成り立っているため、建設業は他産業に類をみないほど多様化し、かつ、重層
化した下請構造を有している。このような特色を有する建設業において建設工事の適
正な施工を確保するためには、発注者から直接工事を請け負った建設業者が、下
請、孫請など当該工事の施工に当たるすべての建設業を営む者を監督しつつ、工事
全体の施工を管理する必要があるからである。

～令和３年４月１日一部改正～

【Ｑ：５-２】　施工体制台帳に係る元請の義務について

　施工体制台帳に関して、元請としてはどのような義務があるか。

【Ａ】

１ 施工体制台帳を作成する義務、工事現場ごとに備え置く義務

　建設工事を発注者から直接請け負った建設業者（＝作成建設業者 ）は、工事全体
の施工の管理の状況が分かる施工体制台帳の「作成」及び「工事現場ごとに備え置
く」ことが義務付けられている。

＜建設業法第２４条の８第１項＞

　特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を
施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が二以上あるときは、それ
らの請負代金の額の総額）が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を
確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商
号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定め
る事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
　※公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（第１５条第１項）
　　　特定建設業者＝建設業者
　　　締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる＝下請契約を締結した

２ 施工体制台帳の写しを発注者に提出する義務

　上記１に加え、平成13年4月1日から施行された適正化法(*1)に基づき、公共工事に
ついて、施工体制台帳の「写しを発注者に提出する」ことが義務付けられている。

(*1)適正化法とは「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」をいう。

＜「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第１５条第２項＞

　公共工事の受注者（前項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の８第1項の
規定により同項に規定する施工体制台帳（以下単に「施工体制台帳」という。）を作成しなけれ
ばならないこととされているものに限る。）は、作成した施工体制台帳（同項の規定により記載
すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。）の写しを
発注者に提出しなければならない。
この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。

３ 「発注者の点検に応ずる」旨の義務

　受注者は、発注者から工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致している
かどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

＜「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第１5条第３項＞

　前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる
者（次条において、「施工技術者」という。）の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施
工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒
んではならない。
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～令和３年４月１日一部改正～

【Ｑ：５-３】　施工体制台帳の記載事項について

【Ａ】

１

２

３

４

＜建設業法施行規則第１４条の２第１項＞

１

イ 　許可を受けて営む建設業の種類

ロ 　健康保険等の加入状況

２

イ 　建設工事の名称、内容及び工期

ロ 　発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並
びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地

ハ 　発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項に規定する
通知事項

ニ 　作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第
1項に規定する通知事項

ホ 　主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格（建設業の種類
に応じ、法第７条第２号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号
ハの規程による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。）又は監理技術者資格
及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別

　記載事項の確認については、令和3年3月19日付け2建企第509号「施工体制台帳
の記載事項または添付書類の確認の範囲」に関する運用の改正について」で以下の
とおり定めている。

　作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項

　§３　技術者関係 Q:3－9専門技術者を配置しなければならない場合についてを参
考に上記専門技術者についてチェックする。

　その他の記載項目については、記載すべき項目が記載されているかを記載例を参
考にチェックする。

　施工体制台帳に記載すべき事項は何か。また、どのようにチェックするのか。

　施工体制台帳に記載すべき事項については、建設業法施行規則第１４条の２第１
項で規定されている。また、法第24条の８第2項で規定されている下請負人がさらに
下請負人に下請負を請け負わせる場合に作成する書面を再下請負通知書といい、
記載事項については、規則第14条の４で規定されている。記載例については、図４
－２「施工体制台帳記載例」及び図４－３「再下請負通知書記載例」を参照のこ
と。

　法第24条の8第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

　作成建設業者（法第24条の8第1項の規定（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に
関する法律第１５条第１項の規程により読み替えて適用される場合を含む。）により施工体制
台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。）に関する次に掲げる事項

＜「施工体制台帳の記載事項または添付書類の確認の範囲」に関する運用の改正について＞

１ 施工体制台帳の記載事項の確認 

(1) 施工体制台帳に必要な事項が記載されていることを確認する。 

(2) 主任技術者又は監理技術者が、受注した工事に必要な建設工事の主任技術者の資格を

所有しているかを確認する。不足している場合は、専門技術者欄（元請けもしくは下

請負）に必要な専門技術者が記載してあるかを確認する。 

(3) 二次以下の下請負がある場合は、再下請負通知書に必要な事項が記載されていること

を確認する。 
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ヘ 　法第26条第３項ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第26条の４第１項に規
定する職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）を置くときは、その者の氏名
及びその者が有する監理技術者補佐資格（主任技術者資格を有し、かつ、令第28条第１
号に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第２号の規定による
国土交通大臣の認定があることをいう。次項第３号及び第26条第２項第３号イにおいて同
じ。）

ト 　法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさど
る者でホの主任技術者若しくは監理技術者又は監理技術者補佐以外のものを置くとき
は、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技
術者資格

チ 　建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項（建設工事に従事する者が希望しない
場合においては、（６）に掲げるものを除く。）
（１）　氏名、生年月日及び年齢
（２）　職種
（３）　健康保険法又は国民健康保険法（昭和33年法律第192号）による医療保険、国民
　　年金法（昭和34年法律第141号）又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法に
　　よる雇用保険（第４号チ（３）において「社会保険」という。）の加入等の状況
（４）　中小企業退職金共済法（昭和34年法律第160号）第２条第７項に規定する被共済
　　者に該当する者（第４号チ（４）において単に「被共済者」という。）であるか否かの別
（５）　安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
（６）　建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格

リ 　出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）別表第１の２の表の特定技能の
在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）を決定された者（第４
号リにおいて「一号特定技能外国人」という。）、同表の技能実習の在留資格を決定され
た者（第４号リにおいて「外国人技能実習生」という。）及び同法別表第１の５の表の特定
活動の在留資格を決定された者であつて、国土交通大臣が定めるもの（第４号リにおい
て「外国人建設就労者」という。）の従事の状況

３

イ 　商号又は名称及び住所

ロ 　当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設
工事に係る許可を受けた建設業の種類

ハ 　健康保険等の加入状況

４

イ 　建設工事の名称、内容及び工期

ロ 　当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日

ハ 　注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項に規定する
通知事項

ニ 　当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第
1項に規定する通知事項

ホ 　当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技
術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別

ヘ 　当該下請負人が法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上
の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者
が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

ト 　当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事につい
て請負契約を締結した作成特定建設業者の営業所の名称及び所在地

チ 　建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項（建設工事に従事する者が希望しない
場合においては、（６）に掲げるものを除く。）
（１）　氏名、生年月日及び年齢
（２）　職種
（３）　社会保険の加入等の状況
（４）　被共済者であるか否かの別
（５）　安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
（６）　建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格

リ 　一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況

　前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項

　前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
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の

従
事

の
状

況
(
有

無
)

有
　

　
無

外
国

人
技

能
実

習
生

の

従
事

の
状

況
(
有

無
)

有
　

　
無

施
工
体
制
台
帳

の
添
付

書
類

１
．
作
成
建
設

業
者
が

請
負
っ
た
建
設
工
事
の

契
約

書
の
写
し

２
．
下
請
負
人

が
請
負

っ
た
建
設
工
事
の
契
約

書
の

写
し

３
．
主
任
技
術

者
又
は

監
理
技
術
者
の
資
格
を

証
す

る
書
面
（
公
共
工
事
に

つ
い
て

は
監
理
技
術
者

資
格
者

証
の
写
し
）

４
．
主
任
技
術

者
又
は

監
理
技
術
者
の
雇
用
を

証
す

る
書
面

５
．

監
理

技
術

者
補

佐
（置

い
た

場
合

に
限

る
）
の

資
格

及
び

雇
用

を
証

す
る

書
面

６
．
専
門
技
術

者
（
置

い
た
場
合
に
限
る
）
の

資
格

及
び
雇
用
を
証
す
る
書

面

監
理
技
術

者
又
は

主
任
技

術
者

に
工
事
に
必
要
な

資
格

が
不

足
し
、

自
社
で

専

門
技
術
者

を
置
い

た
場
合

そ
の
氏
名

（
＊
）

作
成
建
設

業
者
の

商
号
名

称
と
こ
の

工
事
を

担
当
す

る
事
業
所

名

作
成
建
設
業

者
が
受

け
て

い
る
許
可
を

す
べ
て

記
入

（
業
種
は
略

称
で
も

可
）

発
注
者
と
契

約
を
締

結
し

た
作
成
建
設

業
者
の

営
業

所 一
次
下
請

と
契
約

を
締
結

し
た
作
成

建
設
業

者
の
営

業
所

一
次
下
請

を
監
督
す
る
た

め
に
作
成

建
設
業
者
が
監

督
員
を
置

い
た
場
合
そ
の

氏
名
（
＊

）

作
成
建

設
業
者

が
置
い
た
監
理

技
術
者

又
は
主

任
技
術
者
に
つ

い
て
該

当
す
る

方
に
○
印

専
門
技

術
者
が

担
当
す
る
工

事
の
具

体
的
内

容
（
＊
）

施
工
体
制

台
帳
を

作
成

又
は
変
更

し
た
日

付

下
請
負
人

が
請
負
っ
た
建
設
工
事

の
契
約
書

に
記
載
さ
れ
た
工
期

下
請

負
人

が
請
負
っ
た
建

設
工

事
の

契
約
書
に
記
載

さ
れ

た
工

事
名
及
び
そ
の

工
事

の
具

体
的
内
容

下
請
負

人
が
請
負
っ
た
建

設
工
事

の
契
約
書
に
記
載

さ
れ
た

契
約
日

下
請

負
人
の
受
け
て
い
る

許
可

の
内
、
請
負
っ
た
建

設
工

事
の
施
工
に
必
要
な

業
種

に
係
る
許
可

下
請
負
人
が
専

門
技
術

者
を
置
い
た
場
合

そ
の
氏

名
（
＊
）

専
門
技
術
者
が
担
当

す
る

工
事
の
具
体
的
内
容
（

＊
）

専
門
技
術
者
の
資

格
を
具

体
的
に
記
入
（

＊
）

例
）
第
一
種
電
気

工
事
士

、
実
務
経
験
（

指
定
学

科
３
年
・
電
気

通
信
）

実
務
経
験
（

10
年
・

機
械
器
具
設
置

）

下
請
負
人
が

置
い
た

主
任
技
術
者
の

氏
名
及
び
専

任
か
非

専
任
の
該
当
す

る
方
に
○
印

監
理

技
術

者
又
は
主
任
技

術
者
の

資
格
を

具
体
的
に

記
入

例
）

一
級

土
木
施
工
管
理

技
士
、

指
導

監
督
的
実
務
経

験
（
電

気
通
信

）

国
土

交
通
大
臣
特
別

認
定
（

建
築
）

専
門

技
術
者

の
資
格
を
具
体
的
に
記

入
（

＊
）

例
）

第
一
種

電
気
工
事
士
、

実
務
経

験
（
指

定
学
科
３
年
・

電
気

通
信
）

実
務
経

験
（
1
0年

・
機
械
器
具

設
置

）

注
意

１
．

部
分
は

建
設
業

法
で
定

め
ら
れ
た
記
載

事
項

で
す
。

（
法
第
2
6条

第
3項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
監
理

技
術
者
の
行
う

べ
き
法

第
2
6条

の
4第

1項
に
規

定
す

る
職
務
を

補
佐

す
る

者
（
以
下
「
監
理

技
術
者

補
佐
」

と
い
う
。
）
を

置
く

と
き
は
、
そ
の
者
の
氏

名
及
び

そ
の
者
が
有
す

る
監
理

技
術

者
補

佐

資
格
を
併
せ
て
記

載
す
る

。
）

２
．

説
明
書
き
の
後

に
（
＊

）
印
が

あ
る
部
分
は
置

か
な

い
場
合
も
あ
る
の
で
、

そ
の
時

は
記
載
不
要
で

す
。

３
．

「
権
限
及
び
意

見
の
申

出
方
法

」
欄
は
、
建
設

業
法

で
は
相
手
方
に
対
し
て

通
知
す

る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま

す
の

で
、

そ
の
通
知
書
や

契
約
書

に
定
め

ら
れ
て
い
る
場

合
は

、
そ
の
旨
を
記
載
し
た

上
書
面

を
添
付
し
て
く

だ
さ
い

。
こ

れ
に

よ
ら
な
い
場
合

は
具
体

的
に
記

載
し
て
く
だ
さ

い
。

４
．

各
保
険
の
適
用

を
受
け

る
営
業

所
に
つ
い
て
届

出
を

行
っ
て
い
る
場
合
に
は

「
加
入

」
、
行
っ
て
い

な
い
場

合
（
適

用
を
受
け
る
営

業
所
が

複
数
あ

り
、
そ
の
う
ち

一
部

に
つ
い
て
行
っ
て
い
な

い
場
合

を
含
む
）
は
「

未
加
入

」
、

従
業

員
規
模
等
に
よ

り
各
保

険
の
適

用
が
除
外
さ
れ

る
場

合
は
「
適
用
除
外
」
を

○
で
囲

ん
で
く
だ
さ
い

。
５
．

請
負
契
約
に
係

る
営
業

所
の
名

称
に
つ
い
て
記

載
し

て
く
だ
さ
い
。

６
．

事
業
所
整
理
記

号
及
び

事
業
所

番
号
（
健
康
保

険
組

合
に
あ
っ
て
は
組
合
名

）
を
記

載
し
て
く
だ
さ

い
。

７
．

事
業
所
整
理
記

号
及
び

事
業
所

番
号
を
記
載
し

て
く

だ
さ
い
。
一
括
適
用
の

承
認
に

係
る
営
業
所
の

場
合
は

、
主

た
る

営
業
所
の
整
理

記
号
及

び
事
業

所
番
号
を
記
載

し
て

く
だ
さ
い
。

８
．

労
働
保
険
番
号

を
記
載

し
て
く

だ
さ
い
。
継
続

事
業

の
一
括
の
認
可
に
係
る

営
業
所

の
場
合
は
、
主

た
る
営

業
所

の
番

号
を
記
載
し
て

く
だ
さ

い
。

主
任

技
術
者
の
資
格

を
具

体
的
に
記
入

例
）

第
一
種
電
気
工

事
士

、
実
務
経
験
（
指

定
学

科
３
年
・
電
気
通
信
）

実
務
経
験
（
1
0
年
・

機
械
器
具
設
置
）

作
成
建
設
業
者
が

2人
目
の
専
門
技
術
者
を

置
い
た

場
合
そ
の
氏
名
（

＊
）

下
請
負
人
が
置
い
た
安
全

衛
生

推
進
者
名
（
＊
）

下
請
負

人
が
置
い
た
安
全
衛

生
責
任

者
名
（
＊
）

下
請
負
人
が
置
い
た
雇
用

管
理

責
任
者
名
（
＊
）

下
請
負

人
が
現

場
代
理

人
を

置
い
た

場
合
そ

の
氏
名

（
＊
）

発
注
者
が
置
い
た

監
督
員

の
氏
名
（
＊
）

作
成
建
設

業
者
が

現
場
代

理
人
を
置

い
た
場

合
そ
の

氏
名
（
＊

）

作
成
建
設
業
者
が
置

い
た

監
理
技
術
者
又
は
主

任
技

術
者
の
氏
名
（
＊
）

下
請
負
人
の
商
号
名
称

作
成
建
設
業

者
が

発
注
者

と
締
結
し
た

契
約

書
に
記

載
さ
れ
た
工

事
名

称
と
工

事
の
具
体
的

内
容

作
成
建
設

業
者
が

発
注
者

と
締
結
し

た
契
約

書
に
記

載
さ
れ
た

工
期

下
請
負
人
の

加
入
状

況

作
成
建
設
業
者
の
加
入
状

況 元
請
契
約
に
係
る
営

業
所

で
下
請
契
約
を
行
う

場
合

は
「
同
上
」
と
記
載

請
負
契
約
に
係
る
営
業
所

以
外

の
営
業
所
で
再
下
請
契

約
を

行
う
場
合
に
は
欄
を
追

加

作
成
建
設
業
者
が
発

注
者

と
締
結
し
た
契
約
書

に
記

載
さ
れ
た
契
約
日

専
任
か
非

専
任
の

該
当
す

る
方
に
○

印

当
該
建

設
工
事

に
該
当
者
が
従

事
す
る

場
合
は
「
有
」
に
、
従

事
す

る
予
定
が
な

い
場
合

は
「
無

」
を
○
で
囲
む

当
該

建
設
工
事
に
該
当
者
が

従
事

す
る
場
合
は
「

有
」
に

、
従
事

す
る
予
定
が
な

い
場
合

は
「
無
」
を
○
で
囲

む

作
成
建
設
業
者
が
置

い
た

監
理
技
術
者
補
佐
の

氏
名

（
＊
）

監
理

技
術

者
補
佐
の
資
格

を
具
体

的
に
記

入
例
）

一
級

土
木
施
工
管
理

技
士
、

一
級

土
木
施
工
管
理

技
士
補

国
土

交
通
大
臣
特
別

認
定
（

建
築
）

31
6-92

第６章　６－６　施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案) 第14版

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.516



再
下

請
負

通
知

書
(
二

次
以

下
の

下
請

負
が

あ
る

場
合

)
記

載
例

図
４

－
３

　
雇

用
保

険
注
８

9
8
-
7
-
6
5
-
4
3
2
1
9
8
-
7
6
5

　
専

任

　
非

専
任

　
雇

用
保

険
注
８

0
0
-
0
-
0
0
-
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0

　
専

任

　
非

専
任

建
設

業
の

許
　

　
可

第
　

　
 
 
 
 
 
 
　

　
号

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
厚

生
年

金
保
険

注
７

×
×

営
業

所

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

適
用

除
外

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

0
0
0
0
0
0
0
0
、

0
0
0
0
0

　
営

業
所

の
名

称
注
５

※
専

門
技

術
者

名

安
全

衛
生

推
進

者
名

松
田

　
一

郎

現
場

代
理

人
名

雇
用

管
理

責
任

者
名

浪
本

　
四

郎

基
本

契
約

約
款

記
載

の
と

お
り

9
8
7
6
5
4
3
2
、

9
8
7
6
5

適
用

除
外

適
用

除
外

加
入

　
　

　
未

加
入

雇
用

保
険

　
厚

生
年

金
保

険
注
７

現
場

代
理

人
名

《
自

社
に

関
す

る
事

項
》

注
文

者
と

の
契

約
日

令
和

 
3
年

　
４

　
月

　
2
0
　

日

　
大

臣
　

特
定

鉄
筋

　
　

　
　

工
事

業

　
知

事
　

一
般

令
和

 
2
年

　
1
0
月

　
５

日

許
可

（
更

新
）

年
月

日

工
　

　
期

自
　

　
令

和
 
３

年
　

４
　

月
　

2
3
　

日

至
　

　
令

和
 
３

年
　

1
2
　

月
　

１
　

日
健

康
保

険
等

の
加

入
状

況

保
険

加
入

の

　
有

無
注

４

実
務

経
験

（
指

定
学

科
５

年
・

と
び

土
工

）

山
倉

　
三

郎

　
営

業
所

の
名

称
注

５
　

健
康

保
険

注
６

雇
用

管
理

責
任

者
名

厚
生

年
金

保
険

山
倉

　
華

子
主

任
技

術
者

資
格

内
容

健
康

保
険

事
業

所
整

理
記

号
等

山
倉

　
三

郎

加
入

　
　

　
未

加
入

加
入

　
　

　
未

加
入

△
△

営
業

所
9
8
7
6
5
4
3
2
、

9
8
7
6
5

安
全

衛
生

推
進

者
名

山
倉

　
三

郎

山
倉

　
三

郎

工
事

名
称

及
　

　
び

工
事

内
容

　
　

○
○

ビ
ル

新
築

工
事

 
/
 
鉄

筋
工

基
本

契
約

約
款

の
と

お
り

適
用

除
外

権
 
限

 
及

 
び

意
見

申
出

方
法

加
入

　
　

　
未

加
入

加
入

　
　

　
未

加
入

雇
用

保
険

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

保
険

加
入

の

　
有

無
注
４

　
大

臣
　

特
定

第
　

　
0
0
0
0
0
0
　

　
号

許
　

　
可

　
　

番
　

　
号

　
知

事
　

一
般

工
事

業

適
用

除
外

　
健

康
保

険
注
６

加
入

　
　

　
未

加
入

事
業

所
整

理
記

号
等

適
用

除
外

監
督

員
名

権
 
限

 
及

 
び

意
見

申
出

方
法

松
田

　
一

郎

権
 
限

 
及

 
び

意
見

申
出

方
法

安
全

衛
生

責
任

者
名

松
田

　
一

郎

資
 
格

 
内

 
容

山
倉

　
華

子

　
　

年
　

　
月

　
　

日

第
　

　
9
8
7
6
5
4
　

　
号

第
　

　
 
 
 
 
 
 
　

　
号

工
事

業

　
大

臣
　

特
定

　
知

事
　

一
般

　
大

臣
　

特
定

　
知

事
　

一
般

許
可

（
更

新
）

年
月

日

令
和

 
2
年

　
1
1
月

　
1
1
日

許
　

　
可

　
　

番
　

　
号

令
和

 
３

年
　

５
月

　
６

日

橋
末

産
業

（
株

）

元
請

名
称

　
再

　
下

　
請

　
負

　
通

　
知

　
書

　

【
報

告
下

請
負

業
者

】

住
　

　
所

　
〒

0
0
0
－

0
0
0
0

　
×

×
県

×
×
郡

×
×

村
1
2
3

直
近

上
位

注
文

者
名

会
 
社

 
名

代
表

者
名

浪
本
鉄

筋
工

業
（

有
）

浪
本

　
太

郎

谷
小

建
設

（
株

）

《
再

下
請

負
関

係
》

再
下

請
負

業
者

及
び

再
下

請
負

契
約

関
係

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
報

告
い

た
し

ま
す

。

0
0
0
0
0
0
0
0
、
0
0
0
0
0

と
　

　
　

　
工

事
業

担
当

工
事

内
容

安
全

衛
生

責
任

者
名

資
 
格

 
内

 
容

※
専

門
技

術
者

名

会
 
社

 
名

住
　

　
所

工
　

　
期

建
設

業
の

許
　

　
可

工
事

名
称

及
　

　
び

工
事

内
容

代
表

者
名

山
倉

土
木

株
式

会
社

　
　

〒
　

0
0
0
-
0
0
0
0

　
　

○
○

県
☆

☆
市

△
△

町
９

８
７

　
　

○
○

ビ
ル

新
築

工
事

 
/
 
鉄

筋
設

置
時

の
重

量
物

揚
重

運
搬

配
置

工
事

令
和

 
３

年
　

５
　

月
　

１
　

日
自

　
　

令
和

 
３

年
　

５
　

月
　

２
　

日

至
　

　
令

和
 
３

年
　

８
　

月
　

１
　

日
契

 
約

 
日

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

有
　

　
無

外
国

人
技

能
実

習
生

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

一
号

特
定

技
能

外
国

人
の

従
事

の
状

況
(
有

無
)

有
　

　
無

外
国

人
建

設
就

労
者

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

外
国

人
技

能
実
習

生
の

従
事

の
状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

一
号

特
定

技
能

外
国

人
の

従
事

の
状

況
(
有

無
)

有
　

　
無

外
国

人
建

設
就

労
者

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

主
任

技
術

者
松

田
　

一
郎

資
格

内
容

２
級

建
築

施
工

管
理

技
士

（
躯

体
）

担
当

工
事

内
容

浪
本
鉄
筋
工
業
（
有
）
（
再
下
請
負
通
知
人
）
が
山
倉
土
木
（
株
）

（
再
下
請
負
人
）
と
の
下
請
契
約
の
内
容
を
報
告
す
る
場
合

再
下

請
負

通
知

書
を

作
成

又
は

変
更

し
た

日
付

再
下

請
負

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
契

約
書

に
記

載
さ

れ
た

工
事

名
及

び
そ

の
工

事
の

具
体

的
内

容

注
意

１
．

部
分

は
建

設
業

法
で

定
め

ら
れ

た
記

載
事

項
で

す
。

２
．

説
明

書
き

の
後

に
（

＊
）

印
が

あ
る

部
分

は
置

か
な

い
場

合
も

あ
る

の
で

、
そ

の
と

き
は

記
載

不
要

で
す

。
３

．
「

権
限

及
び

意
見

の
申

出
方

法
」

欄
は

、
建

設
業

法
で

は
相

手
方

に
対

し
て

通
知

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
ま

す
の

で
、

そ
の

通
知

書
や

契
約

書
に

定
め

ら
れ

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
旨

を
記

載
し

た
上

書
面

を
添

付
し

て
下

さ
い

。
こ

れ
に

よ
ら

な
い

場
合

は
具

体
的

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

４
．

各
保

険
の

適
用

を
受

け
る

営
業

所
に

つ
い

て
届

出
を

行
っ

て
い

る
場

合
に

は
「

加
入

」
、

行
っ

て
い

な
い

場
合

（
適

用
を

受
け

る
営

業
所

が
複

数
あ

り
、

そ
の

う
ち

一
部

に
つ

い
て

行
っ

て
い

な
い

場
合

を
含

む
）

は
「

未
加

入
」

、
従

業
員

規
模

等
に

よ
り

各
保

険
の

適
用

が
除

外
さ

れ
る

場
合

は
「

適
用

除
外

」
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

５
．

請
負

契
約

に
係

る
営

業
所

の
名

称
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
６

．
事

業
所

整
理

記
号

及
び

事
業

所
番

号
（

健
康

保
険

組
合

に
あ

っ
て

は
組

合
名

）
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
一

括
適

用
の

承
認

に
係

る
営

業
所

の
場

合
は

、
本

店
の

整
理

記
号

及
び

事
業

所
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
７

．
事

業
所

整
理

記
号

及
び

事
業

所
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
一

括
適

用
の

承
認

に
係

る
営

業
所

の
場

合
は

、
本

店
の

整
理

記
号

及
び

事
業

所
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
８

．
労

働
保

険
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
継

続
事

業
の

一
括

の
認

可
に

係
る

営
業

所
の

場
合

は
、

本
店

の
労

働
保

険
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

専
門

技
術

者
が

担
当

す
る

工
事

の
具

体
的

内
容

（
＊

）

専
門

技
術

者
の

資
格

を
具

体
的

に
記

入
（

＊
）

再
下

請
負

通
知

人
が

置
い

た
主

任
技

術
者

に
つ

い
て

専
任

か
非

専
任

の
該

当
す

る
方

に
○

印

再
下

請
負

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
契

約
書

に
記

載
さ

れ
た

契
約

日

再
下

請
負

人
の

受
け

て
い

る
許

可
の

内
、

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
施

工
に

必
要

な
業

種
に

係
る

許
可

再
下

請
負

通
知

人
が

現
場

代
理

人
を

置
い

た
場

合
そ

の
氏

名
（

＊
）

再
下

請
負

人
を

監
督

す
る

た
め

に
再

下
請

負
通

知
人

が
監

督
員

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

再
下

請
負

通
知

人
が

受
け

て
い

る
許

可
の

内
、

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
施

工
に

必
要

な
業

種
に

係
る

許
可

再
下

請
負

通
知

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
契

約
書

に
記

載
さ

れ
た

工
期

再
下

請
負

通
知

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
契

約
書

に
記

載
さ

れ
た

工
事

名
称

と
そ

の
工

事
の

具
体

的
内

容

再
下

請
負

通
知

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
作

成
建

設
業

者
の

称
号

名
称

再
下

請
負

通
知

人
の

商
号

名

称再
下

請
負

通
知

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
注

文
者

の
商

号
名

称
再

下
請

負
人

が
請

負
っ

た
建

設
工

事
の

契
約

書
に

記
載

さ
れ

た
工

期

再
下

請
負

人
が

専
門

技
術

者
を

置
い

た
場

合
そ

の
氏

名
（

＊
）

専
門

技
術

者
が

担
当

す
る

工
事

の
具

体
的

内
容

（
＊

）

専
門

技
術

者
の

資
格

を
具

体
的

に
記

入
（

＊
）

主
任

技
術

者
の

資
格

を
具

体
的

に
記

入
例

）
第

一
種

電
気

工
事

士
、

実
務

経
験

（
指

定
学

科
３

年
・

電
気

通
信

）
実

務
経

験
（

1
0年

・
機

械
器

具
設

置
）

再
下

請
負

人
が

置
い

た
主

任
技

術
者

の
氏

名
及

び
専

任
か

非
専

任
の

該
当

す
る

方
に

○
印

再
下

請
負

通
知

人
が

専
門

技
術

者
を

置
い

た
場

合
そ

の
氏

名
（

＊
）

再
下

請
負

通
知

書
の

添
付

書
類

再
下

請
負

通
知

人
と

再
下

請
負

人
が

締
結

し
た

契
約

書
の

写
し

再
下

請
負

人
が

現
場

代
理

人
を

置
い

た
場

合
そ

の
氏

名
（

＊
）

再
下

請
負

人
の

商
号

名
称

再
下

請
負

人
が

置
い

た
雇

用
管

理
責

任
者

名

再
下

請
負

人
が

置
い

た
安

全
衛

生
推

進
者

名
（

＊
）

再
下

請
負

人
が

置
い

た
安

全
衛

生
推

進
者

名
（

＊
）

再
下

請
負

人
の

加
入

状
況

再
下

請
負

通
知

人

が
置

い
た

安
全

衛

生
責

任
者

名

（
＊

）

再
下

請
負

通
知

人
が

置
い

た
安

全
衛

生
推

進
者

名
（

＊
）

再
下

請
負

通
知

人
が

置
い

た
雇

用
管

理
責

任
者

名

再
下

請
負

通
知

人
が

置
い

た
主

任
技

術
者

の
氏

名

再
下

請
負

通
知

人
の

加
入

状

況 主
任

技
術

者
の

資
格

を
具

体
的

に
記

入

直
近

上
位

の
注

文
者

と
の

請
負

契
約

に
係

る
営

業
所

以
外

の
営

業
所

で
再

下
請

負
業

者
と

の
請

負
契

約
を

行
う

場
合

に
は

欄
を

追
加

当
該

建
設

工
事

に
該

当
者

が
従

事
す

る
場

合
は

「
有

」
に

、
従

事
す

る
予

定
が

な
い

場
合

は
「

無
」
を

○
で

囲
む

当
該

建
設

工
事

に
該

当
者

が
従

事
す

る
場

合
は

「
有

」
に

、
従

事
す

る
予

定
が

な
い

場
合

は
「

無
」

を
○

で
囲

む

32
6-93
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図
４

－
４

一
次

会
社

名
・

事
業

者
I
D

（
二

次
)
会

社
名

・
事
業

者
I
D

（
注

)
１

.
※

印
欄

に
は

次
の

記
号

を
入

れ
る

。

 
…

現
場

代
理

人
 
…

作
業

主
任

者
（

（
注

）
2
.
)

 
…

女
性

作
業

員

 
…

主
任

技
術

者
 
…

職
　

長
 
…

安
全

衛
生

責
任

者
 
…

能
力

向
上

教
育

 
…

危
険

有
害

業
務

・
再

発
防

止
教

育

（
注

）
２

.
作

業
主

任
者

は
作

業
を

直
接

指
揮

す
る

義
務

を
負

う
の

で
、

同
時

に
施

工
さ

れ
て

い
る

他
の

現
場

や
、

同
一

現
場

に
お

い
て

も
　

　
 
他

の
作

業
個

所
と

の
作

業
主

任
者

を
兼

務
す

る
こ

と
は

、
法

的
に

認
め

ら
れ

て
い

な
い

の
で

、
複

数
の

選
任

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

 
 
 
 
 
…

1
8
歳

未
満

の
作

業
員

 
…

外
国

人
技

能
実

習
生

 
…

外
国

人
建

設
就

労
者

 …
１

号
特

定
技

能
外

国
人

歳
年

　
月

　
日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

歳

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

歳歳
年

　
月

　
日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

歳

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

3

年
　

月
　

日

歳歳
年

　
月

　
日

年
　

月
　

日

2
0
2
1
年

5
月

1
0
日

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
3

雇
用

保
険

7
8
9
0

2

年
　

月
　

日

有

雇
入

・
ア

ー
ク

溶
接

玉
掛

け
1
級

鉄
筋

施
工

技
能

士

2
0
2
1
年

5
月

1
0
日

松
田

　
一

郎
厚

生
年

金

5
3
歳

無

雇
用

保
険

1

ま
つ

だ
　

い
ち

ろ
う

鉄
筋

工
主

昭
和

4
3
年

8
月

1
日

協
会

け
ん

ぽ

入
場

年
月

日

氏
名

年
金

保
険

年
齢

中
小

企
業

退
職

金
共

済
制

度
雇

入
・

職
長

特
別

教
育

技
能

講
習

免
　

許
受

入
教

育
実

施
年

月
日

技
能

者
I
D

橋
末

産
業

株
式

会
社

8
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2

浪
本

鉄
筋

工
業

7
7
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2

番 号

ふ
り

が
な

職 種
※

生
年

月
日

健
康

保
険

建
設

業
退

職
金

共
済

制
度

教
　

育
・

資
　

格
・

免
　

許

作
　

　
業

　
　

員
　

　
名

　
　

簿
（

令
和

　
3
年

　
5
月

　
6
日

 
作

成
)

元
請

確
認

欄
事

業
所

の
名

称
・

現
場

I
D

○
○

ビ
ル

作
業

所
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2

所
長

名
谷

小
　

二
郎

提
出

日
　

令
和

４
年

　
５

月
　

６
日

現
作

女

主
職

安
能

習
就

１
特

未

再

（
注

）
３

．
各

社
別

に
作

成
す

る
の

が
原

則
だ

が
、

リ
ー

ス
機

械
等

の
運

転
者

は
一

緒
で

も
よ

い
。

（
注

）
４

．
資

格
・

免
許

等
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

（
注

）
１

１
．

記
載

事
項

の
一

部
に

つ
い

て
、

別
紙

を
用

い
て

記
載

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

（
注

）
７

．
雇

用
保

険
欄

に
は

右
欄

に
被

保
険

者
番

号
の

下
４

け
た

を
記

載
。

（
日

雇
労

働
被

保
険

者
の

場
合

に
は

左
欄

に
「

日
雇

保
険

」
と

記
載

）
事

業
主

で
あ

る
等

に
よ

り
雇

用
保

険
の

適
用

除
外

で
あ

る
場

合
に

は
左

欄
に

「
適

用
除

外
」

と
記

載
。

（
注

）
８

．
建

設
業

退
職

金
共

済
制

度
及

び
中

小
企

業
退

職
金

共
済

制
度

へ
の

加
入

の
有

無
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

欄
に

「
有

」
又

は
「

無
」

と
記

載
。

（
注

）
９

．
安

全
衛

生
に

関
す

る
教

育
の

内
容

（
例

：
雇

入
時

教
育

、
職

長
教

育
、

建
設

用
リ

フ
ト

の
運

転
の

業
務

に
係

る
特

別
教

育
）

に
つ

い
て

は
「

雇
入

・
職

長
特

別
教

育
」

欄
に

記
載

。

（
注

）
１

０
．

建
設

工
事

に
係

る
知

識
及

び
技

術
又

は
技

能
に

関
す

る
資

格
（

例
：

登
録

○
○

基
幹

技
能

者
、

○
級

○
○

施
工

管
理

技
士

）
を

有
す

る
場

合
は

、
「

免
許

」
欄

に
記

載
。

（
注

）
５

．
健

康
保

険
欄

に
は

、
左

欄
に

健
康

保
険

の
名

称
（

健
康

保
険

組
合

、
協

会
け

ん
ぽ

、
建

設
国

保
、

国
民

健
康

保
険

）
を

記
載

。
上

記
の

保
険

に
加

入
し

て
お

ら
ず

、
後

期
高

齢
者

で
あ

る
等

に
よ

り
、

国
民

健
康

保
険

の
適

用
除

外
で

あ
る

場
合

に
は

、
左

欄
に

「
適

用
除

外
」

と
記

載
。

（
注

）
６

．
年

金
保

険
欄

に
は

、
左

欄
に

年
金

保
険

の
名

称
（

厚
生

年
金

、
国

民
年

金
）

を
記

載
。

各
年

金
の

受
給

者
で

あ
る

場
合

は
、

左
欄

に
「

受
給

者
」

と
記

載
。

技
能

者
ID

は
建

設
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム

へ

登
録

し
て

い
る

場
合

記
入

。

該
当

工
事

に
お

け
る

役
割

を
記

入
。

元
請

の
現

場
代

理
人

を
記

入
。

被
保

険
者

番
号

の
下

4
桁

を
記

入
。

建
設

工
事

に
係

る
知

識
及

び
技

術
又

は
技

能
に

関
す

る
資

格
を

記
入

。
新

規
入

場
者

教
育

を
実

施
し

た
年

月
日

を
記

入
。

事
業

主
で

あ
る

等
に

よ
り

雇
用

保
険

の
適

用
除

外
で

あ
る

場
合

に
は

「
適

用
除

外
」
と

記
入

。

現
場

ID
は

建
設

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
シ

ス
テ

ム
へ

登
録

し
て

い
る

場
合

記
入

。

作
業

員
名

簿
を

提
出

す
る

一
次

請
け

の
会

社
名

を
記

入
。

事
業

者
ID

は
建

設
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム

へ
登

録
し

て

い
る

場
合

記
入

。

作
成

者
が

一
次

下
請

負
業

者
の

場
合

は
記

入
不

要
。

二
次

以
降

の
場

合
は

何
次

請
負

な
の

か
と

会
社

名
を

記
入

。

事
業

者
ID

 は
建

設
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム

へ
登

録
し

て
い

る
場

合
記

入
。

安
全

衛
生

に
関

す
る

教
育

の
内

容
に

つ
い

て
記

入
。

免
許

よ
り

は
権

限
が

限
定

さ
れ

、
特

別
教

育
よ

り
は

高
度

な
業

務
を

行
う

こ
と

が
可

能
な

技
能

講
習

を
受

講
し

て
い

る
場

合
記

入
。
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～令和３年４月１日一部改正～

【Ｑ：５-４】　施工体制台帳の添付書類について

【Ａ】

１

２

３

＜建設業法施行規則第１４条の２第２項＞

一

二

三

四

＜建設業法施行規則第１４条の４第３項＞

　再下請負通知書には、再下請負通知人が第1項第３号に規定する他の建設業を営む者と締
結した請負契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し（公共工事以外の
建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。）を添付しなけれ
ばならない。

　前項第２号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を
有することを証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期
間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

　（4） 監理技術者の雇用を証する書面とは、工事標準仕様書1－1－51　現場代
理人及び監理技術者 第1項の経歴書に添付された請負者と直接的かつ恒常的な
雇用関係を確認するための書類の写しと同様の書面をいう。（【Ｑ：３－５】雇用関
係の確認書類について参照）

　前項第２号トに規定する者を置くときには、その者が主任技術者資格を有することを証す
る書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者
であることを証する書面又はこれらの写し

　監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面
及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であるこ
とを証する書面又はこれらの写し

　施工体制台帳に添付すべき書類は何か。また、どのようにチェックするのか。

　施工体制台帳に添付すべき書類については、建設業法施行規則第１４条の２第
２項で、規定されている。また、再下請負通知書に添付すべき書類について建設
業法施行規則第１４条の４第３項で規定されている。具体的には、以下のとおり。

２　施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

　前項第２号ロの請負契約及び同項第４号ロの下請契約に係る法第19条第１項及び第２
項の規定による書面の写し

　（5） 専門技術者の雇用を証する書面は、（4）監理技術者の雇用を証する書面と
同様の書面をいう。

(1) 愛知県と元請業者との契約書の写し 

 (2) 下請負契約書の写し 

 (3) 主任技術者の資格を証する書面又は監理技術者資格者証の写し 

 (4) 主任技術者又は監理技術者の雇用を証する書面 

(5) 監理技術者補佐（配置する場合）の資格及び雇用を証する書面 

 (6) 専門技術者（配置が必要な場合）の資格及び雇用を証する書面 

 (7) 二次以下の下請負がある場合は、再下請負人との契約書の写し 

34
6-95

第６章　６－６　施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案) 第14版

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.519



４ 　添付書類のチェックは、令和3年3月19日付け2建企第509号「「施工体制台帳の
記載事項または添付書類の確認の範囲」に関する運用の改正について」で以下
のとおり定めている。

＜「施工体制台帳の記載事項または添付書類の確認の範囲」に関する運用の改正について＞

３ 下請負契約書（注文請書等を含む）の確認 

(1) １次下請負契約書については、最小限として下記の事項が記載されていること

を確認する。 

ア 注文者名（元請業者）と請負人名（一次下請業者） 

イ 工事内容 

 (ｱ)工事内容が明記されていることの確認（一式工事は不可） 

 (ｲ)単価に材料費及び機械経費が含まれているか否かの確認 

ウ 請負代金の額 

エ 工事着手の時期及び工事完成の時期 

オ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをする

ときは、その支払の時期及び方法 

(2) 二次以下の下請負契約書については、請負金額を確認する。 

 

４ 請負業者の指導 

(1) 書類に不備があれば、指導する。指導内容は、「施工プロセス」のチェックリ

ストに記載する。 

(2) 二次以下の下請負金額を確認し、再下請負人の請負金額との差が小さい場合、

一括下請負の疑義がないか、実質関与について確認する。 

(3) 下請負契約書には「建設業法第 19 条に掲げる 16 項目」を記載しなければな

らない旨、元請業者を指導する。 

(4) 二次以下の下請負契約書について、元請業者が契約書の確認を行うよう指導す

る。 
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様式５－１

施工体制台帳記載時の留意点 ＜建設業法施行規則第１４条の２第１項＞

留　　　　　意　　　　　点

イ 許可を受けて営む建設業の種類 許可を受けている業種（略記可）をすべて記載
する。許可番号、許可（更新）年月日を記載す
る。

ロ 健康保険等の加入状況

イ 工事名称、工事内容及び工期

ロ 発注者と請負契約を締結した年月日

発注者の商号、名称又は氏名及び住所

当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地

ハ 発注者が監督員を置くときの当該監督員の氏名

監督員の権限、請負人の注文者に対する意見の申出方法が記載された請
負人への通知書の写し

ニ 作成建設業者が現場代理人を置くときの当該現場代理人の氏名

現場代理人の権限、注文者の請負人に対する意見の申出方法が記載され
た注文者への通知書の写し

ホ 主任技術者又は監理技術者の氏名及びその者が専任であるか否かの別

主任技術者又は監理技術者の資格内容 資格名を具体的に記載する

ヘ 監理技術者補佐を置くときの当該監理技術者補佐の氏名及び監理技術者
補佐資格

ト 施工の技術上の管理をつかさどる者で主任技術者若しくは監理技術者又は
監理技術者補佐以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつ
かさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

専門技術者が担当する工事の具体的内容を
記載する。
資格名を具体的に記載する。

チ 工事に従事する者に関する次の事項（従事者が希望しない場合において
は、（６）に掲げるものを除く。）
（１）　氏名、生年月日及び年齢
（２）　職種
（３）　社会保険の加入等の状況
（４）　被共済者であるか否かの別
（５）　安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
（６）　建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格

リ 一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事
の状況

イ 商号又は名称及び住所

ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け
負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類

下請負人の受けている許可のうち、請け負った
建設工事の施工に必要な業種に係る許可

ハ 健康保険等の加入状況

イ 工事名称、工事内容及び工期

ロ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日

ハ 注文者が監督員を置くときの当該監督員の氏名

監督員の権限等を記載した注文者への通知書の写し

ニ 当該下請負人が現場代理人を置くときの当該現場代理人の氏名

現場代理人の権限等を記載した注文者への通知の写し

ホ 下請負人が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者
資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別

ヘ 下請負人が施工の技術上の管理をつかさどる者で主任技術者以外のものを
置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及び
その有する主任技術者資格

専門技術者が担当する工事の具体的内容を
記載する。
資格名を具体的に記載する。

ト １次下請契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地

チ 工事に従事する者に関する次の事項（従事者が希望しない場合において
は、（６）に掲げるものを除く。）
（１）　氏名、生年月日及び年齢
（２）　職種
（３）　社会保険の加入等の状況
（４）　被共済者であるか否かの別
（５）　安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
（６）　建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格

リ 一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事
の状況

下請負人が請け負った建設工事の契約書の
記載と同じ

記　　　　載　　　　項　　　　目

作成建設業者に関する次に掲げる事項

作成建設業者が請け負った建設工事に関する事項

発注者と締結した契約書の記載と同じ

前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項

前号の下請負人が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
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～平成２１年４月１日一部改正～

【Ｑ：５-５】　下請契約書（写し）の確認について

　下請負代金の確認（二次、三次も同じ）について、契約書の写しには内訳書がない、
又は単価契約である。何を確認するのか、金額の記入のみか。
　（現状は、契約書の写し、５項目の確認をしている）

【Ａ】

● 下請契約の請負代金の額の明示

　施工体制台帳に添付する契約書の写しについては「建設業法施行規則の一部を改
正する省令（平成13年3月30日付け）」に基づき、平成13年10月1日以降の契約に係る
公共工事については、すべての下請契約について請負代金の額を明記することとさ
れた。

　この措置は、契約当事者にとって請負代金が原価や利潤といった企業秘密に関す
る部分であることは考慮しなければならないが、これにより一括下請負の抑制や指し値
発注などの片務的な代金設定の防止が図られるなどといった効果が期待できる。

　また、発注者が現場の施工体制を常時的確に把握できるようにするために義務付け
られたものであり、公共工事における施工体制のより一層の適正化を図る観点から、
施工体制台帳を充実するものである。
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～令和３年４月１日一部改正～

【Ｑ：５-６】　各種運搬業務等に係る契約上の取扱いについて

１） 資材（現場渡し）を現地に搬入する運搬業者

２）
資材（工場渡し）あるいは工場製作品で運搬費を設計計上している場合の現地に
搬入する運搬業者

３） 生コンミキサー車

４） As合材運搬車

５） ダンプトラック（運搬のみの場合）

６） 生コンポンプ車（＝生コン打設業務）

【Ａ】

１

イ 下請総額には含めない。

ロ 施工体系図への記載は要しない。

ハ 施工体制台帳への記載は要しない。

２

イ 下請総額に含める。

ロ 施工体系図に記載する。

ハ 施工体制台帳に記載するとともに、関係書類を添付する。

～令和３年４月１日一部改正～

【Ｑ：５-７】　警備業務に係る契約上の取扱いについて

【Ａ】

１

１） 　土木工事標準仕様書1－1－40　交通安全管理の規定に基づき、次の資料を
提示させる。

　ガードマンについて警備会社と契約する場合、施工体制台帳記載等の対象となる
べき契約となるか。

　ガードマンに係る警備会社との契約つまり「交通誘導警備業務」については、建設
工事に該当しない。
　したがって、施工体制台帳及び施工体系図への記載は、不要である。

①都道府県公安委員会が交付する「合格証明書」の写しを提示。

②有資格者を配置できない場合は「実務経験３年以上が確認できる経歴書」を提示。

　下記の場合は、施工体制台帳記載等の対象となるべき契約となるか。

　１）～５）については、運搬を主たる目的としており、建設工事には該当しない。この
場合、施工体制台帳等については、以下のとおり取り扱うものとする。

　ただし、１）、２）の場合で、資材等の運搬のほか、資材等の据え付け等が契約内容
に含まれる場合等は、建設工事の請負契約とみなすものとする。

　６）については、建設工事の請負契約に該当するため、以下のとおり取り扱うものと
する。
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〔参考１：警備業法関係〕

＜警備業法第２条（定義）第１項＞

一 記載省略

二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の
事故の発生を警戒し、防止する業務

三 記載省略

四 記載省略

＜警備員等の検定に関する規則第１条（特定の種別の警備業務）第１項＞

○交通誘導警備

　法第二条第一項第二号 に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通
行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務（交通の誘導
に係るものに限る。以下「交通誘導警備業務」という。）

○その他は記載省略

＜警備業法第４条（認定）＞

＜警備業法第２３条の１（検定）＞

＜警備員等の検定に関する規則第４条（検定の区分）第１項＞

＜警備員等の検定に関する規則第３条（合格証明書の携帯等）第１項＞

　警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警
備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証
明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。

　この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の
需要に応じて行うものとする。

　警備業法 （以下「法」という。）第十八条 の国家公安委員会規則で定める種別の警備業務
は、次に掲げるものとする。

　警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安
委員会（以下「公安委員会」という。）の認定を受けなければならない。

　公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員
になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。

　法第二十三条第一項 の規定による検定（以下「検定」という。）は、第一条各号に掲げる種
別の警備業務ごとに、それぞれ一級及び二級に区分して行う。
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〔参考２：県工事標準仕様書関係〕

＜工事標準仕様書1-1-40 交通安全管理 14 (2) 交通誘導警備員の項＞

①、②は記載省略

～令和３年４月１日一部改正～

【Ｑ：５－８】　各種試験業務等に係る契約上の取扱いについて

【Ａ】

１

～令和３年４月１日一部改正～

【Ｑ：５-９】　測量調査業務等に係る契約上の取扱いについて

【Ａ】

【Ｑ：５－８】の【Ａ】と同様。

　土質、水質、地盤強度等試験を専門業者に委託する場合、施工体制台帳記載等の
対象となるべき契約となるか。

　契約の内容が、単に調査等の試験、検査（以下「調査等」という。）のみであれば、建
設工事に該当しない。

　したがって、施工体制台帳及び施工体系図への記載は、不要である。

　測量調査業務を専門業者に委託する場合、施工体制台帳記載等の対象となるべき
契約となるか。

④警備業法の規定に基づき愛知県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と
認めた指定路線で行う交通誘導警備業務を除き、請負者は、有資格者が配置できない理由
がある場合は、監督員の承諾を得て交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者とすることが
できる。その場合は、経歴書を保管し、監督員から請求があった場合は速やかに提示するも
のとする。

③請負者は、特に指定された場合を除き、交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成17年
警備業法改正以降の交通誘導警備業務に係る１ 級または２ 級検定合格者）としなければな
らない。また、監督員の請求があった場合には、有資格者の合格証明証を速やかに提示し
なければならない。
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～平成１５年１２月１５日作成～

【Ｑ：６-１】　一括下請負の定義、判断について

【Ａ】

１

(イ) 　請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負
わせる場合

　「その主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、下請負に付さ
れた工事の質及び量を勘案して個別の工事ごとに判断しなければならないが、例
えば、本体工事のすべてを１業者に下請負させ、附帯工事のみを自ら又は他の下
請負人が施工する場合や、本体工事の大部分を１業者に下請負させ、本体工事
のうち主要でない一部分を自ら又は他の下請負人が施工する場合などが典型的
なものである。

(イ)の具体的事例　

① 　建築物の電気配線の改修工事において、電気工事のすべてを１社に下請負させ、電
気配線の改修工事に伴って生じた内装仕上工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他
の業者に下請負させる場合

② 　住宅の新築工事において、建具工事以外のすべての工事を１社に下請負させ、建具
工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合

(ロ) 　請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮
する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

(ロ)の具体的事例　

① 　戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうちの1戸の工事を１社に下請負させる場
合

② 　道路改修工事2ｋｍを請け負い、そのうちの500ｍ分について、施工技術上分割しなけ
ればならない特段の理由がないにもかかわらず、その工事を1社に下請負させる場合

２

(*1) 　ここで、「元請負人」とは下請契約における注文者で建設業者であるものをいう。

(*2) 　「実質的関与」については、別途【Ｑ：６-３】を参照のこと。

　一括下請負とは何か。一括下請負に該当するか否かの判断はどのように行うのか。

　建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが求め
られる。したがって、次のイ、ロのような場合は、元請負人（*1）がその下請契約の施工
に実質的に関与（*2）していると認められる場合を除き、一括下請負に該当する。

　一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人（*1）が請け負った建設工事１件
ごとに行い、建設工事１件の範囲は、原則として請負契約単位で判断される。また、
元請負人の中間搾取の有無は、一括下請負であるか否かの判断においては考慮さ
れない。
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～平成１５年１２月１５日作成～

【Ｑ：６-２】　一括下請負禁止の理由について

一括下請負を禁止する理由は何か。

【Ａ】

　建設工事の発注者が、受注者となる建設業者を選定するにあたっては、過去の施工
実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等さまざまな角度から当該建設
業者の評価をするものであり、受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること
は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して当該建設業者に寄せた期待
を裏切ることになるからである。

　また、一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実
際の工事施工の責任の不明確化が発生するとともに、施工能力のない商業ブロー
カー的不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねず、建設業の健全な発達を阻害す
るおそれがあるからでもある。

　このため、建設業法第22条で、事前に発注者の書面による承諾を得た場合を除き、
如何なる方法をもってするを問わず、建設業者が受注した建設工事を一括して他人
に請け負わせること（同条第1項）、及び建設業を営む者が他の建設業者が請け負っ
た建設工事を一括して請け負うこと（同条第2項）を禁止している。

＜建設業法第２２条第１項＞

　建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするかを問わず、一括して
他人に請け負わせてはならない。

　ここで「如何なる方法をもってするを問わず」とは、契約を分割したり、あるいは他人
の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するもの
は一切禁止するということである。

＜建設業法第２２条第２項＞

　建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け
負ってはならない。

　これは、第1項において元請負人（*1）に対し一括下請負を禁止したのを受けて、さら
にその徹底を期するため、下請負人に対しても一括下請負に該当する請負行為を
禁止し、このような一括下請負を避けることを元請負人と下請負人の双方の義務とした
ものである。

　ここで、禁止の対象となるのは「建設業を営む者」であり、建設業の許可を受けてい
ない者も対象となる。

(*1) 　ここで、「元請負人」とは下請契約における注文者で建設業者であるものをいう。

＜建設業法第２２条第３項＞

　前２項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用し
ない。
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　第３項で、一括下請負の禁止の例外を定めている。
　しかしながら、公共工事においては、厳格な入札・契約手続を踏んで契約の相手方
が選定されている等、一括下請負を認める必要性が全くないことから、入札契約適正
化法第12条に基づき、平成13年4月1日以降、一括下請負が全面的に禁止になって
いる。

＜公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１２条＞

　公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。

　＊　当該Q&Aは、以下の資料を参考にした。

「一括下請負の禁止について」

平成13年3月30日付け国総建第82号　建設経済局長通達

～平成１５年１２月１５日作成～

【Ｑ：６-３】　「実質的関与」の確認方法について

　「実質的に関与」していることの確認は、具体的にどのような方法で行うのか。

【Ａ】

　一括下請負の疑義がある場合には、まず、当該元請負人の主任技術者又は監理技
術者に対して、具体的にどのような作業を行っているのかヒアリングを行う。
ヒヤリングのさい、その請け負った建設工事の施工管理等に関し、十分に責任ある受
け答えができるか否かがポイントになる。また、必要に応じ、下請負人の主任技術者
からも同様のヒアリングを行うことが有効である。

　その場合、元請負人が作成する日々の作業打合簿、それぞれの請負人が作成する
工事日報、安全指示書等を確認して、実際に行った作業内容を確認することが有効
である。これらの帳簿の中に、具体的な作業内容が記載されていない場合、又は記載
されていても形式的な参加に過ぎない場合等は一括下請負に該当する可能性が高
いといえる。

　＊　当該Q&Aは、以下の資料から引用したものである。

平成13年3月30日付け国総建第82号　建設経済局長通達

「一括下請負について」　の参考「一括下請負に関するＱ＆Ａ　Ｑ１１」

～平成１５年１２月１５日作成～

【Ｑ：６-４】　主たる部分を一括して下請させている場合について

　Ａ県から電線共同溝工事を請け負い、電線共同溝の本体工事をＢ社に下請させ、そ
の他の信号機移設工事や植栽・移植工事等はそれぞれ他の建設業者に下請負させ
ている。このような場合も一括下請負に該当するか。

【Ａ】

　複数の建設業者と下請契約を結んでいた場合であっても、その建設工事の主たる
部分について一括して請け負わせている場合は、元請負人が実質的に関与している
場合を除き、一括下請負となる。本件のような場合には、実質的な関与の内容につい
て精査が必要と考えられる。
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　質問のケ－スは、元請が複数の下請を活用しているものの、工事の大半をＢ社が
行っている場合である。
   元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、
請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる
場合、一括下請負に該当することになる。単に外形のみで判断するものではないが、
仮に複数の下請業者を活用している場合であっても、工事の大半をある１社に下請
させているような場合、実質的関与の内容等について精査が必要になってくる。

　＊　当該Q&Aは、以下の資料から引用したものである。

平成13年3月30日付け国総建第82号　建設経済局長通達

「一括下請負について」　の参考「一括下請負に関するＱ＆Ａ　Ｑ６」

～平成１５年１２月１５日作成～

【Ｑ：６-５】　元請・1次下請が共に施工管理のみを行う場合について

　A県からトンネル工事を請け負い、工事の全体の管理を行っているが、工事が大規
模であり、必要な技術者も十分に確保することができなかったので、１次下請負人にも
施工管理の一部を担ってもらっている。主たる工事の実際の施工は２次以下の下請負
人が行っている。このような場合も一括下請負に該当するか。

【Ａ】

　元請負人も１次下請負人も自らは施工を行わず、共に施工管理のみを行っている
場合、実質関与についての元請負人と１次下請負人それぞれどのような役割を果たし
ているかが問題となり、その内容如何によって、その両者又はいずれかが、一括下請
負になる。
   特に、元請負人と１次下請負人が同規模・同業種であるような場合には、相互の役
割分担等について合理的な説明が困難なケ－スが多いと考えられる。
　質問のケ－スは、元請、１次下請ともに、実質的な施工を行わず、施工管理のみを
行い、具体の施工は２次以下の下請が行っている場合である。
   実質的関与とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導（施工計画の総合
的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事
目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請
負人に対する技術指導、監督等）を行うことであり、単に現場に技術者を置いているだ
けではこれに該当しない。当該工事の規模、種類等により、一概にこのようなケ－ス全
てが一括下請負に該当するものではないが、実質的関与について、元請、１次下請
がどのような役割を果たしているかが問われるケ－スである。

＜参考資料＞

　＊　当該Q&Aは、以下の資料から引用したものである。

平成13年3月30日付け国総建第82号　建設経済局長通達

「一括下請負について」　の参考「一括下請負に関するＱ＆Ａ　Ｑ７」
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～平成１５年１２月１５日作成～

【Ｑ：６-６】　隣接工区を含めて一体的に施工する場合について

　A県から橋梁工事を受注したが、隣接工区で実際に施工を行っている建設業者に、
施工の効率化の観点からも有効と考え、工事の大部分を下請負させた。このような場
合、一括下請負に該当するか。

【Ａ】

　自らが請け負った建設工事の主たる部分を一括して他人に請け負わせた場合に
は、実質的な関与をしている場合を除き、一括下請負に該当する。本件のケ－スのよ
うな場合には、下請負人が隣接工区を含め、一体的に施工し、工事全体にわたって
主体的な役割を果たしているケ－スが多いと考えられ、元請負人の実質的な関与に
ついて疑義が生じるケ－スである。

　元請が、隣接工区で下請施工している業者に下請負させたケ－スであるが、このよう
なケ－スは、一般的に施工管理も含め、下請業者が行っている場合が多いと考えら
れ、元請業者の役割を説明することが困難な場合が多いと考えられる。

　＊　当該Q&Aは、以下の資料から引用したものである。

平成13年3月30日付け国総建第82号　建設経済局長通達

「一括下請負について」　の参考「一括下請負に関するＱ＆Ａ　Ｑ８」
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～平成３１年４月１日一部修正～

【Ｑ：７-１】　使用しなかった共済証紙の取扱いについて

【Ａ】

１

２

３

～令和５年４月１日一部修正～

【Ｑ：７-２】　建退共制度は必ず加入しなければならない制度か。

【Ａ】

１

２

～令和５年４月１日一部修正～

【Ｑ：７-３】　建設業退職金共済制度の履行時期について

【Ａ】
１

(１) 期限内に提出できない理由

(２) 購入予定

２

　建設業退職金共済制度について、土木工事標準仕様書1－1－49 保険の付保
及び事故の補償で愛知県発注の他工事において購入した共済証紙の残数が明ら
かな場合は、その使用を認めるものとするとあるが、具体的にはどのように提
出すればよいのか。

　愛知県発注の他工事において購入した共済証紙の残数は、その工事の掛金収納書
の写しと、その工事での共済証紙の貼り付け状況がわかる書類を提出し、明らかにす
る。共済証紙そのものが、その工事で購入したものかどうかは問わない。

　今後、共済証紙の残数をあらかじめ明らかにしておくためには、工事完了時に、掛金
収納書の写しと、共済証紙の貼り付け状況がわかる書類を整理しておくことが必要であ
る。

　建設業退職金共済制度について、工事標準仕様書1－1－49　保険の付保及び事故
の補償第6項において、請負者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合
に加入し、その掛金収納書を契約締結後1ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっ
ては、工事請負契約締結後原則４０日以内）に発注者に提出することになっているが、
下請負人数及び作業日数がはっきりしなのいで、何枚購入すれば良いか確定しない
場合はどうするのか。

　建設業退職金共済制度は、建設工事現場で働く全ての人が、退職金を受け取れるよ
うにするための制度である。必要なことは、働く全ての人が、間違いなく共済証紙の交
付を受けることであり、共済証紙を必要以上に請負者に購入させることではない。

　建退共制度に該当しない場合は、上記書類を提出する必要は無い。

　工事標準仕様書1－1－49　保険の付保及び事故の補償第6項で期限内（契約締結
後１ヶ月以内、電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則４０日
以内）に収納書を提出できない場合は、下記事項を記載し、書面で提出することとして
いる。

　請負会社には、自社退職金制度があり、下請負会社が、全て中小企業退職金共済
制度に加入している等建設業退職金共済制度に加入していない場合の取扱いはどう
なるのか。

　工事標準仕様書1－1－49　保険の付保及び事故の補償第6項において、「請負者
は、建設業退職金共済制度に該当する場合は、同組合に加入し」とあるように、下請負
業者が建設業退職金制度に加入している場合は、元請会社は必ず制度に加入しな
ければならない。しかしながら、質問にあるように自社退職金制度があり、下請けが全
て建退共に加入していない場合、請負者は、制度に加入して共済証紙を購入する必
要はない。
　しかしながら、下請負会社がどの退職金共済制度にも加入していない状況であれ
ば、下請会社に建退共制度への加入を促すことは、元請け会社の責務であるとされて
いる。
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～ 令和４年４月１日一部修正～

【Ｑ：７-７-１】　墜落制止用器具の使用について

【Ａ】

～ 令和４年４月１日一部修正～

【Ｑ：７-７-２】　墜落制止用器具の使用について

【Ａ】

～ 令和４年４月１日一部修正～

【Ｑ：７-７-３】　墜落制止用器具の使用について

【Ａ】

　　高さ２メートル以上の箇所でフルハーネス型を使用する人は、全員、特別教育の受
講が必要か。

　法令で特別教育が義務付けられるのは、「高さが２メートル以上の箇所であって作
業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて
行う作業に係る業務」に限られる。
　したがって、作業床が設けられている箇所においての作業、胴ベルト型墜落制止用
器具を用いて行う作業については、特別教育は義務づけられていない。

＊当該Ｑ＆Ａは、以下の資料から引用したものである。
　令和元年８月厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 墜落制止用器具に係る質疑応答集

　　高さ２メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハー
ネス型墜落制止用器具を着用して通行や昇降をするだけの場合、特別教育は必要
か。

　「通行」や「昇降」をするだけの場合、特別教育は必要ない。

＊当該Ｑ＆Ａは、以下の資料から引用したものである。
　令和元年８月厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 墜落制止用器具に係る質疑応答集

　「通行」「昇降」の定義はあるか。工事の進捗確認、点検なども「通行」「昇降」に含ま
れるか。

　工事の進捗確認、現場巡視、点検などは、「通行」や「昇降」にはあたらない。

＊当該Ｑ＆Ａは、以下の資料から引用したものである。
　令和元年８月厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 墜落制止用器具に係る質疑応答集
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～ 令和４年４月１日一部修正～

【Ｑ：７-７-４】　墜落制止用器具の使用について

【Ａ】

　発注者が直接建設現場で建設作業を行うことはないが、発注者の立場から、請負者
に対して、墜落制止用器具が必要な所定の場所において安全パトロールや安全点検
を行う場合、発注者は特別教育の受講は必要か。

　特別教育対象業務の条件（高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けるこ
とが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行
う作業に係る業務）に当てはまれば必要。
　原則として安衛法の措置義務は当該労働者を雇用する事業者に課されており、そ
の意味・目的（災害防止）において発注者・請負者・元請け・下請け等の区別はない。

＊当該Ｑ＆Ａは、以下の資料から引用したものである。
　（一財）中小建設特別教育協会東京労働局登録教育機関
　　よくあるご質問・回答【フルハーネス型墜落制止用器具特別教育】
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～平成２８年４月１日一部修正～

【Ｑ：７-４】　労災保険成立票の掲示について

【Ａ】

１

２

～平成３１年４月１日一部修正～

【Ｑ：７-５】　労働安全衛生法第３０条（災害防止協議組織）について

【Ａ】

１

２

３

　労働者災害補償保険法施行規則第49条（法令の要旨等の周知）で「労災保険に係
る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見やすい場所に掲示
し、又は備え付ける方法によって、労働者に周知させなければならない。」と規定され
ている。

　また、大きさは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条様式第
25号で縦25ｃｍ以上×横35ｃｍ以上と規定されている。

　労災保険成立票の掲示はどのように規定されているのか。

　標準仕様書第1編1－1－33　工事中の安全確保第17項に、「労働安全衛生法第30
条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、請負者を指
名した場合には、請負者はこれに従うものとする。」とあるが、どういうことか。また、災
害防止協議会等の設置は何に規定されているのか。

　労働安全衛生法第30条第2項には、発注者が、一の場所（出入り口が同じとか、作
業が輻輳する現場等）において複数の請負者に作業を行わせるときは、その複数の
請負者のうちから第1項の措置を講ずべき者として代表者を指名しなければならない
ことになっている。

　また、労働安全衛生法第30条第４項には、指名された代表者は、同第1項第1号から
第6号の措置を講じなければならないことが義務づけられている。

　労働安全衛生法第30条第1項には、元請負者が、労働災害を防止するため、同項
第1号から第6号に関する必要な措置を講じなければならないことが明記されている。
災害防止協議組織は、建設工事に該当する下請負が１社でもあれば、第1号により設
置が義務づけられている。
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～平成２１年４月１日作成～

【Ｑ：７-６】　店社パトロールについて

１

２

３

４

（特定元方事業者等の講ずべき措置）
第30条　特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによ
つて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
　1．協議組織の設置及び運営を行うこと。
　2．作業間の連絡及び調整を行うこと。
　3．作業場所を巡視すること。
　4．関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
　5．仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特
　定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を
　作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定
　に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
　6．前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

４　第２項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作
業に従事するすべての労働者に関し、第１項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該
指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第１項の規定は、適用しない。

２　特定事業の仕事の発注者（注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同
じ。）で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を２以上の請負人に請け負
わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る２以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生
労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置
を講ずべき者として１人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負
つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を２以上の請負人に請け負わせている者についても、同様
とする。

＜労働安全衛生法第30条＞

３　前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督者長がする。

　「施工プロセス」のチェックリストに店社パトロールの実施のチェック項目があるが、労
働安全衛生法等で規定されているのか。

　しかしながら、現場人数で法的に該当する工事は、ずい道工事及び橋梁工事の20
人以上30人未満のみとなる。（狭い場所での作業になるため、危険度が高い工事）

　したがって、上記該当工事以外の店社パトロールは、上乗せ項目になる。

【Ａ】

　労働安全衛生法第15条の３（店社安全衛生管理者）一定の現場労働者数以上（ず
い道及び橋梁工事は、常時20人。それ以外は常時50人）の現場で、統括安全衛生責
任者を置く現場（ずい道及び橋梁工事30人以上それ以外は50人以上）を除く現場で
店社安全衛生管理者を選任することが規定されている。

　店社安全衛生管理者は、規則第十八条の八（店社安全衛生管理者の職務）で少な
くとも毎月1回労働者の作業場所を巡視することが規定されている。
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２．施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について 

 

平成 13 年 3 月 30 日付け国総建第 80 号 

国土交通省総合政策局長から都道府県知事及び政令指定都市の長あて 

 

 

 一括下請負等不正行為の排除については、従来よりその徹底に努めてきたと

ころでありますが、依然として不適切な事例が多く見られ、公共工事における

これら不正行為の排除の徹底と適正な施工の確保がより一層求められています。 

このため、先の臨時会(第 150 回国会)において、「公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律」（平成 12 年 11 月 27 日法律第 127 号）が制定され、

同法に基づき、平成 13 年 4 月 1 日から、公共工事について、一括下請負が全面

的に禁止されるほか、施工体制台帳の写しの発注者への提出の義務付け措置等

が講じられるとともに、「建設業法施行規則の一部を改正する省令」（平成 13 年

3 月 30 日第 76 号）により、平成 13 年 10 月 1 日から、公共工事に係る施工体制

台帳については二次以下の下請契約についても請負代金の額を明示した請負契

約書を添付することとされ、施工体制台帳の拡充が図られることとなったとこ

ろであります。 

 ついては、下記の点に留意し、拡充された施工体制台帳の活用等を通じ、適

正な施工の確保と一括下請負等不正行為の排除の徹底等により一層努められる

とともに、貴都道府県内の市区町村等に対しても、その旨周知方お願いします。 

 また、これらの措置に伴い、「一括下請負の禁止について」（平成 4 年 12 月 17

日付け建設省経建発第 379 号）を別紙のとおり改正することとしたので、併せ

て周知、指導方お願いします。 

 

記 

 

１ 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、建設 

業者から提出される施工体制台帳の活用等により、適切に現場施工体制の点 

検等に努めること。 

２ 一括下請負等建設業法等に違反すると疑うに足りる事実がある場合には、 

建設業法担当部局に通知する等相互の適切な連携に努めるとともに、厳正に 

対処すること。 

３ 公共工事に係る施工体制台帳の拡充に関する措置は、発注者による施工体 

制台帳の活用による現場施工体制の点検等を通じ、適正な施工の確保、一括 

下請負等不正行為の排除の徹底等を図るためのものであり、この趣旨を踏ま

え、その適切な活用を図ること。 

また、契約書類のうち請負金額等については、一般的には、行政機関の保

有する情報の公開に関する法律（平成 11 年法律第 42 号）第 5 条の不開示情
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～平成１５年１２月１５日作成～ 

報（同条第 2 号イの「競争上の地位を害するおそれのある情報」）として取り

扱われるものであるが、入札監視委員会等の第三者機関において施工体制台

帳を提示するなど透明性の確保に留意すること。 

４ 施工体制台帳の活用による点検等を通じ、元請下請を含めた全体の施工体

制を把握し、必要に応じ元請負人に対して適切な指導を行うこと。また、施

工体制台帳の活用に当たっては、着工時点で必ずしも全ての下請契約が締結

されているものではないこと等効率的施工のための現場実態等にも十分配慮

し、元請負人に過度の負担にならないよう留意すること。 

５ 発注者支援データベースの活用等により主任技術者又は監理技術者の適 

正な配置の徹底に努めること。 

６ 一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、行為の態様、情状等を

勘案し、再発防止を図る観点から、原則として営業停止処分により厳正に対

処するとともに、一括下請負を行った建設業者については、当該工事を実質

的に行っていると認められないため、経営事項審査における完成工事高から

当該工事に係る金額を除外するものとすること。 
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～平成１６年４月１日作成～ 

  

３－１．平成１５年度「建設業退職金共済制度の加入促進及び履行確保」に 

ついて 
 

平成 15年 10月 31日付け１５建総号外 
愛知県建設部長から部内各地方機関の長あて 

 

このことについて、平成１５年９月３０日付け事務連絡で国土交通省国土総合政策局労

働資材室から別添のとおり通知がありましたので、この通知の趣旨をご理解のうえ、建退

共制度のより一層の充実が図られるよう建設業に対する適切な指導をしてください。 

 なお、建設事務所にあっては、このことを各管内市町村に周知してください。 

 

 

 

３－２．建設業退職金共済制度の加入促進及び履行確保について 
 

平成 15年 9月 30日付け事務連絡 
国土交通省総合政策局労働資材対策室から愛知県建設部長あて 

 
 標記については、平成１5 年９月９日付国総労第５７号において、ご協力のお願いをさ

せていただいたところですが、この依頼に別添１として添付しました、「建設業退職金共済

制度の普及徹底について」（平成１１年３月１８日付け建設省経労発第２４号）の別紙２「共

済証紙購入の考え方について」につきましては、現在、別紙のとおり改正されております

のでご留意願います。 
 なお、この「共済証紙購入の考え方について」は、あくまでも勤労者退職金共済機構が

定めた参考であり、証紙購入については、受注業者が建設現場ごとの建退共制度の対象労

働者数及びその就労予定日数を的確に把握し、必要な枚数を購入すれば十分であることに

ご留意願います。 
 
 
 
３－３．建設業退職金共済制度の普及徹底について 

 
平成 11年 3月 18日付け建設省経労発第24号 

建設省建設経済局長から別記公共工事発注機関あて 
 
建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）については、建設労働者の福祉
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～平成１６年４月１日作成～ 

の増進を図るとともに、建設労働者の雇用労働条件の改善を通じて建設業の健全な発展を

図るため、従来よりその普及徹底を推進してきたところであり、貴職におかれてもご協力

をいただいているところである。 
 しかしながら、現在の加入状況は建設業者数と比較して必ずしも満足すべきものではな

く、また、建退共制度に加入しながら共済手帳の交付を行わず又は共済証紙の貼付を行わ

ない建設業者が一部に見られるなど、その履行状況も必ずしも十分なものとは言い難い。 
 こうした状況を踏まえ、今般、労働省、建設省及び勤労者退職金共済機構において別添

のとおり「建退共制度改善方策について」を取りまとめ、原則として、平成 11 年度当初

より改善措置を講じていくこととしたところである。 
 ついては、各発注機関におかれても建退共制度の趣旨を理解され、下記事項による措置

を講じ、履行確保について一段と協力されるようお願いする。 
 なお、昭和 45 年 4 月 6 日付け建設省経振発第 52 号及び昭和 47 年 11 月 22 日付け建設

省経振発第 163 号は廃止する。 
 また、貴管下発注機関に対しても、この趣旨を周知されるようお願いする。 

記 
１ 公共工事発注機関（以下「発注機関」という。）は、工事契約を締結した場合において

は、建退共制度の発注者用掛金収納書（別紙１。以下「収納書」という。）を当該工事

を受注した建設業者（以下「受注業者」という。）から提出させるものとする。 
２ 前項の収納書は、工事契約締結後１か月以内に提出させるものとする。ただし、工事

契約締結当初は工場制作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと

等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情があると認められ

る場合において、あらかじめ発注機関に申し出たときは、この限りではない。 
３ 発注機関は、受注業者から前項ただし書の申し出があったときは、その理由及び共済

証紙の購入予定時期を書面により申し出させるものとする。 
４ 発注機関は、受注業者から第２項ただし書の申し出があった場合、請負契約額の増額

変更があった場合等において、受注業者が共済証紙を追加購入したときは、当該共済証

紙に係る収納書を工事完了時までに提出させるものとする。なお、受注業者から第２項

ただし書の申し出があった場合、請負契約額の増額変更があった場合において、受注業

者が追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出させるものとする。 
５ 発注機関は、共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、受注業

者又は勤労者退職金共済機構の建退共都道府県支部に対し、共済証紙の受払い簿その他

関係資料の提出を求めるものとする。 
６ 発注機関は、共済証紙の購入について、受注業者が建設現場ごとの建退共制度の対象

労働者数及びその就労予定日数を的確に把握し、必要な枚数を購入すれば十分であるこ

とに留意するものとする。なお、的確な把握が困難である場合において、勤労者退職金

共済機構が定めた「共済証紙購入の考え方について（別紙２）」を受注業者が参考とす

る際には、「労働者延べ就労予定数」の７割が建退共制度の対象労働者であると想定し

て算出された値が示されていることを踏まえ、当該値に 
 
 

57
6-118

第６章　６－６　施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案) 第14版

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.542



～平成１６年４月１日作成～ 

  

対象工事における労働者の建退共制度加入率（％） 
         ７０％ 

を乗じた値を参考とすべきであることに留意するとともに、受注業者に対し、「対象工

事における労働者の建退共制度加入率」を把握するよう求めるものとする。 
７ 発注機関は、工事を発注するための現場説明において、受注業者が建退共制度に加入

することを勧奨するとともに、第１項から第５項までに掲げる事項のほか、以下の事項

を説明事項として取り扱うものとする。 
 (１) 受注業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当

該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。 
 (２) 受注業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説

明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入

して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入す

ることにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促

進すべきこと。 
 (３) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合に

は、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務

の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の

受託に努めること。 
 
別紙〔略〕 
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～平成２６年２月１７日掲載～ 

４．建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて 
 

平成 26年 2月 3日付け国土建第272号 
国土交通省土地・建設産業局建設業課長から愛知県建設部長あて 
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～平成２６年２月１７日掲載～ 
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６－７ 監督業務の基本事項 
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監督業務の基本事項 

 

1.目的 

  

公共工事の監督業務は、公共工事の品質確保を図る上で非常に重要な業務である。監督員は監督業務

の具体的内容を定めた「土木工事監督要領」により監督を実施しているところであるが、適切に監督を

行うためには、監督員に与えられる権限や果たすべき責務に関する契約図書や関係法令等を十分理解す

ることが必要である。 

本資料は、公共工事の監督業務を行うにあたり基本として理解しておきたい、監督業務の重要性や法

的な位置付け、監督員の権限や責務を規定する契約図書や関係法令等の条文、監督業務を行うにあたっ

ての留意事項を整理したものである。 

 

 

 

2.社会資本の整備における公共工事の監督業務の重要性 

  

公共工事の監督業務を行うにあたり、業務の質を向上させていくためには、「なぜ監督業務を行う必

要があるのか？」という点を確認しておくことが重要である。 

関係法令・規定等において、監督業務の重要性について以下のとおり記載されている。 

 

・公共工事の品質確保等のための行動指針(平成 10 年 2月建設省) 

 建設工事は屋外一物生産であり、かつ自然対峙型の生産が一般的であるため、現場における発注者と

受注者の権利義務関係をあらかじめ明確に規定し得ない事態を惹起(問題を引き起こすこと)しやすく、

また請負施工に伴う射幸性(偶然の利潤の獲得が隠されやすいこと)、公共の場における不適格成果物の

修復等に伴う地域又は国家的損失などから、施工過程における発注者の介在が必要である。 

 

・公共事業の品質確保のための監督・検査・成績評定の手引き（令和５年１２月 国土交通省全国総括

工事検査官等会議）） 

監督は、検査だけでは契約の給付内容の履行確認ができないものについて、その履行の過程において、

当該履行の場所において施工状況の確認等を行い、工程及び工事に使用する材料の試験又は品質、確認

等によって良質な工事目的物を確保するものである。 

 

・公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法) 

第七条 発注者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、公共工事

の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作

成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時の

施工状況の確認及び評価その他の事務（以下「発注関係事務」という。）を、次に定めるところによる

等適切に実施しなければならない。 

別紙
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・発注関係事務の運用に関する指針 

(平成 27年 1 月公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議) 

 公共工事の品質確保を果たす上で、発注者に求められる取り組みを体系的にまとめたものである。こ

の指針において、工事施工段階で発注者は、施工条件の変化等に応じた適切な設計変更、工事中の施工

状況の確認、施工現場における労働環境の改善、受注者との情報共有や協議の迅速化を行うことが求め

られている。 

 

 以上のように、当該工事の目的物の品質確保や現在及び将来の公共工事の品質確保に向けた、品質確

保の担い手の中長期的な育成及び確保のために監督業務は重要な役割を担っている。 

 

 

 

3.監督業務の基本事項 

 

(1)請負とは 

 建設局及び都市・交通局が行う公共工事は、民法で規定された請負として行われる。民法の中では、

請負の定義、報酬の支払い時期、目的物に瑕疵があった場合の担保方法、請負者へ担保責任を問えない

場合、注文者による契約の解除、などについて規定がなされている。この中で、特に理解しておきたい

のは、第 632 条に規定された請負の定義、第 634 条の注文者が受ける利益の割合に応じた報酬、第 636

条の請負人の担保責任の制限、第 709 条の不法行為による損害賠償、第 716 条の注文者の責任の条文で

ある。 

 

民法 

（請負）  

第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果

に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 

 

（注文者が受ける利益の割合に応じた報酬） 

第六百三十四条  次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付に

よって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、

注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。 

一 注文者の責めに帰すことができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。 

二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。 

 

（請負人の担保責任の制限）  

第六百三十六条  請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引

き渡したとき（その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品

質に関して契約の内容に適合しないとき）は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与え

た指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及
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び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りな

がら告げなかったときは、この限りでない。 

 

（不法行為による損害賠償）  

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに

よって生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

（注文者の責任）  

第七百十六条  注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。

ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。 

 

 

 

(2)公共工事の監督業務の法的位置付け 

 公共工事の監督業務は、地方自治法第 234 条の 2 により、その実施が位置付けられている。 

 

地方自治法 

（契約の履行の確保）  

第二百三十四条の二  普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買

入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところに

より、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部

を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含

む。）をするため必要な監督又は検査をしなければならない。 
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4.監督業務の責務と権限を規定する契約図書や関係法令等 

 

 公共工事における、職員による監督業務の必要性については、地方自治法に位置付けられている。公

共工事の監督業務の目的は、契約の適正な履行(契約図書に規定された品質の遵守、関係法令の遵守な

ど)を確認することである。この目的を達成するために監督員に与えられる権限と果たすべき責務が、

契約図書と関係法令等に規定されている。具体的な条文は別紙 1のとおりである。 

 

 

別紙１に示した条文の中で、特に重要となるものは、契約約款第 1 条第 3 項（自主施工の原則）、第

10 条第 2 項（監督の権限）、第 19 条（条件変更等）及び第 20 条（設計変更）である。施工方法の選択

については、発注者が指定する場合を除いて請負者の責任において定めるものである。しかし、後に示

す「土木工事監督要領」において「関連工事との調整」、「工事促進指示」、「段階確認及び施工状況把握」、

「地元対応及び関係機関調整」、「施工体制把握」及び「臨機の措置」などが監督員の業務として定めら

れており、請負者とは異なった立場から現場に関わることは必要とされている。また、設計図書の作成・

変更は発注者の重要な責務であり、発注者の権限で実施すべきものとされている。 

  

 

図面

建設業法

民法

労働安全衛生法 など

など

土木工事現場必携

工事請負契約における
設計変更ガイドライン（統合版）

監督業務を規定する
契約図書・法令等

設計書

特記仕様書及び
標準仕様書

現場説明書及び
現場説明に対する質問回答書

契 約 図 書 設計図書

契約約款

契約書

公共工事の入札及び契約の
適正化の促進に関する法律

関係法令

土木工事監督要領

設計変更事務取扱要領

監督業務の内容を
規定する要領等

など 

土木工事現場必携 

工事請負契約における 

設計変更ガイドライン(統合版)
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監督員は、これらの条文に規定された権限と責務の内容を理解し、監督業務において 

 

・請負者に対して契約図書や関係法令の条文に基づいた権限を行使する 

 

・契約図書や関係法令の条文に位置付けられた責務を果たす 

 

ことに努めなければならない。 

 

 

契約約款第 1 条第 3項（自主施工の原則） 

仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、この約款及び設計

図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。 

 

＜公共工事標準請負契約約款の解説（建設業法研究会）による解説＞ 

 施工方法等については、原則として、請負者がその責任において定めることを明らかにし、施工主体

としての請負者の自主性を明文で保証したものである。したがって、発注者は工事の特殊性、安全確保

等のために必要がある場合には、設計図書において、施工方法等を指定することができるが、設計図書

に施工方法等の指定をしていない場合には、請負者は、自己の責任において施工方法等を選択するもの

とし、発注者が施工方法等の選択について注文をつけることは許されない。 

 ～中略～ 

 直接の施工経験を蓄積しているのは建設業者であるとともに、（中略）民間部門における施工の機械

化、システム化等施工技術の開発、進歩には目覚しいものがあることから、建設業者に施工方法等の選

択を任せたほうがより効率的、合理的な選択が行われうる場合も少なくない。また、このように建設業

者に選択を任せることによって民間技術力の開発、進歩を促進することにもなろう。更に、発注者が施

工方法等を指定することにより、個々の請負者にとって最も経済的、効率的な施工方法等が採用できな

くなり、無用な費用が必要となる可能性もある。 

 ～中略～ 

 請負者が他の施工方法等を選択すれば第三者損害を防ぐことができたのに、請負者が特定の施工方法

等を選択したことにより損害を及ぼした時は、発注者が専門的知識・経験に照らして必要な指図をすべ

きであるのに、指図をしなかった時は別として、発注者は被害者に対して注文者としての責任を負わな

い（民法第 716 条） 

 

 

契約約款第 10条第 2 項（監督の権限） 

監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発

注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を

有する。 

一 この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 
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二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付又は請負者が作成した詳細図等

の承諾 

三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確

認を含む。) 

 

＜公共工事標準請負契約約款の解説（建設業法研究会）による解説＞ 

第 1 号・・・契約の履行についての請負者又は現場代理人に対する指示、承諾 

 指示及び承諾は、請負者の要請に応じて又は自ら適宜行う技術上のものなどを指すが、技術上の指示

等であっても、請負者の選択に委ねられている施工方法等について新たに指定したり、変更したりして

請負者の自主施工の原則に反するようなことは許されない。 

第 2 号・・・設計図書に基づく工事の施工のための詳細図の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図

等の承諾 

第 3 号・・・設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しく

は検査（確認を含む） 

 工程が遅延していないか、適正に行われているかを管理し、遅延している場合の施工促進の指示、関

連工事の調整などを行う。また、材料及び施工状況の検査も行う。 

 

 

契約約款第 19条（条件変更等） 

 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した時には、その旨を直

ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 

 

＜公共工事標準請負契約約款の解説（建設業法研究会）による解説＞ 

 設計変更は、最終的には、発注者の判断事項であることから、発注者が現場の状況、請負者の意見等

を踏まえて、設計図書の変更又は訂正を行うか否かを決めない限り工事を先に進めることはできない。

 設計図書の変更（訂正）は、発注者が行う。ただし、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更は

発注者及び請負者が協議して、発注者が行う（請負者に設計図書の変更をさせてはならない）。 

 第 1項には、設計図書と現場の不一致などの事実が発見された場合には請負者は、監督員に書面によ

り通知して発注者による確認を求めなければならないことを規定している（条件変更確認請求通知）。 

 第 2項には、監督員は第 1 項の請求を受けた場合の調査義務が規定されている。 

 第 3項には、発注者は請負者の意見を聞いて、調査結果に基づいて必要と考えられる指示を含めて、

調査結果を請負者に書面により通知しなければならない（条件変更確認通知）。 

 

契約約款第 20条（設計変更） 

甲は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認められるときには、設計図書の変更内容を乙に

通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は必要があると認められるときは

工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときには必要な費用を負担しなければなら

ない。 
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＜公共工事標準請負契約約款の解説（建設業法研究会）による解説（一部加筆）＞ 

 発注者は設計図書の変更を任意に行える。発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を

行うことができるが、この場合には、設計図書の変更内容を書面を持って請負者に通知しなければなら

ない（設計変更通知書）。また、「必要があると認める」か否かは、発注者の自由な判断であり、その理

由を請負者に示す必要は無いし、請負者の意思が入る余地も無い。 

 

 

5.監督業務の内容 

 

 監督業務の具体的な内容等を定めた土木工事監督要領が建設部長通知(昭和 55 年 3 月 28 日付、最終

改正令和 6 年 4 月 1 日)として、部内関係各課あてに通知されている。本要領に従い、段階確認、施工

プロセスの確認等の監督業務を的確に行う。 

 

 

 

6.監督業務を行うにあたっての留意事項 

 

公共工事における監督業務の重要性並びに監督員の権限及び責務を踏まえ、監督業務を行うにあたっ

ての留意事項を別紙 2 に整理した。それぞれの留意事項は、基本的な方向性としての記載としてあるた

め、各現場の各場面で、これらの方向性を念頭においた上で個別に判断する。 

 

 

 

7.監督員の権限・責務に対する理解をより深めるために 

 

 本手引きで示した監督員に与えられる権限と果たすべき責務に対する理解をより深めるために、各監

督員は、以下の取り組みを行うことを推奨する。 

 

・監督業務を規定する各図書の原本それぞれの全体像を俯瞰的に確認する 

・各図書の解説書が発行されている場合には、その解説書における該当条文の解説を確認する 

 

 解説書の中でも、契約約款の解説書である「公共工事標準請負契約約款の解説」は、契約約款が契約

図書の中で発注者と受注者の契約関係を規定する最重要図書であることから、監督業務に関連する条文

の解説を十分確認しておくことが望ましい。 

 安全管理の面からは、「安全法令ダイジェスト(労働新聞社)」は、建設工事の現場において遵守すべ

き安全法令が分かりやすく解説されている。また、「安全サポートマニュアル(中部地方整備局企画部)」

は、建設工事の現場の安全管理について、発注者と受注者のそれぞれの立場でどのような責務を果たす

ことが求められているか解説されている。 
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理
解

決
に

当
た

る
も

の
と

す
る

。

第
3
5
条

部
分

使
用

発
注

者
は

、
第

3
3
条

第
3
項

の
規

定
に

よ
る

引
渡

し
前

に
お

い
て

も
、

工
事

目
的

物
の

全
部

又
は

一
部

を
請

負
者

の
書

面
に

よ
る

同
意

を
得

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
発

注
者

は
、

請
負

者
の

立
ち

合
い

の
う

え
当

該
使

用
部

分
の

出
来

形
を

確
認

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
1
編

第
1
章

6
の

2
施

工
計

画
書

施
工

計
画

書
の

記
載

事
項

請
負

者
は

、
施

工
計

画
書

を
遵

守
し

工
事

の
施

工
に

あ
た

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

、
請

負
者

は
、

施
工

計
画

書
に

以
下

の
事

項
に

つ
い

て
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
、

監
督

員
が

そ
の

他
の

項
目

に
つ

い
て

補
足

を
求

め
た

場
合

に
は

、
追

記
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
請

負
者

は
当

初
請

負
代

金
が

4
,0

0
0
万

円
未

満
の

工
事

及
び

単
価

契
約

工
事

に
つ

い
て

は
、

設
計

図
書

に
示

す
場

合
を

除
き

、
記

載
内

容
の

一
部

を
省

略
す

る
。

省
略

で
き

る
項

目
は

(2
)、

(4
)、

(5
)、

(6
)、

(7
)、

(1
0
)、

(1
1
)と

す
る

。
な

お
、

つ
り

足
場

を
使

用
す

る
工

事
に

お
い

て
は

、
省

略
で

き
る

項
目

か
ら

(6
)施

工
方

法
を

除
く

も
の

と
す

る
。

土
木

工
事

標
準

仕
様

書
第

1
編

第
1
章

8
の

1
監

督
員

監
督

員
の

権
限

当
該

工
事

に
お

け
る

監
督

員
の

権
限

は
、

契
約

書
第

1
0
条

第
2
項

に
規

定
し

た
事

項
で

あ
る

。

第
1
編

第
1
章

8
の

2
監

督
員

監
督

員
の

権
限

の
行

使
監

督
員

が
そ

の
権

限
を

行
使

す
る

時
は

、
書

面
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

緊
急

を
要

す
る

場
合

は
監

督
員

が
、

請
負

者
に

対
し

て
口

頭
に

よ
る

指
示

等
を

行
え

る
も

の
と

す
る

。
口

頭
に

よ
る

指
示

等
が

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
後

日
書

面
に

よ
り

監
督

員
と

請
負

者
の

両
者

が
指

示
内

容
等

を
確

認
す

る
も

の
と

す
る

。

第
1
編

第
1
章

2
2
の

1
監

督
員

に
よ

る
確

認
及

び
立

会
等

監
督

員
の

立
会

監
督

員
は

、
必

要
に

応
じ

、
工

事
現

場
ま

た
は

製
作

工
場

に
お

い
て

立
会

し
、

ま
た

は
資

料
の

提
出

を
請

求
で

き
る

も
の

と
し

、
請

負
者

は
こ

れ
に

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

愛
知

県
公

共
工

事
請

負
契

約
約

款
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第
1
編

第
1
章

2
9
の

2
施

工
管

理
施

工
管

理
頻

度
の

変
更

監
督

員
は

、
以

下
に

掲
げ

る
場

合
、

設
計

図
書

に
示

す
品

質
管

理
の

測
定

頻
度

及
び

出
来

形
管

理
の

測
定

頻
度

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

、
請

負
者

は
、

監
督

員
の

指
示

に
従

う
も

の
と

す
る

。
こ

れ
に

伴
う

費
用

は
、

請
負

者
の

負
担

と
す

る
も

の
と

す
る

。
(1

)工
事

の
初

期
で

作
業

が
定

常
的

に
な

っ
て

い
な

い
場

合
(2

)管
理

試
験

結
果

が
限

界
値

に
異

常
接

近
し

た
場

合
(3

)試
験

の
結

果
、

品
質

及
び

出
来

形
に

均
一

性
を

欠
い

た
場

合
(4

)前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
監

督
員

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

第
1
編

第
1
章

3
1
の

1

工
事

関
係

者
に

対
す

る
措

置
請

求
現

場
代

理
人

に
対

す
る

措
置

発
注

者
は

、
現

場
代

理
人

が
工

事
目

的
物

の
品

質
・
出

来
形

の
確

保
及

び
工

期
の

遵
守

に
関

し
て

、
著

し
く

不
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
が

あ
る

と
き

は
、

請
負

者
に

対
し

て
、

そ
の

理
由

を
明

示
し

た
書

面
に

よ
り

、
必

要
な

措
置

を
と

る
べ

き
こ

と
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

土
木

工
事

標
準

仕
様

書
第

1
編

第
1
章

3
1
の

2
工

事
関

係
者

に
対

す
る

措
置

請
求

技
術

者
に

対
す

る
措

置

発
注

者
ま

た
は

監
督

員
は

、
監

理
技

術
者

等
（
主

任
技

術
者

、
監

理
技

術
者

、
特

例
監

理
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者
補

佐
（
特

例
監

理
技

術
者

の
行

う
べ

き
職

務
を

補
佐

す
る

者
）
を

い
う

。
)、

専
門

技
術

者
(こ

れ
ら

の
者

と
現

場
代

理
人

を
兼

務
す

る
者

を
除

く
。

)が
工

事
目

的
物

の
品

質
・
出

来
形

の
確

保
及

び
工

期
の

遵
守

に
関

し
て

、
著

し
く

不
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
が

あ
る

と
き

は
、

請
負

者
に

対
し

て
、

そ
の

理
由

を
明

示
し

た
書

面
に

よ
り

、
必

要
な

措
置

を
と

る
べ

き
こ

と
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

第
1
編

第
1
章

3
3
の

4
工

事
中

の
安

全
確

保
建

設
機

械
の

選
定

、
使

用
等

請
負

者
は

、
土

木
工

事
に

使
用

す
る

建
設

機
械

の
選

定
、

使
用

等
に

つ
い

て
、

設
計

図
書

に
よ

り
建

設
機

械
が

指
定

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

こ
れ

に
適

合
し

た
建

設
機

械
を

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

よ
り

条
件

に
合

っ
た

機
械

が
あ

る
場

合
に

は
、

監
督

員
の

承
諾

を
得

て
、

そ
れ

を
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
1
編

第
1
章

3
7
の

3
環

境
対

策
注

意
義

務
監

督
員

は
、

工
事

の
施

工
に

伴
い

地
盤

沈
下

、
地

下
水

の
断

絶
等

の
理

由
に

よ
り

第
三

者
へ

の
損

害
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

請
負

者
に

対
し

て
、

請
負

者
が

善
良

な
管

理
者

の
注

意
義

務
を

果
た

し
、

そ
の

損
害

が
避

け
得

な
か

っ
た

か
否

か
の

判
断

を
す

る
た

め
の

資
料

を
監

督
員

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
1
編

第
1
章

4
6
の

1
提

出
書

類
一

般
事

項
請

負
者

は
、

契
約

書
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
所

定
の

様
式

及
び

土
木

工
事

現
場

必
携

に
定

め
る

様
式

に
よ

り
次

の
各

号
の

書
類

を
、

設
計

図
書

で
定

め
る

時
期

も
し

く
は

工
事

完
了

時
ま

で
に

監
督

員
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
1
8
条

建
設

工
事

の
請

負
契

約
の

原
則

建
設

工
事

の
請

負
契

約
の

当
事

者
は

、
各

々
の

対
等

な
立

場
に

お
け

る
合

意
に

基
い

て
公

正
な

契
約

を
締

結
し

、
信

義
に

従
つ

て
誠

実
に

こ
れ

を
履

行
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
1
9
条

の
3

不
当

に
低

い
請

負
代

金
の

禁
止

注
文

者
は

、
自

己
の

取
引

上
の

地
位

を
不

当
に

利
用

し
て

、
そ

の
注

文
し

た
建

設
工

事
を

施
工

す
る

た
め

に
通

常
必

要
と

認
め

ら
れ

る
原

価
に

満
た

な
い

金
額

を
請

負
代

金
の

額
と

す
る

請
負

契
約

を
締

結
し

て
は

な
ら

な
い

。

第
1
9
条

の
4

不
当

な
使

用
資

材
等

の
購

入
強

制
の

禁
止

注
文

者
は

、
請

負
契

約
の

締
結

後
、

自
己

の
取

引
上

の
地

位
を

不
当

に
利

用
し

て
、

そ
の

注
文

し
た

建
設

工
事

に
使

用
す

る
資

材
若

し
く

は
機

械
器

具
又

は
こ

れ
ら

の
購

入
先

を
指

定
し

、
こ

れ
ら

を
請

負
人

に
購

入
さ

せ
て

、
そ

の
利

益
を

害
し

て
は

な
ら

な
い

。

第
1
5
条

 第
2
項

施
工

体
制

台
帳

の
作

成
お

よ
び

提
出

等

公
共

工
事

の
受

注
者

（
前

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
建

設
業

法
第

二
十

四
条

の
八

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
同

項
に

規
定

す
る

施
工

体
制

台
帳

（
以

下
単

に
「
施

工
体

制
台

帳
」

と
い

う
。

）
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
も

の
に

限
る

。
）
は

、
作

成
し

た
施

工
体

制
台

帳
（
同

項
の

規
定

に
よ

り
記

載
す

べ
き

も
の

と
さ

れ
た

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
こ

と
に

伴
い

新
た

に
作

成
さ

れ
た

も
の

を
含

む
。

）
の

写
し

を
発

注
者

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
同

条
第

三
項

の
規

定
は

、
適

用
し

な
い

。

第
1
5
条

 第
3
項

施
工

体
制

台
帳

の
作

成
お

よ
び

提
出

等
前

項
の

公
共

工
事

の
受

注
者

は
、

発
注

者
か

ら
、

公
共

工
事

の
施

工
の

技
術

上
の

管
理

を
つ

か
さ

ど
る

者
（
次

条
に

お
い

て
「
施

工
技

術
者

」
と

い
う

。
）
の

設
置

の
状

況
そ

の
他

の
工

事
現

場
の

施
工

体
制

が
施

工
体

制
台

帳
の

記
載

に
合

致
し

て
い

る
か

ど
う

か
の

点
検

を
求

め
ら

れ
た

と
き

は
、

こ
れ

を
受

け
る

こ
と

を
拒

ん
で

は
な

ら
な

い
。

土
木

工
事

現
場

必
携

前
書

き
こ

の
必

携
に

記
載

の
作

成
例

は
、

標
準

的
な

も
の

を
示

し
た

も
の

で
あ

り
、

作
成

方
法

を
拘

束
す

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
に

留
意

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

建
設

業
法

公
共

工
事

の
入

札
及

び
契

約
の

適
正

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律
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安
全

管
理

名
称

条
文

内
容

条
文

の
内

容

愛
知

県
公

共
工

事
請

負
契

約
約

款
第

2
7
条

 第
3
項

臨
機

の
措

置
発

注
者

は
、

災
害

防
止

そ
の

他
工

事
の

施
工

上
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

請
負

者
に

対
し

て
臨

機
の

措
置

を
と

る
こ

と
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

第
2
条

 第
3
項

定
義

事
業

者
　

事
業

を
行

う
者

で
、

労
働

者
を

使
用

す
る

も
の

を
い

う
。

第
3
条

事
業

者
等

の
責

務
事

業
者

は
、

単
に

こ
の

法
律

で
定

め
る

労
働

災
害

の
防

止
の

た
め

の
最

低
基

準
を

守
る

だ
け

で
な

く
、

快
適

な
職

場
環

境
の

実
現

と
労

働
条

件
の

改
善

を
通

じ
て

職
場

に
お

け
る

労
働

者
の

安
全

と
健

康
を

確
保

す
る

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
、

事
業

者
は

、
国

が
実

施
す

る
労

働
災

害
の

防
止

に
関

す
る

施
策

に
協

力
す

る
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
3
条

 第
3
項

事
業

者
等

の
責

務
建

設
工

事
の

注
文

者
等

仕
事

を
他

人
に

請
け

負
わ

せ
る

者
は

、
施

工
方

法
、

工
期

等
に

つ
い

て
、

安
全

で
衛

生
的

な
作

業
の

遂
行

を
そ

こ
な

う
お

そ
れ

の
あ

る
条

件
を

附
さ

な
い

よ
う

に
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

設
計

変
更

名
称

条
文

内
容

条
文

の
内

容

第
1
9
条

条
件

変
更

等

請
負

者
は

、
工

事
の

施
工

に
当

た
り

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
事

実
を

発
見

し
た

時
に

は
、

そ
の

旨
を

直
ち

に
発

注
者

に
通

知
し

、
そ

の
確

認
を

請
求

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
　

設
計

書
、

図
面

、
仕

様
書

、
現

場
説

明
書

及
び

現
場

説
明

に
対

す
る

質
問

回
答

書
が

一
致

し
な

い
こ

と
（
こ

れ
ら

の
優

先
順

位
が

定
め

ら
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）
。

二
　

設
計

図
書

に
誤

謬
又

は
脱

漏
が

あ
る

こ
と

。
三

　
設

計
図

書
の

表
示

が
明

確
で

な
い

こ
と

。
四

　
工

事
現

場
の

形
状

、
地

質
、

湧
水

等
の

状
態

、
施

工
上

の
制

約
等

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
自

然
的

又
は

人
為

的
な

施
工

条
件

と
実

際
の

工
事

現
場

が
一

致
し

な
い

こ
と

。
五

　
設

計
図

書
に

明
示

さ
れ

て
い

な
い

施
工

条
件

に
つ

い
て

予
期

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
特

別
な

状
態

が
生

じ
た

こ
と

。

第
1
9
条

 第
4
項

条
件

変
更

等

前
項

の
調

査
の

結
果

に
お

い
て

第
1
項

の
事

実
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

設
計

図
書

の
訂

正
又

は
変

更
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
一

　
第

１
項

第
一

号
か

ら
第

三
号

ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
、

設
計

図
書

を
訂

正
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

は
、

発
注

者
が

行
う

。
二

　
第

１
項

第
四

号
又

は
第

五
号

に
該

当
し

設
計

図
書

を
変

更
す

る
場

合
で

工
事

目
的

物
の

変
更

を
伴

う
も

の
は

、
発

注
者

が
行

う
。

三
　

第
１

項
第

四
号

又
は

第
五

号
に

該
当

し
設

計
図

書
を

変
更

す
る

場
合

で
工

事
目

的
物

の
変

更
を

伴
わ

な
い

も
の

は
、

発
注

者
と

請
負

者
と

が
協

議
し

て
発

注
者

が
行

う
。

第
2
0
条

設
計

図
書

の
変

更
発

注
者

は
、

前
条

第
4
項

の
規

定
に

よ
る

ほ
か

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

設
計

図
書

の
変

更
内

容
を

請
負

者
に

通
知

し
て

、
設

計
図

書
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

発
注

者
は

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

工
期

若
し

く
は

請
負

代
金

額
を

変
更

し
、

又
は

請
負

者
に

損
害

を
及

ぼ
し

た
と

き
に

は
必

要
な

費
用

を
負

担
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
5

設
計

変
更

の
手

続
設

計
変

更
は

そ
の

必
要

が
生

じ
た

都
度

、
知

事
又

は
所

長
が

、
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
6

契
約

変
更

の
手

続
設

計
変

更
に

伴
う

契
約

変
更

の
手

続
き

は
、

そ
の

必
要

が
生

じ
た

場
合

に
遅

滞
な

く
行

う
も

の
と

す
る

。

労
働

安
全

衛
生

法

愛
知

県
公

共
工

事
請

負
契

約
約

款

愛
知

県
設

計
変

更
事

務
取

扱
要

領
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別紙２ 

監督業務を行うにあたっての留意事項 

 

～施工管理～ 

①自主施工の原則（仮設・施工方法その他工事目的物を完成するための一切の手段については、

設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任に定める）に基づき施工方法等につ

いては請負者の自主性を尊重する。 

望ましくない例 

・施工計画書の記載内容について、現場必携の記載例に固執して指導する（請負者が定めた施工

方法等について発注者が注文をつけるものではないが、法令や仕様書違反の恐れがある場合に、

遵守を促すことは重要）。 

・任意仮設について、監督員が設計した工法にするよう指示する。 

 

②関連工事の調整については、発注者が主体となって行い、請負者は発注者の調整に従い関連工

事の円滑な施工に協力する。 

望ましくない例 

・工事間の調整や地元調整を全て請負者任せにする。 

 

～安全管理～ 

③労働安全衛生法を守る義務があるのは原則として事業者（事業をおこなう者で、労働者を使用

するものをいう）である。発注者は注文者（仕事を他人に請け負わせている者）として、安全で

衛生的な作業の遂行を損なう恐れのある条件を附さないよう配慮しなければならない。 

望ましくない例 

・請負者の責任において行った安全管理体制に対して、発注者が変更させる（ただし、発注者と

して必要な臨機の措置を怠ってはならず、請負者に対して問題点を指摘し、改善を促すことは重

要）。 

 

～設計変更～ 

④設計変更図書の作成は発注者の責任で行う。 

望ましくない例 

・設計変更図面を請負者に作らせる。なお、設計図書の照査にあたる資料や出来形に相当する資

料については、請負者が作成する。 
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40 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

 
 

  

6-180

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.604



41 
 

  

6-181

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.605



42 
 

  

  

 
 

  

  

  

  

6-182

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.606



43 
 

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

6-183

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.607



44 
 

  

 

 

 

  

 

6-184

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.608



45 
 

 
  

  

6-185

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.609



46 
 

  

  

 
 

  

6-186

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.610



47 
 

  

6-187

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.611



48 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

6-188

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.612



49 
 

  

  

  

  

 
 

  

  

6-189

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.613



50 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

6-190

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.614



51 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

6-191

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.615



52 
 

  

  

 
 

  

  

  

  

6-192

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.616



53 
 

 
  

  

  

  

6-193

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.617



54 
 

  

  

  

  

  

  

6-194

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.618



55 
 

  

 

6-195

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.619



56 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

6-196

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.620



57 
 

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

6-197

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.621



58 
 

  

  

  

  

 
 

  

6-198

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.622



59 
 

  

 
 

  

6-199

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.623



60 
 

  

  

 

6-200

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.624



61 
 

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

6-201

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.625



62 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

6-202

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.626



63 
 

  

 
 

  

  

6-203

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.627



64 
 

  

6-204

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.628



65 
 

  

6-205

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.629



66 
 

 
 

  

  

  

  

 
 

  

  

 

 

 

 

  

  

6-206

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.630



67 
 

 

 

 

  

  

  

  

6-207

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.631



68 
 

  

  

  

 
 

  

  

6-208

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.632



69 
 

  

  

  

  

  

6-209

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.633



70 
 

  

 
 

  

  

  

  

  

6-210

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.634



71 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

6-211

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.635



72 
 

 

6-212

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.636



73 
 

 
 

  

  

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

6-213

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.637



74 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6-214

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.638



75 
 

  

  

  

  

  

  

 
 

  

6-215

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.639



76 
 

  

  

  

  

6-216

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.640



77 
 

 

6-217

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.641



78 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

6-218

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.642



79 
 

 

6-219

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.643



80 
 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

6-220

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.644



81 
 

  

 
 

  

  

  

  

6-221

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.645



82 
 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

6-222

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.646



83 
 

  

  

  

6-223

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.647



84 
 

  

 
 

  

6-224

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.648



85 
 

  

 

6-225

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.649



86 
 

 
 

  

  

  

  

  

6-226

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.650



87 
 

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

6-227

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.651



88 
 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

6-228

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.652



89 
 

  

  

  

  

  

6-229

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.653



90 
 

  

  

  

6-230

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.654



91 
 

  

 

 

 

 

  

  

6-231

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.655



92 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

6-232

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.656



93 
 

 
 

  

  

  

  

 
 

  

  

6-233

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.657



94 
 

  

  

  

  

  

 

6-234

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.658



95 
 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

6-235

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.659



96 
 

 

 

 

 

  

6-236

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.660



97 
 

  

  

  

6-237

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.661



98 
 

  

 

 

  

 
 

  

  

  

6-238

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.662



99 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

6-239

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.663



100 
 

 

 

  

  

  

  

  

 
 

  

6-240

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.664



101 
 

  

 

 

 

 

 

6-241

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.665



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6-242

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.666



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6-243

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.667



104 
 

 

 

  

 

 

 

6-244

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.668



105 
 

  

 
 

  

 

 

 

 
 

  

6-245

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.669



106 
 

  

  

  

 
 

  

6-246

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.670



107 
 

  

  

  

  

6-247

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.671



108 
 

  

 

 

  

6-248

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.672



109 
 

  

  

  

 
 

  

  

 

6-249

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.673



110 
 

 

 

  

  

6-250

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.674



111 
 

 

 

  

 
 

  

  

6-251

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.675



112 
 

  

  

 

  

  

6-252

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.676



113 
 

  

  

  

  

 

  

6-253

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.677



114 
 

  

  

  

 

6-254

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.678



115 
 

 
 

  

  

  

  

 

 

6-255

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.679



116 
 

 

 

  

  

  

  

  

6-256

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.680



117 
 

  

  

  

  

6-257

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.681



118 
 

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

6-258

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.682



119 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

6-259

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.683



120 
 

  

  

  

6-260

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.684



121 
 

  

  

  

  

  

6-261

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.685



122 
 

  

  

  

 
 

  

6-262

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.686



123 
 

  

  

  

  

  

 

6-263

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.687



124 
 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

6-264

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.688



125 
 

  

 
 

  

  

  

6-265

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.689



126 
 

  

 
 

  

  

  

  

  

6-266

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.690



127 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

6-267

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.691



128 
 

  

  

  

6-268

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.692



129 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

6-269

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.693



130 
 

 

  

  

  

  

6-270

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.694



131 
 

  

 

6-271

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.695



132 
 

 
 

  

  

  

  

  

6-272

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.696



133 
 

  

  

 
 

  

  

  

  

6-273

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.697



134 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

6-274

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.698



135 
 

  

 
 

  

6-275

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.699



136 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6-276

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.700
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6-277

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.701
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6-278

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.702
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6-279

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.703
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6-280

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.704



141 
 

  

 

6-281

第６章　６－８　土木工事安全施工技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.705



 

 

６－９ 建設機械施工安全技術指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年 3 月 31 日 国官技第 303 号 国総施第 190 号  

国土交通省大臣官房技術調査課長･総合政策局建設施工企画課長通達 

6-282

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.706



6-283

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.707



6-284

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.708



6-285

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.709



6-286

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.710



6-287

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.711



6-288

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.712



6-289

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.713



6-290

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.714



6-291

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.715



6-292

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.716



6-293

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.717



6-294

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.718



6-295

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.719



6-296

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.720



6-297

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.721



6-298

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.722



6-299

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.723



6-300

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.724



6-301

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.725



6-302

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.726



6-303

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.727



6-304

第６章　６－９　建設機械施工安全技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.728



 

 

６－１０ 建設工事公衆災害防止対策要綱 

（土木工事編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 9 月 2 日 国土交通省告示 496 号 

6-305

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.729



6-306

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.730



6-307

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.731



6-308

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.732



6-309

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.733



6-310

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.734



6-311

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.735



6-312

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.736



6-313

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.737



6-314

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.738



6-315

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.739



6-316

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.740



6-317

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.741



6-318

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.742



6-319

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.743



6-320

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.744



6-321

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.745



6-322

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.746



6-323

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.747



6-324

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.748



6-325

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.749



6-326

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.750



6-327

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.751



6-328

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.752



6-329

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.753



6-330

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.754



6-331

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.755



6-332

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.756



6-333

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.757



6-334

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.758



6-335

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.759



6-336

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.760



6-337

第６章　６－１０　建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.761



 

 

６-１１ 道路工事現場における標示施設等の 

設置基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 3 月 31 日 国道利第 37 号 国道国防第 205 号 国土交通省道路局長通達 

平成 18 年 4 月 20 日 18 道維号外 建設部長通知 

平成 18 年 8 月 2 日 事務連絡 都市整備課長・道路維持課長・道路建設課長 通知 

平成 18 年 9 月 21 日 事務連絡 建設企画課長通知 

6-338

第６章　６－１１　道路工事現場における標示施設等の設置基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.762



道路工事現場における標示施設等の設置基準 

 

道路利用者に対し道路工事に関する情報をわかりやすく提供することなどにより、円滑な道路交通を確保するた

め、道路工事（道路占用工事にかかわるものを含む。以下同じ。）現場における標示施設、防護施設の設置及び

管理の取扱を下記のとおり定める。 

 

記 

 

（道路工事の標示）  

１ 道路工事を行う場合は、必要な道路標識を設置するほか、原則として次に示す事項を標示する標示板を工事

区間の起終点に設置するものとする。 

ただし、短期間に完了する軽易な工事や自動車専用道路などの高速走行を前提とする道路における工事につ

いては、この限りではない。 

なお、標示板の設置にあたっては、別表様式１を参考とするものとする。 

（１）工事内容 

   工事の内容、目的等を標示するものとする。 

（２）工事期間 

   交通上支障を与える実際の工事期間のうち、工事終了日、工事時間帯等を標示するものとする。 

（３）工事種別  

   工事種別(舗装修繕工事等)を標示するものとする。 

（４）施工主体   

   施工主体及びその連絡先を標示するものとする。     

（５）施工業者  

   施工業者及びその連絡先を標示するものとする。 

 

（防護施設の設置） 

２ 車両等の進入を防ぐ必要のある工事箇所には、両面にバリケードを設置し、交通に対する危険の程度に応じ

て赤ランプ、標柱等を用いて工事現場を囲むものとする。（参考（１）を参照） 

 

（迂回路の標示） 

３ 道路工事のため迂回路を設ける場合は、当該迂回路を必要とする時間中、迂回路の入口に迂回路の地図等を

標示する標示板を設置し、迂回路の途中の各交差点（迷い込むおそれのない小分岐を除く。）において、道路

標識「まわり道」（１２０－Ａ、１２０－Ｂ）を設置するものとする。（参考（２）及び参考（３）を参照） 

なお、標示板の設置にあたっては、別表様式２を参考とするものとする。      

 

（色彩） 

４ 道路工事現場において、防護施設に色彩を施す場合は、黄色と黒色の斜縞模様（各縞の幅１０cm）を用いる

ものとする。  

 

（管理）   

５ 道路工事現場における標示施設及び防護施設は、堅固な構造として所定の位置に整然と設置して、修繕、塗

装、清掃等の維持を常時行うほか、夜間においては遠方から確認し得るよう照明又は反射装置を施すものとす

る。 

6-339

第６章　６－１１　道路工事現場における標示施設等の設置基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.763



別表 様式１  

 

       

別表 様式２ 

     

6-340

第６章　６－１１　道路工事現場における標示施設等の設置基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.764



別表備考 

 

一 様式１ 

（１）色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「舗装修繕工事」等の工事種別については青地に白抜き文

字とし、「○○○○をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字及び線

は黒色、地を白色とする。 

（２）縁の余白は２cm、縁線の太さは１cm、区画線の太さは０．５cmとする。 

二 様式２ 

（１）色彩は、矢印を赤色、その他の文字及び記号を青色、地を白色とする。 

（２）縁の余白は２cm、縁線の太さは１cmとする。 

 

参考(１) 車線の一部分が工事中の場合の標示例  

 

  参考(２) 工事中迂回路の標示例（市街部の場合） 

          （進行方向に対する標識の設置例を示す） 

    

6-341

第６章　６－１１　道路工事現場における標示施設等の設置基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.765



 参考(３) 工事中迂回路の標示例（地方部の場合） 

           （進行方向に対する標識の設置例を示す） 

 

 

 

参考(4) 設置方法の一例  

 

 

 

6-342

第６章　６－１１　道路工事現場における標示施設等の設置基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.766



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋設物の調査を
行っています

施工者 ○○○○建設株式会社
電話 ○○-○○○○-○○○○

電 気 工 事

発注者 ○○○○水道局
電話 ○○-○○○○-○○○○

○○○○○○を
行っています

平成○年○月○日まで

時間帯 21:00～ 6:00

114cm

14
0
cm

2
cm

12
cm

4
3c
m

3
5c
m

11
cm

3
5c
m

2
cm

2cm2cm

埋設物の調査を
行っています

施工者 ○○○○建設株式会社
電話 ○○-○○○○-○○○○

電 気 工 事

発注者 ○○○○水道局
電話 ○○-○○○○-○○○○

○○○○○○を
行っています

平成○年○月○日まで

時間帯 21:00～ 6:00

114cm

14
0
cm

2
cm

12
cm

4
3c
m

3
5c
m

11
cm

3
5c
m

2
cm

2cm2cm110cm

○○○○○○を
なおしています

平成○年○月○日まで

時間帯 21:00～ 6:00

施工者 ○○○○建設株式会社
電話 ○○-○○○○-○○○○

舗 装 修 繕 工 事
発注者 国土交通省○○地方整備局

□□□□事務所○○出張所
電話 ○○-○○○○-○○○○

1
40
c
m

2
c
m

12
c
m

4
3c
m

3
5
cm

1
1c
m

3
5
c
m

2
c
m

2cm 2cm110cm

○○○○○○を
なおしています

平成○年○月○日まで

時間帯 21:00～ 6:00

施工者 ○○○○建設株式会社
電話 ○○-○○○○-○○○○

舗 装 修 繕 工 事
発注者 国土交通省○○地方整備局

□□□□事務所○○出張所
電話 ○○-○○○○-○○○○

1
40
c
m

2
c
m

12
c
m

4
3c
m

3
5
cm

1
1c
m

3
5
c
m

2
c
m

110cm

○○○○○○を
なおしています

平成○年○月○日まで

時間帯 21:00～ 6:00

施工者 ○○○○建設株式会社
電話 ○○-○○○○-○○○○

舗 装 修 繕 工 事
発注者 国土交通省○○地方整備局

□□□□事務所○○出張所
電話 ○○-○○○○-○○○○

1
40
c
m

110cm

○○○○○○を
なおしています

平成○年○月○日まで

時間帯 21:00～ 6:00

施工者 ○○○○建設株式会社
電話 ○○-○○○○-○○○○

舗 装 修 繕 工 事
発注者 国土交通省○○地方整備局

□□□□事務所○○出張所
電話 ○○-○○○○-○○○○

1
40
c
m

2
c
m

12
c
m

4
3c
m

3
5
cm

1
1c
m

3
5
c
m

2
c
m

2
c
m

12
c
m

4
3c
m

3
5
cm

1
1c
m

3
5
c
m

2
c
m

2
c
m

12
c
m

4
3c
m

3
5
cm

1
1c
m

3
5
c
m

2
c
m

2cm 2cm

【参考】  様式（寸法入り）

110cm 

6-343

第６章　６－１１　道路工事現場における標示施設等の設置基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.767



 

 

６－１２ 道路工事保安設備設置基準(案) 

(平成 30 年 3 月改定) 
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.768



 

 

 

道 路 工 事 保 安 設 備 設 置 基 準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年４月 

（平成３０年３月改定） 

 

 

愛  知  県  建  設  部 
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.769



まえがき 

 

道路工事現場における標示等の設置に関する基準は、『道路工事保安施設設置基準

（案）（昭和４７年）』『道路工事現場における標示施設等の設置基準（昭和３７年）』

及び、これらに基づいて制定された『道路占用工事の実施に関する基準〔解説・運用

編(案)〕（平成元年４月）の解説別添１『保安設備設置基準』（愛知県建設部）が運用

されている。また、これに加え、平成１８年３月３１日には、道路利用者に対してわ

かりやすい情報の提供を目的とした『道路工事現場における標示施設等の設置基準の

一部改正について』及び『道路工事現場における工事情報看板及び工事説明看板の設

置について』が新たに施行され、運用されている。このような経緯を踏まえ、本『道

路工事保安設備設置基準』は、これらを総括したものとして、従来の『保安設備設置

基準』を改定し、道路管理者・占用者の道路工事に適用する基準としてとりまとめた

ものである。（従来の『保安設備設置基準』は廃止とする。） 

主な改定点は、以下のとおりである。 

(1)  上位基準の改定への対応。（『道路工事現場における標示施設等の設置基準の

一部改正について』、『道路工事現場における工事情報看板及び工事説明看板の

設置について』の新設。） 

(2)  保安設備等の標準様式における特記事項の追記。 

(3)  保安設備設置標準図における各保安設備のイラスト化。 

(4)  警戒標識(213：道路工事中）の予告位置の明記。 

(5)  警戒標識(213：道路工事中）の予告位置の規定において、渋滞長，迂回路へ

の配慮の明記。 

(6)  車両への工事開始時期予告看板の様式の規定。 

(7)  休工中の標示板の扱いの規定。 

(8)  標識等への設置者名の記載の規定。 

尚、近年、施工現場で用いられている縦長の蛍光高輝度反射シートを用いた立て看

板の適用については、現在、その仕様を国土交通省で策定中であり、近時の改定によ

る現場の混乱を避けるため、本基準では参考扱いとした。 

 

(平成 30年 3 月改定) 

以下、基準に反映した。 

 規制標識、警戒標識の設置について、「それを含む標示板で代替できる」として

いた点を改定し、「標識を設置した上で、標示板はその補助として設置する」と、

それぞれの取り扱いを明確にした。また、これ以外にも、平成 19 年の制定後、

Ｑ＆Ａにより示していた方針を明記した。 

 その他、事務所からの意見、問合せに応じ、内容を補足。 

 

適用関係基準類： 
・道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和 35年総理府・建設省令第 3号） 

・道路工事現場における標示施設等の設置基準（昭和 37年建設省発第 372 号） 

・道路工事保安施設設置基準（案）（昭和 47年 2月建設省道路局） 

・道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(平成 18年 3月国道利第 37号国道国防 205 号) 

・道路工事現場における工事情報看板及び説明看板の設置について(平成 18年 3月国道利第 38号国道国防 206 号) 
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.770



【関係基準類の体系イメージ】 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関係基準類改訂経緯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①道路法 

②道路交通法 

③道路標識，区画線及び道路標示に関する命令

④土木工事安全施工技術指針(昭和 43年 4月 

→平成 29年 3月/建設大臣官房技術審議官通達)

第２章 安全措置一般，第 13章 道路工事 

⑨保安設備設置基準(案) 

【愛知県建設部】 

⑦道路工事現場における標示施設等の

設置基準(昭和 37年 8月→平成 18 

年 3月／国土交通省道路局長通達) 

・道路工事現場における標示施設等

の設置基準の一部改正(平成 18年

3月国土交通省道路局) 

⑧道路工事現場における工事情報看

板及び説明看板の設置(平成 18年

3月国土交通省道路局) 

【改定・新設】

⑥道路工事保安施設設置基準(案)(昭和 46 

年 5月→昭和 47年 2月/建設省道路局) 

⑩道路工事保安設備設置基 

準(案)【愛知県建設部】 

⑤建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編） 

（昭和 39年 10月→平成 5年 1月/建設事務次官通達）

第２章 作業場，第３章 交通対策 

6-347

第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.771



道路工事保安設備設置基準 

目    次 

まえがき 

第１章 総  則………………………………………………… １ 

１－１ 目  的……………………………………………… ２ 

１－２ 適用範囲……………………………………………… ２ 

１－３ 関係法令の遵守……………………………………… ２ 

第２章 保安設備設置基準……………………………………… ３ 

２－１ 保安設備の設置目的………………………………… ４ 

２－２ 保安設備の標準様式………………………………… ５ 

２－３ 保安設備の設置方法…………………………………２７ 
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.772



 

 

 

 

 

第１章 総   則 
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.773



第１章 総  則 

 

１－１ 目  的 

本基準は、道路工事に関する情報を分かりやすく、道路利用者に提供するとともに、

安全かつ円滑な道路交通を確保するために、標示施設、保安設備等の設置に関する標

準的な事項を示したものである。 

本基準は、標準的な事項を定めたものであり、適用にあたっては、それぞれの道路

状況、現場状況を十分勘案のうえ、適切に実施しなければならない。 

 

１－２ 適用範囲 

本基準は、愛知県が管理する道路上で行われる全ての工事（占用工事を含む）に適

用する。 

ただし、緊急補修工事や、工事が１日で完了、かつその作業時間帯（交通規制に要

する時間を含む）が、交通量の多い時間を外した昼間およそ４時間以内の軽易な工事

については対象外とするが、この場合においても可能な範囲で適用されたい。 

 

１－３ 関係法令の遵守 

道路工事の施工にあたっては、本基準のほか工事に関する関係法令等を遵守のうえ

安全に行わなければならない。 
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.774



 

 

 

 

 

第２章 保安設備設置基準
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.775



第２章 保安設備設置基準 

２－１ 保安設備の設置目的 

 道路に関する工事の施工に際しては、公衆が誤って作業区域に立ち入ることのない

よう、固定さく又は、これに類する工作物を設置するとともに、工事による一般交通

への危険及び渋滞の防止、歩行者の安全等を図るため、道路管理者及び所轄警察署の

指示するところに従い、各保安設備をその目的（表１『保安設備設置目的』参照）に

応じて適切に設置しなければならない。 

表１『保安設備設置目的』 
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.776



 

 

２－２ 保安設備の標準様式 

 工事の施工に際して用いる、標示板、道路標識、移動柵、保安灯等の保安設備の標

準様式は、表２『保安設備標準様式図』のとおりとする。 
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.777



(1) (2)

標示板 標示板

工事中看板 工事予告看板

設置
位置

・工事区間の起終点に設置する。（起終点に
　安全に設置できない場合は、起終点の外側
　直近に設置する。）
・車線規制を行う場合は、規制区間の起終点
　にも設置する。
・ドライバー等の視認性を考慮した箇所に、
　歩行者等の支障にならないように設置する。
　（補足②参照）。

・工事区間の起終点外側直近に設置する。
　（起終点に安全に設置できない場合は、
　起終点の外側直近に設置する。）
・ドライバー等の視認性を考慮した箇所に、
　歩行者等の支障にならないように設置する。
　（補足②参照）。

設置
期間

・道路工事開始から道路工事終了までの間設置
　する。
・占用工事等では、仮復旧と本復旧でそれぞれ
　の工事期間毎に設置する。

・道路工事を開始する１週間以上前から道路工
　事を開始するまでの間設置する

規格
色彩
等

・「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「舗
　装修繕工事」等の工事種別は、青地に白抜き
　文字とする。
・「○○○○をなおしています」等の工事内
　容、工事期間は青色文字とする。
・工事種別、工事内容については、補足①を
　参考に記載する。
・その他の文字及び線は白地に黒色とする。
・縁の余白は２ｃｍ、縁線の太さは１ｃｍ、区
　画線の太さは０．５ｃｍとする。
・高輝度反射式または同等以上のものとする。

・「工事予告　○月○日から」については、青
　色文字とし、その他の文字等については工事
　中看板と同じとする。

摘要

・時間帯には、作業時間帯を記載する。
・夜間の視認性を確保するため、全面を高輝度
　反射式とすることとし、この場合、照明等は
　不要とする。
　なお、高輝度反射式に代えて、工事用照明等
　により視認性を確保することも可とする。
・平日昼間以外にも至急の連絡が想定される場
　合など、必要な場合には、その連絡先につい
　て、(平日)・(夜間・休日)等の表現を用い
　て、２段書きにて標示すること。

・時間帯には、作業時間帯を記載する。
・夜間の視認性を確保するため、全面を高輝
　度反射式とすることとし、この場合、照明
　等は不要とする。
　なお、高輝度反射式に代えて、工事用照明
　等により視認性を確保することも可とする。
・工事中看板を利用して、ステッカー等で標
　示しても良い。この場合は、ステッカー等
　についても、高輝度反射式等看板と同様の
　仕様とすること。
・工事開始時に速やかに撤去又はステッカー
　等を取外すこと。

　記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号

表２ 保安設備標準様式図（1 /17）
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.778



設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (3) (4)

標示板 標示板

工事説明看板 工事情報看板

・実施されている道路工事に関する工事情報を
　歩行者、沿道住民へ提供するため、工事情報
　看板に代えて､歩道に設置する｡
・ドライバーから極力、注視されにくい位置に
　歩道側に向けて設置する（補足②参照）。

・予定されている道路工事に関する工事情報を
　歩行者、沿道住民へ提供するため、歩道に
　設置する｡
・ドライバーから極力、注視されにくい位置
　に歩道側に向けて設置する（補足②参照）。

・道路工事開始から道路工事終了までの間設置
　する。

・道路工事を開始する１週間以上前から道路工
　事を開始するまでの間設置する

・色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶
　文については青地に白抜き文字とする。
・「○○○○をなおしています」等の工事内容
　については青色文字とする。
・工事内容については、補足①を参考に
　記載する。
・その他の文字及び線は黒色、地を白色と
　する。

・色彩は、「平成○年○月○日頃から」、「○
　○○○をなおす工事を予定しています」等の
　工事内容については青色文字とする。
・工事内容については、補足①を参考に
　記載する。
・その他の文字及び線は黒色、地を白色と
　する。

・１日で完了する軽易な工事、歩道のない箇所
　については設置しない。

・１日で完了する軽易な工事、歩道のない箇所
　については設置しない。
・工事開始時に速やかに撤去すること。

表２ 保安設備標準様式図（2 /17）
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.779



設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (5) (6)

標示板 標示板

まわり道案内板 まわり道予告板

・工事のため迂回路を設ける場合に、当該迂回
　路を必要とする時間中、迂回路の入口に迂回
　路の地図等を標示する標示板を設置する。

・工事のため迂回路を設ける場合に、迂回路
　情報をドライバーに提供するため、迂回路
　の入口に迂回路の地図等を標示した標示板
　を設置する。

・通行止め開始から終了までの間設置する。 ・通行止めを開始する１週間以上前から開始
　までの間設置する。

・矢印は、赤色とする。
・その他の文字、及び、記号は、白地に青色
　文字とする。
・縁の余白は２ｃｍ、縁線の太さは１ｃｍと
　する。

・「工事予告　○月○日から」については、赤
　色文字とし、その他の文字等についてはまわ
　り道案内板と同じとする。

・交差点の状況によっては、迂回路の入口
　の他、交差点の手前等に複数枚設置する
　こと。
・夜間、休日等で規制をしていない場合は
　撤去、または標示板上部のまわり道案内
　部分を隠す「休工中」や「本日規制なし」
　等のステッカーを貼ること。
・夜間も規制を行い、視認性を確保する必要
　がある場合は、高輝度反射式の採用や工事
　用照明を使用するなど配慮すること。

・まわり道案内板を利用して、ステッカー
　等で標示しても良い。
・通行止め開始時に速やかに撤去又はス
　テッカー等を取外すこと。

表２ 保安設備標準様式図（3 /17）
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）
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設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (7) (8)

標示板 標示板

片側交互通行 工事区間終り

　　　　　　　　　　 ＜参①＞ 　　　　　　　　　　 ＜参②＞

・片側交互通行箇所の手前50ｍ地点に設置
　する。

・工事区間の終点に設置する。

・片側交互通行開始から終了までの間設置す
　る。

・道路工事開始から道路工事終了までの間設置
　する。

(青色標示板の場合)
・文字および縁線は白色スコッチライト、地色
　は青色とする。
・一字の大きさは１５０ｍｍとし、字体はゴシ
　ック体とする

(＜参①＞の場合)
・規格、色彩等は任意とする。

(青色標示板の場合)
・文字および縁線は白色スコッチライト、地色
　は青色とする。
・一字の大きさは１５０ｍｍとし、字体はゴシ
　ック体とする

(＜参②＞の場合)
・規格、色彩等は任意とする。

・夜間、休日等で片側交互通行を実施していな
　い場合は、撤去又は休工中ステッカーを貼る
　こととする。
・青色標示板もしくは参①のいずれかを設置
　すればよい。

・夜間、休日等で工事を実施しておらず、
　路面に段差等がなく、バリケード、カラー
　コーン等の保安設備を設置していない場合
　は、撤去又は休工中ステッカーを貼ること
　とする。
・青色標示板もしくは参②のいずれかを設置
　すればよい。

表２ 保安設備標準様式図（4 /17）
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）
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設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (9) (10)

標示板 標示板

電光表示板 工事内容

・交通流の多い道路上で工事を施工する場合
　に、工事箇所の交通流に対面する箇所に設置
　する。

・路面清掃等の作業車に、後続車両へ作業用
　内容を提供するために設置する。

・道路工事開始から道路工事終了までの間設置
　する。

・作業開始から作業終了までの間設置する。

・標識板頭部には、確認距離２００ｍ以上の効
　果をもつ回転灯を設置する。
・構造形式は任意とする。

・字体は、ゴシック体とし、文字及び縁線は
　白色スコッチライト、地色は青色とする。

・当標示板は、警戒標識(213)や規制標識(329)
　の代替にはならないため、これらの標識は
　別途設置すること。
　なお、その際、標識の乱立により、道路利用
　者が認識しづらくなることがないよう、それ
　ぞれの配置位置に配慮すること。

表２ 保安設備標準様式図（5 /17）
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設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (11) (12)

標示板 道路標識

矢印板 まわり道

案内標識（１２０－Ａ）

・工事区間の起点等、交通流に対面する箇所に
　必要に応じて、設置する。
・交通流の安全な誘導を促すために用いる。
　（補足③参照）

・まわり道の途中の交差点手前１０m（予告）
　及び，後方１０ｍ（確認）に設置する。
・但し、迷い込む恐れのない小分岐は除く。
・標示板の設置向きは、車両進行方向に対して
　予告は直角、確認は４０度の角度とする。

・通行止め開始から終了までの間設置する。

表２ 保安設備標準様式図（6 /17）

6-359

第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）
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設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (13) (14)

道路標識 道路標識

道路工事中 工事予告標識①

警戒標識（２１３） 補助標識（５０１）

・工事中または作業中である区間の両面におけ
　る左側の路端に設置する。

・工事中または作業中である区間の手前５０
　ｍ地点、１００ｍ地点に設置する。

・工事または作業開始から終了までの間設置
　する。

・工事または作業開始から終了までの間設置
　する。

・拡大率は、１倍または１．３倍を標準とす
　る。
・但し、場所によっては１．６倍を用いること
　ができるものとする。

・拡大率は、本標識と同一とする。

・夜間、休日等で工事を実施しておらず、路面
　に段差等がなく、バリケード、カラーコー
　ン等の保安設備を設置していない場合は、
　撤去又は覆い等を行うものとする。
・日によって工事区間が移動する場合は、その
　都度工事区間に合わせて、設置するものとす
　る。

・夜間、休日等で工事を実施しておらず、路面
　に段差等がなく、バリケード、カラーコー
　ン等の保安設備を設置していない場合は、
　撤去又は覆い等を行うものとする。
・日によって工事区間が移動する場合は、その
　都度工事区間に合わせて、設置するものとす
　る。
・参⑦は工事予告標識①の代わりにはなら
　ない。

表２ 保安設備標準様式図（7 /17）
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）
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設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (15) (16)

道路標識 道路標識

工事予告標識② 車線数減少

補助標識（５０１） 警戒標識（２１１）

　　　　　　　　　　　　 　　＜参⑦＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　（現場状況に応じ
　　　　　　　　　　　　　　　　　反転も可とする）

・現地の交通量、渋滞長を考慮のうえ、必要に
　応じて２００ｍ～１ｋｍの間に適宜設置する
　ものとする。
・渋滞端部、及び、渋滞端部手前の分岐路の交
　差点位置を勘案し、設置するものとする。

・車線数減少箇所の手前５０ｍから２００ｍま
　での地点に設置する。

・当日の工事または作業開始から終了までの間
　設置する。

・車線規制開始から終了までの間設置する。

・拡大率は、本標識と同一とする。 ・拡大率は、１倍または１．３倍を標準とす
　る。
・但し、場所によっては１．６倍を用いること
　ができるものとする。

・夜間、休日等で工事を実施していない場合は、
　撤去又は覆い等を行うものとする。
・日によって工事区間が移動する場合は、その
　都度工事区間に合わせて、設置するものとする。
・上記様式のものに代えて、参⑦を設置しても
　良い。
・なお、参⑦を用いる場合は、撤去又は覆い等に
　代えて、休工中ステッカーを貼ることができる。
・参⑦で代替できるのは、適宜設置する工事予告
　標識②に限られ、工事予告標識①を代替する
　ことはできないため注意すること。

・夜間、休日等で車線規制を行っていない場合
　は、撤去又は覆い等を行うものとする。
・日によって工事区間が移動する場合は、その
　都度工事区間に合わせて、設置するものとす
　る。
・参⑧は　上記標識の代替とはならない。
・上記標識に加え、その補助として、必要な
　参⑧を設置し、ドライバーを的確に誘導す
　ること。
・なお、参⑧には、撤去又は覆い等に代えて、
　休工中ステッカーを貼ることができる。

表２ 保安設備標準様式図（8 /17）
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）
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設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (17) (18)

道路標識 道路標識

二方向交通 徐行

警戒標識（２１２の２） 規制標識（３２９）

　　　　　　　　　　　　　 （以下の標示も可とする）

・対向車線が分離されている道路から非分離の
　道路となる手前５０ｍから２００ｍまでの
　地点に設置する。

・交通量および現場の状況により、徐行を必要
　とする箇所（車線数減少、幅員減少等）に適
　宜設置するものとし、必要箇所の手前に設置
　する。

・対面通行開始から終了までの間設置する。 ・徐行を必要とする期間設置する。

・拡大率は、１倍または１．３倍を標準とす
　る。
・但し、場所によっては１．６倍を用いること
　ができるものとする。

・拡大率は、１倍または１．３倍を標準とす
　る。
・但し、場所によっては１．６倍を用いること
　ができるものとする。

・夜間、休日等で工事を実施しておらず、徐行
　を必要としない場合は、撤去又は覆い等を行
　うものとする。
・日によって工事区間が移動する場合は、その
　都度工事区間に合わせて、設置するものとす
　る。

・夜間、休日等で工事を実施しておらず、徐行
　を必要としない場合は、撤去又は覆い等を行
　うものとする。
・日によって工事区間が移動する場合は、その
　都度工事区間に合わせて、設置するものとす
　る。

表２ 保安設備標準様式図（9 /17）
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第６章　６－１２　道路工事保安設備設置基準（案）
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設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (19) (20)

道路標識 移動柵

指定方向外進行禁止 バリケード

規制標識（３１１－Ｆ）

・車両の進行を禁止する場所の前面に設置
　する。

・工事の作業区域を周囲から明確に区分するた
　め、作業区域を囲むように設置する。
・ただし、作業区域が植裁、ガードレール等に
　よって明確に区分されている場合は設置を省
　略できる。
・なお、交通流と対面する箇所に設置する場合
　は、１５度～３０度の角度ですりつけ区間を
　設ける。（補足③参照）

・車線規制開始から終了までの間設置する。

・拡大率は、１倍または１．３倍を標準とす
　る。
・但し、場所によっては１．６倍を用いること
　ができるものとする。

・横板部は黄色と黒で交互に斜縞に彩色し、各
　縞の幅は１０～１５ｃｍ、水平との角度は４
　５度を標準とする。
・高さ０.８ｍ以上１ｍ以下、長さ１ｍ以上１.
　５ｍ以下。
・支柱上端に幅１５ｃｍ程度の横板を取り付け
　たものとする。

・歩行者及び自転車がバリケードに沿って通行する
　部分の設置に当たっては、バリケードの間隔を
　あけないようにし、又はバリケードの間に安全
　ロープ等を張ってすき間のないよう措置しなけれ
　ばならない。
・長さ1.5m以下の規定から、A型バリケードの使用
　が原則であるが、現場条件等からやむを得ず単管
　バリケードを用いる場合には、端部に歩行者や自
　転車が近寄り、接触する恐れがあるなど、危険が
　想定される箇所について、A型バリケードを使用
　する、もしくは安全キャップの設置、危険部位の
　注意喚起を行う等、十分な安全対策を行うこと。

表２ 保安設備標準様式図（10 /17）

6-363
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設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (21) (22)

固定柵

パネルフェンス

・長期にわたり作業区域を設定する場合、大型
　作業機械を使用する場合、掘削深が深い場合
　掘削土砂が区域外に飛散する等、歩行者に迷
　惑をかける恐れのある場合、その他、特に必
　要と認める場合に際して用いる。
・設置する際はパネルフェンスの間隔を開けな
　いようにする。
・なお、交通流と対面する箇所に設置する場合
　は、１５度～３０度の角度ですりつけ区間を
　設ける。

・工事の作業区域を周囲から明確に区分するた
　め、作業区域を囲むように、バリケード等と
　組合わせて設置する。（補足③参照）

・高さ１．２ｍ以上とする。
・通行者（自動車を含む）の視界を妨げないようにする
　必要がある場合は、柵の一部または全部を金網等で張
　り、見通しをよくするものとする。
　その際には、掘削残土の飛散防止等への対策、及び作
　業区域の明示という観点にも十分配慮すること。
・袴部は黄色と黒で交互に斜縞に彩色（反射処理）し、
　各縞の幅は１０～１５ｃｍ、水平との角度は４５度を
　標準とする。
・袴の２／３以下の部分に黄色又は白色に彩色した箇所
　を設け工事名、起業者名、施工者名、公衆への注意事
　項等を記入してもよい。

・風等により、移動や転倒が起こらないよう
　留意し、ウエイトを設置するなど、対策を
　施すこと。

○

カラーコーン

表２ 保安設備標準様式図（11 /17）
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設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (23) (24)

保安灯

赤色灯

・歩行者の通路に面する箇所（歩道部等）に使
　用し、設置に際しては連続させる。
・歩道ロープに代え、バリケード、パネルフェ
　ンスの設置も可。

・工事の作業区域を周囲から明確に区分するた
　め、作業区域を囲むように、バリケード等と
　組合わせて設置する。（補足③参照）
・設置間隔は、交通流に対面する部分では
　２ｍ程度、その他の道路に面する部分では
　４ｍ以下とし、囲いの角の部分については
　特に留意して設置しなければならない。

・支柱及びロープは、黒黄の縞をほどこすも
　のとする。
・柱間隔は３～５ｍとする。
・ロープの外径は１２ｍｍ以上とする。

・夜間の視認距離１５０ｍ以上の効果をもつも
　のとする。

・歩行者及び自転車が作業区域に沿って通行
　する箇所には、バリケードの間隔をあけな
　いようにし、又はバリケードの間に安全ロ
　ープ等を張ってすき間の生じないよう措置
　するものとするが、作業区域が植栽等に
　よって明確に区分されている場合等、現場
　の状況により、歩道柵に代える事ができる。

歩道柵

表２ 保安設備標準様式図（12 /17）
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設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (25) (26)

保安灯 保安灯

すずらん灯・チューブライト 回転灯

（すずらん灯）

(チューブライト)

・工事箇所を明確に区分するために設置する。
・路面から１ｍ程度(１m～1.3ｍ)の高さに、
　４ｍ以内の間隔で設置する。
・工事箇所の隅角部の設置については特に注意
　して行うこと。

・工事区間の起点部に遠方から工事箇所を
　確認できるよう設置する。（補足③参照）
・電灯線が引けない箇所は、赤色灯１灯で可と
　する。

・赤色灯の光度は夜間１５０ｍ前方より視認
　できるものとする。

・回転灯は黄色とし、光度は夜間２００ｍ前
　方より視認できるものとする。

・すずらん灯を用いる場合は、作業箇所を明確
　に区分するため、工事箇所の隅角部に赤色灯
　を併用する等、配慮すること。

表２ 保安設備標準様式図（13 /17）
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設置
位置

設置
期間

規格
色彩
等

摘要

記　号

名　称

特
記
事
項

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 (27) (28)

・夜間、休日等で工事を実施しておらず、
　必要としない標示板の前面に貼るもの
　とする。
・工事時間が明記されている看板につい
　ても、ステッカーを貼ること。

・標示板、道路標識、移動柵、保安灯等の保
　安設備には、所有者を明確にするため、ド
　ライバーから見えない箇所に、会社名・連絡
　先を記載するものとする。

・文字および縁線は赤色、地色は白色とする。
・一字の大きさは１００ｍｍとし、字体はゴシ
　ック体とする

・寸法及び色彩は任意とする。

・工事中看板、工事予告看板、工事説明看板、
　工事情報看板、道路標識及び道路標識を含む
　標示板には貼ってはならない。
　（補足④参照）

・参考図に示す標示板の場合は、表下部に記
　載しても良い。

休工中ステッカー 設置者ステッカー

表２ 保安設備標準様式図（14 /17）
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特
記
事
項

設置
位置

特
記
事
項

設置
位置

名　称

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

記　号

名　称

記　号

番　号

区　分

様　式
および
標準寸法
(単位mm)

区　分

番　号 参⑨ 参⑩

参考 参考

標示板(徐行） 標示板（迂回路）

・（18）の「徐行（329）」を設置した上で、
　それを補完する形で設置できる。
・夜間、休日等で工事を実施しておらず、路面
　に段差等がなく、バリケード、カラーコーン
　等の保安設備を設置していない場合は、撤去
　または休工中ステッカーを貼ることとする。
　なお、看板に標識を記載している場合は、
　ステッカーを貼らず、覆い等を行う。
・規格・色彩等は任意とする。

・夜間、休日等で工事を実施しておらず、路面
　に段差等がなく、バリケード、カラーコー
　ン等の保安設備を設置していない場合は、
　撤去又は休工中ステッカーを貼ることと
　する。
・規格・色彩等は任意とする。

- -

表２ 保安設備標準様式図（17 /17）
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工　事　種　別 工　事　内　容

舗装の補修工事 舗装補修工事 道路の舗装をなおしています

側溝補修工事 側溝補修工事 道路の側溝をなおしています

植栽剪定工事 植栽剪定工事 道路の植栽を剪定しています

防護柵補修工事 防護柵補修工事 ガードレールをなおしています

その他の道路維持工事 道路維持工事
○○○○（排水桝、標識、照明灯）をなおしています
○○○○（草刈り、側溝の清掃、路面清掃）を行っています

橋梁の伸縮装置等の補修工事 橋梁補修工事 橋の補修工事を行っています

橋梁塗装工事 橋梁塗装工事 橋の塗装を行っています

橋梁耐震補強工事 橋梁耐震補強工事 橋の耐震補強を行っています

落石対策工事 落石対策工事 落石対策工事を行っています

法面補修工事 法面補修工事 道路の法面をなおしています

歩道の新設工事 歩道工事 歩道の整備を行っています

歩道の拡幅工事 歩道工事 歩道の拡幅を行っています

右折帯の設置工事 交差点改良工事 右折帯の設置を行っています

電線共同溝工事 電線共同溝工事 電線の地中化を行っています

照明灯設置工事 照明灯設置工事 照明灯の設置を行っています

標識設置工事 標識設置工事 標識の設置を行っています

道路の拡幅工事 道路改良工事 道路の拡幅を行っています

道路のバイパス工事 バイパス工事 新しい道路をつくっています

橋梁架替工事 橋梁架替工事 橋の架替えを行っています

橋梁新設工事 橋梁新設工事 新しい橋をつくっています

防護柵の新設工事 防護柵設置工事 ガードレールの設置を行っています

植栽の設置工事 植栽工事 道路の植栽工事を行っています

区画線設置工事 区画線設置工事 道路の区画線をなおして（設置を行って）います

電気通信ケーブル関連工事 電気（電話）工事 電気（電話）設備の新設（取替、移設、撤去）を行っています

電柱移設工事 電気（電話）工事 電柱の新設（取替、移設、撤去）を行っています

緊急補修工事（電気・電話） 電気（電話）工事 電気（電話）設備の緊急修理を行っています

点検・補修工事（電気・電話） 電気（電話）工事 電気（電話）設備の点検（修理）を行っています

舗装復旧工事（電気・電話） 電気（電話）工事 電気（電話）設備の埋設跡の復旧を行っています

管路工事（ガス、水道、下水） ガス（水道、下水道）工事 ガス（水道、下水道）管の新設（取替、移設、撤去）を行っています

緊急補修工事（ガス、水道、下水） ガス（水道、下水道）工事 ガス（水道、下水道）管の緊急修理を行っています

点検・補修工事（ガス、水道、下水）ガス（水道、下水道）工事 ガス（水道、下水道）管の点検（修理）を行っています

舗装復旧工事（ガス、水道、下水） ガス（水道、下水道）工事 ガス（水道、下水道）管の埋設跡の復旧を行っています

占
用
工
事

　工事中看板、工事予告看板、工事説明看板、工事情報看板の工事種別、工事内容「○○○をなおしてい
　ます」の主な記載例
　・複数の工事内容が含まれる工事については、工事期間や規制期間が最も長くなる、主たる工事内
　　容について記載する。

補足①

表３　保安設備標準様式図補足（１／４）

道
路
工
事

表　示　例
区分 主　な　工　事
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補足②

　工事中看板、工事予告看板、工事説明看板、工事情報看板の設置位置
　　・「工事中看板」は、規制する車線の車両進行方向起点のドライバー等の視認性を考慮した箇所
　　　に、歩行者等の支障にならないよう建築限界を守って設置する。
　　・「工事説明看板」は、工事現場の起終点の歩道と車道を分離するガードレール等に建築限界
　　　を守って歩行者（住民、通行者等）に見えるように（ドライバーから極力、注視されにくい
　　　位置に）堅固に設置する。
　　・「工事情報看板」は、工事が予定されている現場直近の歩道と車道を分離するガードレール等
　　　に建築限界を守って歩行者（住民、通行者等）に見えるように（ドライバーから極力、注視さ
　　　れにくい位置に）堅固に設置する。

表３　保安設備標準様式図補足（２／４）

(工事予告看板⑯)

工事中看板⑥

(工事予告看板⑯)
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補足③

　バリケード、赤色灯、回転灯、矢印板の設置方法
　・原則としてすりつけ区間を設け、15度～30度の角度ですりつける。設置間隔は、交通流に対面
　　する部分では二メートル程度、その他の道路に面する部分では四メートル以下とし、囲いの角
　　の部分については特に留意して設置しなければならない。

・バリケード、赤色灯、回転灯、矢印板の設置方法

・交通流に対面する箇所の設置方法

・交通流に平行な箇所の設置方法

・歩道に面する箇所の設置方法

・昼間の設置方法

表３　保安設備標準様式図補足（３／４）
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補足④

　休工中ステッカーの貼付例
　・工事中看板、工事予告看板、工事説明看板、工事情報看板、道路標識に貼ってはならない。
　・もし、道路標識を含む標示板を使用している場合には、その標示板にもステッカーを貼っては
　　ならない。
　　当基準に記載されない標示板を用いた場合でも、同様の措置を行うこと。
　・隣接工事が工事中であり、当該工事の看板を休工中と表記することがふさわしくない場合には、
　　隣接工事と調整の上、必ずしもこれらの措置を行う必要はない。
　・また、工事が始まる前は、休工中とは言えないので、看板を覆う等の措置を行うこと。

・施工中

・交通開放（路面に段差等がある場合）

表３　保安設備標準様式図補足（４／４）
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工　　　種 車線数 作業箇所 摘　　要

( 1 ) Ａ－１型 車道打換舗装 ４車線以上 片側全車線 当日開放の場合

( 2 ) Ａ－２型 〃 ２車線 〃 〃

( 3 ) Ａ－３型 〃 ４車線以上 片側一部車線 〃

( 4 ) Ａ－４型 〃 〃 片側全車線
〃（路面軌道
のある場合）

( 5 ) Ｂ－１型 車道打換舗装 ４車線以上 〃 継続規制の場合

( 6 ) Ｂ－２型 〃 ２車線 〃 〃

( 7 ) Ｃ－１型
局部打換(小規模)、

切削オーバーレイ、パッチングﾞ等
２車線 〃 短期間の工事

( 8 ) Ｃ－２型 〃 ４車線以上 片側一部車線 〃

( 9 ) Ｄ－１型 目地シール作業 片側全車線 短時間の工事

( 10 ) Ｄ－２型 〃 片側一部車線 〃

( 11 ) Ｅ型 レーンマーク作業

( 12 ) Ｆ－１型 路面清掃、路側作業（機械） 車道、路側

( 13 ) Ｆ－２型 短時間の路側作業（人力） 路側，路肩，歩道 当日開放の場合

( 14 ) Ｇ型 長時間の路側工事 路側，路肩，歩道 継続規制の場合

( 15 ) 歩道工事 歩道工事 歩道

( 16 ) 区間施工 部分施工（施工中） 車道

( 17 ) 〃 　〃　　　（交通開放） 〃

（注）例示のない場合、適用条件の類似のものに準じて処理のこと。

適　　用　　条　　件

no 呼　称

 

 

２－３ 保安設備の設置方法 

保安設備の配置方法は、表６『保安設備設置標準図』を参考に設置するものとする。 

保安設備設置の主な留意点を以下に記す。 

①保安設備は、交通の支障とならないように設置し、振動や風等で倒れないよう

固定する。 

②標示板、道路標識は、原則として植樹帯に設置し、植樹帯がない箇所について

は、防護柵等に固定するなど、建築限界を侵さないよう設置する。 

③近接して工事が行われる場合、（13）道路工事中、（14）・（15）工事予告、（8）

工事区間終りは、各工事区間で調整を行い設置すること。また、（1）工事中看

板は、最初の箇所の車両対面箇所に設置するものとする。 

 

表４『保安設備設置標準図一覧表』 
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①車線数 ③作業箇所 ④工　　種

( 1 ) 片側２車線 片側全車線 車道打換舗装 当日開放の場合 Ａ－１型

( 2 ) 〃 軌道上通行 〃 〃
〃

（路面軌道のある場合）
Ａ－４型

( 3 ) 〃 〃 〃 継続規制の場合 Ｂ－１型

( 4 ) 片側１車線 片側一部車線 〃 当日開放の場合 Ａ－３型

( 5 ) 〃 〃 目地シール作業 短時間の工事 Ｄ－２型

( 6 ) 〃 〃
局部打換,

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ,
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ等

短期間の工事 Ｃ－２型

( 7 ) 片側１車線 交互通行 片側全車線 車道打換舗装 当日開放の場合 Ａ－２型

( 8 ) 〃 〃 〃 目地シール作業 短時間の工事 Ｄ－１型

( 9 ) 〃 〃 〃 車道打換舗装 継続規制の場合 Ｂ－２型

( 10 ) 〃 〃 〃
局部打換,

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ,
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ等

短期間の工事 Ｃ－１型

( 11 ) 〃 〃 車道
部分施工
(施工中)

区間施工

( 12 ) なし 〃
〃

　（交通開放）
区間施工

( 13 ) なし 車道区画線 レーンマーク作業 Ｅ型

( 14 ) 〃 路側，路肩，歩道
短時間の

路側作業（人力）
当日開放の場合 Ｆ－２型

( 15 ) 〃 路側，路肩，歩道 長時間の路側作業 継続規制の場合 Ｇ型

( 16 ) 〃 車道、路側
路面清掃、

路側作業（機械）
Ｆ－１型

( 17 ) 〃 歩道 歩道工事 歩道工事

（注）例示のない場合、適用条件の類似のものに準じて処理のこと。

その他

２車線

４車線以上

索　　　　引　　　　項

摘　　　　　　要no

②規制車線

 

 

 

表５『保安設備設置標準図索引表』 
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徐
行

（
3
2
9
）

」
「

回
転

灯
」

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

４
）

工
事

区
間

長
、

お
よ

び
交

通
量

に
応

じ
て

両
端

に
交

通
誘

導
員

を
お

く
も

の
と

す
る

が
、

交
通

量
の

少
な

い
道

路
に

あ
っ

て
は

、
所

轄
警

察
署

と
の

協
議

に
よ

り
自

動
信

号
機

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(H
30

.3
改

定
版

  -
 3

0 
-)

6-378
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４
車

線
以

上
車

道
打

換
舗

装
（

当
日

開
放

の
場

合
）

片
側

一
車

線
以

上
通

行
可

夜
間

（
昼

間
）

注

（
１

）
｢
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

｣
「

工
事

予
告

（
5
0
1
）

」
の

設
置

数
、

距
離

に
つ

い
て

は
、

交
通

量
、

渋
滞

長
そ

の
他

、
現

地
の

状
況

に
よ

っ
て

定
め

る
こ

と
。

（
２

）
昼

間
作

業
は

、
「

照
明

灯
」

と
「

赤
色

灯
」

に
代

え
て

、
「

カ
ラ

ー
コ

ー
ン

」
と

し
て

も
良

い
。

（
３

）
交

通
量

の
状

況
に

よ
り

「
電

光
表

示
板

」
を

「
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

」
「

徐
行

（
3
2
9
）

」
「

回
転

灯
」

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
3
 
/
1
7
）

Ａ
－

３
 
型

標
準

図

(H
30

.3
改

定
版

  -
 3

1 
-)

6-379
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４
車

線
以

上
車

道
打

換
舗

装
（

当
日

開
放

の
場

合
（

路
面

軌
道

の
あ

る
場

合
）

）
片

側
全

車
線

閉
塞

夜
間

（
昼

間
）

注

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
4
 
/
1
7
）

Ａ
－

４
 
型

標
準

図

（
１

）
｢
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

｣
「

工
事

予
告

（
5
0
1
）

」
の

設
置

数
、

距
離

に
つ

い
て

は
、

交
通

量
、

渋
滞

長
そ

の
他

、
現

地
の

状
況

に
よ

っ
て

定
め

る
こ

と
。

（
２

）
昼

間
作

業
は

、
「

照
明

灯
」

と
「

赤
色

灯
」

に
代

え
て

、
「

カ
ラ

ー
コ

ー
ン

」
と

し
て

も
良

い
。

（
３

）
交

通
量

の
状

況
に

よ
り

「
電

光
表

示
板

」
を

「
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

」
「

徐
行

（
3
2
9
）

」
「

回
転

灯
」

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

(H
30

.3
改

定
版

  -
 3

2 
-)

6-380
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４
車

線
以

上
車

道
打

換
舗

装
（

継
続

規
制

の
場

合
）

片
側

全
車

線
閉

塞
夜

間
（

昼
間

）

注

（
１

）
｢
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

｣
「

工
事

予
告

（
5
0
1
）

」
の

設
置

数
、

距
離

に
つ

い
て

は
、

交
通

量
、

渋
滞

長
そ

の
他

、
現

地
の

状
況

に
よ

っ
て

定
め

る
こ

と
。

（
２

）
交

通
量

の
状

況
に

よ
り

「
電

光
表

示
板

」
を

「
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

」
「

徐
行

（
3
2
9
）

」
「

回
転

灯
」

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

３
）

歩
道

に
防

護
柵

が
設

置
し

て
あ

る
場

合
は

移
動

柵
は

不
要

と
す

る
。

（
４

）
工

事
区

間
長

及
び

交
通

量
に

応
じ

、
両

端
に

適
宜

交
通

誘
導

員
を

お
く

。

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
5
 
/
1
7
）

Ｂ
－

１
 
型

標
準

図

(H
30

.3
改

定
版

  -
 3

3 
-)

6-381
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２
車

線
車

道
打

換
舗

装
（

継
続

規
制

の
場

合
）

片
側

全
車

線
閉

塞
夜

間
（

昼
間

）

注

Ｂ
－

２
 
型

標
準

図

（
１

）
｢
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

｣
「

工
事

予
告

（
5
0
1
）

」
の

設
置

数
、

距
離

に
つ

い
て

は
、

交
通

量
、

渋
滞

長
そ

の
他

、
現

地
の

状
況

に
よ

っ
て

定
め

る
こ

と
。

（
２

）
交

通
量

の
状

況
に

よ
り

「
電

光
表

示
板

」
を

「
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

」
「

徐
行

（
3
2
9
）

」
「

回
転

灯
」

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

３
）

工
事

区
間

長
、

お
よ

び
交

通
量

に
応

じ
て

両
端

に
交

通
誘

導
員

を
お

く
も

の
と

す
る

が
、

交
通

量
の

少
な

い
道

路
に

あ
っ

て
は

、
所

轄
警

察
署

と
の

協
議

に
よ

り
自

動
信

号
機

と
す

る
こ

と
が

で
き

る

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
6
 
/
1
7
）

(H
30

.3
改

定
版

  -
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-)
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２
車

線
局

部
打

替
（

小
規

模
）

、
切

削
オ

ー
バ

ー
レ

イ
等

（
短

期
間

の
工

事
）

片
側

全
車

線
閉

塞
夜

間
（

昼
間

）

注

（
１

）
｢
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

｣
「

工
事

予
告

（
5
0
1
）

」
の

設
置

数
、

距
離

に
つ

い
て

は
、

交
通

量
、

渋
滞

長
そ

の
他

、
現

地
の

状
況

に
よ

っ
て

定
め

る
こ

と
。

（
２

）
昼

間
作

業
は

「
赤

色
灯

」
を

「
カ

ラ
ー

コ
ー

ン
」

と
し

「
照

明
灯

」
は

除
く

。
（

３
）

工
事

区
間

長
、

お
よ

び
交

通
量

に
応

じ
て

両
端

に
交

通
誘

導
員

を
お

く
も

の
と

す
る

が
、

交
通

量
の

少
な

い
道

路
に

あ
っ

て
は

、
所

轄
警

察
署

と
の

協
議

に
よ

り
自

動
信

号
機

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
7
 
/
1
7
）

Ｃ
－

１
 
型

標
準

図

(H
30

.3
改

定
版

  -
 3

5 
-)
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４
車

線
以

上
局

部
打

替
（

小
規

模
）

、
切

削
オ

ー
バ

ー
レ

イ
等

（
短

期
間

の
工

事
）

片
側

一
車

線
以

上
通

行
可

夜
間

（
昼

間
）

注

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
8
 
/
1
7
）

Ｃ
－

２
 
型

標
準

図

（
１

）
｢
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

｣
「

工
事

予
告

（
5
0
1
）

」
の

設
置

数
、

距
離

に
つ

い
て

は
、

交
通

量
、

渋
滞

長
そ

の
他

、
現

地
の

状
況

に
よ

っ
て

定
め

る
こ

と
。

（
２

）
昼

間
作

業
は

「
赤

色
灯

」
を

「
カ

ラ
ー

コ
ー

ン
」

と
し

「
照

明
灯

」
は

除
く

。

(H
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.3
改

定
版
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目
地

シ
ー

ル
作

業
（

短
時

間
の

工
事

）
片

側
全

車
線

閉
塞

夜
間

（
昼

間
）

注

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
9
 
/
1
7
）

Ｄ
－

１
 
型

標
準

図

（
１

）
路

肩
に

通
行

者
の

あ
る

場
合

は
必

要
に

応
じ

バ
リ

ケ
ー

ド
を

設
け

る
こ

と
。

（
２

）
昼

間
作

業
は

「
赤

色
灯

」
を

「
カ

ラ
ー

コ
ー

ン
」

と
し

「
照

明
灯

」
は

除
く

。
（

３
）

工
事

区
間

長
、

お
よ

び
交

通
量

に
応

じ
て

両
端

に
交

通
誘

導
員

を
お

く
も

の
と

す
る

が
、

交
通

量
の

少
な

い
道

路
に

あ
っ

て
は

、
所

轄
警

察
署

と
の

協
議

に
よ

り
自

動
信

号
機

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(H
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.3
改

定
版
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-)
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目
地

シ
ー

ル
作

業
（

短
時

間
の

工
事

）
一

車
線

以
上

確
保

夜
間

（
昼

間
）

注

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
1
0
 
/
1
7
）

Ｄ
－

２
 
型

標
準

図

（
１

）
昼

間
作

業
は

「
赤

色
灯

」
を

「
カ

ラ
ー

コ
ー

ン
」

と
し

「
照

明
灯

」
は

除
く

。
（

２
）

必
要

に
応

じ
交

通
誘

導
員

を
配

置
す

る
。

(H
30

.3
改

定
版

  -
 3

8 
-)
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レ
ー

ン
マ

ー
ク

作
業

車
道

区
画

線
昼

間

注

Ｅ
 
型

標
準

図

（
１

）
作

業
実

施
に

は
、

防
護

用
に

作
業

車
を

使
用

す
る

。

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
1
1
 
/
1
7
）

(H
30

.3
改

定
版
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 3
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-)
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路
面

清
掃

、
路

側
作

業
（

機
械

）
車

道
、

路
側

夜
間

注

（
１

）
必

要
に

応
じ

交
通

誘
導

員
を

配
置

す
る

。
（

２
）

交
通

量
の

状
況

に
応

じ
て

、
工

事
予

告
等

の
保

安
設

備
を

設
置

す
る

も
の

と
す

る
。

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
1
2
 
/
1
7
）

Ｆ
－

１
 
型

標
準

図

(H
30

.3
改

定
版

  -
 4

0 
-)
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短
時

間
の

路
側

作
業

（
人

力
）

（
当

日
開

放
の

場
合

）
路

側
、

路
肩

、
歩

道
夜

間

注

（
１

）
昼

間
作

業
は

「
赤

色
灯

」
を

「
カ

ラ
ー

コ
ー

ン
」

と
す

る
。

（
２

）
路

肩
に

通
行

者
の

あ
る

場
合

は
必

要
に

応
じ

歩
道

棚
を

設
け

る
こ

と
。

（
３

）
必

要
に

応
じ

交
通

誘
導

員
を

配
置

す
る

。

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
1
3
 
/
1
7
）

Ｆ
－

２
 
型

標
準

図

(H
30

.3
改

定
版

  -
 4

1 
-)

6-389
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長
時

間
の

路
側

工
事

（
継

続
規

制
の

場
合

）
路

側
歩

道
夜

間

注

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
1
4
 
/
1
7
）

Ｇ
 
型

標
準

図

（
１

）
『

道
路

工
事

中
（

2
1
3
）

』
『

工
事

予
告

（
5
0
1
）

』
の

設
置

数
、

距
離

に
つ

い
て

は
、

交
通

量
、

渋
滞

長
そ

の
他

、
現

地
の

状
況

に
よ

っ
て

定
め

る
こ

と
。

（
２

）
昼

間
作

業
は

「
赤

色
灯

」
を

「
カ

ラ
ー

コ
ー

ン
」

と
す

る
。

（
３

）
必

要
に

応
じ

交
通

誘
導

員
を

配
置

す
る

。
（

４
）

片
側

交
互

通
行

と
せ

ず
に

路
肩

を
規

制
す

る
場

合
は

、
車

道
幅

員
を

5
.
5
m
以

上
を

確
保

す
る

こ
と

。
(
建

設
工

事
公

衆
災

害
防

止
対

策
要

綱
第

2
3
条

)

(H
30

.3
改

定
版

  -
 4

2 
-)

6-390
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歩
道

工
事

歩
道

夜
間

（
昼

間
）

注

（
１

）
｢
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

｣
「

工
事

予
告

（
5
0
1
）

」
の

設
置

数
、

距
離

に
つ

い
て

は
、

交
通

量
、

渋
滞

長
そ

の
他

、
現

地
の

状
況

に
よ

っ
て

定
め

る
こ

と
。

（
２

）
昼

間
作

業
は

、
「

照
明

灯
」

と
「

赤
色

灯
」

に
代

え
て

、
「

カ
ラ

ー
コ

ー
ン

」
と

し
て

も
良

い
。

（
３

）
交

通
量

の
状

況
に

よ
り

「
電

光
表

示
板

」
を

「
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

」
「

徐
行

（
3
2
9
）

」
「

回
転

灯
」

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

４
）

必
要

に
応

じ
交

通
誘

導
員

を
配

置
す

る
。

（
５

）
仮

歩
道

内
で

の
自

転
車

の
通

行
が

予
想

さ
れ

る
場

合
は

、
そ

の
降

車
を

促
す

た
め

、
「

自
転

車
は

降
り

て
通

行
」

の
青

地
・

縦
看

板
等

を
設

置
す

る
こ

と
。

（
６

）
仮

歩
道

の
幅

員
は

、
原

則
1
.
5
ｍ

以
上

を
基

本
と

す
る

が
、

真
に

や
む

を
得

な
い

場
合

は
、

最
小

幅
員

0
.
7
5
ｍ

以
上

(
歩

行
者

の
み

)
を

確
保

す
る

こ
と

。
(
建

設
工

事
公

衆
災

害
防

止
対

策
要

綱
第

2
4
条

)
　

　
　

な
お

こ
の

場
合

に
は

、
自

転
車

の
降

車
を

確
実

に
促

す
等

、
歩

行
者

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
必

要
な

交
通

誘
導

員
の

配
置

等
も

検
討

す
る

こ
と

。

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
1
5
 
/
1
7
）

歩
道

工
事

(H
30

.3
改

定
版

  -
 4

3 
-)
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部
分

施
工

（
施

工
中

）
夜

間
（

昼
間

）

注

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
1
6
 
/
1
7
）

区
間

施
工

（
１

）
｢
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

｣
「

工
事

予
告

（
5
0
1
）

」
の

設
置

数
、

距
離

に
つ

い
て

は
、

交
通

量
、

渋
滞

長
そ

の
他

、
現

地
の

状
況

に
よ

っ
て

定
め

る
こ

と
。

（
２

）
昼

間
作

業
は

、
「

照
明

灯
」

と
「

赤
色

灯
」

に
代

え
て

、
「

カ
ラ

ー
コ

ー
ン

」
と

し
て

も
良

い
。

（
３

）
交

通
量

の
状

況
に

よ
り

「
電

光
表

示
板

」
を

「
道

路
工

事
中

（
2
1
3
）

」
「

徐
行

（
3
2
9
）

」
「

回
転

灯
」

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

４
）

工
事

区
間

長
、

お
よ

び
交

通
量

に
応

じ
て

両
端

に
交

通
誘

導
員

を
お

く
も

の
と

す
る

が
、

交
通

量
の

少
な

い
道

路
に

あ
っ

て
は

、
所

轄
警

察
署

と
の

協
議

に
よ

り
自

動
信

号
機

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(H
30

.3
改

定
版

  -
 4

4 
-)
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部
分

施
工

（
交

通
解

放
）

夜
間

（
昼

間
）

注

表
６

 
保

安
設

備
設

置
標

準
図

（
1
7
 
/
1
7
）

区
間

施
工

(H
30

.3
改

定
版

  -
 4

5 
-)
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６－１３ 工事中看板の主な表示例 

(道路工事以外) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年４月 
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工事中看板の主な表示例(道路工事以外)

工　事　種　別 工　事　内　容

公園の新設工事 公園新設工事 新しい公園をつくっています

園路の設置工事 園路設置工事 園路を設置しています

遊具の設置工事 遊具設置工事 遊具を設置しています

植栽の設置工事 植栽設置工事 植栽を行っています

遊具の補修工事 遊具補修工事 遊具をなおしています

水処理施設築造工事 水処理施設工事 水処理施設をつくっています

管理棟建築工事 管理棟建築工事 管理棟をつくっています

汚水ポンプ機械設備工事 汚水ポンプ機械設備工事 汚水ポンプの機械設備を設置しています

送風機電気設備工事 送風機電気設備工事 送風機の電気設備を設置しています

川幅を広げています（引堤が主の場合）

川底を掘り下げています（浚渫が主の場合）

川の堤防を高くしています（嵩上、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄが主の場合）

川の改修を行っています（その他の場合、上記の複合）

護岸の設置工事 河川改修工事 川に護岸を設置しています

堤防の耐震対策工事 堤防耐震対策工事 川の堤防の耐震補強を行っています

○○○○新設工事 ○○○○をつくっています（新設の時）

○○○○増設工事 ○○○○を増設しています（増設の時）

○○○○改築工事 ○○○○を改築しています（改築の時）

橋梁の架替工事 橋梁架替工事 橋の架替えを行っています

排水機場の機械設備工事 排水機場の機械設備を設置しています

排水機場の電気設備工事 排水機場の電気設備を設置しています

排水機場の機械設備更新工事 排水機場の機械設備を更新しています

排水機場の電気設備更新工事 排水機場の電気設備を更新しています

排水機場の修繕工事 排水機場修繕工事 排水機場の修繕を行っています

護岸の補修工事 護岸補修工事 川の護岸をなおしています

河床の整正工事 河床整正工事

河床の浚渫工事 河床浚渫工事

法面の補修工事 法面補修工事 川の法面をなおしています

除草工事 除草工事 川の草刈をしています

高木処理、回廊等樹木剪定工事 植栽剪定工事 川の植栽を剪定しています

階段の設置工事 階段設置工事 川に階段を設置しています

魚道の設置工事 魚道設置工事 川に魚道を設置しています

植栽工事 植栽工事 川に植栽をしています

浚渫工事 浚渫工事 川の浚渫を行っています

覆砂工事 覆砂工事 川に覆砂をしています

川底にたまった土砂を取り除いています

公
園
工
事

複数の工事内容が含まれる工事については、工事期間や規制期間が最も長くなる、主たる工事内容について記載する。

表　示　例
区分 主　な　工　事

下
水
道
工
事

河川改修工事

排水機場設備工事

排水機場設備更新工事

橋梁以外の構造物工事
（排水機場、放水路、遊水池、調
整池、堰等）

河
川
工
事

河川改修工事
（一般の河川改修）
（能力アップのある場合）

工事種別の表示例

工事内容の表示例

道路工事保安設備設置基準(案)
(平成19年4月 愛知県建設部)

の表2 保安設備標準様式図の記号⑥
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工　事　種　別 工　事　内　容

表　示　例
区分 主　な　工　事

堤防の補修工事 堤防補修工事 海岸の堤防をなおしています

護岸の補修工事 護岸補修工事 海岸の護岸をなおしています

突堤の補修工事 突堤補修工事 突堤をなおしています

樋門の補修工事 樋門補修工事 樋門をなおしています

陸閘の補修工事 陸閘補修工事 陸閘をなおしています

灯標の補修工事 灯標補修工事 灯標をなおしています

除草工事 除草工事 海岸堤防（護岸）の草刈を行っています

浚渫工事 浚渫工事 海の浚渫を行っています

護岸工事 護岸工事 海岸の護岸を改築しています

堤防工事 堤防工事 海岸の堤防を改築しています

突堤工事 突堤工事 突堤を設置しています

消波工事 消波工事 消波ブロックを設置しています

潜堤（人工リーフ）工事 潜堤（人工リーフ）工事 潜堤（人工リーフ）を設置しています

離岸堤工事 離岸堤工事 離岸堤を設置しています

灯標工事 灯標工事 灯標を設置しています

養浜工事 養浜工事 砂浜を造成しています

堤防の耐震対策工事 堤防耐震対策工事 海岸の堤防の耐震補強を行っています

樋門工事 樋門工事 樋門を改築しています

陸閘工事 陸閘工事 陸閘を改築しています

急傾斜地の崩壊による被害を防
止する工事

急傾斜地崩壊防止工事 がけ崩れの被害を防ぐ工事を行っています

地すべりによる被害を防止する工
事

地すべり防止工事 地すべりの被害を防ぐ工事を行っています

土石流による被害を防止する工
事

土石流対策工事 土石流の被害を防ぐ工事を行っています

砂防指定地内の普通河川に関す
る工事

【 河川工事の記載例を準用 】 【 河川工事の表示例を準用 】

浚渫工事
(砂防えん堤、流路など)

砂防えん堤浚渫工事
（｢砂防えん堤｣の部分に施設
の名称を記入）

砂防えん堤に貯まった土砂をとりのぞいています
（｢砂防えん堤｣の部分に施設の名称を記入）

仮設工事
（道路、橋梁、クレーンなど）

仮設道路工事
（｢道路｣の部分に施設の名称
を記入）

工事用の道路を設置しています（設置工事の場合）
工事用の道路を撤去しています（撤去工事の場合）
（｢道路｣の部分に施設の名称を記入）

海
岸
工
事

砂
防
工
事
・
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
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工　事　種　別 工　事　内　容

表　示　例
区分 主　な　工　事

水域施設の浚渫工事 浚渫工事 漁港の浚渫を行っています

浚渫土の揚土工事 浚渫土揚土工事 浚渫した土を揚土しています

ブロックの製作工事 ブロック製作工事 ブロックを製作しています

護岸の補修工事 護岸補修工事 護岸をなおしています

護岸工事 護岸工事 護岸を改築しています

岸壁工事 岸壁工事 岸壁を改築しています

岸壁工事（新設） 岸壁新設工事 岸壁をつくっています

岸壁の補修工事 岸壁補修工事 岸壁をなおしています

物揚場工事 物揚場工事 物揚場を改築しています

物揚場工事（新設） 物揚場新設工事 物揚場をつくっています

物揚場の補修工事 物揚場補修工事 物揚場をなおしています

係船柱の補修工事 係船柱補修工事 係船柱をなおしています

係船柱の取替工事 係船柱取替工事 係船柱を取替ています

防舷材の設置工事 防舷材設置工事 防舷材を設置しています

防舷材の取替工事 防舷材取替工事 防舷材を取替ています

船揚場の改築 船揚場工事 船揚場を改築しています

船揚場の補修工事 船揚場補修工事 船揚場をなおしています

防波堤の補修工事 防波堤補修工事 防波堤をなおしています

防波堤の改築 防波堤工事 防波堤を改築しています

防波堤工事（新設） 防波堤新設工事 防波堤をつくっています

浮桟橋工事（新設） 浮桟橋設置工事 浮桟橋を設置しています

浮桟橋の補修工事 浮桟橋補修工事 浮桟橋をなおしています

標識の設置工事 標識設置工事 標識を設置しています

照明の設置工事 照明設置工事 照明を設置しています

照明の補修工事 照明補修工事 照明をなおしています

エプロンの補修工事 エプロン補修工事 エプロンをなおしています

エプロンの改築工事 エプロン工事 エプロンを改築しています

臨港道路の工事 【 道路工事の表示例を準用 】 【 道路工事の表示例を準用 】

桟橋の工事（新設） 桟橋新設工事 桟橋をつくっています

桟橋の改築工事 桟橋工事 桟橋を改築しています

桟橋の補修工事 桟橋補修工事 桟橋をなおしています

埋め立て工事 埋め立て工事 ふ頭用地の埋め立てを行っています

漁
港
・
港
湾
工
事
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６－１４ コンクリートの耐久性向上（案） 
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コンクリートの耐久性向上（案） ［抄］ 

 

第１条 適用範囲 

 （ 省 略 ）   

第２条 コンクリート中の塩化物総量規制 

１．塩化物総量の規制値 

２．現場における実施の方法 （ 省 略 ） 

３．試 験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 アルカリ骨材反応抑制対策(土木構造物)実施要領 

 （ 省 略 ）  
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６－１５ レディーミクストコンクリート単位水量 

測定要領(案)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年 3 月 8 日 事務連絡 

 大臣官房技術調査課 課長補佐通達 
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レディーミクストコンクリート 

単位水量測定要領（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年３月 

 

国 土 交 通 省 
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第６章　６－１５　レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）
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レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）の 

適用にあたって 

 

 

適用にあたって 

・実施時期については、地整においてレディーミクストコンクリートの品質確保の重要性を踏ま

え、早急に準備を整え、通知等により実施することとする。 

・計測機器については特定しないものとする。したがって現場における適用性の確認など個別事

項は地整で課題・問題について把握し、実施することとする。 

・機種は特定していないことから、機器特性を勘案して適正にキャリブレーションされた機器を

使用することとする。 

・地整の種々の理由により本要領より厳しい管理を実施している地整では、本要領に示した管理

基準値によるところではない。 
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レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案） 

 

 

１．適用範囲 

本要領は、レディーミクストコンクリートの単位水量測定について、測定方法および管理基準

値等を規定するものである。 

なお、水中コンクリート、転圧コンクリート等の特殊なコンクリートを除き、１日当たりコン

クリート種別ごとの使用量が 100m3 以上施工するコンクリート工を対象とする。 

 

２．測定機器 

レディーミクストコンクリートの単位水量測定機器については、エアメータ法かこれと同程度、

あるいは、それ以上の精度を有する測定機器を使用することとし、施工計画書に記載させるとと

もに、事前に機器諸元表、単位水量算定方法を監督職員に提出するものとする。また、使用する

機器はキャリブレーションされた機器を使用することとする。 
 

３．品質の管理 

受注者は、施工現場において、打込み直前のレディーミクストコンクリートの単位水量を本要

領に基づき測定しなければならない。 

 

４．単位水量の管理基準 

測定したレディーミクストコンクリートの単位水量の管理値は、「レディーミクストコンクリ

ートの品質確保について」の運用について（平成 15 年 10 月 2 日付け国コ企第３号）によるもの

とする。 

 

５．単位水量の管理記録 

受注者は、測定結果をその都度記録（プリント出力機能がある測定機器を使用した場合は、プ

リント出力）・保管するとともに、測定状況写真を撮影・保管し、監督職員等の請求があった場合

は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。また、１日のコンクリート打

設量は単位水量の管理シートに記載するものとする。 

 

６．測定頻度 

単位水量の測定頻度は、（１）および（２）による。 

（１）２回／日（午前１回、午後１回）、または、重要構造物では重要度に応じて１００～１５

０ｍ3に１回 

（２）荷卸し時に品質の変化が認められたとき。 

なお、重要構造物とは、高さが 5m以上の鉄筋コンクリート擁壁（ただし、プレキャスト製品は

除く。）、内空断面が 25m2 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部（ただし PC は除

く。）、トンネル及び高さが 3m以上の堰・水門・樋門とする。 
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７．管理基準値・測定結果と対応 

（１）管理基準値 

現場で測定した単位水量の管理基準値は次のとおりとして扱うものとする。 

区分 単位水量（kg/m3） 

管理値 配合設計±15kg/m3 

指示値 配合設計±20kg/m3 

注）示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が 20～25mm の場合は 175kg/m3、40mm

の場合は 165kg/m3を基本とする。 

 

（２）測定結果と対応 

ａ 管理値内の場合 

測定した単位水量が管理値内の場合は、そのまま打設して良い。 

ｂ 管理値を超え、指示値内の場合 

測定した単位水量が管理値を超え指示値内の場合は、そのまま施工してよいが、受注者は、

水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善の指示をしなければならない。 

その後、管理値内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行うこととす

る。 

なお、「管理値内に安定するまで」とは、２回連続して管理値内の値を観測することをいう。 

ｃ 指示値を超える場合 

測定した単位水量が指示値を超える場合は、その運搬車は打込まずに持ち帰らせるとともに、

受注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならない。 

その後、単位水量が管理値内になるまで全運搬車の測定を行う。 

 

なお、管理値または指示値を超える場合は１回に限り試験を実施することができる。再試験を

実施した場合は２回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さいほうの値で評価して良

い。 
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レディーミクストコンクリートの単位水量測定の管理フロー図 

指示値超 

管理値内 

合格 
（→打設） 

原因を調査し、 
改善を指示（→打設） 

不合格 
（→持ち帰り） 

測定結果 
の判定 

単位水量の測定 

荷卸地点の 
レディーミクストコンクリート 

試料採取 

管理値内 

＝配合設計±15kg/m3以下の 

範囲にある場合 

管理値を超え、指示値内 

＝配合設計±15kg/m3 

を超え、±20kg/m3以下 

の範囲にある場合 

指示値超 

＝配合設計±20kg/m3 

を超える場合 

管理値内に安定するまで測定 管理値内に安定するまで測定

再試験実施の判断 

管理値内 

管理値超 
指示値以下 

指示値超 

再試験実施の判断 

無 無 
単位水量の測定 

測定結果の判定 

実施 実施 

管理値超 
指示値以下

２回の測定値のうち、絶対値の 

小さいほうの値で判定 
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レディーミクストコンクリートの

単位水量測定の管理図（kg/m3）
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た
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量
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打設不可能範囲

原因を調査し、
改善の指示

（打設可能範囲）

打設可能範囲

打設可能範囲

打設不可能範囲

原因を調査し、
改善の指示

（打設可能範囲）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）単位水量の上限値が 175kg/m3 の場合（粗骨材最大寸法が 20～25mm）
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参
考

資
料

 

 

各
種
測
定
方
法
の
概
要
（
１
/４

）
 
 
推
定
精
度
が
±
10
kg
/m
3
以
下
で
測
定
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
測
定
方
法
を
掲
載
（
20
03
.7

現
在
）
 

名
称
 

エ
ア
メ
ー
タ
法
（
土
研
法
）
 

エ
ア
メ
ー
タ
法
 

生
コ
ン
の
単
位
水
量
計
「
Ｗ
－
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ
ｅ
ｒ
」
 

水
中
質
量
法
 

測
定

原
理
 

 単
位
水
量
が
増
加
す
る
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
単
位
容
積
質
量
が
小
さ
く
な
る
。
こ
の
性
質

を
利
用
し
、
単
位
容
積
質
量
の
違
い
か
ら
単
位
水
量
を
推
定
す
る
。
 

 生
コ
ン
が
計
画
し
た
調
合
通
り
で
あ
る
か
を
、
単
位
容
積
質
量
と
空
気
量
の
関
係
か
ら
求

め
る
も
の
で
あ
る
。
空
気
量
の
測
定
値
が
理
論
値
と
異
な
る
場
合
に
は
、
細
骨
材
質
量
の

計
量
値
に
は
骨
材
以
外
に
水
量
が
含
ま
れ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
水
量
か
ら
単
位
水
量
と

水
セ
メ
ン
ト
比
を
算
出
す
る
。
 

 コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
気
中
（
空
中
）
質
量
と
、
水
中
質
量
お
よ
び
材
料
の
密
度
か
ら
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
体
積
を
求
め
、
単
位
水
量
を
測
定
す
る
。
 

特
徴
 

 長
所
：
空
気
量
測
定
時
に
質
量
を
測
定
す
る
だ
け
で
単
位
水
量
が
推
定
で
き
る
。
 

 
 
 
無
注
水
法
で
も
注
水
法
と
同
等
の
精
度
で
推
定
で
き
る
。
 

短
所
：
骨
材
の
密
度
を
正
し
く
求
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 

 長
所
：
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
受
け
入
れ
試
験
と
し
て
行
わ
れ
る
空
気
量
測
定
試
験
と
 

ほ
ぼ
同
等
の
作
業
で
測
定
が
可
能
 

「
Ｗ
－
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ
ｅ
ｒ
」（

は
か
り
が
１
ｇ
、
空
気
量
が

0.
1％

の
測
定
が
可
能
）

を
用
い
る
こ
と
で
、
高
精
度
な
単
位
水
量
測
定
が
可
能
 

短
所
：
骨
材
の
密
度
を
正
し
く
求
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 

 長
所
：
ウ
エ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
わ
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
測
定
可
能
で
あ
る
。
 

事
前
に
骨
材
の
密
度
測
定
を
行
う
こ
と
で
、
高
精
度
で
の
推
定
が
可
能
。
 

短
所
：
作
業
に
熟
練
を
要
す
 

 
 
 
水
道
水
が
必
要
 

測
定

方
法
 

 ①
 
事
前
に
エ
ア
メ
ー
タ
の
容
積
、
質
量
を
測
定
し
て
お
く
。
 

②
 
エ
ア
メ
ー
タ
を
用
い
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
試
料
の
空
気
量
を
測
定
す
る
。
 

③
 
エ
ア
メ
ー
タ
ご
と
試
料
の
質
量
を
秤
に
載
せ
て
測
定
す
る
。
 

 ①
 装

置
自
体
の
容
量
と
質
量
の
測
定
を
行
い
、
JI
S 
A 
11
28

に
準
じ
て
空
気
 

量
の
キ
ャ
リ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
 

②
 骨

材
修
正
係
数
と
セ
メ
ン
ト
密
度
を
測
定
し
、
配
合
計
算
書
か
ら
材
料
密
 

度
、
各
種
材
料
の
配
合
を
入
力
 

③
 コ

ン
ク
リ
ー
ト
試
料
を
エ
ア
メ
ー
タ
に
入
れ
質
量
を
測
定
す
る
 

④
 エ

ア
メ
ー
タ
の
空
間
部
分
に
水
を
注
入
し
質
量
を
測
定
す
る
 

⑤
 J
IS
 A
 1
12
8
に
準
じ
て
空
気
量
を
測
定
す
る
 

⑥
 測

定
値
デ
ー
タ
を
入
力
し
、
単
位
水
量
を
算
出
す
る
 

 ①
 事

前
に
骨
材
の
密
度
測
定
を
行
う
 

②
 コ

ン
ク
リ
ー
ト
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
空
中
質
量
を
測
定
 

③
 コ

ン
ク
リ
ー
ト
中
の
気
泡
を
脱
泡
し
つ
つ
水
中
質
量
を
測
定
 

④
 粗

骨
材
の
み
を
洗
い
出
し
、
粗
骨
材
料
を
測
定
 

⑤
 計

算
に
よ
り
単
位
水
量
を
推
定
す
る
 

測
定

時
間
 

 ５
分
 

 ５
分
 

 １
５
分
 

試
料

の
量
 

 ７
リ
ッ
ト
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

 約
 ６

㍑
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

 約
 ２

ｋ
ｇ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

測
定
に
必
要
な
情
報
 

 計
画
配
合
 

 ①
 計

画
配
合
 

②
 セ

メ
ン
ト
の
湿
潤
密
度
 

③
 細

骨
材
、
粗
骨
材
の
表
乾
密
度
 

 

 基
準
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
調
合
 

各
材
料
の
密
度
 

そ
の

他
 

 ・
専
用
の
計
算
シ
ス
テ
ム
（
Ｐ
Ｄ
Ａ
）
も
市
販
さ
れ
て
い
る
（
エ
ア
メ
ー
タ
と
セ
ッ
ト
で

２
３
万
円
）
 

 

 コ
ン
ク
リ
ー
ト
試
料
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
た
め
、
ウ
エ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う

場
合
の
よ
う
な
サ
ン
プ
リ
ン
グ
誤
差
が
生
じ
な
い
。
 

 測
定
手
順
と
し
て
粗
骨
材
を
洗
う
た
め
、
測
定
終
了
後
の
装
置
の
洗
浄
作
業
が
な
く
、
直

ち
に
次
の
測
定
に
か
か
れ
る
。
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参
考

資
料

 

 

各
種
測
定
方
法
の
概
要
（
２
/４

）
 
 
推
定
精
度
が
±
10
kg
/m
3
以
下
で
測
定
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
測
定
方
法
を
掲
載
（
20
03
.7

現
在
）
 

名
称
 

高
周
波
加
熱
乾
燥
（
電
子
レ
ン
ジ
）
法
 

Ｗ
／
Ｃ
ミ
ー
タ
（
Ｍ
Ｔ
－
２
０
０
）
 

乾
燥
炉
法
 

測
定

原
理
 

 高
周
波
加
熱
乾
燥
法
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
ふ
る
い
分
け
た
モ
ル
タ
ル
分
を
、
電
子
レ
ン
ジ
で
加
熱
乾
燥
さ
せ
、

質
量
の
減
少
量
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
単
位
水
量
の
相
関
性
が
高
い
こ
と
を
利
用
し
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
単
位
水
量
を
測
定
測
定
す
る
。
 

 

 減
圧
式
加
熱
乾
燥
法
 

水
は
減
圧
乾
燥
す
る
と
約

50
℃
で
沸
点
に
達
す
る
た
め
、
試
料
は
低
温
化
で
乾
燥
さ
れ

る
。
 

 専
用
の
乾
燥
炉
に
よ
っ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
加
熱
乾
燥
し
、
蒸
発
量
か
ら
単
位
水
量
を
推

定
す
る
。
 

特
徴
 

 長
所
：
使
用
す
る
機
械
が
電
子
レ
ン
ジ
、
は
か
り
、
パ
ソ
コ
ン
（
表
計
算
ソ
フ
ト
）
で
あ

り
入
手
が
容
易
で
あ
る
。
 

短
所
：
モ
ル
タ
ル
で
試
験
を
行
う
た
め
に
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
伴
う
誤
差
を
補

正
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
 
 
長
時
間
使
用
す
る
と
電
子
レ
ン
ジ
が
劣
化
す
る
。
 

 
 
 
電
源
が
必
要
 

 長
所
：
材
料
に
よ
る
影
響
が
少
な
い
、
操
作
も
計
量
・
乾
燥
・
計
算
を
す
べ
て
自
動
で
行

う
た
め
に
測
定
者
に
よ
る
試
験
誤
差
が
発
生
し
な
い
。
 

 
 
 
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
伴
う
誤
差
を
骨
材
の
種
類
ご
と
に
自
動
的
に
補
正

す
る
。
 

短
所
：
測
定
時
間
が
長
い
 

 
 
 
電
源
が
必
要
 

 長
所
：
原
理
が
単
純
で
、
信
頼
性
が
高
い
。
 

 
 
 
乾
燥
後
の
試
料
か
ら
粗
骨
材
を
洗
い
出
す
こ
と
で
粗
骨
材
量
を
測
定
・
補
正
す
る

こ
と
で
高
精
度
の
単
位
水
量
推
定
が
可
能
。
 

短
所
：
測
定
時
間
が
長
い
。
 

 
 
 
事
前
に
１
時
間
の
予
熱
が
必
要
 

 
 
 
電
源
が
必
要
 

測
定

方
法
 

 ①
 測

定
準
備
 

  
測
定
に
使
用
す
る
紙
皿
の
乾
燥
質
量
を
事
前
に
求
め
て
お
く
。
 

②
 試

料
採
取
 

  
ハ
ン
ド
ス
コ
ッ
プ
１
杯
分
（
１
kg
～
1.
5k
g
程
度
）
の
試
料
を
、
バ
イ
ブ
レ
ー
タ
ー
や

サ
ジ
を
使
っ
て
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
す
る
。
 

③
 乾

燥
前
質
量
の
測
定
 

  
モ
ル
タ
ル
試
料
を
紙
皿
の
上
に

40
0ｇ

程
度
で

0.
1g

単
位
ま
で
計
り
取
る
。
 

④
 モ

ル
タ
ル
試
料
の
乾
燥
 

  
電
子
レ
ン
ジ
に
モ
ル
タ
ル
試
料
を
設
置
し
、
4～

5
分
間
程
度
加
熱
乾
燥
さ
せ
る
。
 

⑤
 乾

燥
後
の
質
量
測
定
 

  
乾
燥
後
の
モ
ル
タ
ル
試
料
の
質
量
を

0.
1ｇ

単
位
ま
で
計
る
。
 

⑥
 単

位
水
量
の
計
算
 

  
必
要
な
デ
ー
タ
を
表
計
算
ソ
フ
ト
に
入
力
し
単
位
水
量
を
計
算
す
る
。
 

 ①
 試

料
採
取
 

  
フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
を
モ
ル
タ
ル
分
離

機
で
行
い
、
モ
ル
タ
ル
を
採
取
す
る
。
 

②
 乾

燥
前
質
量
の
測
定
 

  
モ
ル
タ
ル
を
約

40
0ｇ

試
料
受
け
皿
に
入
れ
て
測
定
器
に
セ
ッ
ト
し
、
乾
燥
前
の
質
量

を
測
定
す
る
。
 

③
 減

圧
乾
燥
 

  
調
配
合
を
選
択
後
、
測
定
開
始
。
 

④
 配

合
値
の
入
力
 

  
配
合
値
を
測
定
器
に
入
力
す
る
。
 

⑤
 結

果
表
示
 

  
乾
燥
終
了
後
、
乾
燥
後
の
質
量
を
測
定
し
、
自
動
的
に
演
算
さ
れ
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト

す
る
。
 

 ①
 
予
熱
 

事
前
に
乾
燥
炉
内
の
温
度
を
上
昇
さ
せ
て
お
く
 

②
 
試
料
採
取
 

試
料
を

1～
２
ｋ
ｇ
採
取
し
、
質
量
を
測
定
す
る
。
 

③
 
乾
燥
 

試
料
を
乾
燥
炉
に
入
れ
、
乾
燥
さ
せ
る
。
 

④
 
質
量
測
定
 

乾
燥
後
の
試
料
質
量
を
測
定
す
る
 

⑤
 
洗
い
出
し
 

乾
燥
後
の
試
料
を

5m
m
フ
ル
イ
上
で
水
洗
い
し
、
粗
骨
材
量
を
測
定
す
る
。
 

 

測
定

時
間
 

 １
５
分
程
度
 

 ２
０
分
～
２
５
分
 

 ２
０
～
２
５
分
 

試
料

の
量
 

 40
0ｇ

程
度
の
モ
ル
タ
ル
 

 40
0ｇ

±
30
ｇ
の
モ
ル
タ
ル
 

 １
～
２
ｋ
ｇ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

測
定
に
必
要
な
情
報
 

 細
骨
材
中
の
水
分
量
、
セ
メ
ン
ト
初
期
水
和
量
、
 

 調
配
合
（
示
方
配
合
・
現
場
配
合
）
 

 配
合
表
 

そ
の

他
 

 竹
中
工
務
店
の
方
法
、
全
生
連
の
方
法
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
 

特
に
必
要
な
資
格
等
は
な
し
 

 

 特
に
必
要
な
資
格
等
は
な
し
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参
考

資
料

 

 

各
種
測
定
方
法
の
概
要
（
３
/４

）
 
 
推
定
精
度
が
±
10
kg
/m
3
以
下
で
測
定
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
測
定
方
法
を
掲
載
（
20
03
.7

現
在
）
 

名
称
 

 
静
電
容
量
法
 

生
コ
ン
水
分
計
：
Ｈ
Ｉ
－
３
０
０
、
Ｈ
Ｉ
－
３
０
０
Ｊ
 

生
コ
ン
・
砂
水
分
計
：
Ｈ
Ｉ
－
３
３
０
、
Ｈ
Ｉ
－
３
３
０
Ｊ
 

連
続
式
Ｒ
Ｉ
（
ラ
ジ
オ
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
）
法
 

水
濃
度
測
定
法
 

測
定

原
理
 

 高
周
波
容
量
式
 

  
物
質
の
誘
電
率
が
水
分
量
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
を
応
用
。
モ
ル
タ
ル
中
の
静
電
容
量
と
水
分

率
の
関
係
式
を
あ
ら
か
じ
め
求
め
て
お
き
、
機
械
で
モ
ル
タ
ル
中
の
静
電
容
量
を
測
定
す
る
こ
と
に

よ
り
単
位
水
量
を
推
定
す
る
。
 

 コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
の
水
素
原
子
（
主
に
水
と
し
て
存
在
）
と
照
射
す
る
中
性
子
と
の
衝
突
に
よ
っ
て

減
衰
す
る
中
性
子
の
割
合
か
ら
単
位
水
量
を
推
定
す
る
。
 

 本
測

定
方

法
は

、
一

定
容

積
の

フ
レ

ッ
シ

ュ
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

特
殊

ア
ル

コ
ー

ル
を

定
量

加
え

、
コ

ン
ク

リ

ー
ト
中

の
水

量
を

ア
ル

コ
ー

ル
に

抽
出

さ
せ

、
そ

の
水

ア
ル

コ
ー

ル
混

合
液

の
水

濃
度

を
測

定
す

る
こ

と

に
よ

り
、
採

取
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
中

の
水

量
を

求
め

、
体

積
換

算
に

よ
り
、

コ
ン

ク
リ
ー

ト
１
ｍ

３
当

り
の

単
位

水
量

を
求

め
る

。
 

こ
の
水
濃
度
を
測
定
す
る
方
法
と
し
て
、
以
下
に
示
す
水
素
化
カ
ル
シ
ウ
ム
が
水
と
反
応
し
て
ガ
ス

を
発
生
さ
せ
る
特
性
を
利
用
し
て
い
る
。
発
生
し
た
ガ
ス
圧
を
高
精
度
の
精
密
圧
力
計
を
用
い
て
計

測
し
、
発
生
ガ
ス
圧
と
測
定
試
料
中
の
水
濃
度
と
の
相
関
に
よ
り
、
抽
出
液
の
水
濃
度
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
。
 

反
応

式
：Ｃ

ａＨ
２
＋

２
Ｈ

２
Ｏ

 →
 Ｃ

ａ(
Ｏ

Ｈ
) ２
＋

２
Ｈ

２
↑

 
 

特
徴
 

 長
所
：
２
電
源
対
応
（
Ａ
Ｃ
電
源
、
乾
電
池
）
 

１
２
６
点
の
測
定
デ
ー
タ
の
記
憶
、
プ
リ
ン
タ
ー
出
力
が
可
能
 

測
定
に
際
し
て
特
別
な
技
術
は
不
要
 

短
所
：
高
精
度
を
保
証
す
る
に
は
事
前
に
検
量
線
の
チ
ェ
ッ
ク
・
見
直
し
が
必
要
 

 

 長
所
：
配
管
を
流
れ
る
生
コ
ン
全
量
の
単
位
水
量
を
連
続
的
に
測
定
し
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
結
果
が

判
明
す
る
。
試
験
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
適
切
に
行
え
る
。
 

短
所
：
事
前
に
校
正
試
験
が
必
要
 

装
置
が
高
額
 

 長
所
：
・

コ
ン

ク
リ
ー

ト
自

体
を

試
料

と
す

る
た

め
、
試

料
調

整
が

不
要

。
 

・事
前

情
報

（コ
ン

ク
リ
ー

ト
の

調
配

合
や

骨
材

比
重

・吸
水

率
等

）を
必

要
と

し
な

い
。

 
・測

定
値

か
ら

換
算

表
に

よ
り
、
単

位
水

量
を

求
め

る
（パ

ソ
コ

ン
を

必
要

と
し

な
い

）。
 

・外
部

電
源

を
必

要
と

し
な

い
。

 
・現

場
で

簡
易

測
定

で
き

る
（測

定
器

が
、
コ

ン
パ

ク
ト
で

持
ち

運
び

で
き

る
）。

 
短

所
：・

サ
ン

プ
リ
ン

グ
時

の
試

料
の

バ
ラ

ツ
キ

の
影

響
。
 

 

測
定

方
法
 

 ①
 配

合
デ
ー
タ
の
入
力
 

②
 生

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
採
取
 

③
 ウ

エ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
モ
ル
タ
ル
を
抽
出
 

④
 試

料
容
器
に
モ
ル
タ
ル
を
充
填
 

⑤
 試

料
容
器
の
質
量
を
測
定
し
器
械
に
入
力
す
る
 

⑥
 生

コ
ン
の
空
気
量
を
器
械
に
入
力
す
る
 

⑦
 試

料
容
器
を
器
械
に
セ
ッ
ト
し
測
定
を
行
う
（
約
７
秒
）
 

⑧
 ⑤

～
⑦
の
手
順
を
試
料
容
器
３
個
分
繰
り
返
し
、
平
均
値
を
計
算
す
る
 

※
 試

料
容
器
３
個
の
ば
ら
つ
き
は
約
±
1.
0k
g/
m3
 

 校
正
試
験
（
基
準
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
対
し
て
実
施
）
と
現
場
測
定
（
測
定
対
象
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に

対
し
て
実
施
）
の
２
段
階
測
定
。
 

①
 校

正
試
験
 

何
を
基
準
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
す
る
か
に
よ
っ
て
以
下
の
２
つ
の
方
法
が
あ
る
。
 

1)
 試

験
室
で
試
し
練
り
時
に
実
施
。
 

2)
 特

定
の
生
コ
ン
車
を
基
準
と
し
、
荷
卸
し
時
に
実
施
。
 

②
 現

場
測
定
 

  
配
管
（
例
え
ば
、
ポ
ン
プ
車
の
ブ
ー
ム
配
管
）
に
中
性
子
線
水
分
計
お
よ
び
γ
線
密
度
計
を
取
り

つ
け
、
同
配
管
内
を
流
れ
る
フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
単
位
水
量
お
よ
び
単
位
容
積
質
量
を
測

定
す
る
。
 

 ①
 専

用
試
料
採
取
容
器
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
採
取
す
る
。

 
②

 専
用
抽
出
容
器
に
、
特
殊
ア
ル
コ
ー
ル
を
５
０
０
ｍ
ｌ
入
れ
て
試
料
採
取
容
器
を
セ
ッ
ト
し
、
２

分
間
振
と
う
さ
せ
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
試
料
中
の
水
を
特
殊
ア
ル
コ
ー
ル
の
中
に
抽
出
す
る
。

 
③

 試
料
採
取
容
器
を
外
し
、
抽
出
容
器
に
ろ
紙
を
セ
ッ
ト
し
、
抽
出
液
を
ろ
過
さ
せ
る
。

 
④

 ろ
過
し
た
抽
出
液
を
専
用
シ
リ
ン
ジ
で
採
取
し
、
反
応
管
に
入
れ
、
反
応
管
に
ゴ
ム
栓
を
す
る
。

 
⑤

 反
応
管
を
折
り
曲
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
反
応
管
中
の
試
薬
ア
ン
プ
ル
を
割
り
、
反
応
管
を
１
分
間

振
と
う
さ
せ
、
試
薬
と
反
応
さ
せ
る
。
 

⑥
 反

応
後
３
分
間
静
置
し
、
精
密
圧
力
計
で
発
生
ガ
ス
圧
力
を
測
定
す
る
。
そ
の
測
定
値
か
ら
換
算

表
に
よ
り
単
位
水
量
を
求
め
る
。

 

 

測
定

時
間
 

 １
０
分
 

 

 ５
分
 

 １
５
～
２
０
分
 

 
試

料
の

量
 

 

 モ
ル
タ
ル
量
  
約
２
ｋ
ｇ
 

 制
限
無
し
 

 ０
．
５
リ
ッ
ト
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

測
定
に
必
要
な
情
報
 

 ①
 単

位
量
（
水
、
セ
メ
ン
ト
、
細
骨
材
、
粗
骨
材
）
 

②
 表

乾
密
度
（
セ
メ
ン
ト
、
細
骨
材
、
粗
骨
材
）
 

③
 吸

水
率
（
細
骨
材
、
粗
骨
材
）
 

④
 試

料
質
量
、
⑤
 空

気
量
 

 

 基
準
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
単
位
水
量
と
単
位
容
積
質
量
 

 な
し
 

そ
の

他
 

 ・
Ｊ
Ｒ
東
日
本
「
土
木
工
事
標
準
仕
様
書
」
を
は
じ
め
、
Ｊ
Ｒ
東
海
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
な
ど
で
現
場
測

定
を
実
施
。
 

・
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
で
は
フ
ィ
ー
ル
ド
試
験
継
続
中
 

 

 ・
管
厚
の
補
正
が
必
要
 

・
通
信
手
段
を
用
い
て
測
定
値
を
随
時
送
信
し
、
結
果
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
き
る
。（

遠
隔
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
）
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参
考

資
料

 

 

各
種
測
定
方
法
の
概
要
（
４
/４

）
 
 
推
定
精
度
が
±
10
kg
/m
3
以
下
で
測
定
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
測
定
方
法
を
掲
載
（
20
03
.7

現
在
）
 

名
称
 

塩
分
濃
度
差
法
(電

量
滴
定
塩
分
濃
度
計
方
式
) 

 
 

測
定

原
理
 

 フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
濃
度
の
判
っ
て
い
る
食
塩
水
を
添
加
・
混
合
し
た
際
に
食

塩
水
添
加
前
と
食
塩
水
を
混
合
後
の
濾
液
の
塩
分
濃
度
を
測
定
し
、
食
塩
水
が
コ
ン
ク
リ

ー
ト
中
の
水
に
よ
り
薄
め
ら
れ
る
原
理
を
用
い
て
単
位
水
量
を
推
定
す
る
。
 

 

 
 

特
徴
 

 長
所
：
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ま
ま
で
測
定
で
き
、
測
定
原
理
が
わ
か
り
や
す
い
。
 

 
 
 
・
小
型
・
高
精
度
の
電
量
滴
定
式
塩
分
濃
度
計
（
蓄
電
池
等

3
電
源
式
）
を
用
い

る
た
め
電
源
の
な
い
現
場
で
も
測
定
で
き
、
測
定
デ
ー
タ
を
印
字
で
き
る
。
 

 
 
 
・
配
合
情
報
が
な
い
場
合
で
も
概
略
値
が
求
め
ら
れ
る
。
 

 
 
 
・
空
気
量
、
単
位
セ
メ
ン
ト
量
、
骨
材
量
、
骨
材
吸
水
率
が
わ
か
れ
ば
推
定
精
度

が
向
上
す
る
。
 

短
所
：
・
試
料
量
が

1.
5
リ
ッ
ト
ル
で
あ
る
た
め
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
注
意
が
必
要
 

・
少
量
の
濾
液
に
よ
り
塩
分
測
定
す
る
た
め
注
意
深
く
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
 

測
定

方
法
 

 ①
 事

前
に
添
加
す
る
食
塩
水
の
塩
分
濃
度
を
測
定
し
て
お
く
。
 

②
 食

塩
水
濃
度
、
配
合
情
報
を
パ
ソ
コ
ン
ま
た
は
本
体
(専

用
機
)に

入
力
し
て
お
く
。
 

③
 容

器
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
採
取
し
、
突
き
棒
、
ゴ
ム
ハ
ン
マ
を
用
い
て
詰
め
る
。
 

④
 容

器
表
面
を
ス
ト
レ
ー
ト
エ
ッ
ジ
で
水
平
に
な
ら
す
。
 

⑤
 接

続
筒
を
取
り
付
け
、
食
塩
水
を
計
量
・
添
加
し
、
混
合
容
器
を
閉
じ
る
。
 

⑥
 食

塩
水
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
混
ざ
り
流
動
状
態
に
な
る
よ
う
振
っ
て
攪
拌
・
混
合
す

る
。
混
合
容
器
の
上
下
逆
転
を
繰
り
返
す
か
、
混
合
機
に
よ
り
水
平
回
転
さ
せ
て

2
分
間

程
度
攪
拌
・
混
合
す
る
。
 

⑦
 食

塩
水
混
合
前
・
後
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
よ
り
濾
液
採
取
器
に
よ
り
濾
液
を
採
取
し
、
塩

分
濃
度
を
測
定
す
る
。
 

⑧
 測

定
終
了
後
測
定
値
を
入
力
し
単
位
水
量
を
算
出
す
る
。（

専
用
機
：
単
位
水
量
を
表

示
し
、
測
定
デ
ー
タ
と
と
も
に
印
字
す
る
。）

 

 
 

測
定

時
間
 

 約
15

分
 

 
 

試
料

の
量
 

 １
.５

リ
ッ
ト
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

 
 

測
定
に
必
要
な
情
報
 

 計
画
配
合
（
セ
メ
ン
ト
の
種
類
・
量
、
細
･粗

骨
材
量
）、

細
･粗

骨
材
吸
水
率
、
空
気
量
 

 
 

 
そ

の
他
 

 

 専
用
混
合
容
器
（
ｱｸ
ﾘﾙ
製
）：

2
万
円
（
量
産
品
を
計
画
中
）、

濾
液
採
取
器
：
１
万
円
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６－１６ ひび割れ調査、ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる 

強度推定調査及びｺｱ―による 

強度試験要領 
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品質管理基準及び規格値 １．セメント・コンクリートにおける 

ひび割れ調査、テストハンマーによる強度推定調査及びコアーによる強度試験要領 

 

１ ひび割れ調査 要領 

(1) 請負者は、高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁内空断面積が２５㎡以上の鉄筋コンクリー

トカルバート類、橋梁上・下部工及び高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門の施工完了時にひび割れ

発生状況の調査を実施しなければならない。 

 ただし、いずれの工種についても、プレキャスト製品およびプレストレストコンクリートは測

定の対象としない。 

(2) 調査方法は、０．２㎜以上のひび割れ幅について、展開図を作成するものとし、展開図に対応

する写真についても提出しなければならない。 

 また、ひび割れ等変状の認められた部分をマーキングしなければならない。 

(3) 請負者は、ひび割れ発生状況の調査を実施した結果を書面により監督員に提出しなければなら

ない。 

(4) ひび割れ調査は、構造物躯体の地盤や他の構造物との接触面を除く全表面とし、フーチング・

底版等で竣工時に地中、水中にある部位については、竣工前に調査する。代表的な構造物の、ひ

び割れ調査の範囲は、下図のとおりとする。 

 

図－１ 擁壁                     図－２ カルバート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 橋梁下部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 橋梁上部 
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第６章　６－１６　ひび割れ調査、テストハンマーによる強度推定調査及びコア－による強度試験要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.836



２ テストハンマーによる強度推定調査 要領 

 

(1) 請負者は、高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が２５㎡以上の鉄筋コンクリ

ートカルバート類、橋梁上・下部工、トンネル及び高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門の施工完了

時にテストハンマーによる強度推定調査を実施しなければならない。 

 ただし、いずれの工種についても、プレキャスト製品およびプレストレストコンクリートは測

定の対象としない。 

 

(2) テストハンマーによる強度推定調査は、鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類、トンネルに

ついては目地間で行う。ただし、１００ｍを超えるトンネルでは、１００ｍを超えた箇所以降は

３０ｍ程度に１箇所で行う。その他の構造物については、強度が同じブロックを１構造物の単位

とする。 

 

(3) 各単位につき３カ所の調査を実施しなければならない。 

 

(4) 請負者は、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、１回の試験結果が設計基準

強度の８５％以下となった場合は、その箇所の周辺において再調査を５カ所実施しなければなら

ない。 

 

(5) 測定方法については、「硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験方法（ＪＳＣＥ－Ｇ５

０４）」により実施するものとし、水平方向に打撃する事を原則とする。ただし、構造物の形状

等の制約から水平方向への打撃が困難な場合は、(JSCE-G504)の解説に示された方法で、傾斜角

度に応じた補正値を求めるものとする。 

 

(6) 請負者は、テストハンマー強度推定調査を実施する場合は、事前に段階確認に係わる報告を所

定の様式により監督員に提出しなければならない。 

 また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、請負者は、段階確認を受け

なければならない。 

 

(7) 請負者は、テストハンマーによる強度推定調査を実施した結果を書面により監督員に提出しな

ければならない。 

 

(8) テストハンマーによる強度推定調査は、材齢２８日～９１日の間に試験を行うことを原則とす

るが、工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は、以下の方法に従い、再調査の必要性

等を判断するものとする。 

・材齢１０日で試験を行う場合は、推定強度を１．５５倍して評価する。 

・材齢１０日～２８日までの間で、上に明示していない場合は、前後の補正値を比例配分して得

られる補正値を用いて評価する。 

・材齢１０日以前の試験は、適切な評価が困難なことから、実施しない。 

・材齢９２日以降の試験では、材齢２８日～９１日の間に試験を行う場合と同様、推定強度の補

正は行わない。 
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第６章　６－１６　ひび割れ調査、テストハンマーによる強度推定調査及びコア－による強度試験要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.837



３ コアーによる強度試験 要領 

 

(1) 請負者は、テストハンマーによる強度推定調査の再調査の平均強度が所定の強度が得られない

場合、もしくは１カ所の強度が設計基準強度の８５％を下回った場合は、監督員と協議するもの

とする。なお、その結果監督員が必要と認めた場合、原位置のコアーを採取し、圧縮強度試験を

実施しなければならない。 

 

(2) 請負者は、コアーを採取する場合は採取位置、供試体の抜き取り寸法等について設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

 

(3) 請負者は、コアーの抜き取り及び圧縮強度試験については「コンクリートからのコアー及びは

りの切取り方法並びに強度試験法（ＪＩＳＡ１１０７）」により実施しなければならない。 

 

(4) テストハンマーによる強度推定調査は、気乾状態の箇所で測定することを原則とするが、やむ

を得ず表面が濡れた箇所や湿っている箇所で測定する場合には、測定装置のマニュアルに従って

補正する。不明な場合は、以下の値を用いても良いものとする。 

・測定位置が湿っており打撃の跡が黒点になる場合→反発度の補正値＋３ 

・測定位置が濡れている場合→反発度の補正値＋５ 

 

(5) 強度推定は以下の式(材料学会式)による。 

  Ｆ(Ｎ／㎜２)＝０．０９８×(－１８４＋１３．０×Ｒ) 

  ここで、Ｆ：推定強度 

       Ｒ：打撃方向と乾燥状態に応じた補正を行った反発度 

 

(6) 請負者は、圧縮強度試験を実施する場合は事前に段階確認に係わる報告を所定の様式により監

督員に提出しなければならない。 

 また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、請負者は、段階確認を受け

なければならない。 

 

(7) 請負者は、圧縮強度試験を実施した結果を書面により監督員に提出しなければならない。 
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６－１７ 舗装工事のコアｰ採取位置の 

選定方法 
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第６章　６－１７　舗装工事のコア－採取位置の選定方法

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.839
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第６章　６－１７　舗装工事のコア－採取位置の選定方法

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.840
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第６章　６－１７　舗装工事のコア－採取位置の選定方法

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.841
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第６章　６－１７　舗装工事のコア－採取位置の選定方法

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.842
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6-419

第６章　６－１７　舗装工事のコア－採取位置の選定方法

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.843



 

 

６-１８ アルカリ骨材反応の抑制対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 14 年 7 月 31 日  

国土交通大臣官房技術審議官通達 

平成 14 年 7 月 31 日  

国土交通大臣官房技術調査課長通達

6-420

第６章　６－１８　アルカリ骨材反応の抑制対策

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.844



JIS A 1145
JIS A 5308

JIS A 1146
JIS A 5308

6-421

第６章　６－１８　アルカリ骨材反応の抑制対策

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.845



6-422

第６章　６－１８　アルカリ骨材反応の抑制対策

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.846



6-423

第６章　６－１８　アルカリ骨材反応の抑制対策

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.847



 

 

６－１９ RI 計器を用いた盛土の締固め 

管理要領(案)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 8 年 8 月 建設省 

6-424

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.848



6-425

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.849



6-426

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.850



6-427

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.851



6-428

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.852



6-429

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.853



6-430

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.854



6-431

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.855



6-432

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.856



6-433

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.857



6-434

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.858



6-435

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.859



6-436

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.860



6-437

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.861



6-438

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.862



6-439

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.863



6-440

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.864



6-441

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.865



6-442

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.866



6-443

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.867



6-444

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.868



6-445

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.869



6-446

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.870



6-447

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.871



6-448

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.872



6-449

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.873



6-450

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.874



6-451

第６章　６－１９　ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.875



 

 

６－２０ 薬液注入工法による建設工事の 

施工に関する通達及び暫定指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 49 年 7 月 10 日  

建設省官技発第 160 号 

6-452

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.876



2

6-453

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.877



3

6-454

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.878



4

6-455

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.879



5

6-456

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.880



6

6-457

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.881



7

6-458

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.882



8

6-459

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.883



9

6-460

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.884



10

6-461

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.885



11

6-462

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.886



12

6-463

第６章　６－２０　薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.887



 

 

６－２１ 薬液注入工事に係る管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 年 9 月 18 日 

建設省技調発第 188 号の 1

6-464

第６章　６－２１　薬液注入工法の管理について

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.888
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6-465

第６章　６－２１　薬液注入工法の管理について

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.889



 
 

 
   

 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-466

第６章　６－２１　薬液注入工法の管理について

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.890



 
 
   
 
 
 

6-467

第６章　６－２１　薬液注入工法の管理について

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.891



6-468

第６章　６－２１　薬液注入工法の管理について

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.892



6-469

第６章　６－２１　薬液注入工法の管理について

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.893



6-470

第６章　６－２１　薬液注入工法の管理について

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.894



 

 

６－２２ 建設副産物適正処理推進要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 14 年 5 月 30 日 国土交通事務次官通達 

6-471

第６章　６－２２　建設副産物適正処理推進要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.895
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別表１ （Ａ４）

□無

□無

　　　　　　　　　　　　　　トン

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

石綿（大
気汚染
防止法・
安全衛
生法石
綿則）

建築物の状況

周辺状況

作業場所

搬出経路

残存物品 □有　（　　　　　　　　　　　　）

□建設発生木材
トン

□①　□②　□③　□④
□⑤

（注）　①建築設備・内装材等　②屋根ふき材　③外装材・上部構造部分　④基礎・基礎ぐい　⑤その他

備考

□①　□②　□③　□④
□⑤

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
トン

□①　□②　□③　□④
□⑤

□コンクリート塊
トン

□内装材に木材が含まれる場合 ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し

□可　□不可
不可の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建築物に用いられた建設資材の量の見込み

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの
量の見込み及びその発生が見込ま
れる建築物の部分

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分（注）

工事の工程の順序 □上の工程における①→②→③→④の順序
□その他（　　　　　　　          　　　　　　　　　　）
その他の場合の理由（　　　　　　　　　　          　　）

工
程
ごと
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

分別解体等の方法

④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し
□有　□無

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

⑤その他
（　　　　　）

その他の取り壊し
□有　□無

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

□有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の
うちフロン類が使われているもの）

併用の場合の理由（　　　　　）

②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し
□有　□無

□　手作業

併用の場合の理由（　　　　　）

工程 作業内容
①建築設備・内装材等 建築設備･内装材等の取り外し

□有　□無
□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

□　手作業・機械作業の併用

③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し □　手作業

□有　□無 □　手作業・機械作業の併用

前面道路の幅員　約　　　　ｍ

通学路　□有　□無

その他（　　　　　　　　　）

□無

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建築物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容

建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容

作業場所　□十分　□不十分

特定建設資材へ
の付着物

その他（　　　　　　　　　）

障害物　□有（　　　）　□無

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等
建築物の構造

□木造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　□鉄筋コンクリート造
□鉄骨造　□コンクリートブロック造　□その他（　　　　　　　　）

建築物に関
する調査の

結果

築年数　　　　年、棟数　　　　棟

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校　□病院　□その他（　　　　　　　　　）

□有　（　　　　　　　　　　　　）

敷地境界との最短距離　約　　　　　ｍ

□有　特定建設資材への付着（□有 □無）
　□　飛散性石綿（特定建設資材に吹付けられた石綿 等）
　□　飛散性石綿（鉄骨等に吹付けられた石綿、石綿を
　　　　含有する断熱材・保温材・耐火被覆材 等）
　□　石綿含有建材（石綿含有ビニル床タイル 等）
　□　石綿含有建材（スレート・カラーベスト等）
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他

フロン（フ
ロン排出
抑制法）

□無

他法
令関
係
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別表２ （Ａ４）

□無

□無

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

その他

□有　特定建設資材への付着（□有 □無）
　□　飛散性石綿（特定建設資材に吹付けられた石綿
等）
　□　飛散性石綿（鉄骨等に吹付けられた石綿、石綿を
　　　　含有する断熱材・保温材・耐火被覆材 等）
　□　石綿含有建材（石綿含有ビニル床タイル 等）
　□　石綿含有建材（スレート・カラーベスト等）
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

石綿（大
気汚染
防止法・
安全衛
生法石
綿則）

フロン
（フロン
排出抑
制法）

□有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の
うちフロン類が使われているもの）

他法
令関
係（修
繕・模
様替
工事
のみ）

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

分別解体等の計画等
使用する特定建設

資材の種類
□コンクリート　□コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート　□木材

建築物に関
する調査の

結果

築年数　　　　年、棟数　　　　棟

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校　□病院　□その他（
）敷地境界との最短距離　約　　　　　ｍ

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建築物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容

建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容

作業場所　□十分　□不十分

その他（　　　　　　    　）

障害物　□有（　　　）　□無

前面道路の幅員　約　　　　ｍ

通学路　□有　□無

その他（　　　　　　　  　）

工
程
ご
と
の
作
業
内
容

工程 作業内容
①造成等 造成等の工事　□有　□無

②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事　□有　□無

③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事　□有　□無

□コンクリート塊
トン

④屋根 屋根の工事　□有　□無

⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事　□有　□無

（注）　①造成等　②基礎　③上部構造部分・外装　④屋根　⑤建築設備・内装等　⑥その他

備考

□①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
トン

□①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの
量の見込み並びに特定建設資材が
使用される建築物の部分及び特定
建設資材廃棄物の発生が見込まれ
る建築物の部分

□建設発生木材
トン

□①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥

⑥その他
（　　　　　）

その他の工事　□有　□無

種類 量の見込み
使用する部分又は発生が見

込まれる部分（注）

建築物の状況

周辺状況

作業場所

搬出経路

特定建設資材への
付着物（修繕・模様
替工事のみ）

□有　（　　　　　　　　　　　　）

□無
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別表３ （Ａ４）

□無

仮設工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

土工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

基礎工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

本体構造の工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

本体付属品の工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

その他の工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

□上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（    　　        　　　　　　　　　　　　　　　）
その他の場合の理由（　　　          　　　　　　　　　　）

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

その他

□有　（　　　　　　　　　　　　）

□無

石綿（大
気汚染
防止法・
安全衛
生法石
綿則）

□有　特定建設資材への付着（□有 □無）
　□　飛散性石綿（特定建設資材に吹付けられた石綿 等）
　□　飛散性石綿（鉄骨等に吹付けられた石綿、石綿を
　　　　含有する断熱材・保温材・耐火被覆材 等）
　□　石綿含有建材（石綿含有ビニル床タイル 等）
　□　石綿含有建材（スレート・カラーベスト等）
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等
工作物の構造

（解体工事のみ）
□鉄筋コンクリート造　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

工事の種類 □新築工事　□維持・修繕工事　□解体工事
□電気　□水道　□ガス　□下水道　□鉄道　□電話
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　）

使用する特定建設資材の種類
(新築･維持･修繕工事のみ）

□コンクリート　□コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート　□木材

工作物に関
する調査の

結果

築年数　　　　年

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校　□病院　□その他（　　　　　　　　　）

工作物の状況

周辺状況

□　手作業

前面道路の幅員　約　　　　ｍ
通学路　□有　□無
その他（　　　　　　　　　）

敷地境界との最短距離　約　　　　　ｍ

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工作物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容

作業場所　□十分　□不十分作業場所

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程 作業内容
分別解体等の方法
（解体工事のみ）

①仮設 □　手作業

④本体構造 □　手作業

⑤本体付属品

使用する部分又は発生が見
込まれる部分（注）

工作物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容

障害物　□有（　　　）　□無

②土工 □　手作業

③基礎 □　手作業

（注）　①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他

⑥その他
（　　　　　）

□　手作業

工事の工程の順序
（解体工事のみ）

工作物に用いられた建設資材の量
の見込み（解体工事のみ） 　　　　　　　　　トン

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見
込み（全工事）並びに特定建設資材が使用
される工作物の部分（新築・維持・修繕工事
のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が
見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体
工事のみ）

種類 量の見込み

□①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥

□コンクリート塊
トン

□①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

搬出経路

特定建設資材への付
着物（解体・維持・修繕
工事のみ）

他法令
関係
（解体・
維持・
修繕工
事の
み）

備考

トン
□①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥

□建設発生木材
トン
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６－２３ 再生資源の利用の促進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 3 年 10 月 25 日 建設省技調発第 243 号  
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再生資源の利用の促進について 

 

 平成３年４月26日付けで公布された「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成３

年法律第48号）は、関係政省令及び主務大臣による告示とともに、本年10月25日から施

行されたところである。 

 建設工事において再生資源の利用を促進するためには、建設工事の発注者の役割が重

要であり、建設工事の実施にあたっては、本法を踏まえ再生資源の利用の促進に努める

ことが必要である。 

 ついては、建設工事の実施にあたり、下記事項について十分留意のうえ、建設工事の

請負者と相互に協力しつつ再生資源の利用の促進に努められたく通知する。 

 なお、建設経済局長より建設業者団体の長あてに別添の通知がなされたところである

ので申し添える。 

 

記 

 

 

１．再生資源の利用 

   再生資源の利用の促進に関する法律（以下「法」という。）第2条第2項の規定に基

づき、土砂、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊について、建設

業が特定業種に定められたところである。 

   建設工事の発注を行うに際しては、法第4条に基づき再生資源を利用するよう努め

ること。 

  この場合、再生資源の利用の促進に関する基本方針（平成３年環境庁、大蔵省、厚

生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、建設省告示第１号（以下「基本方針」とい

う。）に基づいて実施すること。 

   設計にあたっては、品質等に配慮しつつ可能な限り再生資源を利用することに努

めること。 

  利用する場合は、必要な事項を設計図書において明示すること。また、明示された

条件に変更が生じた場合は設計変更により適切に対応すること。 

   積算にあたっては、必要な費用を計上すること。特に、再生資源について資材と

して価格を設定する場合は、地域の実態に即した実勢価格の把握に努めること。 
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２．指定副産物に係る再生資源の利用の促進 

   法第2条第5号の規定に基づく指定副産物として、建設業では、土砂、コンクリー

トの塊及びアスファルト・コンクリートの塊及び木材が定められたところである。 

  建設工事の発注を行うに際しては、可能な限りこれらの建設業に係る指定副産物を

再生資源として利用することを促進すること。 

  この場合、基本方針に基づいて実施すること。 

   設計にあたっては、建設副産物の発生の抑制に資する施行方法又は資材の選択に

努めること。また、建設工事を施行する場所の状況、再資源化施設の立地状況等を踏

まえ、可能な限りに工事現場における建設副産物の分別並びに破砕又は切断、再資源

化施設等への搬出等を条件として付することに努めること。 

  これらについて、必要な事項を設計図書において施行条件として明示すること。 

また、明示された条件に変更が生じた場合は設計変更により適切に対応すること。 

   積算にあたっては、必要な費用を計上すること。特に、工事現場から再資源化施

設等までの運搬費用及び再資源化施設の受入れに要する費用等を適正に計上すること。 

 

３ ．各事業執行機関における再生資源の利用の促進を図るため、地方建設局と地方公

共団体等との緊密な連携を図り、情報交換を活発に行うこと。 

 

6-494

第６章　６－２３　再生資源の利用の促進について

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.918



 

 

６－２４ 公共工事に係る建設リサイクル法 

事務取扱要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年 3 月 1 日 

6-495

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.919
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6-496

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.920
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6-497

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.921
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6-498

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.922
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6-499

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.923
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6-500

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.924



(1) 
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6-501

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.925
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6-502

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.926



(2) 
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6-503

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.927



(2) 
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6-504

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.928



(2) 
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6-505

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.929



(3) 

 - 11 -

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

6-506

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.930



(3) 
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6-507

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.931



(3) 
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6-508

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.932



(3) 
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6-509

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.933
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6-510

第６章　６－２４　公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.934



 

 

６－２５ 公共建設工事における 

「リサイクル原則化ルール」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 6 月 12 日 国官技第 47 号  

大臣官房技術調査課長通達 

6-511

第６章　６－２５　公共建設工事における「リサイクル原則化ルール」

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.935



6-512

第６章　６－２５　公共建設工事における「リサイクル原則化ルール」

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.936



6-513

第６章　６－２５　公共建設工事における「リサイクル原則化ルール」

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.937



 

 

６－２６ 発生土利用基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 8 月 10 日 国官技第 112 号  

大臣官房技術調査課長通達 

6-514

第６章　６－２６　発生土利用基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.938
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6-515

第６章　６－２６　発生土利用基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.939
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6-516

第６章　６－２６　発生土利用基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.940
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6-517

第６章　６－２６　発生土利用基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.941
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6-518

第６章　６－２６　発生土利用基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.942
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6-519

第６章　６－２６　発生土利用基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.943
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6-520

第６章　６－２６　発生土利用基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.944
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6-521

第６章　６－２６　発生土利用基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.945



 

 

６－２７ 建設汚泥の再生利用に関する 

ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 6 月 12 日 国官技第 46 号  

国土交通事務次官通達 

6-522

第６章　６－２７　建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.946



6-523

第６章　６－２７　建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.947



6-524

第６章　６－２７　建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.948



6-525

第６章　６－２７　建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.949



6-526

第６章　６－２７　建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.950



6-527

第６章　６－２７　建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.951



6-528

第６章　６－２７　建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.952



6-529

第６章　６－２７　建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.953



6-530

第６章　６－２７　建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.954



6-531

第６章　６－２７　建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.955



 

 

６－２８ 建設汚泥の再生利用に関する 

実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 6 月 12 日 国官技第 48 号  

大臣官房技術調査課長通達 

6-532

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.956



6-533

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.957



6-534

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.958



6-535

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.959



6-536

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.960



6-537

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.961



6-538

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.962



6-539

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.963



6-540

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.964



6-541

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.965



6-542

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.966



6-543

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.967



6-544

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.968



6-545

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.969



6-546

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.970



6-547

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.971



6-548

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.972



6-549

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.973



6-550

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.974



6-551

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.975



6-552

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.976



6-553

第６章　６－２８　建設汚泥の再生利用に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.977



 

 

６－２９ 建設汚泥処理土利用技術基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 6 月 12 日 国官技第 50 号  

大臣官房技術調査課長通達 

6-554

第６章　６－２９　建設汚泥処理土利用技術基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.978
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6-555

第６章　６－２９　建設汚泥処理土利用技術基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.979
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6-556

第６章　６－２９　建設汚泥処理土利用技術基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.980
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6-557

第６章　６－２９　建設汚泥処理土利用技術基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.981
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6-558

第６章　６－２９　建設汚泥処理土利用技術基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.982
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6-559

第６章　６－２９　建設汚泥処理土利用技術基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.983



 

 

６－３０ 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の 

判断指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年 7 月 25 日 環廃産発第 050725002 号  

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通達 

6-560

第６章　６－３０　建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.984



6-561

第６章　６－３０　建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.985



6-562

第６章　６－３０　建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.986



6-563

第６章　６－３０　建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.987



6-564

第６章　６－３０　建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.988



6-565

第６章　６－３０　建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.989



 

 

６－３１ 建設汚泥の再生利用指定制度の 

運用における考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 7 月 4 日 環廃産発第 060704001 号  

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通達 

6-566

第６章　６－３１　建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.990



6-567

第６章　６－３１　建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.991
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第６章　６－３１　建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.992
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第６章　６－３１　建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.993
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第６章　６－３１　建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.994
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第６章　６－３１　建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.995
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第６章　６－３１　建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.996
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第６章　６－３１　建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.997
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第６章　６－３１　建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.998
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第６章　６－３１　建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.999
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第６章　６－３１　建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1000



 

 

６－３２ 愛知県建設副産物リサイクル 

ガイドライン実施要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年４月１日 一部改正
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第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1001



1 

6-578

第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1002



2 

6-579

第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1003



3 

(
)
COBRIS CREDAS

COBRIS CREDAS

6-580

第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1004



4 

COBRIS

6-581

第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1005



5 

6-582

第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1006



6 

m3

6-583

第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1007



7 

6-584

第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1008



8 

t m3

t m3

200kg/m3 

t m2

t m2

6-585

第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1009



リサイクル阻害要因説明書（積算段階） 様式４

発注機関名
工　事　名
工 事 概 要

Ⅰ．建設資材利用計画
土　　砂 砕　　石 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

　（　　　　％） 　（　　　　％） 　（　　　　％）
［　　　　 ％］ ［　　　　 ％］ ［　　　　 ％］

その他

Ⅱ．建設副産物搬出計画・実績
　　１．建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊

建設発生土 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
　（　　　　％） 　（　　　　％） 　（　　　　％）
［　　　　 ％］ ［　　　　 ％］ ［　　　　 ％］

その他

　　２．建設汚泥、建設発生木材、建設混合廃棄物
建設汚泥 建設発生木材 建設混合廃棄物

　（　　　　％） 　（　　　　％） 　（　　　　％）
［　　　　 ％］ ［　　　　 ％］ ［　　　　 ％］

その他

有害物質が混入している
再資源化施設がない
その他（下のます内に記入）

注）　それぞれの品目で再生資源利用率、再生資源化率及び再資源化・縮減率がそれぞれの目標値に達しな
　い場合（建設混合廃棄物については、再資源化・縮減率が０％の場合）は、該当品目の理由の欄に○印をつ
　ける。
　　理由の欄に該当するものがない場合には、［その他］の欄に○印をつけ、下のます欄に具体的に記入する。

再利用できる現場の要求する規格に適合しない

その他（下のます内に記入）

　　　　　　　　　　　　［　］内；目標値、（　）内；達成値

目標値を達成できない理由

他に利用できる現場がない
再利用できる現場の要求する規格に適合しない

有害物質が混入している
再資源化施設がない
その他（下のます内に記入）

　　　　　　　　　　　　［　］内；目標値、（　）内；達成値

目標値を達成できない理由

他に利用できる現場がない

再生材の規格が仕様に適合しない

　　　　　　　　　　　　［　］内；目標値、（　）内；達成値

再生資源利用率の目標値（100%）
を達成できない理由

再生材の供給場所がない

6-586

第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1010



あいくる材使用状況報告書 2020/3/31 様式８

工事情報チェック

[管理用] 報告番号

使用するあいくる材の一覧

②資材名
資材

チェック
③規格等 ④数量 単位

規格数量
チェック

⑤備考

)-

)-

)-

)-

)-

)-

)-

)-

)-

)-

)-

請負金額

全体チェック

①あいくる
認定番号

機関
工事名
発注者

路線名又
は施設名

6-587

第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1011



　様 式 ９

　　 ver.2020

工事名

単位

1-a ｔ

1-b ｔ

2-a  

2-b  

3-a 側溝、Ｕ字溝 ｍ

3-b 集水桝、人孔類 基

3-c 境界ブロック、縁石 ｍ

3-d Ｌ型擁壁 ｍ

3-e ボックスカルバート ｍ

3-f 積みブロック ㎡

3-g 張りブロック ㎡

4 ㎡

5 ㎡

6 ｍ

7 箇所

8 kg

9  

※記⼊上の注意
１．この集約は、⼯事ごとにあいくる材の使⽤の有無にかかわらず、完了時に提出する。
２．この様式は集約のため簡便化しており、それぞれの規格種類に関わらず合計する。
３．この様式はエクセルのファイルで提出すること
４．この様式は各発注者ごとでエクセルを使⽤して串刺し集計したものをファイルで集約する。
５．舗装⽤ブロックには、インターロッキング、平板ブロック等舗装⽤のブロックが該当する。

新材、通常材
（リサイクル以外

のもの）

型枠材

密粒・粗粒等アスファルト混
合物

あいくる材使用実績集約表
発注者

番号
集計項目

あいくる材
あいくる材
 以外の

リサイクル材

塩化ビニル管

資材名

工事用看板（流用を除く）

堆肥・植栽基盤材

建設汚泥流動化処理土

路盤材（RC-40等）

改質Ⅱ型アスファルト混合物

路盤材（瀝青安定処理）

コ
ン
ク
リ
|
ト
二
次
製
品

舗装用ブロック

6-588

第６章　６－３２　愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1012



 

 

６－３３ 建設発生土(土砂)等の利用と処理に 

関する実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 5 月 23 日 5 建企第 98 号  

建設企画課長通達 
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第６章　６－３３　建設発生土等の利用と処理に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1013



 

５ 建 企 第 ９ ８ 号 
令和５年５⽉２３⽇ 

 
建 設 局 各 課 ⻑  
建 設 局 各 地 ⽅ 機 関 の ⻑  
都 市 ・ 交 通 局 各 課 ⻑ 殿 
都市・交通局各地⽅機関の⻑  
建 築 局 各 課 ⻑  
 

建設企画課⻑      
 

「建設発⽣⼟（⼟砂）等の利⽤と処理に関する実施要領」について（通知） 
 

令和５年３⽉３⽇に公布された「建設業に属する事業を⾏う者の指定副産物に係る再⽣資
源の利⽤の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「建設業に属する事
業を⾏う者の再⽣資源の利⽤に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の⼀部改正
（令和５年５⽉２６⽇施⾏）において、建設⼯事の元請業者は、建設発⽣⼟を搬出する際、
搬出先に受領書の交付を求めることや、再⽣資源利⽤促進計画の作成にあたり事前に⼟壌汚
染対策法上の確認等が必要となります。 

つきましては、別添のとおり実施要領をとりまとめましたので、元請業者への指導等の参
考にしていただき、適切な事務の執⾏を図ってください。 
 
 
 
 

担当 再⽣建設資材ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
電話 052-954-6508（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 
内線 2893 
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第６章　６－３３　建設発生土等の利用と処理に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1014



 

建設発⽣⼟（⼟砂）等の利⽤と処理に関する実施要領 
 
１．目的 

 この要領は、資源有効利⽤促進法の省令改正（令和５年３⽉３⽇公布）に伴い新たに規定
された建設発⽣⼟の搬出及び⼟砂の搬⼊の際に交付する受領書や、再⽣資源利⽤促進計画の
作成にあたり⾏う建設発⽣⼟の搬出前の確認等について定めるものである。 
 
２．建設発生土（土砂）の受領書 

 元請業者が建設発⽣⼟の搬出の際に搬出先の管理者に交付を求める受領書及び、⼟砂の搬
⼊の際に交付する受領書等について以下のとおりとする。 
（１） 対象⼯事 

５００ｍ３以上の建設発⽣⼟（⼟砂）を搬出⼊する⼯事 
（２） 適⽤ 

令和５年５⽉２６⽇以後に新たに請負契約を締結する⼯事 
（３） 受領書の請求者・交付者等 

種別 請求者（交付先） 交付者 
搬出⼯事 当該⼯事の元請業者 搬出先の管理者（元請業

者等） 
搬⼊⼯事 搬⼊元の管理者 当該⼯事の元請業者 

・搬出元と搬出先の元請業者及び管理者が同⼀の者である場合は、⼟砂搬出及び受領証
明書（様式２）を作成し、受領書とみなすものとする。 

  ・県管理の⼟地（事業⽤地等）に⼀時堆積する場合は、事業課の決裁にて愛知県知事名
にて受領書（様式１）を交付する。 

  ・個⼈の⼟地（⺠地）に搬出する場合は、個⼈名（⼟地の所有者）にて受領書（様式１）
の交付を求める。 

・搬出⼯事において、搬出先から受領書の交付が得られない場合、元請業者は事前に搬
出先の所在地、搬出量、搬出完了⽇などを記録した搬出記録票（様式３）を保存してお
く。 

（４） 受領書の記載事項 
１）搬出先（搬⼊側）の名称及び所在地 
２）搬出先（搬⼊側）の管理者の商号、名称または⽒名 
３）搬出元（搬⼊元）の名称及び所在地 
４）建設発⽣⼟の搬出⼊量 
５）搬出⼊が完了した⽇ 

   搬出⼊量の項⽬では、搬出先の利⽤種別として「盛⼟利⽤等」⼜は「⼀時堆積」（※） 
を記載してもらう。「盛⼟利⽤等」の場合は、持ち込まれた者が⼟砂の管理を引き継ぐ。 

   （※「⼀時堆積」となる⼟砂については、令和６年６⽉１⽇以降に契約を締結する⼯

6-591

第６章　６－３３　建設発生土等の利用と処理に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1015



 

事より、再⽣資源利⽤促進計画に記載した搬出先から他の搬出先へ搬出された際
に追跡確認が必要となる場合がある。） 

（５） 受領書の保存（搬出⼯事のみ） 
   ⼯事完了⽇から５年間 
 
３．再生資源利用促進計画の作成に係る建設発生土の搬出前の確認 

元請業者は、建設発⽣⼟を⼯事現場から搬出する場合、あらかじめ以下の事項を確認した
上で、再⽣資源利⽤促進計画を作成する。 
（１） 対象⼯事 

５００ｍ３以上の建設発⽣⼟を搬出する⼯事 
（２） 適⽤ 

令和５年５⽉２６⽇以後に新たに請負契約を締結する⼯事 
（３） 確認事項 

１）⼟壌汚染対策法上の⼿続きの状況 
元請業者は、⼯事現場内の⼟地の掘削その他の形質の変更に関して、発注者等が⾏
った⼿続きを確認する。 

２）宅地造成及び特定盛⼟等規制法（盛⼟規制法）に係る⼿続きの状況 
元請業者は、搬出先が盛⼟規制法の許可地等であるか確認する。 

３）１）、２）のほか、搬出先が適正であることを確認するために必要な事項、その他建
設発⽣⼟の搬出に関する事項 
元請業者は、他法令に許可状況等や搬出先の⼟地所有者⼜は管理者が盛⼟⾏為等に
同意しているか確認する。 

   詳細は、参考資料「再⽣資源利⽤促進計画作成に当たって⾏う確認事項に関する解説 
   について（国⼟交通省・環境省 事務連絡）」による。 
（４） 確認結果 
   元請業者は確認事項（３．（３））の結果を記載した確認結果票（様式４）を作成し、再

⽣資源利⽤促進計画書とともに発注者に提出・説明し、再⽣資源利⽤促進計画書とあ
わせて公衆の⾒えやすい場所へ掲⽰する。 

   また、元請業者は、建設発⽣⼟を運搬する者にも通知する。 
（５） 再⽣資源利⽤促進計画書（実施書）（※）の保存 

⼯事完了⽇から５年間 
（※再⽣資源利⽤計画書（実施書）も対象） 

 
４．様式 

（１） 様式１「⼟砂受領書」、様式２「⼟砂搬出及び受領証明書」 
（２） 様式３「建設発⽣⼟搬出記録票」 
（３） 様式４「再⽣資源利⽤促進計画の作成に伴う確認結果票」 

6-592

第６章　６－３３　建設発生土等の利用と処理に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1016



 

 
５．参考資料 

再⽣資源利⽤促進計画作成に当たって⾏う確認事項に関する解説について（国⼟交通省・
環境省 事務連絡） 

6-593

第６章　６－３３　建設発生土等の利用と処理に関する実施要領

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1017



 
 

令和 年 月 日 

 

 （搬出元） 

  【事業者名】 

  【責任者(※1)】 殿 

                        （受領先） 

                            【事業者名】 

                         【責任者(※1)】 

 

土砂受領書 

 

受領先の名称及び所在地 ： 令和■年度 ■■改良工事 

 ： ■■市■■町■丁目■番地地内 

受領した管理者の商号 ： ●●●●（株） 

搬出元の名称及び所在地 ： 令和●年度 ●●改良工事 

 ： ●●市●●町●丁目●番地地内 

  (利用種別※2) (土質区分) (土量(m3)) (土量算定状態)

土砂の搬入量 ： 盛土利用等 第●種建設発生土 ●●●●m3 (地山量) 

 ： 一時堆積 第●種建設発生土 ●●●●m3 (地山量) 

搬入完了日 ： 令和●年●月●日 

      

 

※１ 資源有効利用促進法関連省令により定める工事現場における責任者（現場代理人、監理技術者など） 

※２ 盛土利用等：土砂を再び搬出しないことを前提に盛土等の活用や処分を行う場合 

一時堆積 ：土砂を再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積する場合 

  

（様式１）
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 令和 年 月 日 

 

 

                            【事業者名】 

                         【責任者(※1)】 

 

土砂搬出及び受領証明書 

 

受領先の名称及び所在地 ： ■■■資材置き場 

 ： ■■市■■町■丁目■番地地内 

受領した管理者の商号 ： ●●●●（株） 

搬出元の名称及び所在地 ： 令和●年度 ●●改良工事 

 ： ●●市●●町●丁目●番地地内 

  (利用種別) (土質区分) (土量(m3)) (土量算定状態)

土砂の搬出・搬入量 ： 盛土利用等 第●種建設発生土 ●●●●m3 (地山量) 

 ： 一時堆積 第●種建設発生土 ●●●●m3 (地山量) 

搬入完了日 ： 令和●年●月●日 

      

 

※１ 資源有効利用促進法関連省令により定める工事現場における責任者（現場代理人、監理技術者など） 

※２ 盛土利用等：土砂を再び搬出しないことを前提に盛土等の活用や処分を行う場合 

一時堆積 ：土砂を再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積する場合 

 

  

 

（様式２）
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（様式４）

再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票

元請建設工事事業者等

作成・更新年月日 工事責任者

土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
結果
区分

建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ 確認結果 詳細

工事名

搬出先名称

工区等 確認結果

注）　結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
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別添２ 令和５年５月訂正版

令和５年３月

Ⅰ 共通

Ⅱ　建設発生土の搬出先確認

 １．概要

 ２．確認手順及び確認結果票の記載事項

・

・

・

・

確認結果票作成に当たっての解説
（共通編・建設発生土の搬出先の確認編）

　本確認結果票は、「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関
する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成3年建設省令第20号）」（以下「省令」という。）の第
８条第４項に規定する｢確認の結果を記載した書面」の記載例を示したものです。
　建設工事の元請業者や自主施工者は、合計500m3以上の建設発生土を搬出しようとする場合、土
壌汚染対策法等の手続確認等（同第８条第３項１号及び第３号）や搬出先の確認等（同項第２号及び
第３号）を行い確認結果を記録する必要があります。また、確認結果は再生資源利用促進計画の添
付資料として、発注者への報告・説明及び公衆の見えやすい場所へ掲示等を行う必要があります。

　建設工事から搬出される土砂が不法な盛土等に悪用されたり、危険な盛土等になることを防止し、
適正に利用又は処分されるよう搬出先の決定にあたり、搬出先ごとに以下の内容を確認し､その結果
を確認結果票に記載ください。

（1） 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）(以下「盛土規制法」という。）に規定
する宅地造成等工事規制区域（以下「宅造区域」という。）又は特定盛土等規制区域（以下「特盛
区域」という。）の指定の有無、及び都道府県・市町村において土砂の埋立て等に関する規制条例
（以下「土砂条例」という。）の制定の有無を確認する。

ⅰ）盛土規制法確認フローとⅱ）土砂条例の確認フローで確認結果が異なる場合は、［規制未指
定］を除く確認フロー上位にくる確認区分を確認結果として記載し、その詳細を記載することとす
る。

どちらか一方の判定が［不適正］となった場合は適切な搬出先として認めない。

ⅰ）盛土規制法の規制区域未指定かつⅱ）土砂条例未制定の場合、確認結果は［規制未指定］と
なるが、「詳細」欄に、［公共施設用地等］［他法令許可等］［他工事利用等］［別途理由］の項目を
参考に、搬出先の適正性の判断に資する情報（許認可や工事種類等）を記載することが望まし
い。

（２） 搬出先が有している盛土規制法及び土砂条例の許可等又は届出の種類及び許可番号等を確認
する。

（３） 搬出先が盛土規制法及び土砂条例の許可等を要しない理由を確認する。
（場合によっては、当該土地所有者等の盛土行為や土砂の一時堆積行為に対する同意を確認す
る。）

　搬出土砂が不法な盛土等に悪用されたり、危険な盛土等となることを防ぐため、ⅰ）盛土規制法、
ⅱ）都道府県等の定める土砂条例に基づき、以下の手順で確認し結果を確認結果票に記載してくだ
さい。
　記載にあたっては、下記事項に留意してください。

ⅰ）盛土規制法の確認フローとⅱ）土砂条例の確認フローのどちらも確認することとする。
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ⅰ）盛土規制法の確認フロー
盛土規制法の区域指定が行われていない場合
土砂条例も未制定の場合は、［公共施設用地等］［他法
令許可等］［他工事利用等］の項目を参考に、搬出先の
適正性の判断に資する情報を記載することが望ましい

盛土規制法で、他法令等で許可等不要な場合

搬出先の工事分類及び工事名及び元請業者名を確認
し記載

別途理由がある場合

盛土規制法の許可等の対象規模未満であり許可等を要
しない理由及び土地所有者又は管理者が盛土行為等
に関して同意していることを書面確認し記載

規制区域外 の場合

搬出先の土地所有者又は管理者が盛土行為等に関し
て同意していることを書面確認し記載

盛土規制法の許可・届出がなされている場合

許可にあっては許可の種類及び許可番号、許可の特例
にあってはその旨、届出にあっては届出ていることを確
認し届出日を記載

「公共施設用地」で盛土規制法が適用除外の場合

盛土規制法の公共施設用地の分類名称及び管理機関
名を記載

盛土規制法で、他法令許可があり許可等不要な場合

許可等にあっては許可等の種類及び許可等番号、届出
にあっては届出日を確認し記載

不適正

盛土規制法の規制区域に該当するが許可等を有しておらず、また、許可等が不要な理由もないため
適正な搬出先ではない

規制未指定

公共施設用地等

盛土許可等

他法令許可等

許可不要工事等

該当

該当

該当

該当

該当

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

別途理由
該当

該当しない

規制区域外
該当

該当しない
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土砂条例の許可・届出がなされている場合

許可にあっては許可の種類及び許可番号、届出にあっ
ては届出日を確認し記載

国又は地方公共団体の事業で土砂条例の許可等不要な場合

国又は地方公共団体の事業名及び事業機関名を記載

土砂条例で、他法令許可があり許可等不要な場合

許可等にあっては許可等の種類及び許可等番号、届出
にあっては届出日を確認し記載

ⅱ）都道府県等の定める土砂条例の確認フロー

土砂条例の制定が行われていない場合

盛土規制法の区域指定も行われていない場合は、［公
共施設用地等］［他法令許可等］［他工事利用等］の項
目を参考に、搬出先の適正性の判断に資する情報を記
載することが望ましい

不適正

土砂条例の許可等必要行為に該当するが許可等を有しておらず、また、許可等が不要な理由もない
ため適正な搬出先ではない

ⅰ）ⅱ）の確認・記載に加え搬出先がストックヤード運営事業者登録規程第3条第1項に規定する、国
に登録されたストックヤードである場合には、当該登録番号も記載する。

土砂条例で、許可等不要な場合

搬出先の工事分類及び工事名及び元請業者名を確認
し記載

別途理由がある場合

土砂条例の許可等の対象規模未満など許可等を要しな
い理由及び土地所有者又は管理者が盛土行為等に関
して同意していることを書面確認し記載

規制区域外の場合

搬出先の土地所有者又は管理者が盛土行為等に関し
て同意していることを書面確認し記載

規制未指定

盛土許可等

該当

該当

該当しない

該当しない

別途理由
該当

該当しない

規制区域外
該当

該当しない

他法令許可等
該当

該当しない

許可不要工事等
該当

該当しない

公共施設用地等
該当

該当しない
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 ３．確認区分

（１）［規制未指定］

（２）［盛土許可等］

（３）［公共施設用地等］

道路 飛行場 学校 水産飲雑用水

公園 航空保安 運動場 農業集落排水

河川 鉄道 緑地 漁業集落排水

砂防 軌道 広場 林地荒廃防止

地すべり 索道 墓地 急傾斜地崩壊防止

海岸保全 無軌条電車 廃棄物処理施設

津波防護 雨水貯留浸透 水道

港湾 農業用ため池 下水道

漁港 防衛施設 営農飲雑用水

（４）［他法令許可等］

（５）［許可不要工事等］

ⅰ）盛土規制法の確認区分

　盛土規制法の区域指定（宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域）が行われていな
い場合。

　・盛土規制法第12条第１項（第16条第１項）又は第30条第１項（第35条第１項）に基づく許可
　　（又は変更許可）
　・盛土規制法第15条又は第34条に基づく許可の特例
　・盛土規制法第21条第１項、第27条第１項（第28条第１項）又は第40条第１項に基づく届出
　　（又は届出の変更）

　盛土規制法第2条第１号に規定する「公共施設用地」に該当し、同法の適用除外である場合（参
考資料１．（３））。

表１　公共施設用地等の確認結果票への分類名称

公共施設用地 国又は地方公共団体が管理する施設用地

　盛土規制法第12条第1項ただし書、第27条第1項ただし書又は第30条第1項ただし書に基づき、
他法令許可等により「災害の発生のおそれがないと認められる工事」（参考資料１．（２）①から④又
は⑥、⑧から⑨）として盛土規制法の許可等を要しない場合。

　盛土規制法の許可等を要しない「災害の発生のおそれがないと認められる工事」に該当する工
事（参考資料１．（２）　⑤、⑦、⑩から⑫、⑭ハ）に該当する場合。
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土地改良 盛土規制法省令第8条第1号 参考資料１．（２）⑤

家畜感染予防 同第3号 同上⑦

放射性物質汚染対処 同第6号 同上⑩

森林作業路網 同第7号 同上⑪

非常災害応急措置 同第8号 同上⑫

工事付随堆積 同第10号ハ 同上⑭ハ

（６）［別途理由］

（７）［規制区域外］

（１）［規制未指定］

（２）［盛土許可等］

（３）［公共施設用地等］

（４）［他法令許可等］

（５）［許可不要工事等］

（６）［別途理由］

（７）［規制区域外］

表2 許可不要工事等の確認結果票への分類名称

分類 適用 備考

　盛土規制法の宅造区域又は特盛区域であって盛土規制法の許可等の要件未満であり許可等を
要しない理由がある場合（参考資料１．（１））。

　搬出先が盛土規制法の宅造区域又は特盛区域のいずれにも該当しない場合。

　土砂条例が制定されている場合において、土砂条例の許可等の要件未満であるなど許可等を
要しない理由がある場合（参考資料　２．（１））。

　土砂条例が制定されている場合において、搬出先が土砂条例の対象地域に該当しない場合。

ⅱ）都道府県等の定める土砂条例の確認区分

　都道府県等の定める土砂条例が制定されていない場合。

　土砂条例が制定されている場合において、当該条例の許可又は届出を有している場合。

　土砂条例が制定されている場合において、「国又は地方公共団体の事業」等により、当該条例に
規定する許可等を要しないもの（参考資料　２．（２））に該当する場合。

　土砂条例が制定されている場合において、当該条例に規定する他法令許可等により当該条例
の許可等を要しないもの（参考資料２．（３））に該当する場合。

　土砂条例が制定されている場合において、当該条例に規定する許可等を要しない事業等に該
当する場合（参考資料　２．（２））。
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【参考資料】

１．盛土規制法の許可等

　（１）宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域における許可・届出

宅地造成等規制法施行令等で規定する許可や届出の対象要件の概要は次のとおり

区域 行為       届出 許可

特
盛
区
域

特定
盛土
等

①盛土で高さ1m超の崖
②切土で高さ2m超の崖
③盛土と切土を同時に行って、高さ2m超の
　崖（①、②を除く）
④盛土で高さ2m超（①、③を除く）
⑤盛土又は切土の面積500㎡超（①～④を
　除く）

①盛土で高さ2m超の崖
②切土で高さ5m超の崖
③盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の
　崖（①、②を除く）
④盛土で高さ5m超（①、③を除く）
⑤盛土又は切土の面積3,000㎡超（①～④
　を除く）

土石
の

堆積

①堆積の高さ2m超かつ面積が300㎡超
②堆積の面積500㎡超

①堆積の高さ5m超かつ面積1,500㎡超
②堆積の面積3,000㎡超

宅
造
区
域

宅地
造成

－

①盛土で高さ1m超の崖
②切土で高さ2m超の崖
③盛土と切土を同時に行って、高さ2m超の
　崖（①、②を除く）
④盛土で高さ2m超（①、③を除く）
⑤盛土又は切土の面積500㎡超（①～④を
　除く）

特定
盛土
等

土石
の

堆積
－

①堆積の高さ2m超かつ面積が300㎡超
②堆積の面積500㎡超

※1 宅地造成等工事規制区域（宅造区域）及び特定盛土等規制区域（特盛区域）の指定状況に
　　ついては、該当する都道府県、政令市、中核市にご確認ください。
※2 「崖」とは宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第１条第１項の規定により地表面が水平面
　　に対し30度を超えるものを指します。
※3 一定規模以下のものは許可等不要となる場合があります。詳細は盛土規制法及び宅地造成等
　　規制法施行令及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則をご確認ください。
　（参考資料１．（２）⑬、⑭ロ）

（２）災害の発生のおそれがないと認められる工事

① 鉱山保安法（昭和24年法律第70号）第13条第1項の規定による届出をした者が行う当該届出
　　に係る工事又は同法第36条、第37条、第39条第1項若しくは第48条第1項若しくは第2項の規
　　定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係
　　る工事
② 鉱業法（昭和5年法律第289号）第63条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項（同法第
　　87条において準用する場合を含む。）若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定によ
　　る認可を受けた者（同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の規定により
　　施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。）が行う当該届出又は認可に係る施業案の実
　　施に係る工事
③ 採石法（昭和25年法律第291号）第33条若しくは第33条の5第1項の規定による認可を受けた者
　　が行う当該認可に係る工事又は同法第33条の13若しくは第33条の17の規定による命令を受け
　　た者が行う当該命令の実施に係る工事
④ 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条若しくは第20条第1項の規定による認可を受けた者
　　が行う当該認可に係る工事又は同法第23条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の
　　命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事

⑤ 土地改良法（昭和24年法律第195号）第2条第2項に規定する土地改良事業、同法第15条第2
　　項に規定する事業又は土地改良事業に準ずる事業に係る工事
⑥ 火薬類取締法（昭和25年法律第149号）第3条若しくは第10条第1項の許可を受け、若しく同条
　　第2項の規定による届出をした者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第12条第1
　　項の規定による許可を受け、若しくは同条第2項の規定による届出をした者が行う当該許可若し
　　くは届出に係る工事又は同法第27条第1項の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る
　　工事
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＜盛土規制法（昭和36年法律第191号）＞

第2条1号において、公共施設用地とは道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する
施設の用に供されている土地

＜宅地造成等規制法施行令（政令）（昭和37年政令第16号）＞

第2条　盛土規制法第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設備、地すべり防
止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌
道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの
(※)及び国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定める
もの

⑦ 家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第21条第1項若しくは第4項（同法第46条第1項の
　　規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による家畜の死体の埋却に係る工事又は
　　同法第23条第1項若しくは第3項（同法第46条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含
　　む。）の規定による家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品の埋
　　却に係る工事
⑧ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第7条第6項若しくは第14条第6
　　項の許可を受けた者若しくは市町村の委託（非常災害時における市町村から委託を受けた者
　　による委託を含む。）を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託
　　に係る工事又は同法第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の
　　許可を受けた者が行う当該許可に係る工事
⑨ 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第16条第1項の規定による届出をした者が行う当該届
　　出に係る工事又は同法第22条第1項若しくは第23条第1項の許可を受けた者が行う当該許可に
　　係る工事
⑩ 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ
　　れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）
　　第15条若しくは第19条の規定による廃棄物の保管若しくは処分、第17条第2項（同法第18条第
　　5項において準用する場合を含む。）の規定による廃棄物の保管、同法第30条第1項若しくは第
　　38条第1項の規定による除去土壌の保管若しくは処分又は同法第31条第1項若しくは第39条第
　　1項の規定による除去土壌等の保管に係る工事
⑪ 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事
⑫ 国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う
　　工事
　イ　地方住宅供給公社
　ロ　土地開発公社
　ハ　日本下水道事業団
　ニ　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
　ホ　独立行政法人水資源機構
　ヘ　独立行政法人都市再生機構
⑬ 宅地造成又は特定盛土等（令第3条第5号の盛土又は切土に限る。）に関する工事のうち、高さ
　　が2メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30センチメートル
　　（都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値）を超えない盛土又は切土をするもの
⑭ 次に掲げる土石の堆積に関する工事
　イ　令第4条第1号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超
　　　えないもの
　ロ　令第4条第2号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土
　　　石の表面の標高との差が30センチメートル（都道府県が規則で別に定める場合にあつては、
　　　その値）を超えないもの
　ハ　工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工
　　　事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの

（３）公共施設用地（盛土規制法の適用除外）

　盛土規制法第2条第1号の規定による「公共施設用地」は、次のとおりである。なお、同法同条第1号
から4号のとおり「公共施設用地」における盛土等は盛土規制法に基づく宅地造成、特定盛土又は土
石の堆積の対象に含まれない。
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２．都道府県・市町村の定める土砂条例

問合せ先　国土交通省不動産･建設経済局建設業課 　０３－５２５３－８３８０（直通）

＜宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(主務省令)（昭和37年建設省第3号）＞

第1条第1項　宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和37年政令第16号）第2条の主務省令
（昭和37年建設省第3号）で定める、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施
設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供
する施設その他これらに準ずる施設は、雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の
生活環境の整備等に関する法律（昭和49年法律第101号）第2条第2項に規定する防衛施設をいう

　　　土砂条例において国又は地方公共団体等の事業等や非常災害のために必要な応急措置
　　として行う盛土等の工事を当該条例の許可等を要しないものと規定している場合がある。条例
　　やその規則によって対象事業等が異なるため、該当する条例を参照若しくは所管する地方公
　　共団体へお問合せください。

（３）土砂条例の許可等を要しない他法令許可等

　　　土砂条例において採石法や砂利採取法の認可等を受けている場合に当該条例の許可等を
　　要しないものと規定している場合がある。条例やその規則によって対象法令等が異なるため、
　　該当する条例を参照若しくは所管する地方公共団体へお問合せください。

第1条第2項　施行令第2条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、
運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水
施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設
をいう

（１）土砂条例による許可等

　　　地方公共団体によっては土砂条例を制定し一定規模以上の行為について許可等を求めて
　　いる場合がある。許可等を要する規模等については条例によって異なるため、該当する条例を
　　参照若しくは所管する地方公共団体へお問合せください。

（２）土砂条例の許可等を要しない事業等
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Ⅲ　土壌汚染対策法等の手続確認

 １．概要

 ２．手続確認事項

 ２-1．土壌汚染対策法の手続確認事項

（１） 土壌汚染対策法（以下「法」という。）の届出の要否
以下①～③の対応要否をご確認ください。④は２-１（３）に該当した場合に届出の要否をご確認ください。
なお、２-１（２）の命令が有りの場合、調査結果の報告書の届出も併せてご確認ください。

①法第３条関係
ア. 有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき、土壌汚染状況調査を実施し、その結果を報告する必
要があります（法第３条第１項）。
イ. 操業を続けることを理由に一時的に２-１（１）①アの調査を免除された土地で、900ｍ２以上の土地の形
質の変更を行う際には届出が必要になります（法第３条第７項）。

②法第４条関係
ア. 3,000ｍ２以上の土地の形質の変更又は現に有害物質使用特定施設が設置されている土地等では
900ｍ２以上の土地の形質の変更を行う際には届出が必要になります（法第４条第１項）。
イ. 土地の所有者等の全員の同意を得て、２-１（１）②アの届出前に調査を行い、２-１（１）②アの届出に併
せて当該調査結果を提出することができます（法第４条第２項）。

③法第14条関係
自主調査において土壌汚染が判明した場合に土地の所有者等が都道府県知事等に区域の指定を申請
できます（法第14条第１項）。

④法第16条関係
法に基づき区域指定された土地の汚染土壌を区域外へ搬出する際には原則届出が必要になります（法
第16条第１項）。

（２） 法に基づく土壌汚染状況調査命令の有無
以下①～③の命令の有無をご確認ください。

①法第３条関係
２-１（１）①イの届出後に、都道府県知事等からの命令を受けて、土地の所有者等が土壌汚染状況調査を
実施し、その結果を報告する必要があります（法第３条第８項）。

②法第４条関係
２-１（１）②アの届出後に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めて、 都道府県知事等からの
命令を受けた場合は、土地の所有者等が土壌汚染状況調査を実施し、その結果を報告する必要がありま
す（法第４条第３項）。

③法第５条関係
土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めて、 都道府県知事等からの命
令を受けた場合は、土地の所有者等が土壌汚染状況調査を実施し、その結果を報告する必要があります
（法第５条第１項）。

以下（１）～（３）についてご確認ください。ご不明な点は所管の都道府県等へお問合せください。

令和５年５月訂正版

確認結果票作成に当たっての解説

（土壌汚染対策法等の手続確認編）

　元請建設工事事業者等は建設発生土の搬出先の確認等において、省令第８条第３項１号及び第３号に基
づき、発注者等が行った手続（土壌汚染対策法や条例の届出の要否等）を確認する必要があります。その
他、調査命令や区域指定の有無等、建設発生土の搬出先の確認等を達成するために必要な情報について
も、確認フローに沿って確認し、結果を確認結果票に記載し現場掲示ください。また、確認フローは確認結果
票とともに記録・保存ください。

　

令和５年３月
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 ２-２．都道府県等の土壌汚染に関する条例の手続確認事項

 ３．注意事項

 ４．補足説明

（３） 法に基づく区域指定の有無
２-１（１）（２）の届出による調査結果から、土壌の特定有害物質（法施行令第１条）の汚染状態が指定基準
（法施行規則別表第４及び第５）を超過した場合、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されま
す（法第６条第１項、法第11条第１項）。

都道府県等のなかには、法以外で土壌汚染に関する条例により、２-１（１）～（３）の独自の届出要件及び
区域指定制度を設けている都道府県等もありますので、併せてご確認ください。
ご不明な点は所管の都道府県等へお問合せください。

・建設工事の工区等により、手続確認結果が異なる場合には、確認結果票に工区別等で記載ください。
加えて、工区別等で記載する場合には、工区等を示した図面等も併せて保存ください。

・法・条例等の対象外の土地で汚染された土壌が見つかった場合において、当該土壌を運搬及び処理す
る際には、汚染の拡散防止の観点から、法に準じて、適切に取り扱うことが望ましいと言えます。

（１） 有害物質使用特定施設
水質汚濁防止法第２条第２項に規定する特定施設であって、特定有害物質をその施設において製造し、
使用し、又は処理するものを言います。

（２） 土地の形質の変更
 「土地の形状を変更する行為全般」をいい、いわゆる掘削（切土）と盛土（土壌を仮置きする場合を含む）
の別を問いません。ただし、土地の形質の変更の内容が盛土のみである場合や４（３）、４（４）に該当する
行為の場合は、届出が不要になります。
【対象例】地盤改良、掘削、盛土、杭・鋼矢板の打設

（３） ２-１（１）①イの適用除外となる行為（法第３条第７項）
①土壌を区域外へ搬出すること ②土壌の飛散又は流出を伴う形質変更でないこと ③形質変更の深さが
50cm以上であること、のいずれにも該当しない行為になります（なお、900m2未満の土地の形質変更を行う
場合も適用対象外になります。）。

（４） ２-１（１）②アの適用除外となる行為（法第４条第１項）
①土壌を区域外へ搬出すること ②土壌の飛散又は流出を伴う形質変更でないこと ③形質変更の深さが
50cm以上であること、のいずれにも該当しない行為になります。（なお、通常の農業、林業の作業路網の
整備で区域外に土壌を搬出しない行為、非常災害のために必要な応急措置、鉱山関係の土地も適用対
象外になります。）

（５） 区域指定
要措置区域又は形質変更時要届出区域のことを指します。
■要措置区域
　汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
■形質変更時要届出区域
　汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域（要
措置区域において摂取経路の遮断が行われた区域を含みます。）
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 ５．手続の確認フロー

問合せ先　環境省水・大気環境局水環境課土壌環境室

０３－５５２１－８３２２

　各手続確認事項と「２.手続確認事項」との対応箇所を以下のとおり記載しておりますので参考としてく
ださい。
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再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●工事

元請建設工事事業者等 （株）○○○○○○○○○○

作成・更新年月日 2023/5/30 工事責任者 ○○　○○

土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
結果
区分

②

①

建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ 確認結果 詳細

1 規制未指定
［公共施設用地等］分類：道路
管理機関名：国土交通省●●河川国道事務所

2 規制未指定
［他法令許可等］採石法第３３条の採取計画認可
登録番号●●県第0000000号
国交省登録ストックヤード第0000000-000000号

3 公共施設用地等
分類：道路
管理機関名：国土交通省●●河川国道事務所

4 公共施設用地等
分類：河川
管理機関名：●●県●●●●●事務所

5 盛土許可等
盛土規制法第１２条許可
許可番号　●●県第000000号

6 盛土許可等
盛土規制法第２１条届出
令和●年●月●日届出（●●県）
国交省登録ストックヤード第0000000-000000号

7 盛土許可等
●●県●●●●●●●●に関する条例許可
許可番号0000000
国交省登録ストックヤード第0000000-000000号

8 他法令許可等
採石法第３３条の採取計画認可
登録番号●●県第0000000号

9 許可不要工事等
分類：工事付随堆積
元請業者：●●●●建設（株）

10 別途理由
盛土規制法（宅造区域）：許可対象規模未満
土砂条例：許可等対象規模未満
土地所有者：同意確認済

11 別途理由
盛土規制法（特盛区域）：届出対象規模未満
土砂条例：該当なし
土地所有者：同意確認済

12 規制区域外
盛土規制法：宅造区域及び特盛区域外
土砂条例：該当なし
土地所有者：同意確認済

●●●●●●●●ビル新築工事

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

●●●●●採石場跡地

注）　結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる

搬出先名称

●●●●●●道路改良工事

■■■■■■■■■■

●●●●●●道路改良工事

●●県●●●●仮置場

●●●●●土砂処分場

●●●●ストックヤード

●●●●土質改良プラント

▲▲工区
手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認

済）

工事名

工区等 確認結果

工事区域 手続確認済（搬出可能）
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（備　考）

【補足事項】

・フローのうち該当する箇所（Yes又はNo）を赤色に着色ください。

・本フローは確認結果票とともに記録・保存してください。

土壌汚染対策法等手続の確認フロー（●●工区）

これまでに土壌汚染対策法等に関する手続が行われているか
（土壌汚染対策法第３条・第４条・第５条・第14条関係及び都道府県等の土壌汚染に関する条例）

Yes No

手続の結果、土壌汚染対策法に基づき既に区域指定されている
（区域指定の手続中を含む）

本工事に関して、
（１）一定規模（原則3,000m2、（２）を除く工場等における土地では900m2)以上
の土地の形質の変更を行う予定
又は
（２）工場等で土壌汚染の調査が猶予されている土地における900m2以上の土
地の形質の変更を行う予定はあるか

Yes No
Yes No

都道府県等の土壌汚染に関する条例に
基づき既に区域指定されている（区域指
定の手続中を含む）

都道府県等の土壌汚染に関する条例で
規定される規模以上の土地の形質の変
更を行う予定はあるか

No
Yes

本工事に関して、都道府県等へ土壌汚染対策法又
は都道府県等の土壌汚染に関する条例に基づき、汚
染土壌の区域外への搬出に関する届出を行っている
か（汚染土壌の区域外への搬出が無い場合は、その
旨を確認したか）

Yes No
未届の場合、届出が必要（必要に応じて
所管の都道府県等へ問合せをすること）

Yes No
届出の結果、土壌調査が必要と判断され
たか

No

届出が必要（必要に応
じて所管の都道府県等
へ問合せをすること）

Yes

No 土壌調査を実施した結果、土壌汚染対策
法又は都道府県等の土壌汚染に関する
条例に基づく基準に適合していたか

Yes

・詳細は「確認結果票作成に当たっての解説（土壌汚染対策法等の手続確認編）」を参照ください。

令和5年5月版

①届出済
(搬出無し確認済)

②搬出可能

結果
区分 確認結果

① 手続確認済
（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）

（土壌汚染対策法第６条第１項、第11条第１項） （（１）土壌汚染対策法第４条第１項、（２）同法第３条第７項）
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（備　考）

【補足事項】

・フローのうち該当する箇所（Yes又はNo）を赤色に着色ください。

・本フローは確認結果票とともに記録・保存してください。

土壌汚染対策法等手続の確認フロー（●●工区）

これまでに土壌汚染対策法等に関する手続が行われているか
（土壌汚染対策法第３条・第４条・第５条・第14条関係及び都道府県等の土壌汚染に関する条例）

Yes No

手続の結果、土壌汚染対策法に基づき既に区域指定されている
（区域指定の手続中を含む）

本工事に関して、
（１）一定規模（原則3,000m2、（２）を除く工場等における土地では900m2)以上
の土地の形質の変更を行う予定
又は
（２）工場等で土壌汚染の調査が猶予されている土地における900m2以上の土
地の形質の変更を行う予定はあるか

Yes No
Yes No

都道府県等の土壌汚染に関する条例に
基づき既に区域指定されている（区域指
定の手続中を含む）

都道府県等の土壌汚染に関する条例で
規定される規模以上の土地の形質の変
更を行う予定はあるか

No
Yes

本工事に関して、都道府県等へ土壌汚染対策法又
は都道府県等の土壌汚染に関する条例に基づき、汚
染土壌の区域外への搬出に関する届出を行っている
か（汚染土壌の区域外への搬出が無い場合は、その
旨を確認したか）

Yes No
未届の場合、届出が必要（必要に応じて
所管の都道府県等へ問合せをすること）

Yes No
届出の結果、土壌調査が必要と判断され
たか

No

届出が必要（必要に応
じて所管の都道府県等
へ問合せをすること）

Yes

No 土壌調査を実施した結果、土壌汚染対策
法又は都道府県等の土壌汚染に関する
条例に基づく基準に適合していたか

Yes

・詳細は「確認結果票作成に当たっての解説（土壌汚染対策法等の手続確認編）」を参照ください。

令和5年5月版

①届出済
(搬出無し確認済)

②搬出可能

結果
区分 確認結果

② 手続確認済（搬出可能）

（土壌汚染対策法第６条第１項、第11条第１項） （（１）土壌汚染対策法第４条第１項、（２）同法第３条第７項）
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愛知県あいくる材率先利用方針 
 
第１章 総則 
（目的） 
第１ この愛知県あいくる材率先利用方針（以下「方針」という。）は、愛知県リサイクル資材評価

制度実施要領第２１条に基づき、愛知県が発注する公共工事（以下「工事」という。）で、愛

知県リサイクル資材評価制度で認定されたあいくる材の率先利用を進めるため、その方法等を

定めることを目的とする。 
 
（方針の適用） 
第２ 工事に携わる県の職員、設計の受託者、工事の請負者など、工事に携わるすべての者は、こ

の方針に基づいて工事が実施されるように努めなければならない。 
２ 設計の委託、あるいは工事の発注をする場合は、方針に従って実施されるよう、特記仕様書

等にこの方針を位置づけなければならない。 
３ あいくる材は、工事標準仕様書等の品質基準に適合しているものとして取り扱うこととする。

ただし、評価基準で用途範囲を定めているものは、その範囲とする。 
 
第２章 資材の率先利用方針 
（使用上のグループ区分の設定） 
第３ あいくる材を工事で円滑に率先利用するため、あいくる材について以下の使用上のグループ

区分を設定する 
  ＡＡグループ： 他のグループの資材よりも優先して率先利用を図る資材 
  Ａグループ ： 一般使用資材として率先利用を図る資材 
  Ｂグループ ： 特性を把握した上で積極的な利用に努める資材 
  Ｃグループ ： 個別に利用方針を定める資材 
２ 各資材のグループ区分は、別に定める愛知県リサイクル資材利用検討委員会（以下「利用検

討委員会」という。）で審議する。 
 
（使用上のグループ区分の見直し） 
第４ 納入実績、価格の調査及び工事の発注機関等からの報告等を基に各あいくる材の使用上のグ

ループ区分を年に１回見直しすることができる。 
２ 前項のグループ区分の見直しは、利用検討委員会で行う。 

 
（ＡＡグループと区分されたあいくる材の利用方針） 
第５ ＡＡグループと区分された資材は、県施設から経常的に発生する再生資源を利用しているた

め、他のグループの資材よりも優先して率先利用を図ることとする。 
２ 工事の設計、積算を行う者は、ＡＡグループと区分された資材が使用可能なときは、原則と

して、あいくる材を指定することとする。 
３ 請負者は、設計図書であいくる材の指定が無い場合においても、ＡＡグループに区分された

あいくる材に代替できる場合は、監督員の確認を得て、積極的に使用に努めること。 
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  また、請負者は、設計図書であいくる材が指定されている場合で、その入手が困難な場合は、

他のあいくる材又は新材に変更するものとし、その旨を文書で監督員に提出し承諾を得なけれ

ばならない。 
 
（Ａグループと区分されたあいくる材の利用方針） 
第６ 工事の設計、積算を行う者は、Ａグループとして区分されたあいくる材が使用可能なときは、

原則として、あいくる材を指定することとする。 
２ 請負者は、設計図書であいくる材の指定が無い場合においても、Ａグループに区分されたあ

いくる材に代替できる場合は、監督員の確認を得て、積極的に使用に努めること。 
  また、請負者は、設計図書であいくる材が指定されている場合で、その入手が困難な場合は、

他のあいくる材又は新材に変更するものとし、その旨を文書で監督員に提出し承諾を得なけれ

ばならない。 
 
（Ｂグループと区分されたあいくる材の利用方針） 
第７ 工事の設計、積算を行う者は、Ｂグループとして区分されたあいくる材が使用可能なときは、

特性を把握した上で積極的に使用されるよう努める。 
 
（Ｃグループと区分されたあいくる材の利用方針） 
第８ Ｃグループに区分されたあいくる材については、それぞれの率先利用方針は利用検討委員会

で定める。 
 
（愛知県以外の団体がこの方針を準用して使用することについて） 
第９ 愛知県内の市町村等の団体が、この方針を準用して、あいくる材を率先利用することについ

て、これを認める。 
   また、その場合は「愛知県」とあるところを当該団体に読み替えて使用するものとする。 
 
   附則 
 この方針は平成１４年４月１日から実施する。 
 この方針は平成１８年４月１日から実施する。 
 この方針は平成２５年８月１日から実施する。 
 この方針は平成２６年８月３１日から実施する。 
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昭和 62 年 3 月 30 日  

大臣官房技術審議官通達  
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6-625

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1049



6-626

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1050



6-627

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1051



6-628

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1052



6-629

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1053



6-630

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1054



6-631

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1055



6-632

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1056



6-633

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1057



6-634

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1058



6-635

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1059



6-636

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1060



6-637

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1061



6-638

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1062



6-639

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1063



6-640

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1064



6-641

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1065



6-642

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1066



6-643

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1067



6-644

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1068



6-645

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1069



6-646

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1070



6-647

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1071



6-648

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1072



6-649

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1073



6-650

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1074



6-651

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1075



6-652

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1076



6-653

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1077



6-654

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1078



6-655

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1079



6-656

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1080



6-657

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1081



6-658

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1082



6-659

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1083



6-660

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1084



6-661

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1085



6-662

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1086



6-663

第６章　６－３５　建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1087



 

 

６－３６ 騒音・振動の規制のあらまし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県環境局 

令和 3 年 4 月 

6-664

第６章　６－３６　騒音・振動の規制のあらまし

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1088



6-665

第６章　６－３６　騒音・振動の規制のあらまし

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1089
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6-666

第６章　６－３６　騒音・振動の規制のあらまし

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1090
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6-667

第６章　６－３６　騒音・振動の規制のあらまし

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1091



6-668

第６章　６－３６　騒音・振動の規制のあらまし

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1092



6-669

第６章　６－３６　騒音・振動の規制のあらまし

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1093



 

 

６－３７ ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した

改良土の六価クロム溶出試験実施

要領(案)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 12 年 3 月 24 日 建設省技調発第 48 号 建設大臣官房技術審議官通達 

平成 12 年 3 月 24 日 建設省技調発第 49 号 建設大臣官房技術調査室長通達 

平成 13 年 4 月 20 日 国官技第 16 号 国土交通省大臣官房技術調査課長通達 

6-670

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1094



6-671

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1095



6-672

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1096



6-673

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1097
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6-674

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1098
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6-675

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1099
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6-676

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1100



6-677

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1101



 

 
 

6-678

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1102



6-679

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1103



6-680

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1104
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6-681

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1105



6-682

第６章　６－３７　ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1106



 

 

６－３８ 公的機関等一覧表 

 

6-683

第６章　６－３８　公的機関等一覧表

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1107
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6-684

第６章　６－３８　公的機関等一覧表

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1108
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第６章　６－３８　公的機関等一覧表

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1109
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建設工事成績評定結果閲覧要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設工事等検査要領  令和 6 年 4 月 1 日 

土木工事検査基準  令和 5 年 4 月 1 日 

その他  令和 3 年 4 月 1 日 

愛知県建設局 一部改定 
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【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1110
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1112
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1113
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1114
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1115
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1116
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1117
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1118
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1119
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1120
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1121
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1122
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1123
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1124
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1125
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1126
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1127
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1128
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1129
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1130
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1131
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1132
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1133
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1134
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1135
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1136
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1137
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1138
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第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1139
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土 木 工 事 検 査 基 準 
 
 
１ 土木工事検査基準 

２ 土木工事の検査方法 

(1) 一般的検査留意事項 

(2) 施工管理に関する検査留意事項 

(3) 施工状況に関する検査留意事項 

(4) 工事別検査方法及び判定基準 
 

３ 指導内容一覧表等 

(1) 指導内容一覧表 

(2) 中間検査表 

(3) 完了検査表 

４ 検査用具 
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１ 土 木 工 事 検 査 基 準 
 
 （趣旨） 
１ この基準は、愛知県が行なう土木工事の検査を適正に実施するため、建設 

工事等検査要領第 7 条の規定に基づき、検査の技術的な基準を定める。 
 
 （適用） 
２ この基準は、建設工事等検査要領第 3 条に定める検査に適用する。 
 
 （検査方法） 
３ 検査は、別に示す「土木工事の検査方法」によるものとする。 
 
 （判定基準） 
４ この検査の結果による合格値は原則として、土木工事標準仕様書及び土木 

工事施工管理基準、写真管理基準（以下「仕様書」という。）により適否の

判断を行なうものとする。 
 
 （その他） 
５ この基準に記載のない工種又は、この基準に定めていない軽微なものにつ 

いては、検査員の判定によるものとする。 
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２ 土 木 工 事 の 検 査 方 法 
 
１ 一般的検査留意事項 
（１） 可視部分の検査 
   可視部分については、原則として検査員が実測検査し出来形を確認する。 
   可視部分の出来形については、実測すると共に施工管理デ－タ（品質管 

  理、出来形管理、工事写真をいう。）により検査する。 
   ただし、可視部分でも実測が困難な部分については、施工管理データに 

  より検査する。 
（２）不可視部分の検査 
   不可視部分の出来形と品質は、施工管理デ－タ及び監督員による立会、 
  段階確認（工事標準仕様書１－１－２２監督員による確認及び立会）の有

無、出来形確認写真等により検査する。 
（３） 使用材料の検査 
   使用材料の品質、規格、数量については、品質管理デ－タ、品質証明書 

  又は実測により検査する。 
（４） 機械設備等の検査 
   機械設備等の機能、性能については、実際の操作により検査する。 
（５） 構造物等機能の検査 
   構造物又は付属設備等の機能については、実際に稼動させて検査する。 
（６） その他 
  （出来ばえ）仕上がり面、通り、すり付けなどの程度及び全体の外観を 
       観察する。 
  （後片付け）工事完了後の現場整理状況や、起終点の取り付け状況等を 
       確認する。 
 
２ 施工管理に関する検査留意事項 
（１）施工管理資料の整理状況 
（２）測定値の正確度及び規格値との関係 
（３）施工管理方法の適否 
（４）施工管理内容の状況 
（５）試験、測定、撮影等の監督員の立会の程度 
（６）施工管理結果の現場工事への反映状況 
（７）施工管理に対する全般的確認程度 
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 4

３ 施工状況に関する検査留意事項 
項目 関係書類 留意事項 
１ 工事の監督 
 
 

契約書、仕様書、土木工

事監督要領 
 

工事監督の状況確認、立

会及び指示承諾協議事項

の処理内容 
２ 工程管理 
 

実施工程表、工事出来形

報告書、工事打合せ書 
工程管理状況及び進捗内

容 
３ 工事施工 
 
 

 
 
 

工法研究、施工方法及び

手戻り（災害）に対する

処理状況 
４ 支給品及び貸与品 
 
 

支給書、受理書、仕様書、

清算書及び返納書、その

他の関係書類 

支給、受領、使用及び返

納の処理状況 
 

５ 貸与設備 
 
 

貸与仕様書 
 
 

借用及び使用状況、保管

状況、整備及び返納処理

状況 
６ 工事材料、解体及び

発生材 
仕様書、工事材料及び解

体発生納入書等 
工事材料、解体及び発生

材の処理状況 
７ 立会・指示すべき 
施工及び調合 

仕様書、工事打合せ書、

記録資料 
立会指示すべき施工及び

調合の状況 
８ 現場管理 
 

仕様書、工事打合せ書、

関係法規等 
現場管理状況、交通整理

状況及び処理内容 
 
４ 各工事別検査方法及び判定基準 
（１） 検査の方法 

検査は、当該工事の出来高を対象として行うものとし、関係図書に基づ 

  く工事の実施状況、出来形及び品質について適否の判定を行うものとする。 
（２） 実施状況の検査 
   実施状況の検査は、出来形管理、品質管理及びその他の実施状況に関す 

  る各種の記録（写真による記録を含む。）と、設計図書等とを対比し、各 

  事項に留意して施工管理状況及び施工内容の適否の判断を行うものとする。 
（３） 出来形の検査 
   出来形の検査は、位置及び出来形寸法、数量について、設計図書と対比 

  して行うものとする。ただし、測定個所は出来形の現地形状に応じて検査 

  員の判断により決定する。また、外部からの観察、出来形図、写真等によ 

  り当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて工事目 

  的物を最小限破壊して検査することができるものとする。 
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（４） 品質の検査 
   品質の検査は、品質及び出来ばえについて、設計図書、仕様書と対比し 

  て行うものとする。 
   ただし、外部からの観察、施工管理の状況を示す資料、写真等により当 

  該品質の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて工事目的物を 

  最小限破壊して検査することができるものとする。 
（５） 検査の判定基準 
   検査の判定は、土木工事標準仕様書及び土木工事施工管理基準の規格値 

  に対比して、出来形、品質の適否を判定する。 
（６） 測定方法 
  ア 検査項目は出来形寸法、品質、出来ばえ、位置、構造、機能等とし、 

   出来ばえ、位置、構造、機能の検査は、検査員の技術的判断による。 
  イ 実測する検査箇所は、原則として、設計寸法の明示された箇所とする。 
  ウ 施工延長の検測については、図面の測点が杭等で明示されている場合 

   は、延長の確認として、各測点間距離を抜取り測定することにより全延 

   長の測定を省略することができる。 
（７） 出来形規格値及び品質規格値 
   土木工事施工管理基準より出来形管理規格値は、「出来形管理基準及び

規格値」並びに品質管理規格値は、「品質管理基準及び規格値」の定める

ところによる。 
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1 施工計画書 4 施工管理
　（１）実施工程表 　（１）出来形成果管理図表等
　（２）現場組織表 　（２）品質管理等資料
　（３）安全管理 　（３）材料検収資料
　（４）指定機械及び主要機械（船舶） 　（４）写真管理
　（５）主要資材 　　ア　出来形

　　イ　施工状況
　　ア　一般事項 　　ウ　準備工、仮設備工等
　　イ　具体的な施工方法 　（５）現場環境、イメージアップ
　　ウ　監督員による段階確認等 　（６）条件明示の対応
　（７）施工管理計画 　（７）建設発生土搬出伝票等
　　ア　工程管理 　（８）産業廃棄物管理台帳、マニフェスト
　　イ　出来形管理 　（９）その他
　　ウ　品質管理 5 準備工
　　エ　写真管理 　（１）事前測量、B.M.の設置
　（８）緊急時の体制及び対応 　（２）丁張の設置（位置、高さ等）
　（９）交通管理 　（３）工事現場、交通の安全管理
（１０）環境対策 　（４）現場掲示物
（１１）現場作業環境の整備（イメージアップ） 　（５）その他

6 仮設備工
（１３）変更計画書（新工種・安全管理） 　（１）湧水・雨水等の排水処理
（１４）その他 　（２）土留（仮締切）等の設置状況

　（３）仮設道路の設置管理状況
2 指示・協議・提出・報告書等 　（４）仮設工作物の機能・構造等

　（１）施工体制台帳 　（５）その他
　（２）工事等の承諾図 7 施工状況
　（３）工事材料の品質規格に関する資料 　（１）掘削（床堀）・盛土（埋戻）
　（４）工事打合せ簿 　（２）転圧・締固め
　（５）条件変更確認請求通知書 　（３）杭・矢板打ち込み
　（６）部分使用等の協議書 　（４）型枠・支保組立等
　（７）工事カルテ登録 　（５）鉄筋加工・組立等
　（８）発生物件調書 　（６）コンクリート打設・養生等
　（９）安全対策の実施 　（７）施工目地・水抜き穴等
（１０）借地契約書の写し 　（８）吹付け・塗装等
（１１）履行報告書 　（９）据付け・締付け等
（１２）段階確認書・施工状況把握報告書 （１０）植生（芝・樹木）
（１３）ＩＣＴ及び遠隔臨場に関する資料 （１１）安全対策等
（１４）施工プロセスのチェックリスト （１２）その他
（１５）設計図書の照査 8 出来形
（１６）その他 　（１）長さ・幅・高さ・法線等

　（２）品質
　（３）出来ばえ

3 工程の進捗管理 　（４）起終点の取り付け
　（１）工事の遅れ（２０日以上遅れているもの） 　（５）現地マーキング
　　ア　労働者、機械等の不足による 　（６）用地境界杭の設置
　　イ　他の関係機関との調整による 　（７）銘板の設置
　　ウ　用地、物件移転等による 　（８）その他
　　エ　その他
　（２）実施工程表の管理状況＊履行報告より 9 その他
　（３）その他

 

 

指　導　内　容　一　覧　表　(参　考）

　（６）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地を含む）

（１２）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

（注）中間検査等の実施の際、請負者に指示・指導した内容を上記項目から選び、
　　その記号（番号）を工事検査記録（様式第５）の所定欄に記入する。

6
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第 回

平成 年 月 日 ％

検　　査　　項　　目 検　　査　　項　　目
　(１)実施工程表   (１)出来形成果管理図表等

　(２)現場組織表   (２)品質管理等資料

　(３)安全管理   (３)材料検収資料

　(４)指定機械及び主要機械（船舶）   (４)写真管理

　(５)主要資材     ア　出来形

　(６)施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地を含む） 　　イ　施工状況

　　ア　一般事項 　　ウ　準備工、仮設備工等

　　イ　具体的な施工方法   (５)現場環境、イメージアップ

　　ウ　監督員による段階確認等   (６)条件明示の対応

　(７)施工管理計画   (７)建設発生土搬出伝票等

　　ア　工程管理   (８)産業廃棄物管理台帳、マニフェスト

　　イ　出来形管理   (９)その他

　　ウ　品質管理   (１)事前測量、Ｂ.Ｍ.の設置

　　エ　写真管理   (２)丁張の設置（位置、高さ等）

　(８)緊急時の体制及び対応   (３)工事現場、交通の安全管理

　(９)交通管理   (４)現場掲示物

(１０)環境対策   (５)その他

(１１)現場作業環境の整備(イメージアップ)

  (１)湧水・雨水等の排水処理

(１３)変更計画書（新工種・安全管理）   (２)土留（仮締切）等の設置状況

(１４)その他   (３)仮設道路の設置管理状況

  (４)仮設工作物の機能・構造等

  (５)その他

  (１)施工体制台帳

  (２)工事等の承諾図

  (３)工事材料の品質規格に関する資料 　（１）掘削（床堀）・盛土（埋戻）

  (４)工事打合せ簿 　（２）転圧・締固め

  (５)条件変更確認請求通知書 　（３）杭・矢板打ち込み

  (６)部分使用等の協議書 　（４）型枠・支保組立等

  (７)工事カルテ登録 　（５）鉄筋加工・組立等

  (８)発生物件調書 　（６）コンクリート打設・養生等

  (９)安全対策の実施 　（７）施工目地・水抜き穴等

(１０)借地契約書の写し 　（８）吹付け・塗装等

(１１)履行報告書 　（９）据付け・締付け等

(１２)段階確認書・施工状況把握報告書 （１０）植生（芝・樹木）

(１３)ＩＣＴ及び遠隔臨場に関する資料 （１１）安全対策等

(１４)施工プロセスのチェックリスト （１２）その他

(１５)設計図書の照査

(１６)その他 　（１）長さ・幅・高さ・法線等

　（２）品質

  (１)工事の遅れ（２０日以上遅れているもの） 　（３）出来ばえ

　　ア　労働者、機械等の不足による 　（４）起終点の取り付け

　　イ　他の関係機関との調整による 　（５）現地マーキング

　　ウ　用地、物件移転等による 　（６）用地境界杭の設置

　　エ　その他 　（７）銘板の設置

  (２)実施工程表の管理状況 ＊履行報告より 　（８）その他

  (３)その他

　その他

-( )

-( )

-( )

-( )

-( )

-( )

7

9

指
導
 

内
容

3
　
工
程
の
進
捗
管
理

日の遅れ

8
 

出
来
形

2
　
指
示
・
協
議
・
提
出
・
報
告
書
等

7
 

施
工
状
況

(１２)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 6
　
仮
設
備
工

5
　
準
備
工

1
 

施
工
計
画
書

4
　
施
工
管
理

 （計画 ％）

記　　事 記　　事

公・単

監   督   員 専任監督員 ・主任監督員・総括監督員 請負者立会 　

検査年月日 工事進捗率

中 間 検 査 表 検査員

事 務 所 名 立会者 　 管 理 番 号
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年 月 日

～ 円

中間検査 （ ・ ） ％
出来形検査 （設計 ％出来形 ％） （１６）産業廃棄物管理台帳、マニフェスト

工場検査 （１７）施工プロセスチェックリスト

特記仕様 （１８）その他

　(１)実施工程表 　（１）品質管理結果

　(２)現場組織表 　（２）品質証明書

　(３)安全管理 　（３）品質証明員

　(４)指定機械及び主要機械（船舶） 　（４）品質管理資料

　(５)主要資材 　（５）その他

　(６)施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地を含む） 　（１）出来形成果総括表

　　ア　一般事項 　（２）測定結果総括表・測定結果一覧表等

　　イ　具体的な施工方法 　（３）出来形図

　　ウ　監督員による段階確認等 　（４）Ｋ．Ｂ．Ｍの記入

　(７)施工管理計画 　（５）社内規格の有無

　　ア　工程管理 　（６）その他

　　イ　出来形管理 　（１）着手前・完了

　　ウ　品質管理 　（２）施工状況

　　エ　写真管理 　（３）準備工・仮設備工

　(８)緊急時の体制及び対応 　（４）安全管理

　(９)交通管理 　（５）使用材料

(１０)環境対策 　（６）品質管理

(１１)現場作業環境の整備(イメージアップ) 　（７）出来形管理

(１２)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 　（８）現場環境

(１３)変更計画書（新工種・安全管理） 　（９）イメージアップ関係(計上されている場合)

(１４)その他 （１０）補償関係（計上されている場合）

（１１）災害・事故写真（発生した場合）

（１２）条件明示の対応（有る場合）

（１３）現場掲示物等

　（１）ＩＣＴ及び遠隔臨場に関する資料 （１４）その他

　（２）工事等の承諾図 　（１）長さ・幅・高さ・法線等

  (３)工事材料の品質規格に関する資料 　（２）品質

  (４)工事打合せ簿 　（３）出来ばえ

  (５)条件変更確認請求通知書 　（４）起終点の取り付け

  (６)部分使用等の協議書 　（５）現地マーキング

 （７）工事カルテ登録 　（６）用地境界杭の設置

  (８)発生物件調書 　（７）銘板の設置

  (９)安全対策の実施 　（８）その他

（１０）借地契約書の写し

（１１）履行報告書

（１２）段階確認書・施工状況把握報告書

（１３）条件明示の対応

（１４）施工体制台帳

-( )

-( )

-( )

-( )

-( )

-( )

完 了 検 査 表 検       査       員

事 務 所 名 管 理 番 号 立       会       者

検査年月日 平成 現場代理人

専任

主任(監理)技術者

請　負　者 路 線 名 等

検　　査　　項　　目 記　事 検　　査　　項　　目

総括 主任

記　事

検
査
等

有・無 （１５）建設発生土搬出伝票等

有・無
有・無
有・無

　
　
１
　
施
　
工
　
計
　
画
　
書

３
品
質
管
理

４
出
来
形
管
理

５
　
写
　
真
　
管
　
理

２
指
示
・
協
議
・
提
出
・
報
告
等

６
　
出
　
来
　
形

良･普通･不良

良･普通･不良

良･普通･不良

良･普通･不良

７
指
導
事
項

①土工の施工（路盤工を含む）②法覆工の施工
③ブロック積工の施工        ④構造物の施工   ⑤塗装工の施
工
⑥植栽工の施工⑦舗装工の施工⑧設計と現地不一致
⑨その他（資料不備）

指導事項 無

現
場
検
査
測
定
結
果

工種名 測定位置 単位 設計値 実測値 差 規格値 備　　　　　考

指
導
 

内
容
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４ 検   査   用   具 
 

区     分 用                 具 

共 通 検 査 用 

布テープ（樹脂加工）、スチールテープ、コンベック

スルール、リボンテープ（５ｍ）、箱尺、ポール、ピ

ンポール、水糸、垂球、勾配定規、トランシット、レ

ベル、光波測量機，深浅測量器具、シュミットハンマ

ー、検査用ハンマー、照明用ライト、カメラ、電卓、

その他 

一 般 破 壊 検 査 用 
つるはし、スコップ、のみ、ハンマー、その他 

舗 装 工 事 用 
砂置換密度測定機、平坦性定規（３ｍ）、コアーカッ

ター、その他 

コンクリート構造物 
（小規模な構造物は除く。） 

さく岩機、コアーカッター、コンクリート切断用カッ

ター、梯子、脚立、その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９ 

6-724

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1148



6-725

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1149



6-726

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1150



6-727

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1151



6-728

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1152



6-729

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1153



6-730

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1154



6-731

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1155



6-732

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1156



6-733

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1157



6-734

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1158



6-735

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1159



1

6-736

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1160



2

6-737

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1161



3

6-738

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1162



4

6-739

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1163



5

6-740

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1164



6

6-741

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1165



7

6-742

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1166



8

6-743

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1167



9

6-744

第６章　６－３９　建設工事等検査要領,建設工事成績評定要領,建設工事成績評定結果閲覧要領,土木工事検査基準

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.1168
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